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平 成 2 7 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成27年３月５日（木曜日）

午後７時４分開会

第７委員会室

委員の選任

平成27年３月５日、本委員会は議長の指名で次のと

おり選任された。

花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 新 田 宜 明君

照 屋 大 河君 髙 嶺 善 伸君

玉 城 満君 新 垣 清 涼君

瑞慶覧 功君 上 原 章君

金 城 勉君 西 銘 純 恵さん

嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君

大 城 一 馬君 比 嘉 瑞 己君

嶺 井 光君

委員長、副委員長の互選

平成27年３月５日、照屋大河君が委員長に、上原章

君が副委員長に選任された。

理事の選任

平成27年３月５日、理事に花城大輔君、座喜味一

幸君、照屋守之君、瑞慶覧功君及び西銘純恵さんが

選任された。

出席委員

委員長 照 屋 大 河君 中 川 京 貴 君

副委員長 上 原 章君 中 川 京 貴君

委 員 花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

新 田 宜 明君 髙 嶺 善 伸君

玉 城 満君 新 垣 清 涼君

瑞慶覧 功君 金 城 勉君

西 銘 純 恵さん 嘉 陽 宗 儀君

儀 間 光 秀君 大 城 一 馬君

比 嘉 瑞 己君 嶺 井 光君

欠席委員

翁 長 政 俊君

本委員会に付託された事件

（３月５日付託）

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成27年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成27年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成27年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成27年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成27年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成27年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成27年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成27年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成27年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成27年度沖縄県林業改善資

金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成27年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成27年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成27年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成27年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成27年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

予算特別委員会記録（第１号）



20 甲第20号議案 平成27年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成27年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 平成27年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成27年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 平成26年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

25 甲第25号議案 平成26年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

26 甲第26号議案 平成26年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）

27 甲第27号議案 平成26年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

28 甲第28号議案 平成26年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

29 甲第29号議案 平成26年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

30 甲第30号議案 平成26年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

31 甲第31号議案 平成26年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

32 甲第32号議案 平成26年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

33 甲第33号議案 平成26年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

34 甲第34号議案 平成26年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

35 甲第35号議案 平成26年度沖縄県水道事業会

計補正予算（第２号）

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 予算特別委員会運営要領について

４ 理事の選任
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○宮城弘議会事務局政務調査課副参事 予算特別委

員会設置後、初めての委員会でありますので、委員

長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長が互選されるまでの間、委員会条例第７条

の規定により、年長の委員が委員長の互選に関する

職務を行うことになっております。

出席委員中、嘉陽宗儀委員が年長者であります。

よって、この際、委員会条例第７条の規定により、

嘉陽宗儀委員に委員長の互選に関する職務をお願い

いたします。

（嘉陽宗儀委員、委員長席に着席）

○嘉陽宗儀年長委員 ただいまから予算特別委員会

を開会いたします。

委員会条例第７条の規定により、年長の私が委員

長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるかお諮り

いたします。

（「指名推選」と呼ぶ者あり）

○嘉陽宗儀年長委員 指名推選の方法によるとの御

意見がありますので、指名推選によることとし、私

から指名したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嘉陽宗儀年長委員 御異議なしと認めます。

よって、照屋大河君を委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嘉陽宗儀年長委員 御異議なしと認めます。

よって、照屋大河君が委員長に互選されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（年長委員退席、委員長着席）

○照屋大河委員長 再開いたします。

この際、一言挨拶を申し上げます。

このたび、委員各位の御推挙により予算特別委員

長に就任いたしました照屋大河でございます。

平成27年度当初予算は、当初予算として過去最大

の予算規模となっており、本委員会の果たすべき役

割は極めて重大であり、委員長就任に当たり、改め

て責任の重さを痛感しております。

委員会の運営につきましては、公正中立を旨とし、

円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員各位

の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。
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○照屋大河委員長 これより副委員長の互選を行い

ます。

副委員長の互選は指名推選による方法と投票によ



る方法がありますが、いずれの方法によるかお諮り

いたします。

（「指名推選」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 指名推選の方法によるとの御意

見がありますので、指名推選の方法により私から指

名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。

休憩いたします。

（休憩中に、副委員長について確認）

○照屋大河委員長 再開いたします。

それでは、上原章君を副委員長に指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。

よって、上原章君が副委員長に互選されました。

ただいま選任されました副委員長から就任の御挨

拶を自席でお願いいたします。

○上原章副委員長 ただいま副委員長の御推薦をい

ただきました。また委員長を支えて頑張っていきま

す。よろしくお願いします。

○照屋大河委員長 以上で、委員長及び副委員長の

互選は終わりました。

3ii4

○照屋大河委員長 次に、予算特別委員会運営要領

等についてお諮りいたします。

なお、既にお手元に予算特別委員会運営要領案を

配付してありますので、この案に基づき御協議をお

願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要について説明）

○照屋大河委員長 再開いたします。

予算特別委員会運営要領等についてお諮りいたし

ます。

予算特別委員会運営要領等については、休憩中に

御協議いたしましたとおり決することに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

3ii4

○照屋大河委員長 次に、ただいま決定されました

予算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任

が必要であります。

理事５人の選任について御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

○照屋大河委員長 再開いたします。

理事５人の選任についてお諮りいたします。

理事に西銘純恵委員、瑞慶覧功委員、照屋守之委

員、座喜味一幸委員、花城大輔委員の５人を指名い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願い申し上げます。

次回は、明 ３月６日 金曜日 午前10時から委

員会を開き、補正予算の審査を行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後７時27分散会



予算特別委員会運営要領

１ 委員会室

第７委員会室を使用する。

２ 委員席の配置

別紙１のとおりとする。

３ 審査日程

⑴ 審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、委員会に諮り変更する

ことができる。

⑵ 補正予算の審査については本委員会で行うこととし、当初予算の審査については、概要説明を本委員会

で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委員会に調査を依頼して行うものとする。（別紙様式１）

⑶ 常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に係る予算事項と

する。

⑷ 常任委員長は、調査終了後に調査報告書を提出するものとする。（別紙様式２）

４ 質疑の要領

⑴ 補正予算

① 質疑の時間は、委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。

その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日・時間及び譲渡をされる委員について報告

するものとする。また、譲渡する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

③ 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑤ 質疑は一問一答方式で、起立の上自席から行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

⑵ 当初予算

概要説明を本委員会で行った後、常任委員会に調査を依頼する。

５ 説明員

⑴ 補正予算の概要説明は、総務部長及び企業局長が行うものとする。

⑵ 当初予算の概要説明は、総務部長が行うものとする。

６ 常任委員長等に対する質疑

⑴ 常任委員長から提出された調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合、当該常

任委員長等を委員外議員として出席を求めるものとする。（別紙様式３）

⑵ 予算委員は、常任委員長の報告に対して質疑を行う場合には、予算特別委員会において調査報告書を審

査する日の前日の午後３時までに質疑通告書を政務調査課に提出するものとする。（別紙様式４）

⑶ 常任委員長等への質疑は、２回を超えないものとする。

７ 要調査事項に対する質疑

⑴ 常任委員長から提出された調査報告書の「要調査事項」に関し、知事等出席答弁が審査上必要であると認め

る場合には、委員会の決定に基づき、委員会の最終日に知事等の出席を求めることができるものとする。

⑵ 知事等に対する総括質疑は、上記⑴において決定した要調査事項について、まず委員長が代表して行い、



答弁を聴取した後、各委員から質疑を行うものとする。

８ 理事会

⑴ 委員会の円滑な運営を図るため、理事会を置く。

⑵ 理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

⑶ 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。

⑷ 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

９ その他

予算議案の審査等については、本要領及び「予算議案の審査等に関する基本的事項について（平成27年２

月12日議会運営委員会決定)」別紙３に基づいて行うものとする。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。



別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員

照 屋 大 河

委 員 長

新田宜明委員 照屋守之委員 座喜味一幸委員 花城大輔委員

新垣清涼委員 玉城 満委員 髙嶺善伸委員 上原 章委員 翁長政俊委員 仲田弘毅委員

嘉陽宗儀委員 西銘純恵委員 瑞慶覧功委員 嶺井 光委員 儀間光秀委員 金城 勉委員

比嘉瑞己委員 大城一馬委員



別紙２

年月日 曜日 時間 事　　　　　項 関係室部局等

3月16日 月 ・予算調査報告書整理日

3月6日 金 10時
予算特別委員会
○平成26年度補正予算審査

月

水

予算特別委員会
○平成26年度補正予算採決

3月9日

3月19日

報告書配付時刻：正午
質疑通告締め切り時刻：
午後３時

3月18日 水 10時

3月17日 火
・予算特別委員に対する予算調査報告書の配布
・常任委員長に対する質疑の通告締め切り

3月12日

3月13日

常任委員会
終了後

10時

10時

予算特別委員会
○平成27年度一般会計・特別会計予算及び企業会
計予算(概要説明）

3月11日

金 関 係 室 部 局

関 係 室 部 局木

予算特別委員会
○（予算特別委員による）総括質疑

10時

予算特別委員会
○予算調査報告書等について
○総括質疑の取り扱いについての協議

木

本会議及び
各委員会終
了後

各常任委員会
　○所管事務に係る予算事項調査
  ○予算調査報告書記載内容についての協議

各常任委員会
　○所管事務に係る予算事項調査

総 務 部

知 事 公 室
総 務 部
企 画 部
環 境 部
子 ど も 生 活 福 祉 部
保 健 医 療 部
農 林 水 産 部
商 工 労 働 部
文化観光スポーツ部
土 木 建 築 部
企 業 局
教 育 委 員 会
公 安 委 員 会

10時
本会議
○補正予算委員長報告・採決

本会議
終了後

予算特別委員会審査日程

3月25日 水 10時
予算特別委員会
○採決

平成27年
3月5日

木

予算特別委員会
○委員長及び副委員長の互選
○委員会運営要領の件
○理事の選任
○各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）







別紙３

予算議案の審査等に関する基本的事項について

（平成 27 年２月 12 日議会運営委員会決定）

予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任

委員会において予算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に関する予

算事項を調査する方式としたところである。こうした予算議案の審査・調査に当たっては、

下記の基本的事項を定めることにより、予算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資

するものとする。

記

１ 予算議案の審査について

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初予算の審査につ

いては、概要説明を予算特別委員会で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委

員会に依頼して調査を行うものとする。

２ 予算特別委員会の開催場所について

予算特別委員会は、第７委員会室で行うものとする。

３ 審査日程について

予算議案の審査日程はおおむね別紙のとおりとし、具体的な予算特別委員会の審査日程は

同委員会において決定するものとする。

４ 調査依頼事項について

⑴ 各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係る

予算事項とする。

⑵ 調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

５ 各常任委員会における調査について

⑴ 質疑の時間は、各審査日委員１人 10 分とする。

⑵ 各委員の持ち時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡

する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員について報告するものとす

る。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。



⑶ 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

⑷ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑸ 質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第１多

数会派は最後に行うものとする。

⑹ 常任委員会での採決は行わないものとする。

６ 予算調査報告書の作成について

⑴ 予算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での協議に基づき作成す

るものとする。ただし、調査報告書の作成は委員長に一任することができるものとする。

⑵ 調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な内容、予算特別委員会に

おいてさらに調査が必要とされる事項（以下「要調査事項」という。）及び特記事項とする。

⑶ 調査報告書は、予算特別委員会において同報告書を審査する日の前日の正午までに予算委員に配

付するものとする。

⑷ 調査報告書の様式は別に定めるものとする。

７ 調査報告書に対する質疑について

⑴ 調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合、当該常任委員長を委員外議

員として出席を求めるものとする。

⑵ 常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の

前日の午後３時とする。

８ 要調査事項に対する質疑について

⑴ 審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等の出席

を求める場合には、予算特別委員会において事前に質疑を行う要調査事項及び知事等の出席を求

めることについて決定するものとする。

⑵ 知事等への総括質疑は、上記(1)において決定した要調査事項についてまず予算特別委員長が代表

して行い、答弁を聴取した後、各委員からの質疑を行うものとする。

⑶ 質疑の時間及び方法その他必要な事項は予算特別委員会において決定するものとする。

９ 理事会について

予算特別委員会に理事会を設置するものとする。

10 その他

議会運営委員会決定において定められている「委員外議員制度（委員の差し替え）」については適用

しないものとする。



（別紙）

                                          
                                                                                              

年月日 委員会等 時間 事項 関係室部局等

○委員長及び副委員長の互選  

○委員会運営要領の件 

○理事の選任

○各常任委員会に対する調査依頼の件（当初予算）

２日目 予算特別委員会 午前10時 ○平成26年度補正予算審査 関 係 室 部 局

８日目 ○常任委員会に係る予算調査報告書整理日

９日目
○予算特別委員に対する予算調査報告書の配付
○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

報告書配付時刻：正午
質疑通告締め切り時刻
：午後３時

10日目 予算特別委員会 午前10時
○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等に
ついての協議
○総括質疑の取り扱いについての協議

11日目 予算特別委員会 午前10時 ○総括質疑
知 事 等
関 係 室 部 局

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

12日目 予算特別委員会 午前10時 ○採決

予算議案の審査日程

１日目 予算特別委員会
本会議及び
各委員会終
了後

３日目 予算特別委員会
各常任委員
会終了後 ○平成26年度補正予算採決

４日目 ○議案整理日

５日目

本 　会 　議 午前10時 ○補正予算委員長報告・採決

予算特別委員会
本会議
終了後

○平成27年度一般会計・特別会計予算及び企業会計
予算（概要説明）

総 務 部
関 係 室 部 局

６日目 常 任 委 員 会 午前10時 ○所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

関 係 室 部 局７日目 常 任 委 員 会 午前10時
○所管事務に係る予算議案の調査
○予算調査報告書記載内容等についての協議



沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 嘉 陽 宗 儀

委 員 長 照 屋 大 河
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平 成 2 7 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成27年３月６日（金曜日）

午前10時４分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 照 屋 大 河君 中 川 京 貴 君

副委員長 上 原 章君 中 川 京 貴君

委 員 花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 新 田 宜 明君

髙 嶺 善 伸君 玉 城 満君

新 垣 清 涼君 瑞慶覧 功君

金 城 勉君 西 銘 純 恵さん

嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君

大 城 一 馬君 比 嘉 瑞 己君

嶺 井 光君

説明のため出席した者の職、氏名

総 務 部 長 平 敷 昭 人 君

総 務 統 括 監 砂 川 靖 君

総 務 私 学 課 長 大 城 壮 彦 君

財 政 課 長 渡嘉敷 道 夫 君

税 務 課 長 佐次田 薫 君

企 画 部 長 謝 花 喜一郎 君

環 境 部 長 當 間 秀 史 君

環 境 政 策 課 長 古 謝 隆 君

子ども生活福祉部長 金 城 武 君

福 祉 政 策 課 長 上 間 司 君

高齢者福祉介護課長 仲 村 加代子 さん

青少年・子ども家庭課長 大 城 博 君

子 育 て 支 援 課 長 名渡山 晶 子 さん

障 害 福 祉 課 長 山 城 貴 子 さん

県 民 生 活 課 長 嘉手納 良 博 君

保 健 医 療 部 長 仲 本 朝 久 君

保健医療政策課長 金 城 弘 昌 君

健 康 長 寿 課 長 糸 数 公 君

農 林 水 産 部 長 山 城 毅 君

農林水産総務課長 長 嶺 豊 君

農 政 経 済 課 長 崎 原 盛 光 君

営 農 支 援 課 長 新 里 良 章 君

水 産 課 長 新 里 勝 也 君

商 工 労 働 部 長 下 地 明 和 君

中小企業支援課長 新 垣 秀 彦 君

企業立地推進課長 屋 宜 宣 秀 君

情報産業振興課長 仲栄真 均 君

文化観光スポーツ部長 湧 川 盛 順 君

観 光 振 興 課 長 前 原 正 人 君

土 木 建 築 部 長 末 吉 幸 満 君

海 岸 防 災 課 長 赤 崎 勉 君

空 港 課 長 多嘉良 斉 君

企 業 局 長 平 良 敏 昭 君

教 育 長 諸見里 明 君

教 育 支 援 課 長 識 名 敦 君

施 設 課 長 親 泊 信一郎 君

学 校 人 事 課 長 新 垣 健 一 君

文 化 財 課 長 嘉 数 卓 君

警 務 部 会 計 課 長 綿 引 浩 志 君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第24号議案 平成26年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

２ 甲第25号議案 平成26年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第26号議案 平成26年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第27号議案 平成26年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

５ 甲第28号議案 平成26年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第29号議案 平成26年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第30号議案 平成26年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

８ 甲第31号議案 平成26年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

９ 甲第32号議案 平成26年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

10 甲第33号議案 平成26年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

11 甲第34号議案 平成26年度沖縄県公債管理特

予算特別委員会記録（第２号）



別会計補正予算（第１号）

12 甲第35号議案 平成26年度沖縄県水道事業会

計補正予算（第２号）
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○照屋大河委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

甲第24号議案から甲第35号議案までの補正予算12

件を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長、企

画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療

部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポー

ツ部長、土木建築部長、企業局長、教育長及び警察

本部長の出席を求めております。

それでは、審査日程に従い、総務部長から一般会

計及び各特別会計補正予算について、企業局長から

水道事業会計補正予算について、それぞれ概要説明

を聴取した後、各室部局長に対する質疑を行います。

なお、各室部局長による概要説明は省略いたしま

すので、あらかじめ御了承ください。

まず初めに、総務部長から一般会計及び各特別会

計補正予算についての概要説明を求めます。

平敷昭人総務部長。

○平敷昭人総務部長 ただいま議題となりました甲

第24号議案平成26年度沖縄県一般会計補正予算（第

４号）及び甲第25号議案から甲第34号議案までの10

件の特別会計補正予算について、その概要を御説明

いたします。

まず初めに、甲第24号議案平成26年度沖縄県一般

会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして、

お手元にお配りしています平成26年度一般会計補正

予算（第４号）説明資料により御説明いたします。

まず、今回の補正予算は、国の経済対策に対応す

るための経費のほか、扶助費等の義務的経費、12月

補正後の事情変更による経費の過不足額について所

要額を計上しております。

資料の１ページをごらんください。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ205億1751万

2000円となっておりまして、これを既決予算額に加

えた改予算額は7628億1711万2000円となります。

歳入歳出の主な内容は、後ほど御説明させていた

だきます。

２ページをごらんください。

２ページは、歳入歳出の財源内訳となっておりま

す。

３ページをごらんください。

歳入内訳について、主なものを御説明いたします。

まず県税ですが、補正額が57億2333万円となって

おります。内訳の主なものを申し上げますと、一番

上の県民税が21億8658万8000円、中ほどの地方消費

税が21億6793万2000円等々となっております。

４ページをごらんください。

一番上の地方交付税ですが、27億5275万円は、普

通交付税の交付決定額のうちの未計上分を今回補正

させていただきます。

左側の区分欄で３つ下になりますけれども、国庫

支出金が77億3684万8000円ですが、主なものは、５

ページの上から２番目、特別保育事業費46億6630万

7000円や、ほかに今回はいろいろ補正がございます

が、国の経済対策に伴う国庫補助金等となっており

ます。それとマイナスが結構ありますが、これは事

業費の確定に伴う事業費の縮減分のマイナス補正で

ございます。三角が立っている部分です。

７ページをごらんください。

財産収入の１億6760万円は、土地売払代などであ

ります。

繰入金が７億475万5000円となっていますが、主な

もので言いますと、下から３つ目の緊急雇用創出事

業臨時特例基金繰入金の増等となっております。

８ページをごらんください。

繰越金の16億7956万8000円は、平成25年度決算剰

余金のうち、まだ計上していない分の補正計上を今

回させていただいております。

諸収入はマイナス１億1561万6000円となっており

ますけれども、主なものは都市モノレール建設に係

る浦添市からの受託金の減等でございます。

県債はトータルでマイナス10億3310万円ですが、

これも事業費の減等による不用額等をマイナス補正

するものが主なものでございます。

以上、歳入合計は、９ページにございますけれど

も、205億1751万2000円となっております。

10ページをごらんください。

歳出内訳について、主な事項を御説明いたします。

10ページの下から２番目、総務部の財政調整基金

積立金ですが、これは地方財政法に基づく平成25年

度決算剰余金の積み立てなどに要する経費でござい

ます。

11ページをごらんください。

上から２番目、地方消費税清算金でございますが、

地方消費税増収に伴います他都道府県への清算―こ

れは地方税収のうちの一定割合はほかの県に清算で

渡すことになっていまして、その清算経費を計上し

ております。



下から２番目の企画部の交通運輸対策費は、これ

も国の経済対策関連ですが、公共交通の利用者に対

するプレミアム商品券の発行などに要する経費でご

ざいます。

13ページをごらんください。

上から２番目の子ども生活福祉部の社会福祉諸費

は、福祉・介護人材分野の人材育成促進に係る経費

や、緊急雇用創出事業等臨時特例基金への積み増し

等に係る経費でございます。

14ページをごらんください。

上から４番目、子育て総合対策費47億円でござい

ますが、これは安心こども基金への積み増しを行う

ものでございます。

15ページに行きますと、上から３番目、保健医療

部のこども医療費助成事業費は、市町村が行うこど

も医療費助成に対する補助で、増額補正でございま

す。

16ページに行きますと、一番上の農林水産部の農

村青少年研修教育事業費は、就農初期段階の独立・

自営就農者に対する給付金等でございます。

18ページをごらんください。

中ほどの商工労働部の産業振興対策費は、県産品

の消費拡大を行う産業界の支援に要する経費、これ

も国の経済対策関連でございます。

その２つ下、国際物流拠点産業集積地域振興費は、

同地域の旧うるま地区の土地購入に要する経費など

であります。

19ページに行きますと、中ほどに文化観光スポー

ツ部関連で観光宣伝誘致強化費がございます。これ

は観光客に対する県内での消費喚起のための商品券

発行に要する経費、これも国の経済対策関連でござ

います。

20ページに行きますと、一番下の土木建築部の沖

縄振興公共投資交付金（河川）は、県管理の安里川

及び天願川の整備に要する経費となっております。

これも国の経済対策関連です。

22ページをごらんください。

上から２番目の公共離島空港整備事業費６億8150

万円は、粟国空港、伊江島空港及び与那国空港の付

帯施設の整備に要する経費となっております。

23ページをごらんください。

中ほどの教育委員会の施設整備費は、島尻特別支

援学校高等部校舎の新増築工事に要する経費でござ

います。

一番下の公安委員会の生活安全活動費は、防犯ア

ドバイザー支援要員の配置や緊急配備支援システム

の配備に要する経費となっております。

以上、歳出合計は205億1751万2000円となっており

ます。

24ページをごらんください。

こちらは繰越明許費に関する補正の追加でありま

す。

今回の繰越明許費は、国の経済対策関連事業や予

算編成後の事由によりまして、年度内には完了しな

い見込みの事業について、翌年度に繰り越して実施

するため補正を計上するものであります。

繰越明許費の追加の合計は、25ページの一番下に

ありますけれども、476億9001万2000円となっており

ます。

26ページをごらんください。

繰越明許費に関する補正の変更であります。

これまでに繰越明許費として計上した事業につい

て、新たに繰り越しが必要となる箇所が生じたこと

などにより、変更するものであります。

繰越明許費の変更の合計は、29ページの一番下に

ありますけれども、左側の補正前の繰越明許費308億

5122万1000円を、右側の736億1316万5000円に変更す

るものであります。

30ページをごらんください。

このページは、債務負担行為補正であります。

事項は２つありますけれども、衛生研究所費は、

衛生環境研究所の整備に要する経費の増を補正する

ものでございます。

下の「県営都市公園」指定管理料は、沖縄県総合

運動公園など、新たに県営３公園の指定管理者が決

定したことによりまして、既に設定されている債務

負担行為の限度額を変更するものでございます。

31ページをごらんください。

地方債に関する補正となっております。

地方債補正は、事業費が増減した分に関連しまし

て今回補正するもので、合計でマイナス10億3310万

円となっております。

以上が、一般会計補正予算（第４号）の概要となっ

ております。

次に、特別会計について御説明いたします。

議案書の平成27年第１回沖縄県議会（定例会）議

案（その２）によって御説明いたします。

19ページをごらんください。

甲第25号議案平成26年度沖縄県農業改良資金特別

会計補正予算（第１号）は、平成26年度における貸

付資金返済額の確定に伴う償還金等の減による補正

であります。数字は20ページにあります。



21ページをごらんください。

甲第26号議案平成26年度沖縄県小規模企業者等設

備導入資金特別会計補正予算（第１号）は、貸付先

からの償還が当初見込みを上回ることが見込まれる

ことから、中小企業基盤整備機構への償還金の増を

補正するものでございます。

23ページをごらんください。

甲第27号議案平成26年度沖縄県下水道事業特別会

計補正予算（第２号）は、中部流域下水道建設費等

の繰越明許費に係る補正であります。内容は24ペー

ジです。

25ページをごらんください。

25ページ、26ページにかけてですが、甲第28号議

案平成26年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正

予算（第１号）は、貸付実績が当初見込み額を下回っ

たことに伴います貸付金の減額による補正を行うも

のでございます。

27ページをごらんください。

甲第29号議案平成26年度沖縄県中央卸売市場事業

特別会計補正予算（第１号）は、中央卸売市場活性

化事業施設整備費の繰越明許費の補正でございます。

29ページをお願いします。

甲第30号議案平成26年度沖縄県中城湾港（新港地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、土地売り払い代等の増に伴う元金償還金の増等

による補正でございます。隣はその会計の地方債補

正となっております。

32ページをごらんください。

甲第31号議案平成26年度沖縄県産業振興基金特別

会計補正予算（第１号）は、留学派遣者数の減に伴

う委託料の減による補正でございます。

34ページをごらんください。

甲第32号議案平成26年度沖縄県中城湾港マリン・

タウン特別会計補正予算（第２号）は、商業等用地

の整地工事費や、中城湾港マリン・タウン機能施設

整備事業の繰越明許費の追加、変更等による補正で

ございます。

36ページをごらんください。

甲第33号議案平成26年度沖縄県駐車場事業特別会

計補正予算（第１号）は、県民広場地下駐車場整備

工事の繰越明許費に係る補正であります。

38ページをごらんください。

甲第34号議案平成26年度沖縄県公債管理特別会計

補正予算（第１号）は、平成26年度の起債、県債の

借入利率が当初見込んだ利率を下回ったことに伴い

まして長期債利子が減になったことに伴う補正であ

ります。

以上が、特別会計補正予算の概要であります。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わらせていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○照屋大河委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、企業局長から水道事業会計補正予算の概要

説明を求めます。

平良敏昭企業局長。

○平良敏昭企業局長 それでは、企業局所管の甲第35

号議案を御説明いたします。

平成27年第１回沖縄県議会（定例会）議案（その

２）の41ページをお開きください。

平成26年度沖縄県水道事業会計補正予算（第２号）

につきましては、国の補正予算に伴い資本的収支予

算の増額補正を行うものであります。

第２条は、主要な建設改良事業を定めるものであ

り、このうち導送水施設整備事業が今回の補正対象

となっております。

第３条は、必要となる資本的収支の増額を定める

ものであり、財源として、資本的収入の国庫補助金

２億6900万円を、資本的支出の建設改良費３億5866

万7000円を、それぞれ増額補正するものであります。

以上で、企業局の議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋大河委員長 企業局長の説明は終わりました。

以上で、甲第24号議案から甲第35号議案までの補

正予算12件に関する概要説明は終わりました。

これより各室部局長に対する質疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、きのうの本委

員会で決定されました予算特別委員会運営要領に

従って行うことにいたします。

質疑、答弁に当たっては、その都度委員長の許可

を得てから、自席で起立の上、重複することがない

ように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたしま

す。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、きのうの本委員会による運営要領の確認に

より、花城大輔委員及び翁長政俊委員から持ち時間

の譲渡の申し出があり、照屋守之委員へ譲渡すると

委員長に報告がありましたので、御報告を申し上げ

ます。

この際、執行部に申し上げます。答弁に際しては、

簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会



運営が図られるよう御協力をお願いいたします。

それでは、これより直ちに各議案に対する質疑を

行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほど総務部長からありましたよ

うに補正額205億1751万2000円、この補正は、資料に

もありますように国の経済対策に対応ということが

あります。それに向けて補正予算をつくるに当たっ

ての県の考えとか方針、まずそのことから御説明を

お願いできますか。

○平敷昭人総務部長 先ほども申し上げましたけれ

ども、今回の２月補正というものは決算補正でもご

ざいますので、これまでの12月補正予算編成後のも

う終わった予算に対して、さらに過不足、余った分

のマイナス補正でありますとか、義務的経費の年度

内で足りない部分をまず補正するということがござ

います。それ以外に、今回の経済対策に対しまして

は、年度末に経済対策が出ましたので、これは緊急

に予算を計上することといたしますけれども、歳出

分はまた繰り越しして、次年度で活用できるように

繰越明許費も計上しているということでございます。

さらに、予算計上したものが、例年不用額が多額に

なっている分は極力追いかけまして、不用になる分

は減額補正をする。減額補正をしますと、それに充

てていました財源等は、また基金に積み立てるなど

して、次年度予算収支が240億円余りがありましたの

で、それに備えた基金を年度内で積み立てて、また

新年度で活用するという形の対応をしたところでご

ざいます。

○照屋守之委員 この手の経済対策はこれまでずっ

と国がやってきて、北海道から沖縄県までいろいろ

な経済の厳しさとかも含めて緊急に補正予算を組ん

で、経済対策という名のもとに予算がつけられて、

それぞれの地方も一緒にやるという形がつくられて

きたわけです。そうすると、これは経済対策という

大きな名のもとでやりますけれども、実際にそれぞ

れの都道府県は、改めてそれに呼応して特別に経済

対策を打つということはなかなかできないわけです。

物理的にもできない。そうすると、経済対策という

ことでやりますけれども、今まで自分たちがやって

いる事業も含めて次にやろうとしているものとか、

あるいは新たな考えというものが経済対策というこ

とで、県の予算に反映されるということになろうか

と思うのです。ですから、国が補正予算を組むとい

う彼らの手続と、それに呼応してそれぞれの都道府

県、沖縄県が経済対策のためにやる手順というもの

は一致していないと思うのです。ですから、そのこ

とも含めて経済対策が我が沖縄県でされるときに、

我々はどういう形で経済対策をやっていくのかとい

う協議とか中身とかが、我々もこれまで何回かやっ

てきて思いますけれども、その辺の事情がよくわかっ

ていない部分があって、その御説明をお願いできま

せんか。

○謝花喜一郎企画部長 今回の経済対策の特徴的な

ものは、まち・ひと・しごと創生法に基づく交付金

というものがベースになっているものと理解してお

ります。国は、今回の補正予算で地域活性化・地域

住民生活等緊急支援交付金を創設しております。こ

れは２種類ございます。

１つ目は、地方の消費喚起とか生活を支援する地

域消費喚起・生活支援型でございまして、もう一つ

は、地方創生先行型の２種類で構成されるというこ

とです。地域消費喚起・生活支援型は、まさしくカ

ンフル剤といいましょうか、平成27年度単年度の事

業に使われるものですが、よく言われますプレミア

ム商品券などを活用する事業でございます。一方で

地方創生先行型と申しますのは、人口減少社会へ対

応するために、政府においても仕事と人の好循環に

よって地方を元気にしようというようなことを踏ま

えて、日本全体で人口減少もなるべく低減化させよ

うといった趣旨のものでございまして、各都道府県、

地方において、それぞれ地方版の総合戦略をつくる

と。今回出されております補正の主なものは、この

２つが入っているということが特徴だと理解してお

ります。

○照屋守之委員 それで、国は経済対策ということ

ですから、この205億円余りの中で、安心こども基金

という名目で子育て総合対策費の47億円は基金にと

いうことですか。そのことも含めて、205億円の中の23

％がこの金額になるのですよね。担当部長、お願い

できますか。

○金城武子ども生活福祉部長 安心こども基金の47

億円は、経済対策とは別の事業という位置づけでご

ざいます。従来から、安心こども基金は何度か積み

立ててきておりまして、今回も国から47億円の基金

の積み立てをいただくということになっております。

○平敷昭人総務部長 205億円の補正の中で、国の経

済対策関連は57億円ほどになっております。今の安

心こども基金は、経済対策とは別に国から新たに積

み立ての増額、追加の交付の話がございまして、次

年度以降に活用できるように基金に積み増しをして

おいて、また引き続き福祉関係に使えるような補正



をしようというものでございます。

○照屋守之委員 ですから、今のような説明をお願

いしたいわけです。国は、経済対策でこれだけ何度

も何度もいろいろ手を打ってやるときに、この205億

円というものが例えば経済対策になると。そうする

と、沖縄県はそれに対してどうするのだろうという

ことがあって、私は何でそれを聞くかというと、23

％の47億円の基金を積み立てて、何で使いもしない

お金が経済対策だろうという疑問を持ったわけです。

ですから、今、総務部長が説明するように、これは57

億円ということであればよく理解できました。

次に、30ページに衛生研究所費の債務負担行為が

あります。この事業が今具体的にどのような形になっ

ているか説明していただけませんか。

○仲本朝久保健医療部長 現在、南城市大里にござ

います衛生環境研究所は老朽化ということで、今、

移転改築の整備をしているものでございます。今回

の債務負担行為につきましては、９月補正で工事費

等を計上した際に―この事業につきましては、衛生

環境研究所の本所とハブ研究室の２つの棟になりま

すけれども、ハブ研究室については、沖縄振興一括

交付金を活用して実施し、本所は通常の県の単独事

業として実施するというものでございます。前回９

月補正で予算を計上した段階では、それぞれの事業

費の細目が、まだ実施設計が終わっていないという

ことで決まっていなかったことから案分をして債務

負担行為の設定を行いました。今回、実施設計が終

わり、その中身が決まったので、それに合わせた形

で本所分の衛生研究所費と支所のハブ研究室分の債

務負担行為が決まりました。それにあわせて排水路

が新たに生じたものですから、その分についての増

額がありまして、今回の債務負担行為については、

3400万円の増額ということで設定をし直したもので

ございます。

○照屋守之委員 これはうるま市の農業試験場園芸

支場跡に計画をされているのですよね。再度、衛生

環境研究所の役割というか仕事、その陣容体制とか、

あるいはこれがいつでき上がるのか、その御説明を

お願いできませんか。

○金城弘昌保健医療政策課長 衛生環境研究所でご

ざいますが、県民の健康、食の安全安心、環境保全

にかかわる試験、検査、それと調査研究、研修教育、

情報の収集、解析、提供などを本県における科学的

かつ技術的中核機関としての機能を担っております。

衛生環境研究所は３班で構成しておりまして、総勢40

名の職員体制となっております。

平成28年３月末完成を予定してございます。

○照屋守之委員 次に、12ページの沖縄振興特別推

進交付金です。この沖縄振興特別推進交付金は、仲

井眞県政のころに政府に強力なお願いをして、こう

いう仕組みができ上がったわけですが、その当時か

ら全国で唯一沖縄県だけの仕組みということもあっ

て、1600億円とか非常に大きなお金が10年間という

形になるわけです。そうすると、この使い方につい

ては、県もそれぞれの市町村も相当しっかりさせて

いかないと、46都道府県の別の自治体からすると、

こういう仕組みをつくって沖縄県だけ特別優遇して

いるという苦情があったりとかという懸念もあって、

ここはしっかりしてくださいよという形で、仲井眞

県政のころに強く言ってきた経緯があるのです。で

すから、改めて、まず沖縄振興特別推進交付金の減

額の具体的な説明からお願いできますか。

○謝花喜一郎企画部長 今、委員が御質疑のものは

沖縄振興特別推進交付金（市町村分）でよろしいか

と思います。２億8800万円の趣旨だと思います。こ

れは実は町村支援事業といいまして、財政規模の小

さい18町村に対して、裏負担分、１割分を県が支援

しておりました。これを県議会におきまして町村支

援の拡充ということがございまして、９月補正にお

いて相当分を補正したわけですが、これは非適債事

業が対象になりますけれども、この事業分が当時我

々は６割程度と考えていたわけですが、結果として

非適債事業が45％程度になったということで、２億

8800万円相当分が不用になったということでござい

ます。恐らく委員の御質疑の趣旨は、不用とか繰り

越しについて縮減をというようなことだと思います

けれども、これとは少し別の次元の話だと御理解い

ただければと思います。

○照屋守之委員 沖縄振興一括交付金をこれまで

やってきて、県や市町村の課題の御説明をお願いで

きますか。

○平敷昭人総務部長 沖縄振興一括交付金に関しま

しては、特にソフト交付金のほうは、従来なかった。

要するに一括で額をいただきまして、県と市町村の

分を協議会で分けますけれども、これまでの補助金

でできなかったような、新たな沖縄振興に資する事

業を沖縄県、市町村も含めてですが、それぞれいろ

いろな知恵をめぐらせて、新たな取り組みができる

制度だということで、非常に振興に活用させていた

だいています。例えばこれを活用して産業振興であっ

たり、観光のいろいろなプロモーションであったり、

そういうこともできましたおかげで観光客の大幅な



増加とか、海外からもふえていますし、産業振興に

も役立っていると認識しております。ハード交付金

のほうは、どちらかといいますと、従来の補助メ

ニューに、枠でいただいたものをどの事業に入れ込

むかという仕組みです。従来縦割りだった補助金が

どの部分にウエートを置くかということは、県なり

市町村のほうで配分がある程度融通がきくという仕

組みであります。

いずれにしても、この課題といいますのは、先ほ

どから出ています執行をちゃんとやらないことには、

とにかく不用額を出すと、今後また圧縮の理由にも

されかねませんので、この辺はしっかり執行してい

くことが大事かと思います。それとあと、課題とい

うことになるかどうかはわかりませんが、やはりほ

かの県にない制度ですので、しかも、ほかの県がう

らやむような制度でございますので、使い道につい

てはちゃんと説明できるような、この事業をやって

沖縄の振興にこれだけ役に立ちましたよと。成果等

については毎年評価をすることにはなっております

けれども、それでどういう成果が上がりましたとい

う指標なども出すようになっていますけれども、そ

ういうことでしっかり説明できるような取り組みを

やっていくことが大事かと思います。

○謝花喜一郎企画部長 市町村分については企画部

のほうで所管させていただいております。先ほど総

務部長からもございましたけれども、各市町村の皆

様からも沖縄振興一括交付金は大変喜ばれておりま

す。これまでの制度ではできなかったきめ細かな事

業ができるということでございます。課題ですが、

先ほど来出ておりますように、やはり不用額、繰越

額について、いかに縮減するかということだと認識

しておりまして、２月４日に41市町村の首長の皆様

にお集まりいただいた協議会がございますけれども、

その中でその他の議題として議論をさせていただき

ました。不用額の縮減、繰越額の縮減が大変大事だ

ということです。

不用額、繰越額の縮減のための一番大事なものは、

早い段階で事業計画を提出していただいて交付決定

をできるだけ前倒しにやることが大事だろうという

ことで、これまで２月末となっていた事業計画の提

出を１カ月前倒ししました。１月末に事業計画書を

出していただいて内閣府に提出して、交付決定をな

るべく前倒しできるようにという作業をしておりま

す。それから、不用額縮減のための不用額調べ等を

やるわけですが、これまでは８月から実施していた

ものを２カ月間前倒しして、平成27年度は６月から

やる。その不用額調べも、単に８月でやって終わり

ということではなくて、６月、８月、10月、12月と

その都度行って、不用が出る見込みのところは早目

に手を挙げていただいて、逆に必要とする市町村に

流用することによって、不用、そして繰り越しを縮

減していこうといったことを確認したところでござ

います。

○照屋守之委員 執行率、その使う目的、あるいは

不用額、繰り越し、課題があります。私は、この沖

縄振興一括交付金制度がこのまま維持できるかでき

ないかという危機感を持っているのです。せんだっ

て、この件について内閣府ともいろいろな意見交換

をさせていただきましたけれども、先ほど総務部長

がおっしゃっておりましたように、やはり全国的に

非常に注目されていて、国も財務省も相当厳しく見

ております。内閣府は沖縄のために一生懸命やろう

ということでやりますけれども、どうやったら沖縄

県のために、市町村のためにということでやります

けれども、県とか市町村がこれにきちんとした対応

をしていただかないと、財務省からどうなっている

のだという形で相当国同士でけんかになるわけです。

ですから、そのためにもきちんとやらないといけな

いということは当然ありますけれども、市町村分で

今、那覇市が進めている龍柱のシンボル事業があり

ます。これは市民の方々からも、何で龍柱なのだと

いう問題指摘もあります。それはそれでいろいろな

考え方があって、市が進めていることなのです。と

ころが、平成24年度の最初の沖縄振興一括交付金事

業でやると言って、平成25年度、平成26年度、この

龍柱は仕事が終わっていないのです。ことしの３月31

日までの交付金延長の要請、それからまたさらに交

付金の延長を要請しているようですが、終わらない

のですね。２カ年間かけて丸々終わらない２億7000

万円ぐらいの事業を沖縄振興一括交付金事業でされ

ている。平成25年度も、先ほど企画部長からありま

したように、最初の工事は１回繰り越しして仕事が

終わって、今の仕事も12月25日に終わるというもの

が３月まで延ばして、終わらないからさらに繰り越

しを要請しているという実態です。これは那覇市、

当時の翁長市長がつくった仕事です。今、翁長市長

は県知事になっています。だから、そのような事業

が沖縄振興一括交付金でされているというものがま

だ終わらないというこの大失態は、果たして内閣府

とか、国に対して言いわけできるものかと私は思っ

ているのです。ですから、私は以前の一般質問で取

り上げましたけれども、市町村事業ではあっても、



先ほど言いましたように、これは沖縄県全体の沖縄

振興一括交付金制度に対する信頼ですから、ここの

ところはしっかりやっていただかないと非常に厳し

いということがあります。具体的な事例で今、那覇

市の事例を言いましたけれども、ほかにもあるかも

しれません。ですから、こういう事態についてどう

対応しますか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄振興一括交付金の制度

の趣旨はやはり沖縄の振興に資する、しかも、沖縄

の特殊性を十分に説明できるということが重要なポ

イントとなっている。もう一つ重要なポイントがご

ざいまして、自主性を尊重するということでござい

ます。これは背景には、沖縄21世紀ビジョン基本計

画を自主的に策定することができたということが―

ある意味、車の両輪の一つと思っていますが、自主

性を尊重するということがございまして、先ほど申

し上げました沖縄の振興に資する、しかも、沖縄の

特殊事情等も十分バックにあって、これも説明でき

ることだと理解しております。

先ほど那覇市の龍柱のお話が一つの例として出ま

したけれども、那覇市は、空も、そして海の玄関口

として、龍柱をやることによって観光振興のシンボ

ルにするのだと、シンガポールのマーライオンを例

に挙げた記憶もございますけれども、そういったも

のにしたいということで、それはそれなりの沖縄振

興に資する事例かと考えているところでございます。

ただ、委員からの御指摘は、やはり沖縄振興一括交

付金は全国が注目しているものなので、県としても

その趣旨、目的に沿った形でしっかりと調整、助言

をしなさいよということだと思います。こういった

趣旨は我々も常に持ちながら、今後しっかり対応さ

せていただきたいと思っております。

○照屋守之委員 今後の対応では間に合わないので

す。我々自民党は、今、県政野党という立場、国政

与党という立場、予算編成も党の部会に我々が出向

いていって、知事ができないことを我々がやってき

たのです。自民党の国会議員は、知事が応援した選

挙区で敗れても、沖縄県民のためにと思ってこの予

算編成は相当頑張ったのです。3100億円まで落とせ

という話がありました。3340億円でしょう、そのよ

うなことをやっているわけです。ところが、このよ

うな実態だと、これは那覇市長の翁長市長がつくっ

た事業が、沖縄県知事になって、沖縄振興一括交付

金事業を２カ年かけても完成しない。我々はこうい

う実態を持って、どうやって内閣府とか政府に対し

て、沖縄振興一括交付金事業を継続してくれと言え

るのですかという話なのです。だから、そこは改め

てもう一回、それぞれの市町村がやっている事業の

今やっている部分、進捗状況、その内容で間に合う

のかというところも含めて全部洗いざらいさらけ出

して、そのもとに内閣府と、こういう実態でありま

すけれども、こういうような形で改善をしてこうし

ますとしっかり示してやっていかないと、次の概算

要求はすぐ来ます。夏場に概算要求が来ますから。

3000億円とはいっても、我々の使い方が悪ければ、

それを理由にしてどんどん削られるのは当たり前で

はないですか。ですから、そのことも含めてぜひしっ

かりお願いをしておきます。

次に、辺野古のコンクリートブロックのサンゴ礁

の件の調査をこの前しました。これは補正予算とか

で対応しているのですか、どうですか。

○山城毅農林水産部長 この前調査に行ってきまし

たが、それについては既存の事業というか、既存の

予算の中で実施したところでございます。

○照屋守之委員 既存というと平成26年度の予算、

あるいはまた平成26年度に補正予算をしましたね。

その分で、当初からそのような調査をするという予

算は組んであったのですか。

○新里勝也水産課長 当該調査は、水産課の通常事

業で行っております漁業取締監督費という予算がご

ざいます。これは、通常我々が持っています許認可

の業務の中でいろいろ法令違反等を指導したり、取

り締まったりするような業務でございますけれども、

その中の業務の一環として措置していた予算を使っ

て、調査を今契約しているところでございます。ま

だ実施中でございます。

○照屋守之委員 これは金額はどのぐらいかかって

いるのですか。

○新里勝也水産課長 162万円で契約しております。

○照屋守之委員 今、継続中という御指摘がありま

したけれども、さらに予算が膨らんでいく可能性も

あるわけですか。

○新里勝也水産課長 契約額は162万円ということ

で、先日、調査は１日実施しておりますが、まだ調

査の残っている部分がございますが、契約額がふえ

るということではございません。

○照屋守之委員 ということは、農林水産部長は調

査の公表はまだできない云々と言っていましたけれ

ども、調査された分については、当然これは公にす

るべきではないですか、いかがですか。

○山城毅農林水産部長 調査そのものは、今、水産

課長からもお話がありましたように、まだ継続中で



ございますので、それについては控えさせていただ

きたいと思います。

○照屋守之委員 この調査、先ほどそういうさまざ

まな決め事の違法行為等も含めた形でのという御指

摘がありましたけれども、これは岩礁破砕の許可を

取り消すという前提でやっている調査として受け

取っていいのですか。

○新里勝也水産課長 現時点で取り消すという判断

はしてございません。我々が持っています許認可の

中で、それに抵触する可能性があるかどうかという

実態を把握するために調査を実施しているところで

ございます。

○照屋守之委員 その調査の結果、そういう関係法

令とかについて違反行為はないということがあれば、

それは取り消しとかにはならないという理解でいい

のですか。

○新里勝也水産課長 現時点で違反行為があるとか

ないとかということはまだわかっておりませんので、

事実がきちんと把握できた段階で判断されるものと

認識しております。

○照屋守之委員 農林水産部長、この事務的な手続

の調査とか、それはそれとしてありますけれども、

それは県知事が最終的にどう判断するかはわかりま

せんよね。知事からはどのような観点で調査をする

ように指示があるのですか。

○山城毅農林水産部長 マスコミ等を含めて、現状、

現場の状況が我々のほうに伝わってくるものですか

ら、その状況がどういう実態になっているか、まず、

それはしっかりと把握してもらいたいという指示を

受けております。

○照屋守之委員 こういう流れの中で、きのう、実

は農林水産部長が―だから私も少し誤解をしていた

可能性もあります。いろいろ質問のやりとりで、県

の立場でずっとやりとりしているつもりではありま

したけれども、岩礁破砕のおそれがある場合には協

議を行うという、県の考えはこれですよね。いかが

ですか、再確認します。

○山城毅農林水産部長 例えばの話で、工事をして

海底の地形を変える、それが岩礁破砕の行為という

ことになりますので、そういうおそれがある場合に

は、我々のところに相談なり、協議なりしていただ

きたいということでございます。

○照屋守之委員 そうすると、今の調査はこういう

ところも含めてこれになっていないかという、その

調査と捉えていいわけでしょう、どうですか。

○山城毅農林水産部長 我々は沖縄防衛局にも申し

入れをしております。ただ、沖縄防衛局からは、従

来の投錨等の範囲内だということで、我々には詳細

な説明がないものですから、それに対しまして蓋然

性がありますので、そういった意味で調査をさせて

いただきたいと申し入れをしているところでござい

ます。

○照屋守之委員 防衛省の立場はどうでもいいのだ

けれども、今、私は県の立場を確認しているのです。

せんだっての私の質問の中で、ブロックの１トン、10

トン、20トンは関係ないということは、やはりそう

いうことかと私が納得しているのは、沖縄県漁業調

整規則第39条とかに基づいて、岩礁破砕のおそれが

ある場合には協議を行うということが県の姿勢だな

ということを今確認して、それを踏まえて考えてい

くと、こういうことを農林水産部長はおっしゃって

いるのですね。「沖縄県漁業調整規則の第39条では、

先ほど申し上げましたように、岩礁破砕しようとす

る者は許可が必要というものははっきりと明記して

ございまして、では、なぜ基準を定めていないのか

ということでございますが、本県の沿岸域の海底の

構造は砂地や砂れき、あるいは岩礁などさまざまで

あり、岩礁破砕を判断するには一律の数値基準を設

けることは困難であると、それぞれ各事例に応じて

検討、判断を要すということで、そのように運用し

ているところでございまして、事業者に対しては」

と言っています。ですから、このような形でやって

いるから、基準を定めていないのはこういうことで

すよということを言っているわけですね。そういう

ことでしょう、もう一度確認します。

○山城毅農林水産部長 沖縄県漁業調整規則第39条

と岩礁破砕等の許可に関する取扱方針に定める要件

以外につきましては、一律の数値基準等を定めずに、

必要に応じて個別案件ごとに沖縄県漁業調整規則等

の趣旨に照らして対応しているということでござい

ます。

○照屋守之委員 ですから、この基準を定めていな

いのはそういうことだと、だから基準はないわけで

すよね。だから、定めていないのはこういうことだ

から、協議が必要であれば申請者に申請を出しても

らってやるということだから、それに基づいてどの

ようにやりますか、それを照らし合わせて検討して

いくということですよね。

○山城毅農林水産部長 事業者から工事の概要とか、

このようにやりますということで、その詳細をお互

い確認しながら、我々としても判断していくという

ことでございます。



○照屋守之委員 だから、これは今は基準はないか

ら、出されたものに照らし合わせて、どのぐらいの

大きさのものを設置するかとか、これをどうするか

とか、その地形がどうなるのかとか、岩礁がどうな

るのかという形で、いろいろ調べながら許可をする

かしないかということをやるわけですよね。だから、

今、基準があれば、その基準にのっとってやるけれ

ども、基準はないので申請者の申請に応じてやると

いう理解でいいのでしょう。

○山城毅農林水産部長 まず申請者から協議をして

いただいて、許可申請が必要かどうかという次の手

続に入りますので、まずは我々に工事の概要を教え

ていただいて、その中で協議が必要なのか、あるい

は許可申請が必要なのかは、そこで判断していくと

いうことでございます。

○照屋守之委員 ですから、私が勘違いしたのは防

衛省には防衛省の言い分があるというのはそうです

が、県はその基準は今はないわけですよね。だから、

申請が出されたときに、それに応じてやるわけでしょ

う。この基準があれば、申請者はそれに応じて申請

を出すわけでしょう。でも、基準がないからそのと

きそのときの事情に応じて協議をして、どのぐらい

の大きさですか、どうですかということは協議して

決めていくということでしょう。

○山城毅農林水産部長 沖縄県漁業調整規則第39条

の中で、岩礁を破砕する場合は許可を受けることが

必要になってまいりますので、まず事業者がそれに

該当するかどうかを検討していただきます。そうい

うところで蓋然性が高くなるなということであれば

我々のところに出していただいて、我々は出しても

らったものに対して、沖縄県漁業調整規則とか方針

等に基づいて判断していくということでございます。

○照屋守之委員 次は、普天間飛行場代替施設建設

事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委

員会―第三者委員会の予算です。これはやはり当然

この補正予算でしょう、違いますか。

○平敷昭人総務部長 御質疑されているのは、２月

補正ではなくて、今年度の分ですよね。今年度は既

存の予算の中で対応しております。

○照屋守之委員 だから、これも委員長から指摘を

受けたら厄介ですが、当初予算、平成26年度補正で

この検証に係る予算を組むという計画はなかったと

思うのです。そうですよね。だから、どういう項目

の予算ですか。

○砂川靖総務統括監 総務部の行政管理課の中に行

政管理費という予算がございまして、これは課の運

営費で、行政改革のための経費とか、あるいは行政

考査のときの経費とか、その他もろもろ行政管理課

が仕事をするための予算を計上しております。今回、

その中の予算の一部に執行残があるということで、

今回それを活用して第三者委員会の予算に充てたと

いうことでございます。

○照屋守之委員 総務部の予算ということですが、

県の職員であればわかってのとおり、土木建築部が

９カ月かけて防衛省の書類を審査して、また修正も

させて、ずっとやってきたわけですね。これは聞く

ところによると、後ほどまた具体的に説明してもら

いたいのですが、私的諮問機関なるという表現であ

りますけれども、通常、私もそう、一般県民から考

えると、９カ月かけて行政手続をやって、法令に基

づいた手続が終わったものを全く別なところが検証

する。検証するということはいいですが、これが何

で同じ県でありながら総務部の予算を使ってそれを

やるのかという、ここがなかなか理解しがたいとこ

ろなのです。御説明をお願いできませんか。

○平敷昭人総務部長 第三者委員会をどちらで持つ

かということは、いろいろ経過があったかと思いま

す。ただ、土木建築部でやるとなりますと、やはり

承認という行為を行った当事者でありますし、かと

いって知事公室かというと少し違うかと。総務部は

行政管理課という組織がありまして、各部のいろい

ろなものに対してある程度中立的な立場に立てると

いう趣旨もありまして、委員会の運営に関しまして

は、委員の皆様がどういう中身をチェックするかと

いう論点とか、そういうものはしていただく。こち

らは事務局として、議事録をつくったりとか会場の

セットをしたりという意味で総務部が一番ふさわし

いということもあって、行政管理課の予算で対応さ

せていただいているという形です。

○照屋守之委員 私は、総務部長の説明のように、

県庁のどこの部局がふさわしいかということは聞い

ていません。土木建築部が責任を持って事務的なこ

との手続をして、沖縄県知事が瑕疵はないという形

で承認するわけですね。県知事が自信を持って承認

したものが防衛省に行って、それはもうオーケーに

なっているわけです。法的な手続は動かせませんよ

ね。そこを、やってきたものをチェックするという

ことだから、当然これはいろいろな県民がおります

から、どうぞやってくださいということはそれぞれ

のお考えですよ。だから、私は何で同じ県で、県の

予算を使って、では、土木建築部が信用できないの

かというその裏づけなのですね。そうではなくて、



県庁以外で翁長知事が個人的に後援会なり、そうい

うところで検証して、知事に諮問して、それから動

かすということが本来の筋だろうと思うのですよ。

だって、県知事は仲井眞弘多、翁長雄志という名前

がありますけれども、この許可を沖縄県知事の名前

で出しているのですよ。名前は変わろうが、国から

すると沖縄県知事の許可をもらっているのです。で

すから、知事がかわったからといって、言っている

意味はわかっていますか。外で検証する分には絶対

正しいと思っているのです。金も自分たちでかけて、

その検証結果を知事に伝えてやる。そこが県民から

するとおかしいのではないですか。前の県知事が承

認したものを今の県知事が検証する、それを同じ県

庁内の総務部の予算で使う、そういうことはおかし

いのではないですかということが普通ではないです

か、いかがですか。だから、何で外に出さないので

すかという話です。

○平敷昭人総務部長 どこまで私で答えるかという

こともございますけれども、まず、やはりこれは知

事が公約を掲げて検証もしますというものもありま

す。確かに一旦行政処分は出したという経緯はござ

いますので行政継続というものもありますけれども、

知事が基地はつくらせないという公約を掲げて、県

民の支持を受けて就任したという経過がございます。

そして、その検証についても取り組んでいくという

ことで、やはり県民の関心も高いということもあり

まして、検証して、承認行為をどうしようかという

ことの行政上の意思決定の参考にするということか

ら、私的諮問機関という名前はありますけれども、

これは委員の皆様が有識者、一私人として意見を言っ

てもらって、委員会からの報告を踏まえて行政上の

決定の参考にするという趣旨でありますので、行政

決定というからには会合というのですか、私的諮問

機関という形で位置づけることはあり得るのかとい

うことでございます。

○照屋守之委員 第三者委員会に係る予算、それと

委員の方々に対する報酬とかも含めて御説明をお願

いできますか。

○砂川靖総務統括監 既決予算の範囲内で対応とい

うことで、今年度はおおむね報償費の支出になるだ

ろうと見込んでおります。２月、３月で４回程度委

員会が開催される予定ですので、１人当たりの報償

費が8400円、委員が６人ということで掛ける４回で

およそ20万1600円と見込んでおります。

○照屋守之委員 先ほどから言いますように、補正

の審査ではありますけれども、今行われている県行

政のことを、これは予算にかかわらなければ私は質

疑しませんよ。今行われているのですから、そこが

どのぐらいあってどうなるかということは、我々は

議員としてしっかり確認をして、県民にも知らせる

必要があるわけでしょう。ですから、それは当たり

前の話ではないですか。ですから、これは４回で20

万1600円、何回行われるかわかりませんけれども、

先ほど言いましたように、今からでもいいと思いま

す。これは県の予算措置ではなくて、知事個人でそ

のようなことを私的にやる。これをもし県で責任を

持ってやるということになれば、先ほどの辺野古の

件もありますように、承認を取り消す前提でやるの

でしたら自分たちの非を認めることになりますから

ね。県は自分たちの非を認めて取り消すという前提

でやれば、それはいいかもしれません。自分たちの

責任は間違っていましたと。そのようなものがなけ

れば、これはやはり県民に対してもなかなか説明し

がたいと思います。ですから、目的がどういうこと

でこの検証をするか、これは非常に大きなテーマで

すよ、いかがですか。

○平敷昭人総務部長 第三者委員会の設置目的は要

綱にも打ってありますけれども、埋立承認について、

法律的な瑕疵があるかないかを６名の委員の先生方

がそれぞれの立場から検証するということを目的に

しております。法律的な瑕疵があったかないかとい

うことの検証をしてもらうということでございます。

○照屋守之委員 私は今、知事がかわられて、これ

まで法律的な手続によって進められ、認められてき

た埋め立ての承認、あるいはそれに伴う分かもしれ

ませんが、先ほどの農林水産部の岩礁破砕の件も含

めて、これはいろいろな形で知事の基地はつくらせ

ないという公約に沿って今やっているということは

理解をいたしております。だからといって今までやっ

てきたことの責任があるにもかかわらず、そこを否

定して、そこの部分からつくらせないという根拠を

見つけ出そうとするということは、やはりどうして

も無理があると思っているのです。これは非常に無

理がある。どういうことになるかといったら、国は

申請を出しました。国の責任ですね。県はチェック

をして承認しました。これは沖縄県の責任です。で

すから、責任を持って承認しておりますから、今起

こっている事態は外から客観的に見ると、沖縄県の

責任を果たしていないから、しばらく待ってくださ

い、少しチェックしますからということになってお

ります。これはお互い個人的な約束事項も全てそう

です。お互いが約束したものを、終わった後にまた



あれはどうだった、こうだったと言ってはお互いの

約束は成立しませんよ。

今、県が組織として一つ一つやってきたことが、

これは少しおかしいのではないかという形で、どち

らかというと本来は承認する前にそういうことが起

こるべきですが、国に対して責任を果たして承認し

た後にそういうクレームがつくということは、やは

り県知事はかわっても皆様方の行政事務は変わりま

せんので、県知事は確かに政治的なものがあります。

ただ、それは県知事のお考えです。だからといって、

これまでの行政事務を全部覆すということは、これ

はできない話ですね。ですから、そういうことを続

けていくと、本会議で申し上げましたように県知事

と皆様方との信頼関係は崩れていきます。これだけ

一生懸命それぞれの部署で法律に基づいて仕事を

やってきて、意思決定をやってきた。ここが崩れま

す。ですから、今は非常にはざまで、知事公室長と

平敷総務部長と末吉土木建築部長は前からおります

けれども、皆様方を除いてそれ以降の職員も含めて、

沖縄県庁は非常に厳しい状況になると思っておりま

す。ですから、これは県知事に言うことですが、皆

様方も、今までやってきた行政事務の自分たちが果

たしてきた責任、これは国に対しても責任がありま

す。一方的に国だけの責任ではありません。そうい

うことも含めて知事はつくらせないということであ

れば、これまでのものはそこに置いておいて、これ

からどうするかということをぜひ皆様方と一緒に考

えてほしいのです。それを県民に示してほしいので

す。ですから、今までのことは今までのこと、これ

からは知事は約束して４年間はつくらせないと言っ

たのだから、一々それをやらなくて、しっかりやっ

ていきましょうよと言って、部長の方々も知事としっ

かり相談してください。皆様方の体がもちませんよ、

信頼関係がもちませんよ。責任を負えない状態がこ

の県庁で続いていきますよ。以上を申し上げて終わ

ります。

○照屋大河委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 補正予算について質疑させていた

だきます。まずは、平敷総務部長、最初に甲第25号

議案、甲第26号議案、甲第28号議案の詳しい説明を

簡単にお願いしたい。これはほとんど特別会計で資

金の問題ですよね。

○崎原盛光農政経済課長 農業改良資金貸付事業費

の特別会計について御説明いたします。農業改良資

金特別会計については、前年度における回収金を当

該年度において、国、県へ償還及び繰り出しするこ

とになっておりますが、前年度の回収金が見込み額

を下回ったために、国への償還金及び県への繰り出

しに係る当初予算と執行見込み額に乖離が生じまし

たので、その額を減額しております。

○新垣秀彦中小企業支援課長 甲第26号議案ですが、

この特別会計につきましては、中小企業高度化貸付

事業がございまして、その貸付先、例年約定の償還

額がありますけれども、琉球菓子食品事業協同組合

において、その部分の空き区画がございまして、そ

の空き区画を今般、某事業者が購入して4433万4000

円入りますので、それについては予算措置しており

ませんでしたので、その分を返済するということで

今回補正をお願いしているところでございます。

○新里勝也水産課長 沿岸漁業改善資金特別会計に

ついて御説明いたします。沿岸漁業改善資金につき

ましては、沿岸漁業者等が自主的に漁業経営を改善

していくことを助長するために、無利子で県が直接

融資をする事業でございます。融資の対象としまし

ては、漁船に設置するエンジンですとか機器類を漁

業者が設置する際に融資するものでございます。今

般の補正につきましては、当初予算措置していた予

算の範囲より下回った融資の実績となりまして、そ

の分について減額補正するものでございます。

○仲田弘毅委員 これは事業者あるいは農業、水産

業に携わっている皆さんへ県からの大きなバック

アップ体制がとられていると思うのですが、今回の

補正予算を審査するときに、私たちは貸し出しはし

たけれども、ちゃんとした返金が、貸し付けの返済

が滞っていないかどうか、そのチェックは絶対に必

要だと思うのですよ。これが収入未済額という形で

滞っていきますと、県のそのような貸し付けに対す

るスタンスが大変大きな課題となっていくことは間

違いありません。

総務部長、今回の補正予算はほとんど減額補正が

多いわけですが、そのトータルの考え方としてどの

ような評価をしておりますか。

○平敷昭人総務部長 今回の補正は確かに減額補正

がかなりございます。例年、予算の有効活用という

意味では、当初予算で計上したものを計画的に丸々

執行できることが一番望ましいわけですが、どうし

ても繰り越しする分もございます。それは翌年度以

降に使うために繰越明許費で計上していますけれど

も、これも執行―例えば入札で落ちたりとか、公共

工事関係で入札で減額になってこれ以上はもう使わ

ないとか、そういうものはやはり減額補正をしない

ことには、例年決算審査の段階で不用額が多いとい



う評価もいただいているわけです。減額補正をやり

ますと、この分ははっきり使いませんよということ

で、県議会にも予算を減額してお示しして、その時

点で不用額をも減らすことができるわけです。ほか

の各県は、予算の不用が出てくる分に関してはよく

専決処分という方法をとっていまして、３月いっぱ

いまでぎりぎり引っ張って、知事のほうで専決処分

という形で不用額を減額してしまうのです。翌年度、

専決処分の承認という形でやっているわけですが、

沖縄県の場合は予算の専決処分は基本的にやってお

りません。県議会に出して見ていただくということ

です。勝手に専決処分という形でやっていませんけ

れども、そういうことでどうしても多目になってし

まう部分がございます。決算上というか、締めて見

たら予算が余っていましたと。ほかの県は最後まで

追いかけていって、知事の権限で専決処分で減額し

て、余り差がないような状態にまでできているわけ

です。そういうことで、今回減額が多かったのは進

捗状況を踏まえて、執行状況を踏まえて補正をさせ

ていただいたのでマイナス補正が多いのですが、こ

れはその予算の財源を翌年度にまた活用するために

必要な一定の措置と考えております。評価というお

答えになっているかどうかはわかりませんけれども。

○仲田弘毅委員 昨年の２月県議会で本予算が決

まって、６月、９月、12月の定例議会である程度補

正をして、予算の執行体制を固めていくということ

が普通の補正予算の組み方だと思うのですが、もう

年度末の３月決算期を迎えるときに、最終決算を迎

える段階でこれだけの不用額、補正減額が出るとい

うことは、これは議員も執行部もお互い考えていか

なくてはいけないと、これはあくまでも私たちの今

後の課題でもありますから頑張りたいと。なぜその

話をするかと申しますと、昨年の８月に仲井眞県政

は3795億円という概算要求をいたしました。残念な

がら3340億円と沖縄振興予算答申があったわけです

が、その理由は、やはり不用額と繰越額、政府はそ

こをついてそれだけの減額をした。このように新聞

報道ではなされているわけです。

我々沖縄県がこれだけの予算を獲得して、この予

算を県民に向けての行政サービス、あるいはこれか

らの沖縄県の自立型経済の構築にしっかり結びつけ

ていかないと、先ほど私たちの照屋委員が話しまし

たけれども、いつ何どき沖縄振興予算がカットされ

るかもわかりませんよと、これは単なるおどしでも

何でもないと思う。しっかり執行することがやはり

行政の仕事でありますし、また、私たちが行政と一

緒になって県民サービスに頑張っていく大きな道筋

になると思います。大体大まかな話はこういうこと

ですが、具体的に質疑をさせていただきます。

まず、今回の執行部から出た平成26年度一般会計

補正予算（第４号）説明資料と、あと１つ、これは

執行部からの説明資料にあるわけですが、その中で、

まず最初に交通運輸対策費があります。そこにプレ

ミアム商品券の発行があります。そして、農林水産

部関係の地域食品振興対策費の両方にプレミアム商

品券の発行があるのですが、我々は地元でお盆と旧

正月において、地域経済活性化ということで商品券

を発行して販売を促進する運動はやったことがあり

ますけれども、そのプレミアム商品券というものが

余り理解できませんので、どういった内容なのかを

お願いします。

○謝花喜一郎企画部長 今、委員の御指摘のものは、

先ほど照屋委員にも御説明いたしました国の経済対

策の一環として、地域消費喚起・生活支援型の交付

金を活用してのものでございます。これはやはり地

域の消費を喚起して生活を支援しようという意味合

いで、さまざまなプレミアムつきの商品券を発行で

きるという仕組みとなっています。今、交通運輸対

策費では、我々企画部では公共交通機関の利用促進

のプレミアム商品券、あと農林水産部では農林水産

物の販路拡大、消費拡大を目的とした商品券をいろ

いろ予算計上して、トータルで19億3500万円。県は

国からの割り当てを目いっぱい使って、今回補正予

算を計上しているところでございます。

企画部におきますプレミアム商品券ですが、これ

は公共交通の利用促進、それから、４月からバスに

も拡大しようと思っていますＩＣ乗車券の普及を目

的としたものでございまして、まず２つございます。

公共交通利用促進プレミアム商品券は、我々は普通

にプレミアム商品券と言っておりますが、これはバ

スだけではなく、離島を含む沖縄県内において、バ

ス、タクシー、モノレールを10回以上利用した方を

対象に、１万2000円の商品券を１万円で販売すると

いうような事業となっております。これは事業費を

２億5500万円計上しております。

もう一つございまして、路線バスの多頻度利用促

進特典商品券と我々は位置づけておりますけれども、

公共交通をどんどん利用していただきたいというこ

とで、沖縄本島の路線バスにおいてＩＣ乗車券を月

間42回以上利用した方々に、ＩＣ乗車券はカードが

チャージできるようになっていますけれども、１万

円の入金を条件としまして、一般利用者については



前月の運賃支払い額の15％相当額ですから1500円、

通学利用者については25％相当、2500円を商品券と

して支給するものでございます。これに３億4500万

円計上しているところでございます。企画部の商品

券の説明は以上でございます。

○仲田弘毅委員 総額205億円のうち、国からの経済

対策として57億円の補正だというお話がありました

が、金城子ども生活福祉部長、沖縄県の地方創生関

連の予算が―補正予算で4200億円に決定されたとい

うお話も一般質問でさせていただきましたけれども、

その第２番目の保育対策事業は子ども生活福祉部で

すよね。保育士の正規雇用に対する支援のお金は、

その充当だと考えてよろしいでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 認可保育所における

保育士の正規雇用促進事業も、先ほどからあります

地方創生先行型の交付金を活用してやる事業でござ

いまして、１億963万1000円を計上しているところで

ございます。

○仲田弘毅委員 ぜひ沖縄県の課題であります待機

児童対策に大きく結びつけていただきたいと考えて

います。

先ほどプレミアム商品券について質疑させていた

だきましたけれども、予算が3500万円ですよね。こ

の予算は県下41市町村に充当するのか、それともあ

る程度の各種団体に委託してやるのか、そこのとこ

ろはどうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 今のものは、県産農林水産

物販売促進プレミアム商品券発行事業という事業で

ございまして、これにつきましては、県内で我々の

ところでイベントをやっています、おきなわ花と食

のフェスティバルと中央卸売市場の祭り、泊いゆま

ち父の日お魚フェア、それから沖縄ウッディフェア

の４つのイベントの中で商品券を発行しまして、そ

こに県民の消費者に来ていただいて農林水産物を

買っていただく、そのように消費喚起をしようとい

う事業でございます。

○仲田弘毅委員 最後に、教育委員会についてお願

いします。

教育委員会は、設備整備費の中に１億789万3000円

の予算が計上されておりますけれども、その中で県

立専門学校に対するタブレットの配付というものが

あるのですが、この具体的な説明をまずお願いした

いと思います。

○諸見里明教育長 タブレット端末整備の事業と

なっているのですが、これは国の緊急経済対策交付

金を活用して、県立専門高等学校20校に対してタブ

レット端末、そして無線ＬＡＮの環境を整備して、

各教科でＩＣＴ活用促進を図り、地域産業を担う人

材の育成を目的とした事業となっております。

○仲田弘毅委員 教育長、これは対象を専門高等学

校20校に限定したという何か特別な意味でもありま

すか。

○諸見里明教育長 国の緊急経済対策となっていま

して、その目的として「大学・高等専門学校・専修

学校・専門高校をはじめとする高等学校において、

地元の地方公共団体や企業等と連携した実践的プロ

グラムの開発や教育体制の確立により、地域を担う

人材育成を促進する」云々とあるのですが、その中

で前面に打ち出しているのが専門高等学校であるわ

けです。それをもとに我々はまず専門高等学校を対

象にやっているのですが、当然これは普通高等学校

につきましても必要性を感じているのですが、本事

業の実績を踏まえて検証していきながら、将来に向

けてその効果、費用等を勘案しつつ、どうするかを

考えていきたいと思っております。

○仲田弘毅委員 せんだって美咲特別支援学校、あ

るいはその分校のはなさき分校を訪問する機会があ

りましたけれども、小学校五、六年生ぐらいの子供

たちがタブレットを教材として使っているわけです。

時計の時刻表のあらわし方とか、みんな指でぼんぼ

んと。しかも知的障害の子供たちですから、とても

ではないけれども使いこなせないのではないかと

思ったのですが、十分教材として使っているわけで

す。ですから、補正でこれだけということですが、

将来本県の子供たちの基礎学力を高めていくために

も、この文明の利器と言われるタブレットあるいは

そういった類似した商品を使うことによって、本土

の子供たちと遜色がないような、新たな時代にマッ

チした子供たちを育てていくことも絶対に必要だと

考えていますので、こういった教材の予算を補正で

組めるときは、どんどん子供たちに還元ができるよ

うに頑張っていただきたいと思います。

○照屋大河委員長 休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時23分再開

○照屋大河委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 まず地方創生事業についてです

が、国に対して戦略として―今後、計画の策定を含

め多分予定を持っていると思いますが、今の沖縄県

の地方創生に向けた構想の策定等々、スケジュール



をまずは教えてください。

○謝花喜一郎企画部長 国は昨年11月に、まち・ひ

と・しごと創生法―地方創生法を制定いたしまして、

まち・ひと・しごと創生総合戦略の閣議決定が12月

になされております。都道府県及び市町村には、平

成27年度中に地方版総合戦略を策定することが地方

創生法に規定されております。これは本会議でも答

弁させていただきましたけれども、沖縄県は既に昨

年３月に沖縄県人口増加計画を定めておりまして、

その中には、地方版総合戦略において定めることと

されております人口の現状、動向、また将来展望、

目指すべき社会の実現に向けた施策の展開は既に

入っております。今後、あと残されております、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略で求められているの

は、進捗状況を検証するための指標の設定、また施

策の拡充などにも取り組まなければなりませんので、

そういったものを行いまして、県としましては、平

成27年度の秋ごろまでには、沖縄県人口増加計画を

いわゆる地方版総合戦略として位置づけるように今

計画しているところでございます。

○座喜味一幸委員 全国的には地方の活性化、定住

化、それから産業振興等々の大きな項目があります

が、我が沖縄県において地方創生の柱は何なのか。

それから、補助率等も含めて使い勝手はどうなって

いるのか。その辺について御説明ください。

○謝花喜一郎企画部長 先ほど沖縄県人口増加計画

をベースにということを申し上げましたけれども、

沖縄県人口増加計画には既に、自然増、社会増、離

島・過疎地域の振興の３つの柱を立てております。

ですから、この柱に沿うような形で施策を展開する

ことを考えております。

財源ですが、国からは地方創生先行型交付金が既

に補正で示されておりますので、今回の県の補正予

算でも地方創生先行型の事業を提案させていただい

ております。これは事業に見合う予算ということで、

実質10分の10の予算となっております。後ほどそれ

ぞれいろいろあると思いますけれども、自然増の取

り組みとしましては、保育士の正規雇用化による定

着促進ですとか、社会増ではＩＴ技術者のＵＪＩター

ンの受け入れ促進、また、離島についてもＵＪＩター

ンの受け入れにつながるような体験、交流の実施と

いったものを今、県としては考えているところでご

ざいます。そういったもろもろの事業を今考えてお

ります。

○座喜味一幸委員 県の今の事業が、県及び市町村

との連携に関しては県が事業主体として行うのか、

市町村との連携等々を含めてどのような実施の形に

なるのかも教えてください。

○謝花喜一郎企画部長 地方創生法第10条では、そ

れぞれ市町村も総合戦略を策定することになってお

りまして、市町村においても検討がもう始まってお

ります。県としましては、国と連携して説明会等も

実際行っておりますので、何かいろいろ相談があれ

ば、我々はしっかりと相談に乗っていきたいと考え

ております。

○座喜味一幸委員 沖縄振興一括交付金は我々は全

国でも先駆けておりますが、地方創生の10分の10と

いう事業の魅力、それから我々の沖縄振興一括交付

金との整合のかね合いで、極めて弾力的な地方活性

化に向けて大いなる活用ができると思うのですが、

沖縄振興一括交付金と地方創生のトータルの計画と

の整合をしっかりとっていくようなことを、県とし

ても極めて横の連携をとりながら進めないといけな

いと思うのですが、その辺の仕分けも含めてどのよ

うな方針をお考えですか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄振興一括交付金は沖縄

の振興に資するということで、実質10分の９のもの

となっておりまして、沖縄の振興に資する、それか

ら沖縄の特殊事情をしっかり説明できるようなもの

であれば、通常の行政経費等でもできるというよう

なものになっております。一方で、地方創生先行型

のものは１つの基本方針がございます。地方創生の

取り組みの「しごと」と「ひと」の好循環を行うこ

とによって「まち」が元気になるといった視点になっ

ておりますので、沖縄振興一括交付金が沖縄の振興

に資する、それから沖縄の特殊事情をカバーするた

めの事業にできることと比べた場合には、「しごと」

と「ひと」の好循環をしっかりはめるということが

求められておりますので、いろいろ考え方、組み立

て方だと思いますけれども、使途の広さではやはり

沖縄振興一括交付金のほうが広いかと。ただ、特に

人口減少が激しいようなところでは、いろいろなア

イデアを出して、「しごと」と「ひと」の好循環のス

キームをやればある程度の事業もできることもあり

ますので、これはまさしく知恵の出しどころかなと

考えております。

○座喜味一幸委員 今、沖縄振興一括交付金を含め

て少しまだ不十分なところ等も、地方創生の事業を

重ねればもっと充実すると思っておりますので、そ

の辺を期待します。

あと、我々の沖縄振興一括交付金の中で、平成27

年度予算の査定で160億円ぐらいは結局は繰り越し、



不用という部分について、平成25年度ベースで査定

がなされたと思うのですが、きょうの資料を見てい

てもやはり繰越事業が多いということで、まず細か

いことですが、流用、繰り越し、それから不用は決

算をしてから出ると思うのですが、その見込み額は

どれぐらいになりますか。

○渡嘉敷道夫財政課長 沖縄振興一括交付金のソフ

ト交付金事業の２月補正後における平成26年度不用

額の見込みは、今のところ13億円と見込んでおりま

す。それからソフト交付金の繰越額につきましては、

２月補正後で県分、市町村分を合わせまして203億円

と見込んでおります。

○座喜味一幸委員 細かいことは言いませんが、内

閣府で我々はいろいろと意見交換をさせてもらった

中で、次年度予算編成の中でも、今後、重点的に不

用、繰り越し等々には十分に留意しなければならな

いという自覚を持ってきたのですが、大型プロジェ

クトの中でいろいろと今回不用を見込んでいます。

まず教育長、離島児童・生徒支援センターの繰越

分は今後予定どおり進むのかを教えてください。

○識名敦教育支援課長 今回、離島児童・生徒支援

センターの減額補正につきましては、工事の入札残

についての補正減額であります。予定どおりの工事

は進んでおりますので、平成28年１月の供用開始に

向けて今取り組んでいるところでございます。

○座喜味一幸委員 文化財等々があるので、本当に

予定どおり進めていただきたいと思います。

航空機整備基地整備事業についてでありますが、

これも大型の事業費でありまして、これは調整がつ

かなければ大きな繰り越しになっていく。特に防衛

省の補償問題等々大きな課題があると思うのですが、

その辺はどうでしょうか。今回の繰越額はその中の

どういう部分なのか。

○下地明和商工労働部長 今回の航空機整備基地関

連の繰越額は、委託料で7997万7000円、使用料で5598

万5000円、それから工事請負費で44億9666万円となっ

ておりまして、その理由は、当初建設を予定してい

たところが、管制塔が建つところからは航空機の視

認性が悪いということで海側に移動させられたこと

があります。海側の西側に移動したことによって、

土量が違うとか、現在、第２滑走路増設のために土

砂置場になっている部分がありまして、その土砂の

移動に時間を要して、設計変更等を伴うということ

で繰り越しております。

○座喜味一幸委員 速やかにめどづけしていかない

と、大きなプロジェクトの繰り越し、特に沖縄振興

一括交付金を活用した事業です。全体の沖縄振興一

括交付金の中でソフト交付金、ハード交付金の繰り

越し、不用というものは、努力してつくってきた制

度を不用にするということは一番問題だと思います

ので、その辺の努力。あと不用額の大きいものもいっ

ぱいありますが、総務部長、その辺に関してはしっ

かりと工程を管理して進めていかなければならない

と思うのですが、総務部としてどのような対応をし

ていますか。

○平敷昭人総務部長 御指摘のとおり、繰り越し、

不用で今後縮減されることがないように、しっかり

取り組んでいかないといけないわけですが、事業を

スタートするに当たって、関係機関とよく詰めてい

く、事前の事業熟度を高めていくことが大事かと思

います。それと、ハード関係の事業では、よく用地

取得が難航してなかなか進まないということもござ

いますので、外部のコンサルタントに委託するよう

な経費で用地交渉等の進捗のための事業も組んでい

ます。また、前年度の事業実績等も踏まえて、１つ

の交付金事業の中でいろいろなメニューがございま

すけれども、ニーズの高さとかも踏まえて、若干事

業の中身も組みかえていくことも踏まえて、執行率

を上げるようにいろいろな仕組みを考えてまいりた

いと思います。

○座喜味一幸委員 内閣府での担当レベルで聞いて

いますと、全国的な横の目線ということと、それか

らＰＤＣＡという、沖縄振興一括交付金を活用して

沖縄特例の予算をどう生かしていくかという効果の

出し方も、平成27年度で４年目になりますから極め

て厳しい目線が多分注がれると思います。そういう

意味では、内閣府も現状を何とか変えていかないと

いけないという問題意識を持っておりましたが、企

画部長、事業の承認は、ある意味で内閣府は県の主

体性というものを認めている。だから、県の事業の

あり方が大事だという認識を私は内閣府から見てい

るし、また答弁の中では、内閣府の承認をとってみ

たいな話があるが、実際の沖縄振興一括交付金の執

行そのものはどこに主体があるのですか。その辺の

話を聞かせてくれませんか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄振興一括交付金のソフ

ト交付金の一番の視点は、沖縄の振興に資する、特

殊性に起因するものと説明できればある程度のこと

はできるということです。もう一つは、自主性を尊

重する。自主性、主体性というものがある意味キー

ワードになっていて、それは要綱にもうたわれてお

ります。ですから、内閣府がおっしゃっている県の



ほうでとか、県は市町村でということを言いますけ

れども、市町村、県がそれぞれ自主性、主体性を持っ

て企画立案した事業については、内閣府も相当程度

採用したいという意気込みでこれまでも取り組んで

いただいたところですし、県も市町村の自主性、主

体性を尊重するような形で事業計画をいろいろサ

ポートしてきた経緯があります。

ただ一方で、交付金といえども、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律の適用がございま

して会計検査がありますので、これに指摘されない

ような形でしっかりとした事業スキーム、つまり実

現可能性ですとか、効果が一定程度出得るような事

業計画の立案も大事なわけでして、内閣府もそれか

ら県もそういった思いで、内閣府は県に、県は市町

村に対してそれぞれアドバイスなどを行っていると

いうところでございます。

○座喜味一幸委員 ある意味では、平成27年度予算

からは少し厳しくなっていくと思いますので、その

辺はしっかりと襟を正して取り組まないといけない

と思います。

もう一点、用地交渉等で難航するということは、

私は基本的には行政の段取りが悪いということだと

思います。もう一点は、沖縄振興一括交付金を使っ

た発注工事等々に係る落札率が悪い。特に小規模離

島において多い。それは労務単価等々の歩掛かり等

々が現場についていっていない、そういう意味での

実態もあると思うのです。落札率等を含めて現状は

どうなっていますか。

○末吉幸満土木建築部長 これは土木建築部発注の

工事の平均落札率ですが、平成21年度が92％、平成22

年度が93.6％、平成23年度が93.3％、平成24年度が

93.0％、平成25年度が92.8％となっております。

○座喜味一幸委員 ちなみに伊良部架橋等の工事を

するときに、漁業補償とそれから漂砂がありますが、

そういうもの等に関しては、事業の中でどう取り組

んでいるかということを教えてもらえますか。

○末吉幸満土木建築部長 漁業補償につきましては、

工事が始まる前に３漁業協同組合に同意をいただき

まして、支払いを終わっています。漂砂の関係につ

きましては、長山航路で当然漂砂対策ということで

対応させていただいたところでございます。

○座喜味一幸委員 少し話が変わるのですが、私は、

沖縄県漁業調整規則という今までの取り組みと、今

回のサンゴ礁破砕の問題と少し違うような気がして

おりまして、今まで我々は経済行為があったら、必

ず海洋土木においてはそれなりの自然の負荷があっ

た。自然の負荷があってそれなりの漁業の補償だと

か、できるだけ現状を改変しないような施策という

ものを協議しながら進めてきた。しかし、今回の沖

縄県漁業調整規則がある意味で意図的に適用されて

いったら、今後―後で教えてもらってもいいのです

が、水産土木関連の事業において予算が執行できな

くなるのではないかという思いがあります。そうい

う意味では、土木建築部長、今の沖縄県における土

木事業と水産資源の保全、岩礁破砕等々の問題はど

う整理されてきたのですか。

○末吉幸満土木建築部長 私どもの港湾工事、ある

いは伊良部の橋梁工事等もしかりですが、漁業補償

がされていないところでの岩礁破砕行為等につきま

しては、協議の中で図面を出させていただきまして、

我々がよくあるものは、海洋工事の中で出てくる海

洋汚濁防止のために、外側に、工事の範囲外のとこ

ろに汚濁防止膜を設置します。そのときにアンカー

ブロックを使ったりするのですが、そういうものは

汚濁防止工をやるためということで、漁民のためと

いうこともありまして、それは一応了解ということ

で我々は工事をさせていただいています。

○座喜味一幸委員 少し舌足らずだったと思います

けれども、トータルの一つの構造物をつくるのに漁

業に影響があるということがあって、漁業協同組合

等と、こういう工事にかかって影響があることに対

してはこれだけの仕事をやって、仮設もこうして影

響がないようにしますが、資源の低減分については

ある意味ではこういう形でお支払いしましょうとい

うような協議で進んできて、多分一つ一つの工事に

関しては全体で協議をとっていて、その事業の中で

それぞれの臨時・仮設として、水質汚濁に関するこ

とであろうが、環境条項である意味では位置づけを

とってきたと思うのです。それが今回の岩礁破砕の

話になると一切の水産土木ができないという可能性

があって、この問題は多くの公共事業に影響する。

私はこの辺を懸念していまして、この辺については

しっかりとしたルールをつくらないと余りにも影響

があると思うのですが、農林水産部長、土木建築部

長の見解を聞きたいと思います。

○山城毅農林水産部長 沖縄県漁業調整規則を適用

する場合には、漁業権が設定されている区域につい

て対象にするということがございます。今回、港湾

等の整備におきましては、除外されている区域と設

定されている区域があろうかと思いますので、その

中で設定されている区域であればお互い調整しなが

らやってきておりますので、しっかりと土木建築部



と連携しながらやっていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 沖縄県漁業調整規則第39条の申

請協議をするときには、漁業権者との同意書は義務

づけていますか。

○山城毅農林水産部長 漁業権者の漁業権が設定さ

れているところの漁業協同組合の同意書を添付する

ようにしてございます。

○座喜味一幸委員 岩礁というものと、藻だとか貝、

サンゴは水産資源であって岩礁ではないという判例

等々もありますが、この辺の整理が、私は基準が全

くないと思うのです。今後それを整理しないと、基

準に基づいて行政が進まないと余りにも影響が大き

い。これに関して見解はありますか。

○新里勝也水産課長 今の御質疑ですが、少し専門

的になりますけれども、例えばサンゴとサンゴ礁の

違いを説明させていただきます。サンゴは生きてい

る個体、個体のことをサンゴと言っていまして、サ

ンゴ礁というものは、その個体、個体が群をなして

広がりを持って、いわゆる基盤となって、それが一

般的な表現として岩礁となっていくものと位置づけ

されているかと認識しています。

○照屋大河委員長 新田宜明委員。

○新田宜明委員 事前に一定程度、質疑事項につい

て皆様にお届けをしてありました。私は予算特別委

員会委員になるのは初めてでございます。過去２回、

決算特別委員会の委員をしましたが、決算審査の際

に、不用額あるいは繰越額が非常に多いと感じまし

た。平成25年度の一般会計歳出の執行率をざっと見

たときに、特に土木関係が65.8％、それから農林水

産関係が73.9％、商工関係が77.0％と執行率が低い

のではないかと非常に気になっております。

同時に、平成25年度一般会計の中の沖縄振興特別

推進交付金分が、全体の一般会計の中の26.1％を占

めております。特別会計では繰り越しが12.2％を占

めている状況にあります。これは皆さんの平成25年

度沖縄県歳入歳出決算審査意見書の81ページを見た

ときに、先ほど総務部長もおっしゃっておりました

が、繰り越しの状況などを見たときに一番の要因が

用地の取得難とか計画変更、あるいは設計調整のお

くれです。それから特別会計においても他事業との

調整のおくれ、設計調整のおくれとか。私も豊見城

市役所にいたころ、３年間、道路の用買担当をした

ことがあります。用地買収は本当に大変です。年度

末に組み替えをして、どうにか繰り越しをしたり、

いろいろな苦心惨たんをしないとなかなかできない

ということが現状です。いわゆる一般の人の財産を

削って、公共の用に供するための用地買収ですから

大変困難です。そういう意味では、繰越額の状況を

見たときの要因の中で、用地取得難というものは私

は理解できるわけですが、しかしながら、これはぜ

ひ克服していかないといけない。先ほどありました

ように民間コンサルタントの人材活用とか、あるい

は長期的な計画をしっかり事前に取り組んでいくと

か、いろいろな手法を駆使しないと、なかなか用地

取得は進まないだろうと私は思っております。

そこで、まずはことし１月末現在の知事部局、あ

るいは教育委員会両機関の執行率の状況を教えてい

ただきたいと思います。

○平敷昭人総務部長 県部局全体になりますが、１

月末現在の執行率は、契約ベースで70.4％になりま

す。その中で教育委員会の執行率は78.4％となって

おります。

○新田宜明委員 そこで、３月末で執行率は大体ど

の程度までいく予想ですか。

○平敷昭人総務部長 ただいま申し上げた執行率は

契約ベースになっています。要するに、発注をかけ

て支出負担行為で契約した分です。実際、最終的に

繰り越しとかの場合は支出が終わったかどうかで―

現金主義ですので、年度内にお金を払ったかどうか

という話になりまして、その数字は若干把握が難し

くて、今後、個別に積み上げていかないと何とも申

し上げにくいところがあります。用地取得の進め方

とか、天候とかいろいろな要因でまた変わってきま

すので。

○新田宜明委員 平成25年度一般会計の執行率で90

％を超えたのは、議会費、民生費、衛生費、労働費、

それから警察費、教育費の部門は90％を超えており

ます。確かに執行率のさじかげんというものは非常

に重要だと思うのですが、しかし、議会でも答弁が

あったように、特に沖縄振興一括交付金関係の減額

要因になっていることが影響しているということも

あるので、そこで私は、特に補正減になった事業の

中で、町村支援事業２億3855万3000円をもう少し説

明していただけませんか。

○謝花喜一郎企画部長 町村支援事業と申しますの

は、本来、沖縄振興一括交付金は実質、交付税、特

別交付税で補塡されておりますので、９割の交付率

になっております。ただし、財政力の弱い脆弱な町

村にとってはその１割の捻出も困難ということで、

せっかくいただいた沖縄振興一括交付金が活用でき

ない状態になっては困るということで、この制度創

設のときから町村支援が認められておりまして、18



町村に対して１割分の負担を見ると。ただ、適債事

業の場合は起債等で補塡されますので、非適債事業

が対象になります。そういった中で、県議会におき

まして対象町村を拡大すべきではないかという御議

論がありまして、我々は18町村から５町村ふやして23

町村にしたという経緯があります。そのときの算定

では、非適債事業の割合が６割程度だろうとやりま

したら、40％を少し超えるぐらいの非適債事業になっ

たということがございまして、その相当分が今回の

補正減になったということでございます。

○新田宜明委員 次に、放課後児童クラブ支援事業

が約１億300万円、今度の補正減になっておりますけ

れども、その理由等について御説明をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブ支

援事業と申しますのは、放課後児童クラブの公的施

設移行を促進いたしまして、もって放課後児童クラ

ブにおける保育の質の向上と利用料の低減を図る事

業でございます。この事業におきます減額補正につ

いてでございますが、主な内容といたしましては、

放課後児童クラブの専用室を公的施設内につくるた

めの施設整備費による減額でございます。

その具体的な理由といたしましては、当初、市町

村からの要望で予算立てをしていたところでござい

ますが、専用室を設けるための公的施設本体の計画

が延期になってしまったものでありますとか、ある

いは教育委員会等との調整に時間を要したもの等々

がございますために、今回の減額を生じているとこ

ろでございます。

○新田宜明委員 次に、待機児童対策特別事業２億

1814万5000円が減額になっていますけれども、その

理由についても教えてください。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童対策特別事

業につきましては、主に認可外保育施設の認可化移

行を支援するための運営費の支援及び施設整備費の

支援に伴う減額によるものでございます。まず運営

費の支援の減についてでございますが、当初、市町

村からの要望に基づき、約57施設、2007人分を計上

していたところですが、実績の見込みが36施設、1301

人となったことによる減額でございます。理由とい

たしましては、主なものですが、当初認可化を目指

すとしていたところが、調整の過程によりまして小

規模保育事業等を目指すこととなったというような、

直接の事業目的に合致しない案件が生じたための減

となっております。

続きまして、施設改善費の減でございますが、こ

の事業は、既存の認可外保育施設が使っている施設

を改修等をして、そのまま認可保育所として使うと

きに施設改善費としての助成を行っているのですが、

これにつきまして事業者と調整したところ、新たに

施設を建築した上で認可保育所化するということで、

安心こども基金事業に事業実施が変更になっており

ます。このことから、２施設分の8800万円余りの減

額補正となったことでございます。

○新田宜明委員 それでは教育委員会関係ですが、

県立学校防災型再生可能エネルギー導入事業という

ものがありますが、そこで２億4789万6000円の補正

減になっておりますが、その理由を教えてください。

○親泊信一郎施設課長 県立学校防災型再生可能エ

ネルギー導入事業につきましては、県立高等学校２

校に、それぞれ100キロワットの太陽光発電設備を整

備するというものでございます。これにつきまして

は、沖縄電力株式会社の接続保留という課題が生じ

まして、やむなく休止をするということでの減でご

ざいます。

○新田宜明委員 億単位の減額補正があった事業だ

けを取り上げたわけですが、いずれも沖縄振興一括

交付金事業で予算が充当されている事業であります。

そういうこともありまして、沖縄振興一括交付金の

執行率をどう高めるかということと同時に、それだ

けではなくて、全体としての執行率を高めなければ

いけないだろうと思っております。

そこで、特に前年度執行率が悪かった土木費関係

はどのように今年度執行率を高めるか、その方策と

考え方を伺いたいと思います。

○末吉幸満土木建築部長 先ほど座喜味委員からも

御指摘がありましたけれども、私ども、用地取得難

航というものがありますが、これは決して地主だけ

の身勝手な都合だけではないということは私も理解

しております。このため、繰り越しの大きな要因で

あります用地取得難を改善するため、用地職員の資

質向上を目的に用地業務研修の充実に取り組んでい

るところでございます。さらに用地補償事例発表会、

用地担当班長会議等の各種会議を開催などして、い

ろいろな用地の事例研究、あるいは情報の共有に努

めているということが１点ございます。

また、用地に関連しましては、今年度から民間コ

ンサルタントへの用地補償説明業務というものを活

用しておりまして、交渉あるいは用地の説明を何回

でも行くというような取り組みをやっております。

それから、当然私ども技術職員、執行を預かる職員

に対しても、工事を計画的あるいは効率的に進める

ために事業進行管理計画表を作成しまして、それぞ



れの事業で隘路になっている関係機関との調整、あ

るいは占用物件を洗い出して取り組んでいこうとい

うことを今やっているところでございます。

○新田宜明委員 次に、商工費の平成25年度の執行

率は77.0％ですが、今年度はどのような目標を立て

てやろうとしているのかを伺いたいと思います。

○下地明和商工労働部長 商工労働部では、これま

で沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる物流拠点と

か情報産業、情報通信関連産業のリーディング産業

を強化しようということで頑張っているところです

が、これまで商工労働分野、産業振興分野には沖縄

振興一括交付金が来るまでの間、なかなか十分な整

備予算が投入されてこなかったこともありまして、

産業インフラストラクチャーの整備という点では進

んでこなかったことを踏まえて、沖縄振興一括交付

金の創設を契機に、おくれていた産業インフラスト

ラクチャーの整備に今邁進しているところでござい

ます。そういうこともありまして、海底ケーブルの

施設だとか、ロジスティックセンターの大型の産業

インフラストラクチャー整備事業を実施していると

ころでありますが、平成23年度と平成25年度を比べ

ると予算ベースで約130億円近い増加がありまして、

こういう大型の産業インフラストラクチャーの整備

事業が入ってきましたが、人員としてはもちろん現

人員で頑張らざるを得ないということもあります。

この中で調整のおくれだとか、設計の調整に時間を

要するということで、翌年度への繰り越しとか執行

率が低下している要因となっております。平成25年

度は77％という執行率を達成しましたけれども、今

後とも執行率を下回らないよう努力していきたいと

いうことで、今頑張っているところでございます。

○新田宜明委員 それから、農林水産関係で昨年度

の一般会計の執行率が73.9％となっておりますが、

農林水産部長の考え方をお願いします。

○山城毅農林水産部長 農林水産部におきましては、

執行率の改善に向けては適正な予算管理と効率的な

事業執行が重要であると考えております。具体的に

は、１点目には、予算執行計画を作成しまして、こ

れに基づき予算の執行管理を行う。２点目に、交付

金決定前の着手届手続により早期発注に取り組む。

それから３点目には、用地取得困難などにより年度

内執行が厳しい事業については、他地区への予算移

しかえを行うなどの対応策を強化していく考えであ

ります。農林水産部の中には公共事業推進会議とい

うものを設置してございますので、そこで事業推進

に係る課題等の洗い出しや整理を通して、事業の進

捗管理の把握を徹底しながら早期着工、あるいは年

度内完成が図られるよう執行率の向上に努めていき

たいと考えております。

○新田宜明委員 それでは、総括的に総務部長にお

伺いします。

特に一般会計の中における沖縄振興特別推進交付

金が昨年度は26.1％を占めています。それから特別

会計の中では12.2％を占めているわけです。そこで

ことし、執行率を向上させるためにどの水準ぐらい

まで持っていけるという見通しを持っていますか。

○平敷昭人総務部長 平成26年度の執行に関しまし

ては、今どの水準ということですが、去年それだけ

指摘されたわけですから、それよりも多くならない

ように極力圧縮したいと考えております。ただ、先

ほど農林水産部長からもありましたように、今でき

る取り組みとしては、年度開始前に極力早目に入札

準備の手続までやりますとか、例えば用地が取得で

きないようなものに関しては、ほかの経費、工事と

か執行できるものに流用とか場所を変えていくこと

を細かくやって、極力年度内執行も上げていくとい

うことで努力していきたいと考えております。

○新田宜明委員 確かに見通しを立てることは難し

いとは思うのですが、少なくとも昨年の実績を上回

る目標をきちんと立てて、あとわずかしかありませ

んけれども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

そこで、あと一つ聞きたいのですが、沖縄振興一

括交付金の執行率を上げるために市町村との連携で

すが、議会でもいろいろと答弁がありましたが、も

う少し執行残が早いうちにわかるようにやってほし

いという意向があるのです。要するに年度末が近づ

いて、もう事業執行的にもかなり厳しい時期に、あ

りますから使ってくれないかと言われても困るので

す。そういったことをどのように今後市町村と県が

連携しながら、あるいは市町村間の不用額を洗い出

して、きちんと執行できそうな町村自治体に配分し

ていくことをどのように工夫するのかということを

もう少し詳しく説明してください。

○謝花喜一郎企画部長 まず、市町村間の過不足調

べというものは、平成26年度は８月、10月、12月、

２月の４回やってございます。その結果、10月に３

億円、12月に14億円、１月に10億円、合計27億円を15

団体から減額して、16団体へ流用を行ったという形

で、市町村間では不用を減らす工夫をするようにし

たわけでございます。県との関係はどうかというこ

とですが、実績的に申し上げますと、平成25年度は

３月に約15億円を県分から市町村分へ配分した経緯



がございます。企画部としましても総務部と連携を

とりながら、県と市町村間の流用について取り組ん

でまいりたいと考えております。

○新田宜明委員 最後に１点だけ。豊見城城址公園

の中に今、空手道会館を着々と整備しておりますけ

れども、それに係る事業はどうなっているのか。担

当部から説明をお願いします。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 現在の進捗状況

ですが、昨年６月には土地の購入、物件補償契約の

締結を終えております。そして12月には物件の撤去

を終えて、所有権移転も完了しております。ことし

１月には地権者への代金支払いも完了しておりまし

て、残りの造成、展示棟、武道棟の工事について、

展示棟については今年度末から、そして武道棟につ

いては次年度６月あたりから着工する予定で、完了

については平成28年度の夏ごろまでには完成するス

ケジュールで今取り組んでいるところでございます。

○新田宜明委員 あと10秒ありますから、あと１点。

県道７号線は一度整備済みではありますけれども、

せっかく空手道会館もできて、オリンピックの種目

の誘致の話まで出るわけです。ですから、県道７号

線はそのままでいいのかと疑問を持っているのです

が、どういう考えですか。

○末吉幸満土木建築部長 県道７号線のバイパスと

いう格好で１回、我々は整備させていただいていま

す。現道が残っている状況ですが、これから豊見城

市の空手道会館とかのいろいろな建物、あるいは施

設ができてくるというときに、例えば交通量の変化

が出てくる、あるいはもっとふえてくる、現道にも

どんどん車がシフトしていくということがありまし

たら、当然我々は交通量を勘案しまして、いろいろ

なことを考えないといけないということで理解して

おります。

○照屋大河委員長 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 平成26年度一般会計補正予算（第

４号）説明資料に基づいて質疑をさせてもらいます。

まず10ページですが、財政調整基金積立金104億円

の積み立てがございます。ちなみに、本県の主要３

基金を中心にこの３年ぐらいの基金の推移について

御説明いただけますか。

○渡嘉敷道夫財政課長 主要３基金と申しますのは、

財政調整基金、それから減債基金、県有施設整備基

金をいわゆる主要３基金と呼んでおりますが、３基

金の合計は、平成24年度末残高が584億8700万円、平

成25年度末残高が713億1900万円、平成26年度末の残

高見込みは、２月補正後で653億2100万円でございま

す。

○髙嶺善伸委員 例えば、主要３基金の適正な残高

といいますか、健全な基金の残高はどれぐらいと想

定して積み立てていくのか、あるいは維持するのか。

その辺は今の残高をどのように評価すればよろしい

ですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 今委員お尋ねの適正な水準

というものは、客観的な指標等はございませんけれ

ども、各地方公共団体の判断によりまして積み立て、

取り崩しが行われている状況にございます。ちなみ

に財政調整基金残高で申しますと、平成25年度末の

本県の残高は251億8000万円でありますが、これは本

県を除く九州平均の106億7000万円よりは上回る額と

なっております。

○髙嶺善伸委員 地方財政法に基づく積み立てとい

うことで、財政調整基金に104億円をやっていますが、

どういう要因で財政調整基金への積み立ての原資と

なったのですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 主に、当初予算等で計上し

た以上に交付税、税収等の増が見込まれておりまし

て、今回これを歳入として取り入れまして、その部

分等につきまして財政調整基金等に積み立てを行っ

ているところでございます。

○髙嶺善伸委員 平成27年度当初予算の審査でまた

やりますけれども、いずれにしても、財政需要に対

応して予算編成をする場合は、例えば財政調整基金

などを取り崩して充当することもできる。充当した

後の残高の確保の件で、年度中に歳計剰余金などが

あったり、または増収があったりしたら、それをま

た年度途中で補正して今年度用に積み立てることに

なるのではないかということになりますが、そうい

う意味では、本県の基金残高は、これから先も含め

て確保は適切に行われる見通しを持っておられるの

ですか。

○平敷昭人総務部長 基金の残高は、近年は600億円、

700億円台になっていますけれども、近年、地方交付

税で、地方に入る別枠加算という時期もございまし

た。一定程度の上乗せというものもあって、全国的

にも、以前よりは少しは基金を確保している状況に

あります。ただ、沖縄県の場合は自主財源の割合が

やはり低いものですから、国の地方財政制度が変わ

るとそれに大きく影響を受けやすいという脆弱な部

分がある。要するに、交付税が2000億円余りあり、

県税は当初予算で1000億円ぐらいですが、そういう

ことでその辺の激変がなくて、あとは行政改革に取

り組みつつ、産業振興で観光客もいっぱいふえてい



く中で、税収が順調に推移していけば基金は一定程

度確保できるかと考えております。

○髙嶺善伸委員 今回の補正の大きな原因になった

国の経済対策関連で、大体概要、あるいはまたその

中でも一番大きい地域活性化・地域住民生活等緊急

支援交付金の事業数や概要について、御説明をお願

いします。

○謝花喜一郎企画部長 地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金は２つの交付金で成り立っており

ます。地方の消費喚起や生活支援を目的とした地域

消費喚起・生活支援型、それから地方創生の取り組

みによる「しごと」と「ひと」の好循環の確立を目

的としました地方創生先行型の２種類でございます。

予算総額ですが、地域消費喚起・生活支援型は全国

で2500億円の予算が組まれておりまして、そのうち

沖縄県は46億2100万円となっております。内訳です

が、県分が19億3500万円、市町村分が26億8600万円

となってございます。地方創生先行型ですが、全国

が1700億円、沖縄県分が24億5000万円で、うち県分

が９億4700万円、市町村分が15億300万円となってご

ざいます。

地域消費喚起・生活支援型は平成27年度限りの１

年間となっておりますけれども、地方創生先行型は、

今回の補正予算は先行という言葉がありますように、

平成28年度から本格実施ということで、およそ平成27

年度から平成31年度までの実質５年間を国において

は検討しているということでございます。

○髙嶺善伸委員 地域消費喚起・生活支援型を１年

きり、地方創生先行型は５年ということですが、地

方創生先行型の５年事業というものは上限があるの

ですか。それとも、沖縄県から発案していくと幾ら

でも予算がとれるような可能性を持っているのです

か。その辺の枠組みについて御説明をお願いします。

○謝花喜一郎企画部長 これはいろいろ計算式が国

においてあるようで、地方創生先行型は全国で1700

億円ありますが、国において定めた枠配分の基準に

基づいて沖縄県分が配分されるということで、県が

要望すればまたそれがふえるというものではないと

認識しております。

○髙嶺善伸委員 事業関連で先ほどもありました地

方版総合戦略策定ですが、人口減少社会になって、

せんだって発売されていました増田さんの「地方消

滅」という本に、896の市町村が消える前に何をすべ

きかというものがありました。これを見ると、沖縄

県でも９町村が消滅可能性があるというショッキン

グなデータが出ております。さきの本会議での答弁

もありましたが、沖縄県人口増加計画を策定された

という話がありますので、こういう予測というもの

はこの計画などでも把握されているのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 沖縄県も人口増加計画を策

定するに当たり、一定程度の予測はしてございます。

そういったことを踏まえて―全体的な話としますと、

今まで述べておりますが、2025年には減少するとい

うことがございますし、既に北部の名護市以北の町

村、それから離島においては、石垣市を除いて既に

減少しているという実態もございましたので、県は

平成26年３月に沖縄県人口増加計画をつくったとい

うことです。より詳細なデータ等はこれからまた聴

取して、具体的な施策展開も平成27年度に検討して

いきたいと考えております。

○髙嶺善伸委員 地方創生戦略に基づいて、本県の

離島などで人口減少が続いている市町村をどのよう

にするかという計画をぜひ策定してください。その

中で、一番国境というと与那国町ですので、増田さ

んの本を見ると、2040年には今の1600名の人口が995

名になる。特に若年女性人口の減少が激しくて、今

の200名が76名ぐらいに減る。これは今回の地方創生

戦略とセットにして、国境離島はどうあるべきかと

いう計画を立てる必要がある気がするのです。今回

の地方版の総合戦略は、ある程度人口確保の目標を

数値化して、それに向かってのプロセスというか、

どういう施策をやっていくかということも含めて策

定されるのですか。

○謝花喜一郎企画部長 我々は実はバックデータを

それぞれ持っておりまして、人口増加というものは、

自然増、社会増がいろいろございますので一概に言

うことはできないのですが、沖縄県人口増加計画に

は理想的な展開及び推計ということで、第６章で記

載がございます。2035年までには、大体142万人のも

のを150万人に伸ばすという将来像などは持ってござ

います。そういったものをやるためには、自然増だ

けではなく社会増をしっかりやらなければなりませ

んし、それから、特に離島・過疎地域において人口

をふやすためにはしっかりとした雇用の場が必要だ

と考えておりますので、雇用関係のものもあわせて

計画の中に入れ込むことを考えております。

○髙嶺善伸委員 皆さんの沖縄県人口増加計画を見

ても、もし施策の効果を考慮しない場合の推計で、

与那国町でしたら、今を100とすると2040年には59と

約半分に減ることになっているのです。だから、い

かに施策が必要かということになるのですが、今懸

念されるのは、人口減少がいまだにとまっていない。



自衛隊配備が進んでいて一番懸念されるのは、さら

に人口が減ってはいけないので、不安要因を払拭し

ないといけないのではないか。そういう意味では、

久部良に設置する沿岸監視レーダーの電磁波の影響

に対する県の取り組みが大事ではないかと思ってい

るのです。そういう意味では、電磁波の測定器はド

イツ製で20万円前後で買えるらしいです。宮古島市

上野野原とか、あるいは糸満市与座とかいろいろあ

りますので、類似するレーダーの電磁波の数字はど

れぐらいなのかを県で独自に測定しながら、県民の

不安に応えていくという取り組みも必要ではないか

と思いますが、どうですか。

○謝花喜一郎企画部長 今、委員の与那国町の住民

が安心して暮らせるために電磁波等を測定する機器

の購入について、私どもはこの場で想定していなかっ

たものですから十分なお答えを準備してございませ

んけれども、持ち帰らせていただいて、検討させて

いただきたいと思います。

○髙嶺善伸委員 それから、20ページの社会資本整

備総合交付金と関連しますけれども、先日の伊良部

大橋の開通式は、離島苦解消の第一歩だと大変うれ

しく思いました。かなりの巨費を投じて開通したの

ですが、伊良部大橋の場合、例えば経済効果という

ものを県としては推計してみたことがあるのか。あ

るのでしたら内容をお聞かせください。

○末吉幸満土木建築部長 道路事業の場合に、費用

対効果の費用便益分析というものがございます。こ

れは具体的にどういうものかといいますと、移動時

間の短縮、あるいは走行経費の減少、交通事故減少

が便益の対象になるのですが、伊良部大橋の場合は、

走行時間の短縮というものが一番大きな便益になり

ます。これを推計いたしますと、建設費等の約３倍

の効果があるものと推計しているところでございま

す。また、架橋により宮古圏域が一体化され、経済

及び人の交流が盛んになってくるということで理解

しております。これにより農水産業の発展や観光産

業が振興され、雇用機会の創出等さまざまな効果が

あるものと期待されております。

伊良部大橋にかかった建設費、約395億円の３倍の

効果があるということでございます。

○髙嶺善伸委員 今の経済波及効果の算出の基礎は

わかりましたが、例えば、そのことによって伊良部

島や下地島の人口がふえるとか、あるいは産業が発

展するとか、それに見込める経済波及効果は計算し

ないのですか、それともこれも入っているのですか。

○末吉幸満土木建築部長 先ほど説明させていただ

きましたように、道路事業の場合の費用便益分析の

対象は、車等の走行時間短縮の便益でございます。

それと走行経費―これはガソリン等が少なくなると

いう減少の便益でございまして、今委員がおっしゃ

るように、伊良部島での活性化等については入って

ございません。

○髙嶺善伸委員 これもまた地方創生との関連で、

事業効果が産業面とか人口増加にもつながるように、

ぜひ県としての取り組みをお願いしたいと思います。

次に22ページですが、公共離島空港整備事業の国

の経済対策関連ですが、通常、空港の離着陸料や航

空機燃料譲与税等が財源として維持管理がなされる

と思うのですが、その辺の関連について御説明をお

願いします。

○多嘉良斉空港課長 空港整備の原資として国から

地方自治体へ交付されているものとして、航空機燃

料譲与税がございます。平成25年度におけます航空

機燃料譲与税の交付実績としましては、沖縄県全体

で４億1021万2000円、うち県分が１億2182万8000円、

市町村分が２億8838万4000円でございます。また、

着陸料については、空港を使用する者が空港の設置

管理者へ納付するものであり、沖縄県が設置管理す

る12空港における着陸料につきましては３億1683万

円が納付されてございます。

○髙嶺善伸委員 本来充当すべき財源があるのに、

今回、国の経済対策で予算措置したのは何か理由は

ございますか。

○多嘉良斉空港課長 国の経済対策のメニューの一

つといたしまして、災害対策の強化が盛り込まれて

おります。今回、平成27年度に予定していました与

那国空港などの劣化が著しい場周柵について前倒し

で計上しているものでございます。

○髙嶺善伸委員 現場に行って、さびた場周柵が朽

ち果てて、本当にこれで安全管理ができるかと心配

しておりましたが、とにかく財源は別として、ぜひ

整備をやってください。

その下、県単離島空港整備事業ですが、まず事業

の内容についてお聞かせください。

○多嘉良斉空港課長 県単離島空港整備事業は、今

回繰り越しとして上げてございます。先ほどの経済

対策で予算化いたしました場周柵とあわせまして、

国の那覇空港直轄事業の繰り越しという形になって

ございます。

○末吉幸満土木建築部長 済みません、今、空港課

長が説明しましたけれども、委員が指摘されたペー

ジと違いますので、22ページの県単離島空港整備事



業の減額のことを説明させてください。新石垣空港

の制限表面下には用益補償というものがございます。

この用益補償に係る業務につきましては、補償対象

者に相続が発生している案件、あるいは抵当権者と

の差し押さえ等の調整が必要な案件、道路事業者と

の補償予定地の調整に時間を要しまして、そのため

不用が生じたということになっております。

○髙嶺善伸委員 以前から気にしていたのですが、

制限表面の確保のためにいつまでに補償を完了しな

いといけないのですか。

○多嘉良斉空港課長 新石垣空港用益補償事業は、

空港が供用された平成24年度から開始しております。

用益補償の対象となっております地権者の方々にと

りましては、土地利用の制限がかけられ不便をこう

むっていることから一日も早く補償ができるように

努めていきたいと考えております。

用益補償については期限が示されてございません。

補償が終了するまで事業が継続することになります

ので、私どもとしては、地権者に対し一日も早く補

償ができるように努めていきたいと考えてございま

す。

○髙嶺善伸委員 用益補償の補正減以外の分で国際

線ターミナルの繰り越しがございますが、それの概

要についてお聞かせください。

○多嘉良斉空港課長 新石垣空港国際線旅客施設強

化事業につきましては、新石垣空港ターミナル株式

会社が国際線ターミナル施設を建設するための補助

金でございます。今年度、新石垣空港ターミナル株

式会社の基本設計に時間がかかりまして、実施設計

に取りかかることができませんでしたので、今回、

実施設計は繰り越しいたしまして、予定していまし

た工事費を減額したものでございます。

○髙嶺善伸委員 工事費も含めて、全部明許繰越手

続になるのですか、それとも減額するのですか。

○多嘉良斉空港課長 今回、ＣＩＱとか、エアライ

ン等のいろいろな要望を織り込みましたところ施設

規模が大きくなってございます。１年で工事が終わ

る可能性が厳しいということもございまして、来年

度、債務負担をとりましてしっかり工期をいただい

て工事に着手したいと考えております。

○髙嶺善伸委員 そうすると、今回減額補正をして

平成27年度の予算で実施設計の繰り越し分と工事費

の予算を当初予算で組むわけですか。

○多嘉良斉空港課長 実施設計を終えましたら速や

かに、議会に理解いただきまして、補正でお願いし

たいと考えております。

○髙嶺善伸委員 ＣＩＱの整備の関連もあって、施

設規模は大分大きくなるという気がしているのです

が、今の基本設計から見て、当初増築を予定してい

た規模よりもさらに大きくなるのですか。今後の見

通しについて、小さくつくったので拡張ということ

になったので、今度やるのであれば、それを見越し

た整備内容にすべきではないかと思いますので、基

本設計から見た今後の見通しについて御説明をお願

いします。

○末吉幸満土木建築部長 私ども、平成25年度に基

本設計の費用をいただいたときに、今のところ10億

円以内ぐらいでできるという感覚で予算要求いたし

ました。ただし、それが今、委員がおっしゃるよう

に、想定していたより非常に大きなものになりつつ

あります。中型機対応ということで今考えています

ので。ただ、それがどのぐらいの規模になるかとい

うことは、今基本設計がまとまりつつある段階でご

ざいまして、来年度の実施設計の中で明らかにして

いきたいと思っています。

○髙嶺善伸委員 チャーター便も含めて大型化して、

中型ジェットが台湾あたりからも入るようになりま

した。それを見越した施設規模にしてもらいたいと

思います。

私も詳しくは聞いてはいないのですが、国内線の

ようにボーディングブリッジを使って搭乗するのか

どうかについて、最後にお考えを聞かせてください。

○多嘉良斉空港課長 国際線につきましても、ボー

ディングブリッジ、ＰＢＢといいますけれども、そ

れが設置できるような形の設計にはなってございま

す。ただ、今回、基本設計の中で積み上げられてい

る事業の中身につきましては、ＰＢＢはついてござ

いません。

○照屋大河委員長 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 ハイサイ、グスーヨー、チューウ

ガナビラ、県民ネットの瑞慶覧功です。ユタシクウ

ニゲーサビラ。

平成26年度一般会計補正予算（第４号）説明資料

から、今回の補正額、歳入内訳について、３ページ

ですが、市町村たばこ税県交付金の減額補正の理由

について伺います。

○佐次田薫税務課長 市町村たばこ税県交付金の減

についてでありますけれども、市町村たばこ税都道

府県交付金については、市町村のたばこ税収が全国

平均の２倍を超える市町村がある場合は都道府県に

交付することになっております。今回減の理由とし

ましては、平成26年度市町村たばこ税県交付金当初



予算については、該当市町村である浦添市のたばこ

税収の当初予算をもとに算出しておりました。今回、

浦添市のたばこ税収の実績が当初見込みを下回った

ことにより、市町村たばこ税県交付金の減額補正を

することになっております。

○瑞慶覧功委員 これは結局、たばこを吸う人が少

なくなったという流れにあるわけですか。

○佐次田薫税務課長 全国的なデータで見ますと、

喫煙者が減っているというデータはございます。

○瑞慶覧功委員 私もたばこを吸うのですが、まだ

しばらく貢献していくのかと思っているのですが。

次に、歳出内訳の10ページ、総務部の人事調整費、

退職手当の減額とありますけれども、退職者の状況、

そして手当の減額の理由について伺います。

○砂川靖総務統括監 当初予算で定年退職で124名を

見積もっておりましたが、これが125名にふえたこと、

それから一番大きい要因としては、従前の勧奨退職

に相当する応募認定退職を当初予算で32名分を見て

おりましたが、実質的には21名と11名減ったという

ことで、その分減額補正するという形になります。

○瑞慶覧功委員 次に環境部ですが、12ページの観

光関連事業者が行う省エネ設備関係ですが、これが

減額になっております。事業の概要と理由について

教えてください。

○古謝隆環境政策課長 12ページの観光関連の省エ

ネ設備の事業でございますけれども、これは沖縄県

の温室効果ガスの排出量の中で、特に観光業の部分

が最近随分ふえているものですから、観光施設の代

表的なホテルであるとかレクリエーション施設につ

いて、沖縄振興一括交付金を使って３分の１の補助

を行うという事業でございます。今回、平成26年度

は15件の応募がございまして交付しましたけれども、

施設の改修の内容が主にＬＥＤ照明の切りかえでし

たので、施設当たりの改修額が減額になっていると

いうことでございます。

○瑞慶覧功委員 これまでの実績はどういう状況で

しょうか。

○古謝隆環境政策課長 沖縄振興一括交付金を使い

まして平成24年度から事業を実施していまして、平

成24年度が８件、平成25年度が６件、平成26年度が15

件ということになっております。主にホテル関係の

施設やスポーツ・レクリエーション施設が対象に

なっております。

○瑞慶覧功委員 次に、子ども生活福祉部の生活福

祉資金貸付事業費の11億5300万円は、低所得者等に

対する生活福祉資金貸し付け等に要する経費とある

のですが、この事業概要と、増額になった理由につ

いて伺います。

○上間司福祉政策課長 生活福祉資金貸付事業費に

つきましては、まず事業概要としましては、低所得

者、障害者、または高齢者に対しまして資金の貸し

付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済

的自立及び生活意欲の助長、促進を図り、安定した

生活を送れるようにすることを目的としております。

今回補正する理由ですが、国から国庫の追加配分を

行うということがありまして、その国庫に係る部分

を当該資金の原資等に補正するものであります。

○瑞慶覧功委員 貸し付けの対象者は、先ほど低所

得者、障害者とありましたが、対象者はどのように

想定していますか。

○上間司福祉政策課長 平成25年度の実績で申し上

げますと、849件でありまして、貸付額が３億570万

5858円となっております。

○瑞慶覧功委員 今後はどのように想定しておりま

すか。

○上間司福祉政策課長 生活福祉資金貸付事業費に

つきましては、沖縄県社会福祉協議会が実施主体と

なっておりまして、市町村の社会福祉協議会と連携

いたしまして、生活困窮に至る方々に対しまして相

談に応じて貸し付けているところでありまして、こ

の額につきましては、今後、額的には、補正の額で

はありますけれども、ある程度同じレベルで推移す

るということを想定していますが、これはあくまで

そのときの経済状況等によって異なりますので、貸

し付けに係る原資につきまして、国におきましては

当面の間、３年間程度は原資に不足を生じないよう

にということで今回補正するものであります。

○瑞慶覧功委員 これから高齢化社会ということで、

ますますふえてくるのではないかと。やはりずっと

継続していくような形にしていかないといけないと

思いますので、頑張っていただきたいと思います。

次に、障害者自立支援給付費です。在宅または施

設等で日常生活を営む障害児、障害者に対する介護

給付等に要する経費が減額になっておりますけれど

も、減額の理由について伺います。

○山城貴子障害福祉課長 障害者自立支援給付費に

つきましては、市町村が行う障害者の介護給付費等

に要する経費でございまして、これにつきましては、

国が２分の１、県、市町村がそれぞれ２分の１を負

担することとなっております。今回は当初予算より

も実績が下回るということで減額をさせていただく

ことにしております。



○瑞慶覧功委員 当初より下回るということですが、

しかし、金額が大きいですよね。こんなに差が出る

ものなのですかね。

○山城貴子障害福祉課長 当初予算ベースで申し上

げますと、平成23年度が49億5189万円、平成24年度

が56億1603万1000円、平成25年度が69億9725万円、

平成26年度の当初予算が、過去の伸び率を勘案して84

億円ほど当初予算を見込んでおりましたが、実際に

は実績は下回ると見込んでいるところです。

○瑞慶覧功委員 対象者の人数とか、先ほどは社会

福祉協議会が主体となっているという事業でしたけ

れども、ここではどうなっているのですか。

○山城貴子障害福祉課長 18歳未満の障害児、それ

から18歳以上の障害者の障害福祉サービスを受ける

方が対象になります。その利用者数につきましては、

平成23年10月時点で１万645名、平成24年、同じく10

月時点が１万6649名、平成25年10月時点が１万9449

名と増加傾向にございます。

○瑞慶覧功委員 次に、農林水産部の農地保有合理

化促進対策費は、耕作放棄地と関係してくると思う

のですが、減額になっておりますけれども、この概

要について伺います。

○崎原盛光農政経済課長 当該事業につきましては、

農地中間管理機構事業ということになっておりまし

て、農地中間管理機構が借り受けた農地の保全管理

に要する経費及び推進費となっております。減額に

なった理由につきましては、当該事業制度がことし

の４月から始まったばかりでございまして、周知を

図るまでに時間がかかりましたので、初年度という

こともありまして、農地の借り受け面積が低迷した

ために、農地の保全が不用になったということでご

ざいます。

○瑞慶覧功委員 一般質問の中でもありましたけれ

ども、受け手が521人いて、面積が94ヘクタール、出

し手が12.5ヘクタールというすごい開きがあるので

すが、この課題と対応策です。

○崎原盛光農政経済課長 農地の借り受けにつきま

しては、これまで契約に基づかない相対での契約、

もしくは農地を相続した者がなかなか人に貸したが

らないこと、もしくは、農地の形が少し悪くてなか

なか借り受けができないとかいろいろな理由がござ

います。４月から始まった中間管理事業につきまし

ては、特に農地を持っている方々に、担い手の方に

農地を集積させることを徹底することがまずは大切

かと考えております。このために、中間管理機構、

市町村、農業委員会ともどもになって、農地の所有

者の方々にまずは啓発することから始めてまいりた

いと考えております。

○瑞慶覧功委員 重点市町村が十何カ所と言ってい

ましたが、大体どの地域になるのですか。

○崎原盛光農政経済課長 農地が比較的動きますと

ころは、県内ではまず沖縄本島北部、それに宮古、

八重山が中心になります。重点市町村は北部と宮古

を中心に置いておりまして、大宜味村、東村、名護

市、うるま市、久米島町、石垣市、宮古島市、竹富

町等、特に農地が動くところを中心に活動して指導

しております。

○瑞慶覧功委員 次に、農村青少年研修教育事業費

の就農初期段階の独立、自営就農者に対する給付金

とありますけれども、この資格条件について教えて

ください。

○新里良章営農支援課長 まず、当事業は、45歳未

満の就農前の新規就農者が要件となっております。

○瑞慶覧功委員 給付額とか、何人程度を見込んで

いるのか。

○新里良章営農支援課長 給付額は年間150万円で

す。また、年２回にわたって給付することとなって

おります。それから、見込み額としましては、補正

で360名程度を計画しております。

○瑞慶覧功委員 360名、それだけいるということで

すか。

○新里良章営農支援課長 市町村等に要望をとりま

して、集計しております。

○瑞慶覧功委員 次に、地域食品振興対策費です。

プレミアム商品券は、先ほど質疑がありましたけれ

ども、農林水産部長は、大きい４つのイベントの中

でと言っていたのですが、どのようにこのイベント

の中でプレミアム商品券を配付していくのですか。

○長嶺豊農林水産総務課長 県産農林水産物販売促

進プレミアム商品券発行事業につきましては、先ほ

ど答弁しましたそれぞれの４事業で商品券を発行し

ます。おおむね20％程度のプレミアムをつけて商品

券を配付するという計画でございます。

○瑞慶覧功委員 これは減額となっていますけれど

も、その理由について。

○長嶺豊農林水産総務課長 地域食品振興対策事業

費につきましては、ただいま説明しました商品券発

行事業と、もう一つ、６次産業化推進のための事業

がございまして、６次産業化の事業で国庫の内示減

がございまして、トータルでは7419万3000円の補正

減という形になっております。

○瑞慶覧功委員 次に、文化観光スポーツ部の観光



宣伝誘致強化費４億3200万円、観光客に対して、こ

れも消費喚起を図るための商品券の発行となってお

りますけれども、事業の概要について伺います。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 この事業につき

ましては、今の国の経済対策の４件の事業から成っ

ております。１つ目には、沖縄観光うとぅいむち商

品券事業ということで、これが３億5200万円です。

この内容については、沖縄県内の国内観光客に対し

まして、宿泊数の増加、それから観光施設の利用、

消費向上につながる共通の商品券を発行しまして、

もう１カ所、もう１体験の追加的な観光を促すもの

でございます。

次に、沖縄国際映画祭連携イベント促進事業が3084

万5000円です。これにつきましては、沖縄国際映画

祭を一過性の祭りの期間のみのイベントに終わらせ

ることなく、国際映画祭の発信力、ブランド力を最

大限に活用するということで、年間を通じた、そし

て地域を拡大した効果発現の取り組みを行うもので

ございます。

もう一つが、世界空手連盟プレミアリーグ開催支

援事業が2000万円です。これにつきましては、空手

の世界大会を沖縄に招致することによって、それに

付随する延泊旅行、応援団等による経済的な効果、

そして沖縄の空手としての認知度向上を図り、結果

としてスポーツツーリズムの推進、観光振興に寄与

するというものでございます。

もう一つが、日本代表強化合宿拠点事業が2983万

8000円です。これは2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピック大会を見据えまして、国内のナショナ

ルチームの強化合宿等を招聘しまして、沖縄県をパ

ラリンピック競技の強化の拠点地として誘客を行う

事業でございます。

○瑞慶覧功委員 よくわからないのですが、県とい

うイメージがあるのですが、どのように還元してい

くのかという部分は。

○湧川盛順文化観光スポーツ部長 今説明しました

４つのうち１件の沖縄観光うとぅいむち商品券事業

というものが商品券を配るものでございます。これ

については、県内の宿泊、もしくは観光施設の旅行

券を配付するものでございます。ただ、視点として、

閑散期、それから週末ではなく平日、そしてあと離

島の旅行を促すものに使っていく予定でございます。

○瑞慶覧功委員 次に教育委員会です。教職員の給

与が減額となっていますけれども、この理由を伺い

ます。退職手当です。

○新垣健一学校人事課長 今回の補正減の主な要因

でございますが、今回、退職手当の減が主な要因で

ございます。減の理由としましては、当初予算で勧

奨退職と見込んでおりました、今年度から希望の早

期退職者制度に変わりましたけれども、それが当初

見込みよりも減っているということ、それから普通

退職者の退職手当が、単価等の減によりまして、当

初見込み額よりも減っていることが主な要因でござ

います。

○瑞慶覧功委員 早期退職者の減額はどれだけ減に

なったのですか。

○新垣健一学校人事課長 人数ベースで申し上げま

すが、当初、教員プラス事務局職員を含めまして、

定年退職者が１名の減でございます。それから早期

退職者が当初よりも12名の減となっております。ま

た、本務の普通退職者の減が当初予算よりも６名の

減となっております。

○瑞慶覧功委員 金額は６億幾らなので、平均でい

いですが、１人当たりどれぐらいの減額になったん

ですか。

○新垣健一学校人事課長 先ほど退職手当の単価が

減になったという説明を申し上げたところでござい

ますが、実は教育委員会におきましては、本務職員

のほかにいわゆる臨時的任用職員の教員がございま

す。臨時的任用職員につきましては、１年間、臨時

的任用職員を務める職員から、職員の休職の事由等

によりまして期間が異なってまいります。ですので、

２カ月臨時任用する方から６カ月臨時任用されるよ

うな方もいらっしゃるということがございまして、

昨年度のベースをもとにある程度試算して当初予算

を見込んでおりますが、今年度の実績で言いますと、

実際にはそれぞれの雇用期間に応じて当然退職金が

違ってまいりますので、平均いたしますとそれが減っ

ているということでございます。

○瑞慶覧功委員 正職員はどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 制度的な変更は特にござ

いませんので、それに伴う単価の減ということの説

明ではございません。先ほどの説明でございました

ように、単価の減につきましては、雇用期間などが

ございまして、平均すると、いわゆる臨時的任用職

員の分でその分が低くなっているというところでご

ざいます。

○瑞慶覧功委員 次に、公立学校の太陽光発電が減

になっていますけれども、事業概要を伺います。

○親泊信一郎施設課長 県立学校の防災型再生可能

エネルギー導入事業でございます。平成26年度では、

県立高校２校に100キロワットの太陽光発電設備を整



備するということで予算化しておりました。ＬＥＤ

照明等も一部ございますけれども、これにつきまし

ては沖縄電力株式会社の接続保留という課題が生じ

ましたので、やむなく事業を休止したということで

の減額でございます。

○瑞慶覧功委員 これまでには何校の実績がありま

すか。

○親泊信一郎施設課長 100キロワット規模のものに

つきましては平成24年度予算で、平成25年度に繰り

越して県立高校６校に整備をしてございます。

○瑞慶覧功委員 今後の計画について伺いたいと思

います。

○親泊信一郎施設課長 接続保留の問題につきまし

て、まだ先行きが見えない状況にございますので、

そういった状況を見ながら今後検討していきたいと

考えております。

○瑞慶覧功委員 公安委員会の職員費、これも退職

手当の減額になっております。減額の理由を伺いま

す。

○綿引浩志警務部会計課長 減額補正予算を計上し

ております３億3088万円につきましては、職員手当

のうち、退職手当の不用見込み額を減額補正したも

のであります。具体的には、当初、早期退職希望者25

名を見込んでおりましたところ、決算見込みでは11

名、マイナス14名減ったということで、その額を減

額補正をしているところであります。

○照屋大河委員長 20分間休憩します。

午後３時19分休憩

午後３時42分再開

○照屋大河委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

金城勉委員。

○金城勉委員 まず、歳入のところからですが、県

税収入が57億円と大分増額補正されておりますけれ

ども、その内容、理由について御説明をお願いいた

します。

○佐次田薫税務課長 今回57億2330万円の増額補正

となっている主な要因としては、県内景気の拡大と

か就業者の増から、実績が当初予算を上回って推移

しております。主な税目といたしまして、個人県民

税では納税義務者の増加などにより17億円の増、あ

と、法人県民税及び法人事業税では、これも景気の

拡大を背景にほとんどの業種で収益が増加しており

約22億円の増、地方消費税で県内景気の拡大、原油

などの輸入量の増加などから約22億円の増というこ

とが要因となっております。

○金城勉委員 景気回復による収入増ということの

ようですが、一方で自動車取得税は減額になってい

ますね。この辺のところをにらむときに、景気回復

の波というか、勢いというか、この辺の評価をどの

ようにされていますか。

○佐次田薫税務課長 自動車取得税については減収

となっておりますけれども、自動車購入自体につい

ては横ばいで推移しておりまして、この自動車取得

税については、エコカー減税ということで、環境に

いい車については非課税という制度があります。そ

のエコカー減税の適用車両が年々ふえているという

ことで、自動車取得税については減少してきている

ということでございます。

○金城勉委員 そういうことを踏まえたときに、こ

の新年度の見通しとして、景気回復の流れというも

のはどのように予想されていますか。

○佐次田薫税務課長 今回、50億円補正しています

が、また、当初予算においてもこの景気を引き続き

伸びるものとして、当初予算についても増額をして

いるところでございます。

○金城勉委員 次に、金城子ども生活福祉部長、13

ページに社会福祉諸費の項目がありますけれども、

これは介護人材の育成というものを見込んでいるの

ですが、介護人材の確保育成の状況について御説明

をお願いします。

○上間司福祉政策課長 介護人材の育成促進に関し

ましては、今回補正では、今後の福祉サービスの多

様化、利用者増加に対応するため、県域、地域の中

で事業所がみずから行う人材育成の取り組みを支援

するものでありまして、やはり今後はそれぞれの事

業者が事業所の中で人材育成を図ることで定着化を

促進しながら、それぞれの多様なサービスに対応す

ることが重要であると考えておりまして、現在、人

材育成のためのカリキュラム作成等にも取り組んで

いるところであります。

○金城勉委員 高齢化社会ですから、常に介護人材

の確保育成というものは非常に大きな課題と言われ

ているのですが、こういう事業も展開しながら、今、

沖縄県内における介護人材の確保育成、そうした事

業の皆さんの見通しはいかがですか。

○上間司福祉政策課長 介護職員の充足状況の観点

から説明させていただきたいと思います。本県の介

護職員の状況につきましては、平成23年度に県が実

施しました沖縄県の福祉・介護人材の需給動向に関

する調査によりますと、平成27年、ことしに必要と

なる介護職員数は１万3452人と推計しておりました。



一方で、平成26年12月末現在の県内の介護福祉士登

録者数ですが、１万4395人となっておりまして、ほ

ぼ拮抗しております。そのほか、平成26年11月現在

でありますけれども、２万8372人の訪問介護員等を

養成しまして、介護職員の必要数を上回っている状

況ではありますが、御案内のとおり、定着化、ある

いは離職の防止等について取り組まなければいけな

いと考えております。

○金城勉委員 そういう養成はするけれども、その

離職率も高い。そういうところで処遇改善のテーマ

が出てくるのですが、その処遇改善の状況はいかが

ですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護職員の処遇

改善につきましては、介護保険制度における介護報

酬の中で介護職員処遇改善加算というものがござい

ます。沖縄県においても対象となる事業所の約８割

が処遇改善加算を請求しておりまして、平成24年度

実績ですと１万3000円程度の処遇改善、賃金の改善

となっております。また、平成27年度以降の介護報

酬改定におきましては、さらに上乗せをして約１万

2000円相当の処遇改善加算が行われる予定となって

おります。県としましては、この処遇改善加算の趣

旨等の周知を図って、今、請求をしていない２割の

ところについても処遇改善加算が行われるよう指導、

助言等をしてまいりたいと考えております。

○金城勉委員 やはりそういう人材の確保のために

は処遇改善をし、しっかりした職場環境で仕事がで

きるような待遇改善が必要だと思いますから、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

次に、13ページで生活福祉資金貸付事業費がある

のですが、この事業内容について御説明をお願いし

ます。

○上間司福祉政策課長 生活福祉資金貸付制度は、

低所得者等に対しまして、その経済的自立あるいは

生活意欲の助長、促進などを目的にし、社会福祉協

議会が実施主体となりまして貸し付けをする制度で

あります。

○金城勉委員 今、貧困の問題が社会的に注目を集

めてきているのですが、沖縄の貧困状況というもの

はどのように皆さんつかんでいらっしゃいますか。

○上間司福祉政策課長 貧困率に関しましては、都

道府県別の貧困率等は出ておりませんが、御案内の

とおり、沖縄県におきましては、県民所得が全国最

下位、完全失業率も全国１位、あと非正規雇用労働

者割合も全国１位、また、年収200万円以下の給与所

得者の割合も全国１位という厳しい状況を勘案する

と、貧困状況については非常に厳しい状況であると

いう実態があるものと認識しております。

○金城勉委員 今回の本会議においてもそういう話

題になって、県独自の調査をこの平成27年度で実施

するのかな。ぜひそこを正確な実態調査をした上で、

その具体的な対策を立てていただきたいと思うので

すが、去年の７月に発表された貧困率は国レベルの

調査でしたけれども、16.3％という貧困率がありま

した。つまり、６人に１人は貧困という数字があり

ました。トータルの数字が325万人と発表されており

ましたので、１％という人口比率で見れば約３万2000

人、恐らく今の福祉政策課長のお話から類推すれば

４万人を超えるような沖縄の状況ではないのかとい

う感がいたします。ですから、最近は、貧困の問題

は非常に社会全体的な重要なテーマになっておりま

すので、そうした中でのこの貸付制度というものも

非常に有効な事業だと思いますので、ぜひ今後も頑

張っていただきたいと思っております。

次に、保育対策事業費、14ページにありますけれ

ども、この中で保育士の正規雇用の促進という事業

ですが、この事業が減額で１億7000万円ということ

なのですが、その理由について御説明をお願いしま

す。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育対策事業費の減

について御説明申し上げます。保育対策事業費は特

別保育事業費等助成費、待機児童対策特別事業、認

可保育所等における保育士の正規雇用促進事業の３

つの事業から成っております。その内容ですが、特

別保育事業につきましては認可保育所等の延長保育

等、多様な保育サービスに対する助成を内容として

おりますが、今回、当初の見込みを下回ったという

ことで3601万4000円の減額、次に、認可外保育施設

の認可化等に対する支援を内容とします待機児童対

策特別事業、先ほどお話を申し上げた事業でござい

ますが、こちらも当初の見込みを下回ったというこ

とで、２億4541万3000円の減額となっております。

そして、これに加えまして、国の緊急支援交付金を

利用いたしまして、保育士の正規雇用促進のための

事業費を計上させていただいておりまして、この事

業費が１億963万1000円の増額ということになりまし

て、保育対策事業費３事業の差し引きにより１億7179

万6000円の減額補正ということになっております。

○金城勉委員 正規雇用の問題についてですが、本

会議では、その正規雇用率が約40％という話があり

ました。やはり保育士の確保という意味でも正規の

採用のあり方を求めなければいけないと思うのです



が、こうした事業を展開することによっての雇用効

果といいますか、その辺のところはどのように目標

値を設定しておりますか。

○金城武子ども生活福祉部長 保育士の正規雇用率

ですが、従来から、県としましては保育所の指導監

査等でもこれまでやっていますし、当初の認可時に

正規雇用率60％ということで指導してきております。

そういうことで、現状の正規雇用が40％ですので、

今回の補正の事業も含めて、正規雇用化に向けて積

極的に推進してまいりたいということでございます。

○金城勉委員 その際に、これだけの予算をつけて

支援をするわけですが、それが具体的に60％という

目標に向けての効果を出さなければいけないと思う

のですが、その事業の効果のチェックはどのように

考えておりますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 ただいま子ども生活

福祉部長から御説明もありましたとおり、私ども、

毎年県所管の認可保育所に対しまして指導監査を実

施しております。その中で保育士の正規雇用率とい

うチェック項目を設けてございまして、そこで、一

定程度下回るところに対しては口頭指導、あるいは

かなり下回っているところに関しましては文書によ

る指摘を行うといった指導監査を通して、その把握、

そして指導に努めているところでございます。それ

と、県全体の正規雇用率につきましては、毎年度、

市町村を通してその実態を把握することにより、そ

の施策の推進に活用しているところでございます。

○金城勉委員 ぜひ目標値を目指して頑張っていた

だきたいと思います。

次に、15ページにありますこども医療費助成事業

費について、自動償還払いが実施されるようになり

ました。今、県内のこの自動償還払いの実施状況に

ついて、各市町村の状況も含めて、御説明をお願い

します。

○糸数公健康長寿課長 こども医療費助成事業費の

自動償還払いの実施状況についてお答えいたします。

自動償還払い方式につきましては、平成25年11月、

うるま市を皮切りに平成25年度に６市町、それから

平成26年度に20市町村ということで、現在26市町村

で導入をされているところでございます。なお、平

成27年度に関しましては、現在のところ９市町村が

導入を予定しているということになっております。

○金城勉委員 ぜひ、各市町村でその環境整備を積

極的に進めていただきたいと思います。

一般質問でも少し取り上げたのですが、重度心身

障害児への適用がなされていないということでした

けれども、もう一度その辺の理由について御説明い

ただけますか。

○金城武子ども生活福祉部長 重度心身障害児医療

費の助成事業につきましては、たしか２年ほど前に

市町村の意向調査も我々も一応実施しました。その

ときに過半数といいますか、半数以上が市町村は現

状維持という意見が多かったということもございま

して、これまで、現状は自動償還の導入までは至っ

ていないという状況でございます。

○金城勉委員 ですから、何が理由でそうなってい

るのですか。

○山城貴子障害福祉課長 自動償還払いを導入した

場合に、市町村において医療機関と契約を結んで、

それに関する委託料が発生するといった新たな予算

措置が生じるということもありまして、市町村とし

ましては、その検討を慎重になっているというよう

な状況がございます。

○金城勉委員 健常児と障害児とは違うのですか。

○山城貴子障害福祉課長 重度心身障害者医療費助

成というものは、18歳未満の障害児と18歳以上の障

害者、全てを対象にしてございまして、重度という

ことで、身体障害者手帳の１級、２級の所持者、そ

れから療育手帳、いわゆる知的障害者の療育手帳の

Ａ１、Ａ２の所持者を対象にしております。そして、

自己負担につきましては全額市町村と県で２分の１

ずつ補助をしているというような事業になってござ

います。

○金城勉委員 では、いわゆるその市町村の負担が

あるために健常児とは分けて、重度障害の子供たち

は今も窓口で請求しなければいけないということに

なっているわけですね。そうであれば、やはりもっ

と踏み込んで何らかの助成を広げるなり厚くするな

りして、重度の子供たちであればなおのこと、その

配慮が必要だと思うのですが、今後の検討について、

いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 重度心身障害者医療

費助成事業につきましては、この自動償還払いの導

入に関しましては、こども医療費が自動償還払いを

もう既にスタートしておりますので、そういう取り

組みも参考にしながら、今後、市町村と意見交換等

を行って対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○金城勉委員 次に、情緒障害児短期治療施設につ

いて御説明をいただきたいのですが、前々から私、

再三、一般質問でも代表質問でも取り上げてまいり

ましたけれども、県も今、鋭意その実現に向けて取



り組んでいると思うのですが、進捗状況をお願いし

ます。

○金城武子ども生活福祉部長 情緒障害児短期治療

施設につきましては、平成27年２月17日から、施設

の設置、管理運営を行う法人を選定するための公募

を現在実施しているところでございます。法人の選

定は、今のところ、平成27年６月までに行うという

予定をしておりまして、その後、選定された法人や

建設予定地の市町村、教育委員会等との調整を進め

て、平成29年度の開設に向けて取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

○金城勉委員 今、公募されているということです

が、応募者は、今の状況はどうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 情緒障害児短期

治療施設を設置、管理運営する法人の公募を２月17

日から開始したところでございます。この応募の期

限が４月17日と２カ月とっておりまして、今のとこ

ろまだ提出期限に達しておりませんので、正式な応

募をしている法人はないのですが、応募に向けて関

心を示していただいている法人は―問い合わせ等が

ある法人は複数ございます。

○金城勉委員 この件については、皆さん、もう10

年以上も前から必要性は認めていろいろと手を尽く

してきたのだけれども、今日に至るまで実現できて

いない。やはり虐待を受けた子供たちが心身ともに

傷んで、行く当てもない、児童相談所に預けられて

治療もないままに放置されているということが今の

沖縄の現実なのです。他府県においては、そのケア

をしっかりして、そしてちゃんと健常に戻して面倒

を見ているという施設が多々あるのですが、沖縄に

おいては、そういう要望が強くありながら、なかな

か対応できなかった。ですから、ようやく去年、私

も具体的に知っているのですが、そうであるならば、

その沖縄の恵まれない子供たちのために汗をかこう

ではないかというところが出てまいりました。

そういう意味では、皆さん、複数応募が―手応え

があると言っているのですが、この施設というもの

はもうかる仕事ではないですから、しかも、皆さん

の応募要領を見ると、土地も自分で探しなさいとい

う、初期投資が極めて重い内容になっているのです。

そういう中で、果たしてその応募者が最後、詰まる

のかということを私は非常に懸念しております。こ

れまで10年前後も鋭意努力しながら応募者が探せな

かった。具体的にそういう施設がつくれなかった。

この現実をぜひ認識していただいて、これ以上さら

に沖縄のそういう恵まれない子供たちを放置するの

かという課題が目前にありますから、その辺のとこ

ろは、本当につくる気があるのであれば、本来でし

たら公設民営でもやっていくぐらいの気構えが必要

です。これは経営して利益が出るような事業だった

らまだしも、そうではない福祉施設ですから、そう

いうところをぜひ厳粛に受けとめて、万一もうそう

いう厳しいハードルを越えられない、公募したけれ

ども、結局応募者がなかったなんていうことがない

ように、ぜひその辺のところも含めてしっかり対応

していただきたいのですが、子ども生活福祉部長、

決意のほどをお願いします。

○金城武子ども生活福祉部長 委員御指摘のとおり、

これは10年来の懸案事項でございます。そういう意

味で、我々も、今、公募をかけて果たしてといろい

ろと心配しているところもあったのですが、先ほど

青少年・子ども家庭課長からありましたように、そ

ういう興味を示す法人も出てきておりますので、あ

と２カ月の公募もございますので、しっかりと本当

に実現できるように精いっぱい頑張っていきたいと

思っております。

○照屋大河委員長 上原章委員。

○上原章委員 初めに、今回の補正予算、地域の活

性化、そして地域住民生活等緊急支援のための交付

金と、そしてまた、地方創生先行型交付金というこ

とで、地方に活性化をもたらすさまざまなメニュー

があるのですが、今回、県は205億円の補正予算のう

ち57億円の経済政策ということです。この景気回復、

都市部は今、景気は上向きだけれども、地方や中小

零細企業がなかなか実感がないということで、今回、

国はそういう補正予算を組んだと言われております

けれども、県の57億円という経済対策の経済効果は

幾らを想定しているか、もし数字があれば教えてく

ださい。

○平敷昭人総務部長 今回、57億円の中身は、公共

事業関係が９億円ほどで、公共事業以外が47億円に

なっています。その経済効果は、全体としては、こ

の事業費上乗せ、これからの波及効果という形では、

今のところ出しているものはございません。

○上原章委員 では、具体的に今回４つの部でプレ

ミアム商品券の事業をスタートする。これは特に費

用対効果がわかるような単年度の事業ということで

すが、このプレミアム商品券の事業についてはそう

いった経済効果の数字があれば教えてくれますか。

○謝花喜一郎企画部長 まず、企画部におきまして

は、公共交通の利用喚起とＩＣ乗車券の利用促進と

いうことで、プレミアム商品券を２種類やっており



ます。１つは、バス、タクシー、モノレールを10回

以上利用した方を対象に、この１万2000円の商品券

を１万円で売るということです。もう一つ、特典商

品券、これは路線バスを多頻度利用した方々、月間42

回利用した方々を、カード１枚のチャージをしてい

ただくということを前提に、前月の運賃支払い額を

一般人の方は15％相当、通学利用者は25％相当を支

給するということでございます。

今、委員の御質疑の経済効果のお話ですが、一般

的なお話をさせていただきますと、例えばプレミア

ム商品券１万2000円の商品券を１万円でという場合

に、公費負担が2000円でございますので、助成率が20

％になります。それをもとにしますと、例えばこの20

％の助成でこの方々はトータルで１万2000円ですが、

１万円分は少なくとも買っていただけるわけです。

ですから、単純計算しますと５倍の効果が出るとい

うことになります。今、我々は、このプレミアム商

品券を２億円余りと考えていますので、経済効果が

５倍の10億円になるということです。

これに、実際には自己負担のものもやりますので、

市場のレバレッジ効果というらしいのですが、１万

2000円の価値が出るとなると、2000円の公費を出す

ことによって１万2000円の効果が生まれるとなると

最大で６倍になるということです。ただ、国のほう

は３割を超える率の設定は好ましくないということ

ですので、全体的に２割から３割ぐらいを超えない

範囲内のいわゆるプレミアムをつけてやろうと思っ

ておりますので、あくまでも概数ですが、今、この

消費喚起生活支援型は県分で19億円ございますので、

これを切り上げて20億円としたときには、２割のプ

レミアムで５倍のという形になりますと、単純で100

億円ぐらいの効果が生まれると我々は試算している

ところでございます。

○上原章委員 この約19億円のプレミアム事業が５

倍、100億円近い経済効果につながると、こういう取

り組みは各市町村でもこれまで商店街の通り会とか、

地域の活性化を促すという意味でもこういう商品券

を、プレミアムをつけて大きな実績を残していると

ころも県内でも多々あると聞いております。ぜひ、

この100億円の効果がしっかり出せるような、期限が

あり、単年度の事業ということで皆さんも非常に大

変だと思いますけれども、この効果を最大限に実現

するための取り組み、これは皆さんが今回取り組も

うとしている事業を県民にどう告知して利用してい

ただけるのか、その辺はどうですか、企画部長。

○謝花喜一郎企画部長 まさしくこの効果を得るた

めには、県民の多くの方々にこれをある意味見知っ

ていただくことが必要だと思います。その周知、広

報活動をこれから精力的にやらないといけないと

思っています。企画部におけますこのプレミアム商

品券につきましては、商工会議所等に窓口になって

いただこうと考えておりますけれども、商工会議所

ともよく連携をしながら、プレミアム商品券の周知

徹底を行ってまいりたいと考えております。

○上原章委員 文化観光スポーツ部も３億5000万円

計上して、特に観光客と、またそういう商品券をと

いうことですが、これは沖縄県内を観光する方々だ

と理解しているのですが、県内の方が沖縄の観光を

するときも使えるのですか。

○前原正人観光振興課長 この事業ですが、今考え

ておりますのは離島観光や平日観光です。どうして

も観光の需要が週末に偏るものですから、平日の観

光への誘因といったものを目的とした宿泊券や、あ

るいはダイビングやエステなど、沖縄観光が他県と

比較して優位に立つ体験メニューといったものに利

用できるクーポン、この２種類を考えております。

御質疑の県民も利用できるのかというところですが、

観光部局としましては、観光施策の一環として今回

実施を予定しておりまして、県域外からの入域観光

客の増という施策目標に合う形で、基本的には域外

からのお客さんを迎えて、宿泊に加えて飲食とかさ

まざまな体験といったもので経済効果を高めようと

いう考えでございます。

○上原章委員 商工労働部が８億円という取り組み、

これは県内の県民の皆さんが主に利用できる内容で

すか。

○下地明和商工労働部長 商工労働部としましては、

県産品の消費拡大を狙っていくということで、まだ

がちっとしたスキームを固めているわけではありま

せん。例えば、かりゆしウエアの普及促進でありま

すとか、あるいは酒造の泡盛の販路拡大、県民も含

めて拡大というか、そういうものを想定しまして、

今後、公募をして、そこでスキームをつくっていた

だいて、それぞれ消費拡大を促進していただくとい

うことを考えておりますので、これについては県民

も対象と考えています。

○上原章委員 今、全国でもこういったプレミアム

商品券をどのように地域の活性化に結びつけようか

ということで、いろいろ皆さん知恵を出して頑張っ

ていると聞いています。それで、これから公募の基

準をいろいろ検討する。また、企画部も、先ほど２

種類の公共交通機関を使ってもらうという、さまざ



まな形で事業を展開しようとしているのですが、実

は今回のメニューの中に低所得者に対する支援、ま

た、多子世帯―お子さんの多い御家庭とか、あと低

所得のひとり親世帯とかにこういったプレミアムを

いい意味で差別化して―例えば神戸市では、同じ１

万円で１万2000円の買い物ができるものを、18歳未

満の子供が３人いる多子世帯とかひとり親の家庭に

プレミアムを50％、１万2000円を8000円で購入する

ような、いろいろな工夫をして、本当に苦しい家計

で頑張っているところの支援を兼ねる事業を展開し

ようとしているという内容もありますので、ぜひこ

ういった取り組みをまた各部局知恵を出してやって

いただきたいと思います。これは要望します。

それから、平成26年度一般会計補正予算（第４号）

説明資料の18ページにある情報産業振興費、デジタ

ルコンテンツ業界に必要な人材育成をということで

６億8000万円余り計上されております。この内容を

教えてください。

○仲栄真均情報産業振興課長 実は５事業ございま

して、今回、地方創生先行型交付金の事業で３つご

ざいまして、沖縄デジタルコンテンツ産業人材基盤

構築事業に6343万9000円、ＩＴ技術者Ｕ・Ｉ・Ｊター

ン受入促進事業が2669万8000円、それからソフトウ

ェア検証産業育成事業に4084万円、合計１億3977万

円。あと２つが減額補正でございまして、沖縄クラ

ウドネットワーク利用促進事業1765万円、新情報通

信費低減化支援事業4440万円、合計6205万円の減額

補正、合わせて6800万円余りの予算となっています。

○上原章委員 このデジタルコンテンツ業界に必要

な人材とはどういった人材か、もう少し具体的に教

えてもらえませんか。

○仲栄真均情報産業振興課長 デジタルコンテンツ

産業というものは、映像とかゲームとか、こういう

デジタルデータの関係の開発とか制作をする分野で

ございますけれども、これに必要とされるプランナー

とかデザイナーという人材を育成して供給する仕組

みをつくるというものがこの事業の内容となってご

ざいます。

○上原章委員 これまでこの事業はあったのですか。

初めての取り組みですか。

○仲栄真均情報産業振興課長 これは今回の地方創

生先行型交付金を活用して初めて取り組むのですが、

同様な類似の事業としては雇用基金の事業で幾つか

ゲームコンテンツ関係の事業をした事例はございま

す。

○上原章委員 このプランナー、デザイナーという

デジタルコンテンツ業界に必要な人材という、県が

こういった人材を育てていこうという、これは非常

にすばらしいことだと思うのですが、このスキルが

高まるといった確認というか検証は部局の中ででき

るのですか。

○仲栄真均情報産業振興課長 この分野に関しては、

御案内の海底ケーブルとかクラウドデータセンター

のパッケージ３事業がございますけれども、これを

活用して、高速大容量のデータをやりとりするプロ

ジェクトがございまして、その中で実際は実施して

いくのですが、検証については、現在、沖縄21世紀

ビジョン基本計画を踏まえた、おきなわＳｍａｒｔ

Ｈｕｂ構想のアクションプランⅡを作成中でござい

ます。この中で業界も含めて検証してまいりたいと

思います。

○上原章委員 私もそんなに詳しくはないのですが、

ＩＴ産業というものは裾野が広い。今、県は沖縄を

ＩＴ産業の拠点にということで頑張っていらっしゃ

るのですが、これまでも、先ほど話がありましたよ

うに、こういった情報産業、ＩＴ産業に沖縄の若者

をしっかり育てて、雇用にもつなげようということ

で、県も大きな予算を組んでいろいろ取り組んでき

た中で、実はＩＴの現場ではスキルが本当に高まっ

ているのか懸念をする声もあります。言葉は悪いで

すが、タイヤ交換ぐらいしかできないスキルで、む

しろ大手といったところに莫大な費用が流れるとい

うような―沖縄の若者がしっかりＩＴ企業の中で大

きな活躍ができるようなスキルをしっかり備えても

らう。そのためには、専門性が非常に問われる分野

ですので、県の中にこういったＩＴに本当にしっか

り精通した職員がこういった事業をしっかり検証し

ながらやることも大事ではないかと思うのですが、

いかがですか。

○下地明和商工労働部長 今、委員おっしゃるとお

り、本県の情報通信関連産業は本土企業の下請的な

構造だということで、そういう課題を抱えているの

も現実でございます。そういう状況を受けまして、

県としては、高付加価値業務の受注ができるように、

あるいは沖縄のほうから業務提案という形のレベル

まで行けるようにということで、その質的転換を図っ

ていかなければいけないと考えております。

そのような企業価値を高めるような人材を育てる

ために今後どのようにしてやっていくかということ

で、今、ＩＴ業界も幅広くありまして、ＢＰＯの世

界、コールセンターの世界、そしてコンテンツ産業

からソフトウエアといろいろあります。そういうこ



とを受けまして、県としましては外部の企業の皆さ

んと、どういう人材を育てていったらいいのかとい

うことでいろいろと意見交換をしながら、事業を仕

組んでいっております。現実に、毎年15ぐらいの人

材育成事業を、同じＩＴでもそれぞれの分野で育て

ておりまして、今後ともそういう皆さんと意見交換

をしながら、今、沖縄にどういうレベルの人材が必

要かと。沖縄にいない人材は、先ほどもＵＩＪター

ンの話がありましたけれども、そういうところでの

確保をどうするかというところまで踏み込んでやっ

ておりますので、今後ともそういう方法で事業を仕

組んでいきたいと考えています。

○上原章委員 次に、14ページ、保育対策事業費、

先ほど話がありましたけれども、認可園の正規雇用、

40%から60%を目指すという話がありましたけれども、

先ほど、今回の補正予算で１億円余りの予算が正規

雇用対策として計上されていますけれども、これは

何割アップにつながるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可保育所等におけ

る保育士の正規雇用化促進事業でございますが、こ

れは保育士の正規雇用化を促進することによりまし

て保育士の処遇改善、そして定着の促進を図り、待

機児童解消に必要な保育士の確保を図ることを目的

としています。そして、そのことによりまして子育

て環境の整備を図りたいと考えております。

今年度補正予算に上げた１億963万1000円でござい

ますが、150人分を見込んでいるところでございまし

て、こちらの交付金は地方創生先行型ということで、

もし５年間この事業を同規模で継続させていただい

た場合には５年間で150掛ける５で750人の正規雇用

化を見込んでいるところでございます。正規雇用率

につきましては、母数が動いてくるので現時点で、

この事業により何割になるということを把握するこ

とは少し難しい状況にございます。

○上原章委員 そんなに難しい数字ではないと思う

のですが、これは全ての保育士が対象になりますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可保育所に勤めて

いる非正規の保育士を正規雇用化した場合に対象に

する予定でございます。

○上原章委員 次に、13ページ、先ほどの生活福祉

資金貸付事業費についてですが、先ほど849件、平成25

年に利用されていると聞いていますけれども、申し

込みは何名ぐらいいらっしゃったのですか。

○上間司福祉政策課長 大変恐縮でございますけれ

ども、実績は今、持っているのですが、手元には申

し込み件数については持っておりません。申し分あ

りません。

○上原章委員 もしあれば、後で教えてください。

それと、この貸付金について、保証人とかは必要

なのですか。

○上間司福祉政策課長 この生活福祉資金貸付資金

ですが、大きく分けて４種類ございます。１つは、

総合支援資金というものです。あと、福祉資金、教

育支援資金、不動産担保型生活資金と、大きく分け

て４種類ありまして、それぞれの制度に応じまして

保証人等の規定があります。例えば総合支援資金に

おきましては、連帯保証人を立てる場合は無利子で

すが、連帯保証人を置かない場合は1.5％とか、ある

いは福祉資金の中にも緊急小口資金という貸し付け

のメニューがありまして、これにつきましては無利

子であるというように種類によって異なっておりま

す。

○上原章委員 では、全て保証人なしでいいのです

ね。今の答弁は、そういう道があるのですね。

○上間司福祉政策課長 基本的には連帯保証人を立

てることになっております。

○上原章委員 先ほど無利子は保証人を立てなくて

いいというケースがありましたけれども、私どもも

各市町村、本当にせっぱ詰まって、その日その日の

生活を、子供を守るために社会福祉協議会に相談に

行くけれども、実際、そんなに大きくない小口の貸

し付けですが保証人をと言われて、泣く泣く当てが

ないという相談が結構あるのです。もう少し保証人

についての考え方を検討できないですか。

○上間司福祉政策課長 生活福祉資金貸付制度につ

きましては、御案内のとおり、どちらの貸付制度も

活用できない最後の手段だと考えております。これ

は全国の制度でありまして、財源は国が措置して県

が補助します。そういった中で、貸し付けにつきま

しては社会福祉協議会の中でもさらに市町村の社会

福祉協議会、さらには民生委員などがそれぞれの相

談に応じながら、返還も含めて対応しているところ

であります。

そういうことでありまして、大きな根幹となる制

度につきましては、全国的な制度でありますので厳

しいものがございますが、例えば、私も委員になっ

ていますけれども、適正化委員というものがありま

す。それは、例えば長期間にわたり返還が難しい方

々につきましては、市町村の社会福祉協議会から県

の社会福祉協議会に上げていただきまして、そこで

情状、いろいろな状況を加味しながら免除するといっ

た運用の方法もありますので、そういった中で、委



員御指摘の点も踏まえまして、社会福祉協議会と連

携を図っていきたいと思っております。

○上原章委員 利用できる方にとってもこれは非常

にありがたい。けれども、断られた人が何名いて、

何の理由で断られたかをぜひ県は検証して、社会福

祉協議会等としっかり連携をとって、相談に来た人

たちを少しでも応援できるようにやっていただきた

いと思います。

○照屋大河委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 政府が年度末に緊急経済対策を

やっています。平成26年度は消費税８％への増税が

４月にありました。大企業優遇のアベノミクスとさ

らに円安、労働者の実質賃金が18カ月間下がり続け

ています。国民生活が苦しい。だから緊急生活支援

の経済対策ということではないですか。この緊急経

済対策は何カ年間続いていますか。

○平敷昭人総務部長 何年続いているかという御質

疑ですが、今、手元の資料で見る限り、平成20年度

にも緊急総合経済対策という形で11月補正で計上し

ていますし、あと、平成21年度も経済危機対策とい

う形で補正を11月とか、あと２月にもやっています。

ですから、近年はほぼ毎年何らかの形の経済対策み

たいな形はなされているのかと思います。

○西銘純恵委員 おっしゃるように、やはり年末に

緊急対策をやるということは、皆さんの業務そのも

のも結局は年度末ですぐにはできない、次年度に事

業はやっていくということで、こういうやり方でい

いのかということを国にも本当に指摘をしないとい

けないと思います。

地域住民生活等緊急支援のための交付金という名

称で今度経済対策が出ているのですが、幾つの事業

がありますか。

○謝花喜一郎企画部長 地域消費喚起・生活支援型、

今、沖縄県からは７事業が出てございます。企画部

におけます公共交通利用による消費喚起事業ですと

か、商工労働部の沖縄県産業活性化消費拡大支援事

業、沖縄観光うとぅいむち商品券事業など７事業で

ございます。

○西銘純恵委員 地方創生先行型も一緒にでしょう。

○謝花喜一郎企画部長 失礼いたしました。地方創

生先行型のものは全部で25事業でございます。

○西銘純恵委員 その中で、総額もお尋ねしたいの

ですが、この新規事業として取り組むのはどのよう

な事業になっていますか。従来、県が取り組んでい

たのを組みかえということはあるかと思うのですが、

新規事業はどのようなものですか。

○平敷昭人総務部長 御質疑のこの事業、例えば地

域消費喚起・生活支援型の７事業とか、あとは地方

創生先行型の25事業とかがありますけれども、この

中の新規が幾つかという話ですが、今少し聞きまし

たら、この事業の中には確かに従来取り組んでいた

事業を、この財源を活用してやったものもあって、

ただ、この事業の中に、１本の事業ではなくて、一

部この従来の取り組みが入り込んでいるものもある

ものですから、この分で新規が幾らかと単純には言

えないということのようです。済みません。

○西銘純恵委員 この交付金が、従来と違ってハー

ド事業ではなくて原則ソフト事業にも使えるとか、

市町村と相談して計上するということが言われてい

るのです。市町村分でどれだけの事業がありますか。

そして、41市町村全てでこの交付金は使われている

のでしょうか。総額幾らになるのでしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 まず、地域消費喚起・生活

支援型は、沖縄県全体で46億2100万円ございまして、

うち、県が19億3500万円です。市町村の配分が26億

8600万円となってございます。地方創生先行型です

が、沖縄県全体で24億5000万円で県分が９億4700万

円、市町村分で15億300万円となっております。

○西銘純恵委員 生活支援のためにというメニュー

が相当あると思うのですが、例えば市町村、住宅リ

フォームにも事業として使える内容でしょうか。

○謝花喜一郎企画部長 地域消費喚起・生活支援型

の場合は、やはりまさしく地方の消費を喚起し、そ

して生活支援という形で事業のスキームに合うので

あれば、さまざまな分野で認められるということで

ございます。地方創生先行型につきましては、人口

減少に歯どめをかけて、人と仕事の好循環によって

発展をさせるということで、その前提としては、地

方版総合戦略を各市町村においてつくっていただく、

その総合戦略で位置づけられた事業に対しては交付

金が与えられるというスキームになってございます。

地域消費喚起・生活支援型にそれぞれ市町村がどう

いった事業があるかということにつきましては、今

現在、事前調整を行っているところでございまして、

詳細について、まだこちらで十分把握できていない

状況でございます。

○西銘純恵委員 生活支援をできるようにというこ

とで、ぜひ市町村の支援をやっていただきたいと思

います。そして、地方版総合戦略の策定経費を先ほ

ど言われましたけれども、この沖縄県は地方創生特

区というものを目指そうとしていますか。考えてい

ませんか。



○謝花喜一郎企画部長 地方創生特区というものは、

私ども、議論したことはございません。

○西銘純恵委員 今お尋ねしたのは、国家戦略特区

の中に今言った新たな事業として、これから５年間

という中身が、今、東京や関西や福岡を世界で一番

ビジネスがしやすい環境にということで国家戦略特

区をやっているけれども、地方創生特区で結局公設

民営学校をつくっていくとかも含めて、そういうよ

うな地方の政治、行政に対して、規制緩和が持ち込

まれるということがあるので、ぜひ、今の地方創生

特区については、検討しないと言われましたので、

その立場でやっていただきたいと思います。

それでは次に移ります。保育対策事業ですが、平

成26年度一般会計補正予算（第４号）説明資料の14

ページ、保育士の正規雇用化について、先ほども150

人分、５年間とおっしゃいました。でも、１年間で

この補助が終わるのですか。そうしたら、経常的に

保育士がそこで雇用されたら賃上げとかいろいろあ

るのですが、そのやり方でいいのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この保育士の正規雇

用化促進事業におきましては、最大12月での支援を

考えているところです。この事業は、保育士の正規

雇用化の呼び水にしたい、それに対する取り組みを

まず進めたいという観点での助成を考えております

ので、それ以降につきましては各事業者において適

切に人件費の確保はしていただけるものと考えてお

ります。

○西銘純恵委員 やはり保育士を正規雇用にできな

い、給料が引き上げられないという問題は、運営費

が少ないという問題があるわけです。だから、これ

を１年ぽっきりで支援しますといっても、実際は正

規化に本当に効果があるのかというところ。運営費

をふやしていくということもやはり政府に対して求

めることが大事ではないかと思っています。

認可外保育施設の認可化移行、計画施設と実際の

実績をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可化移行支援事業

の運営費の分でございますが、当初、市町村からの

要望に基づき57施設、2007人分を計上いたしました

が、実績見込みでは36施設、1301人分ということで

今回減額補正を計上してございます。施設改善費の

支援につきましては、当初、市町村からの要望を踏

まえ、３施設分を計上したところですが、安心こど

も基金での事業実施に変更になったことから２施設

分の減額を計上しているところでございます。

○西銘純恵委員 そうしますと、700名ですか、予定

より待機児童解消ができないというような数字が出

てくるのですが、計画はそうだったけれどもで通ら

ないと思うのです。今の時期は、保育所に入所内定

したとか落ちたとか、保護者の皆さんが本当に心労

しているのです。４月からの保育所入所ができなかっ

た、それに対してやはり認可化が何でできなかった

のかというところを私は検証すべきだと思うのです

が、認可化できなかった21施設を個別に具体的にな

ぜかということを検討されましたでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 ただいま申し上げま

した実績減の理由の主なものを申し上げますと、例

えば、那覇市におきましては当初15施設を予定して

おりましたけれども５施設になっております。この

内訳は、先ほどもちらりと申し上げたのですが、当

初、保育所への認可化を目指して応募していたとこ

ろでございますが、小規模保育事業への移行を希望

したことによる減ということになっております。あ

と、浦添市につきましても、当初３施設が２施設に

なったということで、これは施設の選定がおくれた

ことも１施設はあるのですが、その認可外保育施設

にいる補助対象の子供が当初の見込みより少なかっ

たことによる減もございます。おおむね主な理由は

小規模保育事業への移行ということで捉えていると

ころでございます。

○西銘純恵委員 施設改善補助をやった認可化移行

支援事業については、どれだけの数を計画されて、

それは実行できる数字になっているのか、見通しを

伺います。

○名渡山晶子子育て支援課長 施設改善費の支援に

つきましては、当初３施設を計上したと申し上げて

いたところですが、これは取り下げになったという

ことではございませんで、この認可化移行支援事業

の施設改善メニューは既存の施設を改修することに

よって認可保育所化した際に使用するという補助の

内容です。安心こども基金という別の保育所整備の

メニューがございますが、こちらのほうは新築に対

応するような補助が可能となっているメニューでご

ざいまして、今年度３施設予定していたうちの２施

設は安心こども基金の活用により引き続き認可化を

目指しているということでございます。そして、１

施設については、今年度活用予定なのですが、計画

おくれで繰り越しに計上させていただいているとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 同じ保育所を認可化するにも、安

心こども基金の場合は大きな補助がある。けれども、

この認可化移行支援事業のものは上限5000万円の施



設補助ですよね。これは引き上げてそうなのですが、

これだけではやはりその事業がなかなか進まないと

いうこともあるのではないかと思うのです。少なく

とも、安心こども基金と同じように施設補助費を増

額するということで進めていくのも大事ではないか

と思うのですが、検討の必要はあるのではないでしょ

うか。

○金城武子ども生活福祉部長 認可化移行支援事業

での施設整備につきましては、原則として既存の建

物を活用してやるということで、そこが既存の認可

外施設をそのまま建物を活用して、内部を改修して

やる場合にこの事業メニューということで、沖縄振

興一括交付金で本県だけそういう仕組みをつくって

いるということです。新たに別のところにつくる場

合はやはり安心こども基金でやっていただいている

ということで、安心こども基金でやる場合はまた事

業費が膨らみますので、その設置主体の持ち出しも

非常に大きくなりますので、できたら既存の建物が

利用できるようでしたら、認可化移行支援事業を活

用していったほうが事業者の負担も少なくて済むと

いうようなメリットもございます。

○西銘純恵委員 さまざまな策を持っていらっしゃ

るので、ぜひ待機児童を計画どおり、次年度6000人

ですか、そういう開所計画を持っていますが、進め

ていただきたいと思います。

次に移ります。21ページの急傾斜地崩壊対策事業

費について説明をお願いします。

○赤崎勉海岸防災課長 急傾斜地崩壊対策事業費に

より対策事業を実施している箇所は、豊見城市真玉

橋地区でございます。当該箇所は、平成24年に事業

化し、平成27年度に完了予定で、平成26年度末の事

業進捗率は88％であります。今回の補正の減額につ

いては、国庫内示が減額となったことに伴う県予算

の減額でございます。

○西銘純恵委員 去年崩落をした浦添市の勢理客や

仲間地域があるのですが、そこについてはどうなっ

ていますでしょうか。

○赤崎勉海岸防災課長 昨年５月の梅雨の豪雨によ

り斜面が崩壊した浦添市勢理客については、ことし

の６月ごろまでには急傾斜地崩壊危険区域に指定す

るとともに、実施設計を行うこととしており、平成27

年度中に対策工事に着手する予定であります。昨年

７月の台風８号により斜面が崩壊した浦添市安波茶

については、浦添市の協力を得ながら現在急傾斜地

崩壊危険区域の指定が可能か検討しているところで

ございます。

○西銘純恵委員 次に移ります。22ページですが、

人材育成推進費、教育委員会ですが、その進捗につ

いてもお尋ねしたいと思います。

○識名敦教育支援課長 離島児童・生徒支援セン

ターの進捗状況でございますけれども、同施設は、

高校のない離島からの生徒を受け入れるということ

で、ことし４月開所するということで進めてまいり

ましたけれども、去年の４月に文化財が確認されま

して、その調査のために去年いっぱい工事を中断し

ております。ことしから工事を再開して、年内に工

事を完了して、年明け、平成28年１月から開所して、

生徒を受け入れるということで進めているところで

ございます。

○西銘純恵委員 受け入れる人数は、もう決まって

いますでしょうか。それと、この人材育成推進費の

中にほかの事業は入っていないでしょうか。ほかに

も説明をお願いいたします。

○識名敦教育支援課長 まず、離島児童・生徒支援

センターの受け入れ人数ですが、１学年40名の３学

年で120名ということで予定をしております。

それからもう一つ、人材育成推進費の中に就学支

援金支出事業というものがございまして、これは去

年の４月から導入しております高校生の授業料に対

して一定収入―具体的には住民税の所得割額が30万

4200円を超える世帯からは授業料を徴収して、それ

を下回る世帯からは就学支援金を支給して、実質無

償化をするということでございます。その就学支援

金を受け入れて扶助費として支出するのですが、そ

の就学支援金の見込みを、生徒の数を少し多目に見

込んでしまいまして、400名程度の就学支援金を減に

するということでの補正減がありまして、その部分

が4400万円程度の減の補正ということになっており

ます。

○西銘純恵委員 民主党政権で高校授業料無償化を

１年やったかと思うのですが、それがまた政権がか

わって有料化されて、そして出てきた就学支援制度

だと思うのですが、実際は高校生の総数がどれだけ

いて、この支援金を受給しているのはどれだけにな

るか。漏れているのはどういう部分かというものも

出したことはありますか。

○識名敦教育支援課長 高校１年生から３年生まで

で４万8000名程度の生徒がいます。現在の高校２年

生と３年生は従来の制度で不徴収となっております。

新しい高校１年生から徴収をしておりますので、そ

の就学支援金を支給されている生徒が１万3500名程

度ということでございます。



○西銘純恵委員 これは県立高校だと思うのですが、

私立高校は皆さんがつかんでいるかどうかわからな

いのですが、何名の生徒が対象になっているかはわ

かりますか。

○大城壮彦総務私学課長 先ほど教育支援課からも

ありましたけれども、同様に私立高校においても授

業料の無償化が平成22年度から創設されております。

お尋ねの人員等についてですが、対象となっている

学校が私立高校の全日課程４校、通信制の学校が１

校、専修学校等の高等課程が８校、各種学校１校の14

校で、対象となっている人員が4000名ほどいると把

握しております。

○西銘純恵委員 本県は、この就学支援金を受給す

る世帯が多いのではないかと思うので、ぜひ漏れが

ないようにやっていただきたいと思います。

最後に15ページに戻って、精神医療費について、

減額補正１億1500万円になっていますけれども、説

明をお願いいたします。

○糸数公健康長寿課長 精神医療費につきましては、

通院の精神医療に係る扶助費ということになってお

ります。精神医療費につきましては、年々数％ずつ

伸びているのですが、今年度に関しましては過去の

実績から伸び率を勘案して予算計上したのですが、

上半期の実績から見ると、その伸びには至っていな

い。実質件数はふえているのですが、それほど伸び

がなかったということで、もともとの総額が68億円、

69億円という形ですので、少し見込みが多かったこ

とで不用が出てしまったということになっておりま

す。

○西銘純恵委員 気になるのは、入院から家庭に戻

すということで、できるだけ軽快をさせて回復させ

て戻すということなのですが、この通院費が減ると

いうことは、１人の人が家庭に戻っての通院が継続

されているのかどうか。要するに、ちゃんと治療が

継続できているのかどうかというものも心配なので

す。数としてどうつかんでいらっしゃるか。

そして、精神疾患の患者数がこの数年間減ってい

るのか、伸びているのか。ふえていると思うのです

が、そうしたら、そういう通院をきちんとやる、治

療をするということになれば、医療費が、公費負担

分に対するということですから、それはきちんと予

算で積算した分は消化することになるだろうと思う

のです。だから、実際はこの患者たちがどういう状

況にあるのかということをつかんでいないといけな

いと思うのですが、説明をお願いできますか。

○糸数公健康長寿課長 ここ数年の金額につきまし

て、委員おっしゃるように、減ってきたということ

ではなくて、伸び続けてはいるのですが、その伸び

率が減少してきたということになっております。例

えば支払い件数で見ますと、平成23年が51万3000件、

平成24年が53万9000件、平成25年が56万1000件と、

特に鬱病などに関する疾患については増加を続けて

いますので、今回の減額補正につきましては、その

伸びが見込みよりも少なかったということで補正を

させていただくということでございます。

○照屋大河委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 初めに、雇用問題が続いていまし

たので、関連して私も１つだけ聞きたいのですが、

正規職員、かなりそのための対策費を出してもらっ

ているのですが、去年は何名正規雇用化されたか、

実績はありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 昨年度の正規雇用化

された人数は101人でございます。

○嘉陽宗儀委員 これは目標に照らして、達成率は

どういう状況ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 私どもの正規雇用の

目標が全体の60％以上というところに置いておりま

して、この率にしますと39.4％ということで、まだ

まだ達していない状況にございます。

○嘉陽宗儀委員 39.4％になっている原因はどう考

えていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士につきまして

は、それそのものが保育の質に極めて直結をすると

いうことで、各保育所においては条件つき採用とい

いますか、試用期間を比較的長くとっているところ

が多いように聞いております。その長い試用期間の

過程で激務も相まって、例えば正職員になる前に離

職をしてしまうというような実態が多いということ

も聞いております。また、近年、待機児童がたくさ

んいることから、各保育所においては、もちろん施

設基準の範囲内ではあるのですが、弾力的に基準を

上回る人数を毎年受け入れている状況がございまし

て、その弾力化は恒常的にあるとは限らないという

こともございまして、そういったことも正規雇用率

が上がらない一つの原因になるのではないかと考え

ております。

○嘉陽宗儀委員 わかりやすい言い方をすれば、事

業者の皆さん方がもっと熱を出して頑張れば何とか

なると考えていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所運営費には保

育単価というものがございまして、この保育単価の

見直しにつきまして、例えば保育士の配置基準の見



直しですとか、そういった部分で各県と連携して、

これまで国に要望してきているところでございます。

こういった保育単価引き上げの要望とあわせて、ま

た沖縄労働局と連携して、各事業者に対しまして正

規雇用の促進について理解を求めるなど、さまざま

な取り組みを通して正規雇用化を促進していきたい

と考えております。

○嘉陽宗儀委員 保育単価を引き上げるのはいいこ

とですが、その間、事業者の皆さん方は今の事業で

は正規雇用が難しいというものがあるわけでしょう。

その原因については知っていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育事業者の皆さん

がおっしゃるのは、保育士の負担の重さから、例え

ば正規雇用ですとか常勤採用を望まずにパート勤務

ですとか非正規を望む方もいるというような声も聞

いております。このことに関しましては、例えば保

育助手を配置するための事業であったり、保育士の

負担軽減の取り組みによりその辺はサポートしてい

るところでございます。

○嘉陽宗儀委員 きょうのメーンテーマはこれでは

ありませんので、前に進みますけれども、実際非常

勤だった人たちが正規雇用をされる。正規雇用にな

ると、どうしても１年に１回ずつ昇給させないとい

けないですよね。そうすると、財源をどうするか。

特に今の場合には運営費補助というものははっきり

決まっているわけだから、この正規雇用化した人た

ちはずうっと賃金アップをしなければならない。今

のやり方は、アップするな、我慢しなさいという方

策になっているから、なかなか前に進まないのでは

ないですか。

○金城武子ども生活福祉部長 保育単価につきまし

ては、おっしゃるように、我々も必ずしも十分では

ないということは重々認識をしておりまして、これ

まで九州各県と連携して何度も要望はしているとこ

ろでございます。ただ、各県の、本県を含めて八十

何％か、83％ですか、その他地域ということで保育

単価は、ほとんどの市町村がそういう対象になって

いるのですが、九州各県の正規雇用率を調べたとき

に、ある県では８割のところもあるし、本県並みに

低いところもあるのですが、どちらかというと本県

は下のほうになっているという状況もございます。

これは先ほど話がありましたように、弾力運用とい

う形で本県は待機児童が多いということもあって、

どうしても非正規の方を雇用されている状況があろ

うかと思うのですが、そういうものが落ちつきます

と、正規雇用率のアップは現状の中でも一定の改善

が見込みとしてはあるのかと考えております。ただ、

必ずしも十分ではないという認識は持っていますの

で、引き続きこの単価見直しの改善については我々

は国に要望していきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が一生懸命奮闘している

のはよく理解していますが、しかし、今の制度の今

のやり方だけでは解決しない。もっと根本的なもの

が問われていますから、これについてはやはり改め

て今後の取り組みの中では重視して頑張ってほしい

と。今は激励です。決意だけ聞こうか。激励したの

だから。

○金城武子ども生活福祉部長 しっかりと保育士の

処遇改善に取り組んでまいりたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 次に、きょうの本題に入りますけ

れども、特殊病害虫の駆除の予算が補正で削られて

います。16ページです。この理由を、中身を少し説

明してもらえますか。

○新里良章営農支援課長 ミバエ類、それからイモ

ゾウムシ類等、根絶防除を行っていますけれども、

委託料の入札残となっております。

○嘉陽宗儀委員 もう一回詳しく説明してもらえま

せんか。

○新里良章営農支援課長 飼育する場合の飼料、そ

れから航空防除といったものの入札残が500万円程度

あります。

○嘉陽宗儀委員 そういうものを聞いても、よく理

解できないのです。皆さん方は特殊病害虫駆除事業

の位置づけというものを戦略的にちゃんと確立して、

毎日の仕事をやっているのですか。

○新里良章営農支援課長 はい。例えばミバエ類に

関しては、ピーマンとかカボチャといった虫がつく

果菜類の病害虫の侵入防止、それから、先ほど言い

ましたゾウムシ等に関しましては、芋類―カンショ

ですね。芋類等につく害虫の根絶に向けて予算計上

して取り組んでおります。今回、その虫の飼養に関

する飼料費等に関して入札残が出たということです。

○嘉陽宗儀委員 私は芋について、アリモドキゾウ

ムシ、イモゾウムシを駆除することが沖縄農業の飛

躍的な発展につながるという立場から、ずっとこの

事業を激励してきているのです。ところが、不妊虫

を養成するために入札、落札額があったので、これ

は余ったと言っているけれども、実際にモデル事業

である久米島は、特にイモゾウムシ、アリモドキゾ

ウムシについては駆除したわけでしょう。どうです

か。

○新里良章営農支援課長 はい。久米島ではアリモ



ドキゾウムシを根絶しております。そしてまた、イ

モゾウムシについてもかなり密度を低減しまして、

現在、津堅島でイモゾウムシ、それからアリモドキ

ゾウムシの根絶に向けて取り組んでおります。

○嘉陽宗儀委員 久米島のアリモドキゾウムシ、イ

モゾウムシの駆除の問題については、昔から大分頑

張ってもらっていますけれども、駆除することによっ

て向こうの農家の生産高は上がっていますか。

○新里良章営農支援課長 久米島に関しましても、

サツマイモ―カンショの生産農家もふえておりまし

て、この根絶事業の効果だと考えております。

○嘉陽宗儀委員 経済的効果はどうなっていますか。

○新里良章営農支援課長 生産量について、今、手

元に数字がありませんので、後ほどまたお答えした

いと思います。

○嘉陽宗儀委員 私どもがずっとこれまで一貫して

提案をしている沖縄の農業振興という立場から、今

の答弁は甚だ熱意が感じられない。サツマイモと呼

ぶなと、これまで私、指摘してきたのですよ。なぜ

今もサツマイモなんですか。何で沖縄の芋なのにサ

ツマイモか。

○新里良章営農支援課長 カンショというふうに呼

んでおります。

○嘉陽宗儀委員 今、サツマイモと答弁したから言っ

ているのだよ。サツマイモではない。やはりカライ

モとかトウイモとかオキナワイモとかな。沖縄の地

場産業の重要な柱という位置づけがあれば、呼び方

も変わるけれども、今もサツマイモ感覚では少しだ

めではないですか。どうですか。

○新里良章営農支援課長 営農支援課、農林水産部

では、拠点産地等、それから農業指導センター、普

及センター等で指導しております。カンショに関し

ましても、そのように取り組んでおりますので、そ

れに関する病害虫の防除に関しても今後も取り組ん

でまいりたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 特殊病害虫のウリミバエの防除と

か、世界的にも大きな業績を残しているのですが、

今、沖縄県の農業の最大の課題は、やはりイモゾウ

ムシ、アリモドキゾウムシの駆除です。これは台風

にも強い、乾季にも強い、どこでも生産できる。し

かも、今は芋の利用価値が爆発的に広がって有効活

用されているわけですから、そういう面では、改め

て芋の価値を見詰め直して取り組んでほしい。

それで、私どもはもう一つ提案していたのです。

不妊虫増殖事業、あの建物は古くなってなかなか難

しいということであれば、この際だから、特別資金

があるのだから、それを使って全面改築して、今の

数倍に上げなさいという提案をしたのです。これか

ら皆さん方は、沖縄中から、今言ったイモゾウムシ、

アリモドキゾウムシを駆除するという方針はあるの

ですか。あるのだったら、何年でやるつもりか言っ

てください。

○新里良章営農支援課長 現在、アリモドキゾウム

シ、イモゾウムシの根絶事業に関しましては、不妊

化施設、誘引剤、それから人工飼料等に取り組んで

いるところでございます。例えばアリモドキゾウム

シに関しましては誘引剤、密度抑制防除がまだ実用

化されておりません。イモゾウムシについては誘引

剤がまだ見つかっていない。それから、人工飼料に

関しましても現在大きな課題を抱えておりまして、

その課題を解決次第、増殖施設に取り組んでいく。

現在のところ、従来ある増殖施設の補修、改築、そ

れから八重山地域にも不妊の施設があります。航空

防除の施設等がありますので、そういった改築に取

り組んでいるところです。

○嘉陽宗儀委員 この事業については、これまでも

ずっと議会でも問題になったし、多くの県民からも

激励が寄せられているのです。沖縄中から、特殊病

害虫駆除ができたら本当にいいのにと。ところが、

今の皆さん方の熱心さは余り伝わってこない。少な

くとも、今度、農林水産部長に答えてほしいのです

が、この問題を重視して、沖縄中から、今言ったウ

リミバエ、それからアリモドキゾウムシ、そういう

ものをいつまでに根絶して沖縄の農業を発展させる

か。少なくとも見通し、こういうものを考えてみた

らどうですか、農林水産部長。

○山城毅農林水産部長 イモゾウムシ、アリモドキ

ゾウムシの根絶は、我々にとっても、芋の生産振興

を図る上では大変重要な事業ということで位置づけ

ております。実際、今、カンショの生産については、

６次産業化も含めて、読谷村のほうで大きく発展し

ました。四十億円、五十億円ぐらいの売り上げがあ

る事例もありますし、現在、宮古でも部会が活動を

始めております。八重山のほうでもそういう芋の加

工が始まっております。そういう意味では非常に可

能性が高いと思っております。

あと、技術的なところ、イモゾウムシ、アリモド

キゾウムシをウリミバエみたいに大量増殖をして、

初めて根絶がすぐできるというものがまずございま

す。それを人工飼料で大量増殖するということが１

つありますし、もう一つは誘引剤で防除につなげる。

営農支援課長が申したように、それぞれ課題を抱え



ております。それを解決しながら、それをもとにし

て、先ほどおっしゃっていました新たな施設を今後

増築しながら、沖縄本島に広げていきたい。その間

は、久米島は、今、イモゾウムシをやっています。

当面は、津堅島のほうは、アリモドキゾウムシ、イ

モゾウムシを両方ことしじゅうには根絶できるめど

が立っています。そういうもので、離島からできる

ところはやっていく。

もう一つは、根絶ではないのですが、密度を落と

す、そういう新しい農薬も出てきていますので、当

面の間はそういった耕種的な、栽培的な技術を使い

ながら、各地域は落としていく、品質を高めていく

ということで、両方併用しながら、早急に我々とし

ては力を入れて、根絶に向けて取り組んでいきたい

と思います。

○嘉陽宗儀委員 今、少し熱意が伝わってきました。

ただ、この駆除の研究については、まだ十分に確立

されているとは思っていません。特にイモゾウムシ

についてはなかなか方法が見つからない。私、伊平

屋島で声を上げさせたら、伊平屋島ではイモゾウム

シはいませんと。どうしてですかといったら、向こ

うは水田に切りかえるから、水攻めして、畑を今度

は田んぼにするから、田んぼの中では生きていけま

せんと。そういう方法をいろいろ工夫しているとこ

ろがありますから、これはやはり研究機関も含めて

研究体制をきちんとして取り組んでほしいと思いま

す。

次、12ページの産業廃棄物対策費が減額になって

いますけれども、どうしてでしょうか。

○當間秀史環境部長 これは、今、沖縄県が進めて

いる産業廃棄物最終処分場の建設に係る建設予定地

が名護市安和区になっていますけれども、その立地

をする名護市安和区の地域の環境対策ということで、

集会施設の補助金等々でございますが、集会施設を

つくる計画が少しおくれているものですから、今回

補正減をさせていただくという内容です。

○嘉陽宗儀委員 産廃処理で使わない金があるので

あれば、沖縄市のあのごみ山から出てくる産廃処理

水で猛毒が出ているわけだから、これをストップす

るために必要な金を使うべきだと思うのだけれども、

どうですか。

○當間秀史環境部長 沖縄市の倉敷のごみ山に係る

地下水の問題につきましては、県としましても、先

月、２月に新たにモニタリング用の井戸を２本掘っ

て、観測を強化していくということとしております。

○嘉陽宗儀委員 前にも、私が向こうの地下水から

猛毒のヒ素が出ているぞということを提案しました

ら、風評被害が広がるからこういうのはやめてくれ

という話になって、それでも議会で取り上げたから

マスコミの皆さん方がちゃんと風評被害を解決して

もらいましたけれども、今度もかなり皆さん方の調

査が済んで、ダイオキシンも出る―困った顔をして

いるね。いろいろ出ているわけだが、皆さん方は風

評被害になるので、これは広げないでくれというこ

とで意思統一して、私の質疑にも答えないというこ

とがありました。きょうそれは追及しませんけれど

も、しかし、今でも向こうは地下水が地下浸透して

いて、地下水はやはりきちんと食いとめないといけ

ない。そのために、例えば下流へ拡散しないよう遮

蔽堰をつくるとか、いろいろな形で、今の産業廃棄

物最終処分場のところから地下浸透して汚れている

ところについては、きちんと予算をかけて、もうそ

れ以上拡散させないということを今やらないと、風

評被害は風評被害で黙っている間にどんどん広がる

のではないですか。

皆さん方が地元での説明会の資料を―皆さん方が

説明会をやっていますね。この中を見ても、恐ろし

いことが書いてある。何でこんなものをみんなに言

わないで風評被害と言って、広がるのが恐ろしいの

であれば対策をとってくださいよ。予算もあるのだっ

たらね。少なくとも壁をつくる、それから矢板を立

てて、ちゃんと広がらないようにするとか、そうい

う改善をすべきだと思うのですが、どうですか。

○當間秀史環境部長 沖縄市のごみ山の改善問題に

つきましては、県、沖縄市、それから知花、登川、

池原の自治会など、７者でごみ山改善に向けての協

定書を結んでおります。その協定書の中で、７者で

協議会を設けて、ごみ山改善の進捗状況及び環境調

査について協議をするということを今やっていると

ころです。

でも、今お話のあった調査の内容につきましては、

今、全ての調査結果が出そろっているわけではなく

て、まだ幾つか調査分析を進めているところがある

ので、全部の調査結果が出そろった時点で専門家の

意見も聞きながら、７者協議会に諮った上で公表を

するという段取りで進めているところです。

矢板等の地下水流出対策につきましては、現在安

定型のほうにつきましては68メートルまで不法に積

み上げられたごみを除去しまして、それからビニー

ルシートで覆った上で、さらに覆土をして、キャッ

ピングを完成させております。さらに、雨水対策と

して集水池をつくりまして、安定型のほうに降った



雨は集水池に流れ込むようになっております。

それから、管理型の部分につきましては、側面に

は既に種子の吹きつけをして雨水が入り込まないよ

うにした上で、頂上付近もやはり同じように覆土を

して、ビニールシートで覆っているというような状

況で、今の現状であればある程度、地下水はそれほ

どしみ込んでいかないということがあります。です

から、今、キャッピングが完成した状況での地下水

の有害物質の分析を見た上で、この方策が効果がな

いというような状況であれば、今後また別の今おっ

しゃった方法も含めて、検討はしていきたいという

ことでございます。

○嘉陽宗儀委員 前回、どこどこからどういう化学

物質が出ているというものを出しましたよね。今回

も出ている。私は入手しているけれども、環境部長

が都合が悪いと言うから黙っているけれども、しか

し、今大事なのは、風評被害を気にするよりは、そ

ういう猛毒をやはり１日も早くストップさせる、具

体的な被害を防ぐということが行政としてのやるべ

きことだと思うのですが、いかがでしょうか。

○當間秀史環境部長 我々も、住民の健康に被害が

出ないようにいろいろな方策を考えて対策をとって

いるところであります。ただ、これにつきましては

どうしても地元の方々との信頼関係に基づく協力、

連携、そういう体制をまずはつくった上でいろいろ

なことを話し合っていかなければならないものです

から、そういうことで御理解を願いたいと思います。

○照屋大河委員長 大城一馬委員。

○大城一馬委員 ５点ぐらい質疑するということで

お話ししてありますけれども、時間もやがて６時に

なろうとしています。一般質問、代表質問も遅くま

で、執行部も議員も大変ですから、１点に絞って質

疑をさせてもらいたいと思います。

23ページ、これは教育委員会の学校建設費です。

首里高校校舎改築工事に係る埋蔵文化財発掘のため

の工事中止に伴う国庫補助金の返還に要する経費等

ということで１億4736万3000円が補正額として計上

されています。この経緯について少し簡単に、教育

長、御説明してください。

○諸見里明教育長 それでは、経緯等を御説明した

いと思います。まず、老朽化の進んだ首里高等学校

校舎の改築工事に際して、平成23年５月に工事着手

したのですが、その後、中城御殿と思われる埋蔵文

化財が発見され、学校建設現場に広く分布している

ことが明らかになりました。そのため、埋蔵文化財

調査に長期間を要することとなったものです。その

ため、当該改築工事を中止して、それに伴い国庫補

助金の返還が必要となったものがこの補正額です。

○大城一馬委員 この首里高等学校の改築が相当お

くれている。したがいまして、供用開始も大分おく

れるであろうと認識しておりますけれども、確かに

この首里高等学校の新校舎の建設地に中城御殿、い

わゆるこの御殿というものは、琉球王国の継承者の

邸宅としてつくられていると言われておりますね。

それで、この遺跡をいかに保存するか、この遺構を

いかに保存するかということで、関係者からもいろ

いろなお話があると思います。そして、沖縄考古学

会からも県教育長に保存、活用について要請がされ

ていると思っております。しかし、やはり校舎は早

目につくらなければいけないという声もまたありま

す。そこで、教育長、やはり首里地区一帯はいわゆ

る世界遺産の首里城を中心に、沖縄観光にも大きく

寄与している世界遺産の一帯の地域なんです。です

から、要は、この遺跡、遺構を保存するために新し

い土地を求めて校舎を建設するということは、また、

多分に今の那覇市内では、首里城一帯の中でも無理

であろうということも認識はしております。調査も

大分かかっておりますよね。ですから、先ほど申し

ましたように、校舎建築も大分おくれているという

ことがあります。

そこで、この調査はいつの年度で終了する予定で

すか。

○嘉数卓文化財課長 文化財の中城御殿発掘調査に

つきましては、２月13日で発掘のほうは終わってお

ります。

○大城一馬委員 いろいろ多様な意見があるという

ことでお話ししましたけれども、首里古地図という

ものがありますね。1700年代に描かれた地図があり

ますけれども、やはりこういうものも参考にしなが

ら、要は、この予定地に校舎もつくる。そして、何

とかこの遺構、遺跡も保存する。いわゆる共存して

活用する、こういった手法というものは可能性があ

るのですか。

○嘉数卓文化財課長 当初から、校舎建設と文化財

保存の中城御殿の保存をどうするかということで、

可能性、設計等の変更ができるか等々も含めて検討

をしております。その結果、現地で記録保存で残そ

うということで、これまでやってきております。た

だ、その発掘の状況とか、沖縄考古学会からの要請

とか、そういうこと等も含めまして、今やっている

中でどういった形で保存ができるのかということも

含めて、今、文化財課、それから関係課、施設関係



の担当課と調整しておりまして、一部水場遺構―井

戸があるのですが、そちらのほうは保存状態がよく

て、ほかにも例がないものですから貴重だというこ

とで、そういったところを残そうかとか、そういっ

た検討は今しております。

○大城一馬委員 私は設計の専門家ではありません

けれども、例えば校舎の位置を、校舎のつくりを少

し設計変更で、例えばこの遺構、遺跡を取り囲むと

いった保存方法もあるのではないかという意見もあ

るわけです。要は、先ほど申し上げましたように、

首里地区とは琉球王国の本当にすばらしい地区なの

です。この関係者は、首里地区全体をできたら世界

遺産としてしっかりと保存しながら登録していこう

というような要請もあると聞いております。

そこで、やはり翁長県政、アジア経済戦略構想、

これは知事公約の２本柱ですね。新基地はつくらせ

ない。そして、このアジア経済戦略構想、この２つ

がいわゆる大きな柱であって、まだ県政運営もそう

いう形で所信表明がなされております。アジアの経

済戦略構想は、文化力という表現も使っております。

地域力、人間力等々です。こういったことを発信し

ながらダイナミックにソフトパワーを活用した沖縄

にしようというものが県政の今後の方針ですから、

やはりこの首里地区の特殊性、そしてもっともっと

世界に、あるいはまた本土の方々に首里城を中心と

した観光誘客をするということも含めると、やはり

この保存というものはしっかりと検討していって、

先ほど申し上げましたように、共存できる可能性を

求めてやっていくことの決意を教育長、お願いした

いと思います。

○諸見里明教育長 議員も御承知のように、今、首

里高等学校はグラウンドが使えないために、バスで

移動して体育の授業をやっている状況です。子供た

ちは、時間もかかるし、不便を強いられておりまし

て、この点に関しては、生徒たちを初め、それから

保護者、学校、ＰＴＡ、同窓会からも、早く着手し

てくれ、着工してくれという大変強い要望もござい

ました。それから、今御指摘の何とか残してくれと

いうことなのですが、実はこれまでずうっと、もう

何年も何年も調査が終わるのを待っているような状

況でして、さらに、今の校舎の設計は、あの一帯の

景観条例とマッチした形での設計はもう既に済んで

いるわけです。４月、５月、着工を目前にして、決

意は少し厳しいような状況でございまして、この辺

はもう御理解いただければと思います。

○照屋大河委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 今回の補正予算は、国からの緊急

支援交付金が大変多く事業として入っています。よ

ほど今のアベノミクスだとか、あるいは消費税増税

が地域を疲弊させ、また、低所得の皆さんに痛みを

強いているかのあらわれではないかと感じました。

そこで、13ページにあります消費者啓発事業費の中

で、備考に子育て支援世帯に対するガソリン購入助

成とありますが、この説明をまず求めたいと思いま

す。

○嘉手納良博県民生活課長 本事業は、国の地域活

性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用しまし

た子育て支援世帯ガソリン購入費助成事業に要する

経費でございます。当該事業は県内の一定所得以下

のひとり親世帯や障害を抱える子供を持つ世帯を対

象にガソリン券を交付し、ガソリン支出の負担軽減

による生活支援を行うものでございます。

○比嘉瑞己委員 その対象者の人数と支給の時期、

幾ら分のガソリン券なのか、御説明をお願いします。

○嘉手納良博県民生活課長 まず、対象世帯ですが、

ひとり親世帯としては両親の離婚やどちらかの死亡

等で原則18歳未満の児童を扶養する世帯に給付され

る児童扶養手当を受給する世帯の２万4000世帯を見

込んでおります。それから、障害を抱える子供を持

つ世帯としましては、精神または身体に障害を有す

る二十未満の児童を家庭で看護、養育する特別児童

扶養手当を受給する世帯の5000世帯を見込んでおり

ます。それから、実施時期ということでございます

けれども、私どももできるだけ早目にということで

今作業は進めているところでございます。それから、

１世帯当たりの対象金額でございますけれども、5000

円程度を予定してございます。

○比嘉瑞己委員 助かるのですが、やはり5000円だ

と消費税の増税の負担よりもまだまだ足りないとい

う気がします。でも、一日も早く支給していただき

たいと思いますが、素朴な疑問なのですが、これは

なぜガソリン券なのでしょうか。これは国の決めた

ことですか。沖縄県が決めたのであれば、理由も教

えてください。

○嘉手納良博県民生活課長 これは沖縄県の施策と

して取り組んでいこうということで今回予算措置と

いうことで提案をさせていただいております。そし

て、なぜ沖縄県でということでございますけれども、

沖縄県は他地域に比べまして家計の消費支出に占め

るガソリン支出の割合が大きい。全国の1.5倍程度と

いうことでございます。そのため、本事業では、子

育て世帯の中でも特に負担が大きいと見込まれる児



童扶養手当受給世帯及び特別児童扶養手当受給世帯

等に対してガソリン券助成を行うものであり、こう

した家庭が安心して子育てを行えるよう経済的な支

援を行うものでございます。

○比嘉瑞己委員 車社会の沖縄で、障害者の世帯で

は持っている方が多いかと思うのですが、ただ、ひ

とり親世帯で果たしてみんながみんな車を持ってい

るのかというところは疑問があるのですが、そこら

辺は調べた上での決定ですか。

○嘉手納良博県民生活課長 車の保有の状況につい

ては、私どもはデータを持っておりませんので、そ

こは申し上げられませんけれども、私どもは現在交

付する基準といたしまして、世帯で免許証を有する

者がいる世帯ということで予定をしております。

○比嘉瑞己委員 これだと、事業の趣旨からも少し

遠のいていくと思います。困っているだろうから何

らかの形でとやっていると思いますので、皆さんも

いろいろな調査もして、ひとり親世帯の実態もわか

ると思いますので、ぜひその人たちが本当に必要な

ものをやっていただきたい。これも必要だと思いま

すので、しっかりと対応していただきたいと思いま

す。

次に、商工労働部の皆さんにお聞きしたいのです

が、18ページ、19ページです。先ほどＩＴの関係で

説明のあった中で、ＵターンやＩターン、Ｊターン

の方たちへの支援のお話がありましたが、それはど

こに含まれていて、事業はどういった内容ですか。

○仲栄真均情報産業振興課長 18ページの情報産業

振興費の中にこのＩＴ技術者Ｕ・Ｉ・Ｊターン受入

促進事業が入ってございます。内容は、県内ＩＴ企

業の課題の一つとなっているＩＴ技術者の不足を解

消するために県内情報産業企業とＩＴ技術者のマッ

チング、そして主に県外でのＵＩＪターンの広報を

行う。このことによって高度なＩＴ人材を県内に呼

び込むという事業でございます。

○比嘉瑞己委員 私も理解が不足しているのですが、

このＵＩＪターンというものは、沖縄県出身の方が

戻ってきたりとかという話なのか、対象が県出身者

かと思うのですが、そのＩＴの技術を持っている県

外にいる技術者をどうやって把握して、どうやって

呼び込むのでしょうか。

○仲栄真均情報産業振興課長 現在、沖縄振興一括

交付金事業で、少し似ているのですが、今回の地方

創生交付金を使ったものではなくて、従来、今年度

の新規事業でございますけれども、Ｕ・Ｉターン技

術者確保支援事業というものをやってございまして、

この中で県外のＩＴ高度人材の求人の専用サイトを

構築したり、就職説明会を実施して、各企業が求め

る人材を今募集しているところです。この中で人数

等を把握するということになっています。

○比嘉瑞己委員 募集をして、実際来るかというと

ころは、あけてみないとわからないような印象を受

けるのですが、どこに対象者がいて、そこにどうやっ

たらマッチングできるのかというところは、今後の

事業を見て期待したいと思います。

続いて、19ページの一番上にあるものですが、国

の経済対策に伴う製造業の人材育成に要する経費が

あって、これは交付金の、私が持っている資料で―

これは国の事業なのでしょうか。そうであれば説明

を願います。

○屋宜宣秀企業立地推進課長 本事業は、本県にお

ける加工交易型産業の振興と雇用の増大に資するよ

う、製造業に必要とされる人材の育成を行う事業で

ございます。具体的には、地元企業、製造業が県内

居住者を雇用する場合に、県外企業等において必要

なスキルを習得するための研修期間に係る新規雇用

人件費相当額を支援するものでございます。期間的

にはおよそ半月程度を見ております。

○比嘉瑞己委員 人件費も含めて支援をするという

ことですが、今、いろいろな事業を見ていても、皆

さんが雇用の質にも光を当てているというところが

感じられるのですが、こうしたいろいろな助成をす

る企業に対して、非正規雇用の問題を皆さんはどの

ように位置づけているのか。やるからには、やはり

正規雇用の義務づけとか、いろいろ促すような方策

が必要かと思うのですが、先ほどのことも、これも、

全体を含めて商工労働部がどのようなスタンスで臨

んでいるのかをお聞かせください。

○下地明和商工労働部長 正規雇用化に向けて今取

り組んでいるのは、経済団体でありますとか、ある

いは業界団体へ正規雇用化の要請といったことをや

るとともに、企業誘致に当たって、例えば投下固定

資産というものに、誘致した企業が土地を購入して

工場を建てるという場合には、一定のそういう正規

雇用、人の雇用に当たっての正社員としての制約を

かけているという状況がございます。

そういうことで、特に製造業系については、技術、

スキルが一定以上ないと、なかなか企業そのもの、

製造業そのものを回していくということができませ

んので、そういったことを義務づけといいますか条

件に、補助金等を交付しているという状況でござい

ます。



○比嘉瑞己委員 ぜひ、今の緊急支援が必要なほど

疲弊しているのは、やはり格差社会の根っこになっ

ている雇用の問題があると思います。これまでも県

の企業誘致策がだんだん質のほうにも光を当ててい

るという意味では期待をしておりますので、ぜひこ

の補正予算の事業に当たっても、その観点を忘れず

に取り組んでいただきたいと思います。

○照屋大河委員長 以上で、各室部局長等に対する

質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、御苦労さまでした。

御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○照屋大河委員長 再開いたします。

以上で、補正予算の審査は全て終了いたしました。

次回は、３月９日 月曜日 各常任委員会終了後、

委員会を開き、平成26年度補正予算の採決を行いま

す。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後６時５分散会
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開会の日時、場所

平成27年３月９日（月曜日）

午後１時32分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 照 屋 大 河君 中 川 京 貴 君

副委員長 上 原 章君 中 川 京 貴君

委 員 花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 新 田 宜 明君

髙 嶺 善 伸君 玉 城 満君

新 垣 清 涼君 瑞慶覧 功君

金 城 勉君 西 銘 純 恵さん

嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君

大 城 一 馬君 比 嘉 瑞 己君

嶺 井 光君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第24号議案 平成26年度沖縄県一般会計補

正予算（第４号）

２ 甲第25号議案 平成26年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第26号議案 平成26年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）

４ 甲第27号議案 平成26年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

５ 甲第28号議案 平成26年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第29号議案 平成26年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第30号議案 平成26年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

８ 甲第31号議案 平成26年度沖縄県産業振興基

金特別会計補正予算（第１号）

９ 甲第32号議案 平成26年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計補正予算（第２号）

10 甲第33号議案 平成26年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

11 甲第34号議案 平成26年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

12 甲第35号議案 平成26年度沖縄県水道事業会

計補正予算（第２号）

3ii4

○照屋大河委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

甲第24号議案から甲第35号議案までの補正予算12

件を一括して議題といたします。

ただいまの補正予算12件については、質疑は既に

終了しておりますので、これより各議案の採決を行

います。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決順序方法について協

議）

○照屋大河委員長 再開いたします。

これより各議案の採決を行います。

甲第24号議案から甲第35号議案までの補正予算12

件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案12件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第24号議案から甲第35号議案までの補

正予算12件は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、今後の日程について事務局説明）

○照屋大河委員長 再開いたします。

次回は、３月11日 水曜日 本会議終了後、委員

会を開き、平成27年度予算の概要説明聴取を行いま

す。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後１時37分散会

予算特別委員会記録（第３号）
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平 成 2 7 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成27年３月11日（水曜日）

午前10時53分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 照 屋 大 河君 中 川 京 貴 君

副委員長 上 原 章君 中 川 京 貴君

委 員 花 城 大 輔君 座喜味 一 幸君

照 屋 守 之君 仲 田 弘 毅君

翁 長 政 俊君 新 田 宜 明君

髙 嶺 善 伸君 玉 城 満君

新 垣 清 涼君 瑞慶覧 功君

金 城 勉君 西 銘 純 恵さん

嘉 陽 宗 儀君 儀 間 光 秀君

大 城 一 馬君 比 嘉 瑞 己君

嶺 井 光君

説明のため出席した者の職、氏名

総 務 部 長 平 敷 昭 人 君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 平成27年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 平成27年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 平成27年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 平成27年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 平成27年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 平成27年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

８ 甲第８号議案 平成27年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

９ 甲第９号議案 平成27年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

10 甲第10号議案 平成27年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

11 甲第11号議案 平成27年度沖縄県林業改善資

金特別会計予算

12 甲第12号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

13 甲第13号議案 平成27年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

14 甲第14号議案 平成27年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

15 甲第15号議案 平成27年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

16 甲第16号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

17 甲第17号議案 平成27年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

18 甲第18号議案 平成27年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

19 甲第19号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

20 甲第20号議案 平成27年度沖縄県公債管理特

別会計予算

21 甲第21号議案 平成27年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 平成27年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 平成27年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

3ii4

○照屋大河委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

甲第１号議案から甲第23号議案までの予算議案23

件を一括して議題といたします。

本日の説明員として、総務部長の出席を求めてお

ります。

まず、初めに、総務部長から予算の概要説明を聴

取いたします。

平敷昭人総務部長。

○平敷昭人総務部長 それでは、ただいま議題とな

りました甲第１号議案から甲第23号議案の予算議案

につきまして、平成27年度沖縄県一般会計予算を中

心に、その概要を御説明申し上げます。

なお、甲第２号議案から甲第23号議案までの特別

予算特別委員会記録（第４号）



会計及び公営企業会計予算につきましては、常任委

員会において各部局長からそれぞれ詳細を説明する

こととなっております。

予算の内容説明に入ります前に、平成27年度一般

会計当初予算編成の基本的な考え方について御説明

申し上げます。

平成27年度は沖縄21世紀ビジョン基本計画の４年

目に当たりまして、同計画で掲げました諸施策につ

いて、これまでの取り組みの成果を踏まえつつ、新

たな施策を展開し、沖縄振興の流れを確かなものと

するとともに、さらに加速させていく重要な年であ

ります。

このため、平成27年度予算については、沖縄の持

つ優位性と潜在力を生かした施策を戦略的に展開す

るとともに、沖縄県ＰＤＣＡ及び沖縄振興交付金事

業の評価の反映等によりまして、一つ一つの施策事

業の効率性、実効性の向上に取り組むことを基本的

な考え方として予算を編成したところであります。

それでは、平成27年度当初予算の内容につきまし

て、事前にお配りしてございます平成27年度当初予

算説明資料により御説明を申し上げます。

資料の１ページをお願いいたします。

平成27年度予算の規模でありますが、一般会計は

7464億9700万円で、前年度に比べて225億7500万円、

3.1％の増となっております。

次に、特別会計は、農業改良資金特別会計など19

会計の合計で1062億8477万9000円となっており、前

年度に比べ14億5995万円、1.4％の減となっておりま

す。

次に、公営企業会計は、病院事業など３会計の合

計で1084億4453万1000円となっており、前年度に比

べ31億3730万3000円、2.8％の減となっております。

これら全ての会計を合計した平成27年度の予算額

は9612億2631万円で、前年度に比べ179億7774万7000

円、1.9％の増となっております。

２ページをお願いいたします。

一般会計歳入予算の款別の対前年度比較について、

その主なものを御説明申し上げます。

１、県税は1050億4600万円で、これは個人県民税、

法人事業税、地方消費税の増などによりまして100億

4300万円、10.6％の増となっております。

２、地方消費税清算金は401億3958万7000円で、地

方消費税率が引き上げられたことや清算基準の見直

しなどによりまして145億6259万円、56.9％の増と

なっております。

３、地方譲与税は213億303万円で、地方財政計画

や前年度実績額等を勘案して、前年度同額となって

おります。

６、地方交付税は2074億5000万円で、地方財政計

画や前年度の実績等を勘案し56億円、2.8％の増と

なっております。

９、使用料及び手数料ですが、131億1247万4000円

で、これは全日制高等学校授業料の増などにより15

億9779万1000円、13.9％の増となっております。

10、国庫支出金は2326億792万1000円で、沖縄振興

交付金の減などによりまして86億2339万3000円、3.6

％の減となっております。

13、繰入金は369億2651万2000円で、これは財政調

整基金からの繰入金の増などによりまして47億6193

万9000円、14.8％の増となっております。

15、諸収入は239億3196万円で、都市モノレール建

設に係る那覇市及び浦添市からの受託金の増などに

より10億4322万3000円、4.6％の増となっております。

16、県債は603億3820万円で、これは臨時財政対策

債の減などにより76億9110万円、11.3％の減となっ

ております。

３ページをお願いします。

これは歳入予算を自主財源と依存財源に区分して

おります。

まず、自主財源の総額は2242億2659万5000円となっ

ております。これは県税や地方消費税清算金の増な

どによりまして、17.4％の増となっております。

自主財源の構成比は、平成27年度は30.0％で、前

年度の構成比と比べまして3.6ポイントの増となって

おります。

次に、依存財源は合計が5222億7040万5000円で、

国庫支出金や県債の減などにより2.0％の減となって

おります。

４ページをお願いいたします。

これは歳入予算を特定財源と一般財源に区分して

おります。これは後ほどごらんいただければと思い

ます。

次に５ページをお願いします。

これは一般会計歳出予算を款別に前年度と比較し

た資料でございます。款別に主なものについて御説

明を申し上げます。

１、議会費は13億5524万円で、公用車購入費の減

などによりまして0.1％の減となっております。

２、総務費は776億2395万5000円で、県知事選挙及

び県議会議員補欠選挙費の減などにより3.6％の減と

なっております。

３、民生費は1052億4075万1000円で、保育所等運



営費や国民健康保険に係る負担金など社会保障関係

費の増等によりまして、5.7％の増となっております。

４、衛生費は365億904万7000円で、これは衛生環

境研究所施設整備事業費や沖縄県再生可能エネル

ギー等導入推進基金事業費の増などによりまして、

24.5％の増となっております。

５、労働費は40億8022万7000円で、緊急雇用創出

事業臨時特例基金活用事業費の減などにより33.1％

の減となっております。

６、農林水産業費は570億5544万1000円で、農業基

盤整備促進事業費の減などにより7.5％の減となって

おります。

７、商工費は434億4113万4000円で、アジア情報通

信ハブ形成促進事業費や、沖縄型クラウド基盤構築

事業費の増などにより6.4％の増となっております。

８、土木費は1051億2512万7000円で、沖縄県総合

運動公園プロサッカースタジアム事業費の減などに

より2.7％の減となっております。

９、警察費は328億7372万9000円で、交通安全施設

整備事業費の増などにより3.4％の増となっておりま

す。

10、教育費は1631億4763万2000円で、沖縄振興「知

の拠点」施設整備事業費の増などにより3.2％の増と

なっております。

13、諸支出金は443億7174万5000円で、地方消費税

交付金等の増により47.0％の増となっております。

６ページをお願いいたします。

歳出予算を部局別に前年度と比較したものとなっ

ております。

部局別の予算概要につきましては、各部局の予算

議案の調査の際に担当部局長から説明いたしますの

で、ここでは説明を省略させていただきます。

７ページをお願いいたします。

歳出予算を性質別に前年度と比較したものでござ

います。

左側に区分がありますが、まず、義務的経費は2943

億2101万9000円となっております。このうち人件費

は1925億3174万2000円で、人事委員会勧告に伴う給

与改定による増などにより1.8％の増となっておりま

す。

次に、扶助費は296億1942万4000円で、高等学校等

の就学支援金支出事業の増などにより12.3％の増と

なっております。

次に、投資的経費は1822億6089万4000円で、1.6％

の減となっております。このうち、普通建設事業費

の補助事業費は1567億4681万4000円で、沖縄振興公

共投資交付金関連事業の減などにより3.9％の減と

なっております。

普通建設事業費の単独事業費は222億759万円で、

衛生環境研究所の施設整備費や離島空路の航空機購

入助成費の増などにより19.4％の増となっておりま

す。

さらに、大きい区分で、その他の経費の合計は2699

億1508万7000円で7.7％の増となっております。

このうち、補助費等は2005億618万1000円で、地方

消費税交付金等の増などにより10.2％の増となって

おります。

貸付金は127億4873万3000円で、ロジスティックス

センターの土地購入に係る特別会計への貸付金など

により9.3％の増となっております。

８ページをお願いします。

８ページから59ページまでは歳入歳出予算の科目

別の説明であります。これは時間の関係もありまし

て、後ほどごらんいただければと思います。

60ページをお願いいたします。

60ページから62ページまでは債務負担行為となっ

ております。最初の庁舎公舎管理費など32件につい

て債務負担行為を設定するものでございます。

63ページをお願いいたします。

地方債については、庁舎整備事業など25事業の財

源として、合計603億3820万円を発行する予定であり

ます。

64ページをお願いいたします。

消費税率引き上げに伴う地方消費税の増収分が充

てられる社会保障施策に要する経費となっておりま

す。

本表は、昨年度の税率引き上げの趣旨を踏まえ、

引き上げ分について、その使途を明確化するため、

平成26年度より作成し明示しているところでありま

す。

平成27年度の本県の引き上げ分の地方消費税収は

84.1億円であり、その全額を社会福祉、社会保険、

保健衛生といった社会保障施策のための財源として

充当しております。

66ページをお願いいたします。

6農業改良資金特別会計など19の特別会計につい

て、それぞれの会計の目的に沿って歳入歳出予算額

を計上しております。

次に、67ページから69ページまでは病院事業会計

などの公営企業会計予算となっております。

特別会計及び公営企業会計予算の事業内容等につ

きましては、各部局の予算議案の調査の際に担当部



局長から説明いたしますので、ここでの説明は省略

させていただきたいと思います。

以上で、平成27年度一般会計予算等の概要説明と

させていただきます。

○照屋大河委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより質疑を行います。

なお、本日の委員会は、平成27年度当初予算の概

要を聞く場となっておりますので、ただいまの総務

部長の説明に対する確認、総括的な質疑を行ってい

ただき、詳細については各常任委員会に調査依頼を

しておりますので、常任委員会で質疑されるようお

願いいたします。

総務部長も答弁できる範囲で対応をお願いいたし

ます。

質疑はありませんか。

（「質疑なし」と呼ぶ者あり）

○照屋大河委員長 質疑なしと認めます。

以上で、予算の概要説明に対する質疑を終結いた

します。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○照屋大河委員長 再開いたします。

次回は、３月18日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午前11時11分散会



沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 照 屋 大 河
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平 成 2 7 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成27年３月12日（木曜日）

午前10時３分開会

第４委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん 中 川 京 貴君

副委員長 仲 田 弘 毅君 中 川 京 貴君

委 員 花 城 大 輔君 翁 長 政 俊君

具 志 孝 助君 照 屋 大 河君

髙 嶺 善 伸君 玉 城 義 和君

田 勝 廣君 渡久地 修君

當 間 盛 夫君 大 城 一 馬君

比 嘉 瑞 己君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 町 田 優君

基 地 防 災 統 括 監 親 川 達 男君

広報交流課交流推進監 下 地 誠君

基 地 対 策 課 長 運 天 修君

参事兼地域安全政策課長 池 田 克 紀君

防 災 危 機 管 理 課 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 平 敷 昭 人君

総 務 統 括 監 砂 川 靖君

総 務 私 学 課 長 大 城 壮 彦君

人 事 課 長 金 城 聡君

行 政 管 理 課 長 石 垣 永 浩君

財 政 課 長 渡嘉敷 道 夫君

税 務 課 長 佐次田 薫君

管 財 課 長 照 屋 敦君

警 察 本 部 長 加 藤 達 也君

警 務 部 長 幡 谷 賢 治君

生 活 安 全 部 長 親 川 啓 和君

交 通 部 長 當 山 達 也君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

（知事公室、総務部及び公安委員会所管分）

２ 甲第８号議案 平成27年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第20号議案 平成27年度沖縄県公債管理

特別会計予算

3ii4

○山内末子委員長 ただいまから総務企画委員会を

開会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算事項の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第８号議案及び甲第20号

の予算議案３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、総務部長から予算の総括説明及び総

務部関係予算の概要説明を求めます。

平敷昭人総務部長。

○平敷昭人総務部長 それでは、総務部所管予算の

説明の前に、今定例会に提出しております甲第１号

議案から甲第23号議案の予算議案につきまして、平

成27年度沖縄県一般会計予算を中心にその概要を御

説明申し上げます。

なお、甲第２号議案から甲第23号議案までの特別

会計及び公営企業会計予算につきましては、常任委

員会において各部局長からそれぞれ詳細を説明する

こととなっております。

予算の内容説明に入ります前に、平成27年度一般

会計当初予算編成の基本的な考え方について御説明

申し上げます。

平成27年度は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の４

年目に当たり、同計画で掲げた諸施策につきまして、

これまでの取り組みの成果を踏まえつつ、新たな施

策を展開し、沖縄振興の流れを確かなものとすると

ともに、さらに加速させていく重要な年であります。

このため、平成27年度予算については、沖縄の持

つ優位性と潜在力を生かした施策を戦略的に展開す

るとともに、沖縄県ＰＤＣＡ及び沖縄振興交付金事

業の評価の反映等により、一つ一つの施策・事業の

効率性や実効性の向上に取り組むことを基本的な考

え方とし、予算を編成したところであります。

それでは、平成27年度当初予算の内容につきまし

て、お手元にお配りしております平成27年度当初予

算説明資料により御説明申し上げます。

資料の１ページをお願いいたします。

総務企画委員会記録（第３号）



平成27年度予算の規模でありますが、一般会計は

7464億9700万円で、前年度に比べ225億7500万円、3.1

％の増となっております。

その下の特別会計は、農業改良資金特別会計など19

会計の合計で1062億8477万9000円となっており、前

年度に比べ14億5995万円、1.4％の減となっておりま

す。

その下の公営企業会計は、病院事業など３会計の

合計で、1084億4453万1000円となっており、前年度

に比べて31億3730万3000円、2.8％の減となっており

ます。

これら全ての会計を合計した平成27年度の予算額

は9612億2631万円で、前年度に比べ179億7774万7000

円、1.9％の増となっております。

２ページをお願いいたします。

一般会計歳入予算の款別の対前年度比較について、

主なものを御説明申し上げます。

左側の款の内容ですが、１の県税は1050億4600万

円で、個人県民税、法人事業税、地方消費税の増な

どによりまして10.6％の増となっております。

２の地方消費税清算金は401億3958万7000円で、地

方消費税率が引き上げられたことや清算基準の見直

しなどにより、56.9％の増となっております。

３の地方譲与税は213億303万円で、地方財政計画

や前年度の実績等を勘案して、前年度と同額を計上

しております。

３つ下の６、地方交付税は2074億5000万円で、地

方財政計画や前年度の実績等を勘案して、2.8％の増

となっております。

３つ下の９、使用料及び手数料は131億1247万4000

円で、全日制高等学校授業料の増などにより、13.9

％の増となっております。

10の国庫支出金は2326億792万1000円で、沖縄振興

交付金の減などにより、3.6％の減となっております。

３つ下の13、繰入金は369億2651万2000円で、財政

調整基金からの繰入金の増などにより、14.8％の増

となっております。

15の諸収入は239億3196万円で、都市モノレール建

設に係る那覇市及び浦添市からの受託金の増などに

より、4.6％の増になっております。

16の県債は603億3820万円で、臨時財政対策債の減

などにより、11.3％の減となっております。

３ページをお願いいたします。

これは、歳入予算を自主財源と依存財源に区分し

ている表でございます。

まず、自主財源は、合計で2242億2659万5000円で、

県税や地方消費税清算金の増などにより、17.4％の

増となっております。

さらに自主財源の構成比が30％で、前年度の構成

比26.4％と比べると3.6ポイントの増となっておりま

す。この3.6というのは、特に表示はされておりませ

ん。

次に、中ほどの依存財源の合計は、5222億7040万

5000円で、国庫支出金や県債の減などにより、2.0％

の減となっております。

次に、４ページをお願いいたします。

これは、歳入予算を特定財源と一般財源に区分し

たものでございます。これは後ほどごらんいただけ

ればと思います。

５ページをお願いいたします。

これは一般会計歳出予算を款別に前年度と比較し

た表でございます。

主なものについて御説明申し上げます。

１の議会費は13億5524万円で、これは公用車購入

費の減等により、0.1％の減となっております。

２の総務費は776億2395万5000円で、県知事選挙や

県議会議員補欠選挙の経費の減などにより、3.6％の

減となっております。

３の民生費は1052億4075万1000円で、保育所等運

営費などの社会保障関係費の増等により、5.7％の増

となっております。

４の衛生費は、365億904万7000円で、衛生環境研

究所施設整備事業費の増等により、24.5％の増となっ

ております。

５の労働費は40億8022万7000円で、緊急雇用創出

事業臨時特例基金活用事業費の減等により、33.1％

の減となっております。

６の農林水産業費は570億5544万1000円で、農業基

盤整備促進事業費の減等により、7.5％の減となって

おります。

７の商工費は434億4113万4000円で、アジア情報通

信ハブ形成促進事業費の増等により、6.4％の増と

なっております。

８の土木費は1051億2512万7000円で、沖縄県総合

運動公園プロサッカースタジアム事業費の減等によ

り、2.7％の減となっております。

９の警察費は328億7372万9000円で、交通安全施設

整備事業費の増等により、3.4％の増となっておりま

す。

10の教育費は1631億4763万2000円で、沖縄振興「知

の拠点」施設整備事業費―図書館ですが―その増な

どにより、3.2％の増となっております。



それから、13の諸支出金は443億7174万5000円で、

地方消費税交付金等の増などにより、47％の増となっ

ております。

以上が、款別の説明でした。

６ページをお願いいたします。

これは歳出予算を部局別に前年度と比較したもの

であります。

部局別の予算概要につきましては、各部局の予算

審議の際に担当部局長から説明いたしますので、こ

こでは説明を省略させていただきます。

７ページをお願いいたします。

これは歳出予算を性質別に前年度と比較した表で

ございます。

左側の区分をごらんください。まず、義務的経費

は2943億2101万9000円となっております。このうち、

人件費は1925億3174万2000円で、人事委員会勧告に

伴う給与改定による増等により、1.8％の増となって

おります。

その下、扶助費は296億1942万4000円で、高等学校

等の就学支援金支出事業の増等により、12.3％の増

となっております。

投資的経費は合計で1822億6089万4000円で、前年

度と比べると1.6％の減となっております。

投資的経費のうち、普通建設事業費の補助事業は

1567億4681万4000円で、沖縄振興公共投資交付金関

連事業いわゆるハード交付金ですが、これの減等に

より、3.9％の減となっております。

次の普通建設事業費の単独事業費は222億759万円

で、衛生環境研究所の施設整備費や離島空路の航空

機購入助成費の増などにより、19.4％の増となって

おります。

その下、その他の経費は2699億1508万7000円で、7.7

％の増となっております。

その他の経費のうち、３つ下の補助費等は2005億

618万1000円で、地方消費税交付金等の増などにより、

10.2％の増となっております。

その４つ下、貸付金は127億4873万3000円で、ロジ

スティックスセンターの土地購入に係る特別会計へ

の貸付金などにより、9.3％の増となっております。

８ページをお願いいたします。

８ページから59ページまでは、歳入歳出予算の科

目別の説明となっております。これは後ほどごらん

いただければと思います。

60ページをお願いいたします。

60ページから62ページまでは、債務負担行為の表

となっております。

一番最初の庁舎公社管理費等の32件について、債

務負担行為を設定するものであります。

63ページをお願いいたします。

一般会計の地方債でございます。地方債について

は、庁舎整備事業など25事業の財源として、合計603

億3820万円を発行する予定であります。

次に、64ページをお願いいたします。

これは、消費税率引き上げに伴う地方消費税の増

収分が充てられる社会保障施策に要する経費となっ

ております。

この表は、昨年の税率引き上げの趣旨を踏まえ、

引き上げ分についてその使途を明確化するため、平

成26年度より作成し明示しているところであります。

平成27年度の「沖縄県の引上げ分の地方消費税収」

は84.1億円であり、その全額を社会福祉、社会保険、

保健衛生といった社会保障施策のための財源に充当

していることを示しております。

66ページをお願いいたします。

こちらは、農業改良資金特別会計など19の特別会

計について、それぞれ会計の目的に沿って歳入歳出

予算額を計上しております。

67ページから69ページまでは病院事業会計、工業

水道事業会計などの公営企業会計予算となっており

ます。

特別会計及び公営企業会計予算の内容につきまし

ては、各部局の予算審査の際に担当部局長から説明

いたしますので、ここでの説明は省略させていただ

きます。

以上で、平成27年度の一般会計予算等の概要説明

とさせていただきます。

続きまして、総務部関係予算の概要について、お

手元にお配りしました平成27年度当初予算説明資料

総務部抜粋版に基づいて、御説明申し上げます。

１ページの部局別歳出予算をごらんください。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は1344

億6543万4000円で、部局別では教育委員会に次いで

２番目に大きくなっております。構成比は予算総額

の18％を占めております。

２ページの歳入予算をお開きください。

一般会計の歳入予算について御説明申し上げます。

まず表の一番下、合計欄を見ていただきますと、

歳入は県全体で7464億9700万円のうち、総務部所管

の歳入予算は4371億2710万円で、前年度の総務部の

当初予算と比べ、245億6553万5000円、6.0％の増と

なっております。

増の主な要因は、県税、地方消費税清算金交付金、



繰入金等となっております。

歳入予算の主なものについて御説明申し上げます

と、県税、地方消費税清算金、地方譲与税、地方交

付税については、先ほどの全体の説明と重複いたし

ますので、省略をさせていただきたいと思います。

９の使用料及び手数料の総務部所管分は2071万

5000円で、主に行政財産使用に係る建物使用料とか

証紙収入等であります。

10の国庫支出金の総務部所管分は17億6107万9000

円で、これは主に私立学校等教育振興費に係る国庫

補助金であります。

11の財産収入は12億5447万4000円で、主に県有地

の土地貸付料及び土地売払代等であります。

13の繰入金は246億4987万3000円で、これは県有施

設整備基金繰入金等の基金繰入金などでございます。

15の諸収入、49億9538万5000円で、これは主に宝

くじ収入等であります。

16の県債、297億1570万円で、これは主に臨時財政

対策債であります。

以上が、総務部の一般会計歳入予算の概要であり

ます。

資料３ページをお開きください。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

表の一番下の合計欄をごらんください。

歳出は、県全体で7464億9700万円となっておりま

すが、そのうち総務部所管の歳出予算額は1344億6543

万4000円で、前年度と比べ、132億4020万9000円、率

にして10.9％の増となっております。

増の主な要因は、地方消費税交付金及び地方消費

税清算金等であります。これは諸支出金に計上され

ている分ですが、その中のこれら交付金清算金の増

であります。

歳出予算の主な内容について、御説明申し上げま

す。上から２行目の２の総務費の総務部所管分は177

億8098万1000円で、主に私立学校等教育振興費の44

億1277万3000円、人事調整費32億1632万1000円、賦

課徴収費の32億7077万4000円であります。

次に、12の公債費は全て総務部所管となっており

ます。予算額は721億9117万6000円で、中身は（目）

元金の公債管理特別会計繰出金645億8316万1000円、

（目）利子の公債管理特別会計繰出金75億4669万2000

円であります。

13の諸支出金の総務部所管分は442億9327万7000円

で、これは主に地方消費税清算金206億8821万6000円、

地方消費税交付金201億6648万6000円、県有施設整備

基金積立金10億4220万4000円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要であります。

続きまして、特別会計について御説明申し上げま

す。

資料の４ページをお開きください。

所有者不明土地管理特別会計は、平成27年度当初

予算は歳入歳出とも３億4297万4000円で、前年度と

比べ8631万5000円、33.6％の増となっております。

次に、５ページをお開きください。

公債管理特別会計は、平成27年度当初予算は811億

3729万7000円で、前年度と比べ、16億7188万7000円、

2.0％の減となっております。

以上、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、知事公室長から知事公室関係予算の概要に

ついて説明を求めます。

町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 知事公室所管の予算の概要に

ついて御説明します。

お手元に配付しております抜粋版平成27年度当初

予算説明資料知事公室に基づいて、御説明申し上げ

ます。

まず、資料の１ページ目の部局別歳出予算をお開

きください。

表の上から２番目、知事公室欄をごらんください。

知事公室における平成27年度歳出予算額は47億2343

万8000円で、一般会計歳出予算総額に対する構成比

は0.6％となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について

御説明申し上げます。

資料の２ページ、歳入予算をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

知事公室が所管する歳入予算の総額は28億2386万

3000円で、前年度当初予算額27億8170万6000円と比

べ、4215万7000円、率にして1.5％の増となっており

ます。

次に、歳入予算の主なものについて款ごとに御説

明申し上げます。

（款）９、使用料及び手数料の知事公室所管分は7971

万円で、これは旅券発給手数料等に係る証紙収入で

あります。

（款）10、国庫支出金の知事公室所管分は26億6392

万4000円で、これは主に不発弾等処理促進費に係る

国庫補助金等であります。



（款）11、財産収入の知事公室所管分は4287万5000

円で、これは主に県有地の土地貸付料等であります。

（款）15、諸収入の知事公室所管分は775万4000円

で、これは主に県広報誌等広告料等であります。

（款）16、県債の知事公室所管分は2960万円で、

これは防災対策事業費に係るものであります。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要について

御説明申し上げます。

資料の３ページをお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

知事公室が所管する歳出予算の総額は47億2343万

8000円で、前年度当初予算額48億2268万9000円と比

べ、9925万1000円、率にして2.1％の減となっており

ます。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。

（款）２、総務費の知事公室所管分は47億2343万8000

円で、これは主に、不発弾処理促進費28億8311万2000

円、職員費８億1511万1000円、地域安全政策費２億

1984万7000円、広報広聴活動費１億8912万1000円、

国際交流事業費１億7933万9000円等であります。

以上で、知事公室関係の平成27年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算の概要

について説明を求めます。

加藤達也警察本部長。

○加藤達也警察本部長 公安委員会所管の平成27年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、お手元に

配付いたしました抜粋版平成27年度当初予算説明資

料公安委員会に基づいて御説明申し上げます。

資料１ページ目の総括表をお開きください。

部局別歳出予算を見ますと、公安委員会の予算額

は328億7372万9000円となっており、平成27年度一般

会計予算総額の4.4％を占めております。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明申

し上げます。

資料２ページ目の歳入をお開きください。

表の一番下、合計欄をごらんください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は30億5709

万2000円で、前年度当初予算額29億2484万円と比べ、

１億3225万2000円、率にして4.5％の増となっており

ます。

次に、歳入予算の公安委員会所管分について（款）

ごとに御説明申し上げます。

９、使用料及び手数料の公安委員会所管分は14億

5368万9000円で、これは警察施設使用料、パーキン

グメーター作動手数料及び運転免許関係手数料に係

る証紙収入等であります。

10、国庫支出金の公安委員会所管分は８億4088万

3000円で、これは警察活動及び警察施設の整備等に

係る国庫補助金であります。

11、財産収入の公安委員会所管分は5874万2000円

で、これは待機宿舎入居料及び自動販売機設置に伴

う土地、建物の貸付料であります。

15、諸収入の公安委員会所管分は２億6827万8000

円で、これは放置駐車違反に係る放置違反金であり

ます過料等となっております。

16、県債の公安委員会所管分は４億3550万円で、

これは交通安全施設整備事業等に係るものでありま

す。

以上が、一般会計歳入予算の概要でございます。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

資料３ページ目の歳出をお開きください。

表の（款）９、警察費が、公安委員会が所管する

歳出予算の総額となっており、その予算額は328億

7372万9000円で、前年度当初予算額317億8620万3000

円と比べ10億8752万6000円、率にして3.4％の増と

なっております。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。

（款）９、警察費の主な内容は、職員費及び運営

費等の経費であります（目）警察本部費が278億7055

万6000円、交番・駐在所等の警察施設の新築・修繕、

維持管理等に必要な経費であります（目）警察施設

費が７億456万2000円、交通安全施設の整備及び交通

指導取り締まりに必要な経費であります（目）交通

指導取締費が19億986万円等となっております。

以上で、公安委員会所管の平成27年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

なお、公安委員会に係る特別会計についてはござ

いません。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○山内末子委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項につ

いて（平成27年２月12日議会運営委員会決定）に従っ

て行うことにいたします。



なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に

お願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算事項でありますので、十分御留意をお願いい

たします。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 きょうは３部門でありますが、ま

ず最初に、説明資料の資料３のページに基づいて質

疑を行います。

39ページ、223、警察庁舎等整備事業費についてで

あります。本年度は４億4000万円余り、そして次年

度―平成27年度に向けて２億6000万円余りの予算と

いうことですが、どのような事業内容になっており

ますか。

○加藤達也警察本部長 本日は警察本部の各部長が

出席しておりますので、お許しをいただきまして、

御質疑につきましてはそれぞれ所管の部長から答弁

させていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○幡谷賢治警務部長 警察施設費についてのお尋ね

ですが、前年度に比べまして１億6000万円余りの減

額となっておりますが、これにつきましては交通機

動隊の庁舎の整備ですとか、旧沖縄警察署跡地への

コザ交番の建設に係る経費が、工事が終わったとい

うことで減額されたものであります。また、今年度

は金武交番などの新築を予定しているということで

計上しているものであります。

○仲田弘毅委員 本年度の大型交番と言われる沖縄

市の元警察署跡地にできる交番は、大変地域から期

待もされておりますし、また偶然にもそこの署長に

就任する新里一参事官もそこに在籍しておりますの

で、その交番について少しお願いをしたいのです。

この交番は、先だってお伺いいたしますと、まだネッ

トがかかっていまして、この竣工がいつごろになる

のかお聞きしたいのですが、予定どおり完成はでき

ますか。

○幡谷賢治警務部長 今、最終的な工事を行ってお

りまして、年度内には完成の予定であります。そし

て、今のところ４月１日から運用を開始することと

しております。

○仲田弘毅委員 単なる大型交番と呼ぶわけにもい

かないと思うのですが、名称はもう決まりましたか。

○幡谷賢治警務部長 交番の名称につきましては、

地域の方々の御意見を伺ったり、あそこは旧コザ警

察署の設置場所であったことですとか、管轄区域に

つきましては旧コザ市の大部分であることですとか、

地域住民の方もコザという地名、名称に親しまれて

いるということから、コザ交番としたところでござ

います。

○仲田弘毅委員 今の沖縄警察署はどちらかという

ともう北中城寄りに移動して、ちょうど沖縄市の胡

屋―米軍基地を抱えている地域一帯が少し手抜きに

なるのではないかという心配がありましたが、この

大型交番ができることによって、交番の大きな意義

といわれる地域の安全確保がしっかりできると思う

のですが、そのことについてはどうでしょうか。

○幡谷賢治警務部長 この交番につきましては、県

内の交番としましては最大の敷地面積を有している

ほか、建物の床面積につきましてもかなり大きい。

勤務員についても、県内では唯一警部を交番所長と

して配置して、５名の勤務員が24時間交代制で勤務

するほか、警察力の維持のために交番勤務員に加え

まして警察本部の自動車警ら隊などもそちらに配置

することとしております。

○仲田弘毅委員 私は一般質問で何回か交番につい

て質問させていただきました。無人交番というもの

が前から大きな話題になりましたが、今現在県警で

は無人交番はないと理解してよろしいでしょうか。

○幡谷賢治警務部長 今、無人交番は警察では空き

交番と言っておりますが、交番勤務員の不在が常態

化しているようなものを言っておるのですが、平成14

年以降、警察官の増員ですとか定員配置を見直した

りして、平成19年の３月末までにそういった空き交

番を全て解消しているところであります。

○仲田弘毅委員 私たち日本国において、交番制度



という制度が果たす役割は大変大きいと思うのです。

世界各国においてもこの制度はない。我が国の交番

制度をどんどん見習っているという国もたくさんあ

りますので、ぜひこの交番制度をもっともっと強化

して治安維持に頑張っていただきたいと思います。

次に、今回条例が提案されておる乙第31号議案で

ありますが、警察職員の定員に係る条例の一部を改

正する条例、去る内閣予算委員会で国は千二十数名

の増員を可決しているわけですが、本県における職

員定数はどうなっておりますか。

○幡谷賢治警務部長 平成26年度の県警察官の定員

につきましては2594名、そのほか一般職員が301名、

合計で2895名であります。

○仲田弘毅委員 空き交番の問題もあるのですが、

警察官の確保がしっかり行われないと、やはり空き

交番が将来出てくる可能性も大いにあります。そし

て、私は常日ごろからお願いを申し上げているのは、

本県と同じ人口の他県における警察官の充足率は一

緒でいいのかということを常に問題提起しているわ

けですが、本県においては観光客がもう700万人も年

間押し寄せていらっしゃる。そして、広大な米軍基

地を抱える米軍、軍人、軍属等の管理等も含めて、

警察官の充足率はやはり本県は本県なりの特化した

充足率を持つべきだと考えていますが、その件につ

いてはいかがでしょうか。

○幡谷賢治警務部長 先ほど申し上げたとおり、警

察官の定数につきましては2594人で、全国的に人口

約140万人の県と比べますと、多い少ないはあります

が、どちらかというと多いほうでもあります。ただ、

大規模県なども含めた全国平均の警察官１人当たり

の負担人口につきましては、全国平均よりも１割ほ

ど上回っております。本県につきましては、今、委

員おっしゃったような観光客あるいは米軍、そのほ

かにも離島県というような条件であったりしまして、

今後とも良好な治安を確保するために、知事部局や

県議会の皆様の御協力と御理解を得ながら、適正な

警察官の人数の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○仲田弘毅委員 次は、知事公室にお伺いします。

説明資料９ページに、沖縄県大災害時救援システム

検討事業費がありますが、具体的にはどういうこと

をやるのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 沖縄近海で大津波な

どが発生した場合に、甚大な被害が想定される一方

で、島嶼県であります本県は、他県から救援に相当

の時間を要することが想定されております。このこ

とから、平成25年度沖縄県地震被害想定調査に基づ

き災害時の広域受援体制を構築するために、平成26

年、そして平成27年度にかけて沖縄県大災害時救援

システム検討事業を実施しております。平成26年度

におきましては、大規模な津波が発生し、被災した

場合に必要とされる物資量や救援物資の輸送に必要

な車両の台数などを調査するとともに、輸送にかか

わる防災関係機関や有識者の意見の聴取を行ってお

ります。その結果、物資の受け取りや輸送、燃料確

保などにかかわる機関をコントロールし、最小限の

人員や車両、資機材で効率よく災害応急活動を行わ

せる総合的な調整機関がないこと、また県内にある

物資、人員、資機材などで対応することも想定する

必要があること、そして物資の拠点、広域的なバッ

クアップ拠点の検討が必要であることなどの課題が

判明しております。平成27年度におきましては、こ

れらを踏まえまして各防災関係機関をコントロール

する仕組みや物資の広域的な拠点を検討するととも

に、消防や警察、自衛隊など県内の防災関係機関に

加え、米軍の活用も検討することや備蓄のさらなる

推進を図ることとしております。

○仲田弘毅委員 去る一般質問でも災害に対する本

県の心構えみたいなものを質問させていただきまし

たが、やはり47の都道府県の中で唯一の島嶼県であ

る本県は、陸続きでないだけに救援物資、あるいは

人材等を含めての立ち入りが大変厳しい状況にある

と思うのです。ですから、そうなってくると海から、

あるいは空からの救援になるかと思うのですが、そ

ういったこともしっかり踏まえてこの事業を立ち上

げていただきたいと思います。

次に、同じく９ページの不発弾等処理事業費につ

いてでありますが、ことしは戦後70年、復帰43年目

を迎えています。この事業は従来、特に復帰以前は

米軍が主体的に行ってきた事業でありますが、現在

は戦後処理の一環として国の自衛隊の不発弾処理隊

がしっかりと頑張っております。その予算と処理状

況、現状についてお聞かせください。

○池田竹州防災危機管理課長 不発弾予算につきま

しては、不発弾処理事業が創設された昭和50年度か

ら平成26年度まで予算総額といたしましては184億

2800万円、そして復帰後の昭和47年度から平成25年

度までの処理件数は約３万5000件、処理トン数は1950

トンとなっております。

○仲田弘毅委員 今、いろいろ担当の方々との勉強

会、あるいは資料を見てみますと、まだ2000トン以

上の不発弾が残っているという指摘があるわけです



が、これを完全に消化するためにあと何年ぐらいの

期間を必要としていますか。

○池田竹州防災危機管理課長 委員のおっしゃると

おり、約2050トンが埋没されていると推定されてお

ります。近年の不発弾の処理量は年度にばらつきが

ありますが、平均的に約30トンと考えておりまして、

全数量を処理するために約70年近くかかる見込みと

なっております。

○仲田弘毅委員 70年後、私たちはもう生きていな

いと思うのですが、これは自衛隊の今の処理のやり

方でもって70年ということでよろしいですか。

○池田竹州防災危機管理課長 発見された不発弾は、

陸上自衛隊の第101不発弾処理隊で処理をしておりま

して、過去復帰前後にはかなり処理が加速されてい

た時期がございます。その当時は安全性とかは余り

配慮されずに爆破処理を中心に行っていたと聞いて

おります。その後、那覇市小禄地区の爆発事故など

を受けまして、沖縄不発弾等対策協議会が設置され、

とにかく安全を最優先にという処理をした結果、こ

のようなペースになっているのではないかと予測し

ております。

○仲田弘毅委員 地域の方々からの御意見では、民

間に委託をやってみたらどうですかという御意見も

あるのですが、その件についてはどうでしょうか。

○池田竹州防災危機管理課長 不発弾の処理につき

ましては、やはり爆発の危険性があるということ、

その処理に関しましては高度で専門的な知識と経験

が必要であること、そして不発弾処理につきまして

は国が責任を持って取り組むべきと考えております

ことから、不発弾処理につきましては自衛隊で対応

する必要があるものと考えております。

○仲田弘毅委員 できるだけ短縮をして、ぜひ140万

人の沖縄県民が安心して暮らせるような不発弾のな

い本県にしていただけたらと思います。

次に、総務部でありますが、やはり沖縄21世紀ビ

ジョンを実現して、行財政改革をしっかりとやって

いくのは、総務部を中心として頑張っていかなけれ

ばいけないと思うのです。その中の私立学校等教育

振興費は従来38億円だったのが今度は42億円に予算

が増額されているわけですが、その要因は何でしょ

うか。

○大城壮彦総務私学課長 増の要因ということであ

りましたが、私立学校に通う学生の皆さんに対して

の就学支援金というものがございまして、それが増

になったことが主な要因でございます。

○仲田弘毅委員 この予算は、私立学校等ですから、

もちろんアミークスもその中に充当すると思うので

すが、どうでしょうか。

○大城壮彦総務私学課長 私立学校等教育振興費と

いうのは、お手元の資料10ページにありますように、

その事業概要としましては、私立学校、専修学校の

運営に要する経費ですから、おっしゃるようにアミー

クスも含めて私学の助成をしているところでござい

ます。

○仲田弘毅委員 同じ枠内で、沖縄県私立学校施設

改築促進事業というものがあるのですが、これは毎

年何校か改築をやっているわけでしょうか。

○大城壮彦総務私学課長 当該事業は、平成24年度

に６億円の基金を積み立てまして、老朽化した学校

の建てかえに要する経費として計上したものでござ

います。

○仲田弘毅委員 平成24年度から、基金は今どれぐ

らい積み立てているのでしょうか。

○大城壮彦総務私学課長 基金の積立額は６億円で

ございます。

○仲田弘毅委員 ことしは何校改築を予定しており

ますか。

○大城壮彦総務私学課長 平成25年度から実施をし

ておりますが、平成26年度を含めますと３校改築の

予定であります。

○仲田弘毅委員 総務部の一番最後、10ページの賦

課徴収費について質疑させていただきます。

本県の自主財源ということが常に県民から言われ

てくるわけですが、自主財源が30％前後だというこ

とは以前から大きな指摘を受けているわけです。行

財政改革をやっていく中において、どうしても注目

されるのは県税、県の税金が大きな自主財源という

ことになりますので、これが大きな話題になってく

るわけですが、県税の収入未済の状況はどうなって

いるのか。

○佐次田薫税務課長 県税の未済額についてですが、

平成13年度が一番最大の未済額となっております。

そのときが約68億9000万円となっておりましたが、

ここ３カ年―平成23年度は34億3000万円、平成24年

度に28億3000万円、平成25年度には約24億9000万円

と年々縮小している状況でございます。

○仲田弘毅委員 よくなってきたと。そして、収入

率は今現在どのようになっておりますか。

○佐次田薫税務課長 県税の収入率については、平

成23年度が96.2％、平成24年度が96.8％、平成25年

度が97.3％と年々向上している状況でございます。

○仲田弘毅委員 このようによくなってきた要因と



いうのですか、何か新たな事業を展開しているとか、

そういったこともやっておりますか。

○佐次田薫税務課長 収入率向上のために、現在コ

ンビニ納付などの納税機会の拡大とか自動車税の納

期内納付などの広報事業、あとは早期納付を呼びか

けるコールセンター事業など、納税者が納付しやす

い環境づくりに努めております。あと、滞納処分の

強化とか、市町村との連携による個人住民税の徴収

対策などによるものが要因と考えております。

○仲田弘毅委員 別に全国と比較するわけではない

のですが、全国の収入率と本県の収入率はどのよう

な状況になっていますか。

○佐次田薫税務課長 順位で申しますと、平成24年

度は沖縄県は23位でありましたが、平成25年度には

全国で20位まで収入率は上がっております。

○仲田弘毅委員 このように政治は税だと言われて

いるのですが、税金が入ってこないと県民への行政

サービスが滞っていくわけです。これは今私たちが

一番直近として抱えている消費税の増税についても

しかりですが、誰でも税金を上げるのが嫌なのです

が、上げることによって行政サービスがもっともっ

とうまくいくということであれば、行政と議会はしっ

かりとタッグを組んで頑張るべきだと思います。

○山内末子委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 まず、事業内容の説明をお尋ねす

る前に少し確認したいことがありますので、知事公

室長にお尋ねをします。

海上保安庁と警察に、辺野古の警備について知事

が要請をしたという答弁が一般質問の中でも何度か

あったかと思うのですが、その件について、具体的

に何をどう要請したのかお聞かせください。

○町田優知事公室長 一般質問、代表質問でも答弁

いたしましたが、辺野古において憂慮される事態が

生じており、県民の安心、安全の面で懸念があるこ

とから、知事から海上保安本部次長及び沖縄県警察

本部警備部長に対して、警備活動に当たっては県民

の安心、安全を守ることを最優先に考えていただき

たい旨、要請を行いました。

○花城大輔委員 県民に対して憂慮される事態が起

こったわけですね。このときの県民というのは、具

体的に誰を指していますか。

○町田優知事公室長 先ほど申し上げたように、辺

野古においてということで申し上げておりますので、

辺野古に集まられている県民の方という意味でござ

います。

○花城大輔委員 辺野古に集まられている県民の方

の安心と安全を脅かす者がいるわけですね。それは

誰ですか。

○町田優知事公室長 私どもは脅かしているという

表現はしておりませんので、あくまで懸念があると

いうことを申し上げているところでございます。

○花城大輔委員 憂慮される事態が起こっていて、

要請をしているわけですね。安心と安全を守って―

担保してほしいという要請をしているわけですよ。

誰によってどんなことが起こっているのですか。

○町田優知事公室長 何を憂慮しているかという話

ですが、申し上げたように安心、安全の面から憂慮

しているということでございます。

○花城大輔委員 要は一般質問や代表質問の中で要

請をしたと。でも、海上保安庁についての答弁はな

いのですが、警察はこの県民と呼ばれる方々に危険

が及ばないように努力をなさっているという答弁も

あって、実際、県の答弁としては、誰の安心と安全

が脅かされていて、何をすればそれが担保されるの

かということを聞きたいわけです。どういったこと

が起こっていて、それを阻止するために警察と海上

保安庁がどのような努力をすればいいのか。それを

どう要請したのかということと、県の認識について

お伺いしたいわけです。

○町田優知事公室長 どう要請したかというお話で

したので、私どもとしては、結局言葉として、県民

の安心、安全を最優先に考えていただきたいという

向きで要請したということでございます。

○花城大輔委員 次の質疑に行きます。知事公室の

事業の中でワシントン駐在員活動事業費ですが、こ

れの目的について改めてお聞かせください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 ワシントン駐

在員につきましては、知事訪米の対応、基地問題に

関する情報収集、沖縄の状況などの情報発信を主な

役割としております。知事の考えや沖縄の状況を正

確に米側に伝え、知事の公約実現、そして沖縄の課

題解決に向けて取り組んでまいるということが目的

でございます。

○花城大輔委員 あと、この7932万9000円以外にか

かる関連経費についてお聞かせください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 ワシントン駐

在員に係る経費につきましては、今計上しておりま

す7932万9000円、これが旅費、事務所家賃、インター

ネット・電話等の使用料、パソコンのリース等、備

品、現地職員の給与等々でございまして、このワシ

ントン駐在員に係る経費は、以上7900万円でござい

ます。



○花城大輔委員 人件費とかも含めて7932万9000円

なのでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 今の7932万

9000円には、職員の人件費は含まれておりません。

○花城大輔委員 なので、その人件費も含めた関連

経費を聞かせてくださいという質疑です。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 人件費の御質

疑でございますが、個人の給与につきましては情報

提供を差し控えることになっております。

○花城大輔委員 あと、この事業の目的の中に情報

発信とかいろいろ文言があったのですが、これは同

じく知事公室の中にある沖縄ソフトパワー発信事業

と重複する部分はないのでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 このワシント

ン駐在員の情報発信につきましては、ワシントン駐

在員はずっとワシントンに常駐をしております。そ

れから、そちらでワシントン事務所のホームページ

等も立ち上げる予定でありますので、先ほどの沖縄

ソフトパワー発信事業とは重複するものではござい

ません。

○花城大輔委員 この事業の目的を伺ったときにい

ろいろと出てきたかと思うのですが、この目的の中

で一番重要な部分は何でしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 一番重要なも

のとしましては、やはり知事訪米の対応、それから

基地問題に関する情報収集と考えております。

○花城大輔委員 情報収集と知事が訪米したときの

対応のための8000万円プラス人件費なのでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 今一番重要な

ものということでお答えをいたしましたのが、それ

以外には、広く沖縄の状況が当然ワシントンの方々

には十分伝わっていない面もあろうかと思っており

ますので、沖縄の状況をリアルタイムに発信する、

それから米国政府、米国議会議員の方々に情報を発

信し、伝えていくといったことも大きな役割の一つ

ではあります。

○花城大輔委員 新しい県政の目玉としての事業の

一つであると理解をしています。その中で、この事

業が普天間飛行場の即時閉鎖であるとか辺野古の基

地建設中止を目的にしているような理解をされてい

る方も多いと思います。それについてはどうお考え

ですか。

○町田優知事公室長 先ほど主な役割について地域

安全政策課長から説明があったと思いますが、当然

ながら沖縄の問題の中で特に基地問題は非常に大き

な比重を占めておりまして、米軍基地をめぐる諸問

題の解決促進ということは県庁職員誰であっても重

要な役割と認識しておりますので、ワシントン駐在

員においても、それは一つの役割として果たしてい

くものだと考えております。

○花城大輔委員 少し思ったのですが、例えば全体

としての数字があるではないですか。例えば人件費

が2000億円とか、そういうくくりでワシントンの駐

在員も１人ニュースにも名前が出ている方がいまし

たが、職員も四、五人おいでになるみたいな答弁も

あったかと思うのですが、全体で幾らという答え方

はできないのでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 現在予定をし

ておりますのは、ワシントン駐在員は職員が２人で

ございまして、少ない職員でございますので、個人

の給与が容易に推定できるといったものについては、

情報提供は差し控えることになっております。

○花城大輔委員 では、次の質疑に移ります。地域

安全政策事業の件です。開催目的について、改めて

お聞かせをください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 地域安全政策

費という事項の中に地域安全政策事業という事業が

ございまして、これは大きく万国津梁フォーラムの

開催経費と日米有識者ネットワークの運営支援、そ

れから電子会議システムの管理運営がございます。

特に万国津梁フォーラムにつきましては、過去―今

年度、昨年度やってきておりまして、安全保障に関

して、沖縄、中国、韓国、台湾、米国などの専門家

に来ていただいて研究、議論をするというフォーラ

ムを開催いたしております。

○花城大輔委員 １億円という予算をかけてやるフ

ォーラムですから、成果みたいなものをお尋ねして

いきたいのですが、前年度の部分で構わないので、

この費用に対する効果とフォーラムの内容をお聞か

せください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 今年度、地域

安全政策事業は１億600万円ですが、このうちの万国

津梁フォーラムに係る経費は2867万1000円でござい

ます。昨年のフォーラムでございますが、平成26年

７月17日に沖縄ハーバービューホテルで開催をいた

しました。フォーラムの参加者が約300名でございま

す。300名の内訳は、学生―主に大学生ですが、市町

村職員、米軍関係、それから交流関係の団体、一般

県民でございます。フォーラムの内容ですが、大き

く２つに分かれておりまして、ユースフォーラムは、

若い大学生、高校生に安全保障についていろいろ勉

強していただこうというフォーラムを午前中開催い



たしまして、午後はメーンフォーラムとしまして、

地域から見た米軍基地と題しまして、県外の米軍基

地所在自治体から事例を発表していただいておりま

す。神奈川県の副知事、佐世保市長、三沢市の副市

長、それから岩国市の政策審議官に事例発表してい

ただきました。その後、総合的安全保障に関して東

京大学の高原教授、それから北京大学の准教授、ソ

ウル大学の教授、台湾の淡江大学の教授、それから

ジョージワシントン大学の教授の方々に発表してい

ただきまして、その後パネルディスカッションを行っ

ております。

○花城大輔委員 知事公室に対する最後の質疑にな

ります。先ほど仲田委員からもありましたが、不発

弾処理に関する件です。陸上自衛隊の第101不発弾処

理隊が処理しているので、県の予算は何に使われて

いるのか非常に興味がありましたので、教えていた

だきたいと思います。

○池田竹州防災危機管理課長 今、県の予算は平成27

年度で約28億円でございますが、探査の費用が中心

でございます。読谷村、そして今宮古島市にありま

すが、不発弾保管庫の維持管理に使っている経費が

ございます。

○花城大輔委員 続いて、総務部に対する質疑に移

りたいと思います。平成27年度新しい県政になって、

誇りある豊かさへというテーマでいろいろと事業が

組まれているかと思います。大枠、平成27年度の予

算がどのようなものになっているかの認識をお聞か

せください。

○平敷昭人総務部長 先だっての代表質問でも知事

答弁がありましたが、誇りある豊かさという考え方

は、沖縄が持つ地域力、文化力などのソフトパワー

を最大限に生かすことで実現される県民生活の豊か

さであるということでございました。そういうこと

で平成27年度予算につきましては、例えば地域力を

高めるための事業として沖縄離島体験交流促進事業

とか離島地区の情報通信の基盤の整備、推進をする

事業を予定しております。あと、文化の継承発展と

いう意味では、空手会館の建設事業でありますとか

しまくとぅばの普及継承事業を行う予定です。あと

は、沖縄の特性を生かした産業振興という意味で、

アジア経済戦略構想の策定調査事業でありますとか、

これは従来からやっていますが、沖縄観光国際化ビッ

グバン事業といいまして、海外でのいろいろなプロ

モーションとか、定期便化を促進するための事業な

どを行うことにしております。

○花城大輔委員 そのような中で、予算全体をずっ

と眺めているといろいろと思うことがあるのでお尋

ねしたいのですが、仲田委員からの質疑もありまし

た。自主財源が３割で依存財源が７割で、税収が1000

億円で人件費が2000億円で、何も企業と比べること

はないと思うのですが、その予算の組み方みたいな

ものは一般の人が見ると余り理解できない部分が多

いと思うのです。例えば、交付金がなくなると全部

事業をやめなければいけないのかとか、ひょっとし

たら破綻するのかとか、いろいろな見方が角度によっ

てはあると思うのですが、この自主財源と依存財源

の割合、また人件費が年々上がっていっている、た

しか私が初めて見たときは1700億円ぐらいの人件費

だったと思うのです。毎年上がっていっているであ

ろうというところ。また、税収が1000億円というの

は、この県の規模について妥当なのかとか、今幾つ

か聞いたので答えられる範囲で教えていただきたい

のですが、収入と支出のバランスについて、行政と

いうものはこのようなものだという言い方でもいい

のですが、聞かせてください。

○平敷昭人総務部長 まず、収入と支出のバランス

という話でいきますと、平成27年度予算は年度当初

で見込まれる収入と支出の差が244億円ほどありまし

た。それは、財政調整基金でありますとか県有施設

整備基金とか減債基金を取り崩して対応いたしまし

た。そういうことで、どうしても年度当初では、そ

の辺の部分を対応せざるを得ないということがあり

ますが、その後は例えば税収が年度当初で見込みよ

りふえる部分も、これは絶対的に期待できるもので

はありませんので、その辺の増収とかがあればまた

基金を確保するために積み立てを行ったりすること

はございます。

あとは、人件費の割合は、今回の平成27年度当初

予算では25.8％という形になっております。そうい

うことで、財政の構造という意味で言いますと、人

件費とか扶助費という義務的経費が比較的割合が高

いという、やはり財政の柔軟性が低いとか硬直性が

高い構造と考えております。

○花城大輔委員 交付金については、毎年現状の額

を確保しないと県政はどうなるのですか。

○平敷昭人総務部長 沖縄振興一括交付金も含めま

した沖縄振興予算に関しましては、安倍首相の発言

もありまして3000億円ぐらいを10年間は確保すると

いう話はいただいています。その中で沖縄振興一括

交付金というのは、中でもソフト交付金ですが、800

億円余りございます。県分が約500億円、市町村が300

億円余りで、それを10年間期待しているわけなので



すが、それはある程度確保いただけるのかと。ただ、

問題は執行率とかその辺の関係で平成27年度に関し

ては若干圧縮された部分がございますので、当然予

算化する前に、実績とかいろいろな見直しも含めて

事業内容をまた組みかえるというか、新たなスキー

ムとかより効果の高いものに変えるなどして、極力

不用が出ないようにやっていきたいと考えています。

また、年度中途でもいろいろな融通をすることで執

行率を高めたいと考えておりますので、執行率は高

めて不用とか繰り越しによって圧縮されない努力を

しないといけないと思っております。

○花城大輔委員 次の質疑に行きます。同じく総務

部のファシリティマネジメント推進事業は言葉とし

て目新しいと思うので、事業内容を教えてください。

○照屋敦管財課長 背景から申し上げますが、財産

ですが、県は土地を4180万平米持っています。また、

建物の延べ床面積につきましては約336万平米を県の

財産として今保有している状況であります。これを

管理運営しているのですが、今後老朽化による建て

かえ時期が集中してくる。また、県の厳しい財政状

況もありますし、施設はありますが、少子高齢化に

よってその施設のニーズがどんどん時代に伴って変

化していく。そういう課題を抱えておりまして、こ

れ以上に今県有財産の有効活用を推進する必要があ

る。それを踏まえまして、県はファシリティマネジ

メント、ファシリティというのは施設、マネジメン

トは総合的に管理運営してスケールメリットを生か

していくという事業ですが、それを平成26年度、今

年度から予算化しておりまして、次年度についても

同様に研修会を開いたり、施設の建物の劣化度調査

―どういう状況か、あとどのぐらい使えるかとか、

また今修繕すれば35年ぐらいで建てかえるものを60

年以上もたせるとか、外壁とか屋上の防水工事とか、

そういうものを計画しておりまして、今年度２億310

万4000円を予算計上しているところです。

○山内末子委員長 翁長政俊委員。

○翁長政俊委員 それでは、議題になっている総務

部、知事公室、公安委員会の予算に係る部分につい

て質疑をいたします。

まず最初に、総務部について。今回、平成27年度

予算は概算要求に比べてかなり予算が落ちましたが、

減額される理由に、いわゆる執行率の問題が大きく

起因したと思っています。また、国もそのような指

摘をいたしました。要するに不用額や繰越額を指摘

されて減額の対象になったという、ある意味では国

につけ込まれる隙を県が与えてしまった。これは私

は憂慮すべき問題と思っていますが、そこについて

の見解はどうですか、総務部長。

○平敷昭人総務部長 委員御指摘のように、平成27

年度の沖縄振興一括交付金に関しまして、不用額や

繰越額の状況等を勘案して減額されたと伺っており

ます。それに関しましては、我々もせっかくいただ

いた沖縄振興一括交付金、全国にないような制度で

ございますので、それを無駄にしないで有効に活用

するのが我々の責務だと考えておりますので、その

ためのさまざまな取り組みを行う必要があると考え

ております。

○翁長政俊委員 ソフト事業、ハード事業を含めて、

実際どういう業種に不用額や繰越額が出たのか、数

字を挙げて詳細を教えていただけませんか。

○渡嘉敷道夫財政課長 今回減額になった理由とし

ましては、平成25年度の執行率を挙げられているよ

うでございますが、ソフト交付金事業につきまして

は不用額を問題にされたところでございまして、平

成25年度の不用額は県分、市町村分を合わせまして38

億5300万円でございます。また一方、ハード交付金

につきましては繰越額、繰越率が問題となりました。

ハード交付金の平成25年度の繰越額は375億6600万円

となっております。

○翁長政俊委員 県と市町村分の376億円の内訳はど

うなっているのですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 ハード交付金375億円の繰越

額の県分と市町村分の内訳ですが、県分が約250億円、

市町村分が125億円となっております。

○翁長政俊委員 パーセンテージで、私が聞いてい

る範囲ではハードの部分については45％が残ったの

ですか、事業全体の繰り越しになったのですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 繰越率は44.9％、約45％で

ございます。

○翁長政俊委員 事業の実態によっては越年する事

業もあると思いますので、一概にこれが減額になる

全てが対象ではないということは理解しますが、い

ずれにしろ、繰越額が45％もあるということは、も

う一度きちんと精査して、そこの部分を洗い直す必

要があるだろうと私は思っています。平成28年度の

予算が６月前後から、実際に概算要求に向けての積

み上げが始まってまいります。そのときの一つの指

針にしなければいけないわけです。そういう意味で

は、どういう対策をとられるのですか。今の指摘さ

れた部分をどうクリアしていくかお聞かせください。

○平敷昭人総務部長 ただいまのハード交付金の45

％分の繰り越しですが、ハード交付金というのは従



来型のいろいろなメニューの道路でありますとか公

共事業がありますね。その従来の補助メニューは総

額が決まっていて、それをどの事業に当てはめるか

という事業ですので、公共事業系統で申しますと、

よく課題にあるのは用地関係の取得に時間がかかっ

ているとか、用地の取得等の要因でなかなか執行が

進まないということもございます。例えば、これは

平成26年度からやっている事業ですが、用地補償関

係の業務、補償料算定とか地権者への説明、交渉等、

民間のコンサルタントを活用するような事業も始め

ております。設計業務も施設建築課等で民間コンサ

ルタントを活用していることもございます。あとは、

年度開始前から入札の準備行為をできるだけ早く行

うために、要するに着手時期を早めるために、入札

まではできないのですが、その準備行為、公募して

積算まで早目にやってもらうということ等も行って

おります。考えられる手法をいろいろ尽くして、繰

り越しとか不用が小さくなるようなことを地道に

やっていくしかないと考えております。

○翁長政俊委員 そのためにも、要するに国の理解

を得るということは大事なことでして、特に担当省

である内閣府との連係プレーが重要になってきます

し、当然これは沖縄振興一括交付金ですから、これ

までは国が決めてきたことを沖縄県の自由度が高く、

そして自分たちで決められる事業をやっていくとい

う大きな目標があって進められたことですから、そ

のこと自体が根底から崩れるという話になると、こ

れは何をか言わんやの制度になりますので、そこは

しっかりやっていただきたいと思っています。

第三者委員会ですが、本会議でも桜井委員の件が

質問で出ましたが、桜井委員から絶対的に瑕疵を探

してやるという発言があって、これは本人に事情を

聞いたことがあられますか。こういう新聞報道がな

されて、本人も抗議現場に行ってそういうことを言っ

ているわけですよ。この方が、いわゆる公平公正な

委員に足り得るのかということを検証するために、

担当部局としては彼を呼んで、どういうことだった

のかきちんと意見を聴取したことはありますか。

○平敷昭人総務部長 ただいまの件、総務部では行

政管理課で事務局を預かっているわけですが、委員

会に関して、委員の先生方の自主的な調査、検証と

いう形で行っていまして、本会議での答弁もありま

したが、そういう桜井委員の意見等もあるのですが、

委員会においては公正中立でやっていただくという

ことで、委員長も含めて確認していただいていると

いう観点で検証いただけるとこちらとしては考えて

おりまして、特に事情聴取という形では行っていな

いということです。

○翁長政俊委員 現実に現場で、彼の主張、心情は

わかりますよ。それは彼の持っているものですよ。

しかしながら、抗議行動の現場でそういう発言をす

ること自体が、公正公平という形に当たるかどうか、

これは検証する必要があるのではないですか。

○平敷昭人総務部長 委員がそのような発言をした

ということは確かに新聞報道等もあって承知はして

いるのですが、２月５日でしたか、辺野古でそうい

う趣旨の発言もされているようであります。２月６

日に第１回の検証委員会がありまして、そのときに

委員会で公正性とか中立性を持って検証作業を行い

ましょうということで確認された後で、２月９日に

なりますと、これは委員の大学のシンポジウムでの

発言なのですが、第三者委員会は公正に公有水面埋

立法の手続を検証するのが役割だと。その部分に関

しては、公正性、中立性という観点で、そういう役

割だということを発言されたように聞いています。

○翁長政俊委員 第三者的に判断をするのではなく

て、任命権者が呼んできちんと対応すべきではない

ですか。ほかから聞いた事例をもとにして判断をす

るのではなくて、要するに任命権者がきちんと呼び

出すことが正しいことではないですか。

○平敷昭人総務部長 この御質疑に関しては本会議

でもたしかにありましたが、知事、副知事もそうい

う発言をされていましたが、やはり委員のお考えは

あろうかと思うのですが、委員会で公正中立に検証

を行うということが確認されているので、それでやっ

ていただけるものと考えています。

○翁長政俊委員 本来であれば、任命権者が呼び出

してどういう考え方か聞きただすことが正しい行為

ですよ。ほかでしゃべったことの既成事実をもとに

して、そういうことなのだという判断は僕はいかが

なものかと思います。これは指摘をしておきます。

次に、知事公室ですが、安全保障についてお伺い

しますが、自衛隊の配備を含めて、今、沖縄県の先

島を含めて自衛隊の配備計画がありますね。これに

対しては承知していますか。

○町田優知事公室長 防衛白書でありますとか、そ

ういうところで計画があるということは把握してお

ります。

○翁長政俊委員 県としては、これに対しては協力

をするという方針ですか。

○町田優知事公室長 私どもとしてはかねがね表明

しているのは、自衛隊の配備については地元の理解



と協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うべき

ということが県の立場でございます。

○翁長政俊委員 前県政は協力をしていく体制だっ

たのです。今の県政はどうなのですか。協力をされ

ていくのですか。ここを明確に答えてください。私

の質疑には答えていませんよ。

○町田優知事公室長 私どもは県として自衛隊に協

力するとかしないとかいう立場ではなくて、あくま

で自衛隊が配備される場合は地元市町村に対してど

のような影響があるのかないのか、そういうことを

自衛隊、あるいは防衛省は、地元に対して理解が得

られるようなしっかりとした丁寧な説明が必要であ

るということを申し上げる立場でございます。

○翁長政俊委員 では、防災訓練においても自衛隊

の協力は得ないということですか。市町村に聞くと

いうことですか。

○町田優知事公室長 ただいま申し上げたのは自衛

隊の配備に関してでございまして、防災については

自衛隊にも当然ながら協力いただいております。

○翁長政俊委員 配備の中には防災の救済も含まれ

ているのですよ。自衛隊はその任務を担っているの

です。それらに対して県の方針を聞きたいのです。

市町村の方針ではないですよ、県の方針。

○町田優知事公室長 県の立場は、従来から自衛隊、

防衛省に対しては地元に対してしっかり丁寧な説明

をしてくださいという立場で一貫しております。

○翁長政俊委員 それでは踏み込んで聞きますが、

昨年の沖縄県地域防災計画の中に、米軍も含めて訓

練をやるということが計画されたのです。天候上の

理由でこれが流れたのです。このことについてはど

う考えていますか。自衛隊はその中に入っています

よ。米軍も入っているのですよ。そのことについて、

どういう方針か両方について答えてください。

○町田優知事公室長 防災訓練については、委員の

御指摘のとおり自衛隊に対しても、あるいは米軍に

対しても従来から御協力をいただいているというこ

とでございます。

○翁長政俊委員 今年度の防災計画については、米

軍には協力を求めていくのですね。

○町田優知事公室長 今のところ確定はしておりま

せんが、昨年と同様な形で進めていければと考えて

おります。

○翁長政俊委員 自衛隊の配備について、再度戻り

ますが、これは明確に県の対応として、自衛隊に協

力していくという方針には―国の配備計画の方針に

は否定的なのですか。

○町田優知事公室長 私どもは特に自衛隊の配備に

ついて否定的、肯定的という話は申し上げていなく

て、この自衛隊の配備については基本的に国防の観

点から国において判断されるべきものだと考えてお

ります。

（休憩中に、翁長委員から市町村ではなく県

の責任について答弁するよう発言があっ

た。）

○町田優知事公室長 市町村に聞けということを申

し上げているつもりではございません。私どもが申

し上げているのは、政府はきちんと丁寧な説明が必

要ですよということを申し上げているわけです。

○翁長政俊委員 では、県に丁寧な説明があれば県

は引き受けるのですね。

○町田優知事公室長 県として、特に引き受けると

か引き受けないとかいう立場ではございません。

○翁長政俊委員 県としては協力をしていくかどう

かです。言葉で引き受けるという話になったが、私

は協力していくかいかないかを聞いているだけです。

○町田優知事公室長 自衛隊におきましては、日ご

ろからいろいろな活動をされております。例えば急

患搬送でありますとか、先ほど申し上げたような災

害訓練のお手伝いでありますとか、あるいは不発弾

の処理もございます。そういう活動に対しては私ど

もとしても大変ありがたいと思っております。ただ、

自衛隊の配備について協力するとか協力しないとい

う立場にはございませんので、私たちはあくまで自

衛隊の配備については国の責任において地元に丁寧

な説明をするべきだという立場でございます。

○翁長政俊委員 県に説明があればこれは協力して

いかれますかとずっと聞いているのですよ。繰り返

しの質疑になっているのですよ。質疑者が理解でき

るように答弁してくださいよ。

○町田優知事公室長 先ほど来申し上げているよう

に、自衛隊の活動については、災害活動であります

とか急患搬送でありますとか、そういう部分ではさ

まざまな面で協力していただいているところでござ

います。自衛隊の配備について承認するとか、私ど

もはそういう立場ではござません。

（休憩中に、翁長委員から協力するかどうか

を答弁するよう発言があった。）

○親川達男基地防災統括監 自衛隊につきましては、

知事がかわりましたが、基本的に自衛隊に対する対

応は変わっていないと考えております。と申します

のは、今は配備の件ですが、例えば基地の運用につ

いてはさまざまなイベントについて県は積極的に協



力しております。それから配備についても、当然市

町村にも説明がございますが、県にも説明がありま

す。その際には、例えば県に市町村との連携で説明

会をやっていただきたいということにつきましては、

県ができる範囲で市町村との連絡をとるとか、そう

いったこともやっております。また一例を挙げます

と、自衛隊艦船がいろいろなイベントで沖縄の港湾

を利用することがございます。それについては、基

本的に民間でバースが使われていないという特殊な

事情があった場合は別ですが、そういった以外では

基本的に港湾の使用については、自衛隊については

許可するという方針でやっておりますので、運用、

それから協力については引き続きやっていきます。

ただ、自衛隊の基地の配備について、いろいろな手

続では当然協力いたしますが、その配備については

やはり国防上の判断があろうかということで答弁さ

せていただいている状況でございます。

○翁長政俊委員 何を構えているのかわからないが、

いずれにしろ、これはぜひ知事も呼んでここの部分

を聞きたいと思っていますので、保留にしたいと思っ

ています。

もう一つ、那覇軍港の移設の問題について、本会

議では移設協議会でやるという答弁でしたが、実態

はどういう形でやるのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 軍港の移設に

ついて、本会議で協議会の枠組みの中で現行の方針

に基づいて進めることが現実的と考えておりますと

いう答弁をいたしてございまして、この協議会とい

うのは、防衛省が主催をいたしてございますので、

防衛省から構成員であります県、それから組合、那

覇市、浦添市に開催の連絡が来て、その中で協議を

していく形になっていくと考えております。

○翁長政俊委員 事務局は防衛局になるのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 防衛省でござ

います。

○翁長政俊委員 浦添市の市長が、新聞報道でもトッ

プ会談を知事と望んでいるのです。この件について

どうなのでしょうか。

○町田優知事公室長 新聞報道等ではそういうもの

もございますが、正式には知事等と会談をというこ

とは聞いておりません。

○翁長政俊委員 これは事務方に確認してください。

事務方同士でトップ会談の要請が本当にないのか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 浦添市長から

翁長知事にお会いをしたいという話は来ておりませ

ん。

○翁長政俊委員 本当にないのですか。私は、浦添

市側の意見を聴取するとあなた方の誰と協議してい

るというところまで話が来ているのですよ。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 事務的な協議

はしておりますが、その中で知事にお会いをしたい

という話はございません。

○翁長政俊委員 私は今文書を持っているのですが、

浦添市側から那覇市長宛てと知事宛てに協議をやり

たいという浦添市の文書があるのだが、これが出て

いるかどうかは別ですよ。ただ、事務方同士で協議

をしていることは事実ではないですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 事務方レベル

で協議をしているのは事実でございます。

○翁長政俊委員 浦添市の議会でもこれが問題に

なっているわけですよ。知事とお会いしたいという

こと。これだけ新聞に報道されていて、なぜこんな

に拒むのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 事務レベルで

先ほどのような協議をしているのは事実でございま

すが、その中で浦添市側から知事にお会いをしたい

という話はございません。

○翁長政俊委員 要請が来たら会いますか。

○町田優知事公室長 その時点で三役と調整して決

定したいと思います。

○翁長政俊委員 この協議会は、知事を含めて副市

長も出席する会合ではないらしいですね。これは事

務方の会合らしいですね。そこでトップ同士が会う

ということはないのではないですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 移設協議会は

知事とか市長が構成員ではなくて、知事公室長であ

りますとか副市長が構成員でございます。

○翁長政俊委員 要するに、要請があればこの時点

で考えるというのではなくて、隣の市なのだからお

会いしたらどうですか。こちらで明言できませんか。

何でこんなに壁をつくるのですか。何か理由がある

のですか。理由があれば教えてください。会えない

理由を。

○町田優知事公室長 この問題につきましては、既

存の枠組みである移設協議会で協議するほうが望ま

しいという考えからでございます。

○翁長政俊委員 隣の市の市長が知事に会いたいと

望んでいるのですよ。こういった枠組みを超えて浦

添市の思いを聞いてほしい、それすらも受け付けな

いのですか。行政のあり方としておかしいと思いま

せんか。隣の市の行政の長ですよ。

○町田優知事公室長 浦添市は浦添市としていろい



ろなお考えがあろうかと思います。県は県で、やは

り移設協議会でやったほうが望ましいという考えが

ございますので、その方針で臨みたいと思います。

（休憩中に、翁長委員から会えない理由を答

弁するよう発言があった。）

○翁長政俊委員 これが浦添市がつくった文書です

よ。

○町田優知事公室長 浦添市とはずっと協議を続け

ておりますので、その協議の中で浦添市のお話を聞

いて、あるいは浦添市から正式な文書をいただいた

時点でまたお話ししたいと思います。

○翁長政俊委員 これでは、やはりあなた方はおか

しいですよ。国に対しては、よく新聞に出ているよ

うに冷遇されているか云々とがたがた言っておいて、

お隣の市がそれだけ要望しているにもかかわらず、

そこを頑なに、要するに現行方法案でないと絶対に

受け付けないというやり方は何なのですか。これは

革新側の皆さん方が知事と協議した内容と違うので

はないですか。ＳＡＣＯを厳守してやるということ

でしょう、今。これが原因になっているのでしょう。

質疑を変えます。海上保安庁と県警ですが、本当

に過剰警備になっているのですか。

○加藤達也警察本部長 私どもとしては、適切に警

備措置を講じていると認識しております。

○翁長政俊委員 県警や海上保安庁が行っている警

備任務については、正当性があると思っていますか、

どうですか。そういう認識をしていますか。

これは知事公室長に、あなた方は県警や海上保安

庁に要請をしたり抗議をしたりしているのですが、

認識としては県警がやっている行為自体そのものを、

答弁しなさいよ。

○町田優知事公室長 県警は正当に警備していると

認識しているかという御質疑ですが、私どもは県警

がどういう警備をしているのか、あるいは海上保安

庁がどうやっているかについては、状況はよく把握

しておりません。

○翁長政俊委員 自衛隊配備も浦添市長との会談も、

全部含めて私がやったさきの質疑を保留しますので、

よろしくお願いいたします。

○山内末子委員長 それでは、今の質疑につきまし

ては要調査事項として取り扱ってほしいということ

ですので、明 ３月13日の委員会でこの取り扱いに

ついて協議いたします。

休憩いたします。

午後０時13分休憩

午後１時25分再開

○山内末子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑をいたします。

具志孝助委員。

○具志孝助委員 午前の質疑に出たのですが、まず

最初に、ワシントン駐在員活動事業についてです。

7932万9000円の事業費が計上されております。これ

の大まかな内訳を説明してください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 7932万9000円

の内訳についてお答えいたします。

まず旅費でございますが、旅費が547万9000円、委

託料が7384万9000円でございます。委託料の内訳と

しましては、事務所設置に係る経費、インターネッ

トやパソコンの使用料の経費、印刷製本費、消耗品、

ビザの取得手数料、それから政策調査費としまして

2300万円等々を予定してございます。

○具志孝助委員 旅費は片道旅費ですか、行って帰っ

てくるという旅費ですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 米国と沖縄と

の往復の旅費もございますし、それから米国内にお

ける旅費もございます。

○具志孝助委員 そして、事務所経費ということで

すが、事務所をどのような形で構えるのか、事務所

を借り切るわけですね。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 事務所を借り

ることになりますが、これはまだ最終的に決まって

おりません。例えば事務所を借りるといっても、ワ

シントンは家賃も高うございますので、あるフロア

の一部分だけを借りる、もしくは別の事務所と会議

室などを共用するといった形でできるだけ経費のか

からないような形で事務所は設置をしたいと考えて

おります。

○具志孝助委員 先ほどから出ている人件費は別だ

ということですが、職員は２人ですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 職員は２人で

す。

○具志孝助委員 この職員２人は明らかにするわけ

にはいかないのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 個人の給与に

ついては情報提供を差し控えるとなっております。

○具志孝助委員 そうすると、総経費としては年間

幾らぐらいになるわけですか。派遣する事業をする

ために、当然人件費が入るではないですか。トータ

ルとして幾らぐらい見ているのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 こちらの駐在

員は県の職員が２人でございますので、職員が少な

いことから、例えば総人件費について情報を提供し



た場合に、個人の給与が容易に推計できるといった

こともございますので、人件費の予算の情報提供に

ついては差し控えるということになっております。

○具志孝助委員 よくビー・バイ・シーと言うので

すが、費用対効果。どれぐらいの効果が出るのだろ

う。その効果というところで意見が分かれるところ

ですが、単純にこれだけのものではないのだよ、もっ

とかかるよというような内容になるわけです。

そこで人選ですが、今回、そこの駐在員、職員は

ともかくとしても、前のアメリカの総領事館の職員

を任用したということに何か特に意味がありますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 駐在の任用の

予定は、これから４月１日を予定しております。現

在手続中でございます。

（休憩中に、具志委員から質疑の趣旨を踏ま

え知事公室長が答弁するよう発言があっ

た。）

○町田優知事公室長 ワシントン駐在員の辞令につ

いては４月１日で交付することになっております。

現在、参与として平安山氏に対して嘱託を依頼して

おります。どういう方をワシントン駐在員としてな

ぜ選任するのかという御質疑ですが、一般的にワシ

ントンの駐在員ということであれば、当然ながらま

ず語学に堪能であること、我々の主要な施策である

米軍基地問題に対して政策に明るいこと、それから

ワシントンでの人脈も多いこと等が一般的に駐在員

として求められる資質だと思います。

○具志孝助委員 最も大事なことは、なぜワシント

ンに職員を派遣するのか、この人の特命事項、職務

は何ですか。

○町田優知事公室長 午前もワシントン駐在員の役

割について申し上げたとおり、まず知事訪米の事務

など、現地での情報収集、あるいは沖縄県の状況を

現地で発信するということが主な役割になります。

○具志孝助委員 何の目的で情報収集、そして知事

が派遣されたときの対応というのは目的があるわけ

でしょう。基地問題に特化した仕事だと思うのです。

それは基地をどうしたいというようなことが一番大

事ではないですか。それに触れなくてはだめです。

それは質疑のはぐらかしになるのです、誠意のない

答弁になるのです、きちんと答えてください。その

ほうが効率のいい質疑ができるのですから。

○町田優知事公室長 当然のことながら、基地問題

というのは県政の重要な柱でございますので、米軍

基地をめぐる諸問題の解決促進のため、ワシントン

駐在員には大いに活躍していただくということにな

ろうかと思います。

○具志孝助委員 あなたはまだはぐらかしている。

普天間飛行場の辺野古移設問題が当面の大きな課題

なわけでしょう。それはどうしても阻止したい。そ

のために沖縄県側の考え方をしっかり伝えたい、こ

れが大きな使命ではないですか、違いますか。

○町田優知事公室長 当然ながら、辺野古には基地

をつくらせないというのは県の重要な施策の一つで

すので、それも米軍基地問題の一つの大きな柱とし

て現地の駐在員には対応していただくということに

なろうかと思います。

○具志孝助委員 ほかに何がありますか。

○町田優知事公室長 例えば米軍基地から派生する

事件・事故でありますとか、日米地位協定の見直し

でありますとか、あるいは航空機騒音でありますと

か、さまざまな米軍基地問題について対応していた

だくということになると思います。

○具志孝助委員 それは職員を派遣してやらなけれ

ばならないというような話にはならないのではない

ですか。最も大きな喫緊の課題としては、いかにし

て普天間飛行場の現在進行形である移設問題を阻止

するかというのが最大の目的ではないのですか、こ

こをきちんと答弁してもらわないと困ると思ってい

るのです。

○町田優知事公室長 先ほど申し上げたように、米

軍基地問題というのは多岐にわたっておりまして、

そのどれか一つだけについて対応していただくわけ

ではございませんで、全ての案件について対応して

いただくということを考えております。

○具志孝助委員 最大の目的は何かと聞いたら、何

ですか。

○町田優知事公室長 米軍基地問題の解決促進でご

ざいます。

○具志孝助委員 米軍基地の最大の課題は何ですか。

辺野古移設の問題ではないのですか。それはあえて

言いたくないのですか。

○町田優知事公室長 辺野古に基地はつくらせない

という知事の公約を実行するというのは、当然なが

ら私どもの県政の最重要の柱でございます。

○具志孝助委員 全く無駄な議論、正直なところ、

あなたの答弁には誠意が感じられませんね。もっと

誠意を持って質疑者が何を聞きたいのかということ

を解して答えてもらいたいと希望します。

私は、この問題は日本の外務省とのかかわりがす

ごく深いと思っているのです。基地問題であそこに

派遣をする。外務省、日本政府とのかかわりについ



てはどのように考えておりますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 ワシントンに

あります日本大使館とは、きちんと情報交換といい

ますか、ワシントン駐在の件につきましてもお話を

してございますし、先日、平安山さんが行かれたと

きにも、大使館にも御挨拶等には行ってございます。

こちらでも参与の辞令が出た際にも、外務省沖縄事

務所等にも挨拶にも行ってございます。

○具志孝助委員 私は、最少の経費で最大の効果を

発揮するためには、外務省の力もかりて、協力も得

てしっかりと連携した対応をするということが最も

肝要なことだと思っておりますが、いま一度知事公

室長からその件について答弁をお願いします。

○町田優知事公室長 日本の外交を担当する分野は

外務省ですので、当然ながら外務省とも連携して対

応していきたいと思います。

○具志孝助委員 そういう意味でも、外務省、防衛

局、足元からしっかりと固めて展開をしていくこと

が最も大事なことだと思っております。

先に進みます。翁長委員から質疑があった防災訓

練の件ですが、ことしはどういう計画がありますか。

○池田竹州防災危機管理課長 平成27年度の防災訓

練につきましては、今、９月５日に中部地区で開催

する予定にしております。主会場は今のところまだ

調整中ですが、北中城村を予定しております。

○具志孝助委員 今、防災関係で先ほどから出てい

た自衛隊の協力、そして米軍の協力ということに関

心があるわけですが、この点については変化があり

ますか。去年同様の形で、去年は宮古島市の予定が

天候の都合で中止になったのですね。あのような内

容になりますか。

○池田竹州防災危機管理課長 委員御指摘のとおり、

昨年度、宮古島に医療チームＤＭＡＴを米軍に運ん

でいただくという計画でございましたが、那覇空港

の天候不良で飛べなかった。ＤＭＡＴのチームは実

際に出動のスタンバイはしていましたので、ある程

度訓練は部分的にはなされたものと思っております。

今年度は沖縄本島地区ですので、どういう形での被

害想定をつくるかはこれからですが、やはり米軍の

参加は引き続きお願いしていこうと思っております。

○具志孝助委員 要するに、基地問題に対する対応

が防災訓練に影響することはない。それは防災とし

て必要に応じて自衛隊であれ、米軍であれ協力する

という姿勢で臨むということでよろしいのですね。

○町田優知事公室長 今までと変わりなくお願いす

ると思います。

○具志孝助委員 それから、防災監の任用について、

かねてより自衛隊から本土の全国各都道府県、ある

いは全ての市町村において自衛官、あるいは自衛官

ＯＢを防災に協力してもらうために防災監としてそ

れぞれの市町村に職員として配置しているそうです。

これは全国です。それは承知していますか。

○池田竹州防災危機管理課長 自衛官ＯＢを含めま

して、47都道府県、県と市町村合わせて配置されて

いないのは沖縄県だけと聞いております。

○具志孝助委員 沖縄県はどうされるつもりですか、

その予定はないのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 今後、引き続き庁内

での調整も含めて検討していきたいと思います。

○具志孝助委員 どのようなことですか。

○池田竹州防災危機管理課長 私どもは、自衛隊と

の関係でいきますと、日ごろから急患搬送でござい

ますとか不発弾処理などで非常に密接な連携をとっ

てございます。例えば九州地区の防災担当者の会議

などで意見交換をしますと、自衛隊とふだんどのよ

うに連携したらいいかわからないところもあって、

自衛隊の方が県庁なり市町村に入っているというよ

うなケースもあると聞いてございます。ただ、実際

の連携を深めていく上では、自衛隊出身者の方の力

は非常に大きなものと考えておりますので、引き続

きどういう形での協力ができるのか検討していけれ

ばと思っております。

○具志孝助委員 防災監という職名は別として、自

衛隊の協力を求めていく。沖縄県だけ例外とせず、

全国並みに自衛官、あるいは自衛官ＯＢも含めての

協力、職員として配置をしていくことを検討してい

るわけですね。

○池田竹州防災危機管理課長 どういう形での配置、

協力ができるかについて、もう少し内部でも議論を

踏まえて対応を検討させていただければと思います。

○具志孝助委員 配置を検討していることは確かで

すね。

○町田優知事公室長 そういう要望があることは確

かでして、私どもも、その必要性があるのかないの

か、その辺は全国の状況もしっかり調査して回答し

たいと思います。

（休憩中に、具志委員から知事公室長の答弁

内容に対し注意喚起する旨の発言があっ

た。）

○具志孝助委員 全国47都道府県、そして全国の市

町村において、防災関係において、自衛隊の協力な

くしてあり得ないということで全部配置されている。



沖縄県だけは県がやらないものだから市町村も一切

やっていない。全く沖縄県が特異な存在であるので

す。これをどう考えるか、しっかりと検討してもら

いたい。しかし、今、池田課長からは前向きな答弁

だったと私は思っておりますから、しっかり仕事を

やってもらいたいと思っております。

あと１点お聞きしたいと思っております。旧軍事

業の問題で、かねてから関心を持っていた那覇市小

禄地区における旧軍事業の問題はどのような現状

なっているか教えてください。

○運天修基地対策課長 那覇市の旧軍事業ですが、

平成25年度より那覇市の保健センターの複合施設建

設に向けて取り組んでいるところでございまして、

平成26年度は基本計画を行っておりまして、平成27

年度から基本設計の実施に向けて事業を進めること

になっております。

○具志孝助委員 複合施設というのがよくわからな

いのですが、どのような内容の事業ですか。

○運天修基地対策課長 那覇市小禄の金城地区にお

きまして、旧軍飛行場用地問題解決地主会が要望し

ます仮称ともかぜ振興会館と那覇市保健センターが

一体となった複合施設を建設する計画でございます。

○具志孝助委員 もう一方から公民館建設の話が

あって裁判になったと思ったのですが、決着がつい

たのですか。

○運天修基地対策課長 那覇市によりますと、現在、

訴訟につきましては当事者の弁護士の間で準備書面

のやりとりが行われていると聞いております。

○具志孝助委員 裁判の決着がついたかどうかはど

うですか。

○運天修基地対策課長 裁判の決着がついたという

ことは聞いておりません。

○具志孝助委員 そうすると、相互間で我々が真の

地主だという争いをやっている中で、事業がどんど

ん進んでいるという状況にあるのですか。

○運天修基地対策課長 那覇市としましては、訴訟

におきまして地主間の一方の総会決議の無効を訴え

ておりますが、現時点におきまして、その事業を保

留するというような根拠にもないということで、事

業は計画に基づきまして進めていくという考えのよ

うでございます。

（休憩中に、具志委員から係争中の事業推進

に問題ないのか説明するよう発言があっ

た。）

○運天修基地対策課長 先ほども申し上げましたが、

繰り返しになりますが、旧地主の一部の方々が原告

となって、今、那覇市と事業を進めております地主

会の総会決議の無効を求めている状況でございまし

て、那覇市としては、今、事業を進めている旧地主

の皆様方をこの事業を進めていく当事者ということ

で認めておりますので、その状況に基づいて現在も

事業を進めているということです。

○具志孝助委員 今、真の権利者は誰かという裁判

が行われているでしょう。これは決着がついていな

いでしょう。それを那覇市が、一方がそうだと思っ

ているから、作業をここで進めていますというよう

なことであるとしたら、問題があるのではないです

かということです。裁判の決着まで待つべきではな

いかという話なのです。どうなのですか。

○運天修基地対策課長 この特定地域振興事業は、

市町村が主体となって実施しているものでございま

すので、その事業主体である那覇市において適切に

判断されて進めていかれるものと思っております。

○具志孝助委員 私が言うのと少し違うのではない

ですか。真の権利者は誰かという裁判が一方である

のでしょう。これの決着がつかないのに、那覇市が

進めているから、那覇市が責任者だから、これに協

力してやっていますということになっているという

話ですか。

（休憩中に、具志委員から係争中の事業推進

に対する県の責任、考え方を答弁するよう

発言があった。）

○運天修基地対策課長 今、委員がおっしゃったよ

うなことも含めて、那覇市が適切に判断していると

思っております。この裁判の内容については状況を

把握しておりますが、どちらが正当な当事者かとい

うことよりも、総会の決議そのものの争いが今行わ

れていると思っておりまして、その後、どのような

結論に達するか承知していないところでございます。

○具志孝助委員 知事公室長、私は大変重要な問題

を抱えていると思うのですが、今のどうですか。

○町田優知事公室長 結局、事業主体はあくまで那

覇市であって、その那覇市の意向がまず大事ですよ

ということを申し上げているわけです。ただし、委

員のおっしゃっているように、この裁判の行方がこ

の事業に対してどのように影響を与えるかというの

は御懸念も確かにごもっともかと思いますので、そ

の辺はきっちり那覇市に照会したいと思います。

○具志孝助委員 後から當間委員からも発言がある

かと思うのですが、私も、かねてからこの問題は相

談を受けてまいりました。しかし、裁判に発展した

というから、もう司法の場で争っているのだったら、



その決着を見て協力していきましょうということで

今静観をしている立場なのです。ところが、一方で

裁判の決着もつかないうちに事業が進んでいるとい

うことを今聞いて、正直言ってびっくりしているの

ですよ。これは大変ゆゆしき問題だと思っておりま

すので、どうなっているかしっかり調べてください。

○山内末子委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 知事公室長にお願いしたいと思い

ます。県が臨時制限区域内に立入調査を求めていた

ものに対して米軍から拒否の通知があったというけ

さの新聞報道ですが、1996年の日米合同委員会合意

を理由に拒否するということなのですが、この事実

関係と日米合同委員会合意を理由とする米軍側の対

応について、まず知事公室長の見解をいただきたい

と思います。

○町田優知事公室長 事実関係については、確かに

委員がおっしゃるとおり、昨日、外務省から米側が

許可できないという旨の通知が私どもの農林水産部

にあったと聞いております。その詳細については、

私も現在まだ把握していないのですが、この立ち入

りの手続は1996年の日米合同委員会合意事項で定め

られておりまして、その手続にのっとって私どもも

申請したところでございます。

○照屋大河委員 この日米合同委員会の合意につい

ては、軍の運用を妨げない、あるいは部隊防護を危

うくしない、施設区域の運営を妨げない限り申請に

妥当な考慮を払うと規定されていて、それにのっとっ

てやったということですが、この確認事項は米軍基

地を所管する知事公室で今後行っていくのか、ある

いは今言った農林水産部、岩礁破砕に関する手続の

所管である部で対応していくのか、お互い連携をとっ

てやらなければいけないと思うのですが、今後どう

いう対応をされていくのか伺います。

○町田優知事公室長 まさに委員の御指摘のとおり、

農林水産部と私ども知事公室が連携してやっていき

たいと思っております。特にこの手続上の問題、立

ち入りの手続の問題、委員が今読まれた部分、その

ように書いてございますので、それについての取り

扱いなど、私どもも一緒になって対応していきたい

と思います。

○照屋大河委員 特に自治体職員の立入申請につい

ては、妥当な考慮を払うというあり方があるわけで

す。そこについては、この問題も含めて環境に対す

る県民の生命とか財産を守るという立場にあって、

先ほどから議論があるワシントンの駐在員も含めて、

沖縄県の抱える課題として積極的に運用の見直しも

含めて、ここは強い対応が県として求められると思

うのですが、この点についてはいかがですか。

○町田優知事公室長 そもそもこの運用の手続がで

きたのが1996年ということで、その当時から私ども

は日米地位協定の問題点などをたびたび提起してお

ります。その一つとして立ち入りの問題、例えば環

境事故などが起きた場合、文化財に関連しての立ち

入りの際など、あるいは米軍航空機の墜落に伴う環

境問題や現地の調査などの立ち入りがなかなかス

ムーズにできない状況がございましたので、地方自

治体の立入申請に対しては、速やかに入れるように

していただきたいということを私どもから申し入れ

た結果がこの日米合同委員会合意事項なのですが、

今回の事例のように、この合意事項ができた後もな

かなか容易に立ち入れないという状況がございます

ので、その辺は私どもとしても強く改善を求めてい

きたいと思います。

○照屋大河委員 そもそも今回の事例からすれば、

もともと埋め立てを予定する制限区域を拡大した場

所さえ調査できないような事例があって、先ほどか

らあるように、県政の柱とする辺野古に基地の建設

を許さない、基地をつくらせないというものに対し

て、米軍や日本政府に有利な解釈でそれを邪魔する

運用のあり方ではないかと今回の運用については推

察するわけです。そういう意味では、毅然とした県

の対応が改めて求められると思うのですが、知事公

室長の見解を伺いたいと思います。

○町田優知事公室長 今回の立ち入りというのは、

そもそも岩礁破砕の状況がどうなっているのかとい

う調査のための立ち入りでして、極めて公益的な目

的を持っていると思っております。したがいまして、

その意味で今回立ち入れなかったのは非常に残念、

あるいは遺憾であると思っております。

○照屋大河委員 今後の対応が重要だと思いますの

で、これについては遺憾という姿勢を持ちながら、

進む工事に対して県政の柱とする、つくらせないと

いうあらゆる方法を一緒にぜひ今後進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

次に、総務部関係で総務部長に伺います。今年度

の予算ですが、7465億円ということで振興予算の減

額は午前中から言われますが、県税増額により過去

最大になったということであります。この平成27年

度予算のうちに、知事公約を果たすために盛り込ま

れた主な事業について伺います。

○平敷昭人総務部長 公約関連で盛り込まれた事業

ですが、平成27年度予算案は、まず基本的には翁長



知事も沖縄21世紀ビジョンの施策は着実に実施する

ということで、その事業費も計上しております。そ

して、新たな事業としては、アジア経済戦略構想を

策定するための経費でありますとか、ワシントン駐

在員配置関係の事業でありますとか、あと子供貧困

対策として認可外保育施設を利用するひとり親家庭

を支援するための経費などを計上しております。ま

た、継続事業でこども医療費助成の通院対象の年齢

を就学前まで拡大するでありますとか等々の事業を

計上しております。

○照屋大河委員 もちろん、知事選挙後の最初の本

格予算ですので、ワシントン駐在員、先ほど基地問

題全般ということでありましたが、特に選挙の最大

の争点となった普天間基地の問題の解決について、

新たな駐在員の配置という活用をもって実現に頑

張っていただきたい。本会議でもありましたが、中

部地域においては嘉手納基地からの爆音の問題も含

めて、一向に目に見える負担軽減が見られない。自

民党の中川議員からもありましたが、そういう解決

も含めて今言われたような施策の実現を充実させて

いただきたいと思います。

それと、特に待機児童の解消とか少人数学級の拡

大も含めて、子育て世代に対する予算措置―事業の

実施という意味でも、大変県民の期待が大きい今年

度の予算計上だと思いますので、その辺もまた細か

く事業実施に向けた検討も今後も進めながらやって

いただきたいと思います。

午前中から沖縄振興一括交付金の不用と繰り越し

の件です。この件について減額があったものですか

ら、非常に注目して今定例会でも議論されています。

午前中の言葉をかりれば、確かにそれが出ないよう

な国につけ込まれないような対応というのは私から

も求めたいのですが、４年たってきて当初スタート

したときに、１年目は大変混乱しました。事業実施

決定が非常に新年度の間近になったものですから、

特に１年目は不用額なども含めて多くあったと思う

のですが、年々それも解消できてきて、そして税制

がアップするという効果も上がってきている、成果

も上がってきていると思うのです。この沖縄振興一

括交付金、特別交付金の成果について、どのような

把握をされているのかについて伺います。

○平敷昭人総務部長 沖縄振興一括交付金は、全国

に例のないような県なり市町村なりの自由度の高い、

従来の補助金では対応のメニューがなかった分野に、

沖縄県の振興に資する事業であれば基本的に幅広く、

国でも調整もしていますが、県の自主性で事業に取

り組んでいるわけです。離島の振興でありますとか、

離島の移動コストの経費でありますとか、農産物の

不利性解消事業とか、子育て福祉分野、あとは産業

振興、幅広い分野に戦略的に展開できたおかげで、

例えば観光客でありましたら700万人を超えるような

成果が上がっているとか、いろいろな企業の立地等

々も順次進んでいるのではないか。あと、教育分野

でも児童・生徒の学力向上等々、着実に成果として

は上がってきているのではないかと考えております。

○照屋大河委員 今言うような点を強調してもらっ

て、戦後の沖縄県の状況、そして今になっても74％

の基地が集中するという状況も踏まえれば、この制

度が沖縄県の沖縄21世紀ビジョンも含めた他県とは

違う必要とされる事業であるし、しっかりと成果も

上げているという点を強調しながら、先ほどからあ

る不用とか繰り越しという指摘については、それを

乗り越えるような成果をつくっていく、むしろ事業

の熟度を高めていくというような点についても力を

尽くしていただいて、年４回の見直しとか、各市町

村から振り分けるという作業も大切ですが、今年度

は４年目ですか、今後５年目とどんどん時を重ねる

につれて事業の熟度を高めていくという点について

もぜひ議論を深めていってやっていただきたいと思

うのです。各課それぞれあると思うのですが、総務

部長としての見解をまたお願いしたいと思います。

○平敷昭人総務部長 御指摘のとおり、継続してい

る事業に関しましては、これまで実施している事業

の実績等も踏まえて、事業の中にいろいろな細目が

あるのですが、その辺のニーズを踏まえてボリュー

ムも変更するとか、事業によってはいろいろな仕組

みを見直すこともあるかと思います。

ただ、いろいろな議員方から言われるのは、沖縄

県にしかないような制度ですから、これが活用でき

ていないのかと言われることがないように、今まで

なかったような事業に取り組むものがかなり多いで

すので、事業を始める前にかなり検討に検討を重ね

て、熟度を高めた形で取り組むのが一番大事だと思

います。早い段階からいろいろな事業の構想がある

のだったら、それをたたいて中身を検討して入って

いくべきものがあるのではないか。そういう意味で

今後、国、ほかの県からも、こんな使い方かと言わ

れることがないようにしっかり取り組んでまいりた

いと思います。

○照屋大河委員 今、部長からの見解が示されたよ

うに、何か不用が出た、繰り越しが出たということ

が県行政のあり方として言われるところもあるので



すが、むしろ今沖縄県にしかない唯一の制度という

ことで、その成果を今後この振興計画の中盤、終盤

にかけてアピールできるような取り組みも検討して

いただきながら、確かに市町村も含めて、この制度

に対する期待とか、大変ありがたいという声も聞こ

えてきています。そして、先ほど言った自由度が高

いということで、これまでなかった施策も含めて、

事業も含めて展開をしている地域も多く出始めてい

ます。そういう意味では市町村もそれぞれ競わせる

というのですか、いい意味でそれぞれが高めていく

事業で今後もあってほしいと思いますので、期待を

してこれで私の質疑を終わりたいと思います。

○山内末子委員長 髙嶺善伸委員。

○髙嶺善伸委員 まず、知事公室からお願いしたい

と思いますが、ワシントンＤＣの駐在員設置につい

ては先ほどからの質疑で目的とか事業概要は十分理

解できました。私もかえって遅いぐらいだったと思

います。既にもう北京、上海、香港、台湾などには

海外の駐在員を置いているのです。今度、東アジア

から初めてアメリカですが、今まで置かれている海

外の駐在員と今回の駐在員はどういう関係になりま

すか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 これまで行わ

れております北京でありますとか上海といった海外

駐在の担当事務は経済、それから貿易情報の収集及

び提供、県産品の販路拡大等々の経済交流事業に関

するものでございます。今回のワシントン駐在員に

つきましては、沖縄県の基地問題に関連する情報収

集及び情報発信といったことを担当事務として考え

ております。

○髙嶺善伸委員 沖縄県職員の駐在等に関する規程

というのが訓令第８号であります。これによって今

回、東アジア以外にアメリカ・ワシントンＤＣに置

いて、もう１カ所、シンガポールに新年度に置くの

です。このように海外に駐在員を置いて情報収集等

々にいろいろ取り組んでいくというのは、ソフトパ

ワーを発揮しながら沖縄県の役割、今後の発展に期

するという意味では大変いいのではないかと思って

おります。中国あたりは県職員など自治体職員が駐

在することを認めないのです。アメリカはどうでしょ

うか。今回、県職員を２人配置するというので、相

手国の了解を得ないと駐在員の設置はできないと思

うのですが、その辺の見通しはどうでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 米国の了解は

特に必要とは聞いておりません。ですから、ワシン

トンの駐在員を置くこと自体に政府の何らかの許認

可、了解みたいなものが必要とは聞いておりません。

ただ、ワシントンで活動するための活動の透明性を

図るために、さまざまな手続のようなものがあるよ

うですので、そこについてはあちらの弁護士、会計

士等と少し相談をしながら進めていこうと考えてお

ります。

○髙嶺善伸委員 大使館もあるし、外務省もあるこ

とだし、政府とも十分密接な連携をとって、駐在員

設置事業が成果を出すようにぜひ頑張ってもらいた

いと思います。

それから、自衛隊配備計画に関連しますが、南西

諸島の配備計画については県にも説明がないようで、

我々もなかなか知り得ないのです。現在わかる範囲

で平成25年度、平成26年度の予算で、もう配備計画

地を絞り込み、基本構想を策定するところまで成果

が上がるようになっていますが、現状はどうなって

いますか。

○運天修基地対策課長 自衛隊の配備計画等の増強

でございますが、沖縄防衛局によりますと、南西地

域における防空体制、即応体制の充実のために、平

成27年度におきまして那覇基地の戦闘機部隊を２個

飛行隊化することとしております。具体的には、福

岡県の築城基地に所在する304飛行隊を那覇基地に移

動させまして、那覇基地に第９航空団を新編いたし

まして、最終的にはＦ15戦闘機が10機程度ふえまし

て30機程度になる。人員は約300名増加するというこ

とでございます。

（休憩中に、髙嶺委員から南西諸島先島への

配備について答弁するよう発言があった。）

○運天修基地対策課長 南西諸島の警備部隊等の配

備に関するものにつきましては、平成25年度には南

西地域の有人島を対象にしまして、候補地の選定に

向けた基礎調査が行われまして、平成26年度は奄美

群島及び宮古島において現地調査が実施されたとこ

ろでございます。平成26年度の６月には防衛副大臣

が宮古島市長を訪れまして、現地調査について説明

いたしまして協力を求めておりますが、先島諸島へ

の配備の具体的な内容につきましてはまだ決定して

いないということで、引き続き県としましては情報

収集に努めているところでございます。

○髙嶺善伸委員 平成26年度の予算に6000万円組ん

で場所を決め、工事概要、基本構想を決めて概略工

期、鳥瞰図などもでき上がるようになっているのに、

いまだなお県には説明がないのですか。

○運天修基地対策課長 沖縄県内の計画につきまし

てはまだ決まっていない。平成27年度の予算におき



ましては、奄美大島の用地取得費等としまして32億

円計上されているということになっております。

○髙嶺善伸委員 知事公室長、新たな配備計画とな

ると、いろいろな地域の土地利用であるとか経済計

画もありますので、事前に地元に情報を提供して、

丁寧な説明をした上で理解を求めていくという、県

の基本的な姿勢を持っておられるようですので、ぜ

ひ新たに情報を早目に収集して、どういうことをや

ろうとしているのか、住民に早く周知するようにやっ

てくれませんか。

○町田優知事公室長 委員のおっしゃるとおりだと

思います。今のところ、私どもが得ている情報では、

奄美大島については平成27年度に用地取得費などを

計上している。そこはお聞きしているのですが、宮

古島市についてはまだはっきりしていないという説

明ですので、実際にどうなのか、これからどうする

のか、その辺はしっかりと情報収集していきたいと

思います。

○髙嶺善伸委員 与那国島の自衛隊基地のレーダー

はこれまで何度か取り上げてきたのですが、電磁波

による健康への影響の懸念が払拭されていない。そ

れで、これまでの与座岳などのレーダーの電磁波の

強弱についても、民間の測定値によると必ずしも防

衛局の測定した結果だけでは信憑性がない。また、

あるいはこの測定値をどう評価するかという知見も

まだ確立されていないということでいろいろ不安が

あるのです。

そこで提案ですが、測定器１台20万円ぐらいらし

いのです。ぜひ購入して、現在のレーダーもそうだ

が、防衛省にも健康に被害がないというのなら、一

緒に測定して測定データを共有して、これはどうな

のかということを絶えず県民に納得できるように説

明していくことが必要ではないかと思うのです。環

境省もあったり環境部局もあるのですが、知事公室

で音頭をとって測定器の購入による運用を考えてく

れませんか。

○町田優知事公室長 このレーダーの影響、電磁波

の影響は非常に難しい問題でして、私ども知事公室

でも、その辺の知見を有する職員がおりません。た

だ測定すればいいのではなくて、実際にどのように

分析するのか、解析するのかという問題等もござい

ます。県では、環境部もレーダーについては専門の

方がいらっしゃらなくて、専ら国の総務省が電波に

ついては詳しく所管している状況でございますので、

すぐに私どもでレーダーの探知機器を購入して調査

を実施できるかというと、なかなかそういう体制に

はなっておりませんので、まずは設置者である防衛

省で調査をしていただくというのが大事なのかと

思っております。

○髙嶺善伸委員 実際に測定してみたら、与座岳で

も近い住宅などではもう測定器がふっ切れるほどの

強さというのもあるので、人体実験にさらすという

ことではなくて、ぜひ内部で検討してください。

次に、不発弾事業などについてもお聞きしますが、

離島の不発弾処理の流れはどうなりますか。

○池田竹州防災危機管理課長 不発弾処理の流れと

しまして、離島に限らず共通の流れがございます。

まず、発見報告がございますと警察で現場を確認し

て安全対策をとります。その後、陸上自衛隊が必要

に応じて現地で安全化処理―不発弾処理等を行いま

して、爆発の危険性を除去した後に保管庫に搬入し

て、最終処分が終わるまでの間、一時保管すること

になります。その後の最終処分につきましては、防

衛省から委託されています民間業者が年に１回ない

し２回回収しまして、離島の場合は島外へ搬出して

最終処分を実行するという流れになってございます。

○髙嶺善伸委員 石垣市ではこれまで保管庫がな

かったのですが、繰り越した事業でやっと整備でき

るようになったのです。それを活用した例えば石垣

市での不発弾の処理はどういう形になりますか。

○池田竹州防災危機管理課長 処理の流れそのもの

は今までと同一でございます。ただ、現状石垣市で

発見された不発弾につきましては、市の汚水処理場

に一時保管―簡易保管施設をつくりまして置いてい

る状況を、沖縄本島もしくは宮古島市と同じように、

火薬類取締法に基づいたきちんとした施設で保管を

するような形になるかと思います。

○髙嶺善伸委員 具体的な運用は平成27年度、どの

ような状態なのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 当面、今、市の汚水

処理場に保管しているものを新しいところに移動し

て、その後、不発弾を発見して安全化処理が済み次

第、新しくできました保管庫に保管する。そして、

最終処分業者が、時期はまだ明確ではございません

が、県外で最終処分、焼却処分をする形になります

ので、それの回収をするというようなサイクルで回っ

ていく形になります。

○髙嶺善伸委員 次に、東日本大震災から４年、や

はり住民に対する周知、緊急連絡が大切だと思いま

す。これまでのＪアラートによる防災情報はよくわ

かりますが、観光客が多い、家にいない方がいると

いうことで、携帯電話などでいつでも災害情報がわ



かるようにということをずっと提案してきたのです。

防災システムは平成27年度からはどういう状態にな

りますか。

○池田竹州防災危機管理課長 平成26年度まで３カ

年事業としまして、防災情報システム機能強化事業

を行ってまいりました。総予算として２億5000万円

弱の予算で取り組んできたところですが、この機能

強化後、平成27年度からになりますが、今おっしゃっ

たように避難勧告などにつきましては、携帯電話の

メールでございますとかツイッターなどに加えまし

て、国が進めておりますＬアラートというテレビ等

を含めましたラジオ、あるいはインターネットでヤ

フーというサイトがございますが、そこで避難情報

などが瞬時に伝達できるような運用になります。あ

わせまして、県内に滞在する外国人の方にも、ホー

ムページとか登録制メールを用いまして多言語配信

で対応する予定にしております。

そして、多様な情報、手段を活用する上で、今ま

で県庁にしかそういうシステムがなかったのですが、

やはりバックアップが重要ということで、中部合同

庁舎に同じシステムを置きまして万が一に備えるこ

とにしております。こういった形でより情報発信の

迅速性と安全性を高めていきたいと思っております。

○髙嶺善伸委員 防災情報のシステムは大変高度化

されると思います。東西にも1000キロメートルある

わけですので、これはエリア的に情報が違うのです。

これによると、そういうエリア情報はちゃんと市町

村ごとに区分けしてできるのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 これまでも市町村か

らエリアメールという発信手段はございましたが、

この情報システム運用後は、県からもそれぞれのエ

リアに応じた情報発信を行えるようになります。

○髙嶺善伸委員 総務部に移りたいと思います。沖

縄振興予算をどう沖縄振興に生かしていくかという

ことは大事なのですが、今回わかったのは、内閣府

の一括計上と沖縄開発事業費、あるいは沖縄振興予

算、沖縄振興一括交付金、表現がいろいろになって

いるのですが、関連を教えてください。

○渡嘉敷道夫財政課長 まず、沖縄振興予算でござ

いますが、これは内閣府の沖縄担当部局で措置され

る予算でございまして、一般にその全てが沖縄振興

一括交付金と思われている方もいらっしゃいますが、

そうではございませんで、その中には従来からあり

ます地方向けの補助金ですとか、あるいは国道や那

覇空港の整備などの国直轄事業の予算も含まれたも

のが沖縄振興予算と言われるものでございます。具

体的に言いますと、平成27年度の沖縄振興予算は3340

億円でございますが、そのうちの沖縄振興一括交付

金が1618億円でございます。そしてまた、従来から

ある地方向け補助金が530億円、そのほか国直轄分と

して1192億円となっております。

また、県の予算との関係でございますが、県の今

回、平成27年度の一般会計当初予算が7465億円となっ

ておりますが、今申し上げました沖縄振興予算のう

ちから、その中に国庫支出金として1762億円、約23.6

％分が歳入として入っているという関係になります。

○髙嶺善伸委員 安倍総理の閣議での発言など、あ

るいはまた、沖縄振興予算は3000億円程度を確保し

ていくという表現と今度の3340億円の区切っている

分、あと沖縄振興一括交付金なども考えたときに、

国直轄の今の那覇空港の整備費などのようなものが

沖縄振興予算の中に入ってくるかどうか、これはど

のように解釈をしているのですか。

○平敷昭人総務部長 ただいまの那覇空港の滑走路

整備事業費330億円は、国、内閣府の3340億円の振興

予算の中の国直轄事業分という形で含まれているわ

けです。それは県の予算としてではなくて、国の予

算として執行される形になります。

（休憩中に、髙嶺委員から那覇空港等国直轄

予算等を除き3000億円確保するのか確認の

発言があった。）

○渡嘉敷道夫財政課長 従来、3000億円規模の沖縄

振興予算ということで要求しておりますが、那覇空

港関連予算につきましては、それとは別枠で必要経

費をお願いしているところでございます。

○髙嶺善伸委員 このあたりをしっかりしながら、

沖縄振興の所要額についての予算確保ができるよう

に頑張ってください。特にソフト事業が今回離島振

興を含めて、市町村を含めて沖縄振興に果たした役

割は大きいのです。そういう意味では、繰り越し、

不用額については平成26年度予算をしっかり管理し

て、新たな予算要求では沖縄振興一括交付金につい

て増額も含めてしっかり取り組むようにお願いをし

たいのですが、どうですか。

○平敷昭人総務部長 先ほど来、執行の問題、繰り

越し、不用の話を御指摘されていますが、そういう

ものが減額の理由にならないように不用額、繰り越

しの圧縮に向けていろいろな取り組みをやってまい

りたいと考えております。具体的には、細々な話に

なりますが、継続した事業に関しては事業の評価を

やって、さらに中身を少し変えてみるとか、早期着

手できるように交付決定前の準備行為をやるとか、



あと民間のコンサルタントを活用した用地取得業務

の促進ということも含めて執行率の向上に取り組ん

でまいりたいと思います。

○髙嶺善伸委員 平成27年度当初予算（案）説明資

料の18ページにある宮古・八重山事務所費について

お聞きしますが、以前は部長クラスを中心とした地

域完結型の総合調整機能を持った支庁長というのが

あったのです。当時の組織及び事業内容と出先の合

同事務所になった現在の事務所及びそのほかの出先

の現状はどうなっているのですか。

○石垣永浩行政管理課長 以前の宮古地域及び八重

山地域における支庁の役割としましては、総合調整

機能という役割でやってまいりました。また、平成20

年に検討しまして支庁を廃止し、平成21年度から現

行の体制にしております。ここで宮古・八重山各事

務所でやっておりますが、そこの事務所としまして

は、所管区域内の出先機関の連絡調整、また地域開

発の調整の推進、そして県税業務をしております。

また、以前、支庁の中にございました現在の農業振

興センター、あと土木事務所、福祉保健事務所とい

うような役割分担で各事務所に再編しているところ

です。

○髙嶺善伸委員 事務所長は部長クラスがおって、

各部局の出先なものですから、所長を通さずに皆本

庁にまた行って、本庁の決裁を受けてから事務執行

するというような形になっているのです。それより

は同じ部長クラスを置くのであれば、以前のように

横断的な総合調整機能を持った組織にして、できた

ら地域完結型にしていくのがいいのではないか。私

は鹿児島県に行ってみて先進的だという気がしたの

です。そういう意味では、以前の組織のよさも勘案

しながら、組織のあり方、特に離島に政策が反映し

やすいような組織の見直しなどについて検討する考

えはないですか。

○平敷昭人総務部長 以前、支庁を事務所にした経

緯がありますが、それは例えば平成12年に地方分権

一括法等が施行されまして、住民に一番近い自治体

である市町村がまず宮古・八重山でも主体になって、

県は補完的な役割を担うことになるという基本的な

考え方もありました。あと、組織のスリム化で実際

に行っている業務は、例えば土地改良事業だったり、

そういう事業は本庁の各課と指揮系統を、実際予算

の配分もつながっているものですから、その辺を一

元化したほうが迅速性とか業務執行の専門性を図る

上でもいいのではないかという観点から現在のよう

な形になっているわけです。宮古・八重山圏域にお

ける組織体制につきましては、離島振興の重要施策

が迅速かつ効率的に取り組めるように体制の整備に

今後努めてまいりたい。今時点で従来の支庁体制に

というのはすぐ考えてはいないのですが、今後は離

島振興が迅速かつ効率的に取り組めるような形の体

制に努めてまいりたいと考えております。

○髙嶺善伸委員 いずれにしても、経緯もあります

が、どういう県政のあり方がいいのかということで

の離島振興を特化したときの組織のあり方について

は、ぜひ引き続き検討してもらいたいと思います。

最後に、公安委員会にもお聞きしますが、議会も

飲酒運転根絶条例をつくりました。その後、条例の

効果がどうかといつも心配していますが、今、特に

朝方の二日酔い、寝た後に残っているか残っていな

いかということでの飲酒運転事例が多いやに聞いて

おるのです。今、県内の飲酒運転の状況はどうでしょ

うか。

○當山達也交通部長 それでは、二日酔い運転の実

態について御説明をします。一般的には、二日酔い

といいますと、前の晩に飲んだお酒が抜けない状態

で運転をしているということになろうかと思います

が、どれくらい時間があいていれば二日酔いかとい

う定義がなかなか難しいところでございますので、

県警では統計の便宜上、午前６時から午前10時の間

に検挙または事故が発生した飲酒運転を二日酔い運

転と呼んでいるところでございます。

その実態としまして、去年１年間で飲酒運転で発

生しました人身事故が117件ございましたが、二日酔

い運転で30件、全体の25.6％、４件に１件が二日酔

い運転による事故でございました。そして、検挙で

ございますが、昨年１年間で飲酒運転の総検挙件数

が1313件ございました。うち二日酔い運転が311件で、

こちらも全体の23.7％という状況でございます。

○髙嶺善伸委員 私も経験があるのだが、ゆうべ飲

んだがきっちり寝てシャワーも入っているから大丈

夫かと迷うときに、最寄りの交番とか警察官にどう

だろうかと相談を持ちかけて、アルコールチェッカー

などで大丈夫だよと言ってくれたらいいと思ってい

るのですが、そういう相談事案に応じたらどうです

か。私が前に言ったら、そういうのは交番の仕事で

はありません、自分でアルコールチェッカーを買い

なさいと言われたのですが、これぐらいなら消耗品

で買えるのです。全警察官に持たせて相談事案に乗っ

てあげて、事前にそういう機会がないようにやった

らどうですか。

○當山達也交通部長 委員御指摘のアルコールチ



ェッカーはアルコールセンサーと呼ばれているもの

が市販されておりますが、県警としましては過去年

間100個から200個消耗品として購入配置をしており

ます。ただ、現在のところは車両検問だとか職務質

問などの捜査を目的とした予備検査に使用するとい

うことで購入配置をしております。御指摘のように、

交番、パトカーの警察官が約800人おりますが、交番

ですと70カ所、駐在所で80カ所、全部で150カ所程度

ですので、そちらで配置ができればというのは今後

検討していきたいと思います。

といいますのは、交番では地域の老人会、自治会

に出かけていきまして、交通安全の講話だとか事故

の恐ろしさといったものをお話ししておりますので、

その中でアルコールチェッカーの使用方法といった

ものも説明ができれば、さらに飲酒運転根絶に向け

た啓発になろうかと思いますので、今後その必要性

なども含めて検討をしていきたいと考えております。

○山内末子委員長 玉城義和委員。

○玉城義和委員 知事公室長、岩礁破砕に絡んで調

査のための立ち入りを要請しているわけですが、米

軍が断ってきたということがあって、運用上の理由

ということで断っているわけです。その海域はもと

もと船なども自由に航行していたわけですが、勝手

に立入禁止を区切って、毎日そこで米軍が訓練をし

ているわけでも何でもないので、私は、日米地位協

定上からすると、２週間前か、運用を妨げないとい

うような条件があれば当然入れると思っていたので

すが、これは運用を妨げるということで不許可とい

うことです。日米地位協定上も含めて、県としては

どういう見解を持っていますか。

○町田優知事公室長 今回、立ち入れなかったこと、

調査ができなかったことについては大変残念、遺憾

に思っております。委員の御指摘のとおり、この問

題の根底には日米地位協定の問題もございます。た

だ、日米地位協定の話は当然ながら、あらゆる機会

を通してその見直しは求めているところでございま

すが、それは一朝一夕に解決する問題ではございま

せんので、まずは辺野古の問題に対してこれからど

う対応していくのか、その辺を当面我々として考え

ていかなければならないと思っております。

○玉城義和委員 日米地位協定の解釈というか、適

用にしても、私は極めて恣意的というか、米軍の御

都合主義という感じを強く持っております。そうい

う意味では、当然これは妥当な考慮を払うというこ

とも、これまでの取り決めで日米合同委員会で出て

きているわけで、非常に政治的という感じを強く持

つわけです。県として、これを受けてどういう対応

をなさるか、もう２週間近くたっているわけですか

ら、次に進むべき時期とも思いますが、いかがです

か。

○町田優知事公室長 私どもとしては、従来申し上

げているのは、第三者委員会の検証結果を踏まえて

取り消しまたは撤回を検討するということを再三申

し上げている次第でございます。ただ、今後とも行

政事務を進める中でさまざまな方策、あらゆる方策

を検討していきたいという方針は変わっておりませ

ん。

○玉城義和委員 米軍が県の立ち入りさえ認めない

わけですから、区域外ではちゃんと実施をされてい

るわけで、知事も言っていたわけですが、その次の

段階として許可についての言及が当然あろうかと思

うわけです。その辺、いかがですか。

○町田優知事公室長 まずは、きのう米側あるいは

外務省から許可できないという趣旨の御返事があり

ましたので、その理由等について詳細な照会を農林

水産部で外務省に対してやっております。その他の

手続につきましては、今後、知事公約にのってどこ

までできるのか、どのようなことができるのか、そ

の辺は連絡調整会議もございますので、その中でい

ろいろな議論をしていきたいと思っております。

○玉城義和委員 最小限の県の要請といいますか、

要求が運用にかかわるということで断られているわ

けですから、ここはやはり基本的に毅然として対応

する時期だと思いますので、これ以上は申し上げま

せんが、ひとつぜひ早急に対応していただきたいと

思っています。

それから、これは直接余り関係がないのですが、

例の承諾書の留意事項にもあるわけです。環境監視

等委員会の東先生が辞意を表明されたとあります。

これは、この承認の留意事項の大きな条件の一つに

なっておりまして、極めてゆゆしき事態が起こって

いると私は思います。つまり、環境監視等委員会が

きれいに機能していないということを内外に表明し

たようなものだと思いますので、これについて県と

しての考え方はいかがですか。

○町田優知事公室長 直接は土木建築部の所管にな

りますので、なかなか申し上げにくいのですが、そ

もそも私どもは環境監視等委員会の運用とか、以前

に辺野古には新基地はつくらせませんということを

公約にしておりますので、その対応方針に基づいて

これからもやっていくということでございます。

○玉城義和委員 そのとおりですが、前県政の承認



のときに行った留意事項さえも結局崩れてきたとい

うことを言っているわけです。そういう意味では、

これは非常にゆゆしき事態ですので、その先生から

も事情を聞きたいと思っております。

それでは次に行きますが、ワシントンに駐在員を

置く、私は前から、稲嶺知事のときから、そういう

ことをずっと申し上げておりました。沖縄県知事が

何度も何度も訪米をしますが、残念ながら極めてそ

の場その場の情勢で行っていて蓄積ができていない

のです。これはどうしてかというと、人脈も含めて、

情報も含めてずっと持続的にアメリカ側との関連を

つくっていって、その上に立って訪米をするという

積み重ねがないから、時々の情勢に揺さぶられてい

くということだと思うのです。

そういう意味では、今度は人も得て、内外の事情

も非常に詳しいし、保革問わず政治家との人脈も非

常にあるし、米国の高官との関連も非常につくられ

ている駐在員だと思います。そういう意味で、まさ

に人を得ていると思いますが、虎穴に入らずんば虎

子を得ずという言葉もありますが、そういう意味で

は非常に的確なところがあるだろうと思います。既

に訪米もしていろいろなところとも接触をしている

ようですし、心配をされていた外務省との関係も非

常に滑り出し良好と聞いております。そういう意味

では非常に期待をいたしますが、主にどういうこと

をしていただくか、かいつまんで言っていただきた

いと思います。

○町田優知事公室長 参与として先日任命いたしま

して、既に一度訪米をしていただいております。委

員の御指摘のとおり、現地でいろいろな人脈をつく

る、いろいろなところにアクセスできるような道筋

をつけるというのは非常に大事なポイントだと思っ

ておりますので、その向きで活動してもらうように

していきたいと思っております。

○玉城義和委員 新聞記事で情報をとるということ

ではどうしてもだめなので、深く入り込まないこと

には本当の意味での情報はとれませんし、そういう

意味では私は、ことしはこれで予算もいいのですが、

やはりもう少し実質的に意味を増すためには、やは

りロビーストといいますか、きちんとした関係をつ

くっていくことがどうしても不可欠だろうと思うの

です。そういう意味では、来年あたりからの展望は、

そういうことも含めて少し予算措置もして、重要な

局面だし、重要なルートですので、ぜひそこは予算

も充ててやっていただきたいと思うのですが、いか

がですか。

○町田優知事公室長 ロビースト、しかもある程度

影響力のある方にお願いするためには、多分委員も

御存じかと思いますが、かなりの金額がかかります

ので、その辺は隣に総務部長がいらっしゃるのでな

かなか申し上げにくいのですが、できる限りのこと

をしていきたいと思っております。

○玉城義和委員 せっかく配置をしたわけですから、

ここは実質的な意味があるようにやってほしいと思

います。同時に、もう一つこの前も本会議で少し申

し上げたのですが、去る大戦で沖縄の文物が逸散し

ているわけです。それがアメリカには相当あると聞

いていて、ボストン美術館だとかスミソニアン博物

館だとかメトロポリタン美術館だとかワシントンの

ナショナルアーカイブスに琉球王朝の時代の文物が

相当にあるということがありまして、かつて領事館

にいたある女性がリストもちゃんと持っていて、こ

の文物はどこにあるということも全部確定されてい

るわけです。だから、今度開いたワシントンの駐在

員の任務にも、それも与えていただいて、ぜひとも

きちんとした所在を確認して、買い戻せるというか、

取り戻せるものは取り戻して我がほうに持ってくる。

そうでなければ、里帰りもさせて、沖縄県の文物の

里帰り展でも開く任務も与えていただいたらどうか

と思うのですが、いかがかですか。

○町田優知事公室長 当面は、どうしても県政の重

要課題であります米軍基地問題に全力を投入してい

ただこうかと考えておりますが、ある程度余裕がで

きた時点においては、委員の御指摘のような文化交

流の面でも働いていただくことができればと考えて

おります。

○玉城義和委員 あした、企画部の皆さんにバスレー

ンのことを聞きますが、復帰後、沖縄県の車は、こ

の間で当時10万台だったものが100万台になっている

のです。10倍になっていまして、混雑度も、浦添市

の一番混むところの調査だと、10年前と比べると約

３倍になっているのです。混雑度が3.19倍です。3.

何倍というのは、要するに１が順調に走っている、

３というのは３倍いるということです。

その中で私は前から言っているのですが、２月２

日からあえてバスレーンを延長しているわけです。

それで５時半から７時までは物すごく混んでいるわ

けです。この前、私がここから、宜野湾市の大山ま

で１時間半かかっているのです。名護まで３時間か

かっているわけです。左側はがらがらにあかして、

右側の２つはぎゅうぎゅうです。少し言い過ぎかも

しれませんが、こういうものは天下の愚策です。実



際に左側に移れないわけですから、右側は混ませて

左側はあかす。朝30分ほど切り上げただけで、大山

から非常にすいすいなのです。

そういう意味では、あした企画部に聞きますが、

このように実際に客が移動しない中でレーンを延長

することについて、県警として率直に言ってどうい

う御感想を持ちますか、どういう考えで臨んでいま

すか。

○當山達也交通部長 ただいま委員御指摘のバス

レーンの延長につきましては、県の公共交通活性化

推進協議会で決定されたものでございます。県警の

立場としましては、交通に関しましては交通の安全

と円滑というのが大きな目的でございまして、それ

を確保するために交通渋滞の緩和という手段を講じ

ていくという立場でこれまでは臨んできたものでご

ざいます。その事例として、昨年、バスレーンの時

間の短縮だとか、さらに路線の見直しといったもの

もやってきたところでございますが、今回の協議会

の決定としましては、従来の途切れていた区間をつ

なげて、さらに夕方につきましては牧港まで延長と

いうような決定でございました。その決定する過程

の中で、協議会で示されたのが県民の６割が延長に

賛成をしているという意見があるということでござ

いましたので、県警としましては全体の決定に従う

という形で、この対策に関与しているところでござ

います。

ただ、委員御指摘のように、現在あるものを延長

するわけですから、渋滞の悪化が懸念されるところ

でございます。さらに、その渋滞を避けるために生

活道路へ流入する車がふえるということも懸念され

ますので、県警としましては１年程度の検証期間を

置きまして、その実態を見ながら、今後の見直しを

含めて対策を講じていきたいという立場でおります。

○玉城義和委員 県警としては不満ではあるが従っ

たということですか。

（休憩中に、交通部長から補足説明があった。）

○玉城義和委員 私は当然だと思うのです。非常に

率直な意見です。交通混雑をなくそうというのが県

警の立場です。見てください。私もいつも下から帰っ

ていますけれども、５時半から７時までだったので

す。７時にみんなぱっと出てくるのです。そうする

と、７時からまた混むのです。だから、こういうこ

とをあえてなぜやるのかということです。県民は６

割が賛成ではないです。みんな歯を食いしばって我

慢しているのです。そういうことをやってはいけま

せん。だから、県警が頑張って早目に撤回してくだ

さい。県警の非常にいい答弁を聞きましたので、心

強い限りでございます。

○山内末子委員長 田勝廣委員。

○ 田勝廣委員 先ほどの立ち入りの件ですが、何

月何日に申し入れて、きのう返事が来たということ

から、２週間ぐらいですか。

○町田優知事公室長 申し入れたのは農林水産部で

やっているものですから、正確な日にちがわからな

いのです。

（休憩中に、 田委員から確認するよう発言

があった。）

○町田優知事公室長 ２月26日と聞いております。

○ 田勝廣委員 ２週間で返事が来る、２週間で申

し込んでください。その前は１カ月だったのです。

それで２週間になって、いわゆる立入調査ができる。

運用の妨げというのは、今どういう形で運用の妨げ

というのか聞いていますか。

○町田優知事公室長 その辺も農林水産部から外務

省日米地位協定室を通じて米軍に対して照会してい

るところでございます。

○ 田勝廣委員 これまで県が立入調査について別

件で申し入れたことはありますか。

○町田優知事公室長 いろいろな形で環境関係、あ

るいは事件・事故の絡みで立ち入りを申請したこと

がございます。

○ 田勝廣委員 このときも大体今のような状況で

立ち入りが認められる、認められない、では日程調

整をしましょうという話はなかったですか。

○町田優知事公室長 いろいろな形でその時々、い

ろいろな調整をしております。

（休憩中に、 田委員から事前調整の有無を

含め答弁するよう発言があった。）

○町田優知事公室長 今回の場合はかなり急を要し

た案件ですので、その辺の調整をするいとまはなかっ

たのかと思っております。

○ 田勝廣委員 そう言ってはおしまいです。２週

間と決められているわけだから、２週間が調整期間

です。急とか、あるとか、これは関係ない。申し入

れて返事をつくるというのが２週間と決められてい

るわけです。前は１カ月だったので、遅過ぎるので

だめだ。火事が起きて、事件が起きて、立入調査が

できないから、１カ月だったらそのものがなくなっ

てしまう可能性があるから、それで２週間になった

わけです。だから、その辺はきちんとしておかない

と、ただ、はい、そうですか、運用の妨げになりま

すからというだけでは納得できないです。運用の妨



げというと、毎日そうなのかということで、そこの

ところをよく調査して今後やってみてください。

○町田優知事公室長 先ほども申し上げたように、

理由でありますとか、なぜそうなったのか、その辺

は今回も照会しているところでございます。

○ 田勝廣委員 照会では済まないと思うのです。

外務省でも防衛局でも直接行く必要があると思いま

す。担当の辺野古の司令官にも会いたいと。そうし

ないと、このことは前に進まないです。文書で照会

ではどうにもならないです。それぐらいの気迫を持っ

て交渉しないと、この問題は絶対前に進みません。

気迫です。どうですか。こういうものは気迫がない

とだめです。

○町田優知事公室長 今回は外務省の日米地位協定

室、東京のほうが窓口でしたので、その辺はしっか

り東京のほうに聞いてみたいと思います。

○ 田勝廣委員 だからだめなのです。逆に言って、

なぜ東京なのか、その理由は何ですか。

○町田優知事公室長 今回の立入許可手続は、現地

司令官ではなくて東京の外務省の日米地位協定室を

窓口として在日米軍が判断した結果ですので、そち

らに聞きに行くということでございます。

○ 田勝廣委員 極めて政治的ですね。今までは基

地司令官であるとか外務省で判断したわけです。外

務省の日米地位協定室が窓口になって在日米軍と交

渉すること自体がおかしい話です。本当です。これ

はいいでしょう。そういうところを踏まえて気迫と

いうか、ガチミカスぐらいの迫力を持って交渉しな

いと絶対これは当たらない。それはお願いします。

今度は総務部長に質疑します。私は、一般質問で

沖縄県で防衛省関係の予算が占める金額を提示する

ようにと再質問でもやりましたが、この辺、沖縄県

の予算の中で防衛省が占める補助金とか、もう一回

提示してくれませんか。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成24年度から平成26年度

までの間の防衛省予算、県に歳入された額でござい

ますが、平成24年度が17億6500万円、平成25年度が16

億300万円、平成26年度が14億6900万円でございます。

その県の当初予算に占める割合ですが、平成24年度

が0.3％、平成25年度が0.2％、平成26年度が0.2％で

ございます。

○ 田勝廣委員 その内訳はわかりますか。

○渡嘉敷道夫財政課長 平成26年度で申しますと、

防衛省予算を大きく３つに分けますと、１つ目が国

庫支出金、それから財産収入、諸収入等と分けられ

ますが、まず国庫支出金が８億1400万円、財産収入

が５億4500万円、諸収入が１億900万円でございます。

○ 田勝廣委員 ８億円の内訳をお願いします。

○渡嘉敷道夫財政課長 国庫支出金８億円の内訳で

すが、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法

律第３条に基づく補助金が６億4500万円、防音事業

関連維持補助金が１億6600万円、国からの委託金が

約200万円でございます。

○ 田勝廣委員 そうすると、８億円が基本的には

県予算に占める防衛省の割合となりますね。そのう

ち、逆に言って防音工事が１億円以上あるわけだか

ら、防音工事はやらないといけない事業だから、要

するに基本的に６億円少ししかないわけです。そう

いうことで理解していいですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 第３条予算のうち、県立学

校の防音対策工事が６億4500万円でございます。

○ 田勝廣委員 そうすると、限りなくゼロに近い。

というのは、防音工事は当たり前の工事、騒音があっ

て爆音があって学校のクーラー、これはごくごく自

然です。どこでもやる事業です。防衛省予算が沖縄

県の中には一つも入っていないということになるわ

けです。

（休憩中に、 田委員から防音工事は当然の

事業であり維持補助金含めカウントしない

旨の確認の発言があった。）

○ 田勝廣委員 大体わかりました。皆さんもよく

理解しておいてもらいたいのは、防衛省関係の予算

はほとんど入っていないということです。防音工事

とか防音工事の電気料は爆音とか騒音に対しての補

助金であるわけです。爆音を出す側が防音工事をす

るのは当たり前です。例えば嘉手納だとか、那覇も

石川の一部の場所も全部防音工事がやられているわ

けです。これはごく自然なことです。だから、約８

億円入っているが、これは防衛省予算としては入っ

ていないに等しい。そうすると、私が一般質問で言っ

たのは、今度は歳出の側、出す側、基地対策があり、

それから知事公室があり、要するに基地と関連する

職員たちがたくさんいる。その歳出面を今度は少し

考えてください。歳入は限りなくゼロに近いから、

今度は歳出側、これは部長の決意だけでいいです。

○平敷昭人総務部長 本会議でもありましたように、

基地が存在することに伴う財政支出が考えられると

いうことで、例えば基地対策課とか、はっきりする

ものもありますが、基地があろうがなかろうが知事

は１人いるわけですが、３割方は基地関係に忙殺さ

れているのです。かといって、その分、３割が基地

の経費だとは言いにくいところがあるのですが、基



地が所在することに伴う経費は数値化がなかなか難

しいものもございます。例えば米軍車両が通ると道

路が早目に傷むのではないかとか、あとは事件・事

故があって、それに対する警察の対応がより多くな

るのではないかとか、事件・事故の対応であったり、

流域下水道の管経を余計大きくしないといけないの

ではないかというものがあるのですが、その数字を

どうやって捉えるかが困難なところで、今、数字が

なかなか出し切れていないところはございます。

○ 田勝廣委員 そうだとしたらどうするのですか。

○平敷昭人総務部長 その辺の財政需要がどの程度

あるかというのは検討してみたいと思います。

○ 田勝廣委員 これは財政指数だから、目に見え

るものと目に見ないものがあります。例えば推定と

か予測でいいわけです。例えば知事の３分の１の給

料は幾らとか、交通安全で米軍の事件・事故が発生

して対応できるか、これは出せないのだから割って

しまって推定でいいわけです。基本的に歳出で出る

部分についてははっきりわかります。基地対策課の

従業員が何名でどうのこうのというのはできるので、

そこは出してください。歳出で目に見えるもの。

○平敷昭人総務部長 研究してみたいと思います。

○ 田勝廣委員 もう一つ、県の財政の中で繰り越

しが多い。例えば先ほど髙嶺委員との議論で沖縄振

興予算は3340億円、そのうち1700億円が沖縄振興一

括交付金で県の歳入に入る。その後の3300億円のう

ちの1700億円はどのように使われているのか。

○渡嘉敷道夫財政課長 先ほども申し上げましたが、

3340億円の沖縄振興予算のうち、県に来る分と国の

直轄で使う分、それから県を経由せずに市町村等に

そのまま行く補助金もございます。国直轄事業で言

いますと、沖縄県のものですと那覇空港ですとか、

あるいは国道、西海岸道路とかＯＩＳＴへの補助金

等がございます。

○ 田勝廣委員 その中身、例えば今の那覇空港は

幾らですよ、市町村に対する補助金は幾らですよ、

直轄道路の補助金は幾らですという1700億円の中身

を言ってください。

（休憩中に、渡嘉敷課長から直轄事業の資料

は持っていない旨の答弁があった。）

○ 田勝廣委員 そういうことを分析すると何が問

題なのか見えてくるわけです。

もう一つは、繰り越しというと北部振興もそうだ

し、沖縄振興一括交付金もそうですが、決定する時

期がいつか。北部振興と繰越金の決定する時期はい

つごろですか、皆さんはわからないですか。

要するに、繰り越しが多いのはなぜかというと、

政策的にもあるわけです。８月、９月に予算が決定

されて、半年しかないから執行するのはなかなかで

きないわけです。それはわかるでしょう。

○平敷昭人総務部長 特にソフト交付金で新規の事

業に関しては、４月の交付決定というのは難しいよ

うです。最近、なるべく早く決定していただくよう

になっていまして、５月ごろには新規もなるべくは

決定いただいている。ただ、継続の分は４月から着

手できるように調整はさせてもらっています。

○ 田勝廣委員 だから、そういうものも原因があ

るので、例えば北部振興だと８月、９月に大体やる

ので、そういう繰り越しが多いだけでは話にならな

いわけです。それは政府にもある意味では責任があ

るわけだから、こちらももちろんあるが、その辺の

仕組み的なことも、ある意味では改善すべきところ

は改善したほうがいいと思います。

次に、レンタカーの課税について今までの経過を

説明してください。

○平敷昭人総務部長 レンタカーに関しましては、

新たな法定外の目的税を検討している中で、入域税、

レンタカー税、宿泊税の３つの方法のいろいろな検

討を行いました。租税法でありましたり、財政、観

光の専門家等に加えて、関係業界の意見も聴取して

いろいろ検討を進めてきたところでございます。こ

れを踏まえまして、３つのうち、入域税に関しまし

ては県内の３村で既に導入済みの部分、環境協力税

という形で離島の伊平屋村、伊是名村とか既に導入

しているところがありまして、それとの二重課税に

当たる懸念があるということがございました。また、

御質疑のレンタカー税は、見込まれる税収に対して

徴税コストがかさむのではないかという課題がある

ということもありまして、新たな税目としては宿泊

税が適当ではないかということになったところでご

ざいます。

ただ、税の導入に関しましては、観光業界に与え

る影響を十分に考慮して判断する必要があるという

検討結果をまとめております。県としましては、そ

ういう検討結果でありますとか、消費税が引き上げ

られたということなど、社会経済情勢でありますと

か観光関連産業への影響などを総合的に考慮すると、

現時点では法定外目的税の導入は厳しいということ

で考えているところでございます。

○ 田勝廣委員 レンタカーの数は大体どのぐらい

ですか。ついでにタクシーの数も。

○佐次田薫税務課長 平成25年度の数字でございま



すが、タクシーの事業者数が1619業者、車両数にし

て5093台、レンタカーが449業者、車両数が２万4244

台となっております。

○ 田勝廣委員 そうすると、タクシーの５倍です

ね。私はレンタカー業者の雇用数は何名ですかと聞

いたのですが、わかりますか。

（休憩中に、佐次田課長から雇用数は把握し

ていない旨の発言があった。）

○ 田勝廣委員 徴税が徴収より上回るというのは

どういう意味ですか。

○佐次田薫税務課長 レンタカー税の検討について

は、財政需要額を算出する際に各部局から事業を集

めております。それを見た場合、徴税経費としては

約4000万円、あとレンタカーの税収で賄う分という

ことで事業に充てる分が4000万円ということで、合

わせて8000万円ということで税収額を出しておりま

す。

○ 田勝廣委員 4000万円という税収の額の設定の

仕方に問題があるのではないですか。

○佐次田薫税務課長 １台当たり税率としては20円

ということで計算しております。

○ 田勝廣委員 問題は１台20円という税収の額の

決定の仕方がおかしい。この20円はどこから持って

きたのですか。

○佐次田薫税務課長 法定外目的税を算定する際に

は、特定の費用に充てられることということで各部

局から事業を集めております。１億6000万円余りの

当初事業があったのですが、専門家委員会の中で、

その中で例えば国庫が入っている事業については税

を充てるのはおかしいのではないかということで、

一般財源と県債の部分だけ集めた場合に徴収する割

合が4000万円になった。それから割り戻していきま

すと、１台当たり20円ということになっております。

○ 田勝廣委員 だから、もう少し設定の仕方を考

えてください。事業をやって、事業計画をもう少し

大きくするべきではないですか。法定外目的税の意

味は私もわかりますが、そのようにしなければ、税

を取りたいのか取りたくないのか、皆さんの報告、

例えば新たな自主財源の確保、法定外税、新税の創

設をしたいと皆さんの方針に書かれているわけです。

だから、そういう意味で、この税収を本当に取りた

いのか取りたくないのか、これもまさにやる気の問

題です。

○平敷昭人総務部長 法定外目的税を創設する際に

は、例えばレンタカーの利用者から取る場合は、目

的税の性格からしてレンタカーに関する施策を現状

だけではなくて充実するという範囲内で行政需要は

捉えます。ところが、レンタカー以外にバスの利用、

観光バスもそうですし、あとはタクシーもあります。

そこの利用者にも還元される分を何でレンターだけ

から取るかといういろいろな議論もございまして、

どこまで充てるかというのが負担と受益の関係でい

ろいろな専門家の皆さんの議論があったようです。

そういうことで、こちらとしては今ある現状維持

のための目的税導入ではなくて、財源の置きかえで

はなくて、充実させるための法定外目的税、例えば

観光の振興でも、そういうことで取り組みたいとい

うことはあるのですが、レンタカーの利用者だけに

課税することでほかの一般県民であったり、バスと

か、その辺も充実させることについてはいろいろ議

論があったということです。検討している過程でレ

ンターのみの限定した需要はこのようなものがある

のか、例えば宿泊だったらこういうものがあるかと

理論的に考えてみたら、今検討した結果になったと

いうことで、目的税の導入の検討も諦めたというよ

りは引き続き検討してまいりたいと考えております。

ただ、問題は法定外目的税という性質でいくと一定

の制約があるのかというところがあります。

○山内末子委員長 休憩いたします。

午後３時33分休憩

午後３時55分再開

○山内末子委員長 再開いたします。

渡久地修委員。

○渡久地修委員 本会議でも聞きましたが、平成27

年度一般会計予算7464億円を執行していく上で、憲

法第92条及び地方自治法でうたわれている地方自治

の本旨に基づいて行政運営を執行していくことが大

事と思いますが、どうでしょうか。

○平敷昭人総務部長 予算の執行という意味では、

これは沖縄県が自由度の高い交付金も活用しながら、

沖縄県としての沖縄21世紀ビジョンで掲げる将来像

を目指して事業を執行していく意味で、沖縄県の自

主的な予算として執行していくということになると

思います。

○渡久地修委員 地方自治の本旨ということはどう

いう認識ですか、教えてください。

○平敷昭人総務部長 地方自治の本旨といいますと、

一般的なのは住民自治と団体自治という概念が含ま

れているわけですが、例えば住民自治、一般的に言

いますと、地方における政治、行政を、その地方の

住民または代表者の意思に基づいて行うことを住民

自治と捉えております。また、団体自治といいます



のはヨーロッパ大陸で発達した概念ですが、国の一

定のエリアを基礎とする独立の団体、地方公共団体

があるわけですが、その団体の事務を国の支配とか

統制から離れて自主的に団体みずからの機関によっ

て、その責任において処理するという地方分権的な

観念のことを申し上げると思います。

○渡久地修委員 私は、今この沖縄で地方自治の本

旨が非常に試されていると思うのです。そういう意

味で、沖縄県民の住民の意思というのは、去年１月

の名護市長選挙、11月の沖縄県知事選挙、12月の衆

議院選挙で辺野古新基地は絶対につくらせない、こ

れが県民の圧倒的な意思だと思うのですが、これに

関して知事公室長、どう思いますか。

○町田優知事公室長 知事は、辺野古に新基地はつ

くらせないということを公約にして当選しておりま

すので、その公約は支持されているものだと考えて

おります。

○渡久地修委員 総務部長はどういう認識ですか。

○平敷昭人総務部長 辺野古に関しては、確かにそ

ういう意思があらわれていると考えております。

○渡久地修委員 警察本部長はどういう認識でしょ

うか。

○加藤達也警察本部長 県警本部として、選挙の結

果は承知しておりますが、それについてお答えする

立場にはございません。

○渡久地修委員 選挙の結果は承知していると。そ

れで、知事公室長、民意がきっぱり示されたにもか

かわらず、号外が出ていますが、きょう辺野古のボー

リングを再開していますね。これは民意を踏みにじ

るものだと思いますが、ボーリング調査再開につい

て県はどういう認識をお持ちですか。

○町田優知事公室長 私どもは、１月にも沖縄防衛

局に対して第三者委員会の発足に伴い、その検証結

果が出るまでは調査等を見合わせるように申し入れ

ております。したがいまして、今回このようなボー

リング調査が再開されたことについては遺憾に思っ

ております。

○渡久地修委員 県の申し入れが無視されたという

ことでしょうか。

○町田優知事公室長 配慮していただけなかったと

考えております。

○渡久地修委員 これは、先ほどあった地方自治の

本旨、これを私は踏みにじるものだと思うのですが、

どうでしょう。

○町田優知事公室長 地方自治の本旨については、

先ほど平敷総務部長が答弁した範囲内でしか承知し

ていないのですが、少なくとも知事の公約に全力で

取り組むのが私どもの仕事だと考えております。

○渡久地修委員 憲法もこれを保障しなければなら

ないという点で、そういう意味で、国が今やってい

る態度は沖縄県民の民意を踏みにじるものだと私は

思います。県民は、きっぱりこのように民意を示し

ています。総務部長、この沖縄県民の民意に対して、

全国からも沖縄県民頑張れという声が広がっている

と私は思いますが、ふるさと納税制度がありますね。

このふるさと納税制度の説明と、前知事と今の翁長

知事になってどうなっているか、件数、その辺を知

らせてください。

○佐次田薫税務課長 美ら島ゆいまーる寄附金につ

いてですが、趣旨としては、沖縄県を応援したいと

いう県外の方々が寄附をすることによって税の控除

を受けられるという仕組みになっております。先ほ

どあった寄附金の額ですが、これは月ごとにしか調

べていないものですから、前知事とか、今の翁長知

事になってからということでは分けてございません

が、最近の動向を申しますと、年度でまず説明した

いと思います。これは平成20年度から始まっていま

すが、平成20年度が46件で366万4000円、平成21年度

が16件で85万1500円、平成22年度が30件393万8230円、

平成23年度が40件538万8169円、平成24年度が104件

569万4000円、平成25年度が189件893万9750円で、平

成26年度は３月12日現在ですが451件で2233万7200

円、年度ごとにはそういうことになっております。

あと、平成26年度の10月でありますと、15件で49万

7000円、11月になりますと32件で143万9000円、12月

は61件240万5000円、１月が100件413万9000円、２月

が124件818万6000円、３月は２件４万円という状況

でございます。

○渡久地修委員 ３月はまだ集計中だからだと思う

のですが、その意味で３倍近くに伸びているという

点ですね。この納付書にはいろいろな激励のメッセー

ジとかが書かれていると思うのですが、その中で特

徴的なものがあれば幾つか紹介してください。

○佐次田薫税務課長 メッセージの欄があって、書

いてくる人と書いてこない人がいるのですが、書い

てこられるメッセージの中には、沖縄の方が安心し

て暮らせるようにとか、あと、沖縄県の取り組みを

応援しています、あと、自然と文化と人々の暮らし

が守られるように応援していますとか、あとは自然、

いつまでも美しい海が守られますようにということ

で、沖縄を応援するメッセージが入っております。

○渡久地修委員 なかなか紹介しにくいのか、翁長



知事頑張ってくださいというのも私の手元にはある

のですが。今度の予算で新年度、皆さんこれはどれ

ぐらいの見込みを持っているのか、これからそれを

広げていくときにどうしようとしているのか教えて

ください。

○佐次田薫税務課長 平成27年度当初予算は、過去

の推移から見て1200万円、1282万9000円を計上して

いたところです。ただ、現在もう平成26年度でこう

いう状況ですので、大幅に上回る状況かなとは思っ

ております。ただ、先ほど説明しましたように、こ

の美ら島ゆいまーる寄附金については、ＰＲ活動も

していまして年々認知度が高まっていると思ってい

ます。平成27年度についてもそういうＰＲ活動をし

ていきたいと考えております。

○渡久地修委員 知事公室長、同じようにこれは税

金ではないが、翁長知事への激励はがきというのが

他府県から、全国からかなり寄せられているという

ことを聞きましたが、一番最近、きょう時点で何枚

寄せられていますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 激励のはがき

が全国各地から届いておりますが、本日現在１万50

枚でございます。

○渡久地修委員 その中で、先ほど聞きました何か

メッセージでもあれば、特徴的なものがあれば教え

てください。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 印刷されたは

がきに手書きで書く部分がございますが、こちらに

は、例えば、私たちはずっと応援しています、頑張っ

てくださいとか、沖縄の海の大自然を守られること

をお願いしますとかの一言が添えられております。

○渡久地修委員 沖縄県民の民意もはっきりするし、

県内でも絶対基地をつくらせてはいけないという世

論もさらに広がっているし、全国的にも広がってい

るので、これは皆さん県政運営の柱にしていくとい

うことですから、ぜひ全力で頑張ってください。

そしてワシントン駐在員ですが、このワシントン

駐在員というのは、これまで何度も私たちは議会で

も指摘しましたが、日本の外務省は沖縄県の実態を

米国に伝えていないのではないか。あるいは向こう

の本音を、都合の悪い、例えばオスプレイの配備と

か、そういったものを県民に知らせなかったという

のがあるわけですよね。ですから、そういったもの

をしっかりと直接発信する、そしてしっかりと情報

を直接入手するということはとても大事だと思うの

ですが、その辺、知事公室長、ぜひこれはしっかり

やっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○町田優知事公室長 私ども、先ほども申し上げま

したように現地での人脈あるいは関係要路に対して

いろいろな道筋の手段を持っている方をワシントン

駐在員として採用したいと思っております。その方

には、当然ながら沖縄の状況を関係要路にしっかり

伝えていただくとともに、しっかり情報収集に当たっ

ていただこうと考えております。

○渡久地修委員 この沖縄県の情報をしっかり発信

していく上で、パンフレットを何度もやってきて、

前にもこういうのをつくってあるのですが、新しく

つくることがとても大事だと思いますよね。日本語

版と英語版。これは知事訪米を含めて早急につくる

必要があると思うし、やりますと本会議答弁があり

ましたが、いつまでにつくりますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 英語版につき

ましては、３月中には発行できるようにしていきた

いと思っています。

○渡久地修委員 ３月中というと今年度予算ですね。

では、日本語版はどうなりますか。部数はどれぐら

いを想定していますか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 日本語版はも

う既に1600部できてございます。英語版も約1000部

つくりたいと思っております。

○渡久地修委員 県政運営の柱にするのに1000部と

いうのは少し少ないのではないですか。在京の大使

館だけで幾らあるから、その大使館に前は郵送しま

したよね。今度は在京の大使館に直接県の職員が届

けて歩くというのが私は必要だと思うのですが、い

かがでしょうか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 在京の大使館

が151カ所ございまして、郵送してございます。今回

作成いたします英語版につきましては、ワシントン

駐在等に活用していただきたいと思っておりますし、

また在京大使館にどういう形でお届けするかという

ことも考えていきたいと思っております。

○渡久地修委員 あとは警察本部長にお聞きします

が、警察行政というのは、答弁があったように県民

の命と安全を守ると。そして、公正中立の立場でな

ければならない、その点いかがでしょうか。

○加藤達也警察本部長 私ども警察の責務でござい

ますが、これは警察法第２条に、「警察は、個人の生

命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧

及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の

安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とす

る。」と書いてございます。また、同条第２項に、「警

察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべ



きものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏

不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法

の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等そ

の権限を濫用することがあつてはならない。」と規定

してございます。

○渡久地修委員 憲法で保障された県民の表現の自

由、これは憲法で保障されていますね。そして、県

民の民意も先ほどあったように示されました。県警

の意見表明はありませんでしたが。ですから、この

表現の自由は保障されなければならないし、いわん

や圧倒的な警察の力でその表現の自由を威圧したり

萎縮させたりすることがあってはならないと思いま

すが、その辺はいかがでしょうか。

○加藤達也警察本部長 私どもも表現の自由は保障

されるべきものと考えております。ただ、抗議行動

を行うに当たっても、違法な活動であったり、ある

いは危険な活動であったり、これは警察の責務とし

て規制をしなければならないという立場でございま

して、現場においてはそのような趣旨から警備措置

を行っているところでございます。

○渡久地修委員 私は、とにかく警察の圧倒的な力、

それで県民の表現の自由というのを威圧したり萎縮

させるようなことが絶対あってはならないというこ

とを指摘したいと思います。

そして、先日、日本人２人が米軍に不当に拘束さ

れたという事件が発生しましたが、当時含め、現場

に県警名護署あるいは機動隊が警備しているわけで

すよね。その目の前で起こったわけですよ。当時、

県警の警備している警察官たちは逮捕という判断を

していないわけですよね。後ろから来た米軍が拘束

していったというこの事実、そうですよね。

○加藤達也警察本部長 お尋ねの事案につきまして

は、米軍が身柄の拘束ないし逮捕を行ったというこ

とでございます。

○渡久地修委員 これは私は名護署にも行きまして

確認しましたが、警備している第一線の県警は判断

していないで、米軍が確保していったということだ、

この事実を確認しておきたいと思います。

それで、ゲート前で多くの県民が今絶対基地をつ

くらせないでほしいという点での監視行動とか、憲

法に保障された、基地をなくせという行動をやって

いますが、この中で県が出した岩礁破砕許可等は、

工事は日の出から日没までの許可条件になっている

のですよ。これは海なのですが、そういう意味では

私はこの工事に関係して、早朝、夜間とか、大型ト

ラックが突如寝込みを襲うようにして搬入されると

いうやり方がやられている。これはもう不測の事態

が起きかねない。ですから、県民の安全を守るとい

う立場からも、警察としてこのような突如夜中に来

て寝込みを襲うような搬入の仕方はやめたほうがい

いのではないかというような意見なども私はあって

しかるべきだと思うのですが、その辺はどうでしょ

うか。

○加藤達也警察本部長 私どもは、警備現場におき

まして安全の確保及びトラブルの防止という観点か

ら警備を行っております。他方、工事をどのように

行うかということについては、工事の実施主体側で

判断されるべきものでありまして、その点について

私どもが申し入れを行うということは考えておりま

せん。

○渡久地修委員 私は、本当に県民の安全を守ると

いう立場からは、警備する側からしても、やはりこ

のような不意打ち的な夜間とか早朝とかのものはや

るべきではないと意見を言って当然だと思います。

指摘しておきます。

次に、消防についてお尋ねします。

きのう、３・11から４年になりましたが、災害か

ら守るという意味で消防職員の増員ということは非

常に重要で、私はずっと求め続けてきましたが、こ

の間前進はありましたか。

○池田竹州防災危機管理課長 平成24年度に行われ

ました消防職員の実態調査によりますと、県内の消

防職員数は目標数に対して58.8％の充足率にとど

まっております。沖縄県内市町村におきましては、

東日本大震災以降、消防職員の実員数としまして、

平成26年の４月１日現在1547名となっております。

これは、平成23年度から44名、約2.9％の増が図られ

ております。また、条例定数におきましても、平成26

年４月１日現在1625名となっており、平成23年度か

らは113名、7.5％の増が図られているところです。

○渡久地修委員 もう一回聞きます。充足率は現在

何％で、何人不足していますか。

○池田竹州防災危機管理課長 先ほどの58.8％の数

字ですが、消防職員の算定数が2574名でして、1060

名の不足となっております。

○渡久地修委員 これは1060名不足、全国平均と、

沖縄のこの58％というのは全国第何位ですか。

○池田竹州防災危機管理課長 調査時点で全国45位

となっております。全国平均が76.5％になっており

ます。

○渡久地修委員 警察本部長、警察官の充足率は何

％でしょうか。



○幡谷賢治警務部長 昨年の４月現在ですが、先ほ

ど申しましたが警察官の定員2594人に対しまして実

員が2575人ですので、99％以上であります。

○渡久地修委員 知事公室長、この違いは何ですか。

○池田竹州防災危機管理課長 消防職員の定数につ

きましては、市全体の定数条例との絡みもあると消

防本部のヒアリング等を通しては伺っております。

消防本部として増員の必要性等を随分認識している

ようなのですが、結局市全体の定数をどうするかと

いうような観点から、急激にふやすことがなかなか

難しいと聞いております。

○渡久地修委員 消防職員は自治体職員ですから、

直接県がふやすわけにはいかないですが、きょうの

午前中からずっとあった防災との関係で、どうして

もマンパワーが必要なのです。だから、災害を教訓

にするというのであれば、ここをどうしても増員し

ないといけないのです。ですから、県としてどうす

るかという決意を知事公室長、聞かせてください。

○町田優知事公室長 適正な数の消防職員を確保す

るということは大事なことだと思っておりますので、

私どももさまざまな機会を通して市町村に対して働

きかけていきたいと思います。

○渡久地修委員 ４年前の災害に沖縄からも災害救

助隊が消防派遣されましたね。その派遣されたとき

に特殊勤務手当がついていなかったのです。それを

議会で取り上げて、その後各消防本部で条例改正さ

れて改善されてきましたが、まだ改善されていない

ところがありますか。

○池田竹州防災危機管理課長 委員御指摘の平成24

年12月時点では、緊急消防援助隊に登録している12

消防本部中４消防本部が未制定でした。平成27年３

月現在確認しましたところ、未制定がまだ２消防本

部ある状況でございます。

○渡久地修委員 これについては県としてどう指導

されますか。

○池田竹州防災危機管理課長 県としましても、以

前派遣手当の制定について文書で通知を依頼してい

るところですが、引き続きその２団体には状況も聞

きながら早期の制定に向けて働きかけていきたいと

思います。

○渡久地修委員 次に、人命救助の点で、先日那覇

市内の河川で溺れた人がペットボトルの応急的な浮

き具で救助されるということがありました。私は全

県的にこの教訓を広げていくことが必要だと思うの

ですが、県としても何らかの措置をやる必要がある

と思うのですが、どうでしょう。

○池田竹州防災危機管理課長 本会議でたしか土木

建築部で答えられたかと思いますが、やはりそういっ

たソフトパワーの活用は非常に重要だと思っており

ます。既に糸満市あるいは沖縄市の自主防災組織に

おきましては、ペットボトル救命具のつくり方の講

習あるいは実施訓練を行っている、そういう取り組

みがあると伺っております。また、私ども自主防災

組織を育成していく立場にありますので、そういっ

た研修会の場でこの取り組みをきちんと普及してい

けるように取り組んでいきたいと考えております。

○渡久地修委員 溺れている人にそれを投げて救う

ということはとても大事だと聞きました。初動が大

事だと。そういう意味では、私はペットボトルにす

るか、あるいは別な浮き具、これをタクシーとかパ

トカーのトランクに積んでおくということは非常に

有効だと思うのですが、その辺、警察本部長、パト

カーに積むことも含めて検討してみてはいかがで

しょうか。

○親川啓和生活安全部長 県警のパトカーには、き

ちんとした浮き輪があり、ひももついております。

○山内末子委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 まず、今年度の一般会計の規模と

収支不足に関することでお尋ねしたいのですが、今

度約3.1％、226億円、過去最大ということであるの

ですが、それに伴って244億円の収支不足が出るとい

うことへの認識を少し聞かせてもらえますか。

○平敷昭人総務部長 前年度の180億円余りから60億

円ほど収支不足が拡大した形になっているのですが、

これは認識になりますが、一般会計予算では消費税

の引き上げに伴って、県税や消費税清算金はふえた

のですが、社会保障関係経費の増とかいろいろな経

費の増もありまして収支不足が前年より膨らんだと

考えております。

○當間盛夫委員 社会保障関係は別に今年度という

ことではなくて、これはもう皆さん前々からそれの

増はということがある中で、今度の予算を組んでい

くわけですよね。普通であれば、これだけ税収があ

れば何かほかを抑える中で、収支不足をできるだけ

つくらないというのが本来皆さんがやらなければい

けない部分になってくると思うのです。

では部長、県債残高とかは今どういう状況になっ

ていますか。

○平敷昭人総務部長 平成27年度の見込みの県債残

高が6650億円となっております。

○當間盛夫委員 先ほどお話しした収支不足の件で

すとか、この県債残高の部分で、皆さん財政当局で



４年間だとか５年間の見通しを出しますね。これを

出す際に、これは平成25年度につくったものかどう

かあれですが、平成27年度の収支不足はマイナス97

億円、見通しの中で。その中で、皆さん244億円とい

うことがあるわけですから、やはり皆さんこの見通

しというのはしっかりと、何年に１回つくられるの

かわからないのですが、見通しはきちんとすべきだ

と思うのですが、どうですか。

○渡嘉敷道夫財政課長 委員おっしゃるとおり、直

近の今後の財政収支の見通しにつきましては、平成25

年６月につくったところでございます。この収支見

通しを作成する考え方ですが、ある時点で一定の仮

定のもとで試算をしまして、今後の県財政のトレン

ド―傾向を大まかに見ていくということで、その結

果を踏まえまして、今後の財政の対応の方向性の参

考に資するということでつくっているところでござ

います。

○當間盛夫委員 しっかりそのことをやってもらい

たいと思っております。

先ほども、振興策の不用額の部分が、午前中にも

あったのですが、一般会計全体として、平成25年度

で約240億円の不用額を出しているのよね。平成26年

度は一般会計全体の不用額を大体どれくらいと予測

していますか。

○渡嘉敷道夫財政課長 現時点でその不用額の見込

み額を申し上げることは少し難しいのですが、最終

予算と決算との乖離をなるべく小さくするために、

今回の２月補正におきましては各事業で1000万円以

上の不用が見込まれるものについては、できるだけ

減額補正を出してもらうことにしておりました。そ

の減額したものについては、今後の基金への積立金

などに回す、ほかの事業に回すということをしてお

ります。今後、節減等によりまして、年度末に向け

まして若干出てくることは想定されております。

○當間盛夫委員 不用額を、平成25年度は240億円と

いう数字を出してしまっているわけですよね。平成24

年度でも185億円というものがあるわけですから、皆

さん過去最大の予算だといっても、結局使い切れな

いという予算の仕組みは決してよくないとも思って

いますし、基金を切り崩しての収支不足でそういう

ものを補っていくということは、もう少し当初の予

算から皆さんしっかりとしたものをつくらないと、

やはり地方財政の健全化ということは、国からもい

ろいろな形で言われているところもあるわけですか

ら、その辺の勘案は総務部長、国からの指摘等を含

めてどう考えますか。

○平敷昭人総務部長 答えるのはかなり難しいとこ

ろもあるのですが、当初予算の収支不足といいます

のは、やはり当初予算の段階で見込まれる県税であ

りますとか、交付税でありますとか、国庫でありま

すとか、その辺の収入を踏まえて、しかし、県の歳

出側ではこの収支で重要になるのは一般財源の収支

がどうなるかということになると思うのですが、県

の経費の８割方、９割方は、実はかなり固定的なも

のがございます。先ほどお話しいただきました社会

福祉保険費も着実に伸びているところもありまして、

政策的な経費が実は１割程度、その中で泳いでいる

状況であります。そういった中で、確かに県税とか

はふえてきたのですが、そういう固定的なものが一

定のベースになって伸びているものがある中で、や

はり見込みよりも大きくなってしまったと。

今回の収支不足の中には、実は単独事業で航空機

の購入でありましたり、衛生環境研究所の整備に関

しまして、それが膨らんだのもございます。

あとは公債費で、借換債というのを発行している

のですが、その分が平成26年度見込みよりも税収と

かそういう財源が膨らんだ分は基金に積み立てるこ

ともしましたが、借換債の発行を少し抑制したと。

要するに、先延ばししないで満期が来たものをその

まま返す部分があったということもあって、収支上

は大きくなったという形もありまして、これは将来

負担をなるべく軽くしようと、先送りするのはやめ

ようということで取り組んだ、一定の考え方のもと

で行っておりまして、今、振興予算を活用しまして

将来の中長期的な税収とかその辺も膨らませていき

ながら、財政は持続的に持っていきたいと。答えに

なっているかどうかわかりませんが、そういうこと

を考えながら運用しているところでございます。

○當間盛夫委員 やはりこの収支の見通しというの

は、皆さんしっかりと持ってもらいたいと思います。

ちなみに総務部長、国では消費税の10％引き上げ

は平成29年４月には確実に実施すると予算編成の基

本方針で決めているのですが、沖縄県としてはその

消費税に関する部分はどういう認識をお持ちでした

か、新しい知事にかわって。

○平敷昭人総務部長 知事の公約の話をなさってい

ると思いますが、たしか知事の答弁も、県民生活に

影響を与えるような経済状況の中では反対だとおっ

しゃっていたと思います。ただ、消費税が重要な財

源であるという認識は持っておられると思いまして、

県としても今後の社会保障とか、そういうものを支

える重要な財源という認識はございます。



○當間盛夫委員 重要な財源になっているから、今

度の予算的なものもその伸びという部分での増に

なっていたという認識はお持ちなのですか。

○平敷昭人総務部長 今回の伸びは、消費税の税率

がアップしたということも法律上決まっていますの

で、それを踏まえた税収を見込んだという形で、そ

れは当然法律上決まっているものですから、重要な

財源とも考えていますし、それは当然、それに係る

歳入も見込みますし、その歳入に伴ってまた一方で

歳出も出てくるのですね。ほかの県に出すものとか、

市町村に交付するものとか、そういうものも法律の

改正に沿った計上をしたということでございます。

○當間盛夫委員 次に、総務部で、私学に施設関係

の助成をしておりますよね。大体私の認識では１学

園当たり１億円ということで、この実施状況等を示

してもらえますか。

○大城壮彦総務私学課長 午前中、仲田委員からの

質疑にも答弁させていただいたのですが、当該施設

整備に関しましては、平成24年度に６億円の基金を

積みまして平成33年度まで実施するということにし

ております。補助の概要ですが、補助対象は築後30

年を経過した校舎、体育館等に対して１億円を上限

とした助成をしていくという内容のものであります。

基金を平成24年に積みまして、実際の執行は平成25

年度からやっておりますが、平成25年度に補助を開

始した学校が、校名で言いますと沖縄カトリック小

学校が平成25年度、平成26年度で実施をしており、

平成26年度に完了する予定であります。それから、

昭和薬科大学附属高等学校が平成26年度、平成27年

度で実施を予定していると。それから、平成27年度

には新規で石垣市にあります海星小学校が改築を予

定しているという状況でございます。

○當間盛夫委員 これからの予定というのは、平成27

年度は今お話があったのでわかるのですが、これか

らの予定というか、あとはどういうところがあるの

か教えてもらえますか。

○大城壮彦総務私学課長 対象となります学校法人

は６つありますが、その６つある学校法人で平成33

年度までに築後30年を迎える校舎が18校舎あると把

握しております。それから、旧耐震基準、昭和56年

以前に建てられた建物を保有している校舎が９校舎

あると把握しております。ですから、児童・生徒の

安全・安心を確保して、快適な教育環境を確保する

ためにも、そういった老朽化の進んでいる校舎につ

いては建てかえが必要かと思いますが、校舎建てか

えに当たっては学校側の負担もありますので、学校

側の意見を聞きながらこれからの整備計画を立てて

いく必要があろうかと思っております。

○當間盛夫委員 今度、中高一貫教育ということで

沖縄県立開邦高等学校、沖縄県立球陽高等学校と、

県は難関大学突破という事業をやるわけですよね。

現実、難関大学に進学、そういった部分で私学の果

たしている役割は物すごく大きな部分があるのです

が、現実、補助的なものが、沖縄県が特例でこうい

う形で出しているということは他府県にもないとい

うところも、もう少し、１校当たり１億円では、私

は校舎の改築等々というのは基本的に足が出ている

と思うのです。総務部長、これは皆さん増額をして

でも私立に対しての助成的な部分の方針はどうなの

でしょうか。変更的な分を含めて。

○平敷昭人総務部長 現在は１億円という考え方で

進めて、既にそれを活用して改築をされているとこ

ろもございます。県としては当面、国でも補助事業

が私学を対象にできていますが、ただ、これは補助

率が３分の１という形になっていまして、３分の２

は学校法人の負担になっていまして、それと今の県

の単独の分を抱き合わせで活用していただこうとい

う考え方になっておりますが、それを増額するかど

うかという御質問ですが、これに関しましては、今

後、幾らという話も今具体的に申し上げられません

が、どんなことができるかもいろいろ検討をさせて

いただきたいというところでございます。

○當間盛夫委員 私は、沖縄県の子供たちの人材育

成という観点からすると、県立も私立もないと思っ

ているのです。そういった面からすると、私立でも

しっかりと施設面での補助はやるべきだということ、

これは提言として終わらせていただきます。

次に、所有者不明土地の特別会計がありますよね。

これは平成24年度から事業は始まったと思うのです

が、この進捗状況を教えてもらえますか。

○照屋敦管財課長 所有者不明特別会計というのを

今特別会計で管理しているのですが、経緯としまし

ては、終戦後、米軍が消失した公図や公簿の再生を

図るため、土地所有認定作業を行いましたが、何ら

かの事情で所有権の申請がされなかった土地があり

まして、それを真の所有者が見つかるまで県で管理

している特別会計でございます。

今、委員から質疑のあった進捗状況ですが、真の

所有者を探して返す努力をしておるのですが、平成24

年度から国の委託を受けまして所有者土地問題の抜

本的解決を図るために実態調査をしているところで

す。実績としましては、平成24年度、平成25度年は



実績になりますが、測量調査につきましてはトータ

ルで630筆、真の所有者探索につきましては260筆を

終えているところでございます。今年度は、測量調

査につきましては540筆、真の所有者探索については

180筆を今現在行っているところです。次年度の当初

予算につきましては、測量調査につきましては550筆、

真の所有者探索については720筆ということで、予算

につきましても今年度は１億円程度ですが、次年度

については約倍の１億9700万円ということになって

おりまして、その要因としましては、県と那覇市の

所有者探索について、外部発注が認められたという

ことで２倍近い増額になっています。

○當間盛夫委員 これはもう戦後70年、ことしもう70

年たって、真の所有者を含めて、県、市町村は管理

するしかできないわけですよね。管理するだけで、

その後も継続的にどうできるかというと、なかなか

その辺の問題点もあるわけですから、この調査はい

つまでやって、それ以降はどういう形で皆さん国に

折衝しようと捉えられているのですか。

○照屋敦管財課長 平成24年度から始まっている国

の委託調査につきましては、県としてはおおむね５

年で全部調査を行いたいと考えておりまして、今回

また調査につきましては予算も倍増になっている格

好になっております。その後の話ですが、調査が終

わってから次のステージに行くという発想ではなく

て、県が求めているのは抜本的解決ということで、

特別立法化を国に要望しておりまして、今県管理し

ているものについては所有権の帰属を県に、市町村

管理については市町村に帰属するという特別立法を

想定しております。それについて、今できることか

ら前倒し、同時並行的に議論を進めていきたいと考

えておりまして、平成26年５月から国と県と関係市

町村が集まってその問題を検討する、議論する検討

会議を設置して今議論しているところです。

○當間盛夫委員 これは戦後の所有者不明というこ

とがあるわけですから、70年たってくると、県民の

財産としてどう活用していくかということも大変大

事な部分がありますので、加速度的にしっかりと頑

張ってください。

次に、知事公室長にお尋ねいたします。

平成27年度の不発弾処理事業の中で、住宅等開発

磁気探査支援事業というのがあるのですが、これは

今年度どれだけの予算がついているのでしょうか。

○池田竹州防災危機管理課長 住宅等開発磁気探査

支援事業につきましては、６億9805万6000円予算措

置しております。

○當間盛夫委員 この実績を教えてもらえますか。

○池田竹州防災危機管理課長 この探査事業は平成

24年度から始まっておりまして、平成24年度におき

ましては517万1000円、そして平成25年度は２億500

万円余り、今年度は１月末現在ですが、３億8000万

円ほどとなっております。

○當間盛夫委員 平成26年度の予算はどれぐらいつ

いていたのでしょうか。同じ６億円ぐらいですか。

○池田竹州防災危機管理課長 ６億3000万円余りで

ございます。

○當間盛夫委員 その分からすると６割程度という

形になるのかなと思うのですが、これは平成24年度

に比べると、市町村でやっていたものを県に変更を

して伸びてきていると、件数的な申請を含めて額も

伸びてきているのですが、これからの方針には変更

はないのですか。変わりなくですか。

○池田竹州防災危機管理課長 平成25年度から委員

御指摘のとおり県でやるようになりまして、今年度、

既に去年の実績を大きく上回っております。かなり

周知も進んできたということで、引き続き当面の間

は今の方法でやっていこうかと考えております。

○當間盛夫委員 この不発弾処理の分で、広域探査

の発掘加速化事業で今年度も19億円ということで予

算がつけられているのですが、予算ベース、地区ベー

スで見ると圧倒的に宮古地区の件数が多いですよね。

この辺、何か要因でもあるのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 広域探査事業につき

ましては、平成22年度から各市町村への要望調査を

行いまして、その調査結果を踏まえて探査事業を行

うことにしております。沖縄本島地区、宮古地区が

ございますが、例えば平成25年度でいきますと全体

で約11万平方メートルぐらいの要望があったのです

が、宮古地区の要望が７万平方メートル余りと要望

面積の半分以上を占めている状況にございます。

○當間盛夫委員 何で宮古地区だけがこんなに多い

のと、要因は何かと聞いているのです。

○池田竹州防災危機管理課長 宮古地区だけが多い

理由につきましては、なかなか難しいところがござ

いますが、磁気探査協会というのが沖縄本島、そし

て宮古地区、八重山地区にございます。宮古地区の

探査協会の皆様がかなり熱心に磁気不発弾探査の有

効性とかを周知していただいている面もあると考え

ております。

○當間盛夫委員 その弊害として、２年、３年待た

されている状況を皆さん把握しているのですか。

○池田竹州防災危機管理課長 おっしゃるとおり、



宮古地区はかなり探査要望が寄せられておりまして、

２カ年余り現在待つ状況であります。これも、実は

平成23年度、平成24年度は読谷地区の飛行場跡の周

辺を集中的にやるという関係がございまして、そう

いった状況が発生しているところです。今年度、平

成25年度、平成26年度につきましては、予算ベース

で５割から６割ぐらいを宮古地区に配分しておりま

すので、順次その辺は少しずつ解消されていくよう

に努めていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 本来事業をやりたい、いろいろな

ものの中でこの磁気探査を皆さんにやるわけですか

ら、これが２年も３年も待たされる状況は、基本的

にその部分で皆さんが経済的な損失をこうむるとい

うところも、その辺はぜひ認識をしてください。

旧軍飛行用地問題の件なのですが、この旧軍用地

問題というのは、本来地主に対する個人補償が、こ

の形で今変わってきているのですよね。具志委員か

らもあったように、裁判中ということがあるのに、

なぜ進めるのかということに対しての明確な答弁が

ないのですが、いま一度お願いできますか。

○運天修基地対策課長 この事業は、地域の振興、

活性化に向けてこの事業に取り組みまして、結果的

には旧地主の慰謝につなげていくという趣旨でござ

います。そういう意味で、那覇市で旧地主、地主会

と調整を進めて今回の事業を進めているところでご

ざいます。この地主会の一部会員との訴訟が発生し

ていることに対しては那覇市も認識しておりまして、

その状況においても、那覇市は現時点で直ちにこの

事業を保留する根拠もないということで、事業計画

に基づき進めていくということでございます。

○當間盛夫委員 根拠がある、ないではなくて、一

部の、本来この旧軍用地にかかわる皆さんが全体的

に利益を受けるという趣旨でこのことがなされてき

ているわけですから、そういった面では一部の皆さ

んだけがということではなく、やはり全体的にやら

ないといけない。それと、まだ残っている八重山の

白保の皆さんだとか、嘉手納の皆さんだとかも、皆

さんはこれからもどうしていくのかということを明

確に出さないといけないと私は思っておりますが、

知事公室長、その点御存知だと思いますので。

○町田優知事公室長 この旧軍問題の事業につきま

しては、昨年、事業の着手を今年度末から３年後、

平成29年度末まで延ばすということを決定したとこ

ろでございます。私どもとしては、残っております

未実施の地主会、４地主会に対しましては、この団

体方式へ参加していただくよう今後とも呼びかけて

いきたいと思っております。

○山内末子委員長 大城一馬委員。

○大城一馬委員 まず最初に、総務部長にお伺いし

たいと思います。2015年度当初予算、翁長県政初め

てやるし、平敷総務部長も初めてやられた予算編成

だと思っています。この2015年度の予算編成を行う

に当たり一番特徴的な点は、部長の把握している範

囲でよろしいですから説明していただければと思い

ます。

○平敷昭人総務部長 特徴と申しますか、予算編成

に当たって考慮した点と申しますか、予算説明の中

でも申し上げたのですが、平成27年度予算案は沖縄21

世紀ビジョンの基本計画で掲げた諸施策は着実に実

施するという予算を計上いたしました。さらに、知

事公約で掲げられた新たな施策と申しますか、申し

上げていますが、沖縄県アジア経済戦略構想を策定

するための経費でありますとか、ワシントン駐在員

の配置経費でありますとか、あとは子供の貧困対策

として認可外保育施設利用のひとり親家庭を支援す

るための経費など、公約に掲げられた新たな施策も

計上いたしたところでございます。また、新たな施

策だけではなくて、継続事業でもこども医療費の助

成対象の拡大、あとは離島住民の交通コストの負担

軽減事業の中で、久米島への観光客等の航空運賃軽

減の実証実験を新たに実施するなどの取り組みも行

いました。そういうことで、ビジョンに掲げた施策

の実施と、公約に掲げる新たな施策を盛り込むよう

な形の予算を編成したところでございます。

○大城一馬委員 先ほどからも予算の執行率の問題

をいろいろ指摘がございました。過去最高と言われ

ている予算ですから、ぜひその執行については万全

な体制でやっていただきたいと思っております。

１つだけ抜けているような気がしますが、新たな

基地はつくらせないということは予算には反映して

いないのですか、特徴的なことは。

○平敷昭人総務部長 予算上は、知事公室関係では

ワシントン駐在員の経費でありますとか、そういう

ことを踏まえて情報収集、発信等の経費は計上した

ところだと思います。

○大城一馬委員 この平成27年度予算案において、

知事の公約はたしか201の公約があったと記憶してお

りますが、その反映というのはどういう状況なのか。

○平敷昭人総務部長 知事が公約で掲げられたもの

では、公約では200余りの実施政策という形で掲げら

れていたと思いますが、新年度予算ではおおむねで

ございますが、予算措置を伴う項目の９割以上で関



連する事業に何らかの予算を計上したということで

ございます。

○大城一馬委員 確かに、ここに知事の答弁書があ

りますが、200余りの実施政策のうち、予算措置を伴

う項目の９割以上となっていますが、やはりこれは

きちんと数値で私は示したほうがベターではないか

と思っているのですよ。ですから、先ほど私は201と

言っていましたが、たしか201だったと思いますが、

その９割以上といっても、その中でどの程度の数値

なのか、幾らの数値なのか把握していますか。

○平敷昭人総務部長 知事公約の中で、実施政策の

中で201項目ございまして、実施政策の中にはないの

ですが、１項目、島たびの助成というのがありまし

て、そういうのがトータルであります。これで予算

措置を伴う政策として、今の島たびも含めて183プラ

ス１項目が予算措置を伴う政策と考えております。

そして、平成27年度当初予算案で174の項目が何らか

の予算という形で措置されていまして、率としまし

ては、現時点の数字ですが、現時点というのはもっ

と精査がいろいろ必要なところもありますが、95％

ほどが予算措置されていると考えております。

○大城一馬委員 次に、おきなわ国際協力人材育成

事業というのがあります。これについて、概略を説

明してください。

○下地誠広報交流課交流推進監 おきなわ国際協力

人材育成事業は、国際協力の必要性を学ぶことを通

して、国際感覚やグローバルな視点を持った将来の

沖縄県の国際協力を担う人材の発掘と育成を図るこ

とを目的に、次の２事業を実施しています。

まず、県内の高校生を開発途上国に約２週間派遣

し、我が国が行う技術支援の現場や青年海外協力隊

の活動現場を体験するとともに、現地家庭でのホー

ムステイを通した交流を行う国際協力リポーター事

業。２つ目は、国際協力の専門家や青年海外協力隊

経験者を県内の中学、高校等に派遣し、出前講座を

実施する国際協力理解促進事業です。

○大城一馬委員 この事業の効果なのですが、例え

ば、県内の高校生を開発途上国に約２週間派遣した

というのが平成26年度の実績なのですよね。高校生、

学生をそういった国々に派遣して国際的な人材育成

をすることは大いに結構なことでありますが、要は、

派遣した人材のその後ですね。これは平成25年度か

ら始まって平成33年度まで沖縄振興一括交付金でや

るということになっていますが、やはりただ派遣し

ました、研修させました、それだけでは少しもった

いないですよね。人材育成のための展開、派遣しま

したが次の活用は、どういったものにこの人たちを

活用するのか、そういった計画は持っていながらの

この派遣なのですか。

○下地誠広報交流課交流推進監 この事業は平成25

年度からやっていまして、今２年目なのですね。現

在はまだ高校生で、早い子で大学に入ったぐらいの

年齢なのですが、派遣後のアンケート調査では、92

％の参加者が将来国際的な活動に携わりたいと答え

ておりまして、また高校を卒業した後に大学の国際

開発学部に進学する学生とか、派遣国と交換留学制

度のある大学に進学した学生とか、国内で草の根ボ

ランティア活動を始める学生など、国際協力人材と

しての人材が着実に育ちつつあると考えているとこ

ろです。委員からお話がありました件については、

しばらく時間をいただいて検討させていただきたい

と思います。

○大城一馬委員 ぜひとも人材の活用をしっかり

やっていただければと思っております。

ところで、平成27年度の予算は4628万8000円です

よね。どういった事業を予定をしていますか。

○下地誠広報交流課交流推進監 平成27年度は、今

派遣国で予定しているのが国際協力リポーター事業

ではベトナムとカンボジアとミャンマーの３カ国に

予定していて、39名の高校生を派遣する予定です。

派遣国については、派遣先の安全性とか衛生面とか

を勘案しまして選考しているところです。

○大城一馬委員 アジアを重点的にという考え方で

よろしいですか。

○下地誠広報交流課交流推進監 国際貢献とか国際

協力の現場を体験するということになっております

ので、独立行政法人国際協力機構―ＪＩＣＡがやっ

ている政府開発援助―ＯＤＡの活動ですとか、現場

はどうしても東南アジアとかが多いものですから、

そちらの国が中心になっております。

○大城一馬委員 平成27年度も高校生ということで

すか。

○下地誠広報交流課交流推進監 それぞれ３カ国に

13名ずつの高校生を派遣する予定です。

○大城一馬委員 次も人材育成関係になりますが、

国際戦略推進人材育成事業についてですが、これも

事業の概要を説明してもらえませんか。

○金城聡人事課長 この事業は、県職員の研修事業

の一環として行っているものであります。アジアを

中心とした本県の国際戦略に関連する地域、海外に

県職員を派遣しまして現地の調査研究とか現場視察

等を行うことによって、アジアや世界を視野に入れ



た戦略を展開することができる人材―県職員を育成

していくという目的で実施しているものであります。

○大城一馬委員 確かに目的ですね。アジアや世界

を視野に入れた戦略の展開等に資する人材を育成す

るということでありますが、これまた非常にいいこ

とであります。ただ、この事業概要で、これは平成26

年度ですから、派遣研修期間というのがあって、こ

れが１週間なのです。そうしますと、この目的が、

世界を戦略に入れた人材育成となりますと、県の職

員を１週間だけ派遣して、果たしてその事業効果と

いうのが一体どの程度なのかと。普通、こういう職

員の場合は例えば１年とか、中長期的な派遣をする

のがある意味いいのかと、そうではないかと思って

いるのですが、１週間というのは余りにも短過ぎる

のではないですか。

○金城聡人事課長 県職員の研修については、海外

研修の中にも長期と短期という形で研修体系を整え

ています。今回の事業について、おおむね１週間を

海外研修の期間に充てて実施しているところであり

ますが、一般財団法人自治体国際化協会いわゆるＣ

ＬＡＩＲという団体に長期にわたって、東京で１年、

本部で１年研修して、今度ＣＬＡＩＲが事務所を置

いています海外に２年、合計で３年の研修期間で研

修させるという長期の研修も行っているところであ

ります。

○大城一馬委員 それはそれとしていいのですよ、

ＣＬＡＩＲだろうがどうだろうがね。要は、国際戦

略推進としての人材育成ですから、せっかくこういっ

た県の職員を派遣するのですから、やはりそれなり

のそういう期間も設けてやったほうが県勢発展のた

めにもなるのではないかと思うのですが、総務部長、

どうですか。

○平敷昭人総務部長 この国際戦略推進人材育成事

業といいますのは、派遣期間は確かに短い、一般的

に考えられる部分は短いのですが、実は、海外に行

く前に事前の研修という形で、派遣国の実際に行く

目的地の社会経済情勢等の調査をやったり、研修テー

マに関する沖縄県の施策、行く先の沖縄県の施策は

どうなっているかとか、いろいろな現地の派遣研修

におけるヒアリング調査とか、いろいろな事前の情

報収集、準備してから、短い期間ですが現地にまず

行って、いろいろな派遣国の研修テーマに関する調

査であったり、関係機関へのヒアリングとか意見交

換等、そういう中身の濃い、短いのですが、そうい

う現地派遣研修を行うと。さらに、帰ってきてから

の事後研修として、調査した内容を取りまとめまし

て報告会も行います。それで、報告会で調査報告で

あったり、研修テーマに関するいろいろな戦略提案

というのですか、そういうことも踏まえて、確かに

派遣は短いのですが、事前と事後も一緒にして、や

はりそういう国際的な視野を持った政策も提言でき

るような人材を育成していこうというのが目的です

ので、総体的に考えれば一定の成果を期待できると

考えております。

○大城一馬委員 この期間は検討課題として考えて

おいてください。

次に、知事公室長、ワシントン駐在員、これもい

ろいろと今まで質疑がありました。やはりこの基地

問題は、とりわけ新基地建設は絶対阻止するという

翁長県政の公約の１丁目１番地ですから、非常にこ

のワシントン駐在員の設置は的を射た政策であると

思っております。

その中で、知事訪米の対応も駐在員の役割となっ

ておりますが、例えば、今までは知事が訪米する前

に知事公室長あたりが事前に渡米して調整役をして

いただいたわけですよね。これが全てこの駐在員に

かわるということなのですか。

○池田克紀参事兼地域安全政策課長 知事訪米の対

応は、主にこのワシントン駐在員が対応することに

なると思いますので、これまでのように知事訪米の

前に知事公室長等がたびたび行くということはなか

ろうかと思うのですが、むしろ知事公室長として訪

米以外の情報収集でありますとか、そういったこと

も必要になる可能性もありますので、そこは年度が

明けてから、実際に駐在員を配置しながら具体的な

ことは決まっていくと思っております。

○大城一馬委員 今予算には知事訪米の費用も含ま

れているとなっておりますが、たしか代表・一般質

問あたりで知事訪米は６月ごろでしたか、確認しま

しょう。

○町田優知事公室長 ４月以降の早い時期にと申し

上げているところです。

○大城一馬委員 ４月以降の早い時期、まだ具体的

な時期は決めていないということですが、やはり今

のこの辺野古の埋立問題は、国が強行し、先ほどか

ら話がありますように、米軍が立入調査も拒否する

という事態も起きておりますが、こういった一連の

アメリカ政府、日本政府の対応は、私どもはやはり

相当な危機感を持っているのです。例えば、普天間

飛行場の５年以内の運用停止も、アメリカ政府の関

係、あるいは議員なんかは、日本政府から聞いてい

ないといったような発信も報道でありますが、私ど



もやはり早い時期、大ざっぱなことになっておりま

すが、しっかりとした、とにかく早い時期にと、４

月になるのか５月になるのか６月なのかわからない

状況ではなくて、もうしっかりとした対応を考えて

一日も早くやらないと、この辺野古移設問題も含め

て基地問題をしっかりアメリカ政府に、あるいは関

係者に伝える、訴えるということを早急にやらない

といけないと思いますが、どうでしょうか。

○町田優知事公室長 現時点で何月とかそういうこ

とは決まっておりませんので明言はできませんが、

いずれにしても４月以降のできるだけ早い時期に沖

縄の状況と、それから知事の考え、県の考えを米国

政府、米連邦議会あるいは国際社会に対してお伝え

に参りたいと思っております。

○山内末子委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 今議会には、文教厚生委員会です

が、国の教育委員会制度の改革に関する県の条例改

定が提案されています。そのことと連動して、今度

総合教育会議というのが設置されるようであります

が、この構成が、自治体の首長である知事と教育委

員会との２つが構成しているメンバーだと聞きまし

た。この総合教育会議は総務部に置かれるのでしょ

うか。また、今回その関連する予算は計上されてい

ますか。

○大城壮彦総務私学課長 比嘉委員お尋ねの総合教

育会議ですが、これは昨年６月に改正されました地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で設置

が求められている会議になります。委員おっしゃる

ように、知事と教育委員会という対等な執行機関同

士の協議調整の場ということになります。法律の規

定では、会議の開催は知事が主催をしていくことに

なっておりまして、その所管は総務部となりました。

総務部の総務私学課が所管となります。

予算措置に関する話でございますが、知事、それ

と教育委員会の委員それぞれに給料、報酬という部

分で予算はあるのですが、会議の運営に関して予算

が特段必要になるとは考えておりませんで、予算措

置としては行っておりません。

○比嘉瑞己委員 特別な予算措置はないということ

でした。そもそものお話でお聞きしたいのですが、

国の法律改定の目的と、この総合教育会議の役割に

ついて教えてください。

○大城壮彦総務私学課長 今回の法律改正の趣旨で

ございますが、教育の政治的な中立性、継続性、安

定性を確保しながら、地方教育行政における責任体

制の明確化、それから迅速な危機管理体制の構築、

地方公共団体の長―知事と教育委員会との連携強化

を図るということで改正されたものと理解しており

ます。

○比嘉瑞己委員 総合教育会議の役割はどういった

役割ですか。

○大城壮彦総務私学課長 総合教育会議は、先ほど

も少し答弁させていただいたのですが、知事と教育

委員会という対等な立場の執行機関の中で協議し調

整をしていくということになっております。その会

議の中では大きく３つのことを協議することになっ

ております。１点目が教育大綱の策定、それから教

育行政に係る重要事項等の審議、意見交換ですね。

それから、いじめ等の緊急事態が発生した場合、緊

急に対応すべき項目があったときに、それぞれで協

議をしていくという位置づけになっております。

○比嘉瑞己委員 法改定の趣旨を御説明いただきま

したが、いろいろ言っていますが、今の体制でなぜ

それができなかったのか。多分そういったところが

問題になって法の改定となったと思うのですが、私

が心配するのは、これまで行政と教育が分かれてい

たのは、教育委員会の自主性や中立性が尊重されて

いたからこそ分けられていたと思います。この法改

定によって知事の権限が強くなって政治的な介入が

心配されるのですが、そういった点についてはどの

ようにお考えですか。

○大城壮彦総務私学課長 これも繰り返しになりま

すが、今回の法改正の趣旨の中で、知事と教育委員

会、それぞれ対等な立場の執行機関という中で、や

はり綿密な連携のもとによりよい教育行政を推進し

ていくという目的での改正だと私たちは理解してい

ます。

○比嘉瑞己委員 皆さんは対等な関係でということ

でおっしゃっていますが、ただ、これがこの先どう

なっていくかというところではやはり不安が残りま

す。先ほど総合教育会議の目的の中の１番目に、大

綱、これは教育の振興に関する施策を決める一番太

い計画ですよね。この大綱をつくるとありますが、

これは誰が策定するのでしょうか。これは知事です

か、それとも教育長ですか。

○大城壮彦総務私学課長 教育大綱の策定は、この

教育会議の中で知事と教育委員会が話し合いをしな

がら決めていくものであると理解しております。

○比嘉瑞己委員 協議はするのですが、策定するの

は最終的にはどなたなのですか。

○大城壮彦総務私学課長 地方教育行政組織法、先

ほどの地教行法という法律の第１条の３にあります



が、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第１項

に規定する基本的な方針を参酌しながら、その地域

の実情に応じて当該地方公共団体の教育、学術、文

化の振興に関する総合的な施策の大綱、これが教育

大綱でありまして、この規定からしますと知事が定

めるものという形になっております。

○比嘉瑞己委員 法律を読むと、やはりそういう解

釈ですよね。知事が決める。その後、教育委員会の

同意は得る必要があるのですが、決定するのは知事

なのですね。やはりそういったところで大幅な制度

改革になっていると思います。しかも、今おっしゃっ

たように、国の教育振興基本計画の基本的な方針を

参酌してこの大綱はつくられるとあるのですね。だ

から、やはり国の政策が教育にどんどん介入される

のではないかということで、不安の声が高まってい

ます。

そこで、これは総務部長にお聞きしたいのですが、

先ほどから述べているように、教育と行政は分離さ

れていた、これまでの戦前の反省があって分けられ

てきました。その教育委員会の自主性とか中立性に

ついて、部長はどのような認識ですか。

○平敷昭人総務部長 今回の法改正で、総合教育会

議は首長と教育委員会の対等な執行機関としての協

議調整の場と位置づけられているわけですが、それ

で、双方の連携強化につながると基本的には認識し

ております。

また、文部科学省の通知等の考え方の中でも、例

えば教科書の採択でありますとか、個別の教職員の

人事でありますとか、特に政治的中立性の要請が高

い事項については協議題とすべきではないという考

え方も示されております。そういうことで、県とし

ては総合教育会議の設置によって、教育委員会の独

立性が損なわれることはないと考えているところで

ございます。

○比嘉瑞己委員 今、部長がおっしゃったのも、国

会での論戦を通じて文部科学省もそういったことを

わざわざ言わなければいけないぐらい、やはりその

介入が危惧されているわけです。それ以外にも、学

力テストの公表の問題とか、日の丸、君が代の問題

であったり、いろいろありますよね。大阪では、橋

下市長が教職員の思想調査をやろうとしましたが教

育委員会が自主性を発揮して断った、こうしたこと

があります。ですが、今度の改定ではこういったこ

とが万が一にでも大綱の中に盛り込まれたりしたら、

極めて政治的な介入が進んでしまうということが危

惧されます。皆さんがそういうことはないと思って

いても、これから知事がかわってもずっとこの制度

は残るわけですから、今後本当に教育行政の中立性

や公平性、また継続や安定性を確保するような担保

が必要だと思いますが、その担保について皆さんは

お考えはありますか。

○砂川靖総務統括監 総合教育会議を招集する権限

は知事にあるわけですが、会議を開催するに当たっ

て、知事部局の事務局と教育長の管理職、事務局の

職員、連携して会議の運営を図っていくという取り

扱いにする方向でやっていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この総合教育会議を運営するに当

たって、事務局の役割が極めて重要になってきてい

ます。所管は総務であっても、この事務局に教育委

員会が自主性や中立性をしっかりと発揮できるよう

な仕組みをつくっていただきたいと思います。

最後に、この総合教育会議というのは今時点では

ないわけですよね。今後のタイムスケジュールを教

えていただけますか。

○大城壮彦総務私学課長 委員お尋ねのように、ま

だ現在法律が施行されておりませんので総合教育会

議は設置されておりませんが、４月１日から施行さ

れますので、それに向けた協議調整を教育委員会サ

イドとやりながら、どんなタイミングで会議を設置

していくのか、議題がまず大切だと思うのですが、

１つのテーマであります大綱の考え方なども教育委

員会の意見を聞きながら、どのタイミングでやって

いったらいいのかというのも調整していきたいと思

います。

○比嘉瑞己委員 今、教育委員会の考えも聞きなが

らということで、その姿勢は評価できると思います。

総務統括監、もう１度確認なのですが、先ほど事

務局の中には教育委員会もしっかりと入って事務局

をつくっていくという旨でいいですか。

○砂川靖総務統括監 事務局の中に教育委員会の職

員が入るというわけではなくて、事務局を運営して

いく過程の中で、当然教育委員会の職員の意見も聞

きながらやっていきますということです。

○比嘉瑞己委員 もっと教育委員会がこれまでの自

主性が発揮できるような仕組みづくりを考えていた

だきたいと思います。

そのまま総務私学課にお聞きしたいのですが、説

明資料の中で私立幼稚園の読書環境整備事業があり

ます。昨年度に比べて1000万円ほど減額になってい

ますが、なぜでしょうか。

○大城壮彦総務私学課長 当該事業は平成26年度に

制度化したものでして、沖縄振興一括交付金を活用



して、県内にある35の私立幼稚園に図書を買ったり、

本を置く書棚を整備したり、読み聞かせをするため

に必要な先生方の研修をしたり、講演会をしたりと

いう形で予算を計上したものでありますが、平成26

年度に事業化したのですが、35ある幼稚園の中で実

際に実施に移れた園が27園にとどまりました。その

ために1500万円ほど執行残が生じてしまった関係で、

この２月議会において減額補正をしたという経緯が

あります。

その辺の実績を踏まえて、次年度の意向を各園に

確認したところですが、大体実績を踏まえたところ

からしか計画が上がってこなかったということなの

で、その実績に見合う部分と、園側の意向を踏まえ

て前年度に比べると1000万円ぐらいの減額になりま

すが、そういう形で予算編成をしたということでご

ざいます。

○比嘉瑞己委員 児童１人当たりの絵本の冊数はわ

かりますか。

○大城壮彦総務私学課長 児童１人当たりではない

のですが、当初の計画では１園当たり600冊を準備し

ていきたいということで積算いたしました。

○比嘉瑞己委員 これは県内のほかの公立の幼稚園

とか、あるいは全国の幼稚園の数値との比較ではど

ういった数字になりますか。

○大城壮彦総務私学課長 公立の幼稚園と比較した

データというのは持っていないのですが、公立の幼

稚園においては、小学校に併設されている例が多く

小学校にある図書館を活用することができるので、

それ相応に蔵書はあるかと思います。私立幼稚園は

それぞれ園ごとに必要な書、絵本などをそろえてい

るのですが、やはり文字に触れさせて学力を向上さ

せていくということの必要性から今回この事業を入

れました。ニーズとしては、費用が発生するので県

が支援することに対して園としても大歓迎であると

思いますが、600冊の本を一気に買うことが難しくて、

なかなか実績が上がらなかったという現実がござい

ました。

○比嘉瑞己委員 すばらしい事業だと思います。子

供たちの情操教育や人格の形成に絵本は大変効果が

あると思いますので、思いはありますが、そういっ

た物理的な面で実現できていないのであれば、やは

りそこをしっかりフォローしていただきたいと思い

ます。

次に、管財課ですか、ファシリティマネジメント

推進事業についてお聞きしたいと思います。

先ほど他の委員の質疑も聞いたのですが、特に公

共施設の老朽化は、どの分野で課題がありますか。

○照屋敦管財課長 施設の老朽化ということですが、

今、データ的に築30年を経過している建物が平成25

年度では全体の24％を占めております。５年後の平

成30年度にはこれが40％に上がりまして、さらに10

年後の平成35年には57％という割合を占めることに

なっております。そういう背景がありまして、例え

ば今築35年程度で建てかえるのが多いのですが、そ

うではなくて、計画的な修繕、外壁や屋上の防水と

か、そういうことをやってさらに長寿命化させる。

そうすることによって、このパーセンテージが多い

ものの建てかえ時期を平準化する、財政負担も平準

化する、そういう考え方で進めているところです。

○比嘉瑞己委員 公共施設はたくさんあると思うの

ですが、例えば県立高校だったり、あるいは図書館

だったり、どの分野で老朽化が認められるのですか。

○照屋敦管財課長 このファシリティマネジメント

は平成25年度に基本計画をつくりまして、今その一

環として施設の一元化ということでデータベース化

を今各部局に情報提供とかそういうことをやってお

りまして、そういうのを集計しているところです。

また、その中には例えば県が単独でやっている施設

について、利用度だとか、劣化の調査を入れまして、

その進みぐあい等を総合的に判断して優先順位を決

めて整備していきたいと考えています。

○比嘉瑞己委員 では、これは策定した計画を後で

資料をいただけますか。

○照屋敦管財課長 今、分析とかはまだやっていな

いのですが、そういうデータについては、まとまり

次第皆さんにお示ししたいと思います。

○比嘉瑞己委員 最後に知事公室長に知事との公約

の関係でお聞きしたいのですが、きょうもああいっ

た形でボーリング調査も始まってしまいました。か

なり強行的に日米両政府は進めてきますが、皆さん

のこれまでの議会答弁を聞くと、第三者委員会によ

る検証作業が何よりも大切だと、これは私も当然だ

と思います。ただ一方で、その検証結果が出るまで

の間、こういった形でどんどん向こうがやってくる

ことに対して県民は大変歯がゆい思いをして見てい

ます。こういったことに対して、本当にあらゆる方

策を使ってと言っているのですが、なかなか見えて

こないところがあるのですが、今後どういった動き

を皆さんはつくれるのですか。

○町田優知事公室長 具体的に今こういう方策、あ

るいはこういう手段でというのを持ち合わせている

わけではございませんで、私ども県庁内の関係課９



課で連絡調整会議を持っておりますので、その中で

いろいろ話を進めていきたいと思っております。

○比嘉瑞己委員 今後、取り消しや撤回といった判

断になった場合に、いずれにせよ国との裁判になる

ことも予想されていて、皆さんとしても考えている

ことをつまびらかにできないということは私も理解

できます。ただ、県民としてはなかなかそういった

情報は伝わっていないというところは皆さんも承知

しているかと思いますが、議会の答弁で、知事は埋

立工事に入る前には国は協議しなければならないと

いうことは答弁しました。実際、その協議というの

はどういった段階で行われてくるのか。協議するこ

とは実際あるのですか。

○町田優知事公室長 これは土木建築部の所管に

なっておりますので、私どもも余り細かいところま

では承知しておりません。

○比嘉瑞己委員 知事公室長が全体的なものをしっ

かりとつかむ必要があると思います。やはり私たち

県民もみんなで知事を支えていきたいという中で、

なかなか次の手が見えない中で不安を抱えています

ので、そういった点に対して皆さんがもっとしっか

りとした方針を見せるべきだと思います。

私は、向こうがああいった形で強行的にやってい

るのは、向こうが追い詰められていることのあらわ

れでもあると思うのです。ある意味では粛々と知事

も行政手法にのっとってやっているのに、無視する

形でやっているわけですから、分は全然こちらにあ

ると思うのですが、なかなかそれが県民に伝わりに

くいというところでは、県民への発信について皆さ

んはもっと工夫が必要だと思いますが、その点どう

ですか。

○町田優知事公室長 委員とも多分向かう方向とい

いますか、目的は一致していると思っておりますの

で、そのための最良の手段をいろいろ模索しながら

やっていきたいと思っております。

○山内末子委員長 以上で、知事公室長、総務部長

及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○山内末子委員長 再開いたします。

次回は、明 ３月13日 金曜日 本会議終了後委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後５時42分散会
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水 産 課 長 新 里 勝 也君

漁 港 漁 場 課 長 安 里 和 政君

中 央 卸 売 市 場 長 崎 山 洋 次君

労働委員会参事監兼事務局長 真栄城 香代子さん

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び労働委員会所管分）

２ 甲第２号議案 平成27年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第９号議案 平成27年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

４ 甲第10号議案 平成27年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

５ 甲第11号議案 平成27年度沖縄県林業改善資

金特別会計予算

3ii4

○上原章委員長 ただいまから経済労働委員会を開

会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算事項の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第２号議案及び甲第９号

議案から甲第11号議案までの予算議案５件の調査を

一括して議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から予算の概要説明を

求め、労働委員会事務局長の説明は省略いたします。

それでは、農林水産部長から農林水産部関係予算

の概要説明を求めます。

山城毅農林水産部長。

○山城毅農林水産部長 それでは、平成27年度農林

水産部関係予算の概要につきまして、お手元にお配

りしてございます平成27年度当初予算説明資料（農

林水産部）に基づき説明させていただきます。

それでは、１ページをお開きください。

沖縄県全体の平成27年度一般会計歳出予算額にお

ける部局別の歳出予算額です。

表の最下段の合計の金額になりますが、沖縄県全

体の平成27年度一般会計歳出予算額7464億9700万円

のうち、農林水産部所管分は、８行目の金額になり

ますが、587億9884万5000円となっております。

前年度の農林水産部の予算額636億9824万4000円と

比較しますと48億9939万9000円、率で7.7％の減と

なっております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、沖縄県全体の平成27年度一般会計歳出予算額

に占める農林水産部の割合は、7.9％となっておりま

す。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

たします。

２ページをお開きください。

平成27年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の最下段の合計の金額になりますが、

432億4992万5000円となっており、前年度当初予算額

476億3806万円と比較しますと43億8813万5000円、率

で9.2％の減となっております。

経済労働委員会記録（第３号）



それでは、その内容について（款）ごとに御説明

いたします。

８行目になりますが、８、分担金及び負担金７億

5345万2000円は、土地改良法に基づく水利施設整備

事業等に係る受益者の分担金及び市町村の負担金等

であります。

その下の９、使用料及び手数料9654万2000円は、

沖縄県立農業大学校授業料、漁港区域使用料及び漁

港施設用地目的外使用料等であります。

その下の10、国庫支出金366億4733万3000円は、災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興特別推進交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等であります。

その下の11、財産収入３億7244万円は、沖縄県営

林野の土地貸付料及び試験研究機関等で生産された

農林生産物の売り払い代等であります。

次に、２行下の13、繰入金４億1899万4000円は、

沿岸漁業改善資金の貸付原資に係る国への元金返済

に伴う一般会計への繰入金等及び農業構造改革支援

基金に係る基金繰入金等であります。

次に、２行下の15、諸収入17億116万4000円は、中

央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験研

究機関の受託試験研究費及び青年就農給付金事業等

であります。

その下の16、県債32億6000万円は、公共事業等及

び災害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要であります。

次に、一般会計歳出予算の内容について（款）ご

とに御説明いたします。

３ページをお開きください。

６行目になりますが、（款）農林水産業費は570億619

万5000円となっており、前年度予算額616億6853万

4000円と比較しますと46億6233万9000円、率で7.6％

の減となっております。

主な事業としては、沖縄県産農林水産物を沖縄県

外向けに出荷する場合の輸送費に対して補助を行う

農林水産物流通条件不利性解消事業、含みつ糖製造

コスト及び近代的な製糖施設整備等に対する支援を

行う含みつ糖振興対策事業費、貯水池及び用排水路

の整備等を行う水利施設整備事業、及びきめ細かな

土地基盤の整備を行う農山漁村活性化対策整備事業

等であります。

11行目になりますが、（款）災害復旧費は17億9265

万円となっており、前年度予算額20億2971万円と比

較しますと２億3706万円、率で11.7％の減となって

おります。

主な事業としては、農地農業用施設災害復旧費、

林道施設災害復旧費、漁業用施設災害復旧費等であ

ります。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要であります。

次に、平成27年度農林水産部所管の特別会計歳入

歳出予算について御説明いたします。

４ページをお開きください。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は5898万

8000円となっており、前年度予算額１億772万9000円

と比較しますと4874万1000円、率で45.2％の減となっ

ております。

減となった主な理由は、就農支援資金の貸付業務

終了に伴う予算の減によるものであります。

５ページをお開きください。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は２

億4249万3000円となっており、前年度予算額１億5316

万円と比較しますと8933万3000円、率で58.3％の増

となっております。

増となった主な理由は、沿岸漁業改善資金の国へ

の償還金及び県への一般会計への繰出金の増による

ものであります。

６ページをお開きください。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は４

億6895万6000円となっており、前年度予算額10億2732

万5000円と比較しますと５億5836万9000円、率で54.4

％の減となっております。

減となった主な理由は、冷蔵配送施設の整備終了

に伴う減によるものであります。

７ページをお開きください。

林業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は1584万

9000円で、前年度並みとなっております。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

予算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○上原章委員長 農林水産部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項につ

いて（平成27年２月12日議会運営委員会決定)に従っ

て行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔に発



言するよう御協力をお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに質疑を行います。

砂川利勝委員。

○砂川利勝委員 それでは、日台漁業協定の交渉の

状況について説明をしていただきたいと思います。

○山城毅農林水産部長 去る３月４日から７日にか

けて、東京都で開催された日台漁業委員会の会合等

において、沖縄県及び漁業関係者なども参加しまし

て、日台双方の政府関係者が操業ルールについて協

議し、沖縄側漁業者の意向を組み入れた内容に見直

しが図られたものであります。沖縄漁船にとっては、

台湾漁船とのトラブルに遭うリスクが減り、安心し

て操業できる機会が増すものと考えております。沖

縄県としましては、本県漁業者の安全・安心の操業

が確保されるよう漁業関係団体と連携し、引き続き

国に対して求めていきたいと考えております。

○砂川利勝委員 沖縄県側の意向が認められたとい

うのは、どういう点ですか。

○山城毅農林水産部長 八重山北方三角水域におい

て、日台の漁船が昼夜で交代して漁をする水域が拡

大されたということが一つございます。それから、

特別協力水域において、台湾漁船が縄入れしない水

域を設けることが合意されたということがございま

す。それから、８月から翌年３月までの間、はえ縄

漁船は、投縄する前に、小型漁船の操業を確認した

場合等は適切な船間距離を確保しまして、小型漁船

の操業に支障が出ないよう配慮する旨、全水域での

安全操業への配慮規定が明文化されたということが

ございます。さらなる今後の交渉につながるものと

考えております。

○砂川利勝委員 ということは、明確なルールが決

定されたという捉え方でいいのですか。

○山城毅農林水産部長 今回の中で、久米島西と八

重山北方三角水域、全域あろうかと思うのですが、

久米島西の三角水域では従来どおり横に切って、上

は沖縄県側で、日本側で操業を中心的にやる、下側

は台湾側でやる。昨年と同じですが、そこの左側で

台湾側が―下ですね。下の東側で台湾側が縄入れし

ない水域を若干設けるところが出てきました。そこ

は縄入れですから、集魚灯は入ることができますの

で、そういう意味では一つメリットができたという

ことはお互いの条件の中であったのではないか。そ

れから、クロマグロの操業は４月から７月ですが、

８月から翌年３月までの間の取り決めはこれまでな

かったのですが、そこにおいては、やはり沖縄県側

は小型漁船の操業でありますので、台湾側が沖縄県

の漁船を確認した場合は適切な船間距離を確保する。

これは４海里を主張していますから、それは配慮し

てそういう操業をすることが規定の中で盛り込まれ

たということでは、安全操業ができると思っており

ます。

○砂川利勝委員 デメリットもあるのですか。

○山城毅農林水産部長 今回の交渉の中では、我々

としてはデメリットというものはないのではないか

と今は感じております。

○砂川利勝委員 ということは、沖縄県側としては

満足のいく交渉であったという捉え方でいいのです

ね。

○山城毅農林水産部長 一番最初に求めているのは、

全域の４海里のことを我々は申し入れたわけでござ

いますから、それからすると満足というわけではな

く、ただ、三角水域のところ、従来狭いところが１

つ拡張できた。それと、その下に小さい枠ではある

のですが、三角の下に確保できたということは、今

後、交渉の中でそれをつないでいける、拡張できる

という下地をつくった。久米島西は、下のほうに向

こうが操業しない枠が確保できたという意味では、

ある程度の成果というか、頑張ってくれたとは思っ

ております。

○砂川利勝委員 ことしがそういう足がかりの年に

なったということであれば、次年度以降ももっと、

こちらに有利になるような交渉をしてもらいたいと

思います。

次に移ります。沖縄漁業基金です。この活用状況

はどうなっているのか説明してください。

○新里勝也水産課長 沖縄漁業基金につきましては、

事業実施主体が公益財団法人沖縄県漁業振興基金と

いう法人で実施しております。実施状況としまして

は、今年３月４日までに36漁業協同組合等に対し計



画承認が行われて、実施しているところでございま

す。事業は５つのメニューがございますが、一つ一

つ説明させていただきますと、外国漁船操業等調査

・監視事業が一番大きい事業でございますが、これ

が10億9300万円の執行となっております。次に、民

間漁業者交流支援事業は台湾との交流等を行う事業

ですが、これが1600万円。次に、漁業共済掛金助成

事業が2100万円。そして、漁業経営安定対策事業は

利子補給等を行う事業ですが、これが400万円。そし

て、沖縄産水産物流通促進事業は水産物の流通の円

滑化を図るものですが、これが3900万円。合計で11

億7300万円となっておりまして、これらの事業によ

り、日台取り決めの影響を受ける漁業者等の経営安

定に寄与しているものと考えております。

○砂川利勝委員 このうち、実際の八重山漁業協同

組合、与那国漁業協同組合、それと久米島漁業協同

組合を含めて、尖閣諸島に絡んでいる地域の漁業協

同組合がどれぐらいの予算を消化しているのか、お

示しください。

○新里勝也水産課長 外国漁船操業等調査・監視事

業でいいますと、八重山漁業協同組合が１億4500万

円程度でございます。そして与那国漁業協同組合が

2700万円、久米島漁業協同組合が9200万円程度の執

行となっております。

○砂川利勝委員 この全体の11億円の中で、その３

つの地域は何％ですか。

○新里勝也水産課長 ざっくりですが、この３つで

２億円程度の金額となっておりますので、約２割弱

というようなシェアになろうかと思います。

○砂川利勝委員 そもそもこの基金というものは、

やはり尖閣諸島の漁場に操業に行く方々に対しての

支援が主だったと思うのです。それ以外の地域でど

のような使われ方がされていますか。

○新里勝也水産課長 それ以外の地域、先島でも宮

古、池間、伊良部の３漁業協同組合がございますが、

こちらも合計でほぼ１億円程度の執行となっており

ます。あと、沖縄本島も西海岸のほうで多いのが、

例えば浦添宜野湾漁業協同組合も久米島西側の水域

を利用しておりますので、ここも7000万円程度、あ

と糸満漁業協同組合も１億1800万円。久米島西水域

を使っている漁業協同組合の執行率は相当の金額に

なっていると認識しております。

○砂川利勝委員 では、その漁業水域に行かない漁

業協同組合にも補塡されているのですか。

○新里勝也水産課長 基本的に当該水域に行ってい

る漁業者が対象となっておりますので、例えば東海

岸でも与那原・西原町漁業協同組合というところが

ございますけれども、久米島西に行っている漁業協

同組合でして、ここも7800万円程度の執行となって

おります。

○砂川利勝委員 それでは、沖縄漁業基金の中で縄

が切られたとか、実際の被害はどうでしたか。

○新里勝也水産課長 平成26年にも漁具の関係のト

ラブルがございました。５件ございまして、まず、

４月に八重山漁業協同組合のマグロはえ縄への台湾

漁具の絡みがありました。そして、６月には与那国

漁業協同組合の浮き魚礁に漁具が絡んだ件、同じく

６月には２件ございまして、八重山漁業協同組合の

マグロはえ縄漁具への台湾漁具の絡み、そして、同

じく八重山漁業協同組合のソデイカの漁具の切断、

そして、もう１件が八重山漁業協同組合の一本釣り

漁業者がやっているサメ駆除の漁具に、台湾の漁具

が絡んだというようなトラブルが報告されておりま

す。

○砂川利勝委員 その被害額は幾らですか。

○新里勝也水産課長 被害額は、済みません、把握

できておりません。大小あると聞いていまして、物

によっては軽微ということで被害額の報告がなかっ

たりとかいうことで、トータルの被害額は、済みま

せん、把握できておりません。

○砂川利勝委員 そういう調査をするのが当たり前

の話ではないですか。その額もわからないというこ

と自体どうですか。

○新里勝也水産課長 この５件に関しては沖縄漁業

基金が使われていなくて、漁業協同組合あるいは漁

業者独自で対応したということで、当該法人には金

額の報告が上がってきていないと聞いております。

その辺については、やはり沖縄漁業基金の活用とい

う意味からきちんとやるように、報告を受けて活用

するようにということで、今、沖縄県漁業振興基金

とは調整しているところでございます。

○砂川利勝委員 だから、そもそもそういう事態が

想定されるから、こういう基金ができたのでしょう。

それが金額もわかりません、軽微なものだったのか、

大きかったのか、わからないという状況を把握して

いくのが沖縄県の当然の務めではないですか。大変

軽率な行動だと思うし、沖縄漁業基金に対する認識

不足ではないのか。強く指摘したいと思います。

次に移ります。鮮度保持技術と戦略出荷によるブ

ランド確立事業について説明してください。

○宜野座葵流通・加工推進課長 まず、事業の概要

について説明いたします。沖縄県産農林水産物の沖



縄県外出荷に向けた課題としまして、出荷量や出荷

時期は台風や日照不足など気象の影響を受けやすく、

市場価格の変動が大きい、離島では輸送手段が限ら

れ、出荷時期が集中すると滞貨が発生しやすい、ま

た、鮮度保持のため航空輸送を活用することで輸送

コストが高いなどが挙げられております。これらの

課題を解決するために、凍結による細胞破壊を抑制

する冷凍技術や、蒸散やエチレンガスの発生を抑制

する包装資材を活用しまして、鮮度保持技術の検証

を行うこととしております。また、鮮度保持技術を

活用した生産現場から販売現場までの低コスト輸送

試験と販売プロモーションの実施、気象条件等を反

映した精度の高い出荷予測システムの開発、さらに

は鮮度保持技術等の検討会議の開催などを実施し、

戦略的な出荷体制の構築と市場から信頼されるブラ

ンド産地の形成を図るものであります。

○砂川利勝委員 これは具体的にどういうものです

か。

○宜野座葵流通・加工推進課長 具体的な検証方法

を申しますと、例えば凍結により品質が低下しやす

いマンゴーとかパイナップル、細胞が傷むというこ

とで、品質保持が期待されるＣＡＳ冷凍やプロトン

凍結とか、凍眠などという冷凍技術がございまして、

それらは凍結する際に氷の結晶を小さく凍結できる

ということで、細胞の崩れが出づらく鮮度が保たれ

るということと、野菜や果樹のしおれや軟化の原因

となる蒸散や、エチレンガスの発生を抑制する段ボー

ル「センドエース」という包装資材がありますので、

そういった資材を想定しているところでありまして、

これらの技術は処理方法や処理能力、ランニングコ

ストなどがそれぞれ異なりますことから、これらの

機器、資材を用いて、沖縄県産農林水産物に適した

技術を検討することとしております。

○砂川利勝委員 水産には使われないのですか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 水産も現在、検討

しているところであります。

○砂川利勝委員 御存じのように、与那国町は飛行

機にカジキが積めないのです。そういう中で、私た

ち自民党としても株式会社ナノクスの調査に行った

のですが、ぜひともそういう離島のハンディーのあ

るところで実証実験をやってください。

○宜野座葵流通・加工推進課長 それについても検

討してまいりたいと思います。

○砂川利勝委員 次に移ります。与那国製糖工場建

設について。

○西村真糖業農産課長 与那国町の含みつ糖製糖施

設につきましては、約50年が経過して老朽化してい

るということで、平成26年度予算で新工場建設を進

めているところでございます。当該工場の建設につ

きましては、資材の高騰等がございまして、事業計

画の見直し等に不測の時間を要したということで、

平成27年度へ繰り越しを行っております。この手続

につきましては、平成26年第６回沖縄県議会で議決

をいただいております。完了の見込みは平成27年12

月を見込んでおりまして、平成27年産の操業から使

用する予定で進めているところでございます。

○砂川利勝委員 八重山、波照間、それと西表、ど

ちらも問題が発生しましたね。一つは混入したもの

が波照間。西表はいまだ完成していない。３月15日

に落成式をしますよというお話は聞いているのです

が、そもそもそういうおくれること自体が、農家は、

特に西表は５月ぐらいまでかかるのではないかと言

われています。この暑い中でサトウキビを倒すのは

大変な仕事だと思うのですが、これはしっかりと町

村との連携をやらなかった結果だと思うのです。沖

縄県のこれまでのかかわり方はどうですか。

○西村真糖業農産課長 西表の工場につきましては、

建築工事の入札で１回目が昨年、平成26年の３月31

日に行ったわけですが、これが不調となりました。

２回目の５月８日の入札で落札したわけですが、こ

の辺の要因といたしましては、資材の高騰等が考え

られます。この辺につきましても、事前にそういう

ことも考えられましたので、予定価格の変更等、役

場と調整をしながら、沖縄県も一緒に相談しながら

やってきたところでございますが、その後、鉄骨の

資材等も―かなり今、建築関係、土木関係の工事が

多いということで、予定よりも少しおくれまして、

結果としてこのようになったということでございま

す。

○砂川利勝委員 基本的に農家は、遅くなればなる

ほど減収ですよ。農家が迷惑をしているということ

は事実ですよ。そういう中で、波照間の教訓もそう

いったものがあって、やはり私は西表がこれだけお

くれること自体が本当におかしいと思うわけ。そし

て、そこは多分、補助金の繰り越しとか、いろいろ

な諸問題も発生しましたね。そういう中で、本当に

沖縄県も一緒になってやっていく、農家の生産所得

を上げるためにつくるのであって、足を引っ張るよ

うなことでは私はだめだと思うのですよ。与那国で

もこのようなことは―12月ともう明言しましたので、

私はおくれることは許されないと思っています。そ

の点も踏まえて、しっかりと対応していただきたい



と思います。頑張ってください。

次に移ります。竹富町の水利施設について。

○仲村剛村づくり計画課長 竹富町における農業水

源につきましては、要整備面積が1997ヘクタール、

それに対しまして、現在495ヘクタールが採択済みの

面積となっております。計画的にかつ効率的に農業

用水の水源の整備を推進するために、水需給計画の

策定が不可欠でございますので、このため、竹富町

において本年度、波照間島の水需給計画を策定した

ところであります。沖縄県としましては、平成27年

度の予算におきまして、竹富町のほかの離島も含め

た沖縄県内全域で農業用水の水需給計画を策定する

こととしておりまして、引き続き関係機関と連携し

ながら、竹富町における農業用水源等の整備を推進

していきたいと考えております。

○砂川利勝委員 水問題は農家の所得に大変影響し

ますので、ぜひしっかりとした計画を立てていただ

きたいと思います。

それでは、辺野古に係る予算についてまず答弁し

てください。

○新里勝也水産課長 辺野古の予算ということでご

ざいますが、沖縄防衛局の岩礁破砕等の許可に関し

て、コンクリート製構造物の設置が許可区域外にお

いて行われ、許可を得ずに岩礁破砕がなされた蓋然

性が高いと思料されることを踏まえまして、現在こ

のような漁業関係法令に関する指導や取り締まりに

関する業務ということで、沖縄県の義務的経費とし

て漁業取締監督費という予算を措置してございます。

この予算を使って現在、調査等に対応しているとこ

ろでございます。

○砂川利勝委員 それは幾らですか。

○新里勝也水産課長 先日１日調査しておりますが、

当該調査に係る経費は、平成26年度の既存の予算の

中から162万円程度を契約して、今、調査を実施して

いるところでございます。

○砂川利勝委員 平成27年度はどうなるのですか。

○新里勝也水産課長 平成27年度につきましては、

現時点で辺野古でその調査をやるということを想定

してということではなくて、漁業取締監督費全体と

して、先ほど申し上げました漁業関係法令に対する

指導等の業務ということで、漁業取締監督費に２億

円余の予算を計上しているところでございます。

○砂川利勝委員 平成26年度の漁業取締監督費は幾

らですか。

○新里勝也水産課長 平成26年度の漁業取締監督費

の予算額は、9549万円となっております。

○砂川利勝委員 漁業取締監督費の本来の目的は何

ですか。

○新里勝也水産課長 この事業の目的でございます

が、漁業法や沖縄県漁業調整規則等に基づき、漁業

取締船「はやて」を中心とした漁業取り締まり監督

業務を行い、漁業秩序を維持し、水産資源の保護培

養とその持続的利用を図るという目的で、無線通信

を用いた漁業指導監督業務や気象、海象、米軍や自

衛隊の訓練等情報を沖合で操業する漁業者へ提供し、

緊急時の通信連絡手段を活用し、漁業者の生命、財

産の安全を図る等の業務を行う事業でございます。

○砂川利勝委員 それと、これと、どういうつなが

りがあるのですか。

○新里勝也水産課長 今回の辺野古の案件につきま

しては、沖縄県漁業調整規則に基づいて許可を出し

ている工事でございまして、その沖縄県漁業調整規

則に抵触するおそれがあるということを思料して、

調査を行っているものでございます。

○砂川利勝委員 では、これは那覇空港第２滑走路

もそういうことをやっているのですか。

○新里勝也水産課長 那覇空港の工事を現時点でそ

のように調査していることはございませんが、その

ようなものがあれば、その業務の中で調査は行われ

るような位置づけになろうかと考えております。

○砂川利勝委員 同じサンゴ礁ですよ、これ。何を

言っているのですか。同じサンゴ礁でしょう。では、

那覇空港第２滑走路の工事のところにはサンゴ礁は

ないのですか。

○新里勝也水産課長 那覇空港と辺野古の違いと申

しますのは、那覇空港は今、岩礁破砕の許可をしま

して、その許可の中で工事がやられているものと認

識しております。辺野古の案件につきましては、許

可区域外で岩礁破砕が行われている蓋然性が高いと

いうことで、調査を行っているものでございます。

○砂川利勝委員 それでは、サンゴと岩礁の違いを

説明してください。

○新里勝也水産課長 サンゴというものは動物、生

きているものです。岩礁というものは、漁業制度例

規集に定義がございまして、岩礁とは、海域におけ

る地殻の隆起形態であると記載されております。

○砂川利勝委員 ではお聞きしますが、今回、トン

ブロックを岩礁の上に置いたという報道がなされて

います。それについてはどういう見解を持っていま

すか。

○新里勝也水産課長 辺野古の、先日調査を行った

ところの状況は、現在、その調査結果を精査してい



るところでございますので、詳細に述べるのは、済

みません、控えさせていただきたいと思います。

○砂川利勝委員 予算特別委員会ですよ、あなた。

予算特別委員会でこういう質疑をして、なぜ答えら

れないのですか。調査結果は出ているのでしょう。

答弁してください。

○新里勝也水産課長 ２月26日に行った調査の概要

でございますが、調査につきましては、臨時制限水

域の縁辺部に設置されておりますコンクリート製構

造物を調査しております。調査の方法としましては、

16カ所設置されておりますコンクリート製構造物を、

最初に水面からマンタ法という方法でダイバーを

引っ張って、外観的に調査を行っております。その

中から８カ所を選びまして、そこにダイバーを入れ

て、その設置状況等の写真撮影を行っているような

調査でございます。その結果については、写真等を

プリントアウトして現在、その状況等をチェックし

ているところでございます。

○砂川利勝委員 いつまでにその調査結果は出るの

ですか。

○新里勝也水産課長 現在１日調査したところでご

ざいますが、調査が継続中であるということと、今

後、沖縄防衛局から提出いただいた資料もあわせて

精査して、取りまとめていくという予定にしており

ます。

○砂川利勝委員 だから、いつまでの期限なのか聞

いているのですよ。

○新里勝也水産課長 今回、平成26年度予算という

ことで、契約上３月いっぱいの工期をとってござい

ます。その中で努めて調査をまとめていけるように

したいと考えております。

○砂川利勝委員 工事の中で何％以内は、例えばそ

ういう破砕をしてもいいというのがありますか。

○新里勝也水産課長 特に何％ということは定めて

ございませんが、その現場の状況に応じて判断する

ことになろうかと考えております。

○砂川利勝委員 基準がないのに、では、岩礁破砕

と言えるのですか。

○新里勝也水産課長 例えば岩礁等、何％の面積が

影響を受けているということがポイントになろうか

と思いますが、それが周辺の水産資源、水産動植物

にどの程度の影響を与えるかどうかというところで

判断されるものと考えております。

○砂川利勝委員 いろいろ聞いていると、サンゴは

そんなに―１つではないかとか、いろいろ言われて

いるみたいですが、実際のところ、農林水産部とし

て本当に岩礁破砕なのか、サンゴを破砕したのか、

どちらだと認識していますか。

○新里勝也水産課長 まだ調査途中でございますの

で、今の時点で岩礁の破砕である、なしという判断

は難しいと考えております。

○砂川利勝委員 大変苦しい答弁ですよ。でも、報

道では岩礁、岩礁と言っているのに、沖縄県議会で

もそういう捉え方をされているのに、まだわからな

いという状況、大変ではないですか。このようので

は予算を執行している知事から聞かなければいけな

いと思いますので、要調査事項でお願いしたいと思

います。

○上原章委員長 ただいまの質疑につきましては、

要調査事項として取り扱ってほしいということです

ので、明３月13日の委員会においてその取り扱いに

ついて協議いたします。

砂川利勝委員。

○砂川利勝委員 未来のマリンパワー確保・育成一

貫支援事業について説明してください。

○新里勝也水産課長 未来のマリンパワー確保・育

成一貫支援事業という事業を平成27年度予算に計上

させてもらっているところでございます。平成25年

の本県の漁業就業者は3732名で、平成20年と比較す

ると197名の減少となっており、就業者の確保は重要

な課題と認識しております。このため、沖縄県にお

きましては、平成27年度に新規で当該事業を実施す

るための経費としまして、2882万7000円の予算計上

をしてございます。

○砂川利勝委員 事業内容、どういう支援をしてい

くのか説明してください。

○新里勝也水産課長 事業の概要でございますが、

まず、小・中学生を対象とする加工実習などの水産

教室の実施、次に、高校生を対象とする漁業体験実

習の実施、そして、これが目玉ですが、新規漁業就

業者を対象とする最大150万円の漁具等の経費の支援

などとなっておりまして、当該事業で後継者の確保

に努めてまいりたいと考えております。

○砂川利勝委員 これは農業の担い手育成みたいな

形で捉えていいですか。

○新里勝也水産課長 農業も同様の事業が実施され

ていると認識しておりまして、それを参考に水産業

についても力を入れていこうということで、予算計

上させていただいているところでございます。

○砂川利勝委員 魅力ある産業として定着していく

ためには、やはり手厚い支援をやらないと、今の若

い人に定着するかというと大変問題があると思うの



です。足りないから外国からの労働者を入れたりと

か、八重山漁業協同組合でもやっているみたいです

が、ぜひとも魅力ある水産業としてこれからやって

いくためには、この制度でしっかりと支援をしてい

ただきたいと思いますので、頑張ってください。

○上原委員長 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 まず、沖縄のハブ貨物空港を活

用した取り組みが大分進んでいます。他府県では、

沖縄県のハブ貨物空港からアジアへの輸出に向けた

取り組みがありますが、その実態について教えてく

ださい。

○宜野座葵流通・加工推進課長 他府県の事例とし

ましては、静岡県が株式会社沖縄県物産公社に職員

を１年出向させながら、アジア向けのコンテナに静

岡県産品を混載させているという事例があるととも

に、せんだって新聞でも報道がありましたように、

三重県においても現在、検討しているような状況が

ございます。

○座喜味一幸委員 九州の事例を把握していますか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 九州については現

在、ＡＮＡの国際航空貨物ハブを活用したという事

例は確認していませんが、福岡県の事例としては、

福岡県総合計画におきまして、平成28年度までに輸

出目標を20億円と設定し、福岡県農林水産物の輸出

拡大に取り組んでいくと聞いております。

○座喜味一幸委員 熊本県、鹿児島県等々でＡＮＡ、

ヤマト運輸株式会社、地元銀行、県等を含んだ県外、

アジア向けの輸出協定等を結んでおります。九州で

はほとんどの県で取り組みが進んでおります。知事

が所信表明で言っていた流通プラットホームの構築

に取り組むとあるのだが、今、我々地元から農畜産

加工品を含めた特産品が他府県に比べて本当に動い

ているのか、動いていないのか。前回からずっとこ

れはやっているのですが、知事からは商工労働部等

を含めた連携をしていくという答弁はいつももらっ

ているが、どこまで進んだのか見えない。この辺は

しっかり取り組んでもらいたいと思いますが、農林

水産部長、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 商工労働部で国際貨物ハブ

ということで、コンテナを借り上げしながら、今、

アジア、香港を含め台湾等に出しております。シン

ガポールも目標にしながら、我々も連携しながらやっ

ているところでございまして、そのコンテナをうま

く活用しながら、我々のところはＪＡ等、あるいは

株式会社沖縄県物産公社、沖縄県漁業協同組合連合

会と連携しながら、こちらから幾ら海外に展開でき

るかというところです。まず、量の問題があります

のでその問題と、どういうものが香港市場、あるい

は台湾、シンガポール市場でよく売れるのかという

マーケティング調査をやっているところでございま

して、一つの成果として、我々がまず一番最初に取

り組んだのはアグー―豚について香港に貯蔵庫を設

置して、安定的に供給できる仕組みを今つくってご

ざいまして、それについてはアグーを含めて、一般

豚も含めて安定して量がふえてきていると。あわせ

て、牛肉については本部牛を積極的に出して、効果

が出てきていると思っております。そういう意味で

は今後、大量にとれるモズクのようなもの、あるい

は芋であればペースト状、生でやるのはなかなか問

題があって制限がありますので、今、生で送ってい

るのは小ぶりのもの。香港では小ぶりのものが消費

されていますので、そこについては品質のいいもの

でないと、他産地との競合もありますので、そうい

う意味では久米島町のものを優先的に送りながら、

どういうものがターゲットになるかを見定めながら

取り組んでいるところでありまして、それについて

また商工労働部とも連携しながら、しっかりやって

いきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 沖縄県のハブ貨物空港は本気で

取り組まないと、大変大事なチャンスなので、しっ

かり取り組んでもらいたいと思います。

農林水産部予算が大幅に削減されている。特にハー

ドを含めて削減されているが、実態について、これ

からどうしようとしているのか、なぜ予算がそこま

で削減されるのかを含めてお願いします。

○植田修農地農村整備課長 それでは、農林水産部

の予算の中で、農業農村整備事業費の減額が大きい

部分もございますので、その点から御説明させてい

ただきます。平成27年度の農業農村整備関係予算で

ございますが、対前年度比85.1％の228億6800万円と

なっておりまして、国営事業を含めました沖縄県予

算でも、対前年度比90.1％の296億1000万円となって

おります。御質疑の減額となりました主な理由でご

ざいますが、平成27年度の沖縄振興予算が減額とな

る中で、国営事業と関連事業では対前年度比約105％

という形で前年度以上の予算が確保できたわけです

が、今回、沖縄振興予算の中でも特に沖縄振興公共

投資交付金、いわゆるハード交付金の部分で執行率

の低さを理由に減額されておりまして、沖縄県予算

では対前年度比73.9％となったことが大きな減額の

要因という形でございます。

○座喜味一幸委員 このハード交付金の改善という



ものは何をすれば……。今後の、来年度の予算要求

も含めてハード交付金の繰り越し、不用というもの

が結局査定に響いているのです。現場では相当の事

業量があるのに、執行率が悪いせいで、このような

数字になるということは何が原因ですか。

○植田修農地農村整備課長 繰り越しにつきまして

は、昨年度、今年度、全体予算の３割前後の繰り越

しをさせていただいています。これには、平成24年

度、平成25年度は大きな意味で国の補正がございま

して、その部分を繰り越している等もございます。

ただ、この補正以外に用地の取得ができなかったり、

設計の内容調整等で地元と調整させていただく過程

で繰り越しになった部分もございます。実質的に農

林関係の事業では不用はほとんど出しておりません

で、こういう調整状況の時間的なおくれで繰り越し

をさせていただいているところもあるものですから、

今回、予算が減額された部分はございますが、しっ

かりとした年度の中での執行調整をやる。さらに繰

越額を減らすために、使うことが厳しくなった地区

から、実際に使用できる金額の枠を持っている地区

への流用等も年度の途中途中で調整をさせていただ

きながら、繰越額を少なくしていく、縮減していく

という形の取り組みを、今もやっておりますが、今

後は今まで以上にしっかりとやっていく所存でござ

います。

○座喜味一幸委員 これは執行体制を含めて前から

指摘しておきましたが、技術員の養成を含めて弾力

的な組織のあり方、民間の使い方に関して指摘をし

ている。平成26年度の明許繰越の枠も相当な額が載っ

ていると思うが、今回の繰り越しの枠はまた同じ査

定の対象になるのですよ。その辺に関して、農林水

産部長、どうですか。

○植田修農地農村整備課長 来年度の繰り越しの枠

につきましては、去る12月の補正と今回２月で御審

査いただきました補正で、合わせまして97億円余り

の枠をとらせていただくという形になっております。

でも、実質的には、従来どおりの形でいきますと、

これから10％程度絞っていくという状況でございま

すので、３月末には90億円内外になろうかと思いま

す。昨年度とほぼ同等な金額という状況で、委員御

指摘のように来年度以降、もっと絞っていかないと

来年度予算、平成28年度予算にも影響してくること

については重々認識しておりますので、これらをこ

れからすぐといいますか、来年度も含めて厳重な執

行計画を組むと同時に、執行調整をしっかりとしま

して、来年度は繰り越しをできるだけ縮減できるよ

うに取り組んでまいります。

○座喜味一幸委員 これはしっかり取り組まないと、

来年度予算の確保に向けてはハード交付金そのもの

が焦点に当たっておりますので、これは大変な課題

になりますよ。本年度と同じ繰越額のレベルだった

らば同じように査定されますから、その辺はよく留

意して頑張っていただきたい。

今後の予算執行を含めて伺います。アーサの採取

について宮古島市でお年寄りが警告を受けておりま

す。この辺の指導で沖縄県はどうなっていますか。

○新里勝也水産課長 委員御質疑の件は、宮古島市

でヒトエグサ、方言名アーサですが、採取していた

方が海上保安署から漁業権侵害で注意されたという

ことが報道されているという報告を受けてございま

す。この件につきまして、ヒトエグサは漁業権漁場

の対象種として地域の漁業協同組合に免許をされて

おりまして、それを漁業者が採捕して漁業活動を行

うという対象種でございます。ただし、従来から地

域住民が自分で食用に資する程度のものは利用され

ていた実態があると認識してございます。

そこで、漁業協同組合の組合員と地域住民で多少

行き違いがあったのではないか、あるいは漁業協同

組合の漁業権侵害の程度の受けとめ方がどの程度

だったのかというところについて、今、出先の農林

水産振興センターと地元の漁業協同組合でそのよう

な調整をしていると聞いております。漁業協同組合

にも漁業権侵害に当たるのかどうかということにつ

いては、慎重に調整するようにという指導を今、沖

縄県としては行っているところでございます。

○座喜味一幸委員 これは今に始まった話ではなく

て、こういう問題点がいっぱいある。要するに、入

漁権というのがかつて慣行として―内地では当然認

めている。そういうものに対して、おじいさん、お

ばあさんがアーサを採取することを海上保安署に連

絡して、警告書を通知すること自体、一体沖縄県の

行政はどうなっているのでしょうか。細やかな取り

決め等々の話をしゃくし定規に、法律上で物事を処

理する。これまでの入漁権というものがない、文化

もない、こういうものが大変あると思っております。

今回の辺野古の問題もまたしゃくし定規過ぎると

思うのですが、まず、伊良部架橋が開通してありが

たいのですが、漂砂がありました。そして、立派な

海岸のサンゴ礁が漂砂でもう埋まっております。そ

ういうもの等に関して、伊良部架橋工事では漁業協

同組合、沖縄県の調整はどうされていますか。漁業

協同組合との協議等の件だけでいいですよ。



○新里勝也水産課長 伊良部架橋の工事の手続につ

いては今、手元に持ち合わせておりませんのでわか

る範囲でお答えしたいと思いますが、漁業権漁場が

漂砂により覆われて、漁場の機能に多少影響が出る

というケースは考えられますが、漂砂については自

然現象という位置づけになるのであれば、許認可の

対象にはならないのではないかと考えます。

○座喜味一幸委員 聞いているのは、工事を終えた

ら漁業資源、漁業協同組合に対して相当な影響があ

る。それに関して、伊良部は、何漁業協同組合かは

わからないが、補償等で、要するに水産資源減少等

々に関しては協議によって、漁業補償等を払ってやっ

ている。したがって、漁業補償等が払われていると

いうことに関しては、監視船も漁業協同組合に頼む

……。

○新里勝也水産課長 詳細は把握できていませんが、

伊良部架橋の工事に入る際に、地域の漁業協同組合

に補償金は支払われたと聞いております。それから

類推しますと、この漁業権漁場内だと考えられます

ので、その中で当該工事を行う際は岩礁破砕の許可

はとられていて、もちろん漁業協同組合の同意を得

て、工事は行われているものと考えられます。

○座喜味一幸委員 今のは、岩礁破砕の許可がとら

れているという答弁と理解していいですか。

○新里勝也水産課長 伊良部架橋工事に係る漁業権

漁場内で、何らかの行為をされる際の岩礁破砕許可

はとられていると認識しております。

○座喜味一幸委員 この件に関しては、今後の各予

算執行をしていく、水産土木をしていく上で大変大

きな課題になっておりまして、今言う沖縄県漁業調

整規則に係る案件については、どういう事業が、ど

れぐらいの分量がありますか。今後、これをもって

厳しくチェックしていくとすると。

○新里勝也水産課長 岩礁破砕等の許可について、

平成26年度の申請件数は、２月末時点において合計

で50件、処理期間は平均23日ということになってい

ます。その工事の種類についてですが、砂利採取が17

件、橋梁工事が11件、港湾整備―航路しゅんせつも

含みますが10件、道路等の護岸整備その他となって

おります。この工事についてですが、今申し上げた

件数については、漁業権漁場内で当該工事が行われ

るものについての件数でございます。漁業権が除外

されている、例えば港湾区域内ですとか、そういう

ところについては、許可の対象にならないので把握

できておりません。

○座喜味一幸委員 今のは、沖縄県漁業調整規則第39

条に係る岩礁破砕等の許可という理解でいいですか。

○新里勝也水産課長 そのとおりでございます。

○座喜味一幸委員 今後、この問題は大変大きくな

るのですが、鉄筋についているサンゴは採捕しては

いけませんか。海底の鉄筋に。

○新里勝也水産課長 今、御質疑の海に存在してい

る鉄筋に自然にサンゴが付着して、成長したサンゴ

ということであれば、沖縄県漁業調整規則で造礁サ

ンゴは採取が規制されておりますので、これは特別

採捕許可が必要となってきます。

○座喜味一幸委員 そうらしいね。ロープについた

サンゴもとってはいけないと書いてあるよ、運用で。

それはわかるのですが、この岩礁とサンゴ礁の違い

について説明していただけますか。

○新里勝也水産課長 まず、サンゴというものは、

先ほども申し上げましたが、動物ということで生き

ているものでございます。サンゴ礁というものは、

それが死骸となってできた地形ということになって

おります。あと、岩礁というものは、海域における

地殻の隆起形態というのが漁業制度例規集に書かれ

ておりまして、この岩礁を構成するものとして岩石

というのが海域における地殻の構成要素ということ

で、岩石が集まって岩礁が形成されるという表現に

なっております。

○座喜味一幸委員 この辺が今後大きく……。この

問題になってから大きな課題になると思うのですが、

沖縄県は割と琉球石灰岩、あるいは沖縄近海はほと

んどがサンゴを母体とした地形になっております。

基岩ができておりますが、この基岩そのものの管理

は国土交通省所管、その上の生物と、もしくはこの

基岩の生息に適した地形を壊す等々に関しては水産

資源の管理側だと思って、非常に仕分けが難しいと

思っているのですが、今後、その話をきれいにしな

いといけないと思っています。この許可の基準、す

なわち許可の条件、許可をしない場合の条件を皆さ

ん方はどう定めているのですか。沖縄県漁業調整規

則第39条の件で。

○新里勝也水産課長 まず、岩礁破砕許可について

は、委員おっしゃるように沖縄県漁業調整規則第39

条において、「漁業権の設定されている漁場内におい

て岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しよ

うとする者は、知事の許可を受けなければならない」

と定められております。その岩礁破砕等の許可に関

する取扱方針の中で、許可に当たっての基本的な考

え方ということで、許可に当たっては次の事項を検

討するものとして４項目挙げております。１つ目に



サンゴや海藻類の生育状況、稚仔魚及び底生生物等

の生育状況並びに水産動物の産卵の状況、２番目に

漁場利用の状況、３番目に水質汚濁の防止と水産動

植物の保護培養のための対策、４番目に周辺漁場へ

の影響の４項目を検討し、許可を判断しております。

○座喜味一幸委員 この判断の際に、沖縄海区漁業

調整委員会というもの―知事そのものが判断を迷っ

たりするとき、その基準が曖昧であったとき、これ

は単なる水産課とか知事の裁量なのか、それとも沖

縄海区漁業調整委員会まで含めた協議事項になるの

か、どうですか。

○新里勝也水産課長 現在、この許可の判断に当たっ

ては、知事の専権事項として沖縄海区漁業調整委員

会には諮っておりません。

○座喜味一幸委員 これは専権事項で間違いないで

すか。

○新里勝也水産課長 済みません。「専権事項」とい

う言葉を使ってしまいましたが、少しニュアンスが

違っていたかと思います。訂正させてください。知

事が判断しているということでございます。

○座喜味一幸委員 沖縄県漁業調整規則をつくると

きも、改正等についても、沖縄海区漁業調整委員会

等の意見を聞かなければならないことになっていて、

明確に許認可等々の基準、ルールができていないと

きの協議というものは、私は地元の漁業協同組合と

現場の人と、沖縄海区漁業調整委員会というものは

非常に大事なことだと思っておりますが、今回のア

ンカー、トンブロックの件に関して、地元の漁業協

同組合との協議はどうなっていますか。

○新里勝也水産課長 昨年８月に当該工事を許可し

た際の事業計画については、地元の名護漁業協同組

合の同意が得られております。

○座喜味一幸委員 今回の件よ。答弁になっていな

い。

○新里勝也水産課長 ８月に許可した以降、そうい

う事業計画に変更がある場合には、当該事業者が地

元漁業協同組合の同意を得て、変更申請が県に上がっ

てくるようなシステムになっております。

○座喜味一幸委員 だから、上がっているか。

○新里勝也水産課長 上がっておりません。

○座喜味一幸委員 臨時制限区域を日米協議で確定

して、官報が出ました。沖縄県にはその通知が来て

いるはずです。その臨時制限区域の出入りをするた

めのブイ等々の件に関して協議はあったはずです。

この一連の経緯からして、明らかにこれに関しては

沖縄県は知っていた。そして、その臨時制限区域の

用途も知っていた。臨時制限区域の用途は何ですか。

目的は。

○新里勝也水産課長 当該臨時制限区域に係る用途

というのがございます。これは３つございまして、

１つ目に陸上施設の保安、２つ目に普天間飛行場代

替施設の建設に係る区域の保安、３番目に水陸両用

訓練となってございます。

○座喜味一幸委員 そういう案件に関して、沖縄県

は今の問題を提起する前に、漁業協同組合の意向は

確認しましたか。漁業協同組合の同意の件はどうなっ

ていますか。

○新里勝也水産課長 当該制限水域の設定の際に、

水産庁から沖縄県に意見照会がございました。沖縄

県は地元の名護漁業協同組合に対して意見照会をし、

漁業協同組合から異論はないというようなニュアン

スの回答をいただいて、それをそのまま添付して、

水産庁に意見として返しております。

○座喜味一幸委員 少しポイントがずれているので

すが、第39条の岩礁破砕の申請書の基本として、漁

業権者との協議、同意がついております。皆さん方

はこの問題をこじつけているのであって、明らかに

臨時制限水域が示されたその中において、アンカー

ブロック、浮標等があるべき。しかも、その設置の

際は地元の漁業協同組合との協議、同意も必要であ

るという前提があるのに、申請書を出させずに、一

番大事な地元漁業者の保全という意味から、漁業者

の同意の書類が添付されないと今の第39条の話は進

まない。浮標の設計がどうのこうのではない。なぜ

それをやらないのですか。トータルとして問題を整

理されていないでしょう。

○新里勝也水産課長 今回のコンクリート構造物の

設置に関しましては、昨年10月の台風以降に当該事

業者で検討されて、実施されているものと承知して

おります。我々は、沖縄県漁業調整規則に基づく許

可は昨年の８月に出しておりまして、その時点では、

このような構造物の話は地元の漁業協同組合にも説

明がなく、我々にも説明がなかったということで、

許可の範囲には入っていないという認識でございま

す。

○座喜味一幸委員 いずれにしても、今の話はこう

いう沖縄県漁業調整規則に基づく手続も不備、しか

も、そういうもの等が整理もされないで、知事の命

で現地調査をして、工事の差しとめをするというこ

とは、知事も含めてもう少し今の話を整理しておい

て、調査をさせてください。要調査事項で。

○上原章委員長 ただいまの質疑につきましては、



要調査事項として取り扱ってほしいということです

ので、明３月13日の委員会においてその取り扱いに

ついて協議いたします。

次に、新垣哲司委員。

○新垣哲司委員 今回の沖縄振興予算、減額になっ

たということで、私は非常に残念だと思っておりま

す。今、国会においても沖縄通の先生方が大変少な

くなりました。沖縄県は特別ではないよという若い

先生方、こういう意見も出るところがあります。そ

ういうことで、今回の執行率、縮減がないように頑

張っていただきたい。そして、この執行率を見て来

年度の予算が決まるわけですから、その辺はしっか

り踏まえてやっていただきたいと思っておりますの

で、まず、農林水産部長の決意から聞かせてくださ

い。

○山城毅農林水産部長 今回、農林水産部所管の予

算につきましてはかなり削減ということで、我々も

大変厳しい状況と認識してございます。来年度以降、

そういうことがないように農林水産部を挙げて、体

制もしっかりした上で取り組んでいきたいと考えて

おります。特に執行率の低くなっている要因として

は、これまでの経済対策のものとかいろいろありま

したが、ことしは予算執行計画をしっかりと作成し

まして、これに基づいてまず予算の執行管理を行う

ということが１点。あと、交付決定前の手続がござ

いますので、それをやって早期発注に取り組むとい

うこと、用地の取得困難なものが年度内執行を厳し

くしている状況も一つありますので、そういった地

区を早目に把握して、執行できない予算は執行でき

る地区に早目に流用等をして回しながら、しっかり

と執行率を高めていきたい。きめ細かいお互いの執

行管理をしっかりしながら、未執行率の低減に向け

てしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

○新垣哲司委員 沖縄県営かんがい排水事業で基幹

水利施設整備事業、これは真壁南地区のことですが、

戦後一貫として全然整備がされない状況を、農林水

産部長はちょうど出身地でもあるし、その辺の概要

説明をいただきたいと思います。

○山城毅農林水産部長 私、地元なので、本当は農

地農村整備課長かと思ったのですが、委員からそう

いう御指名がありましたので。真壁南地区で今回、

委員おっしゃるとおり、湛水等の問題がございまし

た。そこにつきましても、事業としては排水工、調

整池を３カ所に設置する。あわせて畑地のかんがい

整備もしながらということで、受益が53ヘクタール

あるのですが、予算的には19億円を予定してござい

ます。それについての法手続を実施しているところ

でございまして、５月中には完了する見込みになっ

ております。済み次第、速やかに着工して、しっか

りと対応していきたいと考えております。

○新垣哲司委員 その現場については、もう20年前

から沖縄県議会の経済労働委員会を中心として、何

回も視察に行きました。台風時の冠水、農林水産部

長もよくおわかりだと思いますが、市道があって、

県道もありますよね。10年に一遍ぐらい、あれが埋

まるのです。２メートルぐらいの高さまで水が入っ

てくる。それが今日まで続いた原因は何でしょうか。

○植田修農地農村整備課長 先ほど農林水産部長が

お答えいたしましたが、それに付加させる形でお話

しいたします。真壁南地域だけではなく、糸満市の

周辺といいますのは、排水の末端がドリーネに落ち

ております。それまでの部分の中で、ドリーネの能

力を超える強い雨が降った場合に湛水していた。委

員御指摘のように、本当に強い台風の雨のときには、

真壁南につきましては、その間にある道路の部分も

冠水する状況が見られたということはよく存じてお

ります。それをしっかりとした対策に持っていくた

めに、今回、整備の計画をしておりますのは３基の

池をつくります。それで大体29万トンの水がためら

れるような状況になりまして、一時的にためたもの

をまたドリーネに流しながら処理していく形になる

のですが、それを今年度から着手いたしまして、平

成27年度ではそれらの実施設計を行って、工事にで

きるだけ早く入りたいと思っております。ですから、

29万トンの大きな池が３つできるわけですが、それ

ができた暁には、現在のような湛水は解消されるも

のと見込んでおります。

○新垣哲司委員 今、農地農村整備課長から御説明

があったのですが、糸満地区にはほかにもあると。

しかし、水は上に上がらないですよ。上から下に流

れるのですよ。当然ここからやるべきだと思うので

す。真栄平、宇江城地域もあるのですが、あの排水

というものは、全部ではないですが一部はここへ流

れてきますね。そういうことで、やはりここから整

備するのが当然のことですよ。だから私は、前はト

ンネルとか、いろいろな工法も考えたが、予算の都

合とか、地域事情とか、あるいはそうなった場合、

海にそのまま鉄砲水で流した場合とか、皆さんもい

ろいろ考え方があったと思うのです。それが３カ所

に貯水池をつくる。これも一つの手段だと思います。

そうであれば、この貯水池でこれだけの排水を処理

できるのか。その辺はどうですか。



○植田修農地農村整備課長 今、真壁南だけではな

くて、それよりも若干位置的には東側になるかと思

いますが、クラガー流域、真栄平南の地区、さらに

それから少し行きまして農業試験場の周辺も、いわ

ゆるこの部分、全体的に共通していますのは、排水

路の末端がなくて、従来からドリーネに水が落ちて

いる地域で、地形的に低い部分に冠水して、それが

ゆっくりとドリーネに落ちていた部分。その地域と

して大きくこの周辺では３地域ございます。それぞ

れについて最終的に全部海まで開水路で持っていく

ということは、技術的に不可能な部分がございます

ので、現在、対応し得る対策として時間的な調整が

できるような池をつくりまして、実際にドリーネが

のみ込める量の差分といいますか、それより多くな

る雨のときにはためるという状況をそれぞれの箇所

で整備している状況でございます。３地区とも急ピッ

チで進めておりまして、真栄平南の部分は、大きな

部分がクラガーというドリーネから、最終的には地

下を通りまして米須海岸に落ちていく。真壁南につ

きましても、同じようにドリーネから落ちてきまし

て、クラガーから入ってきたものと合流しながら米

須へ出ているという状況です。それからは全部ドリー

ネの中を通っていくような状況にはなりますが、そ

れらの部分の陸上部で湛水が起きないように、今言

いましたようなドリーネの能力を超える部分につい

て調整池をつくらせていただくという整備を、今後

とも一生懸命やっていきたいと思っております。

○新垣哲司委員 一生懸命やるということはわかっ

ていますが、この質疑と答弁が少し合わないもので

すから……。長くなるからあれですが、真栄平地区

と伊敷ですか、沖縄県水産海洋研究センターがある

一帯を早急にやるという意味ですが、まずは真壁か

らやらないと。水はどこから流れるかということで

すよ。一体的にやることは結構です。地権者もいま

すよね。この地権者へもこれから始めるのですか。

いろいろと説明などはどうなっておられますか。

○植田修農地農村整備課長 真壁南につきましては、

今、法手続をやっておりまして、６月ぐらいから、

当然、地権者の方々の合意もいただきながら進めて

いく形になります。

あと、先ほどの答弁のときに趣旨が若干違ってい

たというようなお話がございましたが、真壁の流域

部分等につきましては、米須に地下のドリーネで流

れてまいります。沖縄県水産海洋研究センターより

西の部分は糸満市の市街地に流れていますので、そ

れは流域が違うということは御理解いただく中で、

当然真壁の部分についても、それらの地権者の合意

をできるだけ早くいただいて、事業に着手していき

たいと思っております。

○新垣哲司委員 さっきもお聞きしたのですが、ト

ンネル方式もあったのですよ。なぜドリーネ方式に

変わったかということを聞いているのですよ。

○植田修農地農村整備課長 地域全体の排水計画構

想の中では、当然トンネル―よく委員に言っていた

だきました案も検討しております。それらにつきま

しては、私どもは事業を実施する課でございますが、

農業農村整備全体の今後の将来構想の中で、当然ト

ンネル案も含めて根本的な対応策として現在、検討

を進めております。

○新垣哲司委員 では、今、貯水池だけでは将来的

に賄うことができない。今後は様子も見ながら、排

水もつくっていくということですね。その辺を教え

ていただけますか。

○植田修農地農村整備課長 そのとおりでございま

す。今、ドリーネの能力に見合わない部分について

はためさせていただいてと言いましたが、これは完

全な、最終的な対応にはなかなかならない部分。例

えば、沈砂池がしっかりと機能しているうちはいい

ですが、土砂がたまってきて、貯水容量が少なくなっ

たらどうするのかという部分がございますので、委

員がおっしゃったように、本当にそういう部分の中

でも対応し切れるように考えているのかという御指

摘だと思います。それについては、将来的にもう一

段パワーアップした形の計画ができないかどうかに

ついては、現在、同じ農林水産部の中で検討させて

いただいているということです。

○新垣哲司委員 農地農村整備課長、わかりやすく

なりました。では、今、19億円の予算も確保してい

るということで、貯水池、ため池も縮小されました

よね。少しばかり縮小されたと思うのですよ。まず、

トンネルをつくるよりも真っ先に―もし足りなけれ

ばですよ、様子を見てやったほうがいいなと。まず

は、順序として。

○仲村剛村づくり計画課長 今、委員御質疑の件に

つきましては、平成26年度新規地区として採択する

際の池の容量は、計画時点のボーリング調査、地質

調査に基づいて概定をしております。これから法手

続が終わり次第、平成27年度には改めて詳細な測量

調査をいたします。その上でさらに設計をいたしま

すので、そのときに詳細な設計の中で、必要な容量

が確保されるように検討がなされていくというよう

になっております。



○新垣哲司委員 ６年もかかると。もっとスピーデ

ィーにできないかと思って。その時期に台風が来て、

大雨になった場合、これは工事が大きく影響を受け

る可能性があるのです。ですから、その辺は皆さん

としてどのように考えておられますか。

○仲村剛村づくり計画課長 実際の工事の際には地

元の調整が必要になりますが、やはり今、委員の御

質疑にありますように地元で一番困っている内容、

特に今回の場合は湛水になりますが、こちらの工事

を優先してやりまして、その後、かんがい施設の整

備。スプリンクラーとかの整備もあわせてこの事業

の中でやりますが、そこら辺はより効果の発現が、

地元で求められているものから優先順位を上げて、

整備を図っていくというようになります。

○新垣哲司委員 では、そうなると、皆さんが考え

ている問題点について何がありますか。

○仲村剛村づくり計画課長 この地区の場合、一番

大きな地元との調整事項としましては、大きな池を

３つつくりますので、当然その土地の所有者が沖縄

県に用地を売っていただくことが絶対要件でござい

ます。これにつきましては新規事業の計画の際に地

元には御説明をいたしまして、地権者の事前の同意

をいただいているという確認をして今回の採択をし

ておりますので、一番ハードルの高い部分について

は地元の合意形成が図られていると考えております。

○新垣哲司委員 山城の例を見てもおわかりだと思

うのですが、立派ですね。だから、当初からああい

う感じでできなかったのかということがありますが、

その辺の調査を何回もやっているわけですから、こ

ういういい例があるわけですから、また似ています

ので、本当に真剣になってやっていただきたいなと。

また、予算もかかるわけですから、非常にこの辺は

どうかと思っております。

さあ、いよいよ工事が始まります。向こうはヤブ

ガラシが生息しているのですよ。サトウキビに巻い

てもう……。野菜はいいとして、このような雑草が

多くて、中には一部ですが、畑に捨てているものも

あるのです。こういうこともあって、この残土の処

理も、やはり事業が始まるわけですから、しっかり

やらないとと思いますが、この辺の状況説明を。

○新里良章営農支援課長 ヤブガラシは非常に問題

になっておりまして、南部地域でもほとんどの圃場

で見られますが、沖縄県としましては、マニュアル

ですね。ヤブガラシのマニュアルというものが沖縄

県病害虫防除技術センター、沖縄県農業研究センター

等で展示圃場等をもちまして既に完成しております

が、今年度、検討委員会を持ちましてマニュアルの

発行、普及をすることになっております。その中で

大きく変わりましたのは、グリホサートという除草

剤の使用回数が大幅に、農薬使用の中で改正されて

おります。具体的には、植えつけ前の４回、植えつ

け後の２回やりまして、そういうマニュアルどおり

の圃場に行きますと、サトウキビ圃場の中でもほと

んど根絶状態になりまして、キビの生育、収量には

ほとんど影響がないところまで減少させることがで

きるようなマニュアルになっております。ですから、

残土といいますか、圃場に客土する場合とかもそう

いう防除方法。もちろん農薬だけに頼らない雑草防

除、人力で引き抜くとか、そういう日々の栽培は非

常に重要だと思いますが、マニュアル等もできてい

ますので、そういったところでまた農家にも普及さ

せていきまして、極力被害を減らしていきたいと考

えております。

○新垣哲司委員 いい答弁を聞きました。何も沖縄

県だけではないのです。東京のど真ん中にも幾らで

もあるのですが、しかし、根絶するのがおくれてい

るだけだったよね。今、こういうマニュアルを聞い

て、ああ、立派だなと思っております。

○上原章委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時24分再開

○上原章委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 冒頭、午前中もあった沖縄県漁業

調整規則に基づく調査、そして岩礁破砕の目下、辺

野古の当該域の件についてお尋ねをします。昨日、

米軍から調査の立ち入りの件に関して、立ち入りは

させられないというような返答が来たと報じられて

おりますが、その内容について、まずお尋ねいたし

ます。

○山城毅農林水産部長 在日米軍司令部に送付いた

だきました申請書を提出しておりましたが、昨日、

外務省の日米地位協定室を通しまして、米側から運

用上の理由により、今回の申請を受け入れることは

できない旨の回答がございました。

○仲村未央委員 回答があったことを受けて、沖縄

県は、今、どのような見解をお持ちなのか。今、ま

さに岩礁破砕の懸念、蓋然性が高いということで、

この間、その立場でその調査を申し入れていたこと

がありました。今回はその調査、制限水域内に入れ

させないという返事が来たと。そのことについてど



のように受けとめ、見解をお持ちなのか、お尋ねを

いたします。

○山城毅農林水産部長 先ほど東京都で知事がコメ

ントを申し上げておりますので、これが沖縄県の考

え方になります。それを私のほうで読み上げさせて

いただきますと、２月26日に在日合衆国軍隊に申請

した辺野古の臨時制限区域への立ち入り申請につい

ては、昨日11日、外務省から沖縄県に対し、米側か

ら運用上の理由により、今回の申請を受け入れるこ

とができない旨、連絡があった。沖縄県としては、

制限区域における岩礁破砕に関する調査を実施しな

ければならないが、運用上の理由により、申請を受

け入れることができないという回答については、臨

時制限水域内に民間工事船や海上保安庁の船艇が多

数出入りしている状況に照らし合わせると、沖縄県

の調査船の立ち入りが運用上の問題があるとは到底

理解しがたく、沖縄県としては、違反につき懸念が

払拭できない。特に埋立承認前には自由に航行でき

た水域について、沖縄県の行政目的の調査さえでき

ないということは不合理きわまりない。今後、日本

国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障

条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国にお

ける合衆国軍隊の地位に関する協定―日米地位協定

で提供された臨時制限区域の共同使用者である沖縄

防衛局に対し、円滑な調査実施に向け、国の責任に

おいて在日合衆国軍隊と調整を行うよう求めていく

ということで、知事がコメントしたところでござい

ます。

○仲村未央委員 今の内容に照らしてお尋ねしたい

のですが、当然、許可権者側であると認識しており

ますが、その調査に入れないことは非常に不合理だ

ということですね。それで今、発せられたコメント

の中に、沖縄県の調査船の立ち入りが運用上の問題

があるとは到底理解しがたく、沖縄県としては、違

反につき懸念が払拭できないと。ここで言う「違反」

というのは、何法違反あるいは何規則違反と捉えれ

ばよいのかお尋ねいたします。

○新里勝也水産課長 今回の調査の目的としまして

は、当該箇所において岩礁破砕の蓋然性が高いとい

うことで、沖縄県漁業調整規則第39条に抵触する可

能性があるのではないかという認識を持っておりま

す。

○仲村未央委員 そうなると、沖縄県漁業調整規則

第39条違反ということになれば、まさに岩礁破砕の

許可そのものの条項に違反をしている蓋然性、可能

性があるということで、その違反を今、皆さんは懸

念としてお持ちであると。それでお尋ねしますが、

沖縄県漁業調整規則の解釈の権限というか、つまり

法の解釈の主、ここで言う沖縄県漁業調整規則の解

釈の主、運用の主は誰になるのかお尋ねいたします。

○新里勝也水産課長 沖縄県漁業調整規則第39条で

「知事の許可を受けなければならない」と表現され

ているところからも、知事の権限と認識しておりま

す。

○仲村未央委員 そもそも、沖縄県漁業調整規則の

解釈権限はどこに帰結をするのでしょうか。この沖

縄県漁業調整規則の、つまり地位というか、法的な

根拠、何に基づく規則であり、この規則の定めが今、

沖縄県漁業調整規則第39条は知事に権限が行き着く

ということでしょうが、規則そのものの解釈権限は

どこが持っているのかお尋ねいたします。

○山城毅農林水産部長 その根拠になるものは、水

産資源保護法第４条第２項、第５項に基づき、沖縄

県漁業調整規則第39条に規定されている、漁業権漁

場内の水産資源の保護培養のために岩礁破砕の許可

について定められております。

○仲村未央委員 水産資源保護法第４条に基づいて、

知事が定める規則ですね。その規則において、皆さ

んが懸念をする制限または禁止という条項の権限の

主は、まさに県知事であるということで理解してよ

いのか、あるいは水産庁あたりにその解釈を求める

必要があるのか。

○山城毅農林水産部長 水産資源保護法の中では、

「農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保

護培養のために必要があると認めるときは、次に掲

げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定める

ことができる」、沖縄県の場合は、県知事は規則を定

めることができると明記されております。その中に、

「水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去

に関する制限又は禁止」という項目がございまして、

我々はそれに基づいて沖縄県漁業調整規則を策定し

ているわけですが、沖縄県漁業調整規則第39条の中

で、漁場内の岩礁破砕等の許可ということで、「漁業

権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、

又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知

事の許可を受けなければならない」と知事の許可と

いうことが明記されておりますので、知事の権限だ

と理解しております。

○仲村未央委員 つまりは、規則そのものも、沖縄

県漁業調整規則第39条の違反事項の確認も全て県知

事の解釈に行き着くと理解をしてよいということで

すね。



○山城毅農林水産部長 そういうことでございます。

○仲村未央委員 そうであれば、今、皆さんがまさ

にこの沖縄県漁業調整規則第39条第３項に基づいて

岩礁破砕の許可をした。その許可には条件が付され

ているわけですね。その条件に対して今、幾つもの

条件違反と思われるような状況があると見ておりま

すが、そこはどのように今、皆さんは事態を理解し

ているのかお尋ねいたします。

○山城毅農林水産部長 まず、我々は平成26年８月28

日に許可をしてございまして、その条件として１か

ら９つまで項目をつけて、確認するようにというこ

とでやっているわけでございますが、その９の「本

申請外の行為をし、又は付した条件に違反した場合

は、許可を取り消すことがある」という項目が１つ

ございます。それから、６の「漁業調整その他公益

上の事由等により別途指示をする場合は、その指示

に従うこと」という項目がございますので、それに

沿って、去る平成27年２月16日に指示書を指示した

ところでございます。

○仲村未央委員 今、許可条件に付された「別途指

示をする場合は、その指示に従うこと」というのが

あります。それから、７項目めには、知事が工事の

進捗状況等について説明を求めた場合には、遅滞な

く資料を提供することというのがあります。これに

ついて今、沖縄防衛局の態度、姿勢はどうなのか。

県知事の指示を受けて、今、どのような対応がなさ

れているのかお尋ねをいたします。

○山城毅農林水産部長 沖縄県としては、まず、関

係資料の提出を求めたところでございます。それに

ついてはおくれて出していただいて、今回の工事の

設置場所等についてはわかってきたわけでございま

すが、次に、実際工事を予定しているところの状況

を確認する必要がある。蓋然性が高いということが

外部から出てきておりますので、それについて調査

をさせていただきたいということに関して沖縄防衛

局に申し入れたところでございますが、沖縄防衛局

からは米軍に直接手続をしていただきたいというこ

とで、その手続をいたしました。それについては昨

日回答が来たわけでございまして、沖縄県の申し入

れに対しては、今のところ応えていないと判断して

いるところでございます。

○仲村未央委員 そうなると、今、許可条件に付さ

れたことに対しても、非常に違反の、先ほど皆さん

が言う懸念がある状況に至っていると見えます。も

ともと皆さんが許可した区域外において、岩礁破砕

の蓋然性があると判断をされた理由ですね。つまり、

制限区域内における岩礁破砕が、許可区域外におい

てもあるのではないかと指摘をする理由はどこから

来ているのでしょうか。

○山城毅農林水産部長 沖縄防衛局との事前調整、

あるいは７月の許可申請書、８月の補正書の中には、

45トンあるいは20トンのコンクリート製構造物を大

量に投入することについての記載は全くありません

でした。また、説明もありませんでした。そういう

ことから、当初はこのようなコンクリート製構造物

の設置計画はなかったのではないかと考えておりま

す。その後、８月28日の許可後に10月の台風により、

それまで設置されていたフロートの大半が流されて

いるということが、新聞でも、我々も情報を聞いて

おります。その中で、中谷防衛大臣の赤嶺政賢議員

に対する答弁に関する報道を見てみますと、沖縄防

衛局が１月６日に開催した第３回環境監視等委員会

において、台風対策としてアンカーを重くすること

を提案したと載っております。ですから、10月以降

に大型のコンクリート製構造物の設置が計画された

のではないかという推測がされるところであります。

そういうことで今回、我々としても資料を提供いた

だいたところ、そういう地区外で45トンのアンカー

を設置するということが書面上確認されましたので、

今申し入れをしているところでございます。

○仲村未央委員 制限水域と言われる、今、一番大

枠でフロートを設置し、皆さんが26日に外周から確

認された場所でもブロックによるサンゴの破壊があ

ることは大きく報道されましたが、この対象となる

制限水域内の、いわゆる漁業補償の対象地域と岩礁

破砕の許可区域は一致するのかしないのか。そこは

厳格に区別されているのか。

○新里勝也水産課長 当該漁業権者は名護漁業協同

組合でございます。名護漁業協同組合の総会におけ

る同意の内容としましては、当該埋め立ての水面の

消滅補償、そして、制限水域の漁業への制限、そう

いうものを含めて同意されたと確認しております。

したがいまして、そういう意味では消滅するエリア

だけではなくて、全ての漁業への影響に係る補償、

同意と認識しております。

今のお話、埋め立ての消滅部分については、漁業

協同組合の同意がとられていて一致します。ただし、

周辺で行われている漁業は制限水域より外側でも行

われております。その外側で行われている漁業への

影響も補償の対象となっているという意味では、そ

の部分については重なるが、少し広がっていると認

識しております。



○仲村未央委員 つまり、埋立面積外、そして制限

水域内においても、岩礁破砕の許可を与えていない

場所があると確認できますね。そのために皆さんは、

そこに調査に立ち入ることの必要があるわけですね。

○新里勝也水産課長 今回調査したところは、許可

区域外と認識しております。

○仲村未央委員 その認識をはっきり持っていれば、

今の状況はもはや、知事の権限に基づく岩礁破砕許

可の違反要件が重なって確認される状況だと思いま

す。先ほどの許可の条件違反も複数にわたっている、

そして、そもそもの沖縄県漁業調整規則第39条の許

可外のことをしているそのものの違反ですね、区域

外において。許可していない区域外において、許可

外の行動をしていることによる沖縄県漁業調整規則

第39条そのものの違反ですね。これについて重ねて

違反の状況があり、先ほどの皆さんの知事コメント

によると、まさにその許可権者に対して調査すら認

めないという不合理な状況を重ねて今、表明されて

いるわけですよ、沖縄県の立場として。そうであれ

ば、もう今の時点で岩礁破砕の許可は取り消しに値

する要件をもう整えている、取り消しの環境に至っ

ていると見えますが、そこの判断はいつされるのか

お尋ねいたします。

○山城毅農林水産部長 現時点で先ほどの許可区域

があって、許可区域外で今、やられている行為が岩

礁破砕の蓋然性が高いという意味で調査に入ること

にしてございます。そういう意味からすると、まだ

この前は外周のところしか調査していませんので、

これから―今回、米軍からはまだ立ち入りは許可い

ただいていないですが、やはり許可をいただいて中

に入って、そこがどうなのかというものをしっかり

調査、精査した上での今後の判断になろうかと思い

ますので、そこはしっかりまた申し入れる必要があ

ると考えております。

○仲村未央委員 申し入れるといっても、今、皆さ

んは、その立ち入りの許可すら認められない状況に

至っているからこそ、先ほどのコメントが出たので

はないですか。それ自体が不合理だと言っている。

許可権者が重ねて付した条件に違反の状態があり、

そして、そもそもその許可区域外で実際にコンクリー

ト製構造物を落としているということは、当事者も

認めていることではないですか。これ自体で、もは

や沖縄県漁業調整規則第39条違反の要件は十分に

整っていると見えますが、それをまた重ねて要請し

て、調査していくという悠長な状況ではないのでは

ないかと思いますが、もう一度その答弁をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○山城毅農林水産部長 この件に関しましては、大

変重要な案件になろうかと思います。私としまして

は、知事、副知事とも東京でございます。きょう知

事が戻ってくるということがございますので、戻り

次第知事と協議しながら、今後の対応についてはしっ

かりと検討していきたいと思います。

○仲村未央委員 冒頭に確認したように、沖縄県漁

業調整規則の権限者、沖縄県漁業調整規則第39条の

解釈権限は知事にあるということで何度も確認をし

ました。そうであれば、やはり速やかなる判断をしっ

かりと行っていただきたいと思いますので、その調

整を急いでほしいと思います。いかがでしょうか。

○山城毅農林水産部長 きょう知事が戻ってきます

ので、しっかりと知事と調整しながら対応していき

たいと考えております。

○仲村未央委員 農林水産物流通条件不利性解消事

業の実績と、そして、今の課題等々があればお尋ね

をいたしたいと思います。

○宜野座葵流通・加工推進課長 まず、農林水産物

流通条件不利性解消事業の平成25年度の実績としま

しては、交付団体が110団体で、補助金額が23億3025

万円となっております。沖縄県外出荷量が５万300ト

ンとなっております。平成26年度の見込みにつきま

しては、現時点で交付決定団体が129団体、沖縄県外

出荷見込みの重量が６万400トン、交付決定額が27億

9535万3000円となっております。事業の課題としま

しては、本事業におきましては、沖縄振興特別推進

交付金の事業評価の中で、成果目標を沖縄県外出荷

団体の沖縄県外出荷量としておりまして、継続的な

実施につなげるためにも、あらゆる角度からの事業

の効果検証が課題となっております。

○仲村未央委員 今、総括的におっしゃったのです

が、実際に出荷量のふえ方というものは目標値を上

回るペースで来ているのか、そこら辺は増減―増で

しょうが、どのように実績を把握されているのか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 出荷団体の出荷量

の増減で申しますと、平成24年度の出荷団体の伸び

が2.9％、平成25年度の対前年度に対する伸びが15.1

％、そして、平成26年度の対前年度の伸び率が10.4

％となっております。

○仲村未央委員 農林水産物流通条件不利性解消事

業をやって、実際に販路の拡大につながっていると

見ているのか、量の拡大というものを確実に後押し

していると見ているのかお尋ねいたします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 まず、平成25年度



の出荷団体ベースで申しますと、量が約6600トンの

増加で15.1％ということと、出荷団体に対するアン

ケート調査をした結果、販路拡大に向けた販売面の

取り組みといたしまして、新規取引先が増加したと

か、沖縄県外出荷時期の拡大などが挙がっておりま

すので、一定の成果が出てきていると理解しており

ます。

○上原章委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 通告をしておりましたので改めて

質疑したいと思いますが、岩礁破砕の件であります。

先ほどから議論になっておりますが、この岩礁破

砕を、漁業法に匹敵するぐらい沖縄県漁業調整規則

に定めておりますが、沖縄県が特に岩礁破砕を沖縄

県漁業調整規則に定めた大きな要因というのか、大

きな意義というのか、まずこれをもって説明してく

れませんか。

○山城毅農林水産部長 本県における状況ですが、

他府県と違っているところが、沿岸域にサンゴ礁と

いう浅海域が発達していることがございます。そこ

に依存する沿岸漁業の存在はもとより、その海域は

産卵場や稚仔魚の生育場となるなど、水産資源の保

護培養上重要な役割を担っております。そういう意

味で、沖縄県漁業調整規則を運用するに当たり、他

県にない背景を備えているということが言えるかと

思います。そのために、沖縄県漁業調整規則第39条

と岩礁破砕等の許可に関する取扱方針に要件を定め

ながら、対応しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 私も、それは沖縄県漁業調整規則

の中で明確になっていると思いますが、沖縄県漁業

調整規則に基づいた岩礁破砕等の許可に関する取扱

方針の中で、岩礁破砕の定義とか、あるいは岩礁破

砕の許可を要しない行為、そのことも含めて皆さん

の岩礁破砕等の許可に関する取扱方針で明確になっ

ていると思いますが、そのことによって、今起こっ

ていることに関して、岩礁破砕の行為があるのかな

いのかも含めて、この岩礁破砕等の許可に関する取

扱方針の中で対応できるのではないかと思います。

この岩礁破砕等の許可に関する取扱方針を皆さんか

らもう一回、岩礁の定義とか、あるいは許可を要し

ないものは何かについて、明確に答弁をお願いしま

す。

○新里勝也水産課長 岩礁破砕等の許可に関する取

扱方針の第３で定義というのがございます。関連す

るところをピックアップして読み上げたいと思いま

す。まず場所ですが、漁業権の設定されている漁場

が対象になっていますが、これは知事が免許した漁

業権の範囲内ということで定義づけをしております。

そして、（５）で、岩礁を破砕し、または土砂もしく

は岩石を採取とは、漁業権漁場内の地形を改変する

全ての行為をいう。ただし、船舶の投錨及び漁業権

に基づく養殖等を営む際の行為は除くとなっており

ます。

そして、第８では、許可を要しない行為として事

例を挙げております。７つございまして、１つ目に、

県民の生命、財産等の保全の観点から、緊急に対応

が必要な行為、２、魚礁の設置及び産卵床等の増殖

施設を設置する行為、３、地質調査等のため海底を

ボーリングする行為、４、航路標識を設置する行為、

５、地形を改変せずに行う海底送電、送水施設を敷

設する行為、６、地形を改変せず地下を掘削する行

為、７として、その他知事が認める行為と位置づけ

られております。

○崎山嗣幸委員 では、不要なものという説明があ

りましたが、現状で皆さんが対象としている許可を

得るべきだという項目について、項目だけ挙げてく

れませんか。

○新里勝也水産課長 この岩礁破砕等の許可に関す

る取扱方針の一番最後に別記としまして、岩礁破砕

等の許可が必要な行為の例ということで９項目挙げ

てございます。「１、埋立、浚渫、埋め戻し、２、護

岸・防波堤等の構築・改修、３、消波ブロック等の

設置及び設置後５年以上経過したブロック等の移動、

除去、４、水中爆破、５、砂・砂利等の採取、６、

ビーチ造成・改修、７、送電・送水ケーブル等の埋

設及び埋設されたものの改修・除去、８、橋梁の設

置・改修、９、その他、海底を改変させる行為」と

挙げてございます。

○崎山嗣幸委員 では、今、問題になっております

フロートやブイのおもしのトンブロックの問題であ

りますが、岩礁破砕等の許可に関する取扱方針の中

において、トンブロックとかそういったものが投錨

等に相当するということで論争がありますが、実際、

岩礁破砕等の許可に関する取扱方針の中において、

フロート、ブイとかいったものが沖縄県漁業調整規

則の中に、果たして船舶の投錨に相当するかという

ことでありますが、これはそのように皆さんとして

は解釈できるのかどうか、お聞きしたいと思います。

○新里勝也水産課長 今、岩礁破砕等の許可に関す

る取扱方針で定める船舶の投錨に該当するものとし

まして、通常想定されているのが、いわゆる船の鉄

製のアンカー、そういうものです。そういうものは、

通常、入れてすぐ取り上げられるような運用のされ



方をしているものと考えております。今回の設置さ

れている構造物については、大きさ、重さもさるこ

とながら、投錨とは常識的に考えられないと我々は

認識しておりまして、かつ場所も区域外ということ

で、岩礁破砕のおそれが、蓋然性が高いという評価

をしているところでございます。

○崎山嗣幸委員 これは代表質問、一般質問、本会

議の中でも皆さん明確にしていると思いますが、水

面に浮かんでいるブイとかフロートとかについて言

及しているのではなくて、そこから固定されるコン

クリートブロックとか、そういったもの自体が岩礁

を破砕したり、サンゴを破砕するものについて、こ

のことについては、皆さんが容認をしているのは船

舶のいかりであって、水面に浮かんでいるブイとか

フロートについて、岩礁破砕等の許可に関する取扱

方針の中で船舶の投錨と捉えることはできないとい

うことが皆さんの見解です。私はそれを確認してい

るのですが、そういう確認でよろしいのではないで

すか。

○新里勝也水産課長 我々が対象とするのは、海底

地形の改変という行為を岩礁破砕と呼んでいますの

で、水面に浮いている浮体については、当然許可の

対象外という認識でございます。そして、船等が停

泊する際に入れる船舶の投錨と、今、議論している

ものとは、全く別物という認識をしております。

○崎山嗣幸委員 岩礁破砕等の許可に関する取扱方

針が、漁業法、沖縄県漁業調整規則に基づいて明確

になっているので、私はそのことについて、しっか

り依拠したほうがいいと思っています。

それで、沖縄県漁業調整規則の問題点と、先ほど

もありましたが、沖縄海区漁業調整委員会の役割と、

それから皆さんが先ほど答えた沖縄県漁業調整規則

は知事が定めるということを話しておりましたが、

漁業権の問題と沖縄海区漁業調整委員会の役割とは

違うと思うのです。皆さんそれは明確に知事が許可

権者だということで今、沖縄県漁業調整規則も含め

て知事が定める、改廃するということで私は理解を

しているのですが、その役割の違いを明確にしてく

れませんか。

○新里勝也水産課長 まず、沖縄県漁業調整規則に

つきましては知事が定めるということではございま

すけれども、手続としまして、まず沖縄県漁業調整

規則の案を沖縄海区漁業調整委員会に諮問しまして、

その答申を受けて、かつ国にその認可をもらった上

で、最終的に知事が定めるという手続でございます。

そして、漁業権の免許についても、免許する際には

沖縄海区漁業調整委員会に諮問、答申という手続を

経て、知事が免許するということでございます。

○崎山嗣幸委員 次へ行きますが、３月９日に沖縄

防衛局ホームページで普天間飛行場代替施設建設事

業に係る環境監視等委員会の議事録を公開している

ということが報道されております。その中で、先ほ

ど聞いたフロートとかブイのおもりで海底に設置を

したアンカー248個が台風第19号で流されて、120個、

半分が流されて、鉄製のアンカーによってサンゴ、

海底の損傷が確認されたということは、この環境監

視等委員会の議事録に載っていたということであり

ますが、みずから普天間飛行場代替施設建設事業に

係る環境監視等委員会の議事録の中で公開されたこ

と自身、サンゴの破壊をしたことを十分実証する議

事録ではないかと思ったのですが、沖縄県としては、

この議事録をどのように精査したのですか。

○新里勝也水産課長 当該資料につきましては、土

木建築部で今、資料を精査していると認識しており

まして、我々もそれを取り寄せて今、参考にさせて

もらっているところでございます。

○崎山嗣幸委員 この区域は、皆さんが岩礁破砕許

可をした埋立承認の範囲内ではなくて、今、拡大さ

れた区域の中のブイとフロートの周辺あたりのこと

を指しているのですか。

○新里勝也水産課長 数も多いと聞いておりますし、

正確な場所が―多分、我々が許可した中にもあると

思いますし、外にもあるということもあるものです

から、それについては今、中身を参考にしていると

ころです。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、これは公式な普

天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員

会の議事録が公開されて、９カ月余り放置されてやっ

と出ていることですので、沖縄県もこれを注視して、

この議事録の精査も含めてしっかりやってもらいた

いということで、これは要望します。

それから、臨時制限区域の問題でありますが、先

ほど話がありましたように、外務省を通して沖縄県

は、ここでの調査は運用の妨げになるからというこ

とで拒否されたという報道に対して知事のコメント

があったようであります。この臨時制限区域の問題

でありますが、ここは従来、漁船も含めて、我々沖

縄県民も含めて出入りができたところを、陸から50

メートルの制限区域から一気に２キロ余り拡大した

という意味でありますが、ここは、通常は提供施設

という意味では、米軍が訓練をしたり演習したりす

るところの範囲を拡大するのですが、その拡大を我



々沖縄県民の了解も得なく、合意もなく、勝手に日

米がここを臨時制限区域に設けたと。私も先週、こ

の区域に船で調査に行ったのですが、勝手に線を引

かれているということがある。でも、ここは米軍が

演習したり、米軍が使っている雰囲気ではなくて、

警戒船が入って、ここは臨時制限区域だから入らな

いでくださいとか言っているので、あくまでもこれ

はこの埋め立てに伴う、ボーリング調査に基づく工

事の影響によって制限しているように私は思ったの

ですが、実際上の根拠というのか、どこが重きになっ

ているのですか。

○新里勝也水産課長 実際、現場での運用実態につ

いては把握してございません。今、手元に日米合同

委員会合意事案概要というのがございまして、この

中では臨時制限区域に係る用途というのがございま

して、陸上施設の保安、普天間飛行場代替施設の建

設に係る区域の保安、そして水陸両用訓練の３つが

記載されているところです。

○崎山嗣幸委員 そういった理由で提供施設になっ

ているということでありますが、この工事に伴って

臨時制限区域を設けているということではないです

か。

○新里勝也水産課長 用途の一つにそれもございま

すので、それも一つの目的だと認識しております。

○崎山嗣幸委員 この臨時制限区域もそうですが、

米軍への提供施設が、ここだけではなくて、いろい

ろなところで制限区域がかかって漁船の立ち入りが

できない。米軍の射爆撃場があったり、空では米軍

の航空エリアがあったり―かけているのですが、日

米協議によって勝手に海水域を拡大したり、こういっ

たこと自身は、従来言われているような日米地位協

定に大きな問題があって、指摘をされて、この提供

施設内の解除を求めることを漁民も、沖縄県民も訴

えているわけです。これをいたずらに広げていくこ

とについて大きな影響を与えると私は思っているの

ですが、そういう中において日米地位協定上の提供

施設について沖縄県民の合意を得るとか、勝手に広

げるということがないような運用での問題提起をす

べきではないかと私は思うのですが、それはいかが

ですか。担当が違うのであれば違うでいいので。

○新里勝也水産課長 大きな話について私からコメ

ントするのは非常に困難と考えますが、漁業者の立

場からしますと、ホテル・ホテル訓練区域の一部解

除がされていますが、その返還、鳥島射爆撃場、久

米島射爆撃場の返還については、漁業団体と一緒に

国に対して返還を求めているところでございます。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、我々沖縄県民、

漁民も含めて、制限区域を解除しろとか、漁船がそ

こに行くために迂回をしたり、燃費が違うことを皆

さんもずっと言っていることなので、これを広げて

いくこと自身は、復帰して以降、米軍に提供して広

がる問題なのです。だから、ここに我々沖縄県が立

入調査できないという矛盾、問題点が私はあると思

うのですが、運用上の理由で入れないという理由に

ついて私は意味がよくわからないのですが、沖縄県

の調査も入れないという運用上の意味は、皆さんど

のように解釈しているのですか。

○山城毅農林水産部長 知事のコメントでも先ほど

ありましたように、沖縄県の調査船の立ち入りに運

用上の問題があるとは到底理解しがたいと、コメン

トの中に入れてございますので、我々としても理解

しがたいところがあるということでございます。

○崎山嗣幸委員 皆さんは調査に入って―中に入れ

なくて外周から回ったということでありますが、先

ほど調査結果はもう少しかかると言っていたので、

速やかに調査結果を出して、岩礁破砕の許可違反な

のかどうかを含めて、明確な態度を早急に私はすべ

きと思います。

それで、米軍が入れないというところも含めて、

そこへ皆さんが入らないとわからない場所もあるの

かどうかを含めて、そうであれば、改めて皆さんは

そのエリアに入るべきだというしっかりした立場を

もって臨むべきではないかと思うのですが、そこは

いかがですか。

○山城毅農林水産部長 まず１つは、知事のコメン

トにもあったわけですが、ここは日米地位協定で提

供された臨時制限区域の共同使用者である沖縄防衛

局がございます。まずはそこに対して、円滑な調査

実施に向けて、国の責任において在日合衆国軍隊と

調整を行うように求めていきたいと考えております。

○上原章委員長 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 まず、労働委員会から。なかなか

労働委員会に質疑がないということで、何か寂しい

思いをされているということですから。きょう、あ

すと経済労働委員会があるのですが、私的には、労

働委員会は商工労働部とマッチングしたほうがいい

かと思ったりするのですが、また、勉強不足で沖縄

労働局とごちゃまぜというか、理解していない部分

がよくあるので、沖縄県労働委員会の仕事と内容に

ついて教えていただきたいと思います。

○真栄城香代子労働委員会参事監兼事務局長 労働

委員会の仕事内容でございますが、これは労働組合



法に基づきまして設置されております行政委員会で

す。委員は、公益委員が５名、使用者委員が５名、

労働者委員が５名、合計15名で構成しております。

内容としましては、主に民間企業で使用者と労働者

の争議行為等がありました場合に、その解決のお手

伝いをするという機関でございます。

○瑞慶覧功委員 労働争議のあっせんということだ

と思うのですが、平成26年、平成16年、10年ピッチ

でどのような状況になっているか。

○真栄城香代子労働委員会参事監兼事務局長 労働

委員会が取り扱っている事件では、平成６年が、不

当労働行為事件が２件、労働関係調整法に基づくあっ

せん事件が４件、個別労働関係紛争のあっせん―こ

れは平成14年からでございますのでゼロ件です。平

成16年は、不当労働行為事件がゼロ件、調整事件が14

件、個別労働関係紛争のあっせん事件が１件となっ

ております。平成26年、昨年は、不当労働行為事件

が６件、調整事件が６件、個別労働関係紛争のあっ

せん事件が６件となっております。

○瑞慶覧功委員 特に主な内容というか、特徴的な

もの、どういった争議がありますか。

○真栄城香代子労働委員会参事監兼事務局長 不当

労働行為事件につきましては、団体交渉を誠実に行っ

てくれというものが一番多うございます。それから、

調整事件についても、同じように団体交渉を促進し

てというあっせんの申し立てが多いです。個別労働

関係につきましては、解雇とか、いわゆるパワハラ

とかいったものがございます。

○瑞慶覧功委員 労働者のために必要な、大変大事

なことだと思うのです。頑張っていただきたいと思

います。

それでは次に、日台漁業協定に関してですが、八

重山北方三角水域内と特別協力水域内での操業を

行っている日台双方の今の状況を教えてください。

○新里勝也水産課長 日台漁業取り決めが発効した

平成25年には、台湾漁船とのトラブルを恐れた本県

漁船は、八重山北方三角水域において全く操業して

いない状況にありました。しかしながら、昨年、操

業ルールが適用されまして、平成26年４月からは、

一部の漁船がクロマグロ漁期に操業を再開しており

ます。具体的に言いますと、八重山漁業協同組合の

マグロはえ縄漁船が５隻、マグロ集魚灯漁船が７隻、

本土地区の漁船が１隻、計13隻が延べ100日程度操業

し、マグロ類やカジキ類等約22トンを漁獲しており

ます。

そして、主な形態ですが、八重山漁業協同組合の

はえ縄漁船、集魚灯漁船は、漁船の大きさが５トン

から10トン程度の小型漁船でございまして、乗組員

も１人から２人ぐらいの小規模な漁業でございます。

そして、平成26年５月には、同じ水域で、台湾漁船

は約110隻程度、延べ1500日操業したという報告を聞

いております。ただし、漁獲量についての報告はな

く、把握できておりません。台湾漁船の大きさは50

トンクラスの比較的大きい船で、五、六名の乗組員

が乗り組んで操業していると聞いております。

○瑞慶覧功委員 今回の合意では、八重山北方三角

水域内で昼夜交代操業となっておりますけれども、

昼と夜の漁獲量に変化はないのですか。

○新里勝也水産課長 マグロ類は、水深の浅いとこ

ろと深いところを行き来するような習性がございま

す。日中と夜間で垂直移動をするのですが、漁業者

の話では、昼と夜の時間で漁獲効率に余り差はない

のではないかという話を聞いております。ただ、県

内のマグロはえ縄漁船のほとんどが従来より日の出

に投縄を開始して、夜に上げるという昼型の操業形

態で、台湾漁船は夜間を主としております。そうい

う意味で、昼夜交代制という漁場利用に関して、県

内漁業者からは今のところ特に異論は出ていないと

認識しております。

○瑞慶覧功委員 沖縄県内漁業者は、トラブルを恐

れて操業ルールのある区域で、それ以外は操業を控

えているということですが、当該水域以外ではどの

ような状況になっているのですか。

○新里勝也水産課長 操業ルールが適用されている

ところは狭い小さな水域であるのですが、それがな

い水域においては、４月から７月のクロマグロ漁期

に台湾漁船がどんどん集団でやってきて、１海里間

隔で操業するものですから、沖縄県内漁船は操業を

控えていた状況にございます。ただし、クロマグロ

漁が終わった８月から翌年の３月までは台湾漁船も

少なくなるものですから、操業ルールのない水域で

も、マグロ集魚灯漁業とかソデイカ漁業を行う沖縄

県内の小型漁船が見られておりました。

去る３月７日の日台漁業委員会の合意の中では、

８月から翌年３月までの間、はえ縄漁船が投縄する

前に小型漁船の操業を確認した場合などは、適切な

船間距離を確保し、小型漁船の操業に支障が出ない

ように配慮するという配慮規定が明文化されており

ますので、今後、マグロ集魚灯漁船の操業はふえて

いくのではないかと考えております。

○瑞慶覧功委員 次に、未来のマリンパワー確保・

育成一貫支援事業です。漁業者数が平成元年約5800



人、そして年々少なくなって、平成20年には約4000

人ですか。この減少の要因は何ですか。

○新里勝也水産課長 漁業就業者の減少の要因はい

ろいろ複雑に絡み合っていると思いますけれども、

やはり一番大きいのは資源の減少、あるいは燃油高

騰等の漁労経費の増大により厳しい漁家経営に陥っ

ているということ、それと、やはり若い人が３Ｋと

言われる―特にマグロはえ縄漁船などではなかなか

着業してこない、あと高齢化も重なって、そういう

ことで就業者は減少しているのではないかとの認識

を持っております。

○瑞慶覧功委員 ２年前、経済労働委員会で八重山

と久米島町に視察に行きましたけれども、そのとき

に久米島の若い漁師が、補償は要らないから射爆撃

訓練場を返還してほしい、そのほうが漁業が成り立

つと言っていたのですが、この米軍訓練区域等が漁

業に与えている影響について伺います。

○新里勝也水産課長 沖縄本島周辺水域には、日米

地位協定に基づく広大な米軍訓練域が設定されてお

り、漁場の利用には非常に大きな制約を受けている

ところでございます。特に久米島周辺では、鳥島射

爆撃場、久米島射爆撃場がございまして、それぞれ

浮き魚礁漁業が盛んな場所、そしてモズク養殖場も

隣接しているようなところでございます。そういう

意味で、漁業への影響は非常に大きいものではない

かと考えております。そういう意味で、地元の漁業

者からもそういう声が出ているのかなと考えており

ます。

○瑞慶覧功委員 この訓練区域の関係で、漁業補償

もあるやに聞いたのですが、これはどういう状況に

なっていますか。

○新里勝也水産課長 この訓練域における操業制限

に対する漁業補償としましては、いわゆる漁船の操

業制限等に関する法律に基づいて、防衛省から訓練

水域の操業制限に伴う補償金として、毎年漁業者に

支払われております。

補償の内容としまして３タイプございまして、１

つがこの漁船の操業制限等に関する法律に基づく補

償で、これは昭和47年の法律適用時に既に制限水域

で漁業を営んでいた者に対する補償金、２番目に、

そのうち既に補償を受けていた者の後継者に対する

見舞金というのがございます。そして３つ目には、

当該訓練水域が存在するところの漁業権の行使が制

限される旨の契約に基づく漁業権者に対する補償金、

この３タイプの補償金がございまして、平成10年度

は合計で約14億3000万円ございましたが、その後減

少し、平成24年度の数字としましては、約６億1000

万円の減少となっております。減少の理由について

は、沖縄防衛局に聞いたところでは、高齢化に伴う

補償対象者の減少、あるいは漁獲高の減少等による

ものと聞いております。

○瑞慶覧功委員 漁業協同組合に入っている人だと

か、いろいろ准組合員とか、組合に入っていない人

もいるかと思うのです。これはどういう人を対象に、

先ほどあった昭和47年までの―結構です。

次に、漁業者になるための資格とか、条件につい

て教えてください。

○新里勝也水産課長 漁業種類もいろいろございま

すけれども、基本的に漁船漁業を行う際には、船舶

免許とか無線従事者の免許などが当然必要になって

きます。そしてもう一つ、まぐろはえ縄漁業、底魚

一本釣漁業、潜水器漁業等を営む際は、知事の許可

を受ける必要がございます。

○瑞慶覧功委員 船を使用する漁業については、港

に係留したり置いたりということが必要になってく

ると思うのですが、これはどのような手続が必要で

すか。

○安里和政漁港漁場課長 沖縄県管理漁港におきま

して漁船を係留しようとする場合ですが、沖縄県漁

港管理条例第９条において、「当該施設の目的に従い

使用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出な

ければならない」という規定がございまして、使用

する場合には届けを知事に提出すると。

なお、本県には88の漁港がございまして、そのう

ち28港が沖縄県管理、ほかの漁港は市町村管理になっ

ておりますので、市町村管理漁港においても同様に

管理条例が定められておりますので、そこの管理者

であります市町村長に届け出るとなっております。

○瑞慶覧功委員 次に、漁業というと水産高等学校

が浮かんでくるのですが、船の航海とかそういうこ

ともあるのですが、高校を卒業して漁業従事者にな

る状況はどういう状況でしょうか。

○新里勝也水産課長 水産高等学校に聞いてみます

と、沖縄県立沖縄水産高等学校と沖縄県立宮古総合

実業高等学校で水産のコースがございますが、平成23

年度で６名、平成24年度で10名、平成25年度で４名

が高校を卒業して漁業に就業していると聞いており

ます。

○瑞慶覧功委員 必ずしも高等学校ではなくても、

海が好きで漁師になりたいという若者もいるのでは

ないかと思うのですが、そういった人のためにベテ

ランの漁師に指導してもらうとか、何か実習させる



ような事業はないですか。

○新里勝也水産課長 漁師になりたい若者を支援す

る制度として、本県では国の制度を活用しまして、

平成20年度から沖縄県漁業協同組合連合会に事務局

を置いておりますけれども、沖縄県地域漁業担い手

確保・育成支援協議会を沖縄県も一緒に参画して組

織しております。この中で、新規漁業就業者総合支

援事業という事業を活用して、漁業の経験のない方

が円滑に就業できるように就業相談会を実施したり、

おっしゃられる漁業現場で、ベテランの漁業者の家

で研修を実施したりするような、最長で３年間そう

いう研修を行ったり、あるいは免許取得の講習料へ

の支援など行う事業を実施しているところでござい

ます。

○瑞慶覧功委員 漁師の年間所得というのですか、

収入について教えてください。

○新里勝也水産課長 国の漁業経営調査報告という

統計がございますが、この統計によりますと、漁業

収入は平成23年に600万円程度で、平成20年が660万

円程度でしたので、若干減少傾向ではございます。

全国的には、漁業経営は厳しい状況にあるという認

識を持っております。

○瑞慶覧功委員 600万円といったら悪くないと思う

けれども……。

○新里勝也水産課長 済みません。収入が600万円と

いうことで、例えば平成23年の数字で収入は600万円

ですが、漁業支出が400万円ぐらいありまして、所得

としましては200万円程度ということになっておりま

す。

○瑞慶覧功委員 そこを言っていただかなければい

けない。

沖縄県の漁業従事者の目標人数というものは想定

しておりますか。

○新里勝也水産課長 沖縄21世紀農林水産業振興計

画の中で、目標を一応立てております。平成24年の

漁業就業者数が3800人となっておりますけれども、

平成33年の目標値としてはそれを維持するというこ

とで、3800人という目標値を持っております。

○瑞慶覧功委員 何か消極的ですね。これからも漁

民の生活安定のために頑張っていただきたいと思い

ます。

次に、沖縄らしいみどりを守ろう事業です。松く

い虫関連で、昨年の松くい虫による被害状況と対策

状況について伺います。

○金城克明森林管理課長 昨年の松くい虫の被害状

況とその対策状況についてお答えいたします。

平成25年度の松くい虫被害量ですが、2262立方メー

トルであります。ピークとなりました平成15年度の

４万3980立方メートルに比べますと、被害は95％の

減少となっております。それと、松くい虫の対策状

況ですが、松くい虫の防除の取り組みとしましては、

森林病害虫等防除事業、それと沖縄らしいみどりを

守ろう事業の２事業がございます。森林病害虫等防

除事業は、森林病害虫等防除法に基づき保全対象松

林の防除を実施する事業であります。沖縄らしいみ

どりを守ろう事業は、景観保全を目的として、その

他松林や景勝地の防除を実施する事業となっており

ます。

防除ですが、薬剤散布や伐倒駆除、それから薬剤

樹幹注入を実施しておりまして、平成25年度に事業

で実施した防除実績は、樹幹注入本数が2589本、伐

倒駆除が1319立方メートル、薬剤散布が123ヘクター

ルとなっております。

○瑞慶覧功委員 この樹幹注入は、今帰仁村の大き

い松とか、そういったところにやっていると思うの

ですが、効果について教えてください。

○金城克明森林管理課長 薬剤樹幹注入は、松くい

虫の予防対策として効果が高く、被害地域における

文化的な価値の高い松林や景観上重要な松林等の保

護に利用されております。沖縄県内で使用が確認さ

れている薬剤は３種類ございまして、平成22年度か

らは、薬剤の効果持続期間が７年と最も長いグリン

ガード・ＮＥＯが主に利用されております。この薬

剤樹幹注入剤は、樹木内の線虫を殺虫することで、

松が枯損することを防止する薬剤となっております。

○瑞慶覧功委員 この被害木ですが、これまでとい

うか、ずっと伐倒焼却か薫蒸処理とかということで、

完全に利用はされていなかったと思うのですが、そ

うですか。

○金城克明森林管理課長 松くい虫被害材を活用し

た事例ですが、治山事業の中で防風支柱材の利用の

ほか、試験的に雑草抑制を目的としまして、被害材

のチップを敷き詰めた事例などがあります。被害材

の活用の課題としましては、松くい虫被害地域から

産出されるリュウキュウマツ被害材の有効活用や被

害地域からの移動を可能にするため、大量かつ確実

な殺虫処理を行う必要があると思っております。

○瑞慶覧功委員 最初のうちは全部そういう処理を

されていたと思うのですが、最初に大きい松がみん

な処理されたときは本当にもったいないと思ったの

だが、樹皮の表のほうが問題であって、中はそこま

で……。けれども、ある人は隠れていろいろ大きい



テーブルをつくって利用していたとか、そういった

ものもあったりしたのですが、本当に有効利用、今

も少なくなってはいるのですが、そうするべきでは

ないかと思います。

今後の松くい虫対策の沖縄県の方針を伺います。

○金城克明森林管理課長 松くい虫、先ほど対策状

況を述べましたけれども、森林病害虫等防除事業と

沖縄らしいみどりを守ろう事業を併用しながら、現

場で徹底した防除をしたいと思います。

ちなみに、今回、平成25年度の被害を先ほど2262

立方メートルと言いましたけれども、今年度、平成26

年12月末現在の推定被害量は1847立方メートルとい

うことで、毎年減ってきているので、この２事業の

効果ではないかと思っております。

○瑞慶覧功委員 毎年減っているというのは、松が

減ってきているからであって、沖縄県は米軍基地と

の関係とか、以前、一緒に米軍とも共同でやってい

たけれども、向こうは陸海空それぞれやり方が違っ

ていたということで、中部あたりでは民間地域で幾

ら一生懸命やっても被害がとめられないという状況

で、根本的には本当に難しい問題だと思います。あ

と、景観的な要素も重視していくべきではないかと

考えます。

最後に、やんばる型森林ツーリズム推進体制構築

事業ですが、事業概要と現在までの森林ツーリズム

の状況を教えてください。

○金城克明森林管理課長 やんばる型森林ツーリズ

ム推進体制構築事業ですが、この事業は、世界自然

遺産候補地であります国頭村、大宜味村、東村のヤ

ンバル３村において、山村地域固有の資源を持続可

能な形で活用した観光による地域資源振興を図るた

めに、３村で一体となった森林ツーリズム推進体制

の構築を行うことを目的とした事業であります。事

業期間は、平成27年度から平成29年度の３カ年を計

画しておりまして、平成27年度の事業費は、委託事

業を主としまして1837万1000円を計画しております。

それと、現在の森林ツーリズムの状況ですが、ヤ

ンバル３村の状況です。国頭村ではＮＰＯ法人国頭

ツーリズム協会、国頭村観光物産株式会社「道の駅」

ゆいゆい国頭、ＪＡＬプライベートリゾートオクマ

などが事業主体となりまして、比地大滝や国頭村森

林公園、与那覇岳のトレッキングや生物観察などの

ガイドツアーを行っております。それから、大宜味

村におきましては、ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツー

リズム協会が事業主体になりまして、ター滝、ネク

マチヂ岳などのトレッキング、生物観察などのガイ

ドツアーを行っていると聞いております。ただ、東

村では、森林の積極的な活用は行われておりません。

ヤンバル３村におきましては、資源の利用と保全

の両立を図るため、利用ルールの策定やガイド認定

制度等の必要性がこれまでも指摘されております。

現状として、ヤンバル３村が一体となった共通の制

度は今のところ確立はされておりません。このよう

な状況の中で、世界自然遺産登録が実現した場合に

は、多数の入り込み客が押し寄せ、過剰な利用によ

る自然資源の劣化が懸念されるため、持続可能な森

林ツーリズムの推進体制の構築が必要とされており

ましたので、この事業で整備していきたいと思って

おります。

○上原章委員長 玉城満委員。

○玉城満委員 沖縄県の食料自給率について、直近

の情報、もしくはここ３年、５年、教えていただけ

ますか。

○長嶺豊農林水産総務課長 沖縄県の食料自給率、

新しい部分は平成24年度でございますが、カロリー

ベースで29％でございます。

○玉城満委員 カロリーベースですね。実際その中

に、カロリーベースということを教えてほしいので

すが、例えばサトウキビの糖度が少しふえたら、そ

の分アップするという仕組みになっているのですか。

○長嶺豊農林水産総務課長 さっきお話があったと

おり、いわゆるカロリーベースですので、カロリー

の高い作物については、当然そういう形で高くなる

ということでございます。

○玉城満委員 例えば、沖縄県の食料自給率を支え

ているトップファイブの品目を教えていただけます

か。トップスリーでもいいです。

○長嶺豊農林水産総務課長 トップファイブといい

ますか、トップワンになると思いますけれども、サ

トウキビが中心だと思います。

○玉城満委員 ちなみに、サトウキビは29％の中の

何％という概念ですか。

○長嶺豊農林水産総務課長 サトウキビを除くと、

約６％ぐらいになるというのが現状でございます。

○玉城満委員 何が言いたいかというと、沖縄県は

ゴーヤーを食べていても―現状はどうなっているの

ですか。例えば、僕らが大衆食堂でゴーヤーチャン

プルーを食べても、ウチナームンではないケースが

結構あるのです。ゴーヤー自体は今、沖縄県産品と

他県から移入しているものとの比率というものはわ

かりますか。

○崎山洋次中央卸売市場長 沖縄県産の占有率でご



ざいますけれども、中央卸売市場におきまして扱っ

ている数量になりますが、平成25年度の占有率、今

手元には品目ごとの数量がなくて、野菜全体での数

量になりますけれども、２万1641トン、割合にしま

すと35％になります。

○玉城満委員 地元が35％ということは、沖縄県が

誇るゴーヤーも、品目ごとには出ていないけれども、

ひょっとしたら今、もう逆転している可能性がかな

りあると思うのです。ゴーヤーだけでもわかりませ

んか。

要するに、なぜ今、食料自給率の話をしていくか

というと、例えば沖縄県が今、長寿日本一奪還とい

うことで、どことは言わずに、各部署部署が長寿に

対して向かっていかないといけないというときに、

あるコラムで、今の小学生たちの肥満率は全国一で

あると。これはなぜそうなったかというと、地元の

ものをほとんど食べない、やはり外から流れてきた、

多分カロリーの相当高いものばかりを食べているの

でしょう。そういうこともあって、例えば今後、食

料自給率を上げるために農林水産部がどういうアク

ションを起こしていくのか。農林水産部長、これは

どのようにやっていくのですか。

○山城毅農林水産部長 委員おっしゃるように、食

料自給率を高めることは大変重要でございまして、

先ほどありましたように、カロリーベースというも

のは外から見たらわかりづらい。砂糖のカロリーが

高いわけですから。それが物量で、例えば野菜であ

れば、野菜の消費量で見た場合には、野菜類は実は40

％ぐらいあるのです。先ほどのカロリーベースでい

くと五、六％。物量でいくと、量で見た場合には今、40

％ぐらい実はあります。それをいかにふやしていく

かということですが、先ほどゴーヤーが出ましたけ

れども、ゴーヤー独自の生産計画はつくってござい

ます。今、８万トンぐらいあるものを、直近は10万5000

トンぐらいまで伸ばしていこうと。

それとあわせて、島野菜、特に機能性の高いもの

については島野菜が多いわけですから、それを今、

沖縄県農業研究センターで、島野菜の中でも通常の

もので栽培上うまくいかない、収量が低いという欠

点があります。それを全部島内から集めまして、そ

こで収量性が高いもの、機能性が高いものを今やっ

てございます。それがわかった時点で、農家に還元

しながら栽培を拡大していくということで、一例を

申し上げますと、フーチバーも今やってございまし

て、フーチバーでもいろいろな種類がありまして、

機能性成分がそれぞれ違うということがわかってき

ています。そういう意味からすると、香りがあって

機能性が高いものを選定しまして、それを普及させ

るというような取り組みがありますので、具体的に

はそういうものを進めながら、生産拡大しながら全

体的に引き上げていきたい。それについては水産も

ございますので、水産のモズクについても今、フコ

イダン以外の別の機能性成分があることがわかって

きています。それをいかにして抽出する技術を確立

するかということは研究部門でやってございますの

で、そこをまた漁業者の皆さんに提供していく。そ

ういう研究開発ができたものを生産におろしながら、

なおかつ行政としては生産拡大に向けた支援をどん

どんやっていって、生産拡大に向けて食料自給率を

高めていきたいと考えております。

○玉城満委員 すごくいい取り組みだと思います。

いろいろな可能性があって、例えばブランドとも絡

んでくるけれども、要は沖縄県のブランド化に関し

ては、やはり少し足りない部分があるのではないか

と思います。他県の、例えば宮崎県でいうマンゴー

とか、あのようなものを食べて３万円だとか、あれ

は明らかに、当時の東国原知事の宣伝効果みたいな

ものがかなり付加価値として出ていると思うのです。

沖縄県はいろいろなものをつくるけれども、そこま

でグレードというか、価値観みたいなものをどうやっ

て上げていくのかということに関しては、少し弱い

感じがするのです。

そこで、いろいろなゆるキャラを使ったアピール

の仕方とか、そういうことも含めて知ってもらう。

そうすると、地元の人たちも食べられると思うので

す。現在、石垣牛、石垣牛と言うけれども、ほとん

どもうヤマトのほうに行ってしまって、庶民では石

垣牛も余り手に入らない、食べようと思っても相当

お金を出さないと食べられない。だから、もう少し

身近に、自分たちの地元のものが食べられる仕組み

をつくっていくことでしょうね。その辺に関して、

例えば農林水産部の戦略として、自分たちはこうい

う研究をしています、こうやっていますということ

だけではなくて、ほかとの連携をしていろいろなス

トーリーをつくっていく。そういう流れが今後、地

元のものに関しては、特殊性のあるような食べ物が

たくさんあるわけだから、もう少し演出したらどう

かと思います。どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 委員おっしゃっていること

は非常に重要なことでありまして、我々としても、

いかにでき上がったものの消費拡大、販路拡大に向

けて取り組んでいくかということがございまして、



そのための沖縄振興一括交付金もたくさんとってご

ざいます。そういう意味では、沖縄県外を含めて、

国外含めて、消費拡大に向けて宣伝していこうとい

うことです。その中で、イーサーくんというものを

つくってございますして、それをメーンにしながら、

例えばマンゴーであれば、向こうは太陽の卵ですが、

沖縄県では美ら芒果とか、美らパインとかという商

標登録を我々はとってございますので、それを売り

出すためには保証が必要になってきます。糖度が14

度以上間違いない、色や規格がしっかりしている。

それをやるためにはきちんとした選別が必要となっ

てきますので、まずはそういう体制を導入していく。

それができるところが、豊見城市の選果機と宮古島

市の選果機については糖度センサーを入れています

から、きちんとできるようにしてございます。今後

はそういったものを含めて売り込んでいきたいと。

マグロにしても、沖縄美ら海まぐろということで

ブランド化して、漁業者の皆さんが今、一生懸命売

り込んでいます。ただ、課題は、本当に保証できる

ものなのかというところがありますので、そのとこ

ろを今、研究しながら、いいものを沖縄美ら海まぐ

ろとして出せるような仕組み、それを業界一体となっ

てこれからまた取り組んでいきたいと考えています。

○玉城満委員 観光客が700万人、ここ何年かでは

1000万人になるだろうと言われております。そんな

中で、沖縄県に来て沖縄県のものが食べられない、

みんな移入物。そのようなものを食べさせるという、

せっかくこれだけ沖縄県に来て食べているのに、宣

伝する機会はあるわけですよ。年間1000万人という

人たちに食べてもらうという、こういうことができ

るのは沖縄県だけですよ、全国的にも。だからこそ、

僕はもう早目にこれは取り組んでいただいて、地産

地消というものをぜひ進めていただきたい。

沖縄県地産地消推進県民会議がありますね。これ

は年に何回ぐらい開いて、今どういう役割を担って

いるのですか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 沖縄県地産地消推

進県民会議は、年に１回開催しております。去年は

計画の策定もありましたので、幹事会を２回ほど開

催して、本会議の沖縄県地産地消推進県民会議は１

回開催しております。ことしも今月末に１回開催す

る予定になっております。

それから、主な活動については、各地産地消を推

進している行政なり、関係団体等がございますので、

そういったところの取り組み状況だとか、事業計画

とか、そういったものを報告しながら、積極的な、

市町村もあわせた地産地消を推進している状況でご

ざいます。

○玉城満委員 余り積極的でないのではないかと。

年に１回でしょう。年に１回、沖縄県地産地消推進

県民会議を開いて、これから地産地消をやっていこ

うというには回数が少な過ぎませんか。だから、も

う少し戦略的な部分を、例えばこの中で話し合って、

この地域はこうしましょう、この商品はこうしましょ

うという現実的に具体的な―農林水産部だけがいろ

いろな研究とか、そういうものを突っ走るのではな

くて、そういう人たちからどんどんいろいろな情報

を取り出せるように回数をふやして、月１回とか、

そのようなことを仕掛けないと、多分地産地消、ま

たずっと……。また来年質疑しても29％ですとか、

そういうことになりはしないかと僕は思ったりする

のです。その辺、農林水産部長、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 沖縄県地産地消推進県民会

議の構成員としては、我々行政は当然ですが、漁業

団体、あるいは農業団体、商工関係、観光関係、学

校関係を入れて、全体的な構成として取り組んでい

まして、１年間の取り組みについて沖縄県地産地消

推進県民会議の中で確認して、承認をとります。そ

れを実践するために、その下に幹事会というもの、

また下の担当レベルのものもありますので、そこを

しっかりしながら、何回もおっしゃるようにお互い

連携しながらやるということと、もう一つは、農林

水産部であれば沖縄県農林水産物販売促進協議会と

いうのがございますので、そこは漁業団体、あるい

は農業関係全部入っています。その中でおきなわ花

と食のフェスティバルを運営したり、沖縄県外に販

売したりということをやっていますので、その構成

員の中で持っている機能も生かしながら、そこでう

まく連携していきながらやっていきたいと考えてお

ります。

○玉城満委員 これはもう、沖縄県の大きな課題だ

と思います。観光客がふえているのに地元のものを

食べさせることができない、こんな歯がゆいことは

僕はないと思っているものですから、それはぜひ取

り組んでいただきたい。

それと、僕は前々から話はしていたのですが、ア

ジアなどを視察すると、やはり琉球の、沖縄県のク

ルザーターはすごく価値があるということで、アジ

アでも人気があるわけですよ。ところが、地元では

これが価値がある、これが少し落ちるという感じが

僕らは認識として余りない。これはなぜかというと、

スーパーブランドが出ていないからだと思うのです。



前々から僕は提案しているのですが、このクルザー

ターに関してはナービルスクゥードー、これはもう

本当にゴールデンクルザーターといって、金の延べ

棒みたいな、このぐらいの価値があるものです、そ

れをぜひ食べてくださいというような。けれども、

今は同じ袋に入って、ウリ、ジョートードー、これ

は少し落ちる、これはナカディーグヮー。こんな売

り方をしているものだから、何がおいしくて、何が

どれだけ価値があってというような、それが今、食

べている人たちにないわけです。その辺を格付する

ことは本当はよくないかもしれないが、おいしいも

のを食べてもらうという意味では、そういう仕掛け

も必要になってくるのではないかと思うのです。い

かがなものですか。

○山城毅農林水産部長 １つ目は、８つの島で黒糖

をつくっているわけですが、従来のサトウキビの育

種は、砂糖をとるための育種、それで生産量を上げ

るための育種。病気に強いとか台風に強いとか、そ

れを視点に置いていましたが、今、黒糖に視点を置

いて、おいしい黒糖ができる品種はどういったもの

かという視点に変えて、育種していることがまず１

点ございます。

もう一つ、加工するときに、今おっしゃっていた

ような食べ方ではなくして、この前、沖縄県農業研

究センターが発表もしたのですが、エアイン黒糖と

いうことで、黒糖そのものに空気を入れて、非常に

ほろっとした感触のある新しい黒糖を開発してござ

います。それを今、業者に手を挙げていただいてつ

くってもらうということも取り組んでいますので、

そういった両面から、いい黒糖が出せるようにしっ

かりまた頑張っていきたいと思います。

○玉城満委員 要するに、沖縄県でしか食べられな

いよ、この島でしか食べられないよというものを、

これから―黒糖もそうだけれども、ほかの特産品も

広く目を広げていただいて、ぜひ地産地消プラス沖

縄県外にアピールできるように、これからも頑張っ

ていただきたい。

○上原章委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 それでは最初に、岩礁破砕の問

題から質疑をしたいと思います。

沖縄県が沖縄防衛局に提出した指示文書の内容は、

どういう中身になっているのでしょうか。

○新里勝也水産課長 平成27年２月16日に、知事名

で沖縄防衛局宛てに指示を出してございます。内容

としましては、現在、当該水域で岩礁破砕行為がな

されているという蓋然性が高いというところで、必

要な手続を行うこととしております。さらに、コン

クリート製構造物等の新たな設置及び既設物の移動

を停止するとともに、その履行確認のための報告を

お願いしますと。そして、許可区域以外において海

底面の現状に変更を加えないこと。

そして、資料の提出を指示しておりまして、１点

目に、許可区域以外に設置されているコンクリート

製構造物等の位置に関する図面並びに個々の座標、

水深、重量。１において報告されたコンクリート製

構造物等のそれぞれの設置前後の海底の現況写真と

いうことで、指示を出しているところでございます。

○玉城ノブ子委員 皆さんが出した指示文書の中で、

許可区域外にてアンカーと称し、コンクリート製構

造物の設置を行い、岩礁破砕行為がなされている蓋

然性が高いと思料されるところから、必要な手続を

行うこととなっていますけれども、これはどういう

手続をとる必要がありますか。その手続はとられて

いるのでしょうか。

○新里勝也水産課長 許可した区域外でコンクリー

ト製構造物を設置していることについて、手続をとっ

てくださいということを指示していますけれども、

現時点でそれについては出てきておりません。

○玉城ノブ子委員 沖縄県が沖縄防衛局に指示文書

を提出して以降も、大型コンクリートのブロックが

海底に設置されたという訴えが出ているわけです。

これは、沖縄県の指示文書の許可区域外において海

底面の現状に変更を加えないことに明らかに反する

行為ではないかと思うのですが、しっかりとした対

応が必要だと思いますが、どうでしょうか。

○新里勝也水産課長 我々で把握している範囲内で

は、指示した後に許可区域外でコンクリートを設置

したものについては確認しておりません。許可区域

内ではやられていることは報道等で見ていますが。

○玉城ノブ子委員 沖縄県は臨時制限区域外で調査

を実施したということですが、調査結果については

精査が必要なので、後で公表するとなっていますけ

れども、現実に臨時制限区域外においてブロックで

サンゴ礁が踏み潰されている状況が訴えられている

わけですよ。水産資源に与える影響は非常に甚大だ

と思うのですが、調査結果も早目に精査をして、指

示文書に基づいて必要な対応をしていくことが必要

だと考えるのですが、どうでしょうか。

○新里勝也水産課長 先ほども答弁申し上げました

けれども、１日調査をした結果を今、精査中でござ

いますけれども、全体として調査結果を取りまとめ

て、行政判断の材料にするということで進めている



ところでございます。

○玉城ノブ子委員 制限区域内への立ち入り許可の

申請を仲立ちしてほしいということで、沖縄防衛局

に対して米側との仲立ちを求めたことに対しても、

沖縄防衛局は直接米軍に申請をしなさいということ

で、極めて不誠実な態度を今までとってきているわ

けです。そして今、問題になっている沖縄防衛局が

岩礁破砕許可区域外に設置した大型コンクリートブ

ロックがサンゴ礁を破壊した可能性が高いというこ

とで、沖縄県が臨時制限区域内での調査を米軍に求

めたことに対して、米軍は立入調査を許可しないと

の通知をしたとのことですが、これはもう到底認め

られないと考えるのですが、これに対して、皆さん

方の考え方をお聞かせください。

○山城毅農林水産部長 先ほども申し上げたわけで

すが、知事もコメントでおっしゃっているように、

沖縄県の調査船の立ち入りは運用上の問題があると

は到底理解しがたいと考えていまして、知事として

も、沖縄県として違反につき懸念が払拭できない状

況にあるというコメントもしていますので、我々と

しても到底理解しがたいものだと考えております。

○玉城ノブ子委員 沖縄防衛局のこの間の一連の行

為は、本当に沖縄県が出した指示文書にも反するよ

うな行為がどんどん出てきているわけです。これに

ついて皆さん方は早目に調査をして、臨時制限区域

外、そして臨時制限区域内での調査も早目に実施し

て、この内容そのものが指示文書の取り消しに該当

する中身になると私は思っていますので、ぜひ早目

の調査と、その結果を沖縄県民に公表していただき

たいと思いますが、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 きょう知事が戻ってきます

ので、早速また知事とも協議をしながら、しっかり

した対応ができるように取り組んでいきたいと考え

ております。

○玉城ノブ子委員 早目の対応をぜひよろしくお願

いしたいと思います。

次に、やんばる型森林ツーリズム推進体制構築事

業ですが、先ほども少し聞いておりましたけれども、

その目的と概要と、具体的な取り組みについてお伺

いいたします。

○金城克明森林管理課長 やんばる型森林ツーリズ

ム推進体制構築事業ですが、この事業は、世界自然

遺産候補地であります国頭村、大宜味村、東村、こ

のヤンバル３村におきまして、山村地域に固有の資

源を持続可能な形で活用した観光による地域資源振

興を図るために、３村で一体となった森林ツーリズ

ム推進体制の構築を行うことを目的とした事業であ

ります。事業期間は、平成27年度から平成29年度の

３カ年を計画しており、平成27年度の事業費は、委

託事業を主としまして1837万1000円を計画しており

ます。具体的な取り組み内容ですが、平成27年度に

おきましては、委託事業によりまして、ツーリズム

に関する情報収集整理、ツーリズム推進協議会の設

立に向けた検討委員会の開催、ツーリズム推進のた

めの全体構想―これは素案ですが、その策定につい

て実施する計画であります。この検討委員会のメン

バーですが、３村の役場の林務担当及び観光担当部

署、３村のツーリズム団体事業者、私ども沖縄県の

森林管理課と環境部の自然保護・緑化推進課、文化

観光スポーツ部の観光振興課、森林、林業関係団体

などを予定しておりまして、関係市町村及び県庁他

部署とも連携を図りつつ、事業を実施する計画です。

また、全体構想ですが、これはツーリズム推進に

当たっての中身ですが、まず基本方針、理念、対象

地域、参加主体、利用ルール、自然体験プログラム、

ガイド制度などのツーリズム実施方法などを定めた

ものでございます。

○玉城ノブ子委員 生物多様性豊かなヤンバルの森

を保護して、国立公園化、世界遺産登録を目指して

いくということは、非常に大事な沖縄県の取り組み

にもなっているのではないかと思います。ヤンバル

の自然を保存、活用していくことによって地域経済

の振興につなげていくことが今、大事ではないかと

考えるのですが、この森林ツーリズムの雇用効果、

経済効果について伺います。

○金城克明森林管理課長 事業の成果としましては、

３村で一体となった森林ツーリズムの推進体制が構

築され、全体構想が着実に実施されることによりま

して、山村の資源の利用と保全の両立が図られ、持

続可能な地域振興が実現されることであります。特

に、ヤンバル地域全体で利用ルールの策定や自然体

験プログラムの向上、さらにガイドの質の向上が図

られることで、ヤンバルの観光地としてのブランド

力が最大限発揮されることは大きな成果となります。

さらに、林業体験や森林環境教育分野での体験プロ

グラムの充実によりまして、森林、林業に精通した

林業従事者にガイドなどの新たな雇用の場を確保で

きる効果もございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひヤンバルの森を保存、活用

していくという積極的な方向で、森林ツーリズムも

進めていただきたいということを求めて、これは終

わります。



養豚の飼料高騰の問題ですが、今、養豚業者が飼

料高騰で不況に陥って、養豚業をやめざるを得ない

状況になっているとの訴えがあるのですが、養豚業

者の現状を把握していますでしょうか。平成23年度

から平成25年度の飼養頭数、戸数、経営コストに係

る飼料等の割合についてお聞かせください。

○長崎祐二畜産課長 現状ですが、畜産農家の戸数

が、平成23年度が381戸、平成24年度が367戸、平成25

年度が358戸ということで、徐々に減少傾向にありま

す。それから、飼養頭数でございますが、平成23年

度が24万6000頭、平成24年度が22万4000頭、平成25

年度が21万9000頭と、少し減っている傾向にござい

ます。飼料費のコストの割合、餌代の占める割合が、

平成23年度が63.5％、平成24年度が66％、平成25年

度が67.3％ということで、飼料が高どまりしている

傾向にございますので、飼料費の占める割合が高く

なってきております。

○玉城ノブ子委員 やはり、この飼料高騰によって、

養豚業者だけではなくて、畜産農家の皆さん方の経

営が大変厳しい状況になっているということがあり

ます。ぜひこれは、沖縄県としても飼料高騰の支援

策について具体的にどのように考えていらっしゃる

のか。どういう対策を講じておられるのか。

○長崎祐二畜産課長 まず、国の制度から御説明し

たいのですが、国に飼料価格安定制度というのがご

ざいます。その安定制度は２段階の制度でございま

して、まず、通常の補塡基金は農家の方と飼料メー

カーが基金を積んでおりまして、これが１年の平均

を超えますと、その部分を補塡するという形になり

ます。もう一つが、さらにもっと高騰した場合で民

間では対応できないといったときには、政府と飼料

メーカーで積み立てた異常補塡基金というのがござ

います。そちらで対応することになっております。

それで、沖縄県としてどういう対応をとっている

かということでございますが、今、余りにも飼料代

が高どまりしてコストに占める割合が高いというこ

とで、もう一つ、養豚農家の方々が生産性が低いと

いうことで、生産性の向上を支援するために、養豚

生産性向上緊急対策事業を平成25年度から実施して

おります。それは、経営農家の方に生産性の向上を

図るための取り組みを要件として、配合飼料費の一

部、これは１トン当たり1600円でございますけれど

も、これを補塡していこうと。ただ、条件がござい

まして、あくまでも生産性の向上を図る取り組みを

なさっている農家を対象にしましょうと。ただ、飼

料費に対して全部補助するということではございま

せんという形で、生産性の向上対策を実施しており

ます。

○玉城ノブ子委員 生産性の向上を図るということ

は、これはこれで非常に重要な取り組みであるし、

やっていかなくてはいけないと思います。それと同

時に、養豚業者の皆さん、畜産農家の皆さん方が飼

料高騰に非常に苦しんでいる状況がありますので、

これは国のアベノミクス政策で飼料が高騰するとい

う事態になっていることもありますので、私は国に

対しても、飼料に対する直接支援をぜひ要求してい

ただきたいと思うのですが、どうでしょうか。

○長崎祐二畜産課長 養豚経営支援につきましては、

平成27年１月16日に開催されました食料・農業・農

村政策審議会企画部会地方意見交換会におきまして、

山城農林水産部長から、全国一律の支援とあわせて、

地域の実情に応じたコストに見合う経営安定対策、

このような支援をお願いしたいということで要望い

たしております。ですから、全国ただ均一ではなく

て、それぞれ地域に応じた問題が起こるはずですか

ら、それに対する経営支援もお願いしたいというこ

とで申し入れをいたしております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれは、国に対して申し入

れをやっていただくということと同時に、沖縄県と

してもほかの支援策が、飼料高騰に対する支援策が

ないのかどうかということをいろいろ考えていただ

いて、畜産農家の皆さん方が、本当にもう今の状況

では経営を続けていくことができない状況になって

いるわけですから、沖縄県としてももっと前向きな、

具体的なそこに対する支援ができないのかどうかと

いうことを検討していただきたいのですが、農林水

産部長、どうでしょうか。

○山城毅農林水産部長 畜産課長からは、従来やっ

ている平成25年度から飼料の高騰対策ということで、

トン当たり1600円、これは平成27年度まで延長して

いただきました。この支援とともに、これは全国的

な課題でございますので、国でも経営安定対策基金

に対する補塡を今、積み上げしていると聞いていま

す。これは先ほどありましたように、積み上げの基

金を使うときの対象にするときに、地域ごとのコス

トが違いますので、その地域に合った、コストに見

合った制度に見直してもらいたいということを要望

いたしました。

もう一つ、沖縄県の養豚の課題は生産性が上がら

ないということで、本土の平均に比べて大体８割ぐ

らいの子豚を生んで、事故が発生して、出荷できる

頭数は落ちてくるわけです。それを改善することに



よって経営が改善できるということが見えてきてい

ますので、それを今年度事業の中で家畜保健衛生所

の職員、研究専門の職員を使いながら、一緒になっ

て農家さんの衛生指導を管理して、事故率を落とす

という事業を今スタートさせますので、そういう総

合的な対策を組みながら、養豚経営の安定化に向け

て取り組んでいきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは、畜産農家の皆さん

方が持続的に経営を続けていくことができるように、

沖縄県の支援策を求めていきたいと思います。

最後に、先ほど糸満市の真栄平南、真壁南の冠水

被害の対策の問題がございました。これも長い間、

私たちはずっと被害地対策を要求し続けて、緊急対

策ではあるのですが、ようやく貯水池を増設すると

いう事業を進めていることが明らかになっておりま

す。先ほども少し話が出ましたが、真栄平南、真壁

南についてはもっと抜本的な対策も必要でございま

す。そのための調査もなさっているということは聞

きましたが、ぜひ抜本的な対策を引き続き進めてい

ただきたいということを、まずお伺いしておきたい

と思います。

○仲村剛村づくり計画課長 先ほど来あります糸満

地域の湛水問題の解消については、従来の排水の仕

組みがドリーネなどの地下水として下流に処理をし

ていたことがありますので、既存のドリーネを利用

する対策について、真壁南地区下流側にある米須地

下ダムへの影響も懸念されることもありまして、今、

国と連携しながら検討していく部分については調整

を図っているところでございます。

また、そういう琉球石灰岩地域における効果的な

排水方法については、沖縄振興特別推進交付金を活

用しまして、琉球石灰岩地域の排水検討事業という

ものを現在行っておりまして、この中で、機能が低

下しているドリーネ等の機能を回復する新しい技術

的な工法の検討も含めて、現在取り組みをしている

ところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれは進めていただきたい

ということと、具体的に真栄平南、真壁南と同時に、

糸洲後原の冠水被害も大変深刻な状況が続いており

ます。これは沖縄県農業研究センターとの絡みもあ

りましたので、これについて、その後どのような対

策がとられてきたのかお伺いしたいと思います。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 沖縄県農業研

究センターの西側の排水対策につきましては、内部

は沖縄県で、外部については糸満市で対応すること

となっております。沖縄県農業研究センター内の対

策としましては、貯水池の貯留量の増設工事を実施

しまして、平成26年11月29日に完成しております。

その貯留量は当初の６万9000トンから９万3000トン、

約２万4000トン増強されております。今後、抜本対

策としては、沖縄県農業研究センター敷地外での下

流部の排水対策が必要となっておりますが、これに

つきましても、糸満市の対策工事と連動して対策し

ていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 これはぜひ早目に進めていただ

きたいと思うのです。長い間、住民の皆さんはこの

被害で苦しみ続けているわけですので、住民への説

明はなさったのでしょうか。

○生沢均農林水産総務課研究企画監 この対策、農

業研究センター湛水対策協議会につきましては平成

23年12月に設置しまして、毎年協議をやっておりま

す。平成27年の２月にも実施しております。

○玉城ノブ子委員 糸洲後原の冠水被害については、

周辺住民の皆さん方から長い間、湛水被害で本当に

苦しんで、何とかしてほしいという訴えがあって、

その前に私は住民の皆さんと一緒に沖縄県との交渉

を続けてきたのですが、なかなか改善されないとい

うことがあって、住民の皆さん方からの熱心な訴え

がありますので、これは早目に対策をとっていただ

きたいと思います。具体的にできるだけ早く解決が

できるように、ぜひ取り組みを強化していただきた

いということを、最後に農林水産部長、糸満市のこ

とですのでお願いします。

○山城毅農林水産部長 今、説明がありましたよう

に、沖縄県農業研究センター内については、今年度、

貯水池を拡張しまして済んでございます。あと、そ

の貯水池を活用して外側の排水対策、それについて

は糸満市で、今年度の農業基盤整備促進事業で採択

が済んでいまして、今現在、調査設計に入っていま

す。ですから、イメージとしてこのように流れてい

くというイメージはもうできていますから、そこの

ところをしっかり次年度から予算をつけて、また早

急に対応していきたいと考えております。

○上原章委員長 20分間休憩いたします。

午後３時30分休憩

午後３時54分再開

○上原章委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

儀間光秀委員。

○儀間光秀委員 まず最初に、農林水産物流通条件

不利性解消事業の中で、解消調査事業というものが

1615万円予算計上されているのですが、その内容に



ついて御説明をお願いします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 農林水産物流通条

件不利性解消事業を効果的に進めるため、さまざま

な角度からその効果や効率的な手法などを検証し、

事業の継続した実施につなげるものとして調査事業

を実施することとしております。具体的な内容とい

たしましては、平成26年度の補助事業者に対します

アンケート調査及びヒアリングを実施いたします。

また、アンケート等の調査結果を活用いたしまして、

補助事業者の行動変化等による成果の把握、それか

ら今後の事業の方向性について検討するため、平成26

年度には生産団体等との会議で意見や現状を聴取し、

その結果を踏まえまして、平成27年度におきまして

は学識者や生産団体等で構成する協議会を設置し、

意見を集約することとしております。そのほか、事

務改善の手法の検討を行う予定としております。

○儀間光秀委員 その結果が、農林水産物流通条件

不利性解消事業に反映されているという認識でよろ

しいですか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 そのとおりです。

○儀間光秀委員 では、農林水産物流通条件不利性

解消事業についてお尋ねいたします。

恐らく平成24年の８月か９月からのスタートだっ

たかと記憶しているのですが、今年度に至るまで58

品目が戦略品目とお聞きしています。それは間違い

ございませんか。

○宜野座葵流通・加工推進課長 沖縄県の認定する

品目は58品目になっております。

○儀間光秀委員 この58品目を決定する選定条件を

お伺いいたします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 戦略品目は、市場

競争力の強化により、生産拡大及び付加価値を高め

ることが期待される品目となっております。その条

件としまして、まず１点目に、一定の市場規模を有

し、生産者の所得向上に寄与すること。それから、

生産、販売、商品管理に至る一貫した責任体制が確

立されていること。３点目に、沖縄県特産のブラン

ドとして全国的に販路拡大が見込まれること。４点

目に、一定の生産技術が確立され、高品質、安定生

産が見込まれること。５点目に、国際的な市場競争

の高まりの中でも、市場競争力の強化が見込まれる

こととなっております。

○儀間光秀委員 今の５つの要件をクリアしたもの

が戦略品目、補助対象品目になるということですが、

例えば、今までの中で取り消しされた品目はござい

ますか。

○長嶺豊農林水産総務課長 取り消しされた品目に

ついては、今までございません。

○儀間光秀委員 戦略品目、58品目を決定する選定

メンバーの構成を教えていただければ。

○長嶺豊農林水産総務課長 戦略品目につきまして

は、農林水産部内に農林水産部調整会議を設置して

おりまして、これは農林水産部長が会長として、農

林水産部長、統括監、そして本庁の全課長という構

成で、重要事項について審議をする会議となってお

ります。

○儀間光秀委員 これは年に何回とか、あるいはこ

の時期に開いて、品目を決定するというのが年に１

回なのか、２回なのかも含めて。

○長嶺豊農林水産総務課長 開催の期日は定めてい

なくて、それぞれ提案があった場合に、戦略品目で

あれば市町村、いわゆる産地から戦略品目として位

置づけてもらいたいということで主管する課に申し

入れがございます。それを受けていろいろ吟味して、

提案される時期は特に定めてはありません。随時受

け付けているという状況です。

○儀間光秀委員 基本的にＪＡとか漁業協同組合、

あるいは畜産関係の団体が窓口となって事務作業と

かをやっていると思うのですが、戦略品目を選定す

る構成メンバーの中に民間というのですか、例えば

ＪＡとか、漁業協同組合とかは構成メンバーに入っ

ているのかいないのか。

○長嶺豊農林水産総務課長 沖縄県農林水産部の課

長以上の職員以外は構成メンバーには入っておりま

せんが、実際の手続の過程では、それぞれの品目に

ついていろいろヒアリングを行います。そういう過

程の中では、それぞれ産地の意見とかは聴取しなが

ら事務を進めていくということでございます。

○儀間光秀委員 現場にいる生産者を含めて、ＪＡ、

漁業協同組合の意見も、先ほどの調査業務もその一

環だと思うのですが、しっかり受け入れて―という

のは、選定要件の中に、全国的に販路拡大が見込ま

れることとか、あるいは高品質、安定生産が見込ま

れること、あと１つ、市場競争力の強化が見込まれ

ること、あくまでも見込まれることと要件でもうたっ

ているので、その辺、皆さんは数字は押さえ切れる

と思うのですが、生産者と直接かかわっているＪＡ

とか漁業協同組合が、生産者の生産の向上意欲とか

その辺も感じている部分があると思うので、しっか

りそれを事業に反映させる、品目選定の中に反映さ

せる、そのことによってこの事業が成功していく。

これは今、農林水産部の事業の中でも主たる事業



の一つだと思っています。また、沖縄振興一括交付

金ですので、恐らく毎年概算要求して、予算計上し

て単年度でやっていると思うのですが、平成33年度

で終わります。その後に、生産農家、農林水産業、

あるいは畜産業に従事している皆さんが自立して、

沖縄県外の市場でも自分で戦えるということがこの

事業の最終、完結する目的だと私は認識するのです

が、沖縄県はどういう認識かお伺いします。

○宜野座葵流通・加工推進課長 今、委員のおっしゃ

るとおり、平成33年度の事業終了後、この事業をも

とに事業者が自立できることを目標にしておりまし

て、この事業の目的の一つに、集約化、組織化とい

うものがございますので、組織化をすることによっ

て、沖縄県外にも出荷できる体制を整えていくとい

うのがこの事業の目的でありますので、そのように

持っていければと考えております。

○儀間光秀委員 12月に菊農家を視察してきました。

この沖縄振興一括交付金、農林水産物流通条件不利

性解消事業でとても助かっているという現場の意見

も聞いたので、その辺を沖縄県も一緒になって、農

家の気持ちに寄り添ってしっかり取り組んでいただ

いて、沖縄振興一括交付金が終わった後も農家が自

立できるように、また今後一緒になって頑張ってほ

しいと思います。

質疑を変えます。園芸作物ブランド産地育成事業

は前年度、平成26年度の当初予算では５億6000万円

計上されていて、今年度が約５億円削られて4500万

円になっている理由をお聞かせください。

○松尾安人園芸振興課長 園芸作物ブランド産地育

成事業は、生産条件の整備により産地力の強化など

を目的とした事業でありまして、この事業の中身は、

園芸モデル産地育成機械整備事業と園芸拠点産地成

長戦略事業との２つの事業で構成されております。

減額の理由としましては、園芸モデル産地育成機械

整備事業が平成26年度に比べ大幅に減ったことによ

るものです。この園芸モデル産地育成機械整備事業

につきましては、農業機械の整備による労働力軽減

など、生産条件の整備を支援することによって園芸

産地の育成を目的にしたものであります。平成24年

度から３年間は、市町村、農業協同組合などの要望

に沿って、菊の選花選別機を３年間で272台導入して

きました。菊の選花選別機の整備につきましてはほ

ぼ終了したことから、平成27年度からは野菜、果樹

を中心に機械整備を行うこととしておりますが、市

町村、農業協同組合などからの要望台数の減による

減額となっております。平成27年度の事業内容とし

ましては、カボチャ、ニンジンなど路地野菜に係る

労働力軽減を目的に機械を整備する予定であります。

○儀間光秀委員 園芸モデル産地育成機械整備事業

がほぼ整ったということでの減が最大の理由という

ことです。

ちなみに、菊の選別機272台はどういったところに

整備したか、お聞かせください。

○松尾安人園芸振興課長 細かい資料は、今、持ち

合わせていないのですが、この事業は主にリース事

業でやっているものですから、ＪＡおきなわで116台、

沖縄県花卉園芸農業協同組合で141台、有限会社沖縄

北部花卉園芸組合で６台、その他で10台となってお

ります。

○儀間光秀委員 この選別機の整備はほぼ終了と

おっしゃっていたのですが、12月、私もこれを作業

したのです。農家にとっても大分負担が減ったとい

うことで、この機械でしたら、菊がベルトコンベアー

式でいって、選別して、束ねて、ぼんと箱に入る。

農家もこれが導入されたおかげで助かっているとい

う声もお聞きしております。また、今後とも農家各

戸にこういうものを整備していただきたいという声

もあったのですが、補助事業でやると費用対効果あ

たりも出てくると思うのでなかなか厳しいとは思う

のですが、農家によってはそういう農家もいたとい

うことだけでも頭に入れておいていただければと思

います。

次に、分みつ糖振興対策事業、含みつ糖振興対策

事業もそうですが、今年度８億円から10億円、前年

度と比較して増で予算計上されているのですが、そ

の辺の中身についてお聞かせください。

○西村真糖業農産課長 今、委員おっしゃっている

のは、恐らく分みつ糖振興対策支援事業のほうだと

思いますので、その増額理由を御説明します。

事業内容としましては、分みつ糖製糖事業者の経

営安定を目的としまして、気象災害の対策ですとか、

製造合理化の対策に対する支援となっております。

今回、平成27年度に増額しますのは、省エネルギー

等に資する、つまり機器類を効率のよいものにかえ

るということで整備するわけですが、その事業量が

増大したことに伴いまして、７億3215万円増となっ

ております。

含みつ糖振興対策事業につきましては、主な理由

といたしましては、含みつ糖工場の古くなっている

ところを順次整備してきているわけですが、平成27

年度の整備予定は多良間村ということで、含みつ糖

地域の中では一番大きい工場になっております。そ



れに伴いまして予算が増ということで、７億5827万

円余りの増となっております。

○儀間光秀委員 不発弾等事前探査事業費、委託で

県営18地区、補助金で市町村営18地区、その中身に

ついてお願いします。

○植田修農地農村整備課長 不発弾等事前探査事業

でございますけれども、農地の面整備などに先立ち

まして、不発弾等による災害の防止と安全かつ円滑

な施工に資することを目的に実施しております。い

わゆる磁気探査で事前に砲弾等の探査をやっている

という事業でございます。平成27年度の予定箇所に

ついての御質疑でございますので、平成27年度は県

営で18地区、市町村営で18地区やることになります

が、その細かい内訳でございますが、県営につきま

しては、ちょうど今一番面整備、いわゆる圃場整備

ですが、それが多いのが宮古島市になっておりまし

て、宮古島市で13地区、そのほかの４町村で５地区

実施することとしております。あと市町村営、いわ

ゆる団体営でございますが、これも面事業が多いの

は宮古島市でございますので、宮古島市が南上原な

どの６地区、そのほかは南大東村等７市町村で12地

区やることになっております。

○儀間光秀委員 知事公室の防災危機管理課も不発

弾処理をやって、去年でしたか、担当に聞いたら、

あそこも宮古島市の農地の不発弾を受け付けして

やっている様子ですが、その辺の区割りというので

すか、防災危機管理課と皆さんの区割りはどうなっ

ているのか。

○植田修農地農村整備課長 今、委員御指摘の内容、

防災危機管理課でやっておりますのは、オール沖縄

を対象にしまして沖縄不発弾等対策事業をやってお

ります。これはオール沖縄というか、沖縄県全域の

中で区域を分けまして、段階的に調査を継続してやっ

ているものになります。私ども農林水産部でやって

おりますのは、農林水産部の中でいわゆる圃場整備、

畑の整備をしなければいけないという区域が決まっ

た後、その工事に入る直前に、工事の中で不発弾等

への対策をするために磁気探査をさせていただくと

いうことで、これは農林水産部独自で、農林水産省

の補助でさせていただいていると。両方ともに復帰

直後の昭和50年度から始まっておりますが、その時

点から２つのタイプで沖縄県では運用されておりま

す。

○儀間光秀委員 宮古島市が確かに多いと聞いてい

ます。農家から、高齢者の農家だったのですが、余

りにも順番が、希望者が多くて、なかなか自分のと

ころに回ってこない。ということは、作物、サトウ

キビをつくれないという話なのです。だから、その

辺も防災危機管理課とも調整が必要になると思うの

ですが、もう少し予算を上げてピッチを、足を速く

したほうがいいのではないかと思うのですが、今後

の取り組みに向けて少しお聞かせください。

○植田修農地農村整備課長 平成27年度につきまし

ては、事業費のみでいいますと、平成26年度に比べ

て３倍の予算を国からいただくことになっておりま

す。ただ、３倍になったのは探査する面積が３倍に

なったということではなくて、平成21年に糸満市で

砲弾の事故がございまして、今まで我々の探査とい

いますのは、１メートルのピッチ、精度で側線を引

きまして、水平方向にも１メートル、１本の側線を

引きますと鉛直方向にも１メートルの探査ができる

ということでやっていたのですが、それでは５イン

チ砲弾に対する探査精度が若干低いので、５インチ

砲弾についても探査精度を95％ぐらいの確率で発見

できる精度でやろうということで、来年からは50セ

ンチメートルのピッチ、水平方向にも50センチメー

トル、鉛直方向にも50センチメートルのピッチでや

ろうという形で、探査精度を上げたことによる事業

費の増に対応して３倍にしていただいたということ

です。

委員御指摘の不発弾探査がなかなか進まないので

という部分、我々も苦慮している部分があるのです

が、今、宮古島市で圃場整備の数量が多いと申しま

したけれども、その圃場整備の進捗に合わせてでき

るだけ―圃場整備するところは必ず不発弾探査がで

きるように事業費は準備するよう、探査精度を上げ

た上でこれからも努力してまいります。

○上原章委員長 具志堅徹委員。

○具志堅徹委員 最初に、先ほど辺野古制限区域立

ち入りに関する知事のコメントというものを何名か

の委員が質疑しておりましたが、この知事コメント

をさっと読んでみても、政府の動きがそのまま出て

いて、今回の状況をつくり出しているのではないか

と思っております。一つ一つ聞くのも時間がもった

いないのですが、聞きたいと思います。

臨時制限区域の法的な根拠について説明いただけ

ますか。

○新里勝也水産課長 この臨時制限区域といいます

のは、日米地位協定第２条第４項（ａ）に基づき沖

縄防衛局が下記水域を共同使用することについて、

日米合同委員会の承認を得たものであると記載され

ておりまして、辺野古崎周辺が線引きされているよ



うな位置づけになっております。

○具志堅徹委員 図面で示された状況と現地でのフ

ロートの浮きぐあいとは全く違うけれども、その辺

は確認されているかどうか。

○新里勝也水産課長 私も先日現地へ行ってきまし

たけれども、フロートが浮いている部分はやはり若

干動きます。ただ、下に入っているアンカーの部分

はきちんと座標が打たれて、明確になっているのか

なと認識しております。

○具志堅徹委員 そこで、コメントの真ん中辺にも

あるのですが、沖縄県の調査船が運用上の問題があ

るということで到底理解しがたいという発信をして

いるのですが、運用上の理由ということになってい

るのです。この地域は、作業船と関係なしに、抗議

船と関係なしに、米兵が泳いでいる。泳いでいて長

島に渡ったりして、ほいほい過ごしているわけだ。

そういう面で認知、皆さんは確認できているのか。

○新里勝也水産課長 そのような実態は把握してお

りません。

○具志堅徹委員 これは俺の土地だと、勝手に公の

土地を自分のものにするような形であのフロートが

設置されているのですよ。そのフロートが台風で流

されて岩にひっかかって、そのまま何カ月間もほっ

たらかされているようなことなども起こっていて、

全くフロートの意味もなさない状況だけれども、そ

の辺の状況については認知していますか。

○新里勝也水産課長 報道等で確認をさせてもらっ

ているところでございます。

○具志堅徹委員 臨時制限区域という形でわざわざ

設けて、勝手に網を張って、フロートを張って、そ

こに沖縄県の行政が入れないということを米軍は

やっている、沖縄防衛局はやっている。このことは

非常に遺憾で、許される行為ではないということを

まず指摘しておいて、改めて別の質疑をしたいと思

います。

１つは、知事提案説明要旨に基づいてほとんど聞

こうかと思っています。東南アジア地域における観

光誘客、路線開設、県産品販路拡大等ということで、

北京、上海、香港、台北の海外４都市に設置してい

る海外事務所、これに加えてシンガポール事務所を

開設するというものがあるので、４つの事務所と新

しく設置されるシンガポール事務所の形態というか、

どのような状況になるのか、イメージを少し教えて

いただけますか。

○山城毅農林水産部長 それぞれの部が抱えている

ところで案を考えているところがあるのですが、こ

こは商工労働部の所管で書いているところでござい

まして、香港とか台北事務所、上海も商工労働部で

やってございまして、我々ではどういうものかとい

うことは説明しかねますので、よろしくお願いした

いと思います。

○具志堅徹委員 ピントが外れたりしますが、お許

しください。

農林水産業の振興で、これはいいなと思うのは、

ホテル・ホテル訓練区域の使用制限を解除する方向

で進んでいるということは別個になっているのかな。

これも別ですか。その辺についてどうなのか、少し

……。

○新里勝也水産課長 この知事提案説明要旨にも書

かれてございますけれども、沖縄本島東側に設定さ

れております米軍のホテル・ホテル訓練区域につき

ましては、漁業団体とともに国に制限の解除を求め

てきたところでございます。昨年７月に一部の水域

が解除されております。しかしながら、浮き漁礁の

漁業及びソデイカ漁業は対象外となっているという

こと、解除になった水域がまだ面積的に小さくて、

はえ縄漁業などがなかなかやりにくい状況にあると

いうことで、さらなる改善を業界とともに求めてい

るところでございます。

○具志堅徹委員 漁民の後継者をつくることとの関

係で、いろいろ産業、漁民が魚の資源を確保するた

めに栽培漁業、稚魚を放流している状況のもとで、

後継者づくりになかなか目が届かない、手が届かな

い状況もあるようだけれども、魚の禁漁ということ

についてどういう段取りが進められているのか。お

わかりであれば少し教えてください。

○新里勝也水産課長 先ほど少し説明をいたしまし

たけれども、本県の漁業就業者はこの数十年、右肩

下がりで減っているところでございます。そのため

いろいろな施策を入れて、何とかこれ以上減らない

ように、現状維持しながら取り組んでいるところで

ございます。おっしゃるような栽培漁業を含めた、

つくり育てる漁業に力を入れておりまして、その中

でモズクとか、ウミブドウとかの養殖をどんどん定

着させて、若い人が入ってきているところでござい

ます。

もう一つの柱として、資源管理型漁業というのが

ございます。これは禁漁期とか、あるいは産卵期、

期間を制限することによって、資源が持続的に利用

できるようにしようということで取り組んでいると

ころで、事例として申し上げますと、羽地・今帰仁

海域でタマン―ハマフエフキの放流もやっています



けれども、そこに禁漁期、禁漁区を設定して、少し

とるのを我慢して持続的に利用しようということで、

20年前ぐらいから取り組んでいます。少しタマンの

資源が回復しているという事例もございます。こう

いうものを総合的に取り組むことによって、漁業者

が安心して経営できるように、あるいは新しい方が

入ってきていただけるように取り組んでいるところ

でございます。

○具志堅徹委員 漁民のそういう努力、後継者づく

りに反するような形で、ダイバーが潜って、他府県

からも沖縄の海に魅せられて来ている皆さんが、水

中銃を使ったり、もりを使ったりして、ダイバーが

結構フリーで沖縄はふえている。そういう観光で来

てもらってはいるが、漁民の資源を枯渇するような

行為もあるので、これは何とか取り締まるというか、

きちんとやったほうがいいのではないかという話が

あるけれども、その辺について。

○新里勝也水産課長 ダイバーが潜って魚をとる行

為については、潜水器漁業ということで、先ほどの

沖縄県漁業調整規則の中でも許可漁業に位置づけら

れておりまして、許可なく潜水器を使って魚をとる

行為は規則違反でございますので、我々は取り締ま

り対象として指導等をしているところでございます。

○上原章委員長 以上で、農林水産部長及び労働委

員会事務局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

次回は、明 ３月13日 金曜日 本会議終了後委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時33分散会
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委員長 呉 屋 宏君 中 川 京 貴君

副委員長 狩 俣 信 子さん中 川 京 貴君

委 員 又 吉 清 義君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 新 田 宜 明君

赤 嶺 昇君 糸 洲 朝 則君

西 銘 純 恵さん 比 嘉 京 子さん

嶺 井 光君

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 金 城 武君

福 祉 政 策 課 長 上 間 司君

高齢者福祉介護課長 仲 村 加代子さん

青少年・子ども家庭課長 大 城 博君

子 育 て 支 援 課 長 名渡山 晶 子さん

障 害 福 祉 課 長 山 城 貴 子さん

平和援護・男女参画課長 伊 川 秀 樹君

教 育 長 諸見里 明君

総 務 課 長 新 垣 悦 男君

教 育 支 援 課 長 識 名 敦君

施 設 課 長 親 泊 信一郎君

学 校 人 事 課 長 新 垣 健 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 與那嶺 善 道君

義 務 教 育 課 長 大 城 朗君

保 健 体 育 課 長 座 安 純 一君

生 涯 学 習 振 興 課 長 平 良 朝 治君

文 化 財 課 長 嘉 数 卓君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育委員会所管分）

２ 甲第６号議案 平成27年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

3ii4

○呉屋宏委員長 ただいまから文教厚生委員会を開

会いたします。

本委員会の所管事務に係る予算事項の調査につい

てに係る甲第１号議案平成27年度沖縄県一般会計予

算及び甲第６号議案平成27年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算の予算議案２件の調査を一括

して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算の概要の説明を求めます。

金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、子ども生

活福祉部所管の平成27年度一般会計及び特別会計歳

入歳出予算の概要について、お手元にお配りしてあ

ります（抜粋版）平成27年度当初予算説明資料子ど

も生活福祉部に基づき御説明いたします。

まず、一般会計部局別歳出予算について御説明を

いたします。

説明資料の１ページをお開きください。

太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係る

歳出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は733億

1503万7000円で、全体の9.8％を占めております。

また、前年度と比較しますと40億4130万1000円、5.8

％の増となっております。

増となった主な要因は、子ども・子育て支援新制

度移行に伴う保育所等運営費及び安心こども基金事

業の増などによるものであります。

２ページをお開きください。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

表の一番下になりますが、平成27年度一般会計歳

入予算の合計7464億9700万円のうち、子ども生活福

祉部所管の歳入合計は192億3658万1000円で、前年度

予算額と比較しますと３億2129万5000円、1.6％の減

となっております。

減となった主な要因は、特別保育事業費の減によ

るものであります。

次に、歳入予算の主な内容について、各款ごとに

御説明いたします。

８の（款）分担金及び負担金１億7599万3000円は、

東日本大震災の避難者救助に係る災害救助費負担金

や児童福祉施設の入所者に係る負担金などでありま
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す。

前年度と比較しますと501万円、2.8％の減となっ

ており、これは主に災害救助費負担金の減によるも

のであります。

９の（款）使用料及び手数料8983万4000円は、平

和祈念資料館の観覧料などであります。

前年度と比較しますと227万2000円、2.5％の減と

なっており、これは主に平和祈念資料館観覧料の減

によるものであります。

10の（款）国庫支出金120億2972万8000円は、生活

保護扶助費や待機児童対策特別事業などに係る沖縄

振興特別推進交付金等となっております。

前年度と比較しますと８億3121万8000円、6.5％の

減となっており、これは主に特別保育事業費の減に

よるものであります。

11の（款）財産収入6474万2000円は、社会福祉法

人沖縄県社会福祉事業団への土地貸付料などであり

ます。

前年度と比較しますと463万3000円、6.7％の減と

なっており、これは主に地域福祉基金利子の減によ

るものであります。

13の（款）繰入金63億9160万1000円は、沖縄県安

心こども基金や待機児童解消支援基金などからの繰

り入れであります。

前年度と比較しますと11億2230万2000円、21.3％

の増となっており、これは主に沖縄県安心こども基

金繰入金の増などによるものであります。

15の（款）諸収入１億3138万3000円は、介護保険

に係る市町村からの財政安定化基金貸付金の償還金

などであります。

前年度と比較しますと１億9706万4000円、60％の

減となっており、これは主に介護保険財政安定化基

金貸付金元金収入の減によるものであります。

16の（款）県債３億5330万円は、老人福祉施設整

備事業や社会福祉施設整備事業に係る県債となって

います。

前年度と比較しますと４億340万円、53.3％の減と

なっており、減となった主な要因は、前年度はうる

ま婦人寮の改築等工事に係る費用を計上していたこ

となどによるものであります。

以上で、歳入予算についての概要説明を終わりま

す。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページをお開きください。

子ども生活福祉部の歳出予算は、14ある款のうち、

２の総務費、３の民生費、４の衛生費、７の商工費

の４つの款から成っております。

それでは、款ごとに説明させていただきます。

２の（款）総務費は６億3881万5000円で、前年度

と比較しますと8674万7000円、12％の減となってお

ります。

減となった主な要因は、前年度は平和祈念資料館

の空調機器入れかえ費用を計上していたことなどに

よるものであります。

また、総務費のうち主な事項は、平和援護・男女

参画課職員の給与等に要する経費である職員費（平

和援護・男女参画課）が２億5058万9000円、平和祈

念資料館の運営等に要する経費である平和推進事業

費が２億1000万3000円となっております。

３の（款）民生費は708億4461万円で、前年度と比

較しますと42億4316万6000円、6.4％の増となってお

ります。

増となった主な要因は、子ども・子育て支援新制

度移行に伴う保育所等運営費及び安心こども基金事

業の増などによるものであります。

また、民生費のうち主な事項は、介護保険事業の

費用の一部を介護保険法に基づき負担する経費等で

ある介護保険福祉諸費が144億1745万9000円、市町村

が支弁する障害者の介護給付費、訓練給付費等につ

いて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律等に基づき負担する経費である障

害者自立支援給付費が91億8771万7000円、待機児童

解消のための保育所施設整備などに要する経費であ

る保育対策事業費が93億243万5000円、生活保護費の

支給などに要する経費である生活保護援護費が86億

9998万8000円となっております。

４の（款）衛生費は17億6427万9000円で、前年度

と比較しますと１億1225万4000円、６％の減となっ

ております。

減となった主な要因は、人事異動等に伴う保健所

職員費の減などによるものであります。

衛生費のうち主な事項は、福祉保健所職員の給与

等に要する経費である職員費（保健所）が16億6481

万2000円、福祉保健所の修繕等に要する経費である

保健所施設整備費が542万2000円となっております。

７の（款）商工費は6733万3000円で、前年度と比

較しますと286万4000円、4.1％の減となっておりま

す。

減となった主な要因は、人事異動等に伴う計量検

定所職員費の減などによるものであります。

商工費のうち主な事項は、計量検定所職員の給与



等に要する経費である計量検定所運営費が5487万

8000円、貸金業の指導監督等に要する経費である中

小企業金融対策費が285万円となっております。

次に、４ページをお開きください。

子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父子寡婦

福祉資金特別会計の歳入歳出予算について御説明い

たします。

母子父子寡婦福祉資金特別会計の歳入歳出予算額

１億5592万9000円は、母子福祉資金、父子福祉資金

及び寡婦福祉資金の３種類の貸し付け等に要する経

費であります。

前年度に比べ384万3000円、2.4％の減となってお

ります。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わ

りました。

次に、教育長から教育委員会関係予算の概要の説

明を求めます。

諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 それでは、教育委員会所管の平

成27年度一般会計予算の概要について御説明申し上

げます。

お手元の平成27年度当初予算説明資料（抜粋版）

の１ページをお開きください。

平成27年度一般会計部局別予算でありますが、太

枠で囲った部分が教育委員会所管に係る歳出予算と

なっております。

教育委員会所管に係る歳出予算は1593億7473万

5000円で、県全体の21.3％を占めております。

また、前年度と比較し、57億7805万9000円、率に

して3.8％の増となっております。

２ページをお願いします。

平成27年度一般会計当初歳入予算（教育委員会）

について御説明いたします。

これは、県全体の予算額に対し、教育委員会所管

分の予算額をあらわしたものです。

一番下の合計欄をごらんください。

県全体の合計は、7464億9700万円であります。

うち教育委員会の合計は449億9358万3000円で、県

全体の6.0％を占めております。

一番右側の欄をごらんください。

前年度と比較し39億5986万2000円、率にして9.7％

の増となっております。

歳入予算の主な内容について御説明いたします。

中段にある９、使用料及び手数料をごらんくださ

い。

使用料及び手数料は35億1189万6000円であります。

前年度と比較し16億417万8000円の増となっている

のは、公立高等学校に係る授業料制度の改正に伴う

授業料の増や、教育職員免許状更新の見込み件数の

増が主な要因であります。

次に、10、国庫支出金は365億6915万6000円であり

ます。

前年度と比較し６億2565万3000円の増となってい

るのは、給与改定に伴い期末勤勉手当の支給割合を

引き上げたことに伴う義務教育給与費の増などが主

な要因であります。

次に、16、県債は44億1760万円であります。

前年度と比較し20億4890万円の増となっているの

は、沖縄振興「知の拠点」施設整備事業を新規計上

したことによる社会教育施設整備事業の増が主な要

因となっております。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

３ページをお開きください。

平成27年度一般会計当初歳出予算（教育委員会）

について御説明いたします。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

中段にある10、教育費をごらんください。

（款）教育費は1593億836万1000円であります。

前年度と比較し57億7805万9000円、率にして3.8％

の増となっております。

増となった主な理由は、沖縄振興「知の拠点」施

設整備事業及び中高一貫校整備推進事業などを新た

に計上したことや、給与改定等に伴い教職員給与費

が増となったことであります。

（款）教育費の内訳でございますが、右欄の主な

内訳に項別歳出予算額を記載しております。

（項）教育総務費は151億5377万9000円で、沖縄県

教育委員会の運営や、児童・生徒の健全育成、学力

向上対策などに要する経費であります。

主な事業として、学力向上学校支援事業及び高等

学校等奨学のための給付金事業が計上されておりま

す。

次に、（項）小学校費でございますが、493億4825

万5000円で、公立小学校教職員の給与費や旅費であ

ります。

次に、（項）中学校費でございますが、311億3016

万9000円で、公立中学校教職員の給与費や県立中学

校施設の管理等に要する経費であります。



主な事業として、中高一貫校整備推進事業が計上

されております。

次に、（項）高等学校費でございますが、443億5503

万3000円で、県立高等学校教職員の給与費や高等学

校施設の管理等に要する経費であります。

主な事業として、全日制高等学校一般管理運営費

及び高等学校施設耐震対策事業が計上されておりま

す。

次に、（項）特別支援学校費でございますが、152

億4022万6000円で、特別支援学校教職員の給与費や

特別支援学校施設の管理等に要する経費であります。

主な事業として、特別支援学校一般管理運営費及

び特別支援学校施設塩害防止・長寿命化事業費が計

上されております。

次に、（項）社会教育費でございますが、37億2377

万9000円で、生涯学習の振興及び文化財の保存、継

承等に要する経費であります。

主な事業として、沖縄振興「知の拠点」施設整備

事業及び家庭教育力促進「やーなれー」事業が計上

されております。

次に、（項）保健体育費でございますが、３億5712

万円で、保健管理、学校体育及び学校給食の指導等

に要する経費であります。

主な事業として、学校保健事業費及びスポーツ振

興事業費が計上されております。

以上が、（款）教育費の概要であります。

（款）災害復旧費は6637万4000円となっておりま

す。

（項）教育施設災害復旧費は、学校施設等の災害

復旧に対処するための経費等であります。

以上で、教育委員会所管の平成27年度一般会計予

算の概要説明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項につ

いて（平成27年２月12日議会運営委員会決定）に従っ

て行うことといたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 新年度予算です。県民の福祉、そ

してまたもろもろの経済の活性化等、いい予算で、

最少限の経費で最大限の効果を出すよう、ぜひ皆様

方には頑張っていただきたいと思います。前半は子

ども生活福祉部、後半は教育委員会に質疑していき

たいと思います。

まず１点目に、生活困窮者自立支援事業というも

のが今回１億3676万4000円組まれております。生活

困窮者自立支援事業の中身についてはどういった事

業を行うのか、まず御説明をお願いしたいと思いま

す。

○上間司福祉政策課長 平成27年度から生活困窮者

自立支援制度がスタートいたします。それに伴いま

して、沖縄県としましては、さまざまな課題を抱え

る生活困窮者からの相談を受けるために自立相談支

援窓口を設置いたします。それと同時に、市町村や

関係機関とも連携いたしまして、相談者の個々の生

活状況に応じたさまざまな支援策を実施していくこ

ととしております。具体的には、離職等により住居

を失った方に対する住居確保給付金の支給や、直ち

に一般就労が困難な方に対する就労準備支援事業な

どを実施してまいります。

○又吉清義委員 例えば１億3000万円の予算の内訳

については、皆さん、１から５まであるかと思いま

す。それについては、どの事業にどのぐらいの予算

をこのように使うという項目があるかと思いますが、

それについてもう少し説明をお願いできませんか。

○上間司福祉政策課長 今回予算計上しております

１億3676万4000円の中身ですが、最も大きく占める

ものは委託料で、約１億3000万円を要しております。

例えば、先ほど私が具体的な事業名で申し上げまし



た生活困窮者自立相談支援事業につきましては、6300

万円を予算要求しております。また、生活困窮者住

居確保給付金におきましては、550万円を予算計上し

ているところであります。

○又吉清義委員 ですから、予算内訳で１から５ま

で事業があるわけですね。何の事業で、予算は幾ら

だという説明をまずしてもらえませんか。

○上間司福祉政策課長 大変失礼いたしました。平

成27年度歳出予算事項別積算内訳書子ども生活福祉

部の48ページの委託料の中身ということで理解しま

したので、それについて説明させていただきます。

まず、生活困窮者自立相談支援事業ですが、生活困

窮者自立支援制度につきましては、相談窓口を設置

しまして、生活困窮者に対しましてそれぞれ個々の

生活状況、あるいは課題に対応した相談をします。

相談をする際には、それぞれの相談者に応じた個別

具体的な支援策を講じたりすることとしております。

そういったことで、相談窓口を設置するというのが

まず(1)でございます。

あと、生活困窮者一時生活支援事業でありますけ

れども、例えば住居がないとか、直ちに生活が厳し

いという方に対しましては、一時的でありますが、

衣食住の支援をしていきたいと考えております。

また、生活困窮者就労準備支援事業は就労に向け

た事業でありますけれども、生活困窮者におかれま

しては、単に就労だけではなくさまざまな課題を抱

えておりまして、例えば最初は日常生活自立、ある

いは社会生活自立、その次に初めて就労に結びつく

ようなそれぞれの段階があると思います。そういっ

たさまざまな状況に応じた就労支援をしていきたい

と考えております。

子どもの学習支援事業においては、これは従来か

らやっていることですが、生活保護を受給している

世帯の子供たちに対して学習支援を行うものであり

ます。

その他の事業としまして、①中間的就労の推進事

業は、沖縄県が実施主体となるものではなくて、民

間事業者、就労に係る支援をしていくような企業に

対しまして、沖縄県のほうでその辺を認めて周知す

るという事業であります。さらに、②の沖縄県人材

養成研修事業につきましては、生活困窮者自立支援

事業を実施するに当たりましては、県においては町

村が一次的な窓口となります。そういう意味で、そ

ういった町村の人材育成も必要ということで、この

研修事業を実施しまして、人材育成を図っていきた

いということであります。

○又吉清義委員 私が何を言いたいかといいますと、

この委託料の中で、生活困窮者が自立をしようとい

う事業の中で、予算がこれでいいのかと少し疑問に

思うのは、例えば相談窓口です。１億3000万円のう

ちの半分以上は相談窓口です。多分相談に来た方は、

自立支援のために相談をして、次に自立するために

どのような支援がもらえるかが非常に大事なポイン

トではないのかなと。その中で、余りにも微々たる

ものだなという感覚なのです。

なぜそういったことを申し上げるかといいますと、

例えば、生活保護世帯でも平成21年度から平成25年

度まででどのようになっているかといいますと、平

成21年度は生活保護世帯が１万8000世帯であったの

に対して、平成25年度は２万4000世帯に膨れ上がっ

てしまうと。やはり彼らを自立させない限り経済も

豊かにならないし、人も幸せになれないと思うので

す。そういった相談をして、いざ実践に入る場合は

やはりそれなりの予算を組んであげるべきだと非常

に思うものですから、実際に就労支援をやるにして

も約2900万円、子どもの学習支援事業をやるにして

も2800万円と、約5700万円です。だから、そういっ

た需要はこれしかないという根拠があるのか。今回

初めての事業なものですから、それでこういった予

算の組み方なのか、その考え等についてはいかがで

しょうか。実際に相談窓口だけで6300万円も必要で

すという数字が明確に出ております。これを生かす

ためには、実施するためにはそれなりの予算を組む

べきだと私は思うのですが、いかがでしょうか。

○上間司福祉政策課長 生活困窮者自立支援制度に

つきましては全国的な制度で、確かに又吉委員がおっ

しゃるように生活保護受給者がふえてきております。

それと同時に、非正規労働者がふえている、あるい

は生活困窮に陥る世帯もふえてきている。そういっ

た状況を勘案しまして、これまでは生活保護に陥っ

てしまうと生活保護制度の中で確実に対応していき

ますが、それ以前、生活保護に陥る前の段階で自立

をするためのさまざまな支援を強化しようとするも

のであります。これにつきましては、福祉事務所を

設置している自治体が実施主体となります。ですの

で、沖縄県では町村を対象としてそれぞれの福祉事

務所が対応しますが、市もまた自立支援のための窓

口を設置しております。

そういうことで、沖縄県は、市とも町村とも、あ

るいは関係機関とも連携してただいま準備を進めて

いるところでありまして、確かに委員がおっしゃる

ようにお金が足りるかというのはあるかもしれませ



んが、沖縄県としてはこれで適正な対応をしていき

たいと考えておりまして、初めての制度ですので、

もし何らかのことがあれば、また平成28年度に向け

て予算も含めて市町村とも連携しながら、さらなる

調整をしていくことになろうかと思います。

○又吉清義委員 確かに今年度から始まった初めて

の制度で、私もぜひ頑張っていただきたいのが本音

です。ですからそういった意味で、やはり自立支援

をさせるために、いかに予算を通して彼らをそのよ

うにさせるかというのはとても大事なポイントだと

思います。そこで、相談窓口よりも少ない支援事業

というのは少しうんと思うものですから、その辺は

今後、皆さんは市町村のいろいろなニーズに応えて、

ディスカッションもしてまた判断するかと思います

が、それを踏まえて、来年度にこれをより生かすた

めにはどうするかと、予算の方にはぜひしていただ

きたいなと。私は、多分これでは不足だという感じ

がするものですから、余りにも少な過ぎないかと。

これでよしという考えではなくて、これをもとに今

後どうしていくということをしっかりしていただき

たい。足りなければまた改めて補正も組むなり、そ

ういうこともやっていただきたいと思います。

あと１つ、平成24年度に沖縄振興一括交付金を活

用して、前仲井眞知事がやった民間アパート等の物

件を活用した母子家庭生活支援モデル事業という事

業があるのですが、それについてはどういったもの

で、入居の資格、そして何年入れるのか。この趣旨、

目的について御説明をお願いしたいと思います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子家庭生活支

援モデル事業につきましては、母子家庭の生活の安

定、子供の健全育成を図ることを目的といたしまし

て実施しております。本事業におきましては、支援

が必要な母子家庭に対しまして、民間アパートの一

室を支援居室といたしまして、原則１年間無料で提

供して、専任の支援員から生活支援、それから就労

支援、子育て支援などの総合的な支援を行っている

ところでございます。

○又吉清義委員 このすばらしい事業についてはモ

デル事業ですので、これもまた正直言って、沖縄県

としても今後どうすると、支援のあり方も今後また

検討していくかと思うのですが、例えば、その支援

事業で非常にもったいないなと思うのは、入居者の

資格が１年という取り決めです。これはどのような

理由があって１年なのか。そして具体的に、皆さん

としてこれをスタートして１年で、そこに入居して

いた方は支援事業として自立していったのか、そう

いった追跡調査もなさっているのか。その２点につ

いてお伺いいたします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 委員御指摘のと

おり、本事業の支援期間は原則１年ということでやっ

ておりますけれども、支援対象者の自立に向けた環

境整備の状況等を勘案して、最長で１年間は延長を

するという形で運用をしております。現在までに支

援をしている43世帯のうち、状況等を踏まえて支援

を延期した事例が18ケースほどございます。

それから、この事業におきましては、当然支援期

間中はこの民間アパートの近くに拠点事務所を設け

ておりますので、折に触れて支援を行っております

けれども、例えば、支援終了後も交流会などを設定

するなどして、自立した生活を送れているかどうか

確認をしているところでございます。

○又吉清義委員 そこに入居して、支援をして、１

年過ぎたから終わって、後でどうなったかというの

はぜひ追跡調査もしていただきたいし、また、実際

に入居していた方で本当に１年で自立したのは何割

ぐらいなのか、こういうデータもとっていただきた

い。なぜそういうことをあえて申し上げるかといい

ますと、皆さんと同じ事業をやっているところが御

存じのとおり浦添市にある。青少年・子ども家庭課

長も見たかと思うのですが、そこは入居３年ですよ。

やはり１年ではどうしても厳しいと。人を変え、経

済的に自立するために職を覚える、子供がしっかり

歩いて家庭としてしっかりまとまる。やはり１年で

は全然厳しいよ、３年であれば何とかできると。そ

こに入居した方は何とか自立して、ほとんど90％以

上はしっかりと自立をしているわけですよ。

だから、そういったものを勘案した場合に、モデ

ル事業ですので皆さんは１年と取り決めをしている

のですが、さらに自立を目指すということで、何も

１年にこだわるのではなく、私は２年、３年でもい

いのではないかと。今回のモデル事業が切れた時点

で、沖縄県も今後これをまたどうするかという課題

に直面するかと思うのですが、これは各市町村に、

広域化に向けてぜひやっていただきたい。ですから

皆さんは、その条件等もしっかり精査をする、そし

て追跡調査をする。今後そこに関してどうするのか。

先ほど言いました生活保護世帯は毎年ふえる一方で

すよと。これを減らすためにも、ひとつ県民が幸せ

になるためにも、派手ではないのですが目に見えな

い大切な事業だと思うのです。そういった意味で、

浦添市でもそうしたすばらしいものがあるというの

を生かして、学ぶべきものは学んで、改善すべきと



ころはぜひ改善していただいて、次のステップでま

た規模拡大というのですか、大いにやっていただき

たいのですが、いかがでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 本事業で支援の

対象としている家庭は、自立に向けてあと一押しの

支援が必要な家庭ということで、利用者の多くは非

正規雇用で収入が不安定、多重債務で家計管理がで

きていない、子供の面倒を十分に見ることができな

いといった問題を抱えております。この沖縄県マザー

ズスクエアゆいはあとにおいて支援を行うことで、

これまで無職状態にあった９名のうち、８名の方が

就職をしております。就労中、社会保険を完備して

いる、あるいは給料がアップする職に転職した方が14

名いるということで、自立に向けた支援も一定の効

果は上がっていると思います。それからまた、支援

終了後の母親が生活保護に至ったという事例は、こ

れまでのところ１件も出ていない状況にあります。

委員御指摘のとおり、このモデル事業の事業スキー

ムがこれでいいのかどうかというのは、母子生活支

援施設の支援内容と比較しまして、今年度末から来

年度の前半にかけて検証作業をして、また事業内容

に反映していきたいと思います。

○又吉清義委員 モデル事業を生かす中で、確かに

効果が出ているのも事実です。ですから、これを他

市町村にも、近隣地域にも波及効果を出して、ぜひ

ステップアップをしてもらいたい。事業として期限

が切れてもう終わりと閉めるのではなくて、皆さん

の支援事業を受けることによって幸せになる県民が

ふえることは非常にいいことですので、次にいかに

残すか、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

もう時間がありませんので、教育委員会に移らせ

ていただきます。平成27年度一般会計歳出予算事項

別内訳書教育委員会の163ページにあります文化財に

ついて非常に気になることがありまして、世界遺産

保存活用推進協議会というものがあります。31万9000

円組まれております。金額は別にして、世界遺産保

存活用推進協議会はどういったお仕事をするのかお

尋ねいたします。

○嘉数卓文化財課長 この協議会につきましては、

世界遺産のある各市町村と連携とか調整を行ったり、

今後の包括的保存管理計画というものがあるのです

が、そういった検討に向けてのいろいろな調整等を

行っていく会議でございます。

○又吉清義委員 そうであるならば、167ページの文

化財保護のための調査・復元整備等に要する経費と

いうことで、トータルで３億1900万円余りあるので

すが、この予算は世界遺産のものに関しても拠出す

ることができるのか、その点をお伺いいたします。

○嘉数卓文化財課長 この事業につきましては、通

常は国指定等の保存修理でありますとか、そういっ

た文化財の管理のために使用される経費でございま

す。ただ、世界遺産等につきましても、当然国の重

要文化財の指定を受けておりますので、そういった

活用をすることもございます。

○又吉清義委員 では、これから本題に入りたいと

思います。ちなみに、担当課の皆さんは世界遺産は

ほとんど見ているのでしょうか。まずそれからお伺

いいたします。

○嘉数卓文化財課長 うちの職員は全部見ていると

思いますし、私も一応全部見ております。

○又吉清義委員 その中で、私は今１つ非常に気に

なるところがありまして、南城市佐敷に斎場御嶽が

ありますね。斎場御嶽が世界遺産になる前となった

後で、最近行ってみてびっくりしたのですが、斎場

御嶽の変化についてごらんになっているでしょうか。

○嘉数卓文化財課長 はい。世界遺産に登録されて

以降、訪れる方々も大分ふえまして、また、南城市

においても、世界遺産の活用といいますか、そういっ

たところでいろいろな取り組みをされていると感じ

ております。

○又吉清義委員 確かに観光客が多くて、非常にい

ろいろな取り組みをされています。ですから、世界

遺産になる前となった後の変化は何か御存じですか

とお尋ねしているのです。

○嘉数卓文化財課長 登録されました後、やはり世

界遺産としてのいろいろな要件等がございますので、

そういったこと等も含めまして、世界遺産としての

価値が十分保存できていくように、あるいは管理で

きていくように、いろいろな取り組みをされている

と感じております。

○又吉清義委員 ぜひ協議してもらいたいのですが、

以前滑りにくかった場所が、余りにも人が多くて、

あの石畳は本当に滑りやすくなっております。当時

の形をそのまま残す意味でも、そこにゴムのマット

を敷けないかということです。世界遺産でもそうで

す。首里城を見てください。入れるエリアと入れな

いエリアがあります。私はそこに大きな価値がある

かと思うのです。斎場御嶽は聞得大君しか入れない

エリアがありました。しかし、今は悲惨です。誰で

も彼でも中へ入れます。だから、中の価値が非常に

なくなってきております。中も乱れております。そ

ういったものをぜひ協議していただけませんか。価



値観をつくる意味で、入れるエリア、入れないエリ

アです。誰でも入れるから世界遺産ではなくて、世

界遺産だからこそ、このエリアは一般の方は入れる

けれども、関係者以外は入れませんというエリアを

ぜひ協議していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○嘉数卓文化財課長 ただいま委員の御指摘のあり

ました件につきましては、当該市町村であります南

城市においても把握していろいろな対応を考えてお

りますし、私ども沖縄県におきましても、そういっ

たことにつきましていろいろ調整等をさせていただ

いております。

例えば、いろいろな方々が中に入場いたしますの

で、確かに聖域の部分でいろいろなトラブル等があ

るということで、今、入り口に緑の館・セーファと

いう施設があるのですが、そちらで入場に際しての

マナー等のビデオを見ていただいてから入るとか、

それからガイドを配置いたしまして、一緒に回って

いく取り組みもされております。ただ、委員御指摘

のように、そういった方につきましてはまた今後の

対応もあるかと思いますので、沖縄県教育委員会と

しても南城市と連携いたしまして、対応を考えてい

きたいと考えております。

○呉屋宏委員長 島袋大委員。

○島袋大委員 ひとり親家庭等認可外保育施設利用

料補助事業について、概要の説明をお願いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 ひとり親家庭等

認可外保育施設利用料補助事業につきましては、保

育所に入所の申し込みをしたものの、定員にあきが

ない等の理由で入所できず、認可外保育施設を利用

しているひとり親家庭に対しまして、当該施設が利

用料の全部または一部を減免した場合に、当該施設

に対して減免相当額を補助し、ひとり親家庭の生活

負担の軽減を図るという事業を考えております。

○島袋大委員 ということは、この金額は子供たち

の人数割りでの計算になっているのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 予算の積算の根

拠ですが、昨年９月に各市町村に照会をかけまして、

認可外保育施設を利用しているひとり親家庭の子供、

保育所に入所申し込みを行ったけれども、入れなかっ

た子供が160名いらっしゃったということで、この160

名を基礎として算出しております。

○島袋大委員 認可外だから、要するに認可保育所

に入所申し込みをして、入れなかったということで

すよね。それでアンケートをとったと今言っていま

すけれども、これは市町村各自治体の判断で、160名

がカウントで上がってきたということで認識してい

いですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 そのとおりでご

ざいます。

○島袋大委員 これは重要なところで、ひとり親で

入所させたい親はもっと数がいると僕は思うのです。

今、沖縄県から市町村に投げて、去年の９月で160名

のカウントということであるけれども、これは新た

に補正を組むという予測もありますか。要するに、

これは新年度予算で組まれていますが、これは去年

のデータですから、次年度にしたら数が多くなって

くる可能性もありますけれども、それは補正も考え

ているということですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 本事業の対象と

しております児童は、保育所に入所申し込みを行っ

たけれども、定員にあきがない等の理由で利用でき

なかった方を対象に支援することとしておりまして、

そういう状況にある方を各市町村に照会したところ、

去年９月の時点で160名いらっしゃったということで

所要額を見込んだものでございます。そういう方法

で見込んでおりますけれども、今後、事業実績の推

移ですとか、あるいはひとり親家庭の認可外保育施

設の利用実態等々を踏まえながら、対応していきた

いと考えております。

○島袋大委員 これは新規事業でありますから、そ

ういった形で、まだ各市町村に周知徹底されていな

い場合もあると思いますから、その辺は、今回スター

トする中で足りない部分が出てきた場合にはまた補

正なり、次年度に向けてひとつ御尽力をお願いした

いと思っております。

次であります。子ども・若者育成支援事業につい

て御説明をお願いしたいと思います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 子ども・若者育

成支援事業の主な内容を御説明申し上げます。まず

１点目に、ニート、ひきこもり、不登校など、社会

生活を円滑に営む上で困難を有する子供、若者から

の相談に応じます子ども・若者総合相談センターの

運営に係る事業、それから２点目に、困難を有する

子供、若者への支援を地域の実情に応じて実施して

いるＮＰＯ法人等の活動を支援する地域子ども・若

者支援活動補助事業、３点目に、子供、若者が抱え

ている困難の状況に応じまして、日常生活の基礎訓

練、それからコミュニケーションの訓練などの支援

プログラムを実施する子ども・若者社会適応促進事

業となっております。

○島袋大委員 子ども・若者総合相談センターとい



うのは１カ所ですか。済みません、僕も初めてでわ

からないところなのですが、これは何カ所かあるの

ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 子ども・若者育

成支援推進法第13条で定められている子ども・若者

総合相談センターですが、本県におきましては、那

覇市首里の沖縄県総合福祉センターに子ども若者み

らい相談プラザ、ソラエという名称で昨年10月にオー

プンをしております。

○島袋大委員 これは福祉関係の部署だけれども、

教育庁にも関連することだと思うのですが、その辺

は連携事業としてされていますか。そういう部署は

つくられたかもしれないけれども、学校事業もろも

ろ含めて、就学したときに、小学校、中学校、高等

学校まで広がることだから、この辺は教育庁との連

携はどのようになっていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 子ども・若者育

成支援に関しましては、教育、保健、福祉、雇用等

の関係機関で構成される協議会を設置しておりまし

て、その中で連携に努めております。

○島袋大委員 今まさしく青少年・子ども家庭課長

が言ったように、雇用ですから、商工労働部も関連

するはずだから、わかりやすく言えば３者で連携し

てそういった議論はされているということですから、

これはどんどん進めていただきたいと思っています。

去年からこの施設がしっかりできたのであれば、こ

れから長いスパンで見て、二、三年でいろいろな面

で結果が出てくるはずだから、その辺はまたひとつ

お力添えを頑張っていただきたいと思っております。

次に、放課後児童クラブ支援事業でありますけれ

ども、前年度と比べて今年度予算は減っているのだ

けれども、その理由と概要の説明をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブ支

援事業について御説明申し上げます。放課後児童ク

ラブ支援事業は、放課後児童クラブの公的施設活用

を促進することにより利用料の低減等を図るための

事業でございまして、施設整備補助や施設改修修繕

補助、さらに公的施設移行促進のためのコーディネー

ターを配置するなどの委託事業を行っているところ

でございます。平成27年度当初予算においては１億

8474万1000円を計上しているところですが、これは

委員がおっしゃいますように、平成26年度当初予算

と比較いたしまして6765万5000円の減額ということ

になっております。

予算の計上に当たりましては、市町村への要望調

査等をもとに行っているところですが、今年度の当

初予算の減につきましては、主な理由としましては、

このうちの施設整備補助事業について、市町村から

の要望箇所が昨年度15カ所であったのに対しまして、

今年度は11カ所ということで、要望箇所数の減によ

るものでございます。

○島袋大委員 これだけ子育てもろもろ含めて我々

議員団も一般質問が多い中で、やはり補助事業に関

して市町村の申請が少なくなったというのは、何か

また問題点があると思っております。この補助事業

に関して、使えるものの予算に関していろいろ壁が

あるのか、使い切れないのか、そういった問題もも

ろもろあると思いますけれども、この辺は市町村と

の意見交換、ヒアリングでそういう意見は出ており

ますか。市町村から、もう少しこうしてほしい、こ

うすればもう少しいい形で使えるけれどもという意

見とかは出ていませんか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この事業の課題とい

いますか、公的施設の活用がなかなか進まない理由

といたしましては、まず基本的に、学校施設を利用

させていただくという部分での関係機関との調整に

時間がかかるということですとか、あるいは、学校

施設の改築計画に合わせて放課後児童クラブの専用

室をつくると、どうしても一体的な整備を進めてい

く過程で計画の整合性を図る必要があって、単独で

は進めづらい状況にあることですとか、あとは予算

計上にかなり難儀をしていらっしゃるというような

お声は聞いているところでございます。

○島袋大委員 まさしく今、子育て支援課長が言っ

たところが僕は重要な点だと思っているのですよ。

これも教育庁とも関連すると思っています。義務教

育の段階で、今、各小学校、中学校は建てかえ事業

がかなり出ていると思っているのですが、そこで連

動して、ワークショップもろもろ含めて学童クラブ

を入れるのか、そういった議論も必要だと思ってい

ます。今、子育て支援課長から話があったように、

これも教育庁の分野と意見交換をするほうが、いろ

いろな面で予算の組み方とか活用の仕方ができると

思うのですが、教育庁の部署とそういった意見交換

とかはされていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブと

あわせて放課後子ども教室という事業を教育委員会

ではなされておりまして、そこを所管する部署と、

放課後児童クラブを所管する私どもで調整会議を持

つなどの連携を図っているところでございます。ま

た、先ほどコーディネーターを配置してということ

を申し上げましたけれども、公的施設活用のコーデ



ィネーターが各市町村を回りまして、保育担当課と

教育委員会との橋渡しなり調整を進めるなど、沖縄

県においても総合的に調整をしているところですし、

市町村においても調整を進めているところでござい

ます。

○島袋大委員 ぜひとも市町村の管轄もろもろと

もっと議論をしていただいて、そういった要望をい

ろいろ聞いて、また使いやすいような形でやってい

ただければ非常にいいと思っていますので、ひとつ

よろしくお願いします。

待機児童解消支援基金事業は前年度よりも金額が

上がっていますけれども、御説明をお願いしたいと

思っています。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消支援基

金事業でございます。現在、市町村においては、子

ども・子育て支援新制度の施行に向けて子ども・子

育て支援事業計画の策定が進められているところで

ございます。同計画における現時点での速報値にな

りますけれども、毎年6000人程度の定員の確保によ

り、平成29年度末までに約１万8000人の保育の量を

拡大し、待機児童の解消を図るという内容でござい

ます。

平成27年度における待機児童解消支援基金事業に

つきましては、市町村における保育需要の増大へ対

応することを目的といたしまして、安心こども基金

事業による保育所等整備に係る市町村負担分に対し

まして、市町村負担のうちの４分の３について待機

児童解消支援基金から交付する交付金を充てること

ができる、支援を拡大することにしておりまして、

約60カ所、3300人分の施設整備を支援するための経

費を次年度予算に計上しているところでございます。

○島袋大委員 まさしくこれは５歳児保育の問題も

出てくると思うのです。今、１月ぐらいから申し込

みが始まって、新年度に入る前の各保育園の割り振

りでは、ゼロ歳児、１歳児は少ないのですよ。今、

企業が頑張って、要するに産休制度を持っている企

業とかが多くて、ずっと引っ張って休む。それが新

年度がスタートして５月ぐらいから、やはり子供を

預けたいということで、その時点からゼロ歳児、１

歳児がふえてくるのです。だから、今はどの市町村

も若干そういうデータになっていると思っています。

その中で、今の新保育制度の中で、幼稚園もろもろ

含めて保育園が５歳児保育をしっかりとやるような

システムになれば、非常におもしろい状況になって

くると思っています。だから、そういった形で保育

士の数も必要だし、いろいろな面で保育士の処遇改

善の問題も出てくるかもしれませんけれども、沖縄

県は国と連携してこの制度をスタートするのだから、

ひとつまた市町村の意見もどんどん取り入れて、しっ

かりとやっていただきたいと思っております。

次であります。これは新規事業みたいですが、保

育対策総合支援事業について御説明をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育対策総合支援事

業でございますが、これは待機児童解消加速化プラ

ンと保育士確保プランという国の打ち出したプラン

の着実な推進を図るために設けられた事業でござい

ます。新規事業という記述にはなってございますけ

れども、内容といたしましては、安心こども基金事

業や保育緊急確保事業で実施していたメニューを組

みかえて、次年度から新たにこの事業名としてスター

トすることになっております。

次年度の当初予算案に盛り込まれている事業です

が、これまで安心こども基金で実施しておりました

保育士修学資金貸付事業が２億938万7000円でござい

まして、もう一つ、保育体制強化事業ということで、

これは保育所における保育士の負担軽減のために保

育助手等を置く補助事業でございますが、こちらが

202万5000円ということで、この２事業分が今回、保

育対策総合支援事業として計上している内容でござ

います。

○島袋大委員 これはまさしく保育士の皆さん方が、

いろいろな面で仕事もきつい中で、給与も安いと。

しかし、しっかりと保育を確保しないと、保育士を

育てないといけないということでつくられた事業だ

と思っています。私も今回３月に大学を卒業します

から、保育の現場の皆さん方にいろいろ聞きまして、

やはり給与もしかりだけれども、採用されて保育園

に入った後の勉強期間、もろもろ含めてこういう時

間も欲しいけれども、なかなかとれないというのが

本音なのです。だから、そういったことをやること

によって職員のスキルもどんどん上がるかもしれな

いし、それでおのずと給料もついていけばいいこと

だから、いろいろな面でまた要望も出てくるかもし

れないけれども、その辺もまたしっかりと対応でき

るようにお願いしたいと思っております。

障害のある人もない人も暮らしやすい社会づくり

事業についての説明をお願いします。

○山城貴子障害福祉課長 沖縄県におきましては、

平成26年度に沖縄県障害のある人もない人も共に暮

らしやすい社会づくり条例の周知を図ることを目的

に、ココロつながるプロジェクトを実施したところ

でございます。具体的には、沖縄県内３カ所の大型



商業施設でのイベントや、啓発ソングを普及するた

めの幼稚園など８カ所へのお出かけイベント、さら

にテレビＣＭ、新聞、ラジオ等のメディアを活用し

た広報啓発を行うとともに、障害のある人に対する

理解を深めるためのパンフレットの作成、配布をし

たところです。また、障害のある人等からの相談に

応じる市町村の相談員や行政職員向けの研修の実施、

それから、困難事例に対応する広域相談専門員を配

置したところでございます。

平成27年度も引き続きこういった広報啓発事業や

相談員の研修等を実施する予定でございますが、具

体的には今年度の事業内容も精査した上で、また、

実施に当たりましては公募による企画提案方式を今

のところ考えておりますので、民間企業のアイデア

等も生かしつつ、効果的な事業の実施に努めたいと

考えております。

○島袋大委員 この相談員もろもろは、各41市町村

に配置されているということで私は理解していいで

すか。

○山城貴子障害福祉課長 市町村を調査しましたと

ころ、平成26年12月現在で160人の相談員がいるとい

うことでございます。

○島袋大委員 160人はわかりましたけれども、41市

町村にこの相談員は配置されているということです

か。

○山城貴子障害福祉課長 41市町村全てに配置され

てございます。

○島袋大委員 これは条例をつくったわけでありま

すから、ひとつまた各市町村とも連携して、そういっ

た形で問題が出ないように、ぜひともしっかりと対

応をお願いしたいと思っています。

次に、教育庁に移ります。公立学校施設整備事業

について説明をお願いします。

○親泊信一郎施設課長 公立学校施設整備事業につ

きましては、小・中学校等における老朽校舎等の改

築を初めとしまして、その他、学校施設の整備事業

を実施するための市町村への沖縄振興公共投資交付

金の補助事業となっております。

○島袋大委員 各市町村から学校建てかえ事業が上

がっているけれども、これをほとんど酌み取って実

施できるような体制になっていますか。

○親泊信一郎施設課長 平成27年度につきましては、

市町村の事業計画に基づいた予算となっております。

○島袋大委員 次であります。高等学校施設耐震対

策事業、これは今年度予算を組んでいますけれども、

説明をお願いします。

○親泊信一郎施設課長 高等学校施設耐震対策事業

につきましては、構造体ということではなくて、非

構造部材と申しまして、天井でありますとかバスケッ

トゴール、それから照明器具等、特に屋内運動場等

のそういった広い空間の対策は、平成27年度までに

講ずるようにという指導が文部科学省からございま

すので、それに応じて対策を行う経費を全学校とい

うことで予定しております。

○島袋大委員 続いて、特別支援学校についてであ

ります。この間、僕はうるま市内の県立沖縄高等特

別支援学校へ視察に行きました。かなり倍率の高い

学校であって、沖縄県内の各中学校の教員の皆さん

方が生徒を連れて視察に来ておりました。この校舎

を見ましたけれども、クーラーの設置や、あるいは

寮生活ですから洗濯機置き場の屋根の改修とか、ぜ

ひとも洋式トイレにしてほしいという要請等いろい

ろ聞いたけれども、予算を組むときにそういう要請、

要望は来ていませんか。

○親泊信一郎施設課長 特別支援学校だけではなく

て、年度当初にうちの職員が全県立学校を回りまし

て、施設改修の要望でありますとかをお聞きしてお

ります。限られた予算になるのですが、そういった

ものについては優先順位等を勘案しながら、次年度

の予算に計上しているといったやり方をとっており

ます。

○島袋大委員 この優先順位がネックでありまして、

どんどん現場を見に行っていただいて……。この子

供たちは成人に向けて、就職率も98％、100％近いで

すよ。だから、これだけ頑張っている子供たちがい

るのだから、寮生活の中で幾つかの点でデメリット、

問題があるのだから、やはり優先順位をつけて予算

をつけるべきだと思いますから、教育庁はしっかり

と現場を見るなり、その辺の判断をまたひとつお願

いしたいと思っています。

次であります。学力向上学校支援事業について説

明をお願いします。

○大城朗義務教育課長 学力向上学校支援事業は２

つの細事業がありまして、１つは学校支援訪問、も

う一つは授業改善支援員の派遣の２つから成ります。

学校支援訪問は平成25年から始まりまして、今年度

も294校を訪問しましたが、授業観察をして、そして

先生方にアドバイスをする、あるいは校長先生方と

意見交換をして、授業改善の支援に努めるというも

のであります。来年度は、宮古・八重山も含めて支

援をしていきたいと思います。

それから、授業改善支援員派遣というのは、経験



豊富で高い指導力を有する退職教員を授業改善支援

員として中学校に派遣して、そして、日常的に授業

づくりについての指導、助言や、生徒の学習支援等

を通して学習を支援することをやりたいと。平成27

年度は９名の支援員の配置を予定しております。そ

ういう２つの事業を関連づけて、中学校の学力を高

めていきたいと考えております。

○島袋大委員 ぜひともいい結果が出るような形で

頑張っていただきたいと思っております。

次であります。教員指導力向上事業について説明

をお願いします。

○大城朗義務教育課長 もちろん教員指導力向上事

業というのは教員の資質向上でありまして、今現在、

地区別ブロック型研究事業、それから授業改善研修

事業と２つの事業をやっております。地区別ブロッ

ク型研究事業といいますのは、近隣の５つか６つぐ

らいの学校でブロックを編成して、学習指導方法工

夫改善加配教員というのがおりますので、月１回程

度、その方々を中心にして主体的な研修、そして指

導力の向上を目的としております。

それから、授業改善研修事業というのは、文部科

学省の調査官を招聘して、授業研究会とか講演会を

開催して資質の向上を図るもので、今年度は小・中

学校の国語の教科主任等を対象にして、言語活動等

を充実させたいと考えております。

○島袋大委員 僕はいまだにアポなしで各学校を訪

問していますけれども、小学校低学年の１年生、２

年生の授業は、教員の先生方、担任の先生方は非常

に大変だと思っているのです。やはり落ちつきのな

い子供たちがかなり多くて、学級崩壊になりつつあ

るような状況で、僕は毎回見るたびに思うところが

あって、その辺はまた現場を調査しながら、指導も

ろもろ含めてひとつやっていただきたいと思ってお

ります。

次であります。沖縄振興「知の拠点」施設整備事

業について聞きたいと思っております。

○平良朝治生涯学習振興課長 近年、高度情報化社

会を迎え、利用者が図書館に求める機能が多様化、

専門化しており、新しい時代に即した図書館サービ

スの質的な転換が求められております。また、雇用

問題や離島の読書環境改善など、沖縄県が抱える各

種特殊事情の解決に供する人材育成、それから就労

支援、離島振興などの機能を持つ知の拠点となる新

県立図書館を、モノレール旭橋駅周辺地区市街地再

開発事業で計画されている複合施設内に整備を予定

しております。施設の概要につきましては、複合施

設の３階から６階の４層構成で、延べ床面積は、現

在の施設の約２倍の１万3000平米程度、図書収蔵能

力が約３倍の200万冊以上となっております。なお、

開館の時期につきましては、平成30年の夏ごろを予

定しております。

○島袋大委員 企画部との議論がいろいろあったは

ずですが、当初は上の階に図書館を置くという話で

したけれども、議員の皆さん方も一般質問の中で２

階、３階ぐらいがいいのではないかと。それを酌み

取って今、計画しているということでいいのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 昨年、庁内にも新図

書館の整備検討委員会を立ち上げまして、委員の意

見等々を踏まえて、またいろいろな意見があること

も承知しておりますので、そのほうを加味しまして

このような計画になったということでございます。

○島袋大委員 これは教育長もいろいろ視察に行っ

たと思っています。我々自民党は佐賀県武雄市に見

に行きました。これからはいろいろなスタイルの図

書館のあり方も非常にいいのではないかということ

で、ひとつまた勉強していただきたいということで

我々も提案させていただきましたけれども、そういっ

た流れの中で、教育長としてはどういう判断を持っ

ていますか。夜遅く12時ぐらいまであけるとか、そ

ういういろいろなスタイル、新しい図書館の活用の

あり方は重要だと思っていますけれども、いかが思っ

ていますか。

○諸見里明教育長 島袋委員がおっしゃるように、

去年多くの県の図書館施設の運営状況等を見てまい

りました。各県でいろいろな工夫がされていて大変

勉強になりました。特に本県においても、開館時間

であるとか、あるいは武雄市で見た指定管理とかを

含めた外部資源の活用であるとか、その辺もこれか

ら検討委員会の中で確認して、また議論してまいり

たいと思っております。

○島袋大委員 検討委員会はこれからもろもろ実施

設計に入ると思いますけれども、県民が本当に喜ぶ、

本当に本を読んでみたい、本を買ってみたいと思え

る県立図書館のあり方も大事だと思っていますから、

ひとつまたいろいろな面でいい知恵を出していただ

きたいと思っております。

○呉屋宏委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 まず、子ども生活福祉部です。執

行部からもらった平成27年度当初予算案の主な事業

の概要、その中から、54番の介護給付費等負担事業

費は142億3400万円余りの予算計上をされておりま

す。これを具体的に御説明をお願いできませんか。



沖縄県における介護保険料は幾らで、その中で沖縄

県がこれだけ、市町村のそういうものがこれだけ、

あるいは給付がこれだけというその辺をお願いしま

す。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護給付費等負

担事業費についてお答えいたします。介護給付費等

負担事業は、市町村が保険者となって実施します介

護保険事業の介護給付費、及び地域支援事業に要す

る費用の一部を介護保険法に基づきまして負担する

もののほか、介護保険財政安定化基金を設置しまし

て市町村の介護保険財政の安定化を図るものでござ

います。また、平成27年度からは、低所得者の介護

保険料の軽減強化に要する費用の一部を負担してお

ります。

介護保険の費用負担の仕組みにつきましては、介

護給付費の９割、そして利用者の自己負担の１割に

より構成されておりまして、そのうちの公費分、介

護給付費につきましては１号保険者、それから２号

保険者の保険料が５割、それと公費分の５割につき

ましては、国が４分の１の25％、都道府県が12.5％、

市町村が12.5％という構成になっております。ただ

し、施設等の給付費につきましては、国が20％、都

道府県が17.5％となっております。

○照屋守之委員 高齢者福祉介護課長、ありがとう

ございます。私は、沖縄県全体の介護保険の実態を

知りたいのです。介護保険料もそうだけれども、沖

縄県全体で給付がどのぐらいあって―これは142億円

を市町村にやるわけでしょう。だから、沖縄県の介

護保険料が幾らで、保険料徴収はどのぐらい、その

給付でどのぐらいという全体のものですよ。資料が

ありましたら紹介してもらえませんか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 利用者の負担分

を除いた給付費について、今、資料を持っておりま

す分でお答えいたしますと、平成24年度が確定額と

してございまして、786億1585万6000円となっており

ます。

○照屋守之委員 この介護保険は、介護保険を扱う

事業者も含めて、市町村も含めて、介護保険料の扱

い、それぞれの県民から徴収する保険料の金額も含

めて、今非常に厳しくなっていると受けとめている

のです。この実態をお互いがもっと確認して対応し

ないと、これから先、介護保険制度そのものが立ち

行くのかという危機感さえ今感じているのです。で

すから、今の介護保険の現状と課題をどのように捉

えておりますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護給付費を含

む社会保障費の持続可能な制度ということで、さま

ざまな制度改正がされているところでございます。

高齢者にとりましても、地域包括ケアシステムとい

うことで、住まいであるとか医療、それから介護、

生活支援といったものが一体的に提供されるように

ということでの今回の介護保険制度の改正もござい

ました。

今後、人口が高齢化していく中で、支え手が非常

に少なくなっていく状況がございますので、保険料

も含めて、サービスの提供というのは厳しい状況に

あるかと存じております。その中で、高齢者の約８

割はお元気な方もいらっしゃるわけですので、今後、

地域でもこういった方も活用しながら、地域力を高

めていくというのが制度改正の趣旨となっておりま

す。今後、介護予防ということで、自立支援に向け

た介護予防給付を行っていくこと、それからまた、

地域力を高めてお互いに支え合うというところを強

化していかなければならないと考えております。

○照屋守之委員 今、介護を扱う事業者が相当ふえ

てきたように思うのです。ある住宅メーカーは、こ

ういう建物をつくって、介護のそういう手続までや

りますよという形で、堂々とそういう営業をかけて

いるのです。だから、こういう仕組み自体が自由に

こうしてできていく。そうすると、今までＡという

施設に通った人が今度はＢに行くとか、そういうこ

とが頻繁に起こっているような感じがするのです。

今、介護事業者の実態というか、数というか、そう

いうものは把握しておりますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 沖縄県内の介護

サービス事業者の数は、平成26年３月末現在で、沖

縄県が指定する事業所が1988、それから市町村指定

が269、合計しますと2257事業所ございます。

○照屋守之委員 その前の年、平成25年度からはや

はりふえる傾向にあるのですか、いかがですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 合計数で申し上

げますと、平成25年３月末が2108件、平成24年３月

末が1939件と、毎年100件余り伸びている状況にござ

います。

○照屋守之委員 次に、保育対策総合支援事業です。

新規で２億1100万円余り計上されております。その

事業概要も含めて、この事業の趣旨の御説明をお願

いできますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育対策総合支援事

業につきましては、国の待機児童解消加速化プラン、

保育士確保プランの着実な推進を図るために、これ

までの安心こども基金事業や保育緊急確保事業等で



実施していたメニューを組みかえて、平成27年度か

ら新たに実施する事業として位置づけております。

平成27年度当初予算案におきましては、これまで安

心こども基金で実施しておりました保育士修学資金

貸付事業、そして、保育緊急確保事業として今年度

補正予算に計上、実施しておりました保育体制強化

事業の２事業に係る予算２億1141万2000円を計上し

ているところでございます。保育士修学資金貸付事

業につきましては、保育士養成校の学生に対する貸

し付けを行い、そして、原則５年間保育士として就

労をしていただければ、返済は免除するというよう

な貸付事業でございまして、今年度は80人分につい

て予算を措置し取り組んでいるところですが、次年

度の当初予算案においては、これを1.5倍、120人分

として拡充することとして、予算は２億938万7000円

を盛り込んでおります。

もう一つの保育体制強化事業につきましては、保

育士の負担軽減のために保育助手等を配置するため

の支援でございまして、こちらは202万5000円を計上

しておりまして、合計２億1141万2000円となってお

ります。

○照屋守之委員 最近いろいろな認可保育園の保育

士の方々とよく意見交換をしたりとか、大ベテラン

の50代のそういう方々のお話を聞いたりしますけれ

ども、この人たちの話を聞いていくと、子供たちが

好きで保育士を目指して、学校も出たりするけれど

も、とてもではないけれども、今の実態では、待遇

も含めて保育士をやらないで別の仕事をやったほう

がいいと、そういうものが非常に大きいみたいです。

いろいろ考えてみると、やはりああいう小さい子

供たちを預かる責任は非常に大きいし、いろいろな

提出書類もあったりとかして、とてもではないけれ

ども、後輩に保育士になりなさいよとは当事者が言

えない実態があるということで、これはやはり待遇

面を改善していかないことには、幾らこういうこと

でどんどん金をかけてやっても、非常に難しいなと

いう思いがあります。彼らは子供たちを預かるのに、

親の都合で全部それを背負っていかないといけない。

休みも含めて、自分の都合、自分の家庭をほったら

かしても、自分の子供をウッチャンギてでもその仕

事に没頭している。その責任体制のもとでやってい

る今の保育士をどうしていくのかということをきち

んとしていかないと、幾ら保育士の確保と言っても

なかなか難しい実態があると思うのです。だから、

待遇とかその辺の責任の問題も含めて、そこはやは

り整理する必要があるのではないかと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の処遇改善に

つきましては今年度も実施しておりますが、平成25

年度から給与の上乗せに係る処遇改善事業を実施し

ているところでございます。次年度からは、子ども

・子育て支援新制度の施行に伴いまして、今の処遇

改善事業で言うと約2.85％の上乗せになっているの

ですが、次年度以降の公定価格においては、約３％

の処遇の上乗せを図るための加算が設けられている

ところでございます。また、さきの補正予算で御審

議いただいたところですが、国の経済対策の交付金

を活用いたしまして、保育士の正規雇用を促進する

ための事業をまた今年度から新たに実施することと

しておりまして、保育士の処遇改善、雇用環境の改

善に努めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ぜひお願いします。やはり彼らは

相当不満がありますよ。同じ公務員というか、公の

仕事をして、本当に子供たちの命を預かると言って

も過言ではないでしょう。それだけの責任ですよ。

何かトラブルがあると大変なことですからね。風邪

を引いて家庭に戻そうとしても、親が引き取れない

とそのまま保育園が預かるという実態もあって、大

変なことなのです。だから、国家公務員、県の教職

員、我々議員もそうですが、やはりそういう責任の

もとに報酬とか待遇があるのだけれども、今、待機

児童解消といろいろな施設整備をやりますが、我々

もそういうところだけに集中的に目が行って、結局

第一線で一番頑張っている保育士の待遇、これは臨

時的にやってもだめですよ。一時的に二、三％やっ

てもだめです。これはしっかりそういう仕組みとし

てつくっていかないと、幾らこのように確保という

形でやったとしてもこれはあれですから、我々も含

めて今後しっかり考えていきましょうよ。

次に、教育委員会です。学力向上対策も含めた151

億円の大きな仕組みをつくっているということです。

学力向上についての今年度の取り組みをお願いでき

ますか。

○大城朗義務教育課長 今年度は小学校が非常に躍

進をしまして、中学校はまだ依然として47位という

ことで、中学校をぜひかさ上げしたいということで

頑張りたいと思います。

先ほどもお話ししましたけれども、学力向上推進

室が中心になって、いろいろな市町村、教育委員会

等と連携して学校支援訪問をやっていきたいし、授

業改善支援員事業等、そういうことを頑張っていき

たいと考えております。



○照屋守之委員 学力向上推進室をつくりましたね。

だから、ことしまた組織体制の部分とかをより強化

していくのか。１年しっかり頑張って24位まで来た、

一気にそこまで行きましたね。そうすると、そこを

またさらに伸ばしていこうとすると、今年度の課題

も含めて次年度はどうするのか、そういうテーマも

あるはずですね。その御紹介をお願いできますか。

○大城朗義務教育課長 24位になったのは、一気に

上がったのではなくて、私たちは20数年間の学力向

上対策をとっておりまして、市町村と学校が一緒に

なって努力していくという体制ができつつも、しか

し、全国的にはまだ差があったわけです。そして、

平成19年の全国学力・学習状況調査で、沖縄県と全

国とはまだまだ差があるということで、何が問題な

のかということで改善点をいろいろと検討しまして、

その改善点を一つ一つ克服してきて授業改善を進め

てまいりました。ですから、繰り返しドリルをやっ

たから上がったとかというものではなくて、授業そ

のものが質的に変わっている。それをもっとさらに

進めていく必要があると考えております。

○照屋守之委員 学力向上推進室はそのままの体制

でいくのですか。人員体制も紹介してください。

○大城朗義務教育課長 申しわけありません。学力

向上推進室は10名体制でしたけれども、１月16日で

したか、数学の指導主事が１人ふえまして、現在11

名体制です。中学校においては特に数学が課題であ

りますので、今11名になっております。

○照屋守之委員 義務教育課長は一気にではないと

言うけれども、一気ですよ。これは表側の形ですよ。

今までずっと47番目にいて、24番目に行ったという

のは―もちろん努力はしてきましたよ。努力はして

きたけれども、きちんとそういう仕組みをつくって

やらなければ、そのまま47番だったのではないです

か。だから、そういう形で新たな仕組みをつくって、

しっかり努力をしてこういう成果をつくったと言わ

ないと。一気一気と言ってもやはり県民には見えな

いから、こういう形でずっとやり続けてはきたもの

の、学力向上推進室をつくったりとか、沖縄県教育

委員会の取り組み、学校の先生方の協力、地域の協

力、市町村教育委員会も一緒になって取り組んだ成

果が一気にそういう形で出たという説明をしないと。

教育長、これはもちろん積み上げはあるけれども、

47番から24番になりました。そうすると、１年でこ

ういう形で成果があらわれるということになると、

今年度の取り組みをきちんとやっておかないと、ま

た一気に47番に下がる可能性があります。だから、

こう上がるものはこの可能性があるわけですよ。で

すから、小学校の24番をどうキープしてまた上に持っ

ていくのか。中学校は今年度どうしますか。

○諸見里明教育長 委員のおっしゃるように、今、

義務教育課長からも説明があったのですが、そうい

う取り組みがあって授業改善、その蓄積はもう備わっ

ていたのです。一昨年11月に学力向上推進室を設置

して、８人体制でした。徹底的な学校訪問で学校の

意識を変えようと、一生懸命やってきた成果である

と思っております。新年度からは８人から10人体制

になって、去る１月にはまたさらに１人つけて、11

人体制でそういう取り組みをしているところです。

これは市町村、それから授業改善の研修等々いろい

ろな取り組みが功を奏して、こうして飛躍的な躍進

になったと思っておりますけれども、やはり課題は

中学校なのです。

中学校は学力以外の生徒指導であるとか、今いろ

いろな課題が山積している状況でございまして、今、

中学校も徹底的に学校訪問をやっているところです。

本年度は200校の学校訪問を計画していたのですが、

今はもう290校に上っております。学力向上推進室は、

こうして市町村教育委員会、それから沖縄県総合教

育センター、教育事務所等を巻き込んでやっている

ところです。何としてでも中学校の全国最下位脱出

を目指して、鋭意取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

○照屋守之委員 県政が変わって、もちろん翁長県

知事も学力向上については理解をして、県を挙げて

バックアップしたいという姿勢はあるのでしょう。

その件で知事との情報交換とかはなさったことはあ

りますか。学力向上についてはいかがですか。

○諸見里明教育長 学力向上につきましては、翁長

県政も大変大きな最重要課題として捉えておりまし

て、私も３度にわたって学力向上の取り組み等々に

ついて連絡、いろいろな指示を受けております。

○照屋守之委員 とにかく教育長、24番まで来てい

ますから、落ちたら教育長の責任ですよ。だから、

中学校を上に上げないと、これも教育長の責任です

から、それを達成するまではやめないでくださいよ。

学力向上について、私は子供たちのレベルアップ

をしたいという思いが非常に強いのです。沖縄県は50

年間沖縄振興計画で来ていますよ。基地の影響によっ

て、30年間の沖縄振興開発計画、20年間の沖縄振興

計画、平成33年まで続きます。では、その後どうす

るかという話ですね。だから、我々県民が自分たち

でみずからつくっていかないといけないのです。そ



れがないといつまでもナイチャーにやられて、こう

やられて、そういう形で我々は生きていくわけです。

ですから、そのことも含めてぜひお願いします。

○呉屋宏委員長 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 まず、子ども生活福祉部から御質

疑申し上げます。56番と書かれているステップハウ

ス運営事業についてです。予算は1628万円から1436

万3000円と少し減ってしまっているものですから、

ＤＶの実態がそれほどなかったのか。まず、そこら

あたりからお願いできますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 ＤＶの実態とい

うことで、相談件数の推移ですが、沖縄県の配偶者

暴力相談支援センターにおける相談件数になります

が、平成23年度は2232件、平成24年度は2311件、平

成25年度は2484件となっておりまして、増加傾向で

推移しております。

○狩俣信子委員 ＤＶ被害者は増加であるけれども、

予算は落ちてしまったわけですね。だから、これか

ら対応がどうなるのかと私は心配なのです。私もＤ

Ｖに遭った方の相談を何度か受けたのです。それは

すごくすさまじいものがあって、逃げてもまた追い

かけてくるのではないかという物すごい不安を持っ

ているのです。そういう中で、やはりＤＶ被害者へ

の対応というものはしっかりやらなくてはいけない

と思っているのです。女性相談所、それから一時保

護所対象の方々が今挙げた数だと思うのですが、実

態としてこの皆さんたちをどのぐらいかくまってい

て、半年とか１カ月とか、どのぐらい一時保護とし

て相談所の中にいることができるのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 女性相談所で一

時保護する期間というのは比較的短期間になってお

りまして、２週間前後だったと記憶しております。

○狩俣信子委員 ２週間ですけれども、例えばうる

ま婦人寮とかがありますね。そのようなところでは

どうなっているのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 婦人保護施設に

なりますけれども、入所者の状況に応じて、おおむ

ね１年程度支援を行っている状況にあります。

○狩俣信子委員 うるま婦人寮もＤＶ被害者の方は

入所できるのですか、それは別ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 婦人保護施設に

おきましては、ＤＶ被害者の支援を行っております。

受け入れております。

○狩俣信子委員 そういう意味では、少し予算が減っ

てしまったなという思いがあって、これは数がふえ

ているわけですから、次年度、次々年度というので

すか、そこらあたりは実態に合わせた予算を組んで

いただきたいと要望しておきます。

次に、64番、待機児童対策特別事業というのがあ

ります。これは13億円から16億円余りにふえたとい

うことで、待機児童に対する皆さんの意気込みとい

うのはあるのでしょうけれども、認可外保育施設の

認可化というのがありますね。先ほど60カ所とおっ

しゃったのでしょうか、認可化については何園ぐら

いを予定していらっしゃるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可外保育施設の認

可化につきましては、平成21年度以降の実績でこれ

まで32施設、2175人の子供たちの入所といいますか、

認可化をしてきたところでございます。今年度認可

予定は５施設、256人を予定しております。平成27年

度におきましては、これまで運営支援等を行ってき

たところでございまして、18施設、1248人の認可外

保育施設の認可化を予定しているところでございま

す。

○狩俣信子委員 今、聞き漏らしたのですが、平成27

年度は５施設で256人の受け入れで、その後に何と

おっしゃったのか、もう一回、聞き漏らしておりま

す。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成26年度、今年度

中に認可予定が５施設で、平成27年度においては18

施設を認可できる予定ということで取り組みを進め

ております。

○狩俣信子委員 そういう意味では、やはり待機児

童解消にしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

それとあと、保育の質の向上支援と書かれており

ますけれども、どういうことを取り組んでいかれる

のですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童対策特別事

業における保育の質の向上という表現でございます

けれども、これは認可外保育施設に入所をしている

子供たちに対する給食費の支援であるとか、健康診

断費の支援であるとか、そういった支援を通して、

認可外保育施設に入所している子供たちの保育の質

の向上を図ることが一点と、また、認可外保育施設

に従事している施設長ですとか従事者の方々に対す

る研修事業等を通して、全体として保育の質を向上

させていこうという取り組みでございます。

○狩俣信子委員 そういう支援が各市町村で違いま

すでしょう。認可外の子供たちに対する支援の費用

はどうなっているのか。

○名渡山晶子子育て支援課長 沖縄県からは１人当



たりということでたくさんのメニューがありまして、

実施をしているところですが、市町村におきまして

は、例えば給食費等において、ある市町村は沖縄県

の補助から上乗せをして支給しているところがあっ

たり、あるいは現物支給という形をとっているとこ

ろがあったりということで、沖縄県のものを受けて

また各市町村それぞれで工夫を凝らして、補助をし

ていると聞いているところでございます。

○狩俣信子委員 沖縄県は１人当たりお幾らの補助

をしていらっしゃるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 給食費で申し上げま

すと、ゼロ歳児は26円、１歳以上については１日当

たり89円、内科健診費といたしまして児童１人当た

り1000円、掛ける年２回分。歯科健診費といたしま

して、児童１人当たり750円の年１回分。あとは調理

員の方に対する検便に要する費用という形で、それ

ぞれ単価を設定して支援しているところでございま

す。

○狩俣信子委員 68番です。先ほども何名かが質疑

していました保育対策総合支援事業についてですが、

国のプランとか、安心こども基金を使ってとかとい

う話でした。保育士修学資金で２億円余りという話

をしているのですが、やはり私も気になるのは保育

士の確保対策、これがどうなのかなということです。

待機児童解消と言う割には、保育士になる方の負担

が大きい割には低賃金ということで、なかなか思う

ようにいかないような感じがするのですが、その確

保対策としてはどういうことが考えられるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消に向け

ては保育士の確保が重要でありますので、沖縄県と

いたしましてもさまざまな取り組みをしているとこ

ろでございます。

１つ目は、先ほど申し上げました保育士修学資金

の貸付枠の拡充をしております。ほかには、認可外

保育施設の職員や、幼稚園教諭免許のみを持ってい

らっしゃる方の保育士資格取得支援のための補助事

業を実施しているほか、沖縄県保育士・保育所総合

支援センターにおいて、潜在保育士の就労支援、マッ

チング等の事業を行っているところでございます。

また、待遇改善といたしましては、先ほども少し申

し上げたのですが、給与の上乗せに関する事業を実

施しておりますし、また、産休取得の支援というこ

とで、保育士産休取得代替職員配置事業を行ってい

るところでございます。また、さきの補正予算で保

育士の正規雇用促進のための事業を打ち出すなど、

さまざまな施策を通して、保育士の養成、確保、そ

して定着促進に努めているところでございます。

○狩俣信子委員 それでは、教育委員会に行きたい

と思います。まず１点目、201番、中高一貫校整備事

業についてですが、これは新規事業として取り組ま

れております。これに書いていますように、県立開

邦高等学校と県立球陽高等学校に設置するとなって

おりますけれども、実はこの件につきましては、地

域の保護者が中高一貫教育にすごく関心を持ってい

るのですよ。それで、この内容についてなかなか知

られていないというのがあって、どのような形で中

学生から募集していくのか、そこらあたりをお願い

できますか。

○新垣悦男総務課長 中高一貫校についてでござい

ますが、趣旨は、高い志を掲げ、国内外の難関大学

等への進学を目指す生徒や保護者のニーズに応える

ために、教育環境を整えるということで整備する予

定でございます。その中身については、具体的には

平成28年度に、県立開邦高等学校と県立球陽高等学

校に県立中学校を併設するという中身でございます。

ちなみに、それぞれ40名の募集をするということで

ございます。

○狩俣信子委員 40名ですね。要するに今、高校１

年生から３年生までもまたいるわけですよね。県立

開邦高等学校であれば５クラスぐらいある中で、新

しく中学校から３年経過して上がってくる子がいま

すね。その子供たちと、例えば今あるクラス、そこ

のかかわり合いというものはどうなるのかなという

のがあって、説明いただけますか。

○新垣悦男総務課長 併設型中高一貫校の特徴とし

て、６年間計画的に継続的な教育指導ができるとい

うメリットがございます。ただ、学級編制について

はそれぞれの学校で判断することになっております

が、授業の進みぐあいや生徒の希望する進路により、

高校入学後いずれかの時期に、高校受験で入った生

徒と入れかえすることも想定されております。

○狩俣信子委員 想定するのですか。

○新垣悦男総務課長 はい。

○狩俣信子委員 要するに、３カ年間を進んでくる

わけですね。高校１年生から入ってくる子たちとの

進路の差というのが少し気になったりするのですが、

そこらあたりはどうですか。

○新垣悦男総務課長 おっしゃるとおり、中高一貫

で中学校１年生から学んだ生徒と高校１年生から入

学した生徒については、その特徴であるシステムの

関係上、やはり差があるかと思います。ですから、

いきなり１年からやるのか、２年からやるのかとか



というのは、これから検討する大きな課題であると

考えております。

○狩俣信子委員 さっき答弁がございましたが、そ

れは各学校にお任せですか。

○新垣悦男総務課長 基本的には、学級編制につい

ては学校長によって、学校によって判断するのです

が、初めての制度でございますので、当然一緒になっ

て検討していくことを考えております。

○狩俣信子委員 そうですね。初めての取り組みで

すから、そこらあたりは慎重にやっていただきたい

と思います。

次に行きます。207番、複式学級教育環境改善事業

というものがございます。まず、今、複式学級とい

うのは全県で何校あるのですか。

○新垣健一学校人事課長 今、手元にあるのが学級

数でございまして、平成26年５月１日現在で本県は

小学校全体で135学級ございます。また、中学校で17

学級となっております。

○狩俣信子委員 その中で、恐らく離島とか、ある

意味僻地というのですか、そこに集中しているのか

と思うのですが、学習支援員を配置するということ

ですが、今の小学校135、中学校17がある中で何名ぐ

らいを想定していますか。

○新垣健一学校人事課長 本事業は、個々の学力に

応じたきめ細かな指導を実現し、児童・生徒の確か

な学力の向上を図ることを目的として行いますが、

現在、８名以上の複式学級を有する小学校に学習支

援員を派遣しているところでございます。学級編制

でございますので、児童・生徒の移動等を勘案しな

ければいけないわけですが、直近の平成27年２月時

点では、37校に56名を派遣する予定で進めておりま

す。ただ、４月に入って学級編制がございますので、

また多少の動きがあると考えています。

○狩俣信子委員 そういう意味では、離島の子供た

ちも、複式学級とかそういう中で、学習支援員が配

置されることはとてもいいことだと私は思っていま

すので、頑張ってください。

次に、208番、学力向上学校支援事業というのがあ

ります。先ほどもお聞きしましたけれども、その中

で中学校に退職教員を９名派遣するとおっしゃって

いましたね。それはどんな学校で、教科は何を派遣

するおつもりですか。

○大城朗義務教育課長 授業改善支援員派遣は、教

職経験が豊かで、高い指導力を有する退職教員を考

えておりまして、今、教育事務所単位に派遣をして、

そして、日常的に授業づくり等について課題がある

ようなところに派遣して、授業づくりとか学習支援

ということをやっていただこうと考えておりますの

で、これから教育事務所と相談をしながらやってい

きたいと思っております。６地区全てに派遣する予

定です。

○狩俣信子委員 では、教科についてはこれからと

いうことですか。先ほどの話では、中学生になった

ら数学が非常に低いというお話もあったものですか

ら、この皆さんたちは教科としては何をやるのでしょ

うか。

○大城朗義務教育課長 申しわけありません。数学

です。今、全国学力・学習状況調査で全国との差が

非常に大きいのが数学ですので、数学の教員を派遣

しようと考えております。

○狩俣信子委員 先ほど答弁の中で、24位になった

のを聞かれて、授業そのものが変わったというお話

で、授業そのものが変わったというのはどういうこ

とを指しているのですか。もしできたらお願いしま

す。

○大城朗義務教育課長 文部科学省の調査官を招い

てのいろいろな研修会とか、それから、各種の研修

会等を通して―授業そのものです。子供たちに対す

る目当てを提示して、それから授業の流れ、子供た

ちへの接し方、そして教師の発問の仕方、それから

最後に授業をまとめる。そういう感じの一連の流れ

とか、確認をどうするかとか、そういう細かいとこ

ろまで、１時間指導主事がつきっきりでその先生の

授業を見て、そして、次の時間には１時間かけて、

こういうところ、ああいうところというように具体

的に指導をしております。

○狩俣信子委員 でも、その指導主事というのはそ

んなに頻繁に来られるわけではないでしょう。年に

何回ぐらい大きな指導を受けているのですか。

○大城朗義務教育課長 支援訪問は今年度294回やり

ました。指導主事としましては、学力向上推進室の

指導主事です。それから、もちろん室長も私も出か

けますし、時には統括監や教育長も御一緒すること

もあります。それから各教育事務所の指導主事、市

町村の教育委員会の指導主事にもお願いをして、そ

れから、沖縄県総合教育センターの指導主事とも連

携をして一緒に学校に出かけております。場合によっ

ては、年に２回訪問することもあります。

○狩俣信子委員 それだけ熱を入れて一生懸命やっ

ていらっしゃるのがよく伝わってまいります。これ

からも学力向上のために頑張っていただきたいと思

います。



それとあと１つだけ、秋田県の教育現場、教育状

況というものを視察なさったと思うのですが、あち

らは全国１位、２位を争う県ですね。そこらあたり

の影響は沖縄県ではどうですか。

○諸見里明教育長 一昨年、去年も参りました。私

は秋田県には２回行って、学校の学力向上の取り組

み等々を視察しております。それから人事交流もやっ

ていまして、こちらから秋田県に２人派遣して、戻っ

てきて、こちらで授業力の向上であるとか、あるい

は授業の組み立てであるとか、先生方の意識、保護

者の意識、そういうものに取り組んでおります。

やはり秋田県での取り組みというのは本当に一段

も二段も上のような感じがします。特に学校の授業

はもとより、地域、家庭も含めてそういう教育力と

いうのが大変充実しているように感じております。

我々はこれを目指して、沖縄県のいいところもやり

ながら、また秋田県の先進的な取り組みも取り入れ

ようと今努力しております。

○狩俣信子委員 最後の質疑ですが、ことしは秋田

県に教員を派遣する計画はおありですか。それで、

もしそれをやるとしたら何名を予定していますか。

○諸見里明教育長 バーターしているのですが、こ

ちらから２人、秋田県から２人です。

○狩俣信子委員 教育現場は本当に課題がたくさん

あると思いますが、教育長を中心にまたしっかり取

り組んでいただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時24分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

新田宜明委員。

○新田宜明委員 最初に、子ども生活福祉部関係か

ら行きたいと思います。子ども生活福祉部長、県政

が変わりましたけれども、翁長知事の誇りある豊か

さを、イデオロギーよりアイデンティティー、大い

なるソフトパワーで沖縄を開く、平和誇りある豊か

さを、ひやみかちうまんちゅの会、翁長雄志署名入

りの選挙公約がありますけれども、一読されたでしょ

うか。

○金城武子ども生活福祉部長 じっくりと読ませて

いただいております。

○新田宜明委員 私は、翁長知事の選挙公約は、基

本的に沖縄21世紀ビジョンを実現するという考え方

に沿った公約だと考えております。そこで、特にこ

の政策の中の子ども生活福祉部に関係する公約につ

いては、今後の予算措置等も含めてしっかり施策に

生かしていただきたいと思っております。

最初に、子や孫につなぐ平和のウムイ事業という

のがありましたけれども、その成果についてまずお

伺いしたいと思います。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 ただいま御質

疑の事業は、平和祈念資料館で平成24年度、平成25

年度、両年度合わせまして5500万円ほどの予算、い

わゆるソフト交付金を活用いたしまして事業を行っ

ておりまして、大きく２つの事業から構成されてお

ります。１つ目は、戦争体験の証言記録収録事業と

いうことで、戦争体験者の証言を収集して、記録し

てきたものを平和祈念資料館での平和の語り部とし

て公開するというのが１つ目の事業となっておりま

す。

２つ目といたしまして、家族に語り継ぐ平和のウ

ムイ事業。これは県民みずからが祖父母、父母など

の家族の戦争体験を子、孫、ひ孫に語る様子を撮影

した映像記録を募集するという内容の事業になって

おります。この２つとも、御承知のように、個々の

戦争体験を県民の財産として共有、発信することで、

沖縄戦の教訓を次世代に伝え、恒久平和の樹立に寄

与することが目的とされておりまして、それが大き

な効果ということで考えております。

○新田宜明委員 次に、平和学習デジタルコンテン

ツ整備事業、その成果についてお伺いしたいと思い

ます。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 今手元に資料

がございませんので、後ほどお持ちしたいと思いま

す。

○新田宜明委員 私は質疑通告の中で、沖縄21世紀

ビジョン実施計画改訂版（平成26年５月）の355ペー

ジ、沖縄らしい個性を持った人づくりの推進という

基本施策の中でこれを取り上げたわけですが、今度、

新規事業で、「沖縄のこころ」平和発信強化事業につ

いて予算額が4432万6000円計上されておりますけれ

ども、この流れをくむ事業の一環としてこれが位置

づけられているのではないかと思って先ほど質疑し

たわけですが、この新規事業について御説明をお願

いしたいと思います。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 委員御承知の

ように、ことしは沖縄戦終結から70年が経過すると

いうことで、主たる目的は、悲惨な記憶が薄れてい

ると言われている中において、沖縄戦の歴史的な事

実を次世代へどのように伝えていくかということが

大きな課題となっている中におきまして、今年度、



いわゆるソフト交付金を活用いたしまして２つの事

業を考えております。まず１点目に、平和祈念資料

館が主体となって行う事業ですが、事業名としまし

ては、平和祈念資料館発信力強化事業ということで、

現在、平和祈念資料館の中にあります展示物の紹介

等をタッチパネル等を活用することで多言語化して

いこうと。詳しくは、日本語、英語、スペイン語、

中国語、韓国語ということで、その機能を構築する

ということと、さらに、音声ガイダンスの機器等の

整備を図ることによりまして、最近、外国人の入館

者がふえておりますので、そういう外国人の来館者、

入館者に対しまして、より正しく沖縄戦の実相を伝

えようというのが１つの事業でございます。

２点目に、沖縄戦の継承事業ということで、特に

沖縄戦の１つの特色であります学徒隊です。学徒隊

が従事したごう、慰霊塔などをたどりながら証言記

録等を携帯端末で閲覧して、沖縄戦当時の状況を追

体験するシステムを構築するという、この２つの内

容になっております。

○新田宜明委員 ことしは戦後70年、歴史的な事実

から申し上げますと敗戦70年という節目の年であり

ますので、戦争体験者が非常に少なくなっている今

日ですので、沖縄戦の風化がこれ以上進まないよう

に、ぜひ後世にしっかり伝える事業に取り組んでい

ただきたいと要望を申し上げておきたいと思います。

次に、新規事業ですが、精神障害者地域移行・地

域定着促進基金事業についてですが、この体制整備

に要する経費というのは具体的にどういう内容を示

しているのか、この予算の積算を含めて、その体制

整備とはどういうことをやるのか説明していただき

たいと思います。

○山城貴子障害福祉課長 平成27年度の新規事業と

して、精神障害者地域移行・地域定着促進基金事業

というものを今回行います。この事業はさらに３つ

の事業から構成されておりまして、１つ目は、地域

で医療と福祉の連携体制を整備するためのコーディ

ネーター、いわゆる医療側と福祉側の橋渡しの役割

をするコーディネーターの配置事業として、北中南

部、宮古・八重山の５圏域にコーディネーターを配

置するものでございまして、これに493万2000円を計

上してございます。次に２つ目は、精神障害者の方

が退院した後に地域で安心して生活を行うために、

退院前に障害福祉サービスを試行的に利用する事業

といたしまして165万6000円、最後に３つ目といたし

ましては、精神科病院が主催する医療保護入院患者

のための退院支援委員会というものがございますが、

そこへ福祉の立場から支援する相談支援専門員等を

派遣する事業に126万円、総事業費としまして、事務

費を含めての803万1000円を今回計上しております。

○新田宜明委員 私はこういった精神障害者の問題

等については余り知識がありません。去る平成27年

１月17日から23日まで文教厚生委員会でイタリアを

訪問して勉強してまいりました。向こうではもう既

に40年前に障害児は統合教育をされていまして、健

常児も障害児も一緒に同じクラスで勉強しておりま

した。精神障害者についても、地域のコミュニティー

の中で自立のための仕事をしながら一定程度の賃金

をもらって、そして自宅から通うと。精神病院とい

うのが廃止されているのです。既に40年前に行われ

たそうです。法律でそのようになっているそうです

ね。

ですが、日本は、現在もそうですが、隔離政策が

ずっと続いています。精神障害者に関する講演会が

先週の土曜日に豊見城市でありました。そこで専門

家のお話を聞きましたけれども、薬で抑制をするの

ではなくて、人間対人間の触れ合いだとか、コミュ

ニケーションにまさる精神障害者の治療方法はない

というお話をされておりました。私も専門家ではな

いので余りわかりませんけれども、やはり地域にこ

ういったちゃんとしたコミュニティーというので

しょうか、お互いのコミュニケーションの中で精神

障害者を受け入れて、そして自立させていくという

治療方法がこれからの時代の趨勢になるのではない

かと思っておりますので、こういった考え方、今、

日本の精神医療の流れとしてはどういう方向に向

かっているのか、子ども生活福祉部長から少しお話

を聞きたいのですが、よろしいでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 日本におきましても、

地域移行をできるだけ推進しようということで、病

床をできるだけ削減する方向といいますか、方向性

はそういうものを示しておりまして、特に長年、長

期入院している方がいらっしゃるということで、そ

の部分をできるだけ早目に退院できるような仕組み、

方向性を目指してやるべきだということで、病床の

削減に伴って、どうしても地域の受け皿であります

グループホームとかがまた一方では課題になってお

りますので、我々はそこのところの受け皿づくり―

ただ、それと同時に一般の地域の人々、県民を含め

て、精神障害者に対する理解が進まないと地域移行

というのは非常に難しいのかなということで、昨年

４月から施行しております条例の理念も含めて、しっ

かりと周知を図ることで地域移行を進めていきたい



と考えております。

○新田宜明委員 さまざまな障害者が普通の生活が

できるように、そういう施策にぜひ強力に取り組ん

でいただきたいと要望を申し上げます。

本来ですと教育委員会関係の質疑をたくさん準備

したのですが、あと少ししかありませんので、まず

最初に、教育長、知事の選挙公約をお読みになった

でしょうか。

○諸見里明教育長 しっかりと熟読しております。

○新田宜明委員 しっかりと知事の政策実現のため

に御奮闘を期待したいと思います。

そこで、沖縄らしい個性を持った人づくりの推進

という基本政策がこのビジョンの中にあります。こ

れはやはり沖縄振興一括交付金を活用する事業が結

構あるということで、沖縄らしい個性を持った人づ

くりの推進という基本政策の大項目があるかと思う

のですが、まず、沖縄21世紀ビジョン実施計画改訂

版（平成26年５月）の355ページにあります環境教育

推進校の指定について、現状はどうなっていますで

しょうか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 環境教育も本県の

大切な１つでございまして、県立高等学校で、今年

度は指定校をやっておりませんが、県立辺土名高等

学校に環境科がございますので、次年度、指定校を

つけて環境教育に努めていきたいと考えております。

○新田宜明委員 それでは次に、人権教育に関する

講話、体験活動支援、指導者の資質向上、研究推進

校の設定等については、現状どうなっていますでしょ

うか。

○大城朗義務教育課長 人権教育の研究校はござい

ませんけれども、道徳教育に関しては研究校がござ

います。

○新田宜明委員 次に、文化・芸術への関心を高め

る取り組みについては、現状どうなっていますでしょ

うか。まず、小・中学校のしまくとぅば人材派遣事

業、それから高等学校のしまくとぅば話者学校派遣

事業等についての現状の報告をお願いします。

○與那嶺善道県立学校教育課長 しまくとぅば教育

については、話者等ではないのですが、昨年９月に

高校生のための「郷土のことば」～沖縄県（琉球）

の方言というものを作成して各県立学校全校に配布

し、しまくとぅばの普及等にも努めております。

○新田宜明委員 こういった質疑をしたのは、私は、

これからの次の時代を背負う人材育成に非常に大事

な４つのキーワードを考えているのです。１つは平

和、それから人権、環境、文化、これを素養とした

人材の育成が非常に大事ではないかということで、

この実施計画―教育委員会行政の分野は総歳出の約

５分の１を占めていますから、非常に分野が広くて、

これを見るのに大変苦労したのですが、ぜひその辺

はしっかり頑張っていただきたいと思います。

次に、小・中学生いきいき支援事業についてです

が、これは不登校や問題行動の早期発見、あるいは

未然防止対策の相談員を配置するための経費だと思

うのですが、平成27年度と今年度の当初で比較しま

すと6725万5000円の減になっておりますけれども、

今そういった不登校や問題行動のある児童が非常に

ふえているということで、むしろもっと相談員をふ

やして対応すべきではないかと思うのですが、この

予算の組み方について説明をお願いします。

○大城朗義務教育課長 小・中学生いきいき支援事

業には細事業がありまして、小中アシスト相談員配

置事業、それから中学生いきいきサポート相談員配

置事業の２つから成っております。このうち、中学

生いきいきサポート相談員配置事業は３年間の期限

つきのパイロット事業でありまして、今年度で終了

するためにこの予算が減ということになっておりま

す。

中学生いきいきサポート事業は、中学校に人員を

配置していたのですが、今年度、平成26年度から小

中アシスト相談員事業がスタートいたしまして、小

・中学校を含めて相談支援ができる、それから、２

つ以上の市町村にまたがっても支援ができるという

ことで、教育事務所に巡回型のアシスト相談員を50

名派遣して、それにかわるようにということで考え

ております。

○新田宜明委員 最後に、少人数学級の実施につい

て教育長にお伺いしたいのですが、教室が足りない

等の課題などがあるということで、次年度ぜひ実施

をしたいという決意を述べておりましたけれども、

現在、教室が足りない、あるいは教室の確保が困難

だという現状は実際どのようになっているのか、詳

しく説明をお願いします。

○新垣健一学校人事課長 平成26年度の教室不足の

学校数でございますが、現在、那覇市を中心としま

して12校で学級が足りないということで、いわゆる

少人数学級が実施できていないところでございます。

○新田宜明委員 市町村ごとに教えてください。

○新垣健一学校人事課長 まず、平成26年度で申し

上げますと、うるま市の市立高江洲小学校、それか

ら沖縄市の市立宮里小学校、浦添市の市立浦城小学

校、市立当山小学校、市立内間小学校、市立宮城小



学校、それから那覇市の市立城東小学校、市立天久

小学校、それから読谷村の村立読谷中学校、沖縄市

の市立宮里中学校、宜野湾市の市立真志喜中学校、

浦添市の市立神森中学校でございます。

○呉屋宏委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 教育委員会からお聞きします。中高

一貫校整備事業についてですが、たくさんある県立

高等学校の中からこの２校に絞った理由を教えてく

ださい。

○新垣悦男総務課長 御承知のとおり、県立開邦高

等学校と県立球陽高等学校でございますが、進学校

としての実績がございまして、そのノウハウを利用

しようということでございます。

○赤嶺昇委員 沖縄県内には進学校は２つだけです

か。

○新垣悦男総務課長 具体的には県立球陽高等学校

と県立開邦高等学校ですが、中南部に児童・生徒数

が集中していること等もございまして、その結果、

２校に絞ってございます。

○赤嶺昇委員 別に否定しているわけではないです

よ。ですから、この根拠です。いわゆる中南部とい

うことで、それぞれ中部と南部では１校ずつが進学

校という位置づけですか。

○新垣悦男総務課長 １校ずつということではござ

いませんで、那覇南部における小学６年生の数と中

部における小学６年生の数、北部に在籍する小学６

年生の数とかを総合的に判断して、中南部、那覇南

部ということで決定しまして、その中で適性を判断

した結果でございます。

○赤嶺昇委員 そこでお聞きしたいのですが、今回

は中部、南部ということですが、私は、北部とか、

もしくは宮古・八重山、久米島等も含めて―今まで

は全部人口が多いところにそういう進学校をつくっ

て、もう結果的に、政策的に子供たちがそこに行く

ような仕組みになっているのではないかと思ったり

するのです。そこの課題はありませんか。

○新垣悦男総務課長 確かに赤嶺委員がおっしゃる

ような課題もございまして、ただ、母集団からそれ

だけ難関大学を目指す生徒の数がどれぐらいいるの

かというのは大変迷うところでございまして、その

結果、現在、県立名護高等学校にフロンティア科を

設置して、その中で大学進学を目指す生徒を受け入

れるということと、宮古・八重山についても、それ

ぞれ東京大学とか京都大学とか、人数が限定される

のですが、そういうシステムを構築しようというこ

とで考えているところでございます。

○赤嶺昇委員 だから、県立名護高等学校にフロン

ティア科を置くとか、要は沖縄県の教育政策次第で、

子供たちの移動が変わっていくと思うのです。政策

的に人口が多いところに全部集中させるということ

は、やはりいろいろな形で子供たちが―本来だった

ら地域で、北部にもそういう学校があったり、宮古、

八重山、久米島とかそういうところにあれば、場合

によっては那覇地区からでも、むしろ北部のこの学

校に行きたいとか、全て人口が集中するところにす

るのではなくて、政策的に北部、離島、離島という

のは沖縄県政の課題としてもやらないといけないと

みんな言っている割には、教育機関についてはこう

いった進学校等も含めて、進学校が全ていいとは僕

は思いませんけれども、この進学校の政策について

は、人口が多いところにただやるという話ではなく

て、これは今後の課題ではないかと思っているので

すよ。いかがですか。

○新垣悦男総務課長 赤嶺委員がおっしゃるように、

それぞれの子供の顔が違うように、個性、力が違う

わけでございます。そうすると、子供に合った教育

というのは若干課題がございます。あと、地域に応

じた、父母や生徒のニーズに応じた学校をどう設置

するかというのが、編成整備の一番大きな課題になっ

てございます。その視点からいって、今おっしゃっ

たように、県立辺土名高等学校が環境教育に特化す

るとか、それと別個にまた工業高等学校を設置する

とか、そういったものも対応していくということが

編成整備の視点でございます。

○赤嶺昇委員 だから、今回の進学校については、

人口が集中しているところに偏っていると私は思っ

ていますけれども、いかがですか。

○新垣悦男総務課長 進学校としての単独校でした

ら、やはり生徒の数もそうですし、受け入れをする

施設整備の問題とかの課題がございますので、先ほ

ど申し上げましたように、北部地区でしたら県立名

護高等学校で受け入れができるような、指導体制が

構築できるようなシステムをやっていく。何も人口

集中地区にということではございませんので、その

辺は御理解いただきたいと思います。

○赤嶺昇委員 いや、結果的にそうなっていません

か。

○新垣悦男総務課長 大変難しい質問でございます

が、今、北部地区に約1000名前後です。先島、宮古

・八重山でそれぞれ五、六百名の小学６年生がおり

ます。その中から１クラスで果たして、例えば宮古

・八重山で40名の生徒の人数があるかどうか。



個性に応じた教育といった場合に、赤嶺委員がおっ

しゃったように何も進学だけではないという視点等

もございますので、できれば都市地区ということで

はなくて、教育委員会、公の機関の責任としてそれ

ぞれの人数に合った教育をするという結果、それぞ

れの人数に応じた単独校を設置するということが出

ている結果になってございます。

○赤嶺昇委員 中・高にこだわらず、例えば高等学

校は北部にも進学校はあってもいいと思っているし、

宮古・八重山においても、那覇地区からむしろそう

いう学校に行きたくなるような学校を今後模索する

べきではないのかと私は思っていますので、これは

今後やはり検討してもらいたいと思っております。

子供たちはみんなそれぞれの選択肢があるので、

特に難関大学に行きたいというときに、やはりどう

しても集中していると私は見ているのです。だから、

北部の子供たち、宮古・八重山の子供たちは来ざる

を得ないのですよ。そういう進学校が宮古・八重山

とか北部にあって、むしろこちらから行きたいとい

うような学校をつくる。そのほうが、今、過疎の問

題も含めていろいろな課題がある中で、やはり学校

というのは非常に大きな役割を果たしていくと思う

ので、教育長、いかがですか。

○諸見里明教育長 うちの総務課長からも答弁させ

てもらいましたけれども、やはり難しい面も含んで

いまして、実は北部地区の学校教育をどうするか、

それから宮古地区、八重山地区をどうするかという

のは長い課題でございまして、うちの県立高等学校

編成整備計画に基づいて、５次までやってきている

のですが、そのたびごとに北部地区をどうするかと

いうのは常に議論になってまいりました。

県立名護高等学校を中心に特進校を設置して、そ

の高等学校内で国公立大学を目指す体制であるとか、

宮古地区の県立宮古高等学校、八重山地区の県立八

重山高等学校を核として、そういう体制づくりには

努めてきたところです。しかし、御存じのように、

結果としてこういう形になっておりますし、また、

新たな進学校を中南部につくっているわけです。今、

県立名護高等学校にはフロンティア科をつくって、

進学に対処するような形でつくっているところです。

対して今の視点というのは、学校教育が地域の発展

にどう貢献するかという面も含めまして、検討して

いきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 ぜひともそういう視点も持って取り

組んでいただきたいと思っています。

続いてですが、高等学校施設耐震対策事業という

ことで予算もついているのですが、今、各県立高等

学校の状況はどのようになっていますか。

○親泊信一郎施設課長 高等学校施設耐震対策事業

につきましては、先ほど申し上げましたけれども、

非構造部材の対策に要する経費となっております。

日ごろから学校におきましては、常時点検をして、

危険な箇所についてはまた報告をしていただいて、

その都度対策をとるといったようなことも進めてお

りますけれども、この事業につきましては、屋内運

動場、講堂とかそういった大規模なスペースのバス

ケットゴール、天井、照明器具の対策を平成27年度

までに行うようにということが文部科学省から求め

られておりますので、その対策費としての予算の計

上となっておりまして、そういった大規模での非構

造部材の耐震化については、今年度、平成27年度に

行うということになっております。

○赤嶺昇委員 文部科学省が平成27年度中にやって

ほしいということで、今、達成されている率は何％

ですか。

○親泊信一郎施設課長 まず、耐震の点検から始ま

りますけれども、耐震の点検につきましては平成26

年度までに行うようにということで、平成26年度の

予算で耐震点検。これは専門技術者による耐震点検

という条件がついておりまして、これについて平成26

年度で実施をいたしました。それに基づいて平成27

年度でその対策を行っているということで、今、進

捗という意味では平成27年度に全て対策を行うとい

うことで、先ほど申し上げました部材ごとの進捗と

いった観点での数字は持ち合わせておりません。

○赤嶺昇委員 そうしたら、この７億4000万円の数

字の根拠は何ですか。

○親泊信一郎施設課長 今年度、その点検をいたし

ました。その点検によって対策をすべき場所が今年

度判明をいたしております。その点検に基づいて、

平成27年度、対策をとることになっております。

非構造部材の対策率といった数字の押さえ方はし

ておりませんで、これを一斉に平成26年度点検をい

たしまして、その対策が必要だと判明した箇所につ

いて、平成27年度、対策をするということでござい

ます。

○赤嶺昇委員 続いて、新県立図書館の取り組みに

ついてお聞きします。今、いろいろ取り組んでいる

と思います。現在の状況はどうなっていますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 現在、生涯学習振興

課、それから県立図書館、旭橋都市再開発株式会社、

それから設計者の４者によりますワーキングチーム



を設置しまして、そこでエリアあるいはゾーンの配

置など実施設計の調整を行い、取り組んでおります。

また、庁内に設置しました新県立図書館整備検討委

員会で、今の内容を含めて検討をしております。ま

た、私どもだけではなかなかわからない面もござい

ますので、設置した委員会に有識者をアドバイザー

として招聘をして、さまざまな観点から助言をいた

だき、エリア等配置を行って実施設計に生かしてい

きたいと考えております。なお、実施設計が平成27

年、ことし６月までを予定しております。それから

保留床の譲渡契約が８月ごろ。これは県議会の議決

事項になりますが、そういう予定になっております。

それを踏まえまして、本体の工事着工が本年10月ご

ろを予定していると伺っております。

○赤嶺昇委員 運営形態は、今後どのようになって

いく予定ですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 まず、現図書館は沖

縄県直営で運営をしているわけですが、新しい図書

館は現図書館の約２倍程度となっていきますので、

いろいろな他県の状況等を沖縄県の関係部局等とも

調整しながら、組織体制等もあるかと思いますので、

また、指定管理者制度も含めて検討していきたいと

考えております。

○赤嶺昇委員 他府県の先進事例もたくさん見てい

ると思います。せっかく新しい県立図書館になるの

で、県民がしっかり利用しやすいように取り組んで

いただきたいなと思っています。

続いて、小・中学生いきいき支援事業ですが、予

算が減っている理由をお聞かせください。

○大城朗義務教育課長 いきいき支援事業は細事業

が２つありまして、１つは中学生いきいきサポート

相談員配置事業でありまして、もう一つは小中アシ

スト相談員配置事業であります。この中学生いきい

きサポート相談員配置事業というのが３カ年間のパ

イロット事業でありまして、一応平成26年度で終わ

りということになっておりますので、それで予算減

となっております。

○赤嶺昇委員 これをやってきた成果を教えてくだ

さい。

○大城朗義務教育課長 家庭を訪問して親と相談し

たり、子供たちと面談をしたり、子供を学校に連れ

てきたり、学習支援をやったり、そういうことをやっ

ているわけですが、この出席状況とか、それから時

差登校といいまして、おくれて登校してくるような

子供たち、それに対して改善が見られたことと、そ

れから高校進学等への希望を持つとか、学習意欲の

向上が見られたということで、相談回数も延べ１万

7058回、支援生徒も660名、好転したのが388名とい

う成果がありました。

○赤嶺昇委員 パイロット事業とはいえ、今までせっ

かくやってきて、これだけの成果が出て、この事業

がなくなるということで、今後その対応をどうされ

ますか。

○大城朗義務教育課長 各市町村でも似たような取

り組みを始めておりまして、それから沖縄県教育委

員会では、小中アシスト相談員という事業を去年か

ら開始しております。これは中学校だけではなくて、

小学校も含めて中学校区に配置をしたり、それから

市町村をまたいで配置をしたりということで、各教

育事務所と相談をしながら、どのように配置をする

かを決めて実施しておりますが、そういう小中アシ

スト相談員を50名配置するということで、そこに移

行していきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 しっかりと市町村と連携していただ

きたいなと思っています。

続いて、教員の評価制度の取り組みは、沖縄県と

してはどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 現在、教職員評価システ

ムというものを実施しております。それは平成18年

度から実施をしておりまして、いわゆる学校の活性

化でありますとか、児童・生徒の教育の保障であり

ますとか、教員の人材育成の観点から現在進めてい

るところでございます。

○赤嶺昇委員 だから、進めて、どういう効果が出

て、課題も含めてどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 いわゆる教職員評価シス

テムを実施するに当たりましては、まず教職員のモ

チベーションを上げることも含めて実施をしていま

す。と申しますのは、学校経営をやるに当たりまし

て、まず校長が学校経営目標などを掲げるわけでご

ざいます。それに沿って教職員が一丸となって取り

組んでいく。そういったことを含めまして、その中

で目標を先生方なりに立てていくわけでございます。

そうすると、当然１つの目標に向かって全体のベク

トルが１つになるような形で学校経営が行われます

ので、学校経営がうまくいくことはもちろんですが、

全体の連帯感でありますとか、そういうのが図られ

ていると考えています。

また、評価者シートを使いまして、管理職が、い

わゆる校長が教職員一人一人と面談を通して行いま

す。その先生の目標を一つ一つ確認しながら、その

達成に向けての指導、助言を行っていくということ



もございます。初期、当然年度当初の目標を確認し

ながら、それから中間で年度中途のいろいろな取り

組み状況を確認する。そして、最終的には１年間の

先生の取り組み状況もさらにまた確認し、次年度に

向けてのアドバイスなどを行っていくということが

ございまして、そういった意味では、教職員の皆さ

んのＯＪＴにかかわる人材育成にもつながっている

と思います。

またあわせて、教職員と校長が職員朝会等を通し

て全体で話をするのではなく、個々の先生方と１対

１で、先生が考えている、例えば学校に対する疑問

でありますとか、悩みでありますとかを管理者が把

握するいい機会にもなっております。そういう意味

で、個々の先生方の悩みを聞くいい機会にもなって

いると考えております。

○赤嶺昇委員 今後、こういった評価というものは

給与にも反映されていくのですか。

○新垣健一学校人事課長 昨年５月に地方公務員法

の一部が改正されました。それによって人事評価を

しなければならないとなったわけでございます。こ

れまでは勤務評定ということでやっておりましたけ

れども、今後は人事評価という形で行わなければな

らないことになりました。その人事評価を、今後、

任用でありますとか給与等、いわゆる人事管理の基

礎資料とすることが法律で位置づけられたところで

ございます。その人事管理の基礎資料を今後の措置

に反映しなければならないことになっておりますの

で、今行っている教職員評価システムを４月以降に

また新たな仕組みで行うわけでございますが、そう

いう意味で人事管理の基礎という形での資料づくり

を行いまして、今後また給与への反映について移行

ができるような形で進めていきたいと思っておりま

す。

○赤嶺昇委員 もう少し簡潔でいいので、聞きたい

のは要するに、次年度から評価制度が給与にも反映

されるということです。最初の答弁では、非常にコ

ミュニケーションがとれて、校長先生のいわゆる学

校目標があって、すごくいいと。でも、いよいよこ

れが給与に出てきますね。これは誰が決めて、例え

ば今幾らもらっているかわかりませんよ、30万円も

らっている人が評価によっては25万円になるのか、30

万円が35万円になるのか。そのあたりの幅がどうな

るのかも含めて、これは一体どうなるのですかね。

今は予算調査でもあるし、いわゆる教職員の給与等

も全部入っていますよね。これはどう整理されてい

くのですか。総体の予算は決まっていて、その予算

総枠の中で、これは給与が変わっていったときにど

のようになるのか、全くわかりにくいところなので

すが、いかがですか。

○新垣健一学校人事課長 いわゆる給与等への反映

は、昨年決まりました地方公務員法で、今後対応し

なければいけないとなっております。法律の公布か

ら２年以内に施行することになっておりまして、今、

我々が考えているスケジュールは、平成27年度にま

ず教職員評価システムの試行を行います。その試行

を行いながら、またさらに改善点等がございました

ら改善しながら、平成28年度に本格実施を考えてお

ります。その本格実施を踏まえまして、平成29年度

から給与への反映ということでございます。ただ、

給与への反映につきましては、正直まだ決まってお

りません。と申しますのは、１つには、評価システ

ム自体は地方公務員法で定められておりますので、

各任命権者ごとに人事評価を定めることになってお

ります。私ども教育委員会はいわゆる教育委員会職

員の人事評価を行いますが、知事部局においては知

事部局において人事評価を構築していると聞いてお

ります。ただ、沖縄県の行政の整合性を図る観点か

ら、知事以外の任命権者については知事との協議が

必要とされているところでございまして、給与につ

きましては沖縄県の総合的な行政の観点を踏まえて、

知事部局、それから教育委員会、他任命権者も含め

て今後調整を行っていく必要があることから、まだ

具体的には決まっていない状況でございます。

○赤嶺昇委員 ですから、いわゆる給与の話がいよ

いよ出てきて、本格的には平成29年度からになって

くると。今いろいろな答弁をされているのですが、

客観的な評価なのかも含めて―例えば校長先生が一

番権限があったとしたときに、気に入っている職員

とそうではない職員とか、人間のやることですから、

そこは非常に難しい選択を迫られると思うのですよ。

職員が本当に自分の評価が正しいかどうかも含めて、

100％ではないにしても、そこの透明性を本当に……。

もうこれは大変な問題だと思いますよ。これについ

て、やはり客観的にそういう評価も、こういう方向

にもう向かっているわけですから、これは非常に大

きな課題になると思いますけれども、教育長はこの

透明性、公平性についてどう考えますか。

○諸見里明教育長 赤嶺委員のおっしゃるように、

私は、この評価システムのポイントとなるのは評価

者だと思うのですね。例えば県立学校60校を見ても、

学校経営でうまくいっているところと困難校とが

あって、その場合の校長をどうするか、評価をどう



するか。あるいは、やはり指導困難な生徒がいて学

級経営が少し滞ったり、すんなりうまくとか、学校

内でもあるわけですね。こういう場合に、やはり公

正公平な観点で評価をする。その際でも、やはり評

価者の研修というものはしっかりとやる必要がある

と思っています。この辺は軸足はぶれないで、しっ

かりとした、公平公正が保てるような研修を打って、

しっかりとした評価システムができるような形で進

めていきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 ちなみに、校長、教頭も評価、あと

給与の対象になるのですか。また、誰が評価するの

ですか。

○新垣健一学校人事課長 基本的に職員は全員対象

になりますので、校長につきましては、評価者は教

育長ということになっております。

○赤嶺昇委員 教育長は評価の対象になるのですか。

○新垣健一学校人事課長 教育長は対象となってお

りません。

○赤嶺昇委員 いろいろないい面も課題も僕はある

と思うので、そこはしっかり……。大変だと思いま

すよ。やはりこれによって、子供たちの教育環境に

いろいろ影響がないように取り組んでいただきたい

と思っています。

子ども生活福祉部について何点かお聞きします。

民生委員事業費についてですが、本県の民生委員の

充足率は全国と比べていかがですか。

○上間司福祉政策課長 沖縄県の充足率ですが、最

新のもので、平成27年２月１日現在で、那覇市を含

みまして87.9ポイントであります。全国のデータは

一斉改選が行なわれた平成25年12月１日現在のもの

しかありませんが、そのときの充足率が97.1％となっ

ております。

○赤嶺昇委員 本県のこの充足率は全国で見て何番

ですか。

○上間司福祉政策課長 最下位でございます。

○赤嶺昇委員 最下位ですよね。ちなみに、最下位

と２番目との差はどのくらいですか。

○上間司福祉政策課長 全国の都道府県別の指標が、

私が手持ちで持っているのが平成25年12月１日現在

であります。そのときは、那覇市は中核市でありま

すので、私はさっき沖縄県全体で答えましたが、中

核市は入っておりません。それで細かい数字をざっ

と見てみましても、まず80％台はありません。東京

都が93.9％になっております。

○赤嶺昇委員 民生委員は非常に大事な役割です。

なり手がどんどん厳しくなっていると聞いています

ので、ぜひ予算を含めてしっかりと充足率を上げる

ように取り組んでいただきたいということで、要望

しておきたいと思っています。

続いて、何名かの委員も取り上げているのですが、

ひとり親家庭に対する認可外保育施設利用の支援に

ついてですが、認可外というものは、いわゆる全て

の認可外を指しているのか、届け出制で一定の―例

えば消費税免除になっているとか、認可外でもいろ

いろありますので、どういう位置づけですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 認可外保育施設

の中で、沖縄県に届け出を行っている施設を対象に

する考えであります。

○赤嶺昇委員 それで、先ほど何名ぐらいという話

をされていたのですが、認可外に今行っている子供

を対象にするということですが、今回、この子供が

補助を受けたら、この待機児童の対象から外れるの

か外れないのか、どうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 待機児童のカウ

ントからは外れません。

○赤嶺昇委員 ぜひこれをお願いしたいなと思って

おります。万が一、こういった補助をもらったから

といって、ここで待機児のカウントから外れると大

変だなと思っていますので、いい事業だと思ってい

ますので、ぜひとも頑張っていただきたいなと思っ

ております。

続いて、子ども・若者支援事業についてですが、

この費用対効果についてお聞かせください。ひきこ

もりとかニートを取り上げていますよね。

○大城博青少年・子ども家庭課長 費用対効果とい

う形ではありませんけれども、昨年10月に開設いた

しました子ども・若者総合相談センターの相談実績

につきましては、10月20日の開所から１月末まで、

約３カ月強の期間で246人から相談を受けまして、延

べ相談件数が807件となっております。主な相談内容

ですが、不登校58件、ニート40件、対人関係の問題

が24件、ひきこもりが21件などとなっております。

こういった相談に対応している状況でございます。

○呉屋宏委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 まず、子ども生活福祉部から伺い

ます。午前中から何名かの委員が取り上げていてダ

ブりますが、角度を変えるなり、いろいろ工夫して

やりたいと思います。１点目の生活困窮者自立支援

事業について、これは又吉委員が取り上げておりま

したが、これは生活困窮者という定義といいますか、

線引きというか、どのレベルをやっていて、どれぐ

らいの数を想定しているのか。新規事業ですから、



十分に掌握しているのかどうかというのも少しわか

りませんが、まずそこら辺についてお願いします。

○上間司福祉政策課長 生活困窮者というものは、

生活困窮者自立支援法が来る４月１日から施行され

ますが、その法律に規定されておりまして「生活困

窮者とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を

維持することができなくなるおそれのある者」となっ

ております。

続きまして、２つ目の御質疑の数ですが、先ほど

申し上げました生活困窮者の定義を踏まえまして、

対象者については、その意味では失業者、多重債務

者、ホームレス、ニート、ひきこもり、高校中退者、

障害が疑われる者などさまざまな人たちが考えられ

ます。そういうことで、幅広く対応することになる

ことから、算出することは困難であると今考えてお

ります。

○糸洲朝則委員 想定されるのが随分たくさんあり

ましたので、大変重要なことだなと認識を改めてい

たしましたが、それで生活保護との関係。今の説明

だと、みんな生活保護の対象になられる方かと思っ

て聞いておりましたが、これは当然重なってくる、

あるいはまた生活保護そのものが対象になるという

ことでよろしいですか。

○上間司福祉政策課長 午前中に若干申し上げまし

たが、この制度の趣旨が、生活保護に陥る前の段階

で、その対象となる方々の自立を強化する支援の仕

組みであります。そういう意味で、制度は別ですが、

当然相談窓口に見えられた方々の相談を個別に具体

的に聞いていく中で、生活保護に該当するだろうと

思われれば生活保護につないでいくということで、

そういうつなぎの役割が非常に重要な役割を果たし

ている制度であります。

○糸洲朝則委員 なおさらのこと、生活保護に至ら

ない、ある面でボーダーラインの方だったと思うの

ですね。したがって、これは新規事業としてありま

すが、大変重要なこれからの福祉政策のポイントか

と。ただ、それにしては予算的に少し―１億3676万

4000円、この多寡というものはどう認識されており

ますか。多分今年度やってみて、次年度以降にまた

増減の話は出てくると思いますが、そこら辺を含め

て、なぜこの金額なのかということ等も含めてお願

いします。

○上間司福祉政策課長 この額の問題ですが、例え

ば、この事業につきましては事前に国から補助をも

らいまして、モデル事業なるものを実施しておりま

す。平成25年度実施しました。その実績から申し上

げますと、モデルですので全県域に置いたわけでは

ありませんが、那覇市と中部のほうに相談窓口を設

置しまして対応したところ、平成25年度の実績で475

名の方が支援を受けております。

○糸洲朝則委員 ぜひこの制度が定着して、生活保

護に該当しないけれども厳しいという人たちによ

かったと思われるような事業展開をお願いしたいと

思います。

次に、ひとり親家庭、これも島袋委員が取り上げ

ていましたが、対象者が160名いるひとり親家庭等認

可外保育施設利用料補助事業ということですから、

認可外保育園に通っている子供の中から、ひとり親

なのかどうかをもとにしてカウントした数字と思っ

て聞いていたのですが、実際はどうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 実際に認可外保

育施設に通っているひとり親家庭の中で、認可保育

所に一旦入所申し込みを行ったけれども、入れずに

認可外を利用している方を市町村にお願いしてカウ

ントいたしまして、160名という数字を把握しており

ます。

○糸洲朝則委員 今の答弁だと、認可保育園に入所

申し込みをした人はそのようにまず把握できるわけ

です。しかし、そこにも申し込まずに認可外に直接

行っているというのが、僕はこの沖縄県には多いと

思うのです。認可園と認可外が数的にも同じぐらい

になっている状況ですから、僕は下手をすると見落

としがあると思いますが、いかがですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 まず、保育を必

要とする子供につきましては、保育所で保育を行う

のが原則になっております。そういうことで、本事

業の対象となる子供は、保育所に入所を希望したも

のの入れずに、顕在的な待機児童となっているお子

さんということにしております。ひとり親家庭は、

就労等のためにどうしても子供を保育所に預ける必

要があります。そういうことで、ひとり親家庭の多

くは保育所に入所の申し込みを行っているのではな

いかと思います。また、ひとり親家庭のお子さんに

ついては、市町村で優先して入所させるという取り

扱いも講じておりますし、認可保育所であれば所得

の多寡に応じて保育料が設定されるということで、

ひとり親家庭で認可保育所に入所の申し込みをしな

いで、そのまま認可外を利用しているお子さんは少

ないのではないかと考えまして、今、顕在的な待機

児童を対象としてこの事業費を積算しておりますけ

れども、今後の事業実績の推移等を見て、所要額の

確保に努めていきたいと考えております。



○糸洲朝則委員 最初だからそうでしょうけれども、

例えば、認可外保育所は皆さんは把握しているわけ

でしょう。だから、そこにひとり親家庭の子供さん

は何名なのということで各市町村から吸い上げるの

と、これは答弁しているように、認可園に申し込ん

で、それから外れて認可外に行かざるを得なかった

という数字がマッチしていればいいのです。しかし、

現実はマッチしないと思うのです。したがって、こ

の数把握のためには、認可外で今、現にひとり親家

庭の子供が何名いるかというカウントの仕方、ある

いは把握の仕方というのもあっていいのではないか

と思いますが、いかがですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 事業を実施して

いくに当たりましては、市町村ともよく連携を図り

ながら、本来認可保育所に申し込んでいればこの事

業で負担軽減を受けられたのに、その手続をしなかっ

たために事業を活用することができなかったという

方ができるだけ生じないように、努めていきたいと

思います。また、認可外保育施設を利用するひとり

親家庭の利用実態等も勘案しながら、今後の事業を

設計、検討していきたいと思います。

○糸洲朝則委員 保育対策総合支援事業について、

これも島袋委員や照屋委員が取り上げております。

保育士の確保プラン等、これは狩俣副委員長も取り

上げておりました。いわゆる保育所の保育士を確保

することについて、後で皆さんのプランなるものが

あれば、資料として提供いただければありがたいの

ですが、ぜひ御検討いただきたいと思います。

それで、この保育士の雇用状況ですが、正規社員

か非正規社員かというのも、後から聞く処遇改善に

かかわってくると思いますので、ここら辺の数につ

いては把握しておられますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可保育所での正規

雇用率でございますが、平成26年４月１日現在の保

育士の正規雇用率は39.4％となっております。

○糸洲朝則委員 認可保育所で39.4％、それは低い

よね。だから、そこら辺の処遇改善というのがあれ

ば、国としても例えば１人当たり幾らとか、そうい

う方針は出ていると思うのですが、それよりも、正

規と非正規が同じ給与であればいいよ。しかし、皆

さん方が待遇改善が要るというものは正規ですか非

正規ですか、どっちですか。両方であれば一番いい

けれども。

○名渡山晶子子育て支援課長 子ども・子育て支援

新制度の公定価格の中で、処遇改善が図られる３％

の加算につきましては、正規、非正規問わず、保育

士に対して上乗せ措置がされる場合は加算されるこ

とになっております。認可で、公定価格の話です。

○糸洲朝則委員 今の御説明だと、要するに認可保

育園に勤めていらっしゃるのは正規も非正規もみん

な対象になる。しかし、認可外は対象にならないと

いうことですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 今お話し申し上げて

おりますのは保育所運営費、認可保育所に対する国、

県、市町村で負担をする―次年度から施設型給付と

申しますけれども、その中で処遇改善が図られる場

合の内容を申し上げておりまして、認可外保育施設

に対しましては、今のところ特にそういった支援は

ございません。

○糸洲朝則委員 これまで認可外保育園の対応につ

いては、県議会でも一番議論になったテーマだと思

うのです。先ほどミルク代だ、あるいはまた健康診

断代だ、ようやく認可外にもそういう支援の手が芽

出しをしておりますが、やはり子供たちを預かるの

は保育士だから、そこら辺も認可園と同様に支援し

ていく必要があるという認識を持って取り組まない

と―特に沖縄県は認可外が多いという特殊事情、こ

れはむしろ子ども生活福祉部長、あるいは本当は知

事がそこら辺の認識を持っていただかなくてはいけ

ないと思いますが、子ども生活福祉部長、いかがで

すか。

○金城武子ども生活福祉部長 確かに認可外の職員

に対するいろいろな支援も必要だという認識はある

のですが、現状としてなかなかそういうものは制度

的にないという状況の中で、今、我々が取り組んで

いるのは、認可外保育施設についてはできるだけ認

可化する、あるいはもしそこまで至らなくても、小

規模保育事業所になれば経営的にも安定するし、そ

ういう方向で進めていきたいというのが今の沖縄県

の立場でございます。

○糸洲朝則委員 これはぜひ、今後の課題として取

り組んでいただきたいと思います。

時間がありませんので教育庁に。ここもまず、児

童・生徒の学力向上を図るため、小・中学校への支

援訪問及び授業改善支援員ということで、これは３

名の委員が取り上げておられます。そして６地区、

あるいはまた数学という特定した底上げを図ってい

かれるということで、これは学力向上、あるいはま

た子供たちの全体的な底上げという観点から非常に

大事な施策ではないかと思いますので、頑張ってい

ただきたいと思います。

私がとりわけきょう問題にしたいというか、審査



の中に入れたいのは、きのうおととい、県立高等学

校の入試がありまして、そこにまつわることでござ

いますが、その前にまず、ＬＤとかＡＤＨＤ、発達

障害だと思うのですが、こういうものに対する認識

と、沖縄県内ではどれぐらいの数がおられて、どう

いう対策をしているかという点についてまずお聞き

したいと思います。

○與那嶺善道県立学校教育課長 学習や行動面で著

しく困難を示す児童・生徒の割合ですが、文部科学

省等の推定値でございますが、大体6.5％と言ってお

ります。

○糸洲朝則委員 これは児童・生徒数の6.5％という

ことでいいですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 そのとおりでござ

います。これはあくまでも推定値でございます。

○糸洲朝則委員 これは数にしては大変大きいと思

います。それで、実際現場から来たので、これを皆

さん方に紹介しながら見解を伺いたいのですが、発

達障害生徒の高校受験への対応についてということ

で私に相談が来ました。学校名とかそういうことは

あえて言いません。この子はＬＤとＡＤＨＤの所見

があり、学習障害、広汎性発達障害、多動性。しか

しながら、ＩＱが90を超えているため普通高校受験

となる。識字障害のため、日によって字が見えたり

見えにくいことがある。小学生のテスト、中学生の

テストの際は、担任や支援員が別室でテスト問題を

代読してくれ、ここまで来ている。彼のために学級

担任は、中学１年のころから受験に備え、中学校長

を通して委員会へも代読の対応を伺ってきた。こう

いったもろもろがありまして、受験する高等学校に

代読の依頼に行ったら、その学校は教育委員会に振

るのです。教育委員会に来たらまた学校に振るので

す。再度教育委員会に伺うと、代読の対応は前例が

ないため、またセンター試験でもやったことがない

ので、また、当該生徒の読解力も鑑みて、今回の対

応は難しいとの回答だった。実際こうなっているの

ですが、教育長、こういった対応の仕方はいかがで

すか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 沖縄県教育委員会

といたしましては、平成23年度から、障害のある生

徒の学力検査等に際しての配慮願い書を各中学校に

提出していただき、対応しております。この配慮事

項の内容としましては、大学入試センター試験受験

特別措置内容一覧に準じた対応を行っております。

例えば学習障害等に関して、試験時間の延長、別室

の設定、拡大文字問題冊子の配付、注意事項等の文

書による伝達、試験室入り口までの付き添い者の同

伴などがございます。沖縄県教育委員会としても、

この件を受験生と対応したわけではございませんが、

学校と協議の上、その基準に準じて学校に対応をお

願いしたところでございます。今後、沖縄県教育委

員会としましても、御指摘の障害のある生徒の受験

がふえることが予想されることから、また調査研究

に努めてまいりたいと考えております。

○糸洲朝則委員 もう時間がないので多くは申せま

せんが、いずれにいたしましても、障害者も健常者

も教育を受ける権利はみんな大事なのです。認めら

れている。これは憲法でも保障されている。しかし、

一番手を差し伸べてほしい障害者は、さっき言った

ＬＤとかそういう子供は6.8％を数えるわけですか

ら、これは小さくないです。したがって、現場でこ

ういうことが１人の生徒にあったわけですから、こ

のことは深く受けとめて、ぜひとも改善を、あるい

はまた前向きな対策を講じていただきたいと要望い

たしまして、終わります。

○呉屋宏委員長 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 教育から行きます。2015年度の少

人数学級の計画について伺います。

○新垣健一学校人事課長 平成27年度、これまでに

引き続きまして小学校１年生、２年生、３年生、中

学校１年生で少人数学級を予定しておりまして、今、

国庫の加配措置で一応200人程度を予定しております

が、それに県単の40人を足して、４学年で240人程度

の配置を予定しております。

○西銘純恵委員 ４学年で教室不足が出るのですが、

市町村別にどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 平成27年度につきまして

は、学級編制がこれからですので、おおむね今年度

と同じぐらいであろうと今のところ見込んでいると

ころでございます。つまり、12校程度出るであろう

と見込んでいます。

○西銘純恵委員 さっき言った240人は、加配教員の

数ということですか。

○新垣健一学校人事課長 はい、おっしゃるとおり

でございます。

○西銘純恵委員 新年度、加配でやると。加配教員

はふえているのでしょうか。５年間の推移をお尋ね

します。

○新垣健一学校人事課長 平成23年度が126名、平成

24年度が175名、平成25年度が176名、それから平成26

年度が189名となっております。

○西銘純恵委員 お尋ねしたのは、沖縄県内にいる



加配教員の全体数がふえているかどうかということ

です。

○新垣健一学校人事課長 加配全体の数でございま

す。県単は除いてお答えしますけれども、平成23年

度が777人でございます。平成24年度が815人、平成25

年度が824人、平成26年度が821人。それから平成27

年度の見込みでございますが、832人と見込んでおり

ます。

○西銘純恵委員 少人数学級関連で、文部科学省全

体は加配教員を400人減らすとか、そのように方針が

出ているみたいですが、今聞きましたら832人と。前

年度に比べてもふえているということで、この加配

をふやしていかなければ、今みたいに教室不足に対

して少人数学級ができないという課題があると思い

ますので、ぜひ教員の確保を。新年度、ちゃんと少

人数学級を４学年で実施できるようにということで

すから、加配の確保をしながら教室確保、それが大

もとですから、進めていただきたいと思います。

次に行きます。教師の多忙化について伺います。

病気休職者と精神疾患による休職者の５年間の推移

等は全国と比べてどうでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 統計で出ておりますのが

平成25年度まででございますので、５年間と申しま

すと平成21年度からということになりますので、平

成21年度から申し上げます。まず本県の状況でござ

いますが、平成21年度、病気休職者が388名、うち精

神疾患が164名。平成22年度が病気休職者397名、う

ち精神疾患161名。平成23年度が373名、うち精神疾

患が158名。平成24年度が406名、うち精神疾患が170

名。平成25年度が420名、うち精神疾患が171名でご

ざいます。全国は、平成21年度は病気休職者が8627

名、うち精神疾患が5458名。平成22年度が8660名の

うち精神疾患が5407名。平成23年度が8544名、うち

5274名が精神疾患。それから平成24年度が8341名の

病気休職者中、精神疾患が4960名。平成25年度が8408

名のうち5078名が精神疾患でございます。

○西銘純恵委員 割合は聞いてはいないのですが、

全国は減らしていると思うのですが、どう考えてい

ますか。

○新垣健一学校人事課長 若干ではありますが、確

かに減っているところでございます。いわゆる在職

者に占める精神疾患の率が、全国が平成21年度から

0.6％、0.59％と少し下がりまして、平成25年度が0.55

％となっておりまして、少しずつですが減っている

傾向が見受けられます。

○西銘純恵委員 沖縄県の平成25年度の割合もお尋

ねします。沖縄県が減らないでふえていくのはなぜ

かということを聞いているのです。

○新垣健一学校人事課長 本県は確かにふえたり

減ったりという形で、在職者に占める精神疾患の率

は、平成21年度の1.14％から少しずつ下がって、ま

た上がりまして、平成25年度が1.17％となっている

ところでございます。精神疾患がなぜふえるかとい

うことは非常に難しい問題でございまして、いわゆ

る教師の多忙化と精神疾患が直接結びついているか

どうかということについては、今のところ科学的な

根拠を持ち合わせていないところでございます。ま

た、文部科学省の調査によりますと、学校内におけ

る業務のみならず、私生活、プライベートも含めた

いろいろな問題が複合的に絡んでいるということが

言われておりまして、そういった意味で、ストレー

トになりませんが、本県がなぜ減っていないかとい

うことについては、十分理解していないところでご

ざいます。

○西銘純恵委員 休日を含む残業の実態をお尋ねし

ます。

○新垣健一学校人事課長 休日を含む勤務の実態の

関係でございますが、教諭につきましては、勤務態

様の特殊性等がありまして、一般行政職と同じよう

な勤務管理になじまないということで、今のところ

時間外勤務手当とか休日勤務手当が支払われない仕

組みとなっているところでございます。うちで勤務

管理の関係で調査をしているものは、１日当たり１

時間以上の残業をしたことがあるかという把握をし

ているところでございまして、それにつきましては、

平成25年度の数しかまだまとまっておりませんが、

１日平均１時間以上、いわゆる時間外において業務

を行ったことに対しまして、小学校で約86.1％の方

がしたと答えております。また、中学校で86.9％、

高等学校で76.7％、特別支援学校で57.2％がそう回

答しているところでございます。

○西銘純恵委員 労働基準法や労働安全衛生法をど

のように捉えていますか。１時間以上でしか調査を

されていないということは問題ではないですか。

○新垣健一学校人事課長 いわゆる労働基準の関係

で、公務員に対しても、基本的には労働基準法であ

りますとか、労働安全衛生法は適用されますけれど

も、公務員の特殊性から一部除外されているところ

と認識しております。ただ、労働基準法と、勤務時

間の管理等を適切に行う必要があるということがご

ざいますし、また、長時間勤務した職員につきまし

ては、産業医の面談等を通じ、健康対策に取り組ま



なければいけないことにされていることから、そう

いった取り組みを文書等で今、県立学校及び各市町

村に周知を図っているところでございます。

○西銘純恵委員 時間外の残業が月45時間以上とい

うことは、健康リスクが出るとか、そしてちゃんと

指導しなければいけないとか、健康管理について労

働安全衛生法でも厳しくやっているわけですよね。

だからさっき聞いたのですが、何で全国は教師の病

休とかは減っているのに、沖縄県が減らないでふえ

ているのか、割合も高いのかというところ、そこを

しっかり見ることができていないのが問題だと思う

のです。だって、１時間以上といったら２時間かも

しれない、３時間かもしれない、４時間かもしれな

いわけでしょう。２時間以上やっていますかと言っ

たら、ちゃんと労働基準法を超えている、健康リス

クが高くなる、そういうのがわかるわけだから、そ

ういう調査をしないといけないのではないですか。

○新垣健一学校人事課長 教員の勤務対応はまさに

一般の行政職とも違いまして、修学旅行、遠足など

の学校外の教育活動でありますとか、家庭訪問や学

校外の自己研修など個人の活動等を含めてあること

から、超過勤務ではなく、給与上はいわゆる教職調

整給という形で措置されているところでございます。

そういったことで、いわゆる学校、個々の状況に応

じて対応していく必要があることから、私どもは労

働安全衛生法の周知を図るとともに、そういった措

置を適切に対応していただきたい旨の通知をしてい

るところでございます。

○西銘純恵委員 教育長に伺いたい。周知を図って

ということで通知を送っても、実際は２時間以上やっ

ているかどうかという調査がなされていないわけで

すよ。それをきちんとやった上で、それを外しなさ

い、そういう残業をやめさせなさいとか。もう一つ

は、夜勤手当、残業手当とか休日手当が支払われな

い、特殊な勤務をやっていると言われるのですが、

そこもおかしいと思うのですよ。代替の休みという

ものは教師はとれないわけでしょう。私、この教師

の病休、精神疾患問題は、もっと深く掘り下げて抜

本策をとらない限り、教育現場が本当にどんどん疲

弊していきますよ。教師が病気で、子供たちが本当

に安心して教育を受ける現場になりますか。教育長、

見解を伺いたいです。

○諸見里明教育長 超過勤務等の実態調査等はやっ

ていないというわけではなくて、私が覚えているの

は、もう七、八年になると思うのですが、そのとき

大規模に全教員を対象にやった記憶がございます。

かなり大変な事業で、集計とか、それから検証、分

析もやっています。それから抽出ですが、県立学校

においてはそういう実態調査をやっているのです。

それは置いておいて、本県で精神的な疾患が多い

ということは大分前から議論されてきたことで、今、

学校人事課長が言ったのですが、原因が特定しかね

るような状況でございますけれども、こういう形で

教員の多忙化とか、業務が煩雑とか、そういうこと

はもう指摘されているとおりですので、どうすれば

この精神的疾患を抜本的に改善していくのかという

ことは、本当に大きな喫緊の課題だと思っておりま

す。何とかまた改善に努めていきたいと思っていま

す。

○西銘純恵委員 さっき答弁されたのが１時間以上

の残業調査ですと言うものですから、１時間以上か

２時間以上か３時間以上かでみんな違うわけですか

ら、調査そのものが不十分ということを私は言って

いるのですよ。ぜひ抜本的にやっていただきたいと

思います。

次に行きます。定数内臨時教員は何名おりますか。

５年間の推移。そして退職者と再雇用の教員、５年

間の推移を同じようにお答えください。

○新垣健一学校人事課長 小学校で新規採用の数を

まず申し上げます。平成23年度が新規採用250名でご

ざいます。そのまま申し上げます。225名、220名、210

名、来年度が216名の予定でございます。それから退

職者の数ですが、小学校で156名、174名、134名、147

名でございます。平成27年度は当然まだなしでござ

います。再任用の数ですが、平成23年度から申し上

げます。３名、４名、５名、16名、来年度は27名の

予定でございます。それから、中学校で申し上げま

す。平成23年度から新規採用ですが、108名、112名、109

名、91名、92名です。退職者の数ですが、平成23年

度から65名、47名、69名、64名でございます。それ

から、再任用の数ですが、平成23年度から、ゼロ名、

ゼロ名、２名、８名、19名でございます。

○西銘純恵委員 再任用がふえている状況はあるの

ですが、この定数内臨時教員をどれだけ減らしてい

くか。私、少し聞いたのに答弁は別の答弁が出たの

ですが、この定数内臨時教員を解消する計画につい

て伺います。

○新垣健一学校人事課長 その前に、大変申しわけ

ありません、先ほど私が答弁した数字に一部誤りが

ございますので訂正をさせていただきます。小学校

の新規採用者数のうち、平成27年度の数でございま

すが、先ほど216名と申し上げましたが、221名の誤



りでございました。大変申しわけございませんでし

た。訂正させていただきたいと思います。

臨時的任用教諭の採用ということがございまして、

いわゆる正規教員の率が低いことが今の課題となっ

ているところでございます。現在、平成26年度で85

％程度を、本会議で教育長が答弁しましたように、

全国並みの正規教員率に持っていくということで、

これまでも取り組んでまいりました。今後もまたさ

らに取り組みをしてまいりたいと思います。それに

つきましては、現在の新規採用者のレベルを続けて

まいりまして、おおむね７年から９年程度かけまし

て全国並みの率に持っていこうということで取り組

んでいるところでございます。

○西銘純恵委員 次に移ります。就学援助について

伺います。準要保護者は全国と比べてどうなってい

ますか。

○識名敦教育支援課長 一番新しい数字が平成24年

度となっております。本県が２万5599人になってい

ます。全国の数字が、要保護、準要保護、全部を足

した数字はあるのですが……。沖縄県が２万8055名、

受給率が19.26％でございます。全国が155万2023名

で15.64％ということで、本県が3.62ポイント高い率

になっています。

○西銘純恵委員 要保護と準要保護の合計ですから、

準要保護だけでしたら17％台ですよね。それで、や

はり沖縄県は高くないといけないでしょうねと思っ

ているのですが、生活保護の所得基準をベースに算

定している市町村をお尋ねしたいと思います。どう

なっていますか。

○識名敦教育支援課長 就学援助の中で、準要保護

については市町村で幾つかの基準で認定をしており

ますが、そのうち生活保護の所得をベースにしてい

る市町村が14市町村であります。

○西銘純恵委員 14市町村の内訳をお願いします。

○識名敦教育支援課長 宜野湾市、石垣市、浦添市、

宮古島市、南城市、糸満市、豊見城市、西原町、与

那原町、八重瀬町、那覇市、沖縄市、南風原町、北

大東村でございます。

○西銘純恵委員 係数が幾つかと聞いたのですがね。

○識名敦教育支援課長 一定の係数を乗じて準要保

護の基準としておりますけれども、倍率が1.0倍と係

数を定めているのが宜野湾市、石垣市、浦添市、宮

古島市、南城市。それから1.1倍としているところが

糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、八重瀬町。

それから1.3倍としているところが那覇市、沖縄市、

南風原町。それから1.5倍としているところが北大東

村でございます。

○西銘純恵委員 生活保護並みと。でも、さっき答

えた市町村で未満と以下があるのですよね。だから、

1.0倍未満といったら生活保護にも満たない、1.0倍

以下ということであれば保護基準を上限にしている

ということで、私、この準要保護とはどういう制度

なのかと聞きたいのですよ。生活保護ではなくて、

教育の機会均等を保障するということでできた制度

だと思っているのです。だから1.3倍とか1.5倍とか、

そういう所得基準があっていいと思っているのです

が、相当下がっています。10年前とか20年前はどう

ですかと言ったら、資料が探せない、難しいと言わ

れたのですが、どうですか。今、1.3倍とか1.5倍も

市によって現にあります。だからそれを引き上げる

べきだと思うのですが、どのように考えていますか。

○識名敦教育支援課長 確かに昭和48年、昭和49年

の当時の文部省が、全国の市町村教育委員会の事務

担当者研修会で、その倍率について1.3倍から1.5倍

にしたほうが望ましいという指導を行ったようです

が、それ以降、昭和50年以降はそのような指導は行っ

ていないようです。現在、準要保護の認定、それか

ら額については、税源移譲、それから地方交付税で

措置されている市町村単独事業となっているもので

すから、市町村の実情に応じて実施をするとなって

おるものですから、そのような格差が出ていると考

えております。ただ、教育委員会としては、市町村

の実施状況を調査しておりますので、それを各市町

村に示しまして、適正な援助が行えるようなお願い

を今のところしているところでございます。

○西銘純恵委員 障害児教育について伺います。普

通学校での障害児学級、学習支援員、通級指導教室

について地元から、現場からの要望数と実績は、2015

年度はどうでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 私ども学校人事課で市町

村における特別支援学級及び通級指導教室の配置に

ついて担当していますので、その分だけ先にお答え

させていただきたいと思います。平成26年度、特別

支援学級が626学級、通級指導教室が37教室ございま

した。平成27年度でございますが、市町村からの特

別支援学級の希望数が715学級でございまして、その

うち設置予定が680学級でございます。それから、通

級指導教室につきましては、平成27年度の要望につ

きましては63教室で、設置につきましては44教室の

予定でございます。

○與那嶺善道県立学校教育課長 支援員について、

学校の要望どおり配置されているかという御質疑か



と思うのですが、配置状況についてお答えいたしま

す。公立小・中学校の支援員配置につきましては、

市町村教育委員会において行われるため、学校が要

望する支援員数についての詳細は把握しておりませ

んが、平成26年５月、文部科学省調査によりますと、

市町村教育委員会が配置した支援員の数は、小学校、

中学校で前年度より88人増の689人となっておりま

す。支援員の配置につきましては、関係法令等に基

づき市町村教育委員会が配置するものであり、次年

度の配置については３月から４月上旬にかけて確定

するものと聞いております。また、沖縄県教育委員

会としましても、支援員の拡充に向けて全国都道府

県教育長協議会等で国に要望しているところでござ

います。

○西銘純恵委員 浦添市が通級指導教室を２校要望

を出したのですが、さっき要望から外れた形になっ

ているのですね、数が少ないので。理由は何でしょ

うか。

○新垣健一学校人事課長 通級指導教室につきまし

ては、いわゆる義務標準法で言うところの学級でな

いことから、文部科学省の加配定数を活用して通級

指導教室に充てているところでございます。次年度

の通級指導教室につきまして、文部科学省にその分

の要求をしたところでございますが、44人の加配と

いうことになりましたので、その範囲内での通級指

導ということになっているところでございます。

○西銘純恵委員 去年ですが、うるま市の中学校で

修学旅行に行けなかった子がいるのです。理由は掌

握していますか。

○大城朗義務教育課長 中学生で指導に配慮を要す

る生徒がいてということで、うるま市の教育委員会

から報告を受けております。

○西銘純恵委員 学校で、旅行に行けなくていいの

ですか。そして修学旅行に行けなかったのが去年１

年間で何名いるのか、そして親などの同伴で行けた

ケースは何名いますか。

○大城朗義務教育課長 何名いるかという調査は義

務教育課ではやっておりませんので把握しておりま

せんが、多くの市町村では支援員をつけて修学旅行

に参加するところもあると聞いておりますし、それ

から、この任用も設置規定も市町村でやりますので、

市町村によっては修学旅行には支援員は参加できな

いというような設置規定になっていて、それで修学

旅行には行けない市町村もあると聞いております。

○西銘純恵委員 調べていないというのですが、親

御さんがついていかなければできないということな

のか、その障害のある子たちは、修学旅行を学校教

育の一環としてやらなくてもいいということなのか。

教育庁に文部科学省から、障害のある児童・生徒に

対する教育についてちゃんと行っていますよね。そ

の子供の特性を踏まえた十分な教育が受けられるよ

うにとちゃんとあるわけですよ。市町村でとまって

いいのですか。教育長、何も感じないのですか。

○諸見里明教育長 私は、修学旅行につきましては、

ふだんの学習環境のルーチンから離れて、社会、経

済、文化、自然体験等に触れることで、将来、社会

人としての自立に向けた社会観を培うとか、集団活

動を通した教師と児童との触れ合い、それから基本

的な生活習慣、公衆道徳について学ぶ大変貴重な体

験だと思っております。今委員のおっしゃる児童で

すが、きのう、その情報を聞いて対策というか、う

るま市の動向を伺ったところですが、当該教育委員

会のいろいろな事情があったような気がいたします。

うるま市も、支援員とかを含めていろいろな面を含

めて総合的に判断して、そういう決断に至ったと思

うのですが、できたら行かせたいという思いは大変

ございます。

○西銘純恵委員 私、去年のことを今しか聞いてい

ませんけれども、やはりこれは二度とあってはいけ

ないのではないかと。ぜひともそういう子も参加さ

せるのが小・中学校の教育ではないかと思っていま

すので、市町村の仕事ではなくて丁寧に、そういう

問題を指摘して、次年度からは改善できるという立

場でぜひやっていただきたいと思います。

最後にお尋ねします。子ども生活福祉部でたくさ

ん質疑を出したのですが、母子寡婦福祉資金貸付制

度の件で、５年間の実績と保証人の問題、償還率も

お尋ねします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子寡婦福祉資

金の過去５年間の貸付実績につきましては、平成21

年度は307件、約１億7800万円だったところ、平成22

年度は高校授業料無償化の影響等もありまして248

件、約１億4000万円に大幅に減少いたしましたが、

それ以降は平成24年度まで増加しております。平成25

年度は那覇市への業務移管により沖縄県の実績は

減っておりますが、那覇市の実績を加えますと、320

件、１億7309万9000円となることから、沖縄県全体

では増加している状況でございます。償還率につき

ましては、平成25年度が39.6％となっております。

○西銘純恵委員 同じように推移で聞いています。

○大城博青少年・子ども家庭課長 推移で申し上げ

ます。平成21年度が34.0％、平成22年度が35.9％、



平成23年度が36.5％、平成24年度が36.2％で、平成25

年度が39.6％となっております。

○西銘純恵委員 ひとり親世帯の実態について、貧

困の連鎖が指摘されているのです。全国との比較で

はどうなっていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 まず、本県のひ

とり親世帯数につきましては、昨年度、沖縄県で実

施しましたひとり親世帯等実態調査において、母子

世帯が２万9894世帯、父子世帯が4912世帯と推計し

ております。全世帯に占める割合につきましては、

母子世帯が5.46％、父子世帯が0.9％となっておりま

して、全国平均の約２倍の水準となっております。

○西銘純恵委員 その皆さんの生活状況ですが、収

入はどうなっていますか。今、貸し付けの件で聞い

ていますので、収入状況。

○大城博青少年・子ども家庭課長 まず、就労の状

況が、母子世帯の約９割が就労していますけれども、

その約半数が非正規の雇用となっておりまして、平

均年間就労収入は、母子世帯が155万円、父子世帯が

209万円で、全国と比較いたしますと、母子世帯で約30

万円、父子世帯で約150万円低くなっております。

○西銘純恵委員 先ほど償還率を聞きましたけれど

も、この償還率が低いということは無理もないと本

当に思うのですよね。これについて、借りている目

的は何が多いですか。幾つかの種類がありますけれ

ども、借り入れの名目ですね。上から２つお願いし

ます。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子寡婦福祉資

金貸付金で一番多く利用されているのは就学資金と

なっておりまして、平成25年度の貸付件数は145件。

それから、次に多いのが就学支度資金となっており

まして、38件などとなっております。

○西銘純恵委員 やはり子供たちが勉強して就労し

ていくというような貸し付けが７割、８割を占めて

いるのですが、返すことができないと。それで、私

は思うのですが、独立行政法人日本学生支援機構が

年収300万円以下について返済猶予をやっているので

すが、この制度は猶予制度というものはあるのでしょ

うか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 本資金におきま

しては、政令において資金ごとに据え置き期間、そ

れから償還期限が定められておりまして、据え置き

期間は約６カ月から１年、それから償還期限は資金

の種類に応じて３年から、長期なものになりますと20

年以内ということで償還を行うことになっておりま

す。

○西銘純恵委員 償還を聞いているのではないので

すよ。償還期間の中で滞って払えないと、滞納して

いると。そして償還率も低い。本当だったら100％行

くものでしょう。けれども３割台ということは、や

はり返済できない、滞っている部分があるのではな

いかということで、この年収300万円以下の償還猶予、

返済猶予、これも考えるべきだと思うのですが、こ

れは沖縄県は検討したことがありますか。償還の猶

予の問題です。これは子ども生活福祉部長にお尋ね

したいです。これはどうしても国の制度になってい

るので、声を上げなければできないと思うのです。

○金城武子ども生活福祉部長 借りている方のいろ

いろな状況によっては返済期間を延長―例えば３年

で返すべきものを５年にとか、そういう延長という

運用上のやり方はございます。それから、病気とか

災害等でなかなか返済が難しいときには猶予も制度

的にはあるということで、そういう運用もされてい

るということでございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

午後３時37分休憩

午後３時56分再開

○狩俣信子副委員長 再開いたします。

委員長の質疑のため、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

します。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 平成27年度当初予算（案）説明資料

から行います。17ページの65番、放課後児童クラブ

の公的施設活用促進及び環境改善に要する経費とあ

りますけれども、私は一般質問でもこの件を少し触

れたのです。１つの事業を行うときに、これだけで

学童の対策をするということではなくて、トータル

的な面から見られないかと非常に感じています。私

は実は昭和33年の生まれですから、まだ中部では公

民館を使用した幼稚園というものをやっていました。

あのころは地域で、本当にまとまった形で人間形成

が行われた感じがします。なぜかというと、集落が

中心だったのですね。教育委員会も、今もそれを継

承しているのかもしれませんけれども、地域で子育

てをする、家庭で子育てをするということをやりま

すけれども、地域とは何かということをもう一度、

教育委員会と福祉の関係で考えていただかないとい

けないのではないかと思っているのです。

幼稚園も広域化し過ぎた。だから全てが昭和47年

の復帰のときに附属幼稚園を設置していますね。も



ちろん学校教育の関係からすると、グラウンドはど

れぐらいなければいけないとかということをやって

いるのかもしれませんけれども、私は、公民館幼稚

園が崩れ出してから、地域でのまとまりがなくなっ

てきたのではないかという気がしてならないのです。

ですから、放課後の子供たちの保護というのか保育

というのか、それはやはり公民館単位でやるべきで

はないか。この事業の中身は、恐らく公的施設を使っ

てということになりますと、小学校を前提に考えて

いるのではないかと思うのだけれども、いかがです

か。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブ支

援事業と申し上げておりますけれども、この事業に

おける公的施設活用促進でいう公的施設でございま

すけれども、委員がおっしゃいますように、学校の

余裕教室がもちろん第一でございますけれども、そ

れだけではなくて、例えば学校敷地内に専用施設を

設ける場合、地域の児童館、児童センター、そして

おっしゃいますような公民館、そして保育所、その

他の公有地施設等も含めて公的施設と位置づけて、

その活用促進を図っているところでございます。

○呉屋宏委員 ですから私が言いたいのは、この事

業をやるのは反対ではないのですね。放課後、子供

たちが確かに小学校１年生から３年生まで―例えば

今まで５歳児の保育をやって、１年生になったから

といって全く保育が必要ないということは考えてい

ないのですが、やり方の問題なのですね。地域をしっ

かりさせるためにどうすればいいのか。この事業が

それに当たらないのかということも、福祉は福祉の

面だけを見ている、子育て支援課はそこだけを見て

いるのです。だから、空き教室を使えば簡単にでき

るのではないかということではなくて、もっと政策

を２つも３つもその中に複合的に合わせていく必要

があるのではないかという気がしてならないのです。

だから私は、公民館ではないかという思いがしてい

るのです。

それと、もう五、六年前になりますけれども、１

度、当時は青少年・児童家庭課でしたが、そこに話

をしたことがあります。宜野湾市は当時、15ぐらい

の保育所がありました。私は、23行政区がある中で、23

区に１つずつ保育所を置くべきだと言ってきたので

す。なぜかというと、地域的にできるから。ところ

が、やはり皆さんの頭は、広域でやろうというとこ

ろにみんなシフトしているのですよ。ですから、宜

野湾市は児童館なども４つしかないのですよ。さら

に広域になるのです。だから、どうやってこの地域

をまとめるか。そういうところからなくなってきた

のが青年会であり、青年会がなくなってきたから、

結果的には婦人会もなくなっていく。都市化された

ところには、もうその周辺の地域のまとまりという

のがなくなってきているのですよ。それをもう一度、

知事が誇りある豊かさということを言うのであれば、

やはりそういう地域からまず、私はもう一回立ち上

がるべきだと思っているのです。この保育の時代だ

からこそ。

教育の荒廃というか、中学生の不良化だとか、た

くさんの問題があります。そういうのもそういうこ

とでできるのではないかという気がしている。よく

聞く話でも、今子供たちがたばこを吸っているとか、

カツアゲをしているとか、あるいは万引きをしてい

るというのも、私はそういうところからくるのでは

ないかと。地域の青年会がしっかりしていないから、

結果的にそのようになっていくのではないかと思い

ますけれども、どうですか、教育長。

○諸見里明教育長 もっともだと思います。全く同

感です。

○呉屋宏委員 そうであれば、その地域をどうやっ

て強化するかということを、今皆さんが持っている

事業でそこに集中させてみたらいかがですか。私は、

トータル的な政策とはそういうものだと思っている

のです。それを頭に入れながら、今年度は無理かも

しれないけれども、今年度の事業の中でできること

があるのであれば、お考えになっていただきたいと

いうことが１つです。

それと、保育士の確保プランがありますね。18ペー

ジの68番。ここの中で私が聞いているのは、皆さん

の事業の中に保育対策総合支援事業という8000万円

ついているのがありますけれども、この中身は何で

すか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育対策総合支援事

業は、国の待機児童解消加速化プランと保育士確保

プランの着実な推進を図るために、これまで安心こ

ども基金事業や保育緊急確保事業で行ってきた事業

を組みかえまして、平成27年度から新規事業として

整理をしているところでございまして、その中身に

関しましては、保育士修学資金貸付事業と保育体制

強化事業を今年度は予算計上しているところでござ

います。

○呉屋宏委員 私が持っているこれは、実は社会福

祉法人日本保育協会に所属している園からいただい

たのですが、認可外保育園かどこかの、沖縄県保育

士・保育所総合支援センターの運営費―保育士を掘



り起こすための事業だと僕は聞いているのですが、

それは間違いないですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 那覇市小禄のほうに

平成25年11月に設置をした沖縄県保育士・保育所総

合支援センターですが、これは沖縄県の沖縄振興一

括交付金を活用した事業で、事業名としては今回国

の事業名と丸かぶりしているのですが、その事業は

沖縄振興一括交付金を活用した事業でございます。

○呉屋宏委員 皆さんすみ分けしているはずですよ

ね。認可外保育園がとったとか、よくわからない議

論をしていたけれども、ただ、聞いていますと、出

産のためにやめていった保育士をもう一度掘り起こ

そうという事業をこのセンターがやっているところ

だと聞いているのだけれども、そうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 沖縄県保育士・保育

所総合支援センターにおきましては、主に今おっ

しゃったような潜在保育士の就労支援事業、あるい

は認可保育所が保育園を立地する場合の不動産等の

紹介を行う不動産マッチング事業、そして認可外保

育施設の認可化のための認可化移行支援を行う事業、

この３つを柱として事業展開をしているところでご

ざいます。

○呉屋宏委員 ここの中で言われていることが何か

といいますと、この掘り起こしをするのが、沖縄県

保育士・保育所総合支援センターの保育士を確保す

るための中心的な事業だと。今までの保育園という

ものは、例えば市町村ごとにでも会があるから、そ

こと保育士をつくっていく専門学校や学校の皆さん

と提携をしながら紹介をしたり、就職活動というの

か、そういうことをやる機会があるのだそうですよ。

だから、保育園だけでやってもそういうことはでき

ていたのだと。ところが、今この沖縄県保育士・保

育所総合支援センターがそれを主催して、この間も

南部でやったら、40保育園の園長先生たちが集まっ

て、来た保育士志望の若者たちは20名だったと。こ

の間、嘉手納町でやったら、40園か30園ぐらい集まっ

て、会費も払って期待して来たのだけれども、来た

保育士志望者はゼロ。なぜわざわざそこに委託して

までやる必要があるのか。

保育園の皆さんが合同的に集まっている会で、本

来こういう掘り起こしをするためにネットワークを

つくったほうが保育所はやりやすいと園長は言うの

です。なぜかというと、自分の園をやめた人たちが

いるのだから。ところが、全然違う団体にこれを委

託して、掘り起こしをどうやってやるのですか。名

簿も何もないのですよ。個人情報だから得られない。

ところが、自分の保育園をやめた人たちや、いろい

ろなところがありますから、それを持ち寄ってもう

一回掘り起こそうよとやると、認可保育園をやめた

人たちが掘り起こせるというのだよ。だから、なぜ

全然違う団体に補助金を与えてそれをやっているの

かが理解できないと言うのです。私はこれを聞いて

もっともだなと思ったのです。だから、そういうと

ころに一つ一つ点検の必要性がないか。ただ事業が

できたから、そこの団体が手を挙げたから任せよう

という形にはなっていませんかと思うのだけれども、

これはどうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の確保につき

ましては、確かに委員おっしゃいましたように、各

保育園とも園長先生のつてを利用したり、過去のお

友達を紹介してもらったりというような形で確保に

努めているという話は聞いております。ただ、それ

だけでは保育士を確保できない状況がございまして、

そのためにもっと組織を置いて、直接潜在保育士の

方からの相談を受け付けたり、広く求人を受け付け

たりするような常設の相談機関が必要であるという

認識のもとで、この沖縄県保育士・保育所総合支援

センターはつくってございます。現にたくさんの相

談も寄せられておりますし、今の面接会に関しまし

ても、たくさんの認可保育所さんと連携して、参加

者は少なかったということは事実としてあるので

しょうけれども、連携をしてそれに取り組んでいる

ということも聞いております。

もう一点、潜在保育士さんにつきましては、何が

復職のための課題になっているのかということをア

ンケート等で伺いますと、新たな保育指針への対応

に不安があるということや、最近の保護者さんへの

対応に不安があるというようなこともございました

ので、そういった方々に対する研修を実施して、そ

して職場体験をコーディネートしてというような、

第三者的な組織だからできるような取り組みもある

ところでございまして、さまざまな取り組みを通し

て保育士の確保に努めているものと理解しておりま

す。

○呉屋宏委員 今、指摘したことももう一回洗い直

してみてください。

最後に、答弁は要りませんけれども、今、中部で

どういうことが起こっているかというと、北中城で

イオンモールがスタートします。恐らく４月末ぐら

いにやると思いますけれども、実はここで募集して

いる人件費が時給1200円ですよ。介護の皆さんも、

もうこれではできないということで、やめてそこに



向かっている人たちもいる。認可外保育園の保育士

たちでもそこに向かっている人たちがいる。この現

状が中部にあるということです。恐らくこれが徐々

に徐々に広がっていくと思いますよ。この実態も皆

さんは理解をしながらやっていかないと、これだけ

では私は保育所にすぐ行くというような形にならな

いから、それを本当に心配しているのですね。中部

の介護が崩れるのではないか、中部の保育が崩れる

のではないか。私はそういうことを危惧していて、

ぜひその実態も把握しながら、どうしたらいいかと

いうことは考えていただきたいと思います。

○狩俣信子副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、正副委員長交代）

○呉屋宏委員長 再開いたします。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 本会議でも少しお話をしたのです

が、私は、沖縄県の将来はここにいらっしゃる２つ

の部の皆さんにかかっていると理解をしています。

それはなぜか。せんだって、議場で私、世界の趨勢

として、何よりも人材育成の根本は乳幼児期にあっ

て、特に幼児教育にあるというお話をＯＥＣＤ―経

済協力開発機構を例に挙げました。ＯＥＣＤ三十何

カ国でしょうか、その中で日本の幼児期にかける予

算が世界最下位、32位ぐらいなのですね。なぜみん

ながそれだけ幼児期にかけているかというお話を少

しやったのですが、アメリカでペリーの研究といっ

て、1960年代の研究ですが、非常に経済的に貧しい

エリアの子供たちを２年間幼児教育をしたグループ

としなかったグループにえり分けて、40年の追跡を

したわけです。そうすると、14歳のときの学力の獲

得率、高校の卒業率―きょう持ってくればよかった

ですね、これは受けた子供たちが優位に高いです。

そして、40歳の成人になった後の給与、年収という

のも高い。一方で、生活保護や、例えば逮捕歴のよ

うな犯罪歴は低い。いかに幼児期が大事か。その研

究をもとにして、世界中はみんな幼児期に投資をし

ているわけです。それを日本はしていないのです。

そのしていないことを踏まえた上で、沖縄県はどう

するかという話をしたいと思うのですね。なぜここ

にいらっしゃる方かという話はこれが根拠なのです。

就学前にやることによって、ここで投資を高くやっ

ておくことが非常に高い収益を得ているということ

なのです。つまり、後での社会保障費だの何だのを

いかに低減するように、国はもう1960年代から始まっ

ているかというお話をしたわけです。

そこを踏まえて、きょう、教育委員会と子供を対

象にする両方がいらっしゃるので、ぜひとも今度の

新しい子ども・子育ての新制度について、沖縄県独

自の幼稚園のあり方もあるので、やはりそれを踏ま

えて本県の考え方を少しお聞きしたいと思っていま

す。その後に、保育士の給与をどうやって上げるの

かというお話をぜひ質疑させていただきたいと思っ

ています。

まず、就学前というとゼロ歳から５歳まであって、

今現在は保育園でも５歳児がいる、幼稚園でも５歳

児がいますね、４歳から見ているところもあります。

そうすると、今両部署があるわけですが、沖縄県は

幼稚園は何歳から受け入れると考えておられるので

すか。

○大城朗義務教育課長 学校教育法では、幼稚園は

満３歳からの就園が位置づけられていて、幼稚園の

教育要領というのがありますけれども、それでも３

年保育を前提にして策定されております。幼児教育

の充実のためには３年間の長期的な見通しを持った

教育課程の実施が必要だと考えております。沖縄県

教育委員会では、平成22年度策定の沖縄県幼児教育

振興アクションプログラムにおいて３年保育の促進

を掲げて、それから最近の子ども・子育て支援事業

支援計画（仮称）においても、継続して３年保育の

実施について市町村の理解を求めていきたいと考え

ております。

○比嘉京子委員 では、現状についてお聞きしたい

のですが、３年保育を実施している、またはしよう

としているという動きはありますか。

○大城朗義務教育課長 現在３年保育を実施してい

る園は７園です。全体で2.9％です。そして２年保育

を実施している園が101園です。42.1％です。

○比嘉京子委員 保育所にいても幼稚園でも、今い

う幼稚園教育要領がしっかりとおりていくという、

今３年ということは考え方としてとてもいいと思っ

ています。そこで保育の現場にお聞きしたいのです

が、今、子供の教育というよりも親のニーズがどう

しても優先して、５歳まで同じ園にいるというケー

スが多々見られますよね。そのことについて保育を

どう考えていかれる予定ですか。そのままでもオー

ケーか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所は、保育を必

要とするお子さんゼロ歳から５歳までを対象として

おりまして、保育を必要とするお子さんの場合は、

ゼロ歳から５歳まで、発達の連続性、教育の連続性

も含めまして、保育所保育指針に基づく保育がなさ

れているものと理解しております。



○比嘉京子委員 その中における３―５歳に、幼稚

園教育要領というものは実際的に生かされていると

いう御理解ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所保育指針と幼

稚園教育要領、３歳から５歳の間の年代につきまし

ては、整合性を保ちながら作成をされているものと

理解しております。

○比嘉京子委員 少し私は意見を違えるのですが、

保育所において、私は、そのすみ分けはまだまだ十

分になされていないと理解をしているものです。今

後、その方向に向けて、沖縄県が指導、助言も含め

てやっていくように要望をしたいと思います。

その次に、教育委員会にお聞きしたいのですが、

今、親たちが３―５歳を学校附属の公立幼稚園、８

割あるわけですが、そこに入れたくても入れられな

い理由はどういう理由があると思われますか。

○大城朗義務教育課長 現在、公立幼稚園の就園率

は71％ですので、かなりの子が幼稚園に入っている

のではないかと考えております。

○比嘉京子委員 今、既存の幼稚園は定数に対して

どういう充足率ですか。

○大城朗義務教育課長 そのことに関しては把握し

ておりません。

○比嘉京子委員 保護者からすると、給食の問題が

非常に大きなネックになっていることと、それから、

預かり保育に対しては専門性のない方も雇用せざる

を得ない。人員不足なのですよね。この２点をぜひ

改善していく方向で検討ができないかと思うのです

が、いかがですか。

○座安純一保健体育課長 幼稚園の給食につきまし

ては、市町村が主体的にその実情やニーズに応じて

判断し、実施するものと考えております。現在、完

全給食を実施している沖縄県内の公立幼稚園は69園、

22.8％となっております。沖縄県教育委員会としま

しては、安心安全な給食が実施できるよう、指導、

助言を行ってまいりたいと思います。

○大城朗義務教育課長 預かり保育に関しては、今、

各市町村で検討していると思いますが、預かりの拡

充と、それから定員の撤廃等を含めて検討している

ところです。量の拡大につきましては、1400名ぐら

い、私たちの調査では拡大、拡充するのではないか

と考えております。今年度の預かり保育の受け入れ

人数が5112名です。そして次年度の利用見込み人数

が6502名で、1390名ほどふえるのではないかと考え

ております。

○比嘉京子委員 そこの質の問題をぜひお願いした

いと思っています。

次に、多くの委員から質疑がありました保育士の

処遇の面ですが、これは私はやはり保育所の運営費

の算定基準になっている保育単価を、ぜひ国とのか

け合いをしていかないといけないのではないかと

思っているのです。まず、保育単価の算定基準となっ

ている保育士の年齢は何歳ぐらいを対象にしている

のでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 申しわけございませ

ん、年齢については把握していないところですが、

国によりますと、経験年数７年の保育士をもとに、

保育単価における保育士の人件費は算定されている

ということでございます。

○比嘉京子委員 それに対して、沖縄県としてはど

ういう考えがありますか。この国の年齢設定につい

て、沖縄県の実情に合っていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 沖縄県における平均

勤続年数が7.7年ということでございますので、算定

基準と実態は、そう大きく乖離はしていないと考え

ているところでございます。

○比嘉京子委員 これはとんでもない考えだと思い

ます。なぜか。7.7年でやめているから保育士がいな

いわけであって、やめないようにしなければいけな

いわけです。その考えそのものがもう、本当に根本

的に私は指摘せざるを得ないですね。なぜかという

と、この7.7年でやったら、ベテランの人が多ければ

多いほど、若い人たちは非正規雇用にならざるを得

ないのですよ、この運営費そのものが。そのことを

おわかりではないですか、いかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育単価の見直しに

つきましては、かねてよりその配置基準や処遇等も

含めまして、国に要望してきたところでございます。

そして平成27年４月からの新制度におきましては、

繰り返しになりますけれども、公定価格の中で、保

育士の処遇改善として３％の加算が課されることと

なっております。さらに、これまで課題とされてお

りました10年以上は一律の民改費―民間施設給与等

改善費であったところですが、今回、国で示されて

きたところでは、もう一段、11年について４％とい

うことを出してきておりまして、少し前進というこ

とかと思っておりますけれども、処遇改善につきま

しては、御指摘のとおりまだまだ足りない点もあろ

うかと思いますので、引き続き他県と連携しながら、

国に要望していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 では、３％から４％を先に行くわ

けですが、それで保育士が定着するというお考えで



すか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士の定着、促進

につきましては、いろいろな施策を組み合わせてい

く必要があると思っています。今おっしゃったよう

な保育単価の改善に加えまして、例えば正規雇用化

を進めるために、国の交付金を活用した正規雇用化

助成事業を今回新規事業としてやることとなったほ

か、引き続き労働局への要請活動を行うとともに、

また産休取得の支援等、さまざまな施策をあわせて、

保育士の離職防止と処遇改善に努めているところで

ございます。

○比嘉京子委員 沖縄県が単独で持ち出しをして、

交付金を使うとかではなくて……。なぜかというと、

沖縄県の保育単価というものは、厚生労働省でいう

地域別の基準で最下位ランクですよね。そのことに

ついて、沖縄県の現状に合っていないというような

意見交換をしたことはあるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育単価における地

域区分につきましては、全国の85％の市町村がそこ

に組み込まれているその他地域というところに位置

づけられておりまして、標準的な地域として位置づ

けられているものと理解しております。

○比嘉京子委員 国が決めているからということで

はなくて、沖縄県で、例えば35歳ぐらいでもう給与

が上がらないのですよ。そういう人たちが40歳、50

歳になってもいる。ベテランがいるかが大事なので

すよね。そういうことが実際運営費で賄えないとい

う実態は、何が問題かと考えるのは、私は沖縄県の

仕事だと思うのですよ。これは早くから指摘をされ

ています。

例えば今、９年目で28歳の男性保育士は、月は手

取り13万円くらい、そして年間で200万円以下ですよ。

これで結婚できるだろうか。保育に対して誇りを持っ

て仕事をしたいけれども、これ以上続けていいもの

かどうか。先ほどいろいろな話がありました。こう

いうことを考えると、国が言っているままに我々が

受けとめて、我々沖縄県の財政から何かをプラスし

て、何とかしようということは長く続けられるだろ

うか。そして今後ふえていく。１万8000人、人をふ

やすわけですから。そして保育士をふやすわけです

から、これをいつまでにどうやってやるのですかと

いうことに、私はぶち当たると思っているのですよ。

もうそもそも当たっているのです。そのことを単純

に考えてはいけない。なぜか。保育の中においても、

たくさんの保育ニーズが今求められているわけです。

そこにもお金を回さないといけない。そういうこと

からすると、私は根本的に、今のような保育単価の

見直しを、どこからでもいいから、メスが入れられ

るところからしっかりと入れていくという強い姿勢

が求められていると思うのですが、子ども生活福祉

部長、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 保育士の処遇に関し

ては、我々も保育士の確保は本当に大きな課題とい

うことはもう重々認識しております。そういうこと

で、これまでもずっと国には保育単価基準の見直し

を要望してまいりましたが、なかなか前進していな

いというか、一方、３％という部分の上乗せが出て

きましたけれども、国の中で当初議論されていたの

は、５％上乗せするというような議論も一方あった

ところでありまして、そのあたりは、沖縄県として

はぜひこの辺の実現に向けて、今後も引き続き国へ

の要望等をやっていきたいと思っております。

○比嘉京子委員 ５％になっても年間所得は10万円

も上がらないということですよ。そこを理解してい

るのだろうかというお話です。今みたいな考え方で

は全然実らないと思う。沖縄県はみんな働き続けて

いいわけですよ、いるのです。そうすると、６割、

６割と声をかけても、運営費等にうんととられてい

く。特別保育事業等にとられていくとなかなか厳し

い。そして、やはり弾力化ということで非正規雇用

者をふやしたという実態もあるわけですよ。そうい

うことも踏まえて、私は根本的なところに、保育単

価にメスを入れる。これを庁内でぜひ議論をして、

それに向かっていく。沖縄県が牽引していくぐらい

の気概でやっていただきたいなと思いますが、いか

がですか。

○金城武子ども生活福祉部長 改善すべきところは

重々わかっておりますので、これをいかに実現する

か。当然、国全体の制度の中で実現するしかないと

考えておりますので、強く……。特に我々の議論す

る場は、まず九州地区に主管課長会議、主管部局長

会議というのがございますので、そういう中でしっ

かりと議論して、その実現に向けて取り組みを引き

続きやっていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 嶺井光委員。

○嶺井光委員 子ども生活福祉部に伺います。財産

収入6474万2000円、社会福祉法人沖縄県社会福祉事

業団の地料という説明がありました。この社会福祉

法人沖縄県社会福祉事業団は平成18年から民間移譲

になりましたね。ちょうど10年目に入っているわけ

です。当時、このことで少し一般質問をして議論を

したのですが、社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団



へ無償譲渡をしてくれという陳情がたしかありまし

た。そういう議論をして、結果、２カ年間は土地代

は無償、上物はそのまま無償だったと思います。３

年目から有償になったと思うのですね。それが今言

う財産収入6474万2000円ということだと思っており

ます。そのことで少し議論したいのです。

介護報酬が新年度から2.27％減額改定になります

ね。そういうことは沖縄県下の事業所全てに及ぶわ

けですが、かなり厳しい状況になるのではないかと

思っております。この影響額を把握しているか。も

しわかれば、沖縄県全体で介護報酬減額改定によっ

てどのくらいの影響額があるのか。できれば、この

沖縄県社会福祉事業団の分もわかったらお願いした

いと思います。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 平成27年度の介

護報酬改定につきましては、まず国の社会保障審議

会で審議をされまして、処遇改善や物価動向、介護

事業所の経営状況等を踏まえまして、全体でマイナ

ス2.27％となっておりました。この影響につきまし

て、現時点で把握することは困難でございます。た

だ、沖縄県としましては、介護サービスの提供体制

を安定的に確保することが重要であると考えており

ますので、今後の状況等を注視してまいりたいと考

えております。

○嶺井光委員 そこで、平成18年当時、この社会福

祉法人沖縄県社会福祉事業団ができた背景は皆さん

理解していると思うので、民営化になった時点でか

なり抵抗がありましたよね。ああいう中で実際に民

営化されていった。それで当時、運営してみて厳し

い状況があるのであれば、協議しようという協定が

入っていますよ、たしか。協定があるのはわかりま

すか。間違いないですか。

○上間司福祉政策課長 嶺井委員おっしゃるように、

社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団は、平成18年度

から民営化されております。沖縄県と社会福祉法人

沖縄県社会福祉事業団との間に、平成18年３月７日

に県立社会福祉施設の民営化に関する協定書が交わ

されております。

○嶺井光委員 申し上げたいのは、この介護報酬減

額改定で、かなり事業者としての厳しさがあると思

うのです。ちょうど10年目。この協定はこういうと

きに生きるものだと私は思っておりますけれどもね。

要するに、一般の社会福祉法人も厳しい面はあるで

しょうけれども、ああいうところは、自前の土地で

やっているとか、借りているところもあるかもしれ

ない。しかし、この社会福祉法人沖縄県社会福祉事

業団は全て借地ですよ。そういう意味では、沖縄県

が設立をした背景等々も考えて、民営化になったと

いう、そこも踏まえて、こういうところで支援をす

るというのが、私は行政としての責任ではないかと

思っています。いかがですか。

○上間司福祉政策課長 若干嶺井委員とかぶる説明

になるかもしれませんが、経緯ですが、民営化に当

たりまして、財産の取り扱いについては土地は有償

譲渡を原則としまして、建物等は無償譲渡といたし

ておりました。その際、移譲先の事業団は、平成18

年当時ですが資産の蓄積がなく、土地の購入資金の

調達が困難でありました。そういった背景を踏まえ

まして、平成18年度から平成19年度までの期間は無

償貸し付けを行いまして、平成20年度以降は有償貸

し付けとなっております。協定書に関しましては、

その都度その都度協定の改定がありまして、現在の

協定書の中では、平成30年３月31日までの間、有償

で貸し付けるということになっております。

○嶺井光委員 その後はどうなるのですか。

○上間司福祉政策課長 この協定書によりますと、

まずは土地の貸し付け等についての条文の中で、先

ほどの繰り返しになりますが、今のところは平成30

年３月31日までの間、有償で貸し付けるとありまし

て、その次の条文ですが、土地の貸付期間中及び貸

付期間経過後の取り扱いということで、第４条がや

られております。その際の条文を読ませていただき

ます。前条第１項の規定にかかわらず、乙―社会福

祉法人沖縄県社会福祉事業団が本11施設の県有地、11

施設とは社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団が管理

している施設の全部または一部につき購入を求めた

場合には、甲は協議に応じるものとするという規定

になっております。

○嶺井光委員 今、減額改定ということは、協定の

範囲にない事態が出ているわけですよね。あの当時、

協定の時期は、こういう減額改定の想定はないはず

です。今、この減額改定によってかなり運営が厳し

いという一面があるわけですから、これは何らかの

支援をすべきだと思うのです。今度の翁長知事の公

約にも明確にありますよ、社会福祉法人沖縄県社会

福祉事業団の適切な運営を支援すると。ここで支援

しないとどこでやるのかと思うのですが、子ども生

活福祉部長、どうですか。

○上間司福祉政策課長 大変恐縮ですが、子ども生

活福祉部長にお聞きしているところ、少し答えさせ

ていただきたいのですが、まず、沖縄県も支援は従

来から行っているところでありまして、例えば県有



地につきましては、２分の１の減額貸し付けをして

おります。また、沖縄県職員の派遣とか、さまざま

な支援を行っております。それ以外にも、施設であ

れば、例えば建てかえのときに補助金の適正な執行

の中で交付をしたり、さまざまな支援を行っている

ところであります。委員御指摘のように、確かに翁

長知事の公約の中では、15施策の中の９番目の医療

の充実・健康福祉社会の実現の中に、地域福祉の拠

点を担う社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団の運営

を適切に支援しますとありますので、私の立場とす

れば、引き続き適切に対応していきたいと考えてお

ります。

○嶺井光委員 だから、今回のこの介護報酬減額改

定に伴う部分の支援があるべきではないかと言って

いるのです。子ども生活福祉部長、どうですか。何

度も話し合いをするとか。全く無視はできないでしょ

う。

○金城武子ども生活福祉部長 そうですね、沖縄県

社会福祉事業団は、今、うるま婦人寮も含めて12の

社会福祉施設の経営、それからいろいろな事業を社

会福祉で展開しておりまして、これはもう当然、本

県の社会福祉の中核を担ってもらっている社会福祉

法人であるという認識でございます。沖縄県の施設

の譲渡先でありますから、当該法人の経営が安定す

るということは、当然沖縄県としても大変重要なこ

とだと思っておりまして、そういう意味で、先ほど

福祉政策課長からありましたように、施設の無償譲

渡、あるいは県有地の賃貸料の軽減等、沖縄県とし

て支援をしてきているところですが、今、介護報酬

改定に伴ういろいろな影響を考慮して、拡充すべき

ではないかという御質疑ですが、今後の支援のあり

方につきましては、これまで交わしてきた協定書を

踏まえて、沖縄県としてどのような支援ができるの

か、うちの部局だけではなくて関係部局がございま

すので、そういう調整をしながら検討してまいりた

いと考えております。

○嶺井光委員 では、そのことで検討するというこ

とですね。

次に、教育委員会に行く前に、さっき呉屋委員長

も取り上げていた公民館、私はムラヤー活用と言っ

ています。ほとんど考え方は同じです。きょうは両

部おりますから、そこで思いを一応言わせてくださ

い。少し聞きたいのです。

公民館を活用して、学童保育、学童クラブ、今民

間でやっているそのものを持ってくるというイメー

ジではなくても、どう生かすかということはいろい

ろな方法があると思うのです。先ほど呉屋委員長か

ら昔の形態がありました。全く同感で、今は各字、

字のムラヤーがほとんど閉まっている状態。あくと

したら、高齢者のデイケアとか、そういうもので使

うのがほとんどではないかと思っていますけれども、

やはりある施設をうまく使って、地域で子供たちを

育てる、育んでいくような環境をつくる、これが大

事だと思っているのですよ。そのことについて、ど

こかでやっている事例があるはずです。両部どっち

でもいいのですが、こういうことを把握しているか、

少し伺わせてください。

○名渡山晶子子育て支援課長 地域の公民館を活用

して放課後児童クラブを行っている例としましては、

石垣市と、たしか宜野座村で行っていたと記憶して

おります。

○嶺井光委員 これはいろいろな形態があると思う

のですが、浦添市でもありました、那覇市の上間、

識名あたりでもやっているという話を聞いています。

残念ながら自分のところは十分ではないのですが、

やはり各地域で何らかの形で取り組む、これを事例

として広げていく。そういうことをしていけば、子

供たちは、地域から見られている、見守られている

という感覚で本当に健全に育つと思いますから、ぜ

ひ両部で共有をして、進めていただきたいと思って

います。

学力向上について、教育長はいつも、これまでやっ

てきた小学校１年生、２年生の30人、３年生の35人、

中学校１年生の35人。今後は、教室がないところは

習熟度あるいはＴＴでやるという話をしております

よね。結構だと思っております。ただ、できれば全

学年に広げていってもらいたいというのが皆さんの

要望であるし、理想ですよね。ただ、教室がなくて

はやろうと思ってもできませんから、これはいたし

方ないのですが、国の文部科学省の加配定数以外で、

自前で人数をつくらないと広げられないと思うので

すよ。これはあえて一般質問で知事にも聞いたので

すが、ぜひ知事としっかり協議をして、教室がなけ

ればＴＴ、習熟度でもいい、教員をふやして少人数

指導がしっかりできるような体制にしていただきた

いのですが、いま一度教育長の考えをお聞かせくだ

さい。

○諸見里明教育長 少人数学級というものは、一般

質問でも答弁させていただいたのですが、極めて大

切なことだと思っております。学力向上、教員のゆ

とりとか、いろいろな面でこの波及効果は大変大き

いものと認識しております。一般質問でも答弁させ



ていただいたのですが、全学年実施をまず目標にし

て、時間はかかるのですが、着実に進めてまいりた

いと思っています。次年度は、これから拡大学年を

いろいろ検討するのですが、一歩踏み出して頑張っ

てみたいと思います。

○嶺井光委員 結局、教室がなければＴＴでやる、

習熟度でやるということであれば、ずっと年次ごと

にふやしていけるのですよ。あとは国の加配定数は

決まっているわけですから、あと自前で幾ら出せる

かということですから、知事としっかり議論をして

進めていただきたい。よろしくお願いします。

それと学習支援ボランティアのことで少し聞きた

いのですが、過去に、平成24年でしたか、夢・実現

学力向上研究事業というのがありました。あれは今

はないのですか。

○大城朗義務教育課長 その夢・実現プランは今年

度で終了ということになります。

○嶺井光委員 新年度はない。残念ですね。実は、

あちこちの市町村でやっていると思うのですが、南

城市でもミントゥンの会という教員ＯＢ、あるいは

そうでない方々も含めて200名ぐらいが会員になっ

て、学校に入って頑張っています。あとは、学校と

ボランティアの方々との調整役というのか、コーデ

ィネートをする方が必要なのですよ。一応教育委員

会に１人置かれているようですが、南城市でも中学

校４つ、小学校も９つありますから、調整がなかな

かうまくいっていない面があるようで、この夢・実

現学力向上研究事業であれば、多分こういう経費を

使えて、活発に事業ができるのではないかと思って

いるのですがね。今年度で終わるのであれば、新年

度はかわる事業はありますか、どうですか。

○大城朗義務教育課長 先ほど申し上げましたよう

に、授業改善支援員派遣を考えております。

○嶺井光委員 あれは教育事務所に２人ぐらいで

しょう。

○大城朗義務教育課長 はい。

○嶺井光委員 時間がないからもう十分な議論はで

きませんけれども、今、このように地域で頑張って

いるボランティアの皆さんをうまく活用する、これ

を全県下で広げていく、それで学力はかなり上がっ

ていくと思うのです。皆さんも指摘しているように、

テストで30点以下とか無回答とか、こういうのが沖

縄県は全国の中で明らかに多い。これを解消する。

これで学力アップになる、あるいはできる子はでき

る子でもっと上に持っていけることになりますから、

やはりその日その日の積み残しがないように、こう

いうボランティアの皆さんに頑張ってもらう必要が

あると思うのです。こういう事業に今後も力を尽く

していただきたい。要望で終わります。

○呉屋宏委員長 以上で、子ども生活福祉部長及び

教育長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○呉屋宏委員長 再開いたします。

次回は、明 ３月13日 金曜日 本会議終了後委

員会を開きます。

委員の皆様、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時53分散会
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沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成27年３月12日（木曜日）

午前10時３分開会

第３委員会室

出席委員

委員長 新 垣 良 俊君 中 川 京 貴君

副委員長 仲宗根 悟君 中 川 京 貴君

委 員 具志堅 透君 中 川 京 貴君

新 里 米 吉君 新 垣 清 涼君

奥 平 一 夫君 前 島 明 男君

金 城 勉君 嘉 陽 宗 儀君

新 垣 安 弘君

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 末 吉 幸 満君

土 木 総 務 課 長 宮 城 行 夫君

技 術 管 理 課 長 徳 田 勲君

道 路 街 路 課 長 上 原 国 定君

道 路 管 理 課 長 嶺 井 秋 夫君

河 川 課 長 上江洲 安 俊君

海 岸 防 災 課 長 赤 崎 勉君

港 湾 課 長 田 原 武 文君

港 湾 課 港 湾 開 発 監 古 堅 孝君

空 港 課 長 多嘉良 斉君

都市計画・モノレール課長 伊 禮 年 男君

下 水 道 課 長 下 地 栄君

住 宅 課 長 嘉 川 陽 一君

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 平成27年度沖縄県一般会計予算

（土木建築部所管分）

２ 甲第５号議案 平成27年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

３ 甲第７号議案 平成27年度沖縄県下水道事業

特別会計予算

４ 甲第13号議案 平成27年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

５ 甲第16号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

６ 甲第17号議案 平成27年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

７ 甲第18号議案 平成27年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

８ 甲第19号議案 平成27年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

3ii4

○新垣良俊委員長 ただいまから土木環境委員会を

開会します。

本委員会の所管事務に係る予算事項の調査につい

てに係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第７号議

案、甲第13号議案、甲第16号議案から甲第19号議案

までの予算議案８件の調査を一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係予

算の概要について説明を求めます。

末吉幸満土木建築部長。

○末吉幸満土木建築部長 土木建築部に係る平成27

年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算についての

概要を説明いたします。

沖縄21世紀ビジョン基本計画の４年目に当たる平

成27年度は、同計画で掲げた目指すべき将来像の実

現に向け、土木建築部としては、「産業インフラの整

備」、「離島・過疎地域の振興」、「安全・安心の確保」

といった諸施策を重点的に取り組んでまいります。

それでは、平成27年度土木建築部関係予算の内容

につきまして、お手元に配付しております平成27年

度当初予算説明資料の抜粋版により説明させていた

だきます。

１ページをお開きください。

初めに、一般会計の部局別予算について御説明い

たします。

平成27年度一般会計の県全体の予算額は、過去最

大となる7464億9700万円となっております。

このうち、土木建築部に係る予算は1065億4789万

9000円で、県予算の約14.3％を占めております。前

年度と比較しますと、29億2729万7000円の減、率に

して約2.7％の減となっております。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。

２ページをお開きください。

土木環境委員会記録（第２号）



平成27年度一般会計の県全体の歳入予算は7464億

9700万円となっております。

そのうち、土木建築部に係るものは966億8047万

6000円で、県全体の約13.0％を占めております。前

年度と比較しますと、33億5329万5000円の減、率に

して約3.4％の減となっております。

歳入の主な内訳としては、国庫支出金が690億5491

万9000円となっており、前年度と比べ、金額で66億

5581万9000円、率にして8.8％の減となっております。

これは、沖縄振興公共投資交付金が前年度より77

億3033万9000円減少したことによるものであります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

３ページをごらんください。

土木建築部の予算は、（款）土木費1051億2512万7000

円及び（款）災害復旧費14億2277万2000円となって

おり、合計で1065億4789万9000円となっております。

前年度と比較しますと29億2729万7000円、率にし

て2.7％の減となっております。

減少している主な理由は、（項）土木管理費におい

て、沖縄振興公共投資交付金の市町村事業費の減、

並びに（項）道路橋りょう費における沖縄振興公共

投資交付金事業の減によるものとなっております。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

の概要であります。

次に、土木建築部関係の７つの特別会計予算の概

要について御説明いたします。

４ページをお開きください。

下地島空港特別会計の平成27年度の歳入歳出予算

額は３億8450万9000円で、前年度と比較すると2786

万2000円、率にして7.8％の増となっております。

歳入は、空港使用料が減となるため、使用料及び

手数料で１億8242万8000円の減となっております。

一方、一般会計からの繰入金が２億1668万4000円

の増となっております。

歳出は土木費2786万2000円の増となっており、下

地島空港管理運営費において、定期的な施設の保守

点検経費が必要となっていることによる増となって

おります。

５ページをごらんください。

下水道事業特別会計の平成27年度の歳入歳出予算

額は133億7470万3000円で、前年度と比較すると７億

2050万9000円、率にして5.1％の減となります。

歳入は国庫支出金５億9220万円の減などとなって

おります。

歳出は土木費７億4161万4000円の減となっており、

中部流域下水道建設費の減などが主な理由となって

おります。

６ページをお開きください。

宜野湾港整備事業特別会計の平成27年度の歳入歳

出予算額は４億1785万9000円で、前年度と比較する

と9472万円、率にして18.5％の減となります。

歳入は県債9580万円の減となっております。

これは前年度に借換債の計上があったことによる

反動減が主な理由となっております。

歳出は公債費9225万4000円の減となっており、こ

れも前年度に借換債があったことによる反動減が主

な理由となっております。

７ページをごらんください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の平成27

年度の歳入歳出予算額は７億9841万7000円で、前年

度と比較すると２億9960万2000円、率にして60.1％

の増となります。

歳入は一般会計からの繰入金２億5522万1000円の

増となっており、新港地区の上屋整備に係る沖縄振

興特別推進交付金（ソフト交付金）を一般会計から

繰り入れるための増が主な理由となっております。

歳出は土木費３億3028万9000円の増となっており、

新港地区の上屋整備が主な理由となっております。

８ページをお開きください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の平成27年度の

歳入歳出予算額は14億9586万5000円で、前年度と比

較すると９億1597万円、率にして38.0％の減となっ

ております。

歳入は、一般会計からの繰入金が５億2500万円、

県債が３億488万円の減となっており、マリーナ整備

の完了、並びに借換債の減が主な理由となっており

ます。

歳出は土木費４億8271万8000円の減となっており、

マリーナ整備の完了によることが主な理由となって

おります。

公債費は４億3325万2000円の減となっており、借

換債の減が主な理由となっております。

９ページをごらんください。

駐車場事業特別会計の平成27年度の歳入歳出予算

額は１億6689万円で、前年度と比較すると2828万2000

円、率にして20.4％の増となります。

歳入は一般会計からの繰入金2248万2000円の増と

なっており、設備機器の更新に係る経費を一般会計

から繰り入れることによる増となっております。

歳出は土木費2832万7000円の増となっており、設

備機器の更新に係る費用の計上が主な理由となって

おります。



10ページをお開きください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の平成27年度の歳入歳出予算額は５億1547万5000

円で、前年度と比較すると１億6565万円、率にして

47.4％の増となっております。

歳入は県債が１億6570万8000円の増となっており、

借換債の増が主な理由となっております。

歳出は土木費5000万円の増となっており、地盤改

良に係る経費となっております。

公債費は１億1565万円の増となっており、借りか

えに係る元金償還金の増が主な理由となっておりま

す。

以上で、土木建築部の平成27年度当初予算の概要

説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いいたします。

○新垣良俊委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項につ

いて（平成27年２月12日議会運営委員会決定）に従っ

て行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会の運営に準じて譲渡しないことにいたし

ます。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に

お願いします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算事項でありますので、十分御留意を願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 まず初めに、本年度の予算編成に

当たって、昨年度より2.7％減額等々、あるいは1000

億円余りの予算編成に当たって、土木建築部として

特に気をつけたこととか、その思いというか、予算

編成に当たってありましたらお伺いしたいと思いま

す。

○末吉幸満土木建築部長 平成27年度予算でござい

ますが、前年度より減額ということで、これは執行

率が悪かったのを一つ指摘されております。これに

つきましては、土木公共事業をあずかる私ども土木

建築部としても大いに反省しないといけないと感じ

ている次第でございます。

ただ、少なくなった予算の中で私どもとしては、

当初申し上げましたように、重点テーマというもの

がございまして、それに沿った予算は張りつけてい

るつもりでございます。特に都市モノレールの事業

は、平成31年の開業ということは皆さんと約束して

いることでございますので、まずそれは優先させて

いただきたい。それから、安全安心のための治水、

あるいは砂防関係の予算というものもしっかり確保

したつもりでございます。さらに、今後の私どもの

公共インフラストラクチャーとしての使命をあずか

る立場としては、新規事業は極力芽出しするように

努力したいという状況でございます。

○具志堅透委員 しっかりと頑張っていただきたい

と思います。

それと、本年度予算の予算要求云々の中で、沖縄

振興一括交付金の減額云々がありました。その中の

大きな理由として執行率の問題がかなり挙げられて

いたのだろうと思います。その執行率ということに

なりますと、土木建築部が大きくかかわってくるの

だろうと思っております。その辺に対しての土木建

築部の決意というか、その辺をお聞かせ願えません

か。

○末吉幸満土木建築部長 先ほども申し上げました

ように、私どもの土木建築部で繰り越しがいつも多

いということで、執行率の低下というものは、毎年

予算特別委員会、決算特別委員会で指摘されている

ところでございまして、これは私ども大いに反省し

ているところでございます。それで、繰り越し率を

低減するための取り組みというものもずっとやって

きているところでございますが、特に用地関係のも

のが隘路になりますので、この用地関係の執行をま

ず頑張ろうということで、用地関係の職員の資質向

上、あるいは民間委託というものも今年度から取り

入れているところでございます。さらに住民の方と

いいますか、市民の方々の意識の高まり、公共事業

に対する思いの高まりから、いろいろ交渉事項が多

くなっています。さらに、関係機関との調整という



ものもどんどん複雑化していますので、そういうこ

とを見据えて早目早目に手を打とうということを今

盛んに土木建築部の職員の中では議論しているとこ

ろでございます。

○具志堅透委員 ぜひその辺のところもしっかりと

頑張っていただきたい。必要な事業を、必要な要求

をして立てているわけですから、これを確実に年度

内におさめるような努力をしていただきたいと思い

ます。

続きまして、下地島空港管理運営について伺いま

す。今現在、伊良部大橋も１月に開通しまして、下

地島に対して非常に注目が集まり、それを機に活性

をするものと期待しているところではあるのですが、

その中で大きな位置を占める下地島空港の利活用と

いう点でどのような現状であるのか、聞きたいと思っ

ております。

そこで、現在の状況、これまでの経緯も踏まえて、

今現在、下地島空港はどういう現状にあるのかとい

う部分を伺いたいと思います。

○末吉幸満土木建築部長 下地島空港につきまして、

平成24年度からＪＡＬが撤退しました。本年度から

実質的にＡＮＡも撤退しております。そういう状況

で、実機訓練が減少している状況にございます。平

成26年度は、ＪＴＡ、ＲＡＣ等の訓練が実施されて

おり、２月末現在の訓練回数は1127回という状況で

ございます。

○具志堅透委員 今の状況を伺いまして、今の状況

で恐らくいいはずはないわけですね。その中で単費

といいますか、予算も３億円余り入っているという

現状はそのままでいいはずはないので、それを打破

するためにということで、検討委員会が立ち上げら

れているのだろう。そこの推移をお聞かせ願えませ

んか。

○多嘉良斉空港課長 これまでの経緯について御説

明いたします。

下地島空港の利活用につきましては、今年度は空

港施設と周辺用地を利活用したいという事業者から

の提案を国内外から直接募ったところ、10事業の応

募がございました。提案事業につきましては、学識

経験者や地元宮古島市等で構成する検討委員会にお

いて、書面審査や提案事業者からのヒアリング等を

実施し、事業の主体性、将来性及び資金計画等の観

点から評価を行ってまいりました。去る２月20日の

第４回検討委員会において、４つの事業が高い評価

を受けたところでございます。これを受けまして、

平成27年度は利活用候補事業の提案者との協議を進

めるとともに、事業実施環境の整備、利活用計画の

作成、同計画に基づく事業実施の同意を経て、事業

者を決定することといたしております。

○具志堅透委員 ４つの事業に絞ったということで

解釈しているのですが、これから本年度利用計画を

立てるということですが、４つの事業というものは

言えますか。

○多嘉良斉空港課長 提案につきましては、企業の

いろいろな内部情報でありますとかアイデアがござ

いますので、詳細は申し上げられませんが、彼らの

題名といいますか、その提案は、評価が高かった４

つの事業は、マルチコプター操縦技術者の養成事業、

航空パイロットの養成事業、プライベートジェット

機等の受け入れ事業、ラグジュアリーリゾート開発

事業となってございます。

○具志堅透委員 今その検討委員会でしっかりとし

た審査をして、今後下地島空港の利活用についてしっ

かりといくようなといいますか、活性、利用度が高

まるような事業を導入していただきたいということ

が私の思いであり、今回、これが言いたいことです

が、そのことに関して、その委員会の中で今年度中

に事業を絞っていくということであるのですか。そ

して、利活用計画を立てて、次年度からその事業の

スタートが切れるということであるのでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 今年度ですが、３月の末

ごろに私ども副知事を会長とする沖縄県開発委員会

というものがございまして、ここで下地島空港及び

周辺の利活用、先ほど提案いただけた４事業と、そ

れから委員会では、推奨されなかった６事業という

ものも説明差し上げて、恐らくこの４事業が優先に

なってくるのでしょうが、そういうもので、この４

事業の中から絞り込むのではなくて、もしかしたら

４つ全部これでやろうかという可能性も出てくるか

もしれません。あるいは、委員会で選定に漏れた事

業というものも少し考えたほうがいいのではないか

というアドバイスがあるかもしれませんが、そうい

うことをやりまして、年度内を目途に利活用候補事

業及び利活用基本方針というものを決定したいと考

えております。

○具志堅透委員 それと、先ほども言いましたが、

伊良部大橋の開通とともに、島全体の活況が呈する

こと、あるいは宮古島そのものが本当に元気で、そ

こを活用しながらいくことが重要であるだろうと

思っております。

そこで、県有地が今周辺に残地として、これが約600

ヘクタールですか、あるのだろう。今回の利活用と



いう点では、そこも含めた形の活用ということも考

えるべきではないかと思っているのです。その辺ど

うですか。

○末吉幸満土木建築部長 今年度の県の取り組み自

体というものが下地島空港だけではなくて、下地島

空港周辺の用地も含めた利活用の提案を幅広く求め

ました。検討委員会におきましても高い評価を受け

た先ほどの４つの事業の中には、周辺用地を活用し

た提案も含まれていまして、それは当然周辺用地も

含めた提案ということで私ども捉えております。

○具志堅透委員 ぜひしっかり頑張っていただきた

いと思います。できるだけ本年度に絞り込み、４つ、

あるいはそれから漏れたものも含めて、一番いい形

でできればいいと思っていますので、ぜひ頑張って

いただきたいと思います。

次に、本部町の過去に台風災害があった件ですが、

渡久地港、そして満名川の河川、本年度予算に反映

されているのかどうか。この進捗というか、地元で

少し聞くと、しゅんせつから始まって云々、かさ上

げ云々という話は聞こえるのですが、具体的にこれ

は、もう２年前の台風災害だったか、少し忘れたの

ですが、今年度予算のどこに上げられているか、少

し探せなくて、どうなっているのか教えていただき

たい。

○上江洲安俊河川課長 今の御質疑ですが、満名川

については、委員御指摘のように、平成24年９月の

台風16号で浸水を受けました。それで、河口部は港

湾区域、港湾施設、海岸保全区域、それから橋梁の

第一渡久地橋のところから河川の区域が始まってい

ます。いろいろその当時から３課が連携して本部町

と調整をしてきました。それで、かさ上げの話とか

それぞれの課の所管について調整してきたところで

すが、河川については、平成25年度から事業化とい

うのですか、交付金で事業をしています。委託をし

てきています。最近、平成26年まで設計調整とかさ

上げ、根固め、しゅんせつ等の調整をしてきまして、

やっと今回、平成27年度から本格的な工事に取り組

むような準備工事として、仮設ヤードという形で発

注してございます。したがって、平成26年度が設計

とかヤードの工事で7300万円ほど実績を見込んでい

まして、平成27年度はさらに工事と委託を7700万円

の予算を見込んでいるところです。

○具志堅透委員 そこで、少し全体像がわからない

のです。我々素人でわかるような防波堤のかさ上げ、

何があってどう変わるのか、景観的に変わっていく

のか、どうなのかという部分をわかりやすく説明し

てもらえませんか。

○上江洲安俊河川課長 実は満名川については、整

備が必要な区間については、第１の河口部から約2.6

キロメートルございます。そして現在、河口部から

約800メートルについて護岸のかさ上げ、根固め、しゅ

んせつの設計を進めているところです。この河川に

ついては、断面は、構造物は既にでき上がっており

まして、かさ上げの必要性、根固めの必要性、たまっ

たしゅんせつ土砂のしゅんせつ、それから階段式護

岸とか傾斜護岸とかについて地元調整をしてきてい

ます。小学校があるところでしたか、そこのところ

に傾斜式護岸とか、そういうことを新たに追加して

つくろうという調整をしてきています。

○具志堅透委員 それと、河口部分といいますか、

港とのちょうど接点部分ですか、前に病院があった

ところですが、そこを周回して道路的な建設の話は

なかったですか。対岸側といいますか、中学校から

もっと河口部分、その話はないですか。そこの１周

道路的な、そこに渡れれば非常に災害にも強いので

はないかという話。

○末吉幸満土木建築部長 私ども満名川の改修と渡

久地港の高潮対策ということと、それから昔は、確

かに本部町のまち、全体を含めたということの話は

１回、昔の末吉副町長からお話を伺ったのですが、

今私ども動いているというものは、満名川の改修、

後ほど港湾課長に説明してもらいますが、渡久地港

をどうするかということを今集中的にやってござい

まして、委員、今指摘の道路のところは、まだ私ど

も情報が入っていないといいますか、ちょっと理解

してございません。

○具志堅透委員 地元の要望に沿って、一番は水害

のあった場所で、それを防ぐことが重要、第一です。

その次には、景観、あるいは今後の利用云々も含め

て、地元の意向というものを非常にしっかり聞いた

上でやっていただきたいと思います。

次に、昨年の補正予算で通ったと思うのですが、

運天港の陸電設備です。どういう経緯ですか、進捗

です。

○末吉幸満土木建築部長 運天港の陸電施設につい

ては、現在実施設計を行っておりまして、完了次第、

工事を発注し、完成のめどとしては今７月ごろとい

うことを考えております。

○具志堅透委員 次に、本部港関係に行きたいと思

います。昨年でしたか、災害があって、岸壁だとか

いろいろやってあったのですが、工事はもう全て終

わったという認識ですか、どうですか。



○田原武文港湾課長 平成26年７月の台風８号の影

響によって、本部港の岸壁のエプロンの舗装が210

メートルにわたって破損しております。定期フェリー

の貨物搬出入に支障がないよう応急対策を実施した

ところであります。本格的な復旧工事については、

平成27年３月末に着手した後、９月に完成する予定

となっております。

○具志堅透委員 それと今、沖防波堤をやっている

と思うのですが、それの進捗というか、完成予定だ

とか、今年度どこまでやるとかという部分を教えて

いただけませんか。

○田原武文港湾課長 本部港の防波堤沖については、

平成24年度から事業に着手しております。防波堤の

ケーソン及び被覆ブロックの製作等を行ってきてお

ります。平成27年度からケーソン据えつけ工事に着

手し、平成28年度の完成を目指しております。

○具志堅透委員 次に、トイレ、シャワーは完成は

しておりまして、前から土木建築部長には内々にい

ろいろ伺ってもおりますが、一体全体いつから供用

開始ができるのか、何が問題なのかという部分を説

明してもらえませんか。

○田原武文港湾課長 本部港の崎本部緑地にあるト

イレ、シャワー施設については、今月、３月16日に

供用開始いたします。

○具志堅透委員 次に、立体駐車場の件ですが、こ

の件に関しては、伊江村の意向調査も終えていると

思います。その辺も含めて今後の県の考え方はどう

でしょうか。

○田原武文港湾課長 本部港の立体駐車場について

は、今年度意向調査を行って、それを踏まえて基本

設計を完了しております。平成27年度は管理運営の

手法について関係機関と調整して、平成28年度の事

業化を目指したいと考えております。

○具志堅透委員 平成28年、少し遅いような気がす

るのですが、１年１年かかりますか。その辺のとこ

ろを。

○末吉幸満土木建築部長 私どももできれば早くし

たいということは当然思っていまして、平成27年度、

もし関係機関との調整がうまくいけば、平成27年度、

補正予算の計上というものも考えてさせていただき

たいと思っています。

○具志堅透委員 これは前々から一般質問でも取り

上げて、伊江村のまちづくりに対して相当影響のあ

る、どんなに向こうの祭りをやっても、駐車場がな

いということで、かなり支障を来しているのです。

そういった意味では、一日も早い整備が必要だと思っ

ていますので、伊江島の方々に伊江村の玄関はどこ

だと言われたり、これも前に一般質問で御紹介した

のですが、これは本部港だよと。そこを整備しない

限り、我々の経済的な発展、祭りをやっても何をやっ

ても不備を来しているのだという話がありますので、

ぜひとも平成28年と言わず、平成27年、土木建築部

長が答弁したとおり、ぜひともお願いをしたいと思

います。

最後に、瀬底港の整備ですが、その進捗について

お願いします。

○末吉幸満土木建築部長 本部港の瀬底地区の整備

につきましても、平成27年度から新規事業として着

手することになっております。

○具志堅透委員 先ほど冒頭申し上げましたが、い

ろいろ土木建築部は大変予算を抱えて大変だと思い

ます。ただ、その下にいろいろな問題があるのだろ

うと思うのですが、しっかりとそれを解決しながら、

沖縄振興一括交付金も３年目を迎えていますので、

少しずつなれてきたといえばおかしいのでしょうが、

いろいろあるのでしょうが、含めて必要な事業をしっ

かりとやっていただきたいと思います。

○新垣良俊委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 まず、先ほど土木建築部長から平

成27年度一般会計当初予算説明資料の説明がありま

した。1065億4789万9000円、その説明を受けました

が、私は、去年の決算も同じ質疑をした経緯があり

まして、土木建築部の事業の中で予算を計上し、そ

して補正予算も組んで、最終的には事業執行ができ

なかった。減額された事業があると思うのですが、

それが平成27年度の予算に生かされているかどうか

をお聞きしたいと思っています。

○末吉幸満土木建築部長 私ども土木建築部におき

ましては、補正予算で増額して、その増額したもの

を年度内で不用とかということはないと思っていま

す。土木建築部としては補正予算のものは当然必要

ということで要求させていただきまして、それが年

度末になって執行できなかったからということで不

用にしたことはないと思います。

○中川京貴委員 当初予算で事業執行ができなくて

減額したという経緯はあるのですか。

○末吉幸満土木建築部長 例えば災害復旧事業とい

うものがございまして、災害復旧工事ですね。これ

はある程度見込みで予算を計上いたします。それが

災害がなかったということで不用にすることは多々

あります。

○中川京貴委員 冒頭で土木建築部長が答弁してお



りました地権者との関係で事業執行ができなかった

というものがあるのですが、しかしながら、それが

嘉手納町を中心に沖縄市の池武当に向かっての地権

者の了解がとられて、あれも平成26年度に完了する

と説明もありました。それが生かされて平成27年度

の予算を組まれていますかという質疑です。

○末吉幸満土木建築部長 それはそのようなことで

反映させていただいています。

○中川京貴委員 それでは、本年度1000億円余りの

予算を組まれておりますが、まず地元の指名業者を

生かされているか。何％ぐらいですか。

○宮城行夫土木総務課長 県が発注する公共工事に

ついては、県内企業への優先発注及び県産品の優先

使用基本方針に基づき可能な限り分離分割するなど、

地元企業の受注の機会の確保や県産資材の積極的な

活用に努めております。それから、地元発注に関し

ては、沖縄県の土木建築部の場合、平成25年度は件

数的に97.3％が沖縄県発注になっております。それ

から、金額ベースで95.2％が沖縄県の地元発注になっ

ております。

○末吉幸満土木建築部長 県内発注ということは当

然でございますが、恐らく中川委員おっしゃってい

るのは、例えば地域、沖縄市、うるま市、あるいは

那覇市それぞれの地域での発注がどうなのかという

ことだと思うのです。私どもは、発注形式としては

総合評価方式、あるいは一般競争入札、あるいは指

名競争入札、いろいろな多種多様な発注形態を準備

してございまして、当然地元の、例えば、北部土木

事務所管内、中部土木事務所管内という事業の工事

の場合は、そこの地元の方々を優先して指名してい

くということは当然のことをさせていただいていま

す。

○中川京貴委員 すばらしい取り組みだと思ってお

ります。しかしながら、下請業者、孫請業者につい

てしっかりとした、これは土木環境委員会でも特記

事項で入れるべきだということでされていますが、

実施されておりますか、何％ですか。

○宮城行夫土木総務課長 下請企業に対する率です

か、地元の受け率というものは、今のところ、統計

はとっておりません。ただ、そういう特記事項とか

契約時の通知で地元企業を優先的に使用するという

ことをお願いしております。

○中川京貴委員 たしか県と事業の契約をするとき、

下請業者はどこどこを使いますと入れる項目がある

のですか、ないのですか。

○宮城行夫土木総務課長 元請が下請のほうに工事

を発注する場合は、下請通知というものを県のほう

に出すことになっております。

○中川京貴委員 ですから、土木環境委員会でも下

請業者を県内業者を使うようにということで、これ

は特記事項でうたわれているということは事実です

ね、確認。

○宮城行夫土木総務課長 はい、そうです。

○中川京貴委員 そこでうたわれているのであれば、

数字が出ると思うのですが、いかがでしょうか、そ

の確認はしていないのでしょうか。

○徳田勲技術管理課長 下請の状況ですが、平成25

年度の数字になるのですが、発注工事件数に対して

下請業者数、これは５％ですが、95％は県内の業者

に下請しているという数字はあります。

○中川京貴委員 すばらしい数字だと思っています。

ぜひこういった形で数字で出していただきたい。ぜ

ひチェックもしていただきたい。それが数字ではそ

う出ていても、中身がそうでなかった場合も、起こ

り得ないと思うのですが、この辺をチェックするぐ

らいやっていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

○末吉幸満土木建築部長 それはしっかりチェック

していきたいと思います。

○中川京貴委員 次に、河川工事についてお伺いし

たいのです。平成二十五、六年度継続してしゅんせ

つも含めて河川工事が行われていると思うのですが、

主な大型工事は何カ所ぐらいやっていますか。

○上江洲安俊河川課長 主要河川としましては、国

場川とか安謝川、比謝川、小波津川といったところ

が主要事業と認識しています。

○中川京貴委員 御承知のとおり、今比謝川はもち

ろん、嘉手納漁港のしゅんせつも地元業者がしてい

ます。しかしながら、ほかの工事については、下請

業者まで地元業者がやっているか確認したいのです。

○上江洲安俊河川課長 河川のしゅんせつ工事につ

いては、平成26年度に実施した工事では、国場川、

安里川、石川川、屋部川で７件ほどしゅんせつ工事

がございまして、全て県内業者が受注しております。

下請がある箇所についても県内業者であるのですが、

国場川については県外業者が下請を行っていると

伺っております。

○中川京貴委員 国場川について県外になった理由

は何でしょうか。

○上江洲安俊河川課長 下請については、先ほども

ありましたが、県内企業を優先的に活用されるよう

にということで、特記仕様書には明記して、受注者



へ協力をうながしているところですが、下請契約に

ついては当事者間の自由意思に基づくものとか、そ

ういうものがありまして、国場川のしゅんせつ工事

については県外業者が下請となっております。

○中川京貴委員 これは要望申し上げたいのは、そ

ういったしゅんせつ工事も含めて、河川、いろいろ

な工事は、夏場になると台風等の関係もあって、せっ

かく予算を組んでも、天気に左右されて工事が難航

するといった意味では、台風のない時期に集中的に

予算化をして工事させるべきだと思っていますが、

いかがでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 沖縄県の場合には、台風、

あるいは梅雨時にどうしても雨が降りまして、流れ

るような、工事がストップするようなことがござい

ますので、それは避けるようなことでやっていきた

いと思います。河川工事にかかわらず、工事の平準

化ということは皆さんにずっと言われていることで

ございまして、それは河川工事に限らず全部の公共

工事はそういう格好でやっていきたいと思っていま

す。

○中川京貴委員 伊良部架橋も大変すばらしい橋が

できて、土木環境委員会で現場を調査しながら、地

元が喜んで、本当によかったという橋ができました。

しかしながら、台風や、また天気に左右されて、大

変苦労した経緯もあって、ぜひこれからの事業は、

県としても予測される事業はしっかり調整しながら

進めていただきたいと思いますが、土木建築部長、

いかがでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 しっかりそのように対応

していきたいと考えております。

○中川京貴委員 それでは、もう一つ、那覇空港の

埋め立てと辺野古の埋め立ての基本的な考え方は、

土木建築部としてはこれまでずっと一緒という認識

でよろしいでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 埋立工事ということでは

同じような状況でございます。ただ、那覇空港の場

合は、大分昔からパブリックコメントもやりながら、

地元の県民の理解を得ながらやってきたという状況

でございます。ただ、辺野古の場合には、御承知の

ように、反対者の方が大勢いるという経緯はあるか

と思うのですが、埋め立ての私どもの審査というも

のは同じような状況でさせていただきました。

○中川京貴委員 これは、私たちも法律にのっとっ

て両事業が推進されていると思っていますが、御承

知のとおり、知事は辺野古だけはノーだと言ってい

ますので、委員長、この件については要調査事項と

して取り扱っていただきたいと思っています。

○新垣良俊委員長 今の質疑につきましては、要調

査事項として取り扱ってほしいということでありま

すので、明３月13日の委員会でその取り扱いについ

て協議したいと思います。

○中川京貴委員 続きまして、これは私は一般質問

でも何度か取り上げたのですが、県営団地の建てか

え、現在の進捗状況、今後の計画についてお伺いし

たいと思っています。

○末吉幸満土木建築部長 県では、県営住宅の建て

かえに当たり、平成23年度から平成32年度までを計

画期間とする沖縄県公営住宅等ストック総合活用計

画を定めております。同計画では、平成32年度まで

の10年間に７団地、1682戸の県営住宅を建てかえる

こととしておりまして、平成26年時点で４団地、1000

戸について事業に着手しているところでございます。

○中川京貴委員 ちなみに、この７団地の中で防衛

省から防音工事された地区はありますか。

○嘉川陽一住宅課長 現在、宜野湾市の大謝名団地

について建てかえを始めておりますが、そちらのほ

うは防音工事の対象団地となっております。

○中川京貴委員 その建てかえは現在の戸数の現況

のままでしょうか、それとも戸数がふえるのでしょ

うか。

○嘉川陽一住宅課長 現戸数は300戸であります。今

予定といたしましては３期工事までで332戸を建設す

るという予定であります。

○中川京貴委員 ということは、32戸については単

費になると思いますが、いかがでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 32戸増戸ということでござい

ますが、国土交通省の補助を使って32戸も補助対象

として建設をするということでございます。

○中川京貴委員 ぜひそのように進めていただきた

いと思いますが、角度を変えて質疑します。これは

一般質問でも取り上げましたクーラーの防音工事は、

もちろん外郭防音工事だと思っていますが、防音サッ

シの工事と建具復旧工事に分かれていると思います。

10年過ぎた後の空調機の取りかえ工事については、

県が持つべきだと私は主張してまいりましたが、現

在においてはどうなっているでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 空調機の取りかえについては

従来個人の申請ということで、各入居者が沖縄県住

宅課に模様がえの申請を出していただいて、我々が

それを承認する。その承認を踏まえて、各個人が沖

縄防衛局にクーラーの取りかえを申請しているとい

う状況でございます。



○中川京貴委員 これは個人が申請すれば、10％は

個人負担になるのですが、いかがでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 そのとおりでございます。

○中川京貴委員 そうすれば、この10％は個人の財

産になるのではないのでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 空調機につきましては現在防

衛省の予算で全額控除していただく。それから、更

新に当たっては１割の負担ということでございます

が、基本的には個人の所有ということになっている

と理解をいたしております。

○中川京貴委員 民間はいかがでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 民間の住宅防音工事につきま

しても同様の考え方だと思います。

○中川京貴委員 民間は家主が持っております。そ

うしなければ、この10％を払った方々がクーラーを

外していくか、出ていくときに10％負担してくれと

いうことになっております。ですから私も、県は借

家人が10％の権利を主張する前に県が持つべきだと

いうことを主張してきましたが、今年度の平成27年

度予算にもそれは反映されていないということで理

解してよろしいでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 県としても、これまでいろい

ろ御質問をいただいているところではありますが、

防衛省の補助金ということで、防衛省は押しなべて

民間と同一だという考え方をしておりますので、県

としても平成27年度の予算計上はいたしておりませ

ん。

○中川京貴委員 確認しますが、民間のアパートに

おいては、借家人から10％取っているということを

防衛省が返事したのですか。

○嘉川陽一住宅課長 民間の１割負担ということに

ついて、家主の方が負担をしているということでご

ざいますが、民間の賃貸住宅と公営住宅法に基づく

公営住宅というものは、そもそも目的が違います。

公営住宅というものは、住宅に困窮している低額所

得の方に低廉な家賃で公営住宅を供給するというこ

とで、公が設置するということでございますので、

その辺のそもそもの形が違うと考えております。

○中川京貴委員 今、答弁では、民間と公営住宅は

家賃の差があるし、安く提供しているので、借家人

からそれを請求しているという答弁でよろしいので

しょうか。

○嘉川陽一住宅課長 県としては、家賃というもの

の中に、例えば県が１割負担することになると、今

家賃の中で空調機器の更新分を上乗せする仕組みが

できないということでございます。

○中川京貴委員 同じ公営でやっている市町村はど

うなっていますか。

○嘉川陽一住宅課長 嘉手納町は町で負担している

ということは聞いております。

○中川京貴委員 なぜ嘉手納町でできて、県ができ

ないのでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 それぞれ設置する事業主体の

考え方があろうかと思います。我々も他県をいろい

ろ調査した経緯もございますが、県営住宅であって

も、県が負担しているところと負担していないとい

うところがあります。沖縄県としては、これまで住

民のほうで１割負担をお願いするという従来の形を

とってきている状況でございます。

○中川京貴委員 住宅課長は今正当化していますが、

再度お聞きします。県営団地に住んでいる方が空調

機の申請をします。防衛省はこの方に補助金を出し

ます。１割負担します。この方が引っ越した場合、

同じ人に２回補助金提供を国ができますか。

○嘉川陽一住宅課長 沖縄防衛局の判断になるとこ

ろだと私も思っておりますので、答弁はできないと

ころでございます。

○中川京貴委員 沖縄防衛局は、10年もしないうち

に同じ人に２回の補助金は出せないと言っているの

です。これは常識だと思いますが、いかがでしょう

か。

○嘉川陽一住宅課長 これまで途中で退去された方

がクーラーを持っていった事例がなかったというこ

ともありますし、県としても、防衛省の補助でもらっ

た空調機については、部屋に置いておくようにとい

う指導を今もやっているところでございます。

引っ越した先が同じ防音工事の区域であるかどう

かということがまずあるかと思います。なおかつ、

仮に民間のアパートだとして、このアパートが防音

工事の補助対象となっていたかどうかということも

あろうかと思いますが、我々としても、この方がど

のように申請されるのかどうかというところまでは

把握はできない。

嘉手納町が補助の申請ということで今お話をお聞

きしました。そのあたりの背景についても、我々も

町と意見交換しながら研究をしていきたいと思いま

す。

○中川京貴委員 では、土木建築部長にお聞きした

いのですが、これは過去にも私は一般質問、代表質

問でも取り上げた経緯があって、県としても調査し

て、いい結論を出していきたいという答弁がありま

したが、いかがでしょうか。



○末吉幸満土木建築部長 先ほど住宅課長からあり

ましたように、私ども防衛省ともいろいろ話はさせ

ていただいていますし、これまでも渉外関係者の主

要都道府県知事連絡会議において、国に対して空調

機器取りかえ工事の１割負担について、国庫で全額

負担してもらいたいとの要望をしているような状況

でございまして、その整合を図る必要があろうかと

思っています。また、補助事業を実施する場合に当

たっては、防衛省及び県が担うべき事務について整

理する必要があると考えていまして、これらの課題

を整理しながら、県がクーラーを設置することにつ

いても検討していきたいと考えております。

○中川京貴委員 では、この件はぜひよろしくお願

いします。

最後に、土木建築部の歳出の予算事項の34ページ

と35ページに出ておりますが、これの中で、談合違

約金に係る償還金と出ています。これまでの経緯と

何件残っているのか、これはたしか去年も議会の中

で説明がありましたが、今現在でもう全部完了して

いるのか、進捗状況を伺いたいと思います。

○宮城行夫土木総務課長 これまでの経緯というこ

とでいいでしょうか。県は、平成18年３月29日、公

正取引委員会によって、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律による処分を受けた県発注工

事者に対して、違約金または損害金の請求を行った

ところであります。

この処理状況に関しては、特に知事部局のほうに

関しては、請求対象企業が140社、そのうち処理済み

が129社となっています。それから、未処理が11社と

なっております。

○中川京貴委員 残りの11社の課題は何でしょうか。

○宮城行夫土木総務課長 うち８社が倒産になって

おります。そして、３社に関してが当事者が死亡ま

たは破産状況にあって、請求できない状況になって

おります。

○中川京貴委員 現在においてはもうこれで完了と

いう意識でよろしいのでしょうか。

○宮城行夫土木総務課長 裁判関係に関してはもう

これで終了ということになっております。今からは

未収金の回収に向けて今頑張っているところであり

ます。

○中川京貴委員 では、裁判関係はもう出てこない

という認識でよろしいですね。

○宮城行夫土木総務課長 今後の未収金問題に関し

て何かあった場合は裁判に行くかもしれませんが、

当初の裁判は一応終了していると思っております。

○新垣良俊委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 まず、平成27年度予算事項別積算

内訳書というところを中心にお聞きをしたいのです

が、この10ページの応急対応費ですか、これが新設

をされています。この応急対応費について説明をお

願いしたいのです。

○宮城行夫土木総務課長 台風などの災害により国

庫補助の対象とならない倒木の撤去や路面清掃など

の経費は、これまで道路、河川、港湾、公園、空港

の各事業の維持管理費の中で対応してきたところで

あります。平成27年度からは、各事業の維持管理費

とは別枠で、土木管理費に新たに応急対応費を計上

しております。別枠での応急対応費を計上している

ことから、各事業の通常の維持管理費は年度当初か

ら計画的な維持管理が行えることとなります。

○仲宗根悟委員 もちろん説明及び積算内訳書の中

にも、台風などの災害を受けた後に早急に対応する

ために必要な経費を計上しましたということであり

ます。災害復旧費というものがまたあるわけで、そ

れとの関係というのでしょうか、こういった台風な

どの災害を受けたら、災害復旧費あたりの予算を使

うべきなのかと思っておりますが、その辺との兼ね

合いはどうなのでしょうか。

○宮城行夫土木総務課長 災害復旧費は、台風など

の災害により公共土木施設が被災した際、国の災害

査定を受けて国庫補助により実施するものでありま

す。応急対応費は、台風などの災害においても、災

害復旧事業の対象とならない倒木の撤去や路面清掃

など、応急的な維持管理に要する経費としておりま

す。

○仲宗根悟委員 つまり、災害が発生したのですが、

災害復旧費、国の査定が入らない分についての対策

を講じようとする予算をつくりましたということで

理解していいのか、どうなりますか。

○宮城行夫土木総務課長 新たにつくったというこ

とになっております。

○仲宗根悟委員 そこで、今ぱらぱらめくってみま

すと、港湾費ですとか、砂防費、83ページが県単砂

防等事業費、ここの中にも緊急砂防関係対策事業費

だとか、あるいは港湾の中でも、緊急的に国庫負担

の適用を受けた以外に要する経費とか、いろいろな

項目が幾つか出てくるのですが、この中身で対応で

きない部分に新たに緊急対応費としてつくったとい

うことなのかと思うのです。この中身の部分で対応

は、緊急に対策するようなことはできないのですか、

どうなの。その辺がよくわからないものですから、



いかがですか。

○末吉幸満土木建築部長 応急対応費というものは、

来年新たにお願いしている事業ですが、まず先ほど

言った道路、河川、港湾等にある程度幾らか各課に

それぞれ配分します。あとそのうちの4000万円自体

は土木総務課に置かせていただきまして、ほかの課

でどうしても緊急に使うという話が出てきた場合に、

土木総務課で査定しまして、では、道路のほうが必

要だ、あるいは河川のほうが緊急的に必要だという

ものを配分していくような仕組みを今応急対策費は

考えております。

○仲宗根悟委員 余りよくわからないのですが、こ

の中身で緊急対策ですから速やかに復旧をするべき

予算ですね。そこでできないかわりに、改めてこの10

ページの応急対応費をこしらえたということになる

のか、どうなのか。その辺がよくわからないのです。

○宮城行夫土木総務課長 従来、国庫補助対象にな

る災害復旧費は国庫で使って査定をやって、それか

ら国庫で対象にならないのですが、起債関係のもの

が県単災害復旧費でやっています。これはもともと

予算化を従来からしております。今回新たに応急対

策費というものをつくったのは、維持管理費の中で

こういう台風後の予算が、維持管理費がなかなか計

画的にできないものですから、それを計画的にさせ

て、別枠で応急対応として台風後に緊急に速やかに

清掃とかできるように対応したものであります。

○仲宗根悟委員 早急に対応できるような項目を設

けたという理解をします。

それで、先ほどの災害復旧費は査定がありますと

いう内容ですが、査定基準というのでしょうか、ど

ういうところが災害復旧費に係る部分なのか、それ

と県で単独でやらなければいけないという部分、先

ほどあった倒木の清掃だとか、これは軽微といって

もいいのかどうなのか、その辺の基準というものは

どの辺に置かれているのですか。

○赤崎勉海岸防災課長 災害復旧事業については、

道路とか河川等の公共土木施設が台風等、異常気象

で破損した場合に充てる経費でございますが、国の

査定では１件当たり120万円以上が国庫補助の対象に

なっておりますので、120万円に至らないものについ

ては県単を利用しているということでございます。

○仲宗根悟委員 この項目は速やかに対応できるよ

うな項目をつくったということだと思うのですが、

確認しますが、そうですか。

○末吉幸満土木建築部長 そのとおりでございます。

○仲宗根悟委員 災害については以上で終わります。

それともう一つは、最近の新聞報道で埋立承認に

係る国の環境監視委員ですが、辞任の報道があるの

です。いかなる理由の辞任なのか、その詳細につい

て県は把握はしていらっしゃるでしょうか。

○末吉幸満土木建築部長 私ども詳細については把

握してございません。

○仲宗根悟委員 私たち県は許可権者であるわけで、

承認に至るまでの経緯は、県も環境には懸念がある、

払拭できないということだったのですが、承認の留

意事項に環境監視委員会をつけて、十分配慮しなが

ら工事を進めていくという理由で承認に至ったとい

うことであるわけですから、監視をする委員そのも

のが今、新聞を見る限り、保全できないということ

の理由のようですが、これが詳細を私たちもよく知

らないわけです。その辺についての詳細な、委員に

対して県はどういう立場をこれからとられますか。

○末吉幸満土木建築部長 私のほうも新聞上でしか

今承知してございませんが、沖縄防衛局としては、

委員の方に残ってもらう、慰留されているような話

も聞かされていますので、その件について私どもど

うのこうのということは、コメントは今差し控えた

いと思います。

○仲宗根悟委員 私たちは議会の委員会としても、

これは承認に至る留意事項に付された環境監視委員

会の設置で環境を守るのだということで、お墨つき

で承認に至った最大的な理由なわけですから、私た

ち委員会としても、東委員の参考人招致として委員

会へ呼んで、意見、あるいはできないものかという

ことで、委員長、ぜひ次回20日の常任委員会ですか、

その中で審査日程について協議ができないものかど

うか御提案したいのですが、いかがですか。

お願いします。

○新垣良俊委員長 新里米吉委員。

○新里米吉委員 組合等区画整理事業費６億8872万

円、これは昨年度の予算ですが、今回13億1705万円、

大幅増になっています。よく中身を調べてみると、

そのほとんどが市街地再開発組合等への補助金、各

種講習会等負担金でありますが、補助金、負担金の

大幅増について説明してください。

○末吉幸満土木建築部長 組合等区画整理事業費の

予算には市街地再開発事業が含まれております。そ

の中で、那覇市の農連市場地区と沖縄市の山里第一

地区の事業を実施しているところでございます。両

地区とも平成26年度、今年度ですが、権利変換計画

書の作成費用を計上したのですが、平成27年度から

は、建物補償、除却工事等に着手することから補助



金が増額となったということでございます。

○新里米吉委員 この事業はかなり順調に進んでい

ますか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 ２カ所あり

ますが、那覇市の農連市場地区については、去年の

５月に組合設立認可を取得しまして、今権利変換計

画書の作成をしているところであります。あと、山

里第一地区については去年の11月に組合設立の申請

がされております。そういう中で、今年度いっぱい

に組合設立の認可を取得すると事業を進めていると

ころであります。

○新里米吉委員 次に、公営住宅建設費、平成26年

度25億4488万円、平成27年度が36億8598万円、11億

円余りふえておりまして、大変結構なことだと思う

のですが、その事業内容を教えてください。

○末吉幸満土木建築部長 平成27年度は継続の建て

かえ事業として、名護団地、神森団地及び大謝名団

地があります。これに加えまして、新たな建てかえ

事業として、南風原団地、南風原第２団地を予定し

てございます。さらに新規団地として、これは仮称

でございますが、伊覇団地の整備工事を予定してい

ることから、前年度比11億4110万円の増額となった

ものでございます。

○新里米吉委員 圧倒的には既存の改築、それに新

規が１つ加わったということですね。新規が加わる

ということは、それだけ入れる人がふえるというこ

とを意味すると思うのですが、そのように理解して

いいですか。

○末吉幸満土木建築部長 そのとおりでございます。

○新里米吉委員 次に、公共離島空港整備事業、南

北大東空港の夜間照明事業ですが、これは中川委員

長のときに両方視察に行きまして、当時の末吉統括

監も一緒に行って、雰囲気としてはかなり前向きだっ

たと思っております。これが実現して、その事業に

ついて基本的な説明を簡単にやっていただけますか。

○末吉幸満土木建築部長 南北大東空港照明施設整

備事業は、自衛隊機による夜間急患搬送業務の離着

陸時の安全性向上を図るために、滑走路等の航空灯

火を整備するものでございます。これは沖縄振興特

別推進交付金を活用して実施しているところでござ

いまして、現在実施設計を行っているところでござ

います。平成27年度には工事に着手させていただき

まして、平成28年度の供用を今目指しているところ

でございます。

○新里米吉委員 大変結構なことだと思います。

次、中城湾港マリン・タウン臨海部土地造成費の

工事請負費について、ホテル用地分6550万円という

ことと、文化交流商業・商業Ｂ・Ｃ分3900万円、こ

れは平成27年度予算ではどういうことを予定してい

ますか。

○末吉幸満土木建築部長 ホテル用地分譲のために

区画道路というものが整備が必要になってきます。

そのための道路の整備として6500万円、同様に文化

交流・商業施設用地のＢ・Ｃの分譲のための区画道

路の整備費として3900万円を計上させていただいて

いると。

○新里米吉委員 西原町側にあるホテル用地につい

ては県有地になっているかと思うのですが、そうで

すか。

○古堅孝港湾開発監 ホテル用地については県有地

となっております。

○新里米吉委員 ここは県有地でホテルを予定して

いますが、もう十数年来、ここは県有地ですから、

県が担当ですが、悪戦苦闘して明るくなったり暗く

なったりの繰り返しです。今もまだはっきりとした

めどは立てにくい。ただ、マリン・タウンにＭＩＣ

Ｅが建設されると、この県有地のホテル用地は非常

に明るくなると思うのです。見通しが立つと思うの

ですが、どう見ていますか。

○古堅孝港湾開発監 ホテル用地につきましては、

現在ＭＩＣＥの候補地になっていることから、公募

を控えております。ＭＩＣＥが来ると、県有地を含

めて、商業地も含めて、全て一括で購入という形に

なるかと思われますので、現在公募を控えていると

ころでございます。

○新里米吉委員 そうすると、ＭＩＣＥが決まって

からホテル用地が動くかどうかは、それからまた皆

さんもそういう動きを始めると、再開するというこ

とになりますか。

○末吉幸満土木建築部長 港湾開発監が今説明しま

したように、ＭＩＣＥの候補地は決まっていないと

いうことで、私ども予算計上させていただいていま

すが、ＭＩＣＥが当該地に決定した場合には、この

予算は当然執行はないということでございます。

○新里米吉委員 それから、那覇港における人流・

物流拠点港湾整備事業、平成26年度の１億1334万円

から平成27年度９億1400万円、大幅増になっていま

すが、今回どのような事業を展開するのですか。

○末吉幸満土木建築部長 那覇港における人流・物

流拠点港湾整備事業は、総合物流センター整備事業

と臨港道路浦添線無電柱化事業の２つで成り立って

います。平成27年度、総合物流センター整備事業と



して基礎工事等として９億800万円、さらに無電柱化

事業としては実施設計として600万円を計上している

ということで、大幅な増になりました。

○新里米吉委員 中城公園整備事業、進捗状況と平

成27年度の事業計画を伺いたいと思います。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 中城公園整

備事業の平成26年度末の進捗状況ですが、事業費ベー

スで63.4％となる見込みです。また、平成27年度は

約３億9000万円の事業費で、用地取得や園路整備、

また東口の駐車場の整備等を予定しているところで

あります。

○新里米吉委員 小波津川改修事業の進捗状況、そ

れから平成27年度の事業計画を伺います。

○上江洲安俊河川課長 小波津川の平成26年度末ま

での進捗率は、事業費ベースで約65％の見込みとなっ

ております。平成27年度は２億1500万円を計上して

おりまして、国道329号の橋梁改築、町道の橋梁改築

に伴う負担金及び国道より上流側の河川護岸工事を

実施する予定となっております。

○新里米吉委員 直接今年度の予算との関係ではあ

りませんが、辺野古新基地建設に関して、沖縄防衛

局が普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視

等委員会―環境監視等委員会に配付した資料が一部

書きかえがあったということが新聞で報道されてお

ります。県に提出された資料も、当初３本の仮設桟

橋、岸壁だったものが現在では１本になっていると

報道されていますが、事実関係はどうなっています

か。

○末吉幸満土木建築部長 沖縄防衛局が３月10日に

ホームページ上で実際に環境監視等委員会で配付し

た資料を公表しております。その内容と県に提出さ

れました資料を確認したところ、県に提出した資料

では仮設桟橋を１基設置するなどの記載となってお

りまして、環境監視等委員会で配付した資料の記載

とは異なっていることを確認しております。

○新里米吉委員 これはもっと詳しいことでは、桟

橋、岸壁が昨年の６月時点で３本、それから７月の

県への岩礁破砕申請では２本、現在は１本というこ

とが報道されていますが、そのとおりですか。

○赤崎勉海岸防災課長 岩礁破砕の申請については

農林水産部の水産課に提出されておりまして、詳細

は具体的にはわからないですが、土木建築部に提出

されたものに対しては今回初めて提出されておりま

すので、それが１基だったということです。

○新里米吉委員 皆さんのところにも資料は届いて

いるわけですね。

○赤崎勉海岸防災課長 届いております。

○新里米吉委員 資料に黒塗りはありますか。

○赤崎勉海岸防災課長 貴重種とかそういったもの

が存在しているところ、あるいは移設するところに

ついては白抜きにされておりまして、確認すること

ができないという状況です。

○新里米吉委員 先ほども話がありましたが、県が

埋立承認をするときに、留意事項で知事から環境監

視委員会の設置を求めておりました。その委員のお

一人が辞任をされるということが私たちが日程を審

査した後に出てまいっておりまして、ぜひそれを委

員会で協議ができるように取り計らっていただきた

いと思います。

最後に、少し気になったことがあったので、国場

川の工事で下請が県外業者ということがありました。

県外業者が下請になるということで少し気になって

いるのは、そこが事実上のチャンピオンなのかと。

普通で言う下請なのか、そうではなくて、そこがむ

しろ実権を握っているような下請なのか、そこら辺

が少し気になったものですからお伺いします。

○上江洲安俊河川課長 国場川については、元請は

当然県内業者でございまして、その下請については、

深浅測量だとか磁気探査とか、そういったものも下

請に付しているところでして、しゅんせつについて

も、約3000万円程度という割合としては少ない状況

です。

○新垣良俊委員長 奥平一夫委員。

○奥平一夫委員 最初に下地島空港の件について伺

いたいと思うのです。下地島空港の、先ほどの答弁

にもありましたように、ＲＡＣとかＪＴＡの訓練が

この１年ぐらいされているということで、確認した

いのですが、何回とおっしゃいましたか。

○多嘉良斉空港課長 ここ数年の訓練回数でござい

ますが、平成21年が１万9045回、ＪＡＬが撤退しま

した平成23年が１万1307回、平成25年が6030回、平

成26年が1127回となってございます。1127回の内訳

としましては、ＪＴＡが26回、ＲＡＣが620回、国が

所有する航空機が481回となってございます。

○奥平一夫委員 利用料だとか航空機燃料譲与税だ

とかというものがかかりますね。これはそれぞれ幾

らでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 宮古島市への航空機燃料譲与

税の推移といたしまして、平成21年に8174万6000円、

平成22年が9883万3000円、平成23年が6539万3000円、

平成24年が7150万6000円、平成25年が5829万7000円

となってございます。



○奥平一夫委員 例えば平成26年、1127回飛んでい

ますが、これに係る航空機燃料譲与税というものは

お幾らぐらいが想定されますか。

○多嘉良斉空港課長 平成26年度の航空機燃料譲与

税についてはまだ算出されてございません。

○奥平一夫委員 では、空港利用料は幾らぐらいで

すか。

○多嘉良斉空港課長 約1380万円ほどになります。

○奥平一夫委員 それから、皆さんが公募をかけて

ようやく事業者が４事業者に絞られてきたというお

話の中で、周辺残地、これはいろいろありまして、

県有地、市有地、私有地というものがありますが、

交換分合によってかなり県有地と市有地がふえてき

たと思うのです。その辺は所有権移転等は今どれく

らい進んで、私有地というものは割合は何％ぐらい

になっているのでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 申しわけございませんが、細

かい数値は持ち得ておりませんので、後日提出した

いと思います。

○奥平一夫委員 結構です。

それから、少し気になるのがありまして、周辺残

地、地元の皆さんが所有権移転をしたのですが、今

黙認耕作している方が結構いますね。これは大体ど

れくらいでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 利用されていない県有地295ヘ

クタールのうち、約191ヘクタールの土地において伊

良部地区の住民がサトウキビ等の耕作を行っており

まして、耕作者数が158人となってございます。

○奥平一夫委員 残地を使うということについて、

その辺が非常に心配なものですから、この辺も県と

してどのようにして黙認耕作地の皆さんを説得して

事業に対応していこうと考えているのか、その考え

方を聞かせてください。

○多嘉良斉空港課長 黙認で土地を利用するに当

たっては、そういう覚書といいますか、毎年行って

おりまして、そういう県が土地を使う事情が出た際

には、無償で返還していただくという形を明記して

印鑑をいただいております。

○奥平一夫委員 この158名の方に覚書の書面をも

らっているということですか。

○多嘉良斉空港課長 先ほど毎年と言いましたが、

５年ごとにいただいておりまして、全員の方からい

ただいているということです。

○奥平一夫委員 例えば公募事業が急ピッチに進ん

だとして、いきなりそこを開放してくれというわけ

にはいかないのですね。この辺はどのようなめどが

立っているのですか。

○多嘉良斉空港課長 今年度利活用公募事業が絞り

込まれましたら、来年またその事業者と協議を進め

ていきます。その中で実現可能性について私ども検

討するわけですが、そういった中で、地権者にも事

業の内容を御説明して理解を求めていきたいと考え

てございます。

○奥平一夫委員 それから、公募の件です。10事業

者が公募して、今４事業者に絞ってということだっ

たのですが、私がもらった資料では、農業関連、あ

るいは防災訓練施設の応募もあったと思います。こ

の辺はなぜ４事業の中に入っていないのか、その辺

の理由をお聞かせください。

○多嘉良斉空港課長 各事業の内容でございますが、

今回それぞれの企業の戦略とかアイデア等々が入っ

てございまして、県の意思決定過程の段階では公表

を差し控えしているところでございます。また、そ

れについては公募の中にも明記をしてございます。

○奥平一夫委員 公募した10事業者に対してどうい

うことを重点的に審査をされたのでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 検討委員会においては、事業

の主体性、将来性及び資金計画等の観点から評価を

行ってございます。

○奥平一夫委員 それだけですか。

○多嘉良斉空港課長 あとは地域の貢献度とかそう

いったことも評価してございます。

○奥平一夫委員 資金的なこととはどういうことで

しょうか。

○多嘉良斉空港課長 私ども公募に当たっては、事

業者みずから事業をしたいということで、しっかり

と資金も事業者が持ち込んで事業をしていただきた

いというところで要望いたしておりますので、国で

ありますとか県でありますとか、そういったところ

に事業費を求めているという提案に対しては、評価

ができていないという状況でございます。

○奥平一夫委員 つまり、自前で事業資金を出して

やりますよということだと思うのですが、これはど

のようにして確認をされるのですか。

○多嘉良斉空港課長 提案書の中にどういった形で

資金をやりくりするかというところまで求めてござ

います。

○奥平一夫委員 少し戻りますが、農業関連の事業

者も応募していたのです。これはかなり有望ではな

いかというお話も聞いてはいたのですが、これはど

ういう理由で外されているのでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 今回４つの事業に対しても、



情報を控えていますが、４つに選ばれなかった事業

につきましては、それぞれの企業のイメージであり

ますとか信頼とかございますので、私どもとしては、

内容については公表しないという予定でございます。

○奥平一夫委員 では、地域社会の貢献度はどうい

う意味でしょうか。地域社会の貢献度というものは

どういうイメージでいますか、それを考えておられ

るのですか。

○多嘉良斉空港課長 新たな利活用事業が下地島で

展開することによって、下地島並びに宮古島の知名

度が上がって、参入した企業を起爆剤、さらには誘

発剤という形で新たにまた事業が追随してくるよう

なイメージで私どもは思ってございます。

○奥平一夫委員 これは地元の雇用という観点はい

かがでしょうか。

○多嘉良斉空港課長 提案の中には地元からも雇用

をするという提案もございます。

○奥平一夫委員 地元にとっては、若い人がなかな

か戻ってこないということと、あるいは若い人が少

し仕事がうまくいっていないということなど結構あ

るので、地元では雇用に対する期待というものが非

常に大きいものがあるのです。ですから、そういう

意味では、雇用という視点でもできれば強く入れて

いただきたいと思います。

では次に、伊良部大橋についてお伺いをしたいと

思っています。おかげさまで１月31日には見事な大

橋完成のセレモニーも成功裏に終わったと思ってお

ります。これから伊良部架橋を活用しながら地域の

振興というか、そういう意味で、下地島空港と連携

したいろいろな振興策が考えられると思うのですが、

土木建築部長、その辺について考え方を少しお願い

できますか。

○末吉幸満土木建築部長 １月31日に皆さんもおい

でいただきまして本当にありがとうございました。

当然我々、伊良部島だけではなくて、これで多良間

島を除いてほとんどの離島が宮古島とつながったと

いうことでございまして、これから恐らく宮古島市

で大きな催し物、トライアスロン大会などでは３つ、

４つの橋を使っていくのではないかと非常に期待し

ているところでございます。当然伊良部大橋が開通

したことによりまして、下地島の利活用というもの

は相当期待されるようなことがございまして、我々、

今一生懸命下地島利活用を検討しているところでご

ざいますが、このスピードをとにかく速めて、先ほ

ど空港課長からは平成27年度に事業を決定したいと、

我々もそう思ってやっていますので、早目に下地島

空港の利活用というか、跡利用のことを立案させて

いただきまして、地域の発展につなげていきたいと

思っております。

○奥平一夫委員 これだけの答弁をいただいて非常

に言いにくいことではあるのですが、実は伊良部架

橋に着工するころに、私は伊良部架橋には歩道はな

いのかとお聞きをしました。その際は、いや、歩道

ではないのだ、路肩でやるのだというお話。あれは

どういう理由で歩道が設置できなかったのか、お伺

いしたいのです。

○上原国定道路街路課長 伊良部大橋は全長で4.3キ

ロメートルございますし、当初から建設費が非常に

高額になるということで、補助事業でやる手前、国

土交通省と協議いたしまして、コストをなるべく下

げるということで、当初歩道を計画しておりました

が、歩道をなくして、路肩で歩行者をさばいていく

という形で、コスト縮減のためにそれを省略したと

いうところでございます。

○奥平一夫委員 そのときに県警察本部長からも御

意見を伺っているのです。県警察本部長にお伺いし

ましたら、交通安全の面からしますと、歩行者があ

る道路においては、車道と歩道の区分があったほう

がよいと考えているということをおっしゃっている

わけです。交通安全という点からすれば、どうして

も少し段差があって、歩道を確保するということの

ほうが必要だと。地元でも当時、これが非常に危険

だという新聞記事等もたくさん出ていまして、何と

か歩道を設置できないだろうかということがありま

した。今は伊良部大橋が開通したので静まり返って

おりますが、かなり交通量もふえてきますので、歩

道はどうだろうかということの声が上がってきます。

私は絶対必要だと思うのです。これはかなりふえて

まいりますから、路肩で交通安全を図るということ

はいかがなものかと思いますが、土木建築部長、い

かがでしょうか。

○上原国定道路街路課長 1.25メートル路肩を設け

ていますが、舗装の色を変えまして、車両が路肩に

は入りにくいような形の交通安全上の一応配慮をし

ているということでございます。

○奥平一夫委員 道路街路課長にはその程度しか答

弁できないと思いますが、でも、これは交通安全と

いう観点から考えれば、歩道設置というものはこれ

から重要になると思います。今すぐとは言いません

が、それをぜひ、例えば沖縄振興一括交付金でやっ

てもらうとか、当時は補助事業ですから強いことを

言わない、沖縄総合事務局もいるので余り発言しな



いでくれと言われたことがあるのです。だけれども、

もうできてしまったので、では、後々言うよという

話で今発言しているわけです。いかがですか。もう

少し検討するというぐらいは答弁はしてもらわない

と、これは困ります。

○末吉幸満土木建築部長 先ほど道路街路課長が説

明しましたように、伊良部大橋は4.3キロメートルあ

りまして、それだけ歩く人がいるかということが一

つ当時議論になりました。自動車専用道路としてや

るべきではないかという議論もございました。県と

しては、4.3キロメートル区間でも歩く方はいらっ

しゃるかもしれないということで、頑張って1.25メー

トルの路肩というものを確保したつもりでいます。

その1.25メートルの、今カラー舗装させていただい

ているのですが、それがマウンドアップしたほうが

安全かどうかということは別問題でございまして、

例えばポールをどこかに立てるとか、あるいはチャッ

ターバーを置くとかということで、車の方々に注意

喚起するようなことは可能だと思いますので、それ

は検討させてください。

○奥平一夫委員 伊良部架橋のロケーションはすば

らしいのです。乗用車で行くと、車が通ると、目線

を遮られるわけですね。余りよくないのです。だか

ら、ウオーキングであったり、観光客が特にそこを

歩いてロケーションを楽しむということがかなりふ

えてまいります。そういう意味では、しかも交通安

全という視点を置きながら対処しないと、これは少

しまずいのではないのかと思いますが、交通安全と

いう意味で大丈夫でしょうか。これはさっきも言っ

たが、今すぐという話ではありませんので、県警察

本部長にも次の定例会でお聞きしたいと、交通安全

面でどうなのだ、あなたのところはこのように答弁

しましたよということをおっしゃっていたのでお聞

きしたいと思います。歩道ということも視野に入れ

ながら、伊良部大橋をぜひ見ておいてください。

○多嘉良斉空港課長 先ほど奥平委員から、下地島

の残地600ヘクタールの中で私有地がどれぐらい占め

ているかという御質疑についてお答えします。

私有地は約12ヘクタールで、全体の２％となって

ございます。

○新垣良俊委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時25分再開

○新垣良俊委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

新垣清涼委員。

○新垣清涼委員 当初予算案説明資料の資料３で、

主な事業の概要で34ページ、がんじゅーどー事業に

ついてお尋ねします。

これは事業概要を見ると、県民の健康づくり活動

のウオーキング、ジョギングするために利用しやす

い道路空間を形成する経費となっております。ウオー

キング、ジョギングをするための利用しやすい道路

空間の説明をお願いします。

○末吉幸満土木建築部長 従来の歩道整備はアスフ

ァルト舗装やブロック舗装等で行っています。がん

じゅーどー事業は、県民の健康づくりを推進するこ

とを目的としておりまして、ウオーキングやジョギ

ングしやすい歩道空間を形成するということですの

で、具体的には、既存の歩道にラバー舗装、ゴムチッ

プとかそういう舗装をして、あるいはフットライト

等を設置するような事業となっております。

○新垣清涼委員 平成26年度予算から３倍ぐらいに

なっています。特に今、県も今年度事業の予算のポ

イントの中に健康長寿沖縄の推進ということで、そ

れだけ力を入れているのかと思っているのですが、

その３倍になった理由を御説明をお願いします。

○嶺井秋夫道路管理課長 今年度沖縄本島北部、中

部、南部、宮古、八重山、５つの地区でモデル路線

を選定しまして、その設計を行っております。平成27

年度はその設計に基づいて工事を予定していること

から、前年度委託費で、今年度は工事費ということ

で、その分増額になっております。

○新垣清涼委員 各地域でモデル事業ということで

すが、北部はどの路線、中部はどの路線というもの

がもし決まっていたら教えてください。

○嶺井秋夫道路管理課長 北部からいきますと、北

部は古宇利屋我地線、これは屋我地大橋で予定して

おります。中部が沖縄県総合運動公園線、南部が奥

武山米須線、宮古が高野西里線、八重山が石垣浅田

線を予定しております。

○新垣清涼委員 以前に自転車道路の整備を県は取

り組んだと思うのです。ウオーキングもジョギング

もいいのですが、また健康づくりのためにもう一つ、

自転車道の整備も必要だと思うのです。そこら辺の

推進については今どうなっていますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 現在行っております事業

は、早期整備を図るために既存道路の歩道の空間を

活用する計画となっておりまして、自転車道につき

ましては歩行者との分離が必要となりますので、今

後歩道幅員の広い道路で整備する際には検討してい

きたいと考えております。



○新垣清涼委員 宜野湾市だと、伊佐から普天間ま

での道路が、県道81号線ですか、歩道の幅員がかな

りあります。そうすると、その区間だけでも、要す

るに自転車の表示をして、よく本土であります自転

車を優先する道路、そういうのも必要かと思ってい

るのですが、そのように整備をしている箇所として、

あるいは道路の延長として、どの地域にどのぐらい

整備されているか、もしあるのでしたら―自転車専

用道路としてもありますか、それはまだないですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今自転車道として整備し

ているのは玉城那覇自転車道の１路線のみでござい

ます。

○新垣清涼委員 次は、県営住宅の建設費のところ

です。宜野湾市で今進められていて、32戸ですか、

大謝名団地はふえるということですが、県全体とし

てそのふえる分、高齢者用に整備する住宅というも

のは何％ぐらいあるか、それはわかりますか。

○嘉川陽一住宅課長 県営住宅につきましては、平

成32年度までに建てかえる事業ということで、７団

地合計で1682戸を予定しております。これらの団地

につきましては老朽化が進んでいるということでご

ざいますが、やはり古い団地ですので、バリアフリー

という面では機能的に劣っているということです。

これらの団地を建てかえることによって、高齢者、

あるいは障害者にも優しい住宅を整備していくとい

うことを考えております。

○新垣清涼委員 今バリアフリーということの説明

ですが、現在高齢者だとか障害者用にドアのあけ閉

め、これではなくて、横にスライドするドアがあり

ますね。それが宜野湾市だと我如古にありますね。

１階はそういうドアになっているところがあるので

す。その割合はこれから建てかえするときにどのぐ

らい変わるのか。そういう計画もありますか。

○嘉川陽一住宅課長 建てかえに当たっては、入居

者が戻ってくるということがございますので、入居

者の実態をまず確認いたします。それから、さらに

まだ希望もとって、車椅子専用住宅ということで、

室内の段差がないのはもちろんでございますが、例

えば水回りでいきますと、洗面台、あるいは台所の

流し台、こういったところが車椅子でも使えるよう

になっているということ、それから室内は引き戸で

あるというところも配慮して、車椅子で生活できる

ということを可能にしているものでございます。

○新垣清涼委員 これから高齢化社会に向かって、

今の普通の健常者が入る割合とそういう高齢者や障

害者が入居する割合として、部屋の数を少し上げる

計画はあるか。それをやる必要があるのではないか

ということで聞いています。

○嘉川陽一住宅課長 新規の団地の建設に当たって

は、おおむね３％程度を車椅子専用住宅ということ

で整備したいと考えております。ただ、一般的に建

てかえられた団地については、室内の段差がないで

あるとか手すりがついている、もちろんエレベーター

がついているということで、一定程度のバリアフリー

化の配慮はなされていると思っております。

○新垣清涼委員 現在入居されている方で、要する

に、家族が途中で障害を抱えてしまった。そういう

ときに、３階、４階、こういう上のほうに住んでい

る方を１階に移ってもらう。そういうシステムとい

うものはあるのですか。

○嘉川陽一住宅課長 入居者からの、例えば高齢化

が進んで足腰が弱くなったということ、あるいは障

害を負ってしまっているという場合には、県のほう

に住みかえということの申請を出していただいてお

ります。ただし、その場合でも１階、もしくは希望

されている場合、２階ですが、そこがあくというと

ころまではお待ちいただくことになります。

○新垣清涼委員 牧港の県営住宅にお住まいの方で、

たしか４階か５階で、子供さんが重度障害になって

しまって、毎日おんぶして上りおりしている方がい

らっしゃるのです。そういう意味では、そういう制

度をぜひ紹介していただいて、下のほうにあくとこ

ろがあれば、早目に移していただきたいということ

をお願いして、終わります。

○新垣良俊委員長 前島明男委員。

○前島明男委員 それでは、資料３の34ページの事

業ナンバー193番、港湾改修事業についてから質疑い

たします。

もう待ちに待ったというか、私が議員になりたて

のころから、2000年に第１期目に当選したのですが、

その間もないころから本部港の沖防波堤はぜひ必要

だということで、私は名護市がもともと出身でも何

でもないのですが、いろいろもともとの深いつなが

りがありまして、向こうへ行くたびに、また台風の

たびに被害も大きくて、これは何とかしなければい

かんのではないかということで、ずっともう十数年

の必要性を訴えてまいりました。ようやくケーソン

の製作にもかかっているということで大変喜んでお

ります。まずその必要性から詳しく御説明いただけ

れば、これは図面をさっきもらったのですが、水深25

メートル前後のところに240メートルの沖防波堤をつ

くるのですが、詳しい御説明をお願いしたのです。



○田原武文港湾課長 本部港の沖防波堤については、

委員のおっしゃるとおり、台風時、岸壁に波が遡上

するということで、その対策の一貫として沖に防波

堤を整備することで、岸壁前面の波高を抑える、静

穏度をよくするという効果を図る目的で防波堤の整

備計画を立てて、平成24年度に事業化しているとこ

ろでございます。

○前島明男委員 240メートルですが、これは将来は

延ばす計画もあるのですか、これで終わりですか。

というのは、この240メートルで静穏度もかなりよく

なるとは思うのですが、これで十分事足りるのか、

あるいは将来的にも延ばす必要性、計画があるのか、

その辺はどうなのですか。

○田原武文港湾課長 現在防波堤の計画が240メート

ル、これは平成28年度までに終わりたいと考えてお

ります。防波堤の位置については、入港する船舶等

の大きさを勘案して現在の位置に配置していますが、

まずは平成28年度に完成させた後、港内の状況をま

た再度検証しながら、必要があれば防波堤を延ばす

こともあり得るのかと考えております。

○前島明男委員 観光客ももう随分ふえてきました

し、これからももっともっと観光客はふえるわけで

す。大型クルーザーを利用しての海外からの観光客

もこれから随分ふえてくると思うのです。今の本部

港の岸壁はマイナス何メートルですか。それで、何

万トン級の船までが接岸できるのか、その辺はどう

なのですか。

○田原武文港湾課長 マイナス９メートルの岸壁で

は、現在は２万トン級のクルーズ船は対応可能です。

将来的には５万トンが入れるように、防舷材、それ

から係船柱等は前もってそれに対応した規格で設置

しています。この後、最近のクルーズ船はさらに大

型化していますので、７万トン級になる場合は、海

上保安庁とまた協議の上で調整が必要となります。

ただ、現在のマイナス９メートルの岸壁は220メート

ルしかございませんので、５万トン級の対応にする

ためには、ドルフィン部という橋状の出っ張りを整

備する必要が生じてきます。それについては、また

クルーズの市場の動向も見ながら、必要性が高まれ

ば事業化は検討する必要があると考えています。

○前島明男委員 私はなぜ本部港にこだわるかとい

いますと、名護市にはそういう港がないわけです。

そういう数万トン級の船が接岸できるバースは本部

町にしかない。しかも、海洋博の元敷地内にすばら

しいリゾートホテルもできました。そういうことで、

本部町を中心としたあの周辺の町村が非常に本部港

に対する期待というものが大きいものがあるわけす。

そこを拠点にあの地域、北部一帯の産業振興を図る

必要性があるということから、本部港の整備は欠か

せないものがあると思っているのですが、将来的に

もこれから本部港の整備についてはもっともっと力

を入れていただきたいと思うのです。

そこで、具体的なことを聞くのですが、二十数メー

トルの深いところですから、当然捨て石マウンドを

してしっかり海底から立ち上げて、その上にケーソ

ンを乗せるわけです。このケーソンは二、三千トン

クラスのケーソンが必要かと私は思うのですが、ケー

ソンの大きさは幾らになっていますか。1000トンで

はちょっと足りないと思うのですが、3000トンぐら

いのケーソンですか。ケーソンの大きさ。

○田原武文港湾課長 ケーソンの規格は、幅が26.3

メートル、高さが19.1メートル、長さは20メートル

になります。重量としては3750トンございます。

○前島明男委員 そもそも3000トンは必要だろうと

私も思っていましたが、頑丈なものができるのでは

ないかと思って期待しております。ぜひとも将来も

本部港の整備については、これから大いに力を入れ

ていただきたいと思うのですが、土木建築部長の決

意のほどを。

○末吉幸満土木建築部長 本部港は北部の拠点港で

ございますので、しっかり整備していきたいと思っ

ております。

○前島明男委員 ほかにもたくさんいろいろ出して

あったのですが、もう一点だけお聞きしたいと思う

のです。小湾川の下流の整備について、一部整備が

始まっていますが、国道から下流に向かってです。

一部整備ができていまして、その工事については近

々完成のようですが、国道から北に向けて約200メー

トルぐらいはありますか、そこの整備がまだこれか

らなので、いろいろ調査設計もやっているように聞

いております。その状況はどのようなことになって

いるのか、それをお尋ねしたいのです。

○末吉幸満土木建築部長 前島委員が説明されまし

たように、小湾川の河口から国道58号までの450メー

トルの区間というものを整備しておりまして、この

うち河口から上流に向けて200メートルの区間は今年

度で整備が完了いたします。その200メートルから上

の国道58号までの間、約250メートルございますが、

これは良好な自然環境を保全しながら河川整備を行

うことで今考えております。今後、浦添市、あるい

は恐らく軍用地区もあるはずですから、そういう関

係機関との調整を図りながら、早期整備に向けて取



り組んでいきたいと考えております。

○前島明男委員 その整備をよろしくお願いいたし

ます。

もう一点だけ最後にお聞きしたいと思います。194

番の那覇港における人流・物流拠点整備事業、那覇

港総合物流センターの地盤改良を、平成27年度ごろ

基礎工事をやるということになっているのですが、

那覇港総合物流センターの完成はいつですか。

○田原武文港湾課長 那覇港総合物流センターの完

成は平成29年度となっております。

○前島明男委員 関係者というか、そこに入りたい

という希望者の方々から私に相談もあるのですが、

ぜひ入居される方々は県内企業を優先でお願いした

いということで、いろいろな条件を厳しくされると、

県内企業は中小零細企業なものですから、例えば資

本金が１億円とか２億円とかということで設定され

ると、とてもではないが、県内企業は入れないとい

うことで、その辺の入居者を決める場合には、でき

るだけ県内の企業がそこに入れるように配慮しても

らいたいという要望がございます。これはもう那覇

港管理組合が最終的にするのでしょうが、県の土木

建築部のほうからも、議員からそういう要望もあっ

たのだということを話していただければありがたい

と思いますので、その辺の御配慮方もお願いしたい

と思います。

○末吉幸満土木建築部長 那覇港総合物流センター

の入居企業ですが、那覇港管理組合の今の考えでは、

公募により選定することとなっております。その中

で、単純な倉庫移転の企業ではない、国際物流拠点

産業集積地域の理念である物流の高度化及び付加価

値を生む企業を優先したいということが今前提にご

ざいます。ただし、先ほど前島委員からも指摘があ

りましたように、今年度アンケート調査したところ、

当該物流センターの参入意向を示している企業は８

割が県内企業ということで聞いております。アンケー

トをとったところ、その企業の中の８割が県内企業

ということを踏まえて、適切な公募の状況のあり方

はしっかり検討していきたいということを聞いてお

ります。

○前島明男委員 いろいろ条件はあるのでしょうが、

県内企業がそこに入居して、県内の物流事業の発展

のために、産業振興のために活動できるような場を

ぜひとも考慮してもらいたいということをお願いし

て、終わります。

○新垣良俊委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 最初に、先ほどがんじゅーどー事業

について質疑がありましたが、その関連でお聞きし

たいのです。先ほどの答弁の中に沖縄県総合運動公

園線ということがありましたが、具体的に場所を教

えてくれますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 沖縄県総合運動公園線の

運動公園の入り口の前後を予定しております。

○金城勉委員 国道329号ですか、それとも海側の県

道ですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 県道の守礼のアーチのあ

るところを予定しております。

○金城勉委員 長さは東西どのようになっています

か。

○嶺井秋夫道路管理課長 長さは約1.6キロメートル

を予定しております。

○金城勉委員 では、そんな長い路線ではないのだ

な。それで、先ほども話が出ましたが、がんじゅー

どー事業という名称からしてもそうですし、ウオー

キング、あるいはまたもう一つ、自転車道の整備な

どもありました。そういう歩道整備と自転車道整備、

これはがんじゅーどー事業という名称にふさわしい

整備のあり方だと思うのですが、今後の歩道整備と

自転車道整備についての計画、考え方について御説

明いただけますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 今行っておりますがん

じゅーどー事業、歩道整備ですが、これにつきまし

ては、今年度モデル路線の整備を行いますので、そ

の効果検証を踏まえて全県的に路線をふやしていき

たいと考えております。自転車道につきましては、

現在県全体としての計画は特に策定はしておりませ

んが、現在那覇市とか浦添市、名護市で自転車ネッ

トワーク計画を策定しておりまして、県、国も今一

緒になって取り組んでいるところでございます。そ

の他の圏域につきましても、関係市町村の意向を確

認しながら、連携して対応していきたいと考えてお

ります。

○金城勉委員 これは健康長寿県復活のためにも非

常に大事な事業だと思いますので、計画的に全県に

順次年次的にふやしていけるように、ぜひ取り組ん

でいただきたいということで要望申し上げたいと思

います。

次に、中城湾港新港地区物流拠点化促進整備事業

ですが、新年度に上屋の整備をすることになります。

その辺の状況の説明をお願いできますか。

○末吉幸満土木建築部長 中城湾港新港地区の東埠

頭につきましては、これまで1000平米の上屋１棟を

整備して、平成23年３月に供用を開始しております。



２棟目となる上屋は2000平方メートルになりまして、

平成27年度より実施設計及び工事発注を行いまして、

平成28年度内の供用開始を目指しているところでご

ざいます。

○金城勉委員 今、東埠頭は泡瀬埋め立てと連動さ

せてしゅんせつ工事がなされていると思うのですが、

その進捗状況はいかがですか。

○田原武文港湾課長 国のしゅんせつ事業について

は平成28年度完了予定となっております。

○金城勉委員 ということは、平成28年度しゅんせ

つが終わったら、東埠頭も供用開始となるのですか。

○田原武文港湾課長 そのとおりでございます。

○金城勉委員 今、西埠頭が実証実験もなされて、

物流の取扱量も大分ふえてきて、定期化になったよ

うですが、東埠頭については、その運営のあり方と

してどのように計画されていますか。

○田原武文港湾課長 東埠頭側の上屋の運営につい

ては、西埠頭同様、公募で利用者を選定していきた

いと考えております。

○金城勉委員 公募はいいと思うのですが、その際

に、今、西埠頭でも地元の中部の企業の皆さん方が

一生懸命頑張っていますので、那覇港と比べると、

規模もキャリアも違うので、単純に公募方式になっ

てしまうと、恐らく那覇市の強い業者が乗り込んで

きて、結局、仕事も持っていってしまうのではない

かという懸念も地元からは上がっているのです。で

すから、その辺の配慮の仕方ということが必要だと

思うのですが、その辺のところについてはどのよう

に考えていますか。

○田原武文港湾課長 まず原則としては、公共で整

備しますので、公募という形をとることになります。

地元の企業に対する配慮というものについては、今

考えられるものとしては、当然中城湾港新港地区に

対するこれまでの貢献とか、これまで実証実験をやっ

てきましたが、貨物集めについて船社だけでなく、

地元うるま市、沖縄市の協力も得ながら、かつ荷役

にかかわる企業も貨物集めに大分力を入れてきたと

いうこともございますので、そういった貢献度を評

価するようなポイントも考えられるのかと思ってお

ります。

○金城勉委員 これまで苦労して積み上げてきて、

西埠頭も大分発展してきて、定期船まで持ってきた。

こういう実績もぜひ評価していただいて、その地域

が活性化できるような形のあり方というものをぜひ

研究して、また配慮いただけるように、これは土木

建築部長、どうですか。

○末吉幸満土木建築部長 今の金城委員の御指摘、

私どもの港湾課長が回答しましたように、今まで地

元の西埠頭の発展、あるいは沖縄市、うるま市の発

展に頑張ってきてくれた企業はどうにか配慮できる

かということは、公募の中で勉強させていただきた

いと思います。

○金城勉委員 今、西埠頭で定期船が就航できるよ

うになっているのですが、鹿児島航路、先島航路、

取扱量を含めてこの状況を教えてくれますか。

○田原武文港湾課長 まず鹿児島航路は現在実証実

験中でございますが、これについては平成27年４月、

来月から定期運航を開始するということになってお

ります。それから先島航路については、昨年、平成26

年11月から南西海運株式会社が、これは週１回でご

ざいますが、定期運航をしているという状況にあり

ます。取扱量、貨物については、鹿児島航路につい

ては、実証実験開始直後が大体月226トンで、昨年の12

月までの実績が月2144トンということで、約9.5倍に

増加しております。それから先島航路は、これまで

に16回運航しております。１回当たりの平均貨物量

が約200トンとなっております。貨物量は増加傾向に

あるという状況でございます。県としては、これま

で同様、定期運航の継続に向けて貨物の掘り起こし

について支援していきたいと考えております。

○金城勉委員 今、本土の場合は鹿児島航路だけで

すが、皆さんの計画の中にも本土その他の都市地区

の航路への開拓も考えていると話が前ありましたが、

その後の取り組みはいかがですか。

○田原武文港湾課長 大都市圏の航路については、

当初平成27年度に開始する予定としておりましたが、

今年度事前に船会社へのヒアリング等を実施してお

ります。その中で船社からは、上屋とか照明、給水

等の港湾関連施設整備が必要不可欠であるという話

がございましたので、実証実験の開始前に今年度整

備着手します東埠頭の上屋、それから周辺の照明等

の整備を先行して、完成に合わせた形で大都市圏の

航路の実証実験に取り組んでいきたいと考えており

ます。

○金城勉委員 そこのところも航路をふやして、取

扱貨物量がふえれば雇用もふえ、地域の経済活性化

への波及効果も大きな期待ができるわけですから、

ぜひここは進めていっていただきたいと思います。

次に、山里地区の再開発事業、これについて県の

かかわり方を御説明いただけますか。

○末吉幸満土木建築部長 山里第一地区市街地再開

発事業については、昨年の11月に組合設立の認可申



請がなされております。現在沖縄市において事業計

画の公告縦覧等の手続を行っているところでござい

まして、３月中の認可に向け鋭意作業を進めている

ところであります。

○金城勉委員 今回県からも支援をいただくという

ことに具体的に決定をいただきました。その予算額

についてはいかがですか、具体的な数字を。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 市街地再開

発事業の県の支援額ですが、県としては約４億円程

度支援したいと今考えているところであります。

○金城勉委員 都市計画・モノレール課長、大変あ

りがとうございました。私も昨年から気をもんでお

りまして、私が青年時代、アパートを借りて、そこ

で四、五年お世話になったこともあって、非常に愛

着がある地域でして、その辺の周囲の状況も住環境

もよくわかっておりますから、再開発はもう喫緊の

課題として迫っておりましたので、県が決断したこ

とによって、事業がもう一気に進んでいくというこ

とで、沖縄市も関係者もみんな喜んでおりますから、

ぜひ引き続き後押しをして、これが成功できるよう

にお願いをいたします。

それと次に、泡瀬地区の埋め立てについての進捗

状況を御説明いただけますか。

○古堅孝港湾開発監 それでは、泡瀬地区の進捗状

況について説明いたします。

まず、平成26年度末の進捗見込みは、国は埋立土

量ベースで約53％、県は事業費ベースで約23％となっ

ております。今後のスケジュールとしましては、国

は平成28年度に事業を完了する予定と聞いておりま

す。県は平成30年度に埋立工事を完了する予定とし

ております。

○金城勉委員 取りつけ道路の完成見込みはどうで

すか。

○古堅孝港湾開発監 アクセス道路につきましては、

今年度から仮設の桟橋工事に入っております。完成

見込みとしては平成32年度末を目標にしております。

○金城勉委員 平成30年の県の事業完了で、平成32

年末の今のアクセス道路の完了ということですか。

○古堅孝港湾開発監 アクセス橋梁は４車線の800

メートルとなっております。完成断面での供用が今

平成33年度と予定していますが、とりあえず片側、

２車線だけ先行させるように暫定供用を今現在検討

しているところでございます。

○金城勉委員 このアクセス道路の都合でビーチの

供用も現在できないと聞いていたのですが、このア

クセス道路の完成が平成32年末となると、それまで

はビーチの供用もできないということになるのです

か。

○末吉幸満土木建築部長 ４車線の完成が平成32年

度中ということで、２車線の暫定というものが平成30

年度になります。その間、去年も沖縄市が暫定で期

間限定で使ったりしているのですが、そういうこと

でしか少し可能性がないかと思っています。ただ、

これから仮桟橋をつくっていきますが、現在ある仮

桟橋を使って去年いろいろ催し物をやっていただき

ました。そういうもので、期間限定で使うというこ

とは可能かと思っています。

○金城勉委員 期間限定ということは、例えば夏の

期間だけ供用するとかということもあり得るのです

か。

○末吉幸満土木建築部長 これが連続的に何カ月間

という話ができるか、あるいは週末、去年もいろい

ろな催し物を土曜日とか日曜日にやっていただいた

のですが、そういう格好で、１日、２日限定という

形は少し勉強させていただきたいと思います。当然

供用工事で仮設桟橋を使いながらのビーチの供用と

なった場合に危険性を伴うものですから、そのとき

に工事を一瞬とめてこういう使い方ができるかとい

うことは少し研究が必要かと思います。

○金城勉委員 では、その辺のところはまた研究し

ていただくとして、よろしくお願いします。

最後に、下水道課にお尋ねします。沖縄市比屋根

地域、これはこれまでにも話題になったことはある

のですが、例のマニング社が敷設した下水道の管理、

そしてこれがなかなか地域にいろいろと課題を与え

ているということもありますので、これは一義的に

は沖縄市が対応しなければいけないのですが、ただ、

この問題は、私は戦後処理ともかかわらせてでも何

らかの手が打てないのかという気もしているもので

すから、その辺の対応の状況について御説明いただ

けますか。

○下地栄下水道課長 まず整備状況について御説明

申し上げます。平成25年度末現在、比屋根地域にお

ける下水道の整備状況は、整備率が約94％、接続率

は約58％となっております。整備率に対し接続率が

低いことから沖縄市では、未接続世帯を対象に戸別

訪問を通して、下水道への接続の必要性、接続義務

及び水洗便所等資金貸し付け及び補助制度について

説明を行いながら、接続率の向上に取り組んでいる

ところでございます。

戦後処理の問題ですが、なかなか難しいところが

あって、以前沖縄市と国との間でも、民間の会社と



権利者との関係ということで、戦後処理にはならな

いということも沖縄市から聞いているところでござ

います。

○金城勉委員 その辺の難しさというものは前々か

ら聞いているのですが、例えばそういう下水道の配

管工事が大分敷設が進んで９割以上になってきてい

るのですが、よしんばそういう地域住民が公共下水

道につないだとしても、今現在使っているマニング

社が敷設した管というものはそのまま残るのですね。

これが財産権の面からすると、非常に支障を来して

おりまして、そういう事情を知らないで買い取った

地主が建築のために掘り込んでみたら、マンホール

が出てきたとか配管が出てきたとかということが頻

繁にあるのです。ですから、そういう意味での配管

の撤去の問題というものは後々非常に大きな課題に

なるのではないかと懸念しているのです。これは土

木建築部長、何らかの手だてはないですか。

○下地栄下水道課長 御指摘のとおり、この問題に

ついては以前からたびたび出てきている問題でござ

いまして、かなり難しいところがあるのかと考えて

おります。今後とも第一線で仕事をされる沖縄市と

一緒に、県としても前向きに取り組んでいきたいと

思っております。

○金城勉委員 土木建築部長、これはもう事情をよ

く御存じだと思いますので、これはそのまま放置す

ると、いずれ大きな課題を先送りしてそのまま残す

ことになりますので、いろいろ難しいところはある

と思うのですが、何とか知恵を出して、沖縄市と一

緒に何とかその辺の取り組みを検討してもらえませ

んか。

○末吉幸満土木建築部長 県の土木建築部だけでは

なくて、環境部も多分関与する話だと思いますので、

環境部、あるいは沖縄市、これも私もずっとこの委

員会で指摘されていますので、金城委員、嘉陽委員

からもしょっちゅうお叱りを受けていますので、下

水道課長としてもどうにかしたいという思いは一緒

ですが、どのような仕組みがとれるかということは

しっかり勉強していきたいと思います。

○新垣良俊委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 ３ページの土木費の中に辺野古埋

め立て問題に関して予算が入っているかどうか、ま

ず教えてくれますか。

○赤崎勉海岸防災課長 入っておりません。

○嘉陽宗儀委員 なぜそれを聞いたかというと、今

コンクリートブロックが投入されて、皆さん方は一

応調査もして対応するということでやっていますね。

あれはどこから予算が出ていますか。

○末吉幸満土木建築部長 岩礁破砕で今調査してい

るのは農林水産部の水産課の所管でございまして、

土木建築部の予算には計上されておりません。

○嘉陽宗儀委員 前の議会でも、私は皆さん方との

関係で言えば、公有水面埋立事業について、現在と

り得る最良の環境保全対策がとられているといって、

埋立承認をしましたが、私はそのときにずっと一貫

して、皆さん方の対応は公有水面埋立法違反だとい

うことでかなり指摘をしてきたつもりです。皆さん

方の埋立承認書、この中身で公有水面埋立法につい

ての第４条関係がありますね。今進んでいる事態は、

そのときに私が指摘したことのとおりに進んでいる

と思うのですが、皆さん方はどう認識していますか。

○末吉幸満土木建築部長 今辺野古のほうで作業を

やっているというものはボーリング調査になります。

公有水面埋め立ての本体の工事というものはまだ

入ってございません。私どもボーリング調査をやる

際にも、当然環境には配慮しなさいとか、そういう

ことでボーリング調査の承諾をしたという状況でご

ざいます。

○嘉陽宗儀委員 当時の委員会の議事録を今持って

きたのですが、事後調査の話ではなくて、当然環境

保全措置というものがかけられているわけだから、

不確実なことがあると思う。さらに専門家の助言も

聞いて対策を講じられているかどうかということで

判断させてもらっていますが、あの時点でそういう

判断ができたのですか。

○末吉幸満土木建築部長 事業者は、これもいろい

ろ去年から私ども回答させていただいているのです

が、工事実施前から供用後の各段階でさまざまな環

境保全対策を実施するということで、その内容につ

いても申請書の中に添付資料として取りまとめられ

ております。そういうことで、私どもは審査の中で

は環境保全には十分配慮されているということで判

断したところでございます。

○嘉陽宗儀委員 承認書は、皆さん、誰が出したの

かわかりますね。その中で事業者について、信用で

きるかどうかという問題では事業者適格というもの

がありますね。皆さん方は事業者を信用できるとい

うことで、大丈夫だと答えていますが、今の時点で

も信用していますか。

○末吉幸満土木建築部長 公有水面埋立法第４条第

１項第６号に出願人が埋め立てを遂行するに足る信

用を有しているかということで、適合という判断を

させていただいています。



○嘉陽宗儀委員 新聞記事を持ってきたのですが、

資料改ざん、沖縄防衛局が沖縄県に出した資料で、

防衛省も書きかえを認めるといって、改ざんされた

資料を提出しているとありますが、これは事実はど

うですか。

○赤崎勉海岸防災課長 県に提出されたものは、仮

設岸壁が１本というもので提出されております。

○嘉陽宗儀委員 要するに、改ざんされたものが出

されているのですかと聞いているのです。

○赤崎勉海岸防災課長 県には３月６日にその資料

が届いておりますが、その後、３月10日に沖縄防衛

局がホームページで公開した資料によると、仮設岸

壁の部分で修正があったとなっております。

○嘉陽宗儀委員 これは修正があったといえば、き

れいごとですが、これは当初は虚偽の申請になるの

ではないですか。

○赤崎勉海岸防災課長 我々は環境監視等委員会の

議事録を求めておりまして、申請とは違います。

○嘉陽宗儀委員 申請ではなくて議事録の要求とい

うことですから、それはちゃんと資料を取り寄せて

県民に公表できますか。

○赤崎勉海岸防災課長 先ほども申しましたが、３

月10日に全て沖縄防衛局が沖縄防衛局のホームペー

ジで公開しております。

○嘉陽宗儀委員 今強引に工事が進められているの

ですが、都合の悪いのはふたをしてしまうというこ

とでは、やはり信頼性が欠けると思うのです。これ

では責任を持って環境監視等委員会は続けていくこ

とができないということで、国の監視委員が辞意し

ていますが、中身を知っていますか。

○赤崎勉海岸防災課長 いえ、我々も新聞紙上でし

か確認しておりません。

○嘉陽宗儀委員 新聞紙上であったにしても、これ

は重大事件ということで、今全国的にその行方をみ

んな見守っています。なぜこういうことになったか、

信頼してできないということについて、この委員が

どう考えたかということはわかりますか。

○赤崎勉海岸防災課長 新聞紙上でしか確認してお

りませんので、その方がどういうコメントをされて

いるかということは確認しておりません。

○嘉陽宗儀委員 私は皆さん方の承認は公有水面埋

立法に違反するのではないかということで指摘した

のですが、私が最初に強調したのは、県の埋立申請

書の中で曖昧表現、例えばどういうことかというと、

必要な措置を検討して適正に実施していくと。中身

はわからない。環境保全のために沖縄防衛局は必要

な措置を検討し適正に実施していくという表現が42

カ所、曖昧な表現が133カ所、必要に応じて云々とい

うものがずっと数えてみたら、結局、321カ所、何を

するかわからない。環境保全策もとれるかどうかさっ

ぱりわからない。沖縄防衛局の申請書類はそうなっ

ている。これは皆さん方もちゃんと検証したのです

よ。

○末吉幸満土木建築部長 それぞれの、一つずつの

審査項目で、どのように環境に配慮しているかと一

通り書かれてございます。それに対してから工事に

入る、あるいはその後で不確実性があるものについ

ては、当然それもいま一度勉強して、あるいは事後

調査して適正に解決しますという文書で我々は捉え

ています。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が出した公有水面埋立承

認書の中で別添資料というものがありますね、付随

文書。その中で、実際にとり得る最善の措置をとっ

ていると言っていますが、例えば環境保全策のため、

皆さん方がとり得る最善の措置といっている中身を

ざっと読んでみたら、とにかく全く何もやっていな

い、何もやらないような状況が許されるような状況

になっています。その最大の問題は、例えば環境保

全策として、米軍に対して適正にやるようにといっ

てマニュアルを示すことによって、環境を守っても

らいますという表現が結構あちこちあります。どう

ですか。

○末吉幸満土木建築部長 例えば大気質の関連で、

代替施設内で運用するサービス車両及び代替施設を

利用するアクセス車両による大気汚染防止対策につ

いては、米軍に対して低公害車の導入や適正走行の

履行について、マニュアル等を作成して示すことに

より注視するというものが何件かございます。

○嘉陽宗儀委員 このマニュアルというものは、具

体的には沖縄防衛局がつくるかどうかということで

かなり議論しましたが、結局、沖縄防衛局がつくっ

たかどうか確認していますか。

○赤崎勉海岸防災課長 まだでございます。

○嘉陽宗儀委員 沖縄防衛局がつくっていないのか、

つくっているが、皆さん方が問い合わせしていない

のか、いずれですか。

○赤崎勉海岸防災課長 留意事項の中で、環境保全

対策については事前に協議をしなさいということを

付しておりますので、事前に協議がなされたときに

そういう話が出てくるものだと考えております。

○嘉陽宗儀委員 今具体的にボーリング調査も含め

て、環境に重大な影響を与えるような埋立事業とい



うものは、土砂が埋め立てられていないだけであっ

て、具体的な仕事は進んでいますね。その場合に、

皆さん方が言うように、現在でとり得る最大の措置

をとっているという中身が今どうなっているのです

か。

○赤崎勉海岸防災課長 現在行われている海上ボー

リング調査については、代替施設本体の設計に必要

な地質データを取得するために行われているものだ

と考えております。我々は、その承認の際に付して

いる留意事項、環境保全に対する実効性を確保する

ために留意事項を付しています。これについては、

工事の施工、工事中の環境保全対策、あるいは供用

後の環境保全対策ということになっておりまして、

ボーリング調査については付しておりませんでした

ので、昨年６月６日に、ボーリング調査についても

しっかりと環境保全に配慮してください、環境保全

対策の実施状況について提供してくださいと文書で

沖縄防衛局に出しております。

○嘉陽宗儀委員 百条委員会のときでもかなり聞き

ましたが、結局は責任の所在が非常に不明確で、特

にアメリカに対してはマニュアルを示して、アメリ

カが守らなかったらどうするのだと私が質疑したら、

それでも守るまでアメリカにマニュアルを示します

ということの答弁でした。アメリカは今、皆さん方

のコンクリートブロック調査について、当面につい

ての調査について拒否していますが、そういう拒否

通知はありましたか。

○赤崎勉海岸防災課長 米軍のほうに立入制限区域

内の調査を申し入れていますのは、農林水産部の水

産課で岩礁破砕行為の確認をしたいということで申

し入れていると思っています。

○嘉陽宗儀委員 岩礁破砕についてはあした農林水

産部に聞きますが、皆さん方は埋め立てを承認した

部署ですから、皆さん方の責任でどうするかという

ことが今問われているのです。だから、アメリカが

聞かないのに、コンクリートブロックを投入してい

る、岩礁破砕の実態をどうするかという問題につい

ては、皆さん方の埋立承認そのとおりでいいかどう

かということを議論するために調査しているので

しょう。皆さん方が言う環境保全について、現在と

り得るべき措置をとったといって埋立承認した。し

かし、今いろいろ事態が進んでいる。皆さん方が調

査するということは、当然アメリカの拒否があろう

が、今後引き続きこれは調査していかなければなら

ない。今予算のことを言えば、皆さん方は埋め立て

を承認しながら、必要な調査の予算も全部組まない

と、今ゼロというのは異常ではないですか、事後処

理。予算がないほうがおかしい。

○赤崎勉海岸防災課長 現在、先ほども申しました

が、立入制限区域内で調査を申し込んでいるのは、

岩礁破砕の行為に対して現地を調査するということ

で、農林水産部のほうで行っていることであります。

岩礁破砕については、既に埋立区域内で承認してい

るとなっておりまして、埋立区域外で行われている

ところについての調査をするということで聞いてお

ります。

○嘉陽宗儀委員 今、辺野古の海を埋め立てて基地

をつくる問題についても、これは米軍基地関係特別

委員会でも聞こうと思っているのですが、皆さん方

が予想しなかったようないろいろな設備がどんどん

出てきている。当時の最初のアセスメントも全く関

係ないような状況で、オスプレイの配備を含めてど

んどん進んでいる。だから、少なくとも皆さん方は、

知事の態度から言えば、知事の公約との関係から言

えば、自然環境を守るという知事の公約の立場から

も、国の事業もアメリカが拒否した問題についても

必要な予算を確保して点検する。それから、環境監

視委員が辞退したその内容についても調査をして、

県民に明らかにする必要があるのではないですか。

○末吉幸満土木建築部長 これは私どもの土木建築

部だけではなくて、全体の基地行政をあずかる知事

公室と一緒の話になってくると思いますので、そこ

は知事公室と相談させていただきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 私どもも現場に行ったりしていま

すが、これまでの一般質問でもしました。力づくで、

選挙で10万票の差があって、知事が今必死になって、

向こうに絶対新しい基地をつくらさないぞと粘って

いるのに、国家権力も含めて、沖縄県民の意思を押

し潰そうとしている。それについて、我々は県議会

としてもそのまま黙っているわけにいかない。我々

は与党だから、何としてもその実現のために知恵を

出すのは当たり前ですが、これは県民的課題ですよ。

それについては心を一つにしてオール沖縄で、皆さ

ん方の執行部も改めて知事の仕事をするために、予

算も確保して知恵を出してください。

○末吉幸満土木建築部長 私ども去年審査して承認

を与えた部署でございまして、それに対して今第三

者委員会でその審査がどうだったかということの検

証をしている状況でございます。嘉陽委員が言われ

ますように、今の状況、辺野古でどういう状況が起

こっているかということは、せんだって知事から、

職員も行って現場を見なさいということを指示いた



だいていまして、関係する部局で毎日配置するよう

なことになっています。来年度の予算、土木建築部

として特別に事業費として予算計上しているわけで

はございませんが、当然それを担当する人間はいま

すので、しっかりそれはカバーしていきたいと思い

ます。

○嘉陽宗儀委員 そういうことで頑張ってください。

それと私は、いつも埋立承認書を繰り返し繰り返

し読んでいるのです、これを。土木建築部長は何回

読んだかわからないが、公有水面埋立法の第４条の

関係から言えば、当然予算をつけて、もっと県民に

明らかにしていかなければならないことがたくさん

あります。今は、しかし、それを無視するような事

態が進行している。だから、明らかにこれは、もう

我々はこの埋め立ては絶対許さないという立場で頑

張っていく以外ないので、一緒に頑張りましょうと

いうわけにいかんが、予算もつけて改めて対策をとっ

てください。

○新垣良俊委員長 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 まず、事項別積算内訳書、ページ

は振っていないのですが、歳入予算で公園費が平成26

年度より36％もマイナスになっているのですが、そ

の理由を少し。歳入の３ページぐらいか、公園費、36

％マイナスなので。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 沖縄県総合

運動公園で平成26年度までＪ２対応の改修工事を

やっておりましたので、その分が今年度で完了する

ということに伴いまして減額になっております。

○新垣安弘委員 公園費の中で首里城に関係する整

備の予算というものはついていますでしょうか。つ

いていたらどの部分なのか。

○末吉幸満土木建築部長 首里城公園の平成27年度

の予算としましては４億2249万4000円計上しており

ます。その内訳ですか、龍潭池周りの園路の整備、

円覚寺跡周辺の植栽、さらに首里杜館の機械設備の

更新を今予定しております。

○新垣安弘委員 あと、同じく50ページの県単道路

事業の植樹事業費ですが、植樹事業費のことを簡単

に説明してもらえますか。

○嶺井秋夫道路管理課長 植樹事業費931万円です

が、これは台風等で枯死した街路樹の補植事業でご

ざいます。

○新垣安弘委員 次に、53ページの沖縄フラワーク

リエイション事業のことを少し説明してもらえます

か。

○嶺井秋夫道路管理課長 沖縄フラワークリエイ

ション事業ですが、沖縄らしい風景、まちづくりの

観点から、都市のシンボルロードや観光地へのアク

セス道路等に花木等を設置し、花いっぱいの道路空

間を形成することで、観光地沖縄をアピールするこ

とを目的としております。

○新垣安弘委員 この事業は平成26年度もついてい

ましたでしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 平成26年度もございます。

○新垣安弘委員 これは平成26年に比べたら予算的

にはどうですか、ふえているのですか。

○嶺井秋夫道路管理課長 平成26年度に比べまして

約１億円ふえております。

○新垣安弘委員 あと、その下の無電柱化推進事業

も恐らく平成26年度もあったと思うのですが、平成26

年度と平成27年度を比べてみると、これの増減はど

うでしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 平成26年度に比べまして

約7800万円増額となっております。

○新垣安弘委員 その下ですが、うちなーロードセー

フティー事業の説明と、あと平成26年度、平成27年

度の比較ですね。

○嶺井秋夫道路管理課長 うちなーロードセーフテ

ィー事業ですが、こちらは生物にふさわしい環境づ

くり、道路環境の改善等を行い、ロードキル防止及

び道路利用者の安全利用のための事業でございまし

て、具体的には、動物の進入防止柵とか、あと小動

物の保護側溝等、それを設置しております。金額に

つきましては、平成26年度に比べまして1540万円の

増額となっております。

○新垣安弘委員 あと、八重瀬町の国道507号と、あ

と県道77号線について調査をお願いしていたのです

が、まず県道77号線の字東風平地域の100メートルぐ

らいの区間の中に街路樹、ヤシの木が植えられて、

大体50本ぐらい植えられて、半数ぐらいは枯れてい

るのではないかという指摘をしましたが、そこにつ

いてお願いします。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 県道77号線、

糸満与那原線の東風平地区ですが、伊覇土地区画整

理事業に伴って街路整備事業として整備をしている

のですが、事業主体が八重瀬町となっております。

具体的に当該路線の植栽について、八重瀬町に確認

したのですが、現場で平成25年度にマニラヤシ56本

を植えております。このうち30本が昨年の３回にわ

たる台風の影響によって枯死しているということを

聞いております。

○新垣安弘委員 あそこは県道ですが、八重瀬町が



やったのですか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 区画整理事

業の中になっておりますから、八重瀬町のほうで施

工をしているということです。

○新垣安弘委員 その件は八重瀬町がやったという

ことですが、あと道路の街路樹の植栽についてお伺

いしたいのです。例えばヤシとかそのほかにも高木

もあると思うのですが、単価１本当たり普通幾らぐ

らいするものでしょうか。

○伊禮年男都市計画・モノレール課長 マニラヤシ

に関して八重瀬町に確認しましたところ、１本当た

りの樹木単価は、高さが2.5メートルの場合、５万2500

円、施工費の単価としては１本当たり９万円と聞い

ています。

○新垣安弘委員 では、これは例えば、八重瀬町が

やったことですが、業者が責任を持つのは、町でやっ

ても県でやっても普通１年以内ですか、どうなので

しょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 県が施工する植栽工事に

関しましては、契約事項に枯れ保証というものを定

めておりまして、樹木の引き渡し後１年以内の枯死

等に対しては、その原因が樹木や施工技術に起因す

ると認められる場合、請負者の負担において植えか

えするなどの対応をとっております。市町村につき

ましても、明確ではないのですが、恐らく県に準じ

てやっているかと思います。

○新垣安弘委員 あと、今沖縄観光がすごく好調で、

どんどん人は入ってくるわけです。恐らく人を沖縄

に呼び込む分にはもう順調にこれからもふえていく

と思うのです。あとは受け入れの体制だと思うので

す。受け入れの体制もホテルの問題とかいろいろな

問題があるのですが、観光地沖縄を来た人が本当に

いいなと思って帰っていただく。その観点からする

と、これはよく質疑で出るのですが、街路樹の整備

だとか、そこはこれから大きな課題だと思うのです。

そこで、では、県が担当する県内の街路樹の整備、

これは除草とか植樹とかいろいろあると思うのです

が、その予算は平成26年から平成27年にかけて増減

はどうなっていますでしょうか。

○嶺井秋夫道路管理課長 除草関係の予算ですが、

平成26年度に比べまして、平成27年度は県単道路維

持費で約4000万円増額をしております。もう一つ、

沖縄フラワークリエイション事業で約１億円増額し

ておりまして、トータルで約１億4000万円増額して

おります。

○新垣安弘委員 平成25年度から平成26年度にかけ

ても大分ふえていましたから、また平成27年度はふ

えるということですね。

あと、国道507号の件です。これは八重瀬町具志頭

までの延長の事業になっているのですが、当初は平

成28年までの予定だったと思うのです。今はどのよ

うな進捗状況になっていますでしょうか。

○上原国定道路街路課長 国道507号、八重瀬道路に

つきましては、八重瀬町の東風平を起点に具志頭を

終点とする延長4.2キロメートの改築事業を実施して

おります。平成20年度に事業を着手しておりまして、

現在は平成30年代前半の供用を目指しているところ

でございます。現在の進捗状況につきましては、事

業費ベースで約44％となっております。

○新垣安弘委員 土地の用地買収とかで手こずって

いるという状況とかもあるのでしょうか。

○上原国定道路街路課長 沖縄県土地開発公社に用

地取得を委託しまして、鋭意交渉を重ねております。

今年度用地取得も含めて、橋梁の下部工工事にも着

手する予定になっております。現在の用地取得は面

積ベースでまだ28％という状況でございますが、国

道沿いに物件も結構張りついて、物件補償も重ねて

やっておりますので、それほど特に問題になってい

るということではございませんが、面積ベースでは

まだ28％という状況でございます。

○新垣安弘委員 あと、県営団地の件でお伺いしま

す。今までの質疑の中でも、県営団地の改築の予算

と、あと新築で八重瀬町の伊覇の県営団地の話が出

ていました。県営団地の間取りとか仕様の問題で、

先ほどいろいろ障害者向けの整備とかいろいろ出て

いたのですが、全国の公営団地の入居の様子を見ま

すと、沖縄県以外では物すごく単身の高齢者の割合

が20％以上とか随分高いのです。沖縄県はこれがま

たすごく低くて、７％ぐらいなのです。そういう中

で、何カ所かの県で今試みられているのが、子供の

多い世帯が住みやすいような間取りにして提供して

いこうとかそういうのがあるのです。改築の場合は、

以前住んでいた人をまた入れないといけないとかそ

ういうのもあると思うのですが、八重瀬町の伊覇の

場合は新築でもありますし、そこでもう一つ、今回

ここをつくる周辺が今民間のアパートが結構過剰ぎ

みで、これは大丈夫かと心配するぐらいにどんどん

新しいのが建っているのです。

そこで、伊覇の県営団地、設計とかに入っている

と思うのですが、例えば子育て支援、子供をふやし

ていくという観点から、多子子育てというか、子供

が４名とか５名とかいるそういう人たちに提供でき



るような間取りの部屋を幾つか準備するとか、そう

いう観点からの整備はできないでしょうか。

○嘉川陽一住宅課長 新規の団地ということで、今

確かに子供の多い、多子世帯という形で呼ぶわけで

すが、多子世帯向けの公営住宅、部屋を多くつくっ

てということですが、部屋が大きくなる、間取りが

ふえると、どうしても面積というものが大きくなっ

てきます。公営住宅の家賃については、部屋の広さ

というものが家賃の算定をする根拠の一つにもなっ

てきますので、余り大きい面積だと、かえってまた

家賃が高くなるという部分もございます。今現在県

営住宅では、以前は間取りの大きいのもかなりつくっ

ていたのですが、最近は３ＬＤＫが最も部屋数の多

い形ということになっております。基本的には夫婦、

そして就寝を分けることが必要な子供たちがいる場

合ということで３ＬＤＫを想定しているわけでござ

います。八重瀬町の伊覇団地につきましては、これ

から設計が始まるということですが、その前提条件

として、今間取りをどうするかということについて

は少し研究をしてみたいと思います。

○新垣安弘委員 沖縄県の場合は事情もあると思う

し、結構子供の貧困の問題とか若い世帯の子育てが

大変だということがあると思うし、そこは面積で家

賃が決まってしまうということもあるかもしれない

が、そこはまた多子世帯に対する配慮ということを

何とかやるとかそういう形にして、せっかくの新築

はつくらないという中での新築でもあるし、また地

元のそういう状況もあるわけですから、そこは沖縄

県の事情を鑑みて、ひとつ今回こういうことも、そ

ういう観点からも取り組んでみるというか、そこら

辺ももしできたらいいかと思うのです。

それともう１点、そこは今までも何度か言ってい

ますが、この間も少しお聞きしたら、３階から５階

建てということで言っていました。戸数もそれなり

に確保しないといけないということもありますが、

そこら辺を通ると、本当にここに５階建てが建つと、

下から見たら、これはどうなるのかと思うぐらいの

状況もあるのです。そこは皆さんも八重瀬町からも

意見を出してくれということで言っているとは思う

のですが、ぜひ検討してみてください。お願いしま

す。

もう１点、あと下水道の件に関してお伺いしたい

と思います。今回八重瀬町が下水道整備の件で、計

画を立てるということで、1500万円の予算で、３分

の１補助で計画をコンサルタントに振った。でも、

計画が仕上がったら、３年以内に工事に着手しない

といけないということで、それではだめだというこ

とで、500万円また返してしまったという話があるの

ですが、そこは町と県とのコミュニケーションがう

まくとれていたのでしょうか。

○下地栄下水道課長 その件については、単独公共

下水道で着手という結論が八重瀬町側に出て、その

結論ありきで走るのであれば、３年で着手できたと

思います。ただ、その計画を立ててやった中で、町

内部のほうで単独下水道ではなくて、流域のほうに

接続とか、そこら辺の話が持ち上がってきたもので

すから、３年のうちにはできないということになっ

て、無理だということになったようです。

○新垣安弘委員 今、八重瀬町の伊覇・屋宜原地域、

どんどん企業も来たい人もいるのですが、結構浄化

槽の問題で、下水道につながっていないということ

ですごい大きな問題になっているのです。そこのと

ころは、もちろん八重瀬町の課題でもあり、責任で

もあるのでしょうが、今後県と同じような責任、信

条を持って話し合いながら進めていく姿勢は、県は

持っていますか。地元と県とのそこら辺が心配なの

です。

○下地栄下水道課長 当然県の下水道課ですので、

八重瀬町だけでなく、南城市とかそこら辺の話も聞

いております。最近注目しているのが糸満市で下水

の処理水を農地に返すという実験もしておりますの

で、それが着々と進んでおります。ある意味八重瀬

町でも農地には水が足りない。南城市でも農業で水

が足りないという状況もありますので、糸満市の状

況を見ながら、例えば単独公共下水道で河川の上流

に水を返して、さらにその水を農地に返すという手

法もあるのではないかということを提案していると

ころでございます。

○新垣安弘委員 ほっておけない状況だと思うので

す。ぜひ町とうまくコミュニケーションをとりなが

ら、何とか解決していい方向にいくようにお願いし

ます。

○新垣良俊委員長 以上で、土木建築部長に対する

質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席してください。

次回は、明 ３月13日 金曜日 本会議終了後委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後２時56分散会
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